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ミャンマーにおける経済発展と自動車産業政策

石川　和男

はじめに

東南アジア諸国連合（Association of South‐

East Asian Nations：ASEAN）では、自動車産業

に関しては、タイ、インドネシア、マレーシア

の3カ国が「自動車先進国」とされる。他方、

フィリピンは「自動車中進国」、その他は「自

動車後進国」に位置づけられる。なお、シンガ

ポールは、他の9カ国に比べて飛び抜けて高い

GDPを有しているが、政策的に自動車使用を

制限しており、ブルネイも市場規模からこの2

国はどの区分にも属さない国として位置づけら

れよう。

本稿では、自動車後進国とされるミャンマー

（Myanmar）を取り上げる。まず同国の概史に

触れた後、その経済状況、特に他のASEANと

の比較を行なう。そして、自動車産業が後れを

とった背景を取り上げ、現在の産業構成に至る

までについて考察する。その上で、自動車産業

の形成と発展について、外資系企業が同国市場

を見る視点を中心に考察する。1997年に同国

の軍事政権による民主化弾圧に対して米欧から

経済制裁を受けた。その後、20年近くに及ぶ

制裁下にありながら、制度的な改革を継続させ

ていった状況を踏まえ、自動車産業の萌芽を見

据えていきたい。

また、ミャンマーにおける自動車産業の生成

について、中古車輸入から同国自動車市場が拡

大し、それが新車普及や現地生産を遅滞させた

状況を取り上げる。特に2011年の民主化ののち、

自動車需要が急増し、古い自動車輸入に対する

政策を大きく転換した状況に言及する。そこで

は輸入許可証をめぐっての状況変化や旧型車の

スクラップポリシーの変化も取り上げる。その

上で、日本メーカーを中心として外資系自動車

メーカーが、同国において現地生産に踏み切る

までの状況変化を射程としたい。これらにより、

同国において自動車市場の拡大に資するような

要素を発見することを目的としたい。

１．ミャンマーの概況

（1）ミャンマー概史

ミャンマーは、8世紀頃からピュー（Pyu）

族が点在して生活し、次第に小国家を建設し始

めた頃から文化的に隆盛した。9世紀中頃、中

国雲南から移住したビルマ（Bamar）族は、

エーヤワディ（Ayeyarwady）川流域に移住、

ピュー族やその他諸勢力を征服していき、1044

年にミャンマー最初の統一国家バガン（Bagan）

王朝を建設した。バガン朝は、1044年から

1287年までビルマ族による統一国家であった。

16世紀になると勢力を盛り返したビルマ族は、

タウングー（Taungoo）に城塞を築き、国家統

一を果たした。さらにタイのチェンマイ

（Chiang Mai）、アユタヤ（Ayutthaya）王朝を滅

ぼしていき、東南アジアに一大王朝を成立させ

た。それにより1550年から1752年は、タウン

グー王朝が国家を再統一した。ビルマ族は一度

モン（Mon）族に滅ぼされたが、アラウンパ

ヤー王（Alaung Mintaya-gyi Hpaya）により再度

攻勢を強め、バゴー（Bago）のモン族国家を
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滅ぼし、統一国家を形成した。その後再度アユ

タヤ王朝を滅ぼし、再び隆盛を極めた。しかし

1775年から1885年のコンバウン（Konbaung）

王朝が最後のビルマ王朝となった（中西［2009］

32-35）。

イギリスは、ビルマ王朝との3度に及ぶ戦争

により、1886年にミャンマー全土を植民地に

した。第二次世界大戦が始まると1942年から

旧日本軍が侵攻を開始した。そしてアウン・サ

ン（Aung San）率いる30人の志士を中心とし

たビルマ独立義勇軍（Burma Independence 

Army： BIA）は、旧日本軍とともにビルマに侵

攻した。1945年になると、抗日運動が起こり、

連合軍が首都ラングーン（Rangoon）を占拠し

たことにより、旧日本軍は降伏、再びイギリス

領となった（清水建設提供資料）。

ミャンマーは、1948年にイギリスの植民地

から独立したため、1885年から1947年が同国

の植民地時代である。同国の植民地支配からの

解放は、独立よりも統合の意味合いが強く、イ

ギリス植民地支配は同国に分断統治をもたらし

た。多数派であった仏教徒ビルマ人に代わり、

植民地支配はカレン（Karen）人やカチン

（Kachin）人、チン（Chin）人など非仏教徒少

数民族が優遇され、植民地支配の一角を担った。

この分断統治が、独立後の国家建設には負の遺

産となった。同国では、植民地時代以前から少

数民族問題は存在した。しかし、イギリスの植

民地政策が現在に至るまで同国の政治問題を深

刻化させた（伊野［2011］191）。他方、イギリ

ス統治時代は、ラングーンでは計画的な都市開

発により通信、鉄道、道路などのインフラ整備

が進められた。鉄道の主要路線はほとんどラン

グーンにつながるように敷設され、道路も村、

郡庁所在地、県庁所在地、管区長長所在地が効

率的につながった（根本［1996］30）。

（2）ミャンマーの現況

1）ミャンマーの国土

ミャンマーは、面積68万㎡㎞（日本の約1.85

倍）、人口5,148万人（2015年5月、ミャンマー

入国管理・人口省）、平均年齢27.1歳である。

教育水準が高く、「チャイナ＋1（プラスワン）」

の工場適地として注目される。首都はネピドー

（Naypyidaw）である。民族はビルマ族（約

70%）と多くの少数民族（135民族）が存在し

ている。言語はミャンマー語であり、成人（15

歳以上）の識字率は91.9%（2008年）に達して

いる。宗教は仏教徒89.7%、ヒンズー教徒9.2%、

イスラム教徒0.7%、キリスト教徒0.3%（2001

年国勢調査）である。さらに厳しい戒律の上座

部仏教を信仰しているため、飲酒を嫌う人々も

多く、独特な仏教文化がある（武田［2017］

42）。気候は北部が温帯、中部・南部が熱帯に

属し、高温多湿である。最高気温は25~37℃、

最低気温は18~20℃であり、1年は雨季（5月下

旬~10月中旬）、乾季（10月下旬~2月）、暑季

（3月~5月）に分かれている（清水建設提供資

料）。

2）政治状況

現在のミャンマーは、1948年にビルマ連邦

として独立したが、少数民族や共産党の反乱に

より、内乱が継続した。1962年に軍総司令官

ネ・ウィン（Ne Win）が、クーデターにより

政権を掌握し、「ビルマ式社会主義への道」と

題する革命政権の基本綱領を発表し、ビルマ社

会 主 義 計 画 党（Burma Socialist Programme 

Party：BSPP）を発足させた。ビルマ式と冠さ

れたのは、マルクス・レーニン主義の唯物論に

比べ、精神の物質に対する優位性を認める特徴

のためである（伊野［2011］196）。その後、

1974年にビルマ連邦社会主義共和国（Socialist 

Republic of the Union of Burma ）が発足、ネ・

ウィンが大統領に就任した。



ミャンマーにおける経済発展と自動車産業政策

― 5 ―

やがて学生を中心とした反政府デモが起きる

ようになり、アウン・サン・スー・チー（Aung 

San Suu Kyi）を書記長とする｢国民民主連盟

（National League for Democracy：NLD）｣が結成

された。ネ・ウィンは、内向きで独特の計画経

済体制を敷いたため、その矛盾は1980年代半

ば以降に噴出し、1988年の「民主化運動」に

より、国民の不満は頂点に達した。この民主化

運動を武力鎮圧した軍事政権は、それを契機に

本格的な市場経済化と対外開放政策に踏み切り、

難局面を打開しようとした（藤田［2005］3）。

ミャンマーでは、軍事政権のデモ参加者弾圧

により、死者が出る事態となった。軍事政権の

経済失政のため、国民には反政府機運が高まっ

ていった。国庫は資源輸出で潤っていたが、市

民は物価上昇に苦しみ、政権に近い一部富裕層

とは格差が拡大し、不満が爆発した（日経新聞

2007.9.27）。そして同国は、2006年10月に首都

をラングーンからネピドーへ遷都し、1962年か

ら50年間続いた軍政が2011年に民政移管され

た。そして、連邦団結発展党（Union Solidarity 

and Development Party：USDP）のテイン・セイ

ン（Thein Sein）が大統領に就任した。その後、

2015年11月の総選挙で改選議席491議席中

NLDが8割に当たる390議席を獲得し、NLDが

大勝した。これにより、2016年3月にティン・

チョー（Htin Kyaw）を大統領とし、アウン・

サン・スー・チーを国家最高顧問兼外相とする

NLD政権が発足した（清水建設提供資料）。

なお同国は1989年に公式の英語名称をUnion 

of BurmaからUnion of Myanmarへ変更し、さら

にその後、Republic of the Union of Myanmarに

変更されている。

２．ミャンマーの経済

（1）ヤミ経済から経済回廊構想へ

先にあげたようにミャンマーでは、1962年

のクーデターで実権を掌握したネ・ウィンが社

会主義政策により、産業国有化を推進した。そ

のため、資本市場の発展が遅れ、証券取引所へ

の上場企業は3社のみであった。また不透明な

権力構造のため、政商やクローニー（仲間内）

がさまざまな分野で暗躍した。彼らは軍政幹部

に取り入り、武器などの貿易や建設業などにお

いて地位を確立し、高級ブランド店を展開した

り、航空事業に進出する者もいた（日経産業

2006.11.30）。

政府は、1985年11月の通貨改革以降、ヤミ

経済規制のため、引締めを強化した。そして、

貧富の差が拡大した元凶である不法な利益を生

む源を封じ、財政に余裕をもたせようとした。

ただラングーンには、ヤミ商人が健在であり、

これらへの対応が経済活動を鈍化させた面も

あった（日経新聞1986.6.23）。また、国内では

十分な商品が生産できず、密輸品が消費経済の

主役であった。その4割はタイから流入し、中

国国境を越える密輸品もあった。国民は品揃え

の悪い国営百貨店を回避し、政府が移転させた

ミンガラ（Mingalar）市場が賑わった。さらに

1987年9月初めに高額紙幣が廃止されると人々

は銀行に押し寄せ、換金可能な高額商品の購入

のため、同市場を訪れるようになった（日経新

聞1987.12.12）。

ミャンマーには先のような状況があったため、

アジア開発銀行（Asian Development Bank：

ADB）が1992年に中国を含むメコン6カ国の

経済協力の枠組みを提唱し、交通・物流インフ

ラ開発を重点項目に位置づける「経済回廊」の

概念が誕生した。特に1990年代後半には、ア

ジア通貨危機を乗り越えるため、道路や鉄道な
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ど国境を跨いで整備し、域内の経済交流を活発

化させる「回廊」のコンセプトが固まり、2001

年に各国の協議で3ルートが決定した（飯山

［2019］49）。こうして同国は、国内に多くの問

題を抱えながらも周辺諸国との経済的なつなが

りをもつようになっていった。

（2）ミャンマーの産業構成

ミャンマーは、第二次世界大戦前後から

1963年までは世界一の米輸出国であった。米

の生産量は、社会主義期（1962~1988）に急減

し、軍政期（1988~2011）に停滞、一時はほと

んど皆無の年もあった。しかし、2012年以降

は急速に回復し、2012~13年度は150万トンに

迫るようになった（髙橋［2018］134）。現在は、

農作物の輸出大国の復活を目指している。それ

は農業が貧困対策になるためである。

現在のミャンマーの産業別GDP構成は、農

林水産業26.3%、製造業27.5%、サービス業

46.2%である（CIA2016年推計）。したがって、

主要産業は、農業、鉱業、製造業である。また

主要輸出国は、①タイ、②中国、③インド、④

日本の順であり、主要輸入国は、①中国、②シ

ンガポール、③タイ、④日本の順である。日本

からの主要輸出品目は、乗用車・トラックなど

（63.9%）、建設機械など（12.3%）（財務省貿易

統計）であり、日本の主要輸入品目は、縫製品

（布帛製品、ニット製品）67.1%、履き物

（12.8%）、魚介類（6.5%）である。国民の60%

は、農業に従事し、経済の自由化とともに周辺

国の水準を上回る7~8.5%の高成長を実現して

いる。今後も短期的にはサービス部門が成長を

牽引するとされる。中長期的には、製造業が成

長を牽引できるようにインフラや法制度を整備

しつつある（清水建設提供資料） 。同国のGDP

は2016/17年度 IMF推計名目値663億ドルであ

り、1人あたりGDPは2016/17年度 IMF推計

1,307米ドルである（外務省ウェブサイト）。

（3）ミャンマーの市場成長性

ミャンマーにおける消費財の普及状況は、パ

ソコン保有率3.5%、自動車保有率3.1%（JETRO）

であるため、これらの普及率がかなり低いこと

から、市場としての潜在力があるとされる。他

方、民主化後も同国市場は、米国から制裁を受

けたため、主な財閥は2016年まで制裁対象と

なっていた。また同国は、未整備のビジネス環

境が影響し、ビジネスのしやすさでは世界190

カ国中170位である（武田［2017］42）。した

がって、海外からは投資対象国としてはほとん

ど考慮されていなかったことがわかる。

かつての首都であったヤンゴンでは、1993

年に携帯電話や自動車電話などの移動電話が登

場した。これはミャンマー軍事政権の通信郵政省

が、エリクソン・オーストラリア（Ericsson Australia）

と移動電話システム建設契約を締結したことに

よる。同国では、外国援助の停止でインフラ整

備が遅れ、電話の通信状態が悪かったため、移

動電話システム導入に踏み切った。これにより、

エリクソンが2カ所の無線局と1カ所の移動電

話交換局を建設し、既存電話網との接続を請け

負った。完成後は、ヤンゴン及びその周辺で携

帯電話や自動車電話での国内、国外との通話が

可能となった（日経産業1992.12.1）。現在の

ミャンマーでは、スマートフォンが普及し、

2015年からの2年間でSIMカードの普及枚数が

600万枚から5,000万枚へ急伸し、人口1人あた

り約1枚の水準となった。これには2014年に海

外事業者の参入を認めたため、SIMカードの価

格が1枚10万円から150円程度に値下がりした

ことが影響した（武田［2017］45）。

ミャンマー市場は、民政移管で市場開放され

「チャイナ＋1」としての成長可能性が見込ま

れる。特に近年は6~8%台の高成長を維持し、
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順調な経済成長を遂げ、消費市場の拡大も期待

される。それは非熟練労働力の調達コストの低

廉さ（43USドル /日）によるものである。2012

年から日系企業のミャンマー進出が続いている

が、電力不足・不安定供給による停電が頻発し、

そのためにインフラ、エネルギー環境への整備

ニーズが大きい。インフラ整備等のために年間

1,000億円以上のODAが供与されているが、道

路、電力供給等の社会インフラが未成熟なため、

スペックの高い製造業が進出できない。また、

法令制度の未整備による市場の混乱がみられる。

2016年4月には建築中案件の建設中止命令、商

業税の課税問題、旧軍閥の利権維持の体制（建

設資材輸入許可が外資企業には下りない問題な

ど）、多くの同業他社が進出し、熾烈な価格競

争が起こっている（清水建設提供資料）。こう

したエネルギー源やインフラ整備の問題など、

対応しなければならない課題が山積しており、

政策も一貫していないため、余計に混乱が生じ

ているともいえる。

（4）民主化前後の経済の動き

米国は、1997年にミャンマーの軍事政権に

よる民主化運動弾圧に対し、米国企業の新規投

資禁止を含む経済制裁を発動した。この経済制

裁は20年近く継続した。これにより、米欧諸

国は同国包囲網を強化し、同国への投資が急減

した。国内では民主勢力が大規模集会を開催し、

民主化を求める動きが加速した。他方、内政不

干渉を原則としたASEAN諸国は、米国の制裁

強化に反発した。そのため、1997年5月にクア

ラルンプールでASEAN特別外相会議を開催し、

同国のASEAN加盟を決定した。米国の制裁措

置は、①米企業の新規投資全面禁止、②同国で

エネルギー開発などの投資事業関与企業との取

引禁止などであった（日経新聞1997.5.22）。

ミャンマーでは、1980年代後半に給油所の

国営化と数量制限が導入された。そのため、ど

の車もガソリンを公定価格で1週間に2~4ガロ

ンで購入することができた。これを市場で1ガ

ロン200チャットで販売すると184チャットの

利鞘が得られた。これは公定レートと市場の実

勢レートが併存していたためである（日経新聞

1995.8.29）。2005年以降、世界的な原油高で燃

料油価格が大幅に上昇し、2007年には、僧侶

を中心に大規模反政府デモが起こった。そこで

政府は、2010年6月に国内の自動車用燃料の販

売数量制限を撤廃した。これはテイン・セイン

首相らが軍籍離脱し結成したUSDPを支援する

選挙対策の1つであった。これにより、国内

261の全給油所が民営化され、同時に1日2ガ

ロン（1ガロンは英国式で約4.5リットル）ま

での販売制限を撤廃し、国民は同じ販売価格で

自由に燃料補給が可能となった。（日経新聞

2010.6.15）。

他方ミャンマーでは、2007年頃から天然ガ

ス輸出による外貨収入が増え、2009年頃には

為替レートも物価も安定した。2008年のリー

マン・ショックにより、一旦経済成長が鈍化し

たが、欧米による制裁緩和以降、対外経済関係

拡大を背景に再び成長が加速し、2014年の実

質経済成長率は7.7%となった（日経産業

2015.7.16）。ミャンマーの2011年のGDPは、

519億ドルで対前年比成長率は5.5%であった。

同年度の輸出額約91億ドルのうち、天然ガス

は4割近くを占めていた。輸入額は約90億ドル

であり、石油と一般・輸送機械が各々約2割で

あった。天然ガス輸出で増加した貿易黒字は、

2010年以降の輸入急増でほぼ消失した。それは、

輸入規制緩和により自動車などの輸入が急増し

たためであった。そして、2012年以降に経常

赤字が常態化することが予測されたため、資本

収支次第では経済が再び不安定化する可能性も

あった。これはシェールガス革命で変動期に
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あった天然ガスの世界市況の懸念からであった

（三重野［2013］25面）。また、同国の2011年

の民政移管とそれに伴う経済改革は、タイから

の荷動きを活発化させ、消費を拡大させた。た

だタイからの輸入量増加は経済基盤の乏しさに

よるものであった（飯山［2019］48）。

2012年4月の新憲法に基づく総選挙によるテ

イン・セイン政権の発足により、日本は約四半

世紀ぶりに円借款を決定した。欧州連合（EU）

も武器禁輸を除いた経済制裁の一時停止を決定

した。そして、米国も2012年11月にオバマ

（Obama）大統領が同国を訪れ、実質的な制裁

の全面解除と経済援助再開を表明した（日経新

聞2012.12.26）。これにより長い間にわたった

米欧による経済制裁が一応の終結を見た。

（5）経済特区の立ち上がり

ミャンマーでは、民主化が急進展し、低コス

トの生産拠点や潜在的な巨大消費市場として注

目されるようになった。米欧の経済制裁停止に

より、同国への投資が見られるようにもなった。

政府は、為替制度改革などで外資導入を阻害し

た前近代的な経済制度改革を進めた。複雑な多

重為替相場の解消はその象徴であった。従来は

実勢レート、政府の対外借入れや輸出入金額算

出に使う公定レート、関税算出に使う政府公認

レートなどがあり、その差は140倍にもなって

いた。それを2012年4月に実勢レートに一本化

し、経済安定のため1日の変動幅を一定範囲内

に抑える管理変動相場制へ移行した（日経産業

2012. 7.10）。

ミャンマーは、インフラが極めて貧弱なため、

これまで製造業の進出が難しいとされてきた。

ただインフラ整備の進捗により、日系メーカー

の進出可能性が生まれた（日経産業2015.7.16）。

2011年の民政移管によりティラワ経済特区

（Thilawa Special Economic Zone）が立ち上がっ

た。特区設立に関与した同国政府関係者は、

2016年に誕生したアウン・サン・スー・チー

が主導する新政権でも発言権を有した。中国政

府も同国のインフラ整備に多くの資金と労働力

を提供し、結びつきを強めるようになった（日

経ビジネス［2018］40）。

2015年9月には、近代的工業団地ティラワ工

業団地が部分開業し、日系企業など47社が進

出した。この開業は、内需中心であったミャン

マー製造業が輸出主体で成長を目指す契機と

なった（日経新聞2015.9.25）。ただ同国では、

外資系製造業の進出は、許認可取得や法人登記

で複雑な手続きが必要であり、所管官庁も異

なった。そこで政府は、ティラワを経済特区に

指定し、許認可手続きも専門組織が1カ所で行

う体制を構築しようとした。これにより企業は

手続き負担が軽減された（日経産業2014.5.29）。

ただ、同国では水力発電が中心であり、乾期に

はほぼ毎日のように停電が起きている。ガス火

力発電所を整備したティラワ経済特区（Thilawa 

Special Economic Zone）の停電率は、他の工業

団地に比べて10分の1程度であるが、入居して

いる企業は縫製業など電力使用量が少ない企業

が多いともいわれている（武田［2017］44）。

（6）改正外国投資法施行と段階的進行

ミャンマーでは、金融制度改革と並行し、投

資規制の緩和が進むようになった。同国には

1988年に制定された「外国投資法（外資法）」

があった。同国では、土地私有を禁じ、土地取

引は利用権の売買であった。そこで外資は国か

ら直接利用権を得る必要があった。新外国投資

法が2012年11月に制定され、同法では民間同

士の取引を認め、工場や店舗立地の自由度が拡

大した。また法人税の免税期間も3年間から5

年間に延長された（日経産業2012.7.10）。

改正法の制定過程では、国内産業保護を目的
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に最低投資金額を500万ドルとする案が盛り込

まれそうになったが、最終的には外国投資誘致

を掲げるテイン・セイン大統領が極端な条項を

削除した（小島［2013］108）。そして、2013

年1月に改正外国投資法が施行され、投資環境

は好転したが、内容には不明確な部分が残った。

たとえば、小売業は条件を満たせば外資参入が

認められたが、その条件は曖昧であった。また

金融分野には触れられておらず、企業は法律や

細則の運用を確認しながら事業を進める必要が

あった（日経産業2013.3.1）。

他方、ミャンマーでは、外国投資の許認可権

を持つミャンマー投資委員会（Myanmar 

Investment Commission：MIC）の通達により、

外資参入の規制分野を定めている。政府はこれ

を全面刷新し、小売業、卸売業、貿易業、倉庫

業を規制対象から除外した。それまで海外企業

には、代理店やフランチャイズチェーン店によ

る事業活動しか認めておらず、流通業は現地企

業が独占していた。政府は、2015年以降ショッ

ピングセンターなど大規模店舗形態の小売業進

出を認め、出店地域や投資額に規制を設定した

が、外資のコンビニエンスストアや外食産業が

出店可能になった。さらに貿易業解禁で海外か

らの仕入も機動的に行えるようになり、他国で

開発・調達した商品をミャンマーに導入しやす

くなった（日経新聞2014.7.27）。

MICの通達には、①外国投資が禁止される

21分野、②外国企業がミャンマー企業との合

弁のみによって認可される42分野、③投資認

可に当たって「a）事業の所管省による意見書

や連邦政府の承認などが求められる115分野」

「b）特定の条件下でも参入可能な27分野」、「c）

環境アセスメント（EIA）が認可の条件となる

34分野」が記載されている。基本的にネガティ

ブリスト方式であり、記載分野に該当しない分

野は特別な条件がなく外資100%での参入が認

められた。しかし、それら分野でも所管省の許

可が必要な場合もあった（小島［2013］108）。

小売業や卸売業は除外され、進出には商業省な

どの許認可が必要であったが、流通業の自由化

が段階的に進んだといえる。

ただ、自動車と二輪車の小売は除外され、外

資は自動車販売店を展開することができなかっ

た。それ以外に自動車メーカーの参入を縛るも

のはなく、（現地生産のための）投資は可能で

あった（日経産業2013.3.1）。この通達は、

2018年5月9日に即日実施された。小売投資で

は、外資比率が80%超の場合は300万ドル、

80%以下であれば70万ドル以上の投資（土地

賃料を除く）が求められた。また、店舗面積が

929㎡以下のミニマーケットやコンビニエンス

ストアは認められず、卸売業は外資比率80%

超で500万ドル、80%以下では200万ドル以上

の投資が条件であった。これまで商品輸入も原

則的に現地企業を経由させる必要があったが、

外国企業がミャンマーに販売会社を設置し、自

社商品を国外から輸入、販売できるようになっ

た。そのため自動車や家電メーカーなどが進出

を加速させる可能性はある（日経新聞2018.5. 

12）。途上国や新興国では、雇用力のある小売

業や卸売業を保護するため、経済がある程度成

長するまで外資参入を制限することが一般的で

あるが、同国が大幅緩和をしたのは特異なケー

スであるかもしれない。

（7）AECによる変化

ASEANは、東西冷戦下であった1967年に地

域協力機構として発足し、域内一体化を進めて

きた。ミャンマーは1997年7月にASEANに加

盟したが、2015年11月にはクアラルンプール

でASEAN加盟10カ国の首脳がASEAN経済共

同体（ASEAN Economic Community：AEC）発

足に向けた宣言に署名した（日経新聞2015.1. 
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31）。AECは、1993年に発効したASEAN自由

貿易地域（ASEAN Free Trade Area：AFTA）が

原型であった。2003年に域内自由化対象をモ

ノだけでなく、サービスや投資に拡大すること

で10カ国が合意した。AECにより関税の削減・

撤廃が進み、先発6カ国（ASEAN6）のタイ、

シンガポール、マレーシア、インドネシア、

フィリピン、ブルネイは2010年から関税削減・

撤廃の対象品目は0%となった。後発のCLMV

（カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム）

は2015年までに0%とし、税率7%が上限の一

部品目は2018年まで猶予された。そして

ASEAN6の自由化率（関税0品目の割合）は

2015年に99.2%、CLMVは90.8%となった。た

だ、非関税障壁として複雑な税関審査や輸入制

限措置、規格・基準認証制度、検疫、内国税な

どがあった（日経新聞2015.10.7）。また、国境

を越えて車両が往来できる越境交通協定や、出

入国時に輸出国と輸入国双方での通関・検疫手

続きを出入国時のどちらかにまとめる「シング

ル・ストップ」化も道半ばであり、雇用に配慮

し、熟練労働者の移動自由化も進まない面があ

る（日経産業2016.7.14）。

３．ミャンマーにおける自動車普及

（1）ミャンマーにおける自動車産業の生成

1962年にミャンマー政府が行った自動車輸

入規制により、輸入台数は減少した。政府は、

1979年に自動車輸入を許可し、一般人、水兵、

政府奨学金による海外留学生、在外の同国大使

館に勤務する外交官が対象であり、外国滞在中

3年ごとに1台輸入可能であった（Myanmar 

Times）。他方、同国では、日本政府による戦後

賠償の一環で、1962年にMyanmar Automobile 

and Diesel Engine Industry（MADI）が設立され

た。当時は、日本の技術支援を受けたため、原

材料、部品の現地調達率は80%に達した。こ

こにはマツダの乗用車と日野自動車のトラック

プロジェクトが含まれた。そこでは、エンジン

ブロックやホイールディスクなど鋳造部品の一

部は、現地生産されたが、多くは日本から輸入

された。しかし、1988年以降、日本企業によ

る技術提携の終了に伴い、トラック、バス、乗

用車の現地生産は終了した。さらに1988年の

軍事クーデターにより、日本からの開発援助が

停止し、部品輸入が滞った。そのため年間生産

量は、乗用車とトラック総計で500~1,000台程

度となった。これらの自動車は、原則的に公的

部門に配分された（藤田［2013］93-94）。他方、

1988年には完成車輸入が一時的に許可された

が、1997年に外貨不足が深刻になり、その後、

厳しい輸入規制が敷かれた（山本［2013］、日

本自動車研究所［2014］、水谷・堀間［2017］

193）。そのために同国では、第二次世界大戦前

後に生産された老朽車が長年走行する状態が続

いた。

他方、ミャンマーでは、1990年頃、幹線道

路から村に入る道路の敷設時期を迎えた。当時、

二輪車は本田技研の中古車、自動車はすべてト

ヨタや日産のピックアップトラックに屋根を付

けた「バス」と呼ばれる車両が中心であった

（髙橋［2018］68-69）。こうした交通環境の悪

さは、21世紀になっても続いた。他方、日本

政府が、同国に援助した自動車は軍事目的に使

用されたため、日本政府、企業に援助停止と経

済制裁実施が求められた（日経新聞1992.5.30）。

そこで、経済活性化と投資環境改善を目指した

インフラ整備のために自動車輸入が進められる

ことになった。ただ、外貨不足が深刻であり、

性能の劣る安価な中国車が輸入された（日経産

業1993.4.22）。その後、軍事政権が支配したヤ

ンゴンでは自動車ブームが起き、中古車が路上

で売買され、主に日本車が取引された。ガソリ
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ン不足や中国向け再輸出規制強化により、在庫

が増え、販売価格は急落した。かつて北部国境

から中国・雲南省に密輸されたが、政府が

1993年7月から密輸取締りを強化したため、在

庫が急増した（日経新聞1994.1.31）。こうして

自動車の輸入政策については、弥縫策が相次ぎ

出され、一貫した政策が見られないまま時間が

経過していった。

（2）中古車輸入の拡大

2011年にテイン・セイン大統領は、民主化

を進めるために中古車輸入規制も大幅緩和した。

ミャンマーでは、日本製の中古車は故障しにく

く、故障しても修理をすれば何十年も乗れるた

めに人気があった。こうして中古車が増加した

ため、ヤンゴンでは渋滞が深刻化し、至るとこ

ろで高架道路が建設された。また民政移管後、

国内の物流需要が上昇し、海外からの観光客の

大幅増加によって観光バスの需要が高まり、日

本からの乗用車以外の車両輸出も増加するよう

になった（水谷・堀間［2017］85-86）。

他方、ミャンマーでは、地方の交通手段は二

輪車や馬車が中心であり、タクシーも走行して

いない地域もあった。道路整備も遅れ、主要幹

線道路の総延長距離は、2011年に2万4,285マ

イルであったが、2015年には2万5,733マイル

と約1,400マイル強伸張しただけであった。ま

た、アスファルトとコンクリートの舗装率は

64%であり、その他は砂利道などであった。そ

のために未舗装道路は雨季には冠水し、通行不

能となった。さらにコンクリート道路は滑りや

すくなり、事故も発生した。一般道路は、舗装

道が少ない上、幹線道路との連結性も低かった。

ルートによっては反政府勢力が支配する地域も

あり、走行ルートには困難を極めた（水谷・堀

間［2017］190-191）。一見、道路敷設を進める

とともに舗装をしていけばよいという見方もあ

るが、財政的な面やその危険性などにより、な

かなか進捗しない状況も理解できる。

ミャンマーでは、先にもあげたように国内企

業保護のために外資による輸入販売は禁止され

ていた。外資が自社製品をミャンマーに輸入販

売する場合、現地企業への委託か現地生産によ

る方法しかなかった。ただ、国内企業は小規模

で販売力がない状態であった。一方、先の新政

令でも国内業者への影響が大きい自動車と二輪

車は、規制緩和対象から除外方向で議論が進ん

だ。そこで対象品目を制限し、外資誘致と国内

企業保護を目指すこととなった。

　　

（3）民主化以降の自動車需要の急増

1996年、ASEAN 6カ国の自動車産業がASEAN

自動車連盟（ASEAN Automotive Federation：AAF）

を再結成した。ここでは加盟国相互の部品供給

の円滑化や環境・安全基準づくり、個別企業が

対応しにくい多国間の問題解決に取り組むこと

となった。ASEANはAFTAにより、2003年ま

でに域内関税を0~5%に引き下げ、域内分業体

制を推進することにより、経済発展を加速させ

ようとした。そこでAAF設立は、有力自動車

生産地域を目指したものであった（日経産業

1996.7.30）。ただ、ASEANで新興市場とされる

カンボジアとラオス、ミャンマーは、合計人口

が1億人を下回り、GDPも少なく、モータリ

ゼーションの開始は時期尚早の見方もあった

（西本［2017］75）。それは1人当たりGDPから

の見方であり、一般に1世帯あたり3,000米ド

ルという水準に達するには、時間がかかると判

断する面からであろう。

しかし、ミャンマーでは2011年の民主化後、

自動車利用が急増した。図表1からわかるよう

に自動車保有台数は、民主化以前から急増した。

自動車市場の成長により、石油製品需要の伸長

が見込まれたため、JXなど日本の石油元売各
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社は、外資への市場開放が進む同国を大きな市

場と見なすようになった（日経新聞2014.9.14）。

他方、中古車利用が浸透し、中古車輸入規制を

しなければ、新車市場拡大は厳しい状況であっ

た。同国の2016年の乗用車保有台数は約50万

台である。登録車の8~9割は日本から輸入し、

新車は年1万台に過ぎなかった。同国でも日系

メーカーが多いが、ショールームや保守点検な

どには力を入れてきたが、工場建設には慎重な

姿勢であった。そのような状況において、北京

汽車が2014年2月にヤンゴンにショールームを

開設した。同社は同国国境の雲南省瑞麗市で

2015年に年産数万台の新車組立工場を稼働さ

せ、同国への輸出拠点とした。後章で取り上げ

るが、同国では2010年に政府系企業との合弁

会社を清算したスズキが2013年に小型トラッ

クの現地生産を再開した（日経新聞2014.610）。

またスズキの行動は、米欧の経済制裁解除時期

が見通せな状況での再開であった。

（4）輸入許可証（ライセンス）発行をめぐって

1）ライセンス取得をめぐる変化

2000年になると、ミャンマーでは国内経済

の落ち込みや軍事政権による政策運営のため、

トヨタ、味の素、全日空などの日系企業が駐在

員を引き揚げる事態となった。当時同国には約

70社の日本企業が進出し、駐在員家族を含め

400人が滞在していた。トヨタでは、1998年1

月に開設した駐在員事務所から日本人を引き揚

げ、現地スタッフで事務所を維持することとし

た（日経新聞2000.5.7）。この対応には、同国

をどのように見極め、判断するかという迷いが

見られよう。

ミャンマーでは、それ以前の2010年時点に

おいて、当時10年を経過した日本製の4ドア乗

用車が20万ドル、四輪駆動車も40万ドルを超

えて取引されていた（日本貿易振興機構

［2011］、日本自動車研究所［2014］、水谷・堀

間［2017］193）。そして、2011年6月末には自

動車登録台数のうち日本車が9割を超えていた

が、この背景には流入増もあった。軍事政権は、

それまで新車・中古車ともに輸入を規制してき

た。一方、新車は経済制裁を踏まえ、日米欧

メーカーは輸出を自粛していたが、中古車につ

いては輸出が可能であった。日本中古車輸出業

協同組合（東京・品川）によると、月間数百台

だった輸出は2011年12月に6,580台に急増した。

これはテイン・セイン政権が、民主化と並行し

て経済活性化を目指したためであった（日経新

聞2012.2.15）。中古車輸入の拡大により、2011

年の輸入規制緩和で中古車価格の低下が進行し

た。そこで新政権は、新車輸入解禁の検討を開

始した。同国では自動車は高価であったが、よ

り自動車購入を難しくしたのが高額の「輸入許

＜図表 1　ミャンマーの車種別自動車登録台数（単位：台）＞

車種              年 2012 2013 2014  2015 2016 前年比 %

乗用車 267,561 331,468 434,69 494,657 536,471 8.5

トラック 67,750 74,546 124,597 193,559 250,529 29.4

バス 19,579 19,812 22,151 26,746 25,937 ▼ 3.0

二輪車 1,955,505 3,219,213 3,595,474 4,276,696 4,631,007 8.3

その他 53,352 54,070  61,291 86,041 97,316 13.1

（出所） フォーリン［2017］158 頁
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可証（ライセンス）」であった。軍事政権時代

は1台12万ドル（約930万円）であった。その

後1万5千ドルに引き下げられたが、税金や手

数料を含めると購入価格のほぼ半分を占めてい

た（日経新聞2012.2.15）。

他方、ライセンス取得には、輸出税支払済み

の輸出獲得外貨の提示が必要であった。こうし

て政府は、裁量的にライセンスを発給してきた。

完成車輸入が厳しく制限されているため、輸入

代替企業には保護的であったが、それら企業に

も厳しい外貨配分規制・輸入規制が課されたた

め、育成には結びつかなかった（藤田［2013］

94）。またライセンスを得ても、実際に輸入許

可が出ない状況が続いた。一方、各省庁の特別

輸入枠を使った輸入が増加した（日経新聞

2000.5.7）。

2）スクラップポリシー

ミャンマー政府は、2011年9月に古い車の入

替促進策を開始した。旧型車は、排ガスや故障

が経済発展の妨げになるため、廃車証明と引換

えにライセンスを無料で発給することにした。

これは自動車を一般国民に手が届く価格水準に

引き下げるためであった。そこで、旧型車の買

換え奨励策として、40年以上経過した旧型車

を廃車にすると、1995年以降に生産された

3,500ドル以下の中古車（当時）を輸入できる

「スクラップポリシー」を発表した。その後、

経過年数の条件を緩和し、自動車登録税の減税、

2007年以降の右ハンドル車の輸入許可などに

ついて規制を緩和し、2011年の民政移管以降、

同国で日本の中古車輸入が急増するようになっ

た（水谷・堀間［2017］193-194）。

さらにミャンマー政府は、旧型車の所有者に

対し、生産年が1999年から2006年に限定した

新型自動車の輸入許可を与えた。これにより、

2012年8月時点で、総計58,711台の輸入が許可

された（ミャンマー商務省）。これに対し、

2012年5月に発表した追加措置では、外貨口座

開設などの条件を満たすと、2007年以降の生

産車にもライセンスを無料発給することとした。

これにより、旧型車の廃車を条件にせず、誰も

が購入可能となった。そのため、年式の新しい

車が大量に流入する可能性が生まれた。また中

古車が値下がりし、関税や登録料など諸経費込

みでも、排気量1,300cc程度の小型車は100万

円前後で購入できる見込みとなった（日経新聞

2012.6.4）。こうした生産年に対する輸入制限の

解除は、新車輸入に道を開いたとも解釈できる。

3）道路事情に合わせた対応　

2016年11月にミャンマー車両輸入管理委員

会（Vehicle Import Supervisory Committee：

VISC）が発表した「2017年に輸入可能な自動

車に関する通達」では、左ハンドル指定の車両

に関する規制が増加した。これは政府が以前か

ら同国の道路事情に合わせて左ハンドル車普及

を進めてきたためであった（水谷・堀間［2017］

86-87）。そして政府は、2017年1月以降、右ハ

ンドル車の輸入を原則禁じる方針を2016年11

月に発表した。廃車証明書と引換えに輸入を認

める特例でも対象を2011~2014年製造の中古車

に限定した（日経新聞2016.12.28）。

右側通行のミャンマーでは、左ハンドルが原

則であるが、ヤンゴンでは日本からの右ハンド

ルの中古輸入車が9割以上を占めていた。そこ

で政府は、2017年から右ハンドル車輸入を原

則禁止とし、廃車証明を条件として輸入特例は

比較的新しい車両に限定した。2016年までに

認められた輸入中古車の販売は継続していたが、

在庫が底をつくと中古車価格が上昇し、新車と

の価格差が縮むことが予測された。中古車輸入

規制の目的は安全確保であったが、自動車産業

の育成を試みるミャンマー政府による産業政策

の面もあった。中古車市場が縮小すると、代替

する新車市場を狙った投資誘致も可能になる。
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そして、国内で組み立てをし、国産要件を満た

せば、自動車税が免除されることとなった（日

経産業2017.9.8）。図表2は、2017年の自動車輸

入に関する新規制の概要を示したものである。

輸入可能な車両年代をかなり新しいものでも可

能とし、さらに左ハンドルに限定するとの条件

を付けた車種が目立っている。これにより、日

本において使用されていた右ハンドル車の中古

車輸出は大幅に減少することが予測されるよう

になった。そのため、日本にとっては、政策的

な同国に対する情報収集と見極めがより重要と

なった。

（5）現地生産の促進

ミャンマーでは、テイン・セイン政権下での

経済開放以降も国内を走行している自動車のう

ち中古車が9割以上であり、新車市場は数千台

規模でしかなく、タイやインドネシアと比較す

ると小規模であった。しかし、政府が2017年

に中古車輸入を実質的に規制し、新車販売が直

近の2018年は前年度から倍以上伸び、1.7 万台

を突破した。前年度成長率からは、ASEANで

新車市場が最も急速に立ち上がっているとされ

る（瀧波［2019］1）。つまり、新車市場の立ち

上がりは、政策による影響が大きいといえる。

ミャンマー工業省は、2019年5月に自動車政

策を公表した。自動車市場は2018年の新車販

売台数、生産台数ともに前年比で倍増し、同国

の経済発展に資する自動車および関連産業の将

来にわたる持続的成長を見据えて策定された。

その骨子は、新車販売台数の目標値を3期に分

けて設定した。第1期（5年間）で年間20万台、

第2期（5年間）で年間40万台、第3期（5年

間）で年間120万台としている。これはブラン

ド力のある自動車を国産化することによって、

生産設備・自動車部品製造、原材料供給、アフ

＜図表 2　自動車輸入に関する新規制（2017 年 1 月）の概要＞

車種 輸入可能な車両年代 その他
○老朽化した車の代替による輸入
・乗用車
・トラック /バス

2011~2014
2007~2014 1,350cc以下　2015~2017 年式は

左ハンドル限定
○個別輸入
・乗用車
・トラック
・高速バス
・旅客自動車、ミニバス、路線バス

2015~2017
2007~2017
2012~2017
2007~2017

左ハンドル限定、排気量 1,350cc以下を含む
2015~2017 年式は左ハンドル限定
左ハンドル限定
左ハンドル限定

○通常の輸入ライセンスによる会社、
　団体の輸入
・乗用車
・工業用中古車（事業用重機）
・高速バス
・ミニバス、路線バス
・消防車、救急車、霊柩車
・宗教で使用する車

2015~2017
2007~2017
2012~2017
2007~2017
2001~2017
2007~2017

左ハンドル限定

左ハンドル限定
左ハンドル限定

○ミャンマー政府による輸入
・乗用車
・工業用中古車（事業用重機）
・バス、トラック

2015~2017
2007~2017
2007~2017

左ハンドル限定

2015~2017 年式は左ハンドル限定
（出所） フォーリン［2017］159 頁（一部改）
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ターサービス、自動車保険、販売金融など各関

連分野を育成することが目的である。また、外

国企業の進出による技術移転を推進し、ミャン

マー人の雇用機会を創出しようとする面がある。

外国直接投資を促進するため、現地生産に対す

る優遇税制などインセンティブを付与しながら、

R&Dセンター設立も促し、グローバル・サプ

ライチェーンの一角を担おうとしている（草刈

［2019］）。

このようにミャンマー政府は、域内の最大生

産国であるタイからの輸入車流入を防ぎ、自動

車産業を振興させようとするものである。AEC

では、自動車の域内関税は撤廃されているが、

現地生産を優遇することにより、雇用増や技術

集積を形成しようとしている。このため各国政

府は、輸入車に非関税障壁を設けている。そこ

でヤンゴンでは、2016年にナンバープレート

の取得に必要な車庫証明発給を停止した。その

ため、ヤンゴン市民は他地域の人から名義を借

りなければ輸入車を購入できない状況となった。

さらに商業省が販売・価格面で輸入車に規制を

かけ、代理店1社につき輸入許可を300台に制

限している。現地生産車にかからない車両登録

料を本体価格の5~120%を徴収することとして

いる（日経新聞2019.2.15）。こうした政府の対

応は、輸入車に規制をかけることで大手メー

カーに現地生産を促し、雇用創出や裾野が広い

自動車産業自体の立ち上がりを期待するものと

いえよう。

４　ミャンマーにおける外資系自動車
メーカーの事業活動

（1）ミャンマーにおける自動車の現地生産

ミャンマー政府が、自動車産業の育成を目指

し、2017年から中古車輸入に大幅な規制をか

けたため、自動車市場に変化が起きるように

なった。有力な中古車輸入業者は、新車販売に

業態転換している。またメーカーでは、スズキ

のように現地生産を拡大する動きも出てきた。

同国は、ASEANの自動車市場における「最後

のフロンティア」とされる。それは同国での

2018年1~10月の国内生産台数が約9,500台（前

年同期2.5倍）となり、乗用車が約7,700台（同

3.1倍）、商用車が約1,800台（同1.3倍）と乗用

車の伸張が顕著であることからもわかる。現在、

同国では、スズキ、日産、Ford、起亜の4社が

同国内での生産を行っている。首位のスズキの

生産台数は約7,900台（同3.0倍）であり、乗用

車が約6,600台（同3.6倍）、商用車が約1,300台

（同1.6倍）であった。スズキは、ティラワ工業

団地に第2工場を建設し、増産をしている。ま

た、日産車を販売するマレーシア資本のタン

チョンモーター（Tan Chong Motor：TCM）が、

バゴーに第2工場を建設しており、2019年半ば

以降の稼働を予定している。いずれも現在、

SKD方式であるため、部品はほぼ全量輸入で

あるが、TCMでは、CKD方式での部品現地調

達化も視野に入れ、部品メーカー用の土地を第

2工場の隣接地に確保している（草刈［2018］）。

このような状況は、やはり同国の自動車政策の

変更により、これまでとは異なった自動車環境

が形成されつつあることを示している。

（2）日系メーカーによるミャンマーでの事業

展開

1）スズキのミャンマーにおける事業活動

スズキは、ミャンマーのモータリゼーション

初期に進出した。同国はトヨタやホンダなどが

優位であるタイやインドネシアとは異なり、同

社が新車市場では1位である。それは同社が他

社に先駆けて進出したためである。ASEANは

1997年の経済危機の影響を受けたが、同社と

同国政府関係者らが合弁契約書に調印し、事業
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認可を受け、ミャンマー自動車・ディーゼルエ

ンジン工業公団（MADI）と合弁会社Myanmar 

Suzuki Motorを設立した。出資比率はスズキ

70%、MADI30%であった。生産車種は二輪車

が110ccクラスの実用車、四輪車が1,000ccク

ラスの乗用車と商用車であった。ヤンゴンに工

場を新設し、当初は年間数百台ずつタイや日本

から部品を調達してKD生産を行った（日経産

業1998.10.14）。1999年からは、10年契約でピッ

クアップトラックやワゴン車、二輪車生産を

行ってきた。ただ同時期には、米国の経済制裁

が強化され、自然災害や度重なるデモが発生し

た。同社はこれらのリスクも踏まえた上で生産

を継続した（藤田［2013］94）。合弁会社は

2010年に解散したが、10年間で累計約 6千台

を生産した。会社解散後も将来性を見越し、人

員を張り付け、交渉を重ね、2013年には単独

で工場操業を開始した。同社は、同国での生産

を2013年5月に再開した。100%出資の生産・

販売子会社であるSuzuki Myanmar Motor設立の

申請認可が下りたため、ヤンゴン市内の既存工

場を再稼働した（日経産業2013.2.7）。

スズキのミャンマーでの生産規模は、二輪車

年間25,000台、四輪車1,000ccクラスの乗用車

など同3,000台を目標とした。また同国では、

同社が日本ブランドという安心感だけでなく、

2013年から現地生産を開始したため、輸入車

に上乗せされる各種税金などの費用発生が回避

でき、競争力のある価格帯での販売が可能と

なった。またスズキは、2018年に世界戦略車

Swiftを投入し、現地消費者の嗜好に合った自

動車を販売し、ミャンマーで最も影響力を持つ

日本と同国で活躍する俳優森崎ウィンを広告塔

に起用し、プロモーションでも現地に適合させ

ている。同社は、トヨタなどとは異なる戦略に

よりグローバル事業を推進している（瀧波

［2019］2~3）。したがって、同社は他の世界的

に有力な自動車メーカーが進出する前に市場参

入し、早期に市場を形成しようとする先行型戦

略の採用であり、既にインドで実践していたも

のである。

2）いすゞのミャンマーにおける事業活動

いすゞは、かつてMyanmar国軍との関係が深

いUnion of Maynmar Economic Holdings Limited

（UMEHL）と合弁し、組立を行っていた。部

品輸入は、厳しい外貨管理の対象であったため、

生産規模はいずれも年間数百台規模であった

（藤田［2013］94）。同社は、1999年に同国で

トラック生産を開始したが、2000年代初めに

欧米による経済制裁により休止していた。そし

て、同社は民主化後の2012年中に、同国でト

ラック生産を開始するため、ヤンゴンにおいて

組立工場を取得した。同国では将来の経済成長

を見込み、他メーカーも現地生産を検討してい

るために先駆けようとした。そこで同社は、政

府系企業のFirst Automotiveの株式の約6割を取

得し、同社がヤンゴンに持つ工場で小型トラッ

クやピックアップトラックを生産することとし

た。民主化以前には、先に取り上げたスズキが

同国内で生産をしていたが、政府が民主化路線

に転じて以降、日本の自動車メーカーの現地生

産開始は同社が初めてとなった。組立部品につ

いては、同社のアジア最大の生産拠点があるタ

イから輸送することとした。そして、販売状況

に合わせ生産設備を増強し、将来は数万台規模

を目指すこととした。さらに修理や点検などア

フターサービスの拠点整備も進めようとしてい

る。現地生産の再開で輸送費や関税コストを抑

えられ、政府による自動車輸入制限規制も回避

できる（日経新聞2012.5.30）。これらは現地生

産を手がけることによって得ることのできるメ

リットである。しかし、これらのコストや規制

への対応は、環境が変化するとメリットではな

くなることも考慮する必要がある。
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3）日産のミャンマーにおける事業活動

日産は、2016年2月にミャンマーでの乗用車

生産開始を発表した。2017年1月、提携相手の

TCMの現地生産拠点において、Sunnyを年間数

百台を生産し、国内市場向けに販売することと

した。同社は2013年以降、ミャンマー市場に

参入した。同社はこれまで日本やタイなどから

輸入したSUVやピックアップトラックなどを

販売してきた。TCMの工場生産能力は、年数

百台規模であった。そこで両社は、2016年2月

にバゴーで新工場向けの土地を確保し、工場建

設に着手した（日経新聞2017.1.19）。

まず、同グループの既存工場に生産ラインを

新設して生産を開始し、2020年までに新工場

を建設して稼働し、年間1万台の生産を目指し

ている。新工場では約300人の従業員を雇用し、

投資額は5,000万ドル（約57億円）を予定した

（日経産業2016.2.18）。さらに日産は、2019年

に委託生産方式によりヤンゴン近郊の新工場を

稼働させ、生産能力を現在の10倍以上の1万台

超に引き上げることを予定している（日経新聞

2019.2.15）。同社のこのような行動も、ミャン

マー市場が今後急拡大することを見据えての対

応といえる。

4）トヨタのミャンマーにおける事業活動

トヨタは、1956年にアジアで海外販売を開

始した。第二次世界大戦の賠償金の一部として、

22台のランドクルーザー（トヨタ J20シリーズ）

をミャンマーに発送した歴史がある（トヨタグ

ローバル）。それ以降、同社のASEANでの活

動は、タイやインドネシアでの事業活動が取り

上げられることは多かったが、同国での事業活

動はほとんど取り上げられることはなかった。

しかし、2016年には同社の世界生産の12%を

ASEANが占めるようになり、5カ国に完成車9

工場を構え、サプライチェーンはカンボジア、

ラオスなどの後発国にも延びるようになった

（日経新聞2017.8.10）。そして、同国の自動車

専門誌『Drive』が 2017 年 9月 に 同国初の

「カー・オブ・ザ・イヤー」を発表し、トヨタ

車が受賞した（日経産業2017.9.8）。

トヨタは、2019年6月に車両生産会社のトヨ

タ・ミャンマー（TMY）を設立し、2021年2

月にピックアップトラックHI-LUXの生産開始

と、初の完成車工場建設を発表した。これは同

社と豊田通商は約5,260万ドル（約57億円）を

投資し、ヤンゴン近郊のティラワ経済特区に新

工場を建設することとしている（瀧波［2019］

5）。出資比率はトヨタ85%、豊田通商15%で

ある。完成車部品を輸入して組み付けるSKD

方式により、2021年の稼働当初には年約2,500

台のHI-LUXの生産能力を持ち、約130人の新

規雇用することとしている（日経産業

2019.6.6）。やはり、同社についてもミャンマー

の市場成長性各国による非関税障壁の形成によ

り、現地生産を決定したものといえる。

（3）日系メーカー以外のミャンマーでの事業

活動

ミャンマーにおいては、日系メーカー以外の

メーカーの動きも活発である。同国政府は、イ

ンドのTataと大型トラックの共同生産で合意し、

約2,000万ドル（約18億円）で合弁工場を建設

し、初年度は年間1,000台の生産、操業を開始

することとした。同社は、民主化移行のため、

経済改革・開放も考慮し、投資に乗り出したと

いえる。そこで同社は、政府の第2工業省自動

車ディーゼルエンジン工業局と調印した。工場

はヤンゴンから北西480㎞の中心都市マグェ

（Magway）近郊の工業団地に建設、20~30トン

級のトラックを生産することとした（日経新聞

2010.3.24）。同社の同国への進出は、ヤンゴン

の工場労働者の平均賃金がバンコクの15分の1

程度であり（日経新聞2010.4.27」）、生産コス
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トが低下することを期待した上での判断であっ

た。

また韓国系メーカーでは、2019 年 2 月に現

代自動車が新たに約10億円を投資した生産工

場が、ヤンゴン北部の工業エリアで稼働した。

同社は、2013年にショールームを開設し輸入

車を販売したが、知名度は日系ブランドに劣り、

価格競争力を有していなかった。ヤンゴンの基

幹店のショールームでも月間20~30台程度しか

販売できず、市場全体に占めるシェアも 2%台

に落ち込んでいた。そこで、最大年間で1万台

を生産可能な体制を整えようとしている（瀧波

［2019］4~5）。同社の販売店に掲げた青白の幟

広告では、顧客に品質や価格よりもヤンゴンの

ナンバープレートを訴求している（日経新聞

2019.2.15）。さらに大宇（Daewoo）は、現地企

業と共同で、バスの組立工場の生産を行う計画

が進み、乗用車だけでなく商用車の現地生産の

動きを加速させようとしている（瀧波［2019］

5）。

そのほかにミャンマーでは、起亜、Fordも委

託生産方式で現地生産している。ただ、2018

年の新車販売は1万7,519台であった。統計に

含まれない現代自と起亜を加えても2万台弱で

ある。市場規模は非常に小さいため、5社体制

での販売競争は厳しいものとなることが容易に

想像される。

おわりに

本稿では、ASEANの自動車産業について、

世界から自動車後進国に位置づけられるミャン

マーを取り上げた。まず同国の概史、経済状況

の変化を取り上げ、自動車普及がなかなか進捗

しない背景について考察した。そこでは、1997

年に米欧諸国から経済制裁を受けていたため、

外資系企業の同国への進出が、停止あるいは遅

滞し、外資を巻き込んでの経済発展を図ること

ができなかった状況を取り上げた。さらにイン

フラ整備の不備についても言及した。同国は、

そのような状況にはあったが、第二次世界大戦

前後に生産された旧型車使用を制限し、同国の

道路事情に適合するように、左ハンドル車への

切り替えを促進させた状況を捉えた。特に自動

車普及がやや進んだ背景には、輸入許可証（ラ

イセンス）に関しての制度変化が大きく影響し、

また旧型車から年式の浅い自動車への切り替え

については、スクラップポリシーが大きく影響

したことを明確にした。

さらにミャンマーが、制裁下にある時期から

市場の成長性を見据え、リスクを承知の上で同

国に進出したスズキの企業行動を取り上げ、そ

の後いすゞや日産、トヨタに至るまで現地生産

に踏み切り、あるいは踏み切ることを意思決定

した段階的進化についても取り上げた。また日

系メーカーだけではなく、インドや韓国メー

カーも市場としての同国の魅力を感じ取り、現

地生産に至るまでの意思決定背景について考察

した。他方、同国の中心都市であるヤンゴンで

は、鉄道網などの公共交通が未整備であり、自

動車が主要交通手段であること、二輪車走行が

同市内では禁止されていることなどから、今後

も自動車普及が進んでいくものと思量される。

ただその傾向が継続するためには、モータリ

ゼーションが急速に進捗するとされる1人あた

りGDP3,000米ドルの水準に早く達することが

必要である。さらに本稿では取り上げなかった

が、各メーカーによる販売チャネル（ディー

ラー）網とアフターサービス網の構築が望まれ

る。これら同国における流通チャネルとサービ

スチャネルの構築については、次稿の課題とし

たい。
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［1］本稿の主題

［《自己への否定的関連》］本稿筆者は、拙著

『資本論のシンメトリー』（社会評論社、2015

年）で、『資本論』（第1部）が対称性原理で編

成されていることを論証した。1 では、『資本論』

対称性原理の起源は、『資本論』形成史ではど

こにあるのだろうか。この『資本論』の対称性

原理の起源を、特に1839年の「エピクロスの

哲学」ノートと、1844年の「『国富論』ノート」

および『経済学・哲学草稿』とに焦点を当てて、

解明し、その原理の展開過程として『資本論』

形成史を追思惟することが、本稿の主題である。

端的にいえば、その起源は、マルクスが学位

論文「デモクリトスの自然哲学とエピクロスの

自然哲学の差異」（1841年、イエナ大学へ提出）

を準備中の1839年に作成した、7冊のノート

「エピクロスの哲学」（MEGA, Ⅳ /1, S.9-141）に

まで遡及することができる。そのノートでいう

「自己への否定的な関連（negative Beziehung auf 

sich）」（ibid.）こそ、『資本論』の対称性原理の

起源である。このことをみてゆこう。

［学位論文の主題は天動説批判］マルクスの学

位論文は、一読明快ではない。韜晦に満ちてい

る。そのため、その主題は、「ほとんど」と

言ってよいくらい理解されてこなかったけれど

『資本論』形成史の貨幣論モーメント

内田　　弘

も、「天文学史における天動説批判」である。2 

マルクスはこの批判を、長らく世間に誹謗され

研究者に回避されてきた自然哲学者・エピクロ

スの原子論で例証する。3 若きカントも彼の天

文学史で、エピクロスの原子論を事物の生成の

論証に援用しながら、その結論近くで「では、

宇宙の究極の根拠は何か」という根本問題に至

るや、「その根拠は神にある」と指摘して、カ

ントも、自分がエピキュリアンであるという世

間に起こりうる誹謗を巧みに回避した。4「エピ

クロス問題」は物事の根本を考える者たち（哲

学者たち）を気遣わせてきたのである。

［スキャンダラスと観られるスピノザ］このよ

うにスキャンダラスな評判で恐れられ忌避され

てきたエピクロスを、マルクスは主題として論

じる。このこと自体が、伝統的な学問世界に対

する挑戦である。マルクスのこの挑戦に、彼の

学位論文を読む者は気づかなければならない。

『共産党宣言』や『資本論』の挑戦的論調の起

源は、マルクスの学位論文にまで遡る。だから、

マルクスは熟慮して、この学位論文を自分が在

籍するベルリン大学でなく、自由都市のイエナ

大学に提出し、学位を取得したのである。

カトリックが地動説を公式に承認したのは

1822年である。マルクスの生誕（1818年）の4

年後のことである。青年期のマルクスの同時代

「貨幣が我々の欲求の尺度であるだけでなく、
また逆に欲求が貨幣そのものと価値の尺度でも
ある」（ジェミニアーノ・モンタナーリ『貨幣
について』［『経済学批判要綱』（MEGA, II/1-2, 
S.652:訳614）］）。
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でも、なお跋扈する天動説的な迷妄に対する批

判、これが1841年学位論文の主題である。

［スピノザの原子の自由運動］エピクロスの原

子は、曲
クリナ

線運
ーメ ン

動によって他の原子と結合する可

能性をもつ原子である。原子は結合運動の結果、

民衆が崇拝する「天体」に生成する。自己の精

神の外部の伝統宗教でなく、自己の内面のみに、

精神的な静
アタラクシア

逸の根拠をもとめるエピクロスは、

原子の結合運動の帰結である天空の浮かぶ天体

を当然拒否する。つまり、エピクロスの原子の

他の原子との結合可能性は、自己を否定すべき

帰結に追い込む必然性をもつ。マルクスは、エ

ピクロスの自己矛盾するその帰結を簡潔に「自

己への否定的な関連」と表現する。

したがって、「自己への否定的な関連」は、

自己止揚の可能態である。それは自己脱皮して

新たな自己に再生しなければならない。この

「自己への否定的関連」の重層をなす論理が

『資本論』の冒頭商品にまで継承されてゆく。

これが『資本論』形成史の基本線である。

［ルター系譜でなくコペルニクス系譜のマルク

ス］したがって、マルクスは、特に戦後日本の

思想史研究で位置づけられてきたようにマック

ス・ヴェーバーが力説するルター＝カルヴァン

の「宗教改革」系譜の思想家では決してなくて、

コペルニクス＝ガリレオ＝ニュートンの「天文

学史」系譜の思想家である。『国富論』のスミ

スも同じである。5 天動説的な宗教から脱出す

るスミスやマルクスを逆にそこに回収しようと

するという誤謬を、戦後日本社会科学の或る潮

流は犯してきたのではなかろうか。

コペルニクスの天文学史の地動説的旋回に対

応する「形
タ・メタ・タ・フィジカ

而 上 学＝自然哲学」構築で実行

したカントの「批判哲学」は、自分のかつての

エピクロス援用と伝統宗教の折衷を自己批判し

て『純粋理性批判』を刊行した。6 カントの「批

判哲学」をマルクスは「経済学に対する批判」

で継承する。マルクスは、天文学史系譜の思想

家であるスミスやカントに連結する。

［内田義彦のイロニー《天動説的地動説》］　こ

の点で、内田義彦のスタンスは「マルクスと

ヴェーバー」の図式で考えた大塚久雄と同伴し

なければという配慮から、その視座に立ちつつ

も、ほのめかす程度に記した拠点は、「マルク

ス＝ヴェーバー」とは対極の「近代天文学史」

の視座である。われわれは、内田義彦のこの韜

晦に気づかなければならない。

内田義彦は『資本論の世界』で、7 天文学史

が主題であるマルクスの学位論文「デモクリト

スの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異」

から引用して、「人間とはいえない動物的な、

精神の貧困への反感、…経済的人間への反感」

をいだきながら、精神の貧困と物質的貧困を共

に規定している私有財産の問題」にマルクスの

問題関心が焦点を絞ってゆく過程に注目してい

る。　

『資本論の世界』刊行の5年後、内田義彦は

『社会認識の歩み』で、8 日本の地動説は、明治

天皇の権威において導入された経緯を指摘して、

その導入を「天動説的地動説」と名づけている。

西欧近代化における結果だけの「つまみ食い的

な導入」への批判である。天動説から地動説へ

の旋回過程において、宗教的権威と闘った近代

科学革命を担ったひとびとが、受難にもめげず、

貫徹した科学精神そのものを学ぼうとしない。

日本では古来、良き物の成果だけを導入してき

た。良き物は中国や欧米などの海外から舶来品

としてやってくる。それはオオヤケ（大家＝

公）を窓口として導入される。近代日本の「物

質的貧困」からの脱却を目指す「精神的貧困」

である。

［ブルーノとコロンブス］マルクスの学位論文

の7冊の準備ノートである、1839年の「エピク

ロスの哲学」では、「コロンブスの卵」（地理上
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の発見）や、コペルニクスや、地動説を主張し

カトリックによる異端尋問で1600年ローマの

広場で火刑に処せられたジョルダーノ・ブルー

ノが論じられている。

［コロンブスの反論］コロンブスは或る祝宴会

で、彼の新大陸発見（1492年）を結果論的に

過小評価する輩に、《卵はどうしたら立てるこ

とができるでしょうか》という謎をかけ、彼ら

が結局立てられなかったところを見計らって、

卵の尖った端をチョンと潰して立てて見せた。

《なぁんだ》という彼らに「そのように、答え

を知ったあとで、その答えを問いが発せられた

始めに逆輸入して、《なにさ、偉業を成し遂げ

たわけじゃない》というのですか」といって、

コロンブスの業績を揶揄する輩を痛烈に皮肉っ

た。

［始めはすべて難しい］イロニー家であるマル

クスは、その逸話をさらにひと撚りしたエピ

ローグを付け加える。虚栄心だけは十分持って

いるけれどコロンブスのイロニーが分からない

輩がいる。彼らはのちに、その会場にはいな

かった人に、コロンブスがおこなった謎解きで

ある《卵の端を潰して立ててみせる芸》をまね

して、コロンブス並の何か画期的なことを成し

遂げたかのように得意がる。核心問題を提示し

解くことができない凡才が、答えの決まってい

る問いのみを発する模倣癖の一例である。

『資本論』第1部の初版序文の「すべて始め

は難しい（Aller Anfang ist schwer）」という警

句には、単に「ドイツの諺」を引用したという

ことであるだけでなく、この「エピクロス・

ノート」のコロンブスの卵についての若かった

マルクスのかつてのひねり話が潜んでいるだろ

う。あわせて、「経済学批判の《始め》は商品

であること」を確定するまでの自分の研究史を

回顧した感慨を記したものであろう。

［2］「エピクロスの原子」から「スミ
スの『国富論』の貨幣」へ

［原始的再帰関数］マルクスのいう「自己への

否定的関連」とは、「否定すべき自己からの脱

皮」と「肯定すべき自己への再生」からなる、

すぐれて対称的な関数、すなわち「原始的再帰

関数（primitive recursive function）」のことであ

る。9 その関数は「否定すべき自己から脱皮し

きった点」と「肯定できる自己へ再帰しきった

点」との2点間を結ぶ楕円となる。そこでは

「前進（progress）」および「遡及（retrogress）」

が対称性をなす。対称性原理とは、楕円形を描

いて自己へ否定的に再帰する過程が重層をなす

螺旋運動のことである。10 

［自己否定態としての冒頭商品］「自己に否定的

に関連する」とは、自己の現存形態が否定の対

象である事態を出発点にして、その否定を媒介

にして、肯定できる自己・生まれ変わった自己

に再帰することである。11 この基本的な問題設

定と論証法は、『資本論』に継承されている。

冒頭商品は「自己に否定的に関連する事柄」で

あり、自己否定態である。冒頭商品は自己に否

定的に関連して新たな形態に転化する運動に転

態してゆく。この「対称性原理が貫徹する展開

過程」が『資本論』の論証対象である。その点

については、本稿末尾の［8-2］で詳論する。

［原子論から貨幣論への旋回］このような意味

で、1841年学位論文を準備するために作成した、

1839年の「エピクロスの哲学」に関する7冊の

ノートは、『資本論』形成史を貫徹する対称性

原理の哲学的な起点である。その哲学的な問題

像は、1844年に作成する「『国富論』ノート」

にいたって、経済学的な問題像に変換される。

『経済学・哲学草稿』、特にその『第三草稿』で

はヘーゲル哲学と経済学とを内面的に関連づけ

て考察している。
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その考察の動機は、哲学（エピクロス論）か

ら経済学（主に『国富論』）へ研究対象を変換

するさいの、両者の内面的な関連づけを明確に

することにある。しかし、注目すべきことは、

「エピクロス・ノート」および学位論文がすで

に「貨幣と宗教」を批判の対象にすえていたこ

とである。貨幣も宗教も、場所が変われば、別

な形態に変わるのに、おのれが時空を超えて普

遍的な存在であると虚言を吐く。この蒙昧をす

でに学位論文で指摘している。

［エピクロスの原子から貨幣へ］その問題意識

を継承して、『経済学・哲学草稿』執筆の準備

作業として作成した「『国富論』ノート」は、

所与の世界を全面的に支配する「貨幣」に焦点

を結ぶ。「エピクロスの哲学」ノートのいう

「原子という自己への否定的な関連」は、『経済

学・哲学草稿』では、万物に変態し万物を支配

する「貨幣という自己否定的な関連形態」とな

る。「エピクロスの哲学」ノートのいう「自己

への否定的な関連」の対称性は、まず「『国富

論』ノート」では、のちに本稿［4］でみるよ

うに、貨幣を商品との関連で、《購買（貨幣→

商品）：（商品→貨幣）販売》という対称性に変

換され、経済学批判の基本運動形態が把握され

る。

［『資本論』形成史を貫徹する貨幣論モーメン

ト］「『国富論』ノート」における貨幣論は、

『経済学・哲学草稿』から『哲学の貧困』を経

て『経済学批判要綱』へと貫徹し、さらに『経

済学批判』を経て『資本論』に結実する。これ

は《『資本論』形成史を展開する動因（モーメ

ント）》である。エピクロスから『国富論』に

転位するマルクスにとって、原子から貨幣が

「自己への否定すべき関連」になる。したがっ

て、『資本論』が「原子・原子的」というと

き、12 エピクロスの原子を想定しているのであ

る。警句「始めは難しい」だけでなく、「原子・

原子的」という語法にも、『資本論』形成史が

凝集されている。マルクスの一語、一語に『資

本論』形成史が凝縮している。マルクスのテキ

ストの読み手は、マルクスの語法の縦深性を感

知する直観が求められていないだろうか。

［3］『国富論』自体の対称性 

［『国富論』第1編・第2編を貫徹する分離＝結

合原理］マルクスは後に『経済学・哲学草稿』

でみるように、すぐれて対称的な体系である

『資本論』のプロトタイプを初めて措定する。

では、その対称性はまったくマルクス自身の独

創的発見であろうか。

［対称性原理の変換］　実は、そうではないので

ある。『経済学・哲学草稿』の対称性は、その

基本的な参考文献である『国富論』そのものの

対称性に依拠している。『国富論』自体がそれ

固有の対称性原理で編成されているのであ

る。13 その『国富論』の対称性を最初に批判的

に再構成したものが、マルクスの『経済学・哲

学草稿』である。

［『国富論』の対称性原理］それでは、『国富論』

の対称性とは、どのようなものであろうか。ス

ミスは、富概念を増殖する貨幣（G･･･G＇）で

規定する重金主義および重商主義の富概念を批

判し、分業労働にもとづく生産資本循環

（P･･･P）で把握した。前者が「貨幣の対称性」

であるのに対し、後者は「生産の対称性」であ

る。

『国富論』第1編冒頭の分業論は「労働の分

割（the division of labour）」である。14『国富論』

冒頭の労働の分割＝分離原理に対応して、第2

編冒頭の資
ストック

財論も対称性をなすように、「資財

の分割（the division of stock）」が論述されてい

る。

第1編第1章で「分割された労働」は、第1
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編第2章のいう「交換本能」に促され「剰余労

働生産物」は商品になり、第3章の市場論で商

品売買＝交換で「結合」する。労働力の再生産

ファンドである「必要生産物」も商品化すれば、

労働力も商品化する。

これに対応するように、第2編第1章で概念

として「分割された流動資本（原材料など）・

固定資本（機械用具・労働力）」は、第2章の

貨幣資本の媒介によって、第3章の対象である、

資本の生産過程で「生産的労働」と「結合」さ

れる。このように、第1編および第2編の冒頭

3章は「分離→媒介→結合」の連鎖で対称性を

なす。

さらに第1編第5章の単純商品の価値は、同

第6章の商品資本の価格構成諸要素として「賃

金・利潤・地代」に再定義され「分離」される

けれども、その各論である賃金（第８章）・利

潤（第９章）・地代（第11章）は、第10章の労

働＝資本関係を媒介にして、資本の生産物の構

成諸要素として「結合」される。

同じように、第2編の第４章利子論は、同編

の第２章の貨幣資本論を前提に投資資金貸与へ

の対価として規定され、その利子論を前提とす

る第5章の投資自然順序論では、農業・製造

業・卸売業・小売業および最終消費者が、「生

産費＝仕入原価」をめぐる諸要素として「分

離」され、総資本の産業連関に「結合」される。

［同じことでも２回目は意味が異なる（内田義

彦）］このように、『国富論』の理論編（第1・

2編）全体は「分離＝結合の原理」で編成され

ている。『国富論』を方法論の観点から精読す

る者は、『国富論』の理論内容が「対称性原理」

で統一されていることに発見する。

『国富論』をこのように編成して貫徹する対

称性原理は、諸国民の文明社会が対称性原理で

編成されていることで年々歳々自己を再生産可

能態として持続可能であることを意味する。単

に1回生起し、それで終わることなく、２回繰

り返すことは、さらに3回以上繰り返す可能性

を含意し、当該事態が自己を再生産する可能態

であることを示唆する。対称性原理による再生

産構造のこの理論的根拠づけこそ、『国富論』

が堅牢な理論構造を編成する根拠である。

［『国富論』の対称性］　以上の考察を一般化し

て、『国富論』第１・２編の理論編成を「分離

（d: division, chōrismos）＝結合（c: connection, 

synthēsis）」で略示すると、つぎのようになる。

第１編前半（分業一般） 第1編後半（階級分業）  第2編（産業間分業）

Ch.1分業 ［d］ Ch.6 商品価格諸要素 ［d］ Ch.1資財分離 ［dc］

Ch.2交換本能 ［c］ Ch.7 自然価格・市場価格 ［dc］ Ch.2収入と貨幣 ［dc］

Ch.3市場 ［dc］ Ch.8 賃金 ［d］ Ch.3生産的労働 ［dc］

Ch.4貨幣 ［c］ Ch.9 利潤 ［d］ Ch.4利子 ［dc］

Ch.5商品 ［d］ Ch.10労働・資本用途 ［dc］ Ch.5投資順序 ［dc］

  Ch.11地代  ［d］

『国富論』は「分離＝結合が重層的に連結す

る運動で自己を組織する円環」である。『国富

論』理論編の重層構造は【Bk.Ⅱ［Bk.Ⅰ -2（Bk.

Ⅰ -1）］】と略記できる。

［『国富論』の 編
ブック

次元の《分離＝結合原理》］　

自然神学に根拠をもつスミスに固有な自然的文

明社会は、［1］第1・2編の《文明社会の経済

理論》と［4］第5編の《文明社会の政治理論》
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に「分離」される。

《文明社会の歴史理論》とは、［2］第3編の

《文明社会の自然史的な形成過程の歴史理論》

と、［3］第4編のスミス同時代の（重金主義・

王室重商主義・議会重商主義を一括した）《人

為的な重商主義政策批判》とに「分離」される。

［1］第1編・第2編の文明社会の経済理論と、

［2］第3編の文明社会の自然史的過程である歴

史理論とは、経済理論と歴史理論として「分

離」しつつ、自然（史）的世界論としては「結

合」する。

［2］第3編の文明社会の自然史的な歴史理論

から観ると、［3］第4編のスミス同時代の重商

主義は人為的な制度として区分＝「分離」され

つつ、歴史理論の対象としては「結合」する。

［3］第4編の重商主義の「人為性」は、［4］

第5編の「自由の自然的体系」とは区分＝「分

離」されつつも、［2］第3編の自然史的傾向に

よって次第に消滅するにつれて、［1］第1編・

第2編の経済の自然的秩序、および［4］第5編

の統治の自然的秩序が顕現してくる。［3］第4

編は、［1］第1編・第2編および［4］第5編に、

自己否定的に消滅しつつ「結合」する。

このように『国富論』は、編の内部の「章

（チャプター）」の次元においてだけでなく、

「編（ブック）」の次元においても、「左右対称」

の「分離＝結合原理」で編成されている。その

意味で『国富論』は重層的に対称性原理で編成

されている。『国富論』は「編と章との２階（2 

rank）」で自己を「分離（D,d）＝結合（C,c）

原理」で、つぎのように編成する。

Bk.Ⅰ （d,c,dc,c,d←［D=C］→d,dc,d,d,dc,d）←［D=C］→Bk.Ⅱ （dc,dc,dc,dc,dc）

←（D=C）→Bk.Ⅲ←（D=C）→Bk.Ⅳ←（D=C）→Bk.Ⅴ 15

［『国富論』の回転対称のアルゴリズム］　上記の図式のうち、第1編の前半と後半との「分離＝結
合（dc）」には、特に注目に値する特性が存在する。それらは「分離と結合のシンメトリー（対称

性）」で編成されている。即ち、第1編の前半は、

【分離（d）－結合（c）】－【分離＝結合（dc）】－【結合（ｃ）－分離（d）】

［分業 -------交換 -------------------《市場》-------------------貨幣 --------商品］

という配列となっている。いいかえれば、中央の【分離＝結合（dc）】を対称軸にして、左に向

かって「結合－分離」と進み、右に向かっても「結合－分離」と進む。この対称性は「回転対称

（rotational symmetry）」である。第1編の後半は、

【分離（d）－分離＝結合（dc）－分離（d）】－【分離（d）－分離＝結合（dc）－分離（d）】

［商品構成 --《自然価格・市場価格》--賃金 -------利潤 ----《労働・資本の用途》 ---地代］

 ［第6章］ ［第7章］ ［第8章］ ［第9章］ ［第10章］ ［第11章］

という配列である。即ち、左右の各々の【 】がその中央の「分離＝結合（dc）」という対称軸の左

右に「分離（d）」が配置される「回転対称」をなす。その「回転対称」が左右にふたつ配置され、
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この編成も、中央の「生産的労働」の「分離

＝結合」を対称軸とする「回転対称」である。

『国富論』理論編はこのように重層的な「回転

対称」で編成されている。16

この編成は、第1編の前半の一つの対称軸

「分離＝結合（dc）」が、後半の二つの対称軸の

「分離＝結合（dc）」に分離＝結合し、さらに第

2編の主題である「分離」されたすべての諸要

素を「資本の生産過程」に「結合」する「分離

＝結合（dc）」であることを提示する。

接
アーティキュレイター

合 肢（Glieder）である「分離（d）」お

よび「結合（c）」を総合した「分離＝結合

（dc）」に着目すれば、第1編第3章の「市場

（dc）」は、第1編第7章の「自然価格・市場価

格（dc）」および第10章の「労働・資本の用途

（dc）」の二つに関連する。「市場」は「市場価

格とそれを媒介に貫徹する自然価格の場」であ

り、その場で「分離」していた「労働力と資

本」は「結合」して資本の生産過程が組織され

る。

資本の生産過程の構成諸要素は、［1］流動資

本・固定資本、［2］補填される貨幣、［3］生産

的労働、［4］利子である。最後の［5］投資順

序は、農業・工業・国内商業という産業におけ

る資本の運動形態（G―W［･･･P･･･W＇］―G＇）

である。そのいずれも、［市場］・［市場価格を

媒介に貫徹する自然価格］・［労働・資本の用

途］と媒介し合いつつ存立する「分離＝結合

（dc）」という現実的概念である。

［4］マルクス「『国富論』ノート」に
潜在する対称性原理

［『国富論』ノートを2回作成］マルクスは『経

済学・哲学草稿』執筆の時に、スミス『国富

論』のノートを2回作成している。17 いずれも

パリ1844年の作業である。第1回目は、『国富

論』第1編の第1章から始めて、第2章、第3章、

第4章、第5章、第6章、第7章から抜粋ノート

をとる。その後2回目のノートで、第8章の冒

頭の「先行する蓄積（previous accumulation）」

の個所を引用した直後、突然（とみえるよう

に）、第1編の第8章のほとんどを飛ばし、第9

章、第10章、第11章および第2編第1章のすべ

ても飛ばし、ノートの対象を第2編の第2章の

貨幣論に移動して、そこをノートする。

その後、マルクスはノート作成の方法そのも

のを変更する。すなわち、つぎに記すような８

つのタイトルのもとに、それに関連する内容の

ノートを作成する。これは『国富論』第1編の

第8章から同第11章までの内容と、すでにノー

トした第2編第2章「貨幣資本」を除き、同編

第1章の資産区分論、第3章の生産的労働論、

第4章の利子論、第5章の資本投資自然順序論

の内容と同じである。

Ⅰ　労賃

Ⅱ　資本の利潤

Ⅲ　多様な用途における賃金および利潤

Ⅳ　地代

Ⅴ　資産が分割される異なった二つの部分

Ⅵ　 資本の蓄積、あるいは生産的労働と不生

全体で二重の「回転対称」で編成されている。

第2編の５つの章もすべて、つぎのように「分離＝結合（dc）」で編成されている。

【分離＝結合（dc）--分離＝結合（dc）--分離＝結合（dc）--分離＝結合（dc）--分離＝結合（dc）】

［《資本区分》------------《貨幣補填》---------《生産的労働》--------《利子》--------------《投資順序》］
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産的労働について

Ⅶ　利子に支払われる資産について

Ⅷ　資本の多様な用途について

［『国富論』再編成の動機］　こうして「『国富

論』ノート」の問題の核心は、2回目のノート

のとき、マルクスが『国富論』第1編第８章の

冒頭の「先行する蓄積」の個所をノートした直

後、いきなり『国富論』第2編第2章の貨幣資

本論へ飛び、その個所をノートしたのは、なぜ

なのか、この動機理解にある。その動機理解の

ためには、『国富論』第1編および第2編の各章

の内容を理解し、マルクスのその特異なノート

順序の理論的根拠を突き止めなければならない

（下記の《『国富論』対称性の批判的再構成》を

参照）。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

《『国富論』対称性の批判的再構成》

第1編

［第1章］分業 ［P］

［第2章］交換本能 ［（P･･･）MPt→W］

［第3章］市場 ［Wa―G・G―Wb］

［第4章］貨幣［G］

［第5章］商品［W］

［第6章］商品資本（W＇） 《G―W（Pm+Ak）･･･P･･･W’―G’》
＝諸収入（賃金ｗ＋利潤p＋地代 r）の総和 ［［G―W ］:［W＇―G＇］の反転対称性］

［第7章］自然価格・市場価格［Pn・Pm］

［第8章］労賃（w=Ak）

（第6章の諸収入を分配する）貨幣資本（G’）

［第9章］総利潤（G＇―G＝ΔG=p+r）

［第10章］労働・資産の用途

［第11章］地代（r）

第2編

［第1章］資財区分（Sz+Sf=Pm）

［第2章］貨幣資本　  ［マルクスによる移動］

［第3章］生産的労働（P）

［第4章］利子（i）

［第5章］資財用途の自然順序（再生産過程）

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

［『国富論』前半の含意］『国富論』冒頭第1章

の分業は社会的分業を導出するための生産論

（P）である。第2章の交換本能は、分業労働が

生む剰余生産物（MPt）が天与の交換本能に促

されて商品（W）に転化する要因の説明である。

続く第3章の市場は、商品の販売（W-G）とそ

れに対応する商品の購買（G-W）との媒介関係

である。剰余生産物の商品としての販売（W-G）
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にとって、それを補完する購買（G-W）の貨幣

（G）の存在が決定的であるから、つぎの第4章

で貨幣論、第5章で商品論（W）を詳述する。

こうして、『国富論』第1編の前半は《P…

MPt･･･W―G》と略記できる。

『国富論』第1編の前半（第1章から第5章ま

で）は、第2編の5つの章で本格化する生産資

本 循 環 論《P･･･W＇―G＇―W･･･P》 の 原 型

（P･･･MPt･･･W―G）なす。その原型を回転対

称操作すれば、生産資本循環《P･･･MPt･･･W

―G―W（Pm+Ak）･･･Ｐ》となる。

以上のことを図解すれば、前掲の《『国富論』

対称性の批判的再編成》右半分のようになる。

［貨幣論のモチーフ］　では、先に指摘した問い、

すなわち、マルクスは『国富論』第8章の冒頭

文節の直後から、なぜ、第２編第２章の貨幣論

へと飛躍したのであろうか。その問題を考える

さいに決定的に重要なのが、マルクスが抜粋し

た、まさにその第１編第８章の冒頭のつぎの２

つの文節である。

「労働の生産物
4 4 4 4 4 4

（produit du trvail）は、労

働の自然的な補償あるいは賃金
4 4

（salaire）

を構成する。［改行］土地の私有（la 

propriété）と資本の蓄積（l'accumulation 

des capitaux）に先行する（prècéde）もの

ごとの本源的状態（état primitive）におい

ては、労働の全生産物は労働者のものとな

る。 彼 に は 分 か ち 合 う べ き 地 主

（propriétaire）も親方（maître）もいない」

（MEGA 1981: 344, 水田訳 2000a:118）。

［所有論的断層の発見］上の引用文では「土地

の私有（la propriété）」となっている。しかし

スミスの原文では「土地の領有（appropriation）」

である（Smith 1976a: 82）。マルクスはスミス

のこの仏語訳に依拠して、土地私有（領有）と資

本蓄積が始まる本源的蓄積の「以前」と「以

後」では、労働の生産物が帰属する人間が根本

的に変化するという所有論的な断層を知る。

「以前」は労働生産物すべてが、直接生産者で

ある労働者（ここで「労働者」とは賃金労働者

のことではなく、労働する者一般）に属する

「労働と所有の同一性」が維持されていた。し

かしそれ「以後」では、資本家が労働の生産物

を所有し、賃金労働者はその事実上の自己労働

の生産物をその所有権者である資本家に全部取

り上げられた後、その一部（生存賃金）を受け

取るように変化する。マルクスは「労働と所有

の分離」というこの断層を知ったのである。そ

の認識が決定的であるからこそ、「第一草稿」

VI ページ「労賃」欄でも次のように書く。

「国民経済学者はわれわれにいう。起源上

も概念上も、労働の生産物はすべて労働者

に属する、と。しかし同時に彼はいう。現

実には労働者に帰属するのは生産物の最小

にして必要不可欠な部分である、と」（山

中訳22ページ）。

この言明は『資本論』形成史上、きわめて重

要である。国民経済学者（スミス）は、『国富

論』第1編の第1章から第5章まででは、労働

者が自己労働生産物を所有するという前提「労

働と所有の同一性」にたって論じる。しかし、

同第6章および第8章の冒頭文節で突然変わる。

本格的な資本主義的生産のまえに、資本主義的

生産の前提である「資本の蓄積と土地の領有」

が先行して行われる原蓄以後は、労働者の生産

物はいったんすべて資本家の私有物になり、そ

れが賃金・利潤・地代に分配されるように旋回

するという。即ち、「労働と所有の同一性」か

ら「労働と所有の分離＝非同一性」に旋回する。

ただし、その原始的蓄積については、『国富論』

には、立ち入った説明は何もない。

［諸収入を分配する貨幣は実質的な収入ではな

い］このシンメトリカルな編成で、マルクスは

産業資本の基本形態［G―W（Pm+Ak）･･･W＇
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―G＇］を把握している。マルクス自身のスミス

貨幣論ノートがそれを記録している。抜粋され

たスミスの元々の英文（の日本語訳）はこうで

ある。

「社会の収入がそのさまざまな構成員全体

のあいだに規則的に分配される手段である

貨幣（money, by means of which the whole 

revenue of the society is regularly distributed 

among all its different members）は、それ自

身はそういう収入のいかなる部分でもな

い」（Smith 1976a: 289,水田訳 2000b:38。by 

means of のボールド強調は引用者）。

英文by means ofのフランス語訳au moyen duquel

を、マルクスはつぎのようにドイツ語訳に変え

る。

「貨幣を媒介にして、社会の全収入はその

さまざまな構成員のあいだに規則的に分配

されるが（Das Geld, vermittelst dessen der 

ganze revenue der Gesellschaft regelmäßig 

unter ihre verschiedenen Glieder verteilt ist,

….）、その貨幣自身は、その収入のいかな

る部分でもない」（MEGA ,IV/2, 345）。

このように、マルクスによる『国富論』第２

編第２章の「諸階級へ収入を配分する貨幣資

本」の、第１編第8章労賃論冒頭の「先行する

蓄積」の直後への移動＝再編成は、『国富論』

それ自体の対称性を批判的に再編成する作業の

起点である。この再編成こそ、『資本論』形成

史の最初の貨幣論を中軸にした『国富論』再編

成の起点をなす。

［対称的体系に再編する無中項原理］マルクス

は、『国富論』の by means of（を手段にして）

のフランス語訳 au moyen duquelという副詞句

を前置詞 vermittelst（を媒介として）に変えて

いる。マルクスの「媒介」語の使用は自覚的に

方法論的である。事物は、一見するところ、カ

オスに見えるけれども、実は「様々な諸要素が

対称的に・複合的に規則的に媒介しあって連関

する群（複合体）」である。

［対称的体系としての叙述＝精神的再生産］ま

ず、経済学批判の主要テキストである『国富

論』の対称的な媒介項（中項）が無くなり、無

媒介な単純なもの＝個物に到達するまで分析す

る（分析法＝下向法）。そのさい、一貫した対

称性を成すように、批判の対象であるテキスト

『国富論』を再編成する。ついで、一貫した対

称性を導出する分析にもとづいて、個物（単純

商品）が相互に対称的に媒介しあい重層的な対

称性の体系を展開する過程を叙述する。そのこ

とよって、カオスにみえた事物が実は《対称性

という単純な原理》の構成物であることを提示

する。この後者の総合法＝上向法の目的は、カ

オスの精神的再生産への変換にある。精神的再

生産＝叙述の原理は、表象を規則的な対称性を

編成する原理である。自己を再生産する対称性

原理は、自己に否定的に関連し、自己に再帰す

る論理である。

［マルクスとアリストテレス］実はこれは、ア

リストテレスの「無中項原理」である。マルク

スはその原理を念頭において書いている（桑子 

1999 参照）。マルクスは、アリストテレスのこ

の 方 法 を、 そ の 名 を 出 さ ず に、「 序 説

（Einleitung）」（1857年）でカントにならって

「下向法と上向法」18といい、『資本論』で「研

究法と記述法」（1873年第2版後書）といい、

「下向法＝研究法」を、事物の複雑に媒介され

た構造を単純なものに還元する「抽象力」（1867

年初版序文）ともいったのである。

［貨幣の媒介作用］問題の要点は、マルクスが

上の文章に「分離し結合する貨幣の媒介作用」

が対称性原理であることを読んでいることであ

る。すなわち、直接に労働する者から、元来彼

らの所有物である労働の生産物を、資本家およ

び地主が一定の手段（貨幣）を媒介に取得して、
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社会の構成員に分配する、その媒介機能を果た

すのが、商品と対を成す貨幣（貨幣―商品・商

品―貨幣）である。

先に図解「『国富論』対称性原理の批判的再

構成」でみたように、マルクスは、『国富論』

に潜在する「商品―貨幣がなす対称性」が経済

学批判の展開軸になるように『国富論』の対称

性を批判的に再編成する。そのうえで、貨幣に

よって労働者から彼の労働の生産物を分離する

ことを「疎外（Entfremdung）」といい、人間が

元来、自然的存在である大地（Erde）を人為的

所有対象である土地（Land）に転化し私有す

ることを「疎外」といったのである。この「疎

外」語はアリストテレスの『デ・アニマ』がい

う「分離 chōrisomos」に対応し、「物象化」に

は虚偽の生成根拠である「総合 synthēsis」＝結

合が対応する。19

［原蓄論と所有論的旋回］『国富論』第1編第6

章および第8章の冒頭でいう「土地および資本

の先行的蓄積」こそ、労働の生産物の直接的な

（無媒介な［unmittelbar］、商品‐貨幣関係なし

に）所有する状態（労働と所有の同一性）から、

資本家と地主が土地と資本の所有権を根拠に、

貨幣を媒介にして（mittelbar）、直接生産者の

労働生産物を資本家と地主の私有物に転化し、

直接生産者にはその一部・生存賃金部分しか分

配しない事態（労働と所有の分離）を生み出す

のではないか、とマルクスは直観したのである。

労働の生産物の帰属先が直接に労働する者から

それ以外の者（非労働者）に転化する媒介態は

「貨幣」である。資本家は自己の貨幣（G）で

もって労働者を雇用し、彼らに労働させ、その

生産物を商品として販売し、より多くの貨幣

（G’）に売り戻す。即ち、

G－W［Pm+Ak］･･･P･･･W’－G’

単純貨幣（G）は貨幣資本（G＇）に転化する。

この資本主義内部の論理的転化は、歴史理論的

には「先行する蓄積過程」に照応する。

［対称性《Ｇ―Ｗ：Ｗ’―Ｇ’》の編成］だからこ

そ、「『国富論』ノート」を作成するマルクスは、

第１編の第4章の単純貨幣および第5章の単純

商品論の対［G―W］と「対称性」を編成する

ように、第1編の第８章労賃論冒頭の「先行蓄

積」文節の直後から、なんと第2編の第2章の

貨幣資本（G＇）にジャンプして、その貨幣資本

（G＇）と、第1編の第6章・第7章の商品資本

（W＇）とが対［W＇―G＇］をなすように組み替え、

全体で［G―W:W＇―G＇］というシンメトリーを

編成したのである。

［5］『経済学・哲学草稿』の対称的編
成

［『経済学・哲学草稿』全体の下向法的順序］主

に「『国富論』ノート」にもとづいて執筆した、

三つの草稿からなる『経済学・哲学草稿』は、

つぎのようなカントのいう「下向法」（B388）

によって編成されている。すなわち、

「三位一体範式」（「賃労働・資本・土地所

有」の諸収入である賃金・利潤利子・地

代）→「疎外された労働（再生産過程）」

→「イデオロギー批判」→「経済学批判と

ヘーゲル批判」→「貨幣」→「社会的分業

＝冒頭商品」。

その意味で、『経済学・哲学草稿』は、《下向

法による研究過程》を記録するものである。上

向法による展開は、13年後の『経済学批判要

綱』（1857年8月～ 1858年5月執筆）まで待た
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なければならない。上向法による、より単純な

カテゴリーに複雑化してゆく順序は、基本的に

1844年のマルクスによる『国富論』の再編成

に依拠している。しかもその再編成は、『国富

論』の理論編である第1編および第2編の全面

的な組み替えである。

注目すべきことに、「『国富論』ノート」で

『国富論』読解の特異な動因として作用した

「貨幣」が、『経済学・哲学草稿』の順序では最

後から２番目に位置づけられている。『国富論』

第１編第３章市場を受けて、「第４章の単純貨

幣→第５章の単純商品」という『国富論』の順

序がより単純なものへの順序で「単純貨幣から

単純商品へ」という下向法の順序になっている。

当然のことながら、上向法ではその逆の「単

純商品→単純貨幣」という順序でなければなら

ない。では、なぜ、いかにして、そのような順

序であることが論理的に正しいのか。これこそ

まさに、価値論の基本課題である。20 この課題

への本格的な最初の取り組みは、『経済学批判

要綱』「貨幣に関する章」で遂行される。その

後、『経済学批判』（1859年）や『資本論』（初

版、1867年）などに継承される。

［『第一草稿』執筆］マルクスは「『国富論』第

一ノート」のあと、「第一草稿」を執筆する。

その「前段」は「賃金・利潤・地代」を三つの

欄にそれぞれ分けてそれらの関連を明らかにす

るという作業をおこなう。マルクスのその作業

の狙いはなんであろうか。

スミスは『国富論』で、まず賃金（第１編第

8章）と利潤（同第9章）で個別的に論じたあ

と、両者の関係を論じ（同第10章）、そのあと

地代（同第11章）を論じたが、マルクスはそ

こに問題を見た。マルクスは、人間も諸々の事

物も相互に媒介しあって存在しているという存

在論、つまり「集合＝要素」論をアリストテレ

スから継承しているからである。或る集合はつ

ぎの集合を構成する要素となる。つまり、

【要素Ei∈集合Si→要素Ej∈集合Sj･･･】 

というシンメトリーをなす。その対称的な観点

からみれば、スミスが『国富論』で「労賃・利

潤・地代」という三大収入を基本的には個別的

に論じる方法は解体しなければならない。それ

らの相互媒介の「要素（element）＝群（group）」

の関係を明るみにだすことが「第一草稿」「前

段」の目的である。その関係分析の結論は「地

代」欄の最終部分にある。すなわち、貨幣経済

が封建的土地所有を解体し、貨幣経済を基礎に

「賃労働＝資本関係」という近代資本主義的な

基本関係が顕現してくる。「前段」全体は後の

『資本論』第三部最終編「三位一体範式」や

『資本論』原蓄諸章との出発点となる。

［『第一草稿』の原稿用紙のページづけ］　ここ

で、『第一草稿』の原稿用紙の独特な「対称的

なページづけ」をみよう［別掲「『経済学・哲

学《第一》草稿』のページづけ」を参照］。

マルクスは、『経済学・哲学草稿』執筆に当

たって、ボーゲン（Bogen全紙）を9枚、用意

する。その9枚のうち、4枚（図の6～ 9）を取

り、各の用紙を縦に二枚重ねにする。次に、そ

の4枚の各の折れ目を上に揃えて重ね、用紙の

「右半分を左半分の上に」横折りに重ねる。次

いで、ローマ数字でⅠからXVIまでの頁番号を、

一番上の表から同じ用紙の裏側へと「右回り」

の順でつけてゆく。その結果、頁番号Ⅰがつい

た用紙に折り重ねられた用紙の裏側に、最後の

頁番号XVIがつけられている。

次に、残る5枚のボーゲン（図の１～ 5）を

それぞれ縦折りに二枚重ねにし、その５枚の折

れ目を揃えて上に重ね、今度は用紙の「左半分

を右半分の上に」横折りに重ねる。次に、ロー
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マ数字でXVIIからXXVIIまでの頁番号を、一

番上の表から同じ用紙の裏側へと、今度は「左

回りに」つける。最後の頁番号XXVIIがつけ

られた見開きの左側に、HeftIと記入されている。

別掲図「『経済学・哲学《第一》草稿』の

ページづけ」にあるように、頁番号ⅠからXXI

までは『第一草稿』の「前段」の記入に当てら

れ、いわゆる「三大階級の収入の対比的分析」

が行われている。その後、頁番号XXIIから

XXVIIまでの「後段」で、いわゆる「疎外され

た労働」について記述されている。なお、頁番

号 IXにはボーゲン用紙1/4が執筆時に付加され

ている。別掲図では、『第一草稿』の「前段（6

～ 9）」の上に「後段（1 ～ 5）」が重ねられて

いるので、執筆順序とは逆の順序になっている。

用紙番号6から９に進み、その9から１に逆進

する順序で、頁番号ⅠからXXVIIまでが連続

する。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

［『第一草稿』「前段」の集約する対称性］　それ

では、『第一草稿』に書かれた内容はどのよう

なものであろうか。その基本的な内容の要点の

みを確認しよう。21

『第一草稿』「前段」の執筆内容は①から⑤ま

での5段階に分析できる。その後で「後段」の

「疎外された労働」が書かれる。

「前段」を三つの欄「賃金・利潤・地代」に

分割する。中央の欄「利潤」は、貨幣を投資し

増加した貨幣で取得されるものである。賃金労

働者の取得する賃金収入も、地主の取得する地

代も貨幣形態をとる。したがって、貨幣の運動

こそ国民経済を組織し発展させる主体である。

このことはすでに「『国富論』ノート」を作成

する途上の「第8章 賃金」冒頭で気づいている

ことは、すでに見たとおりである。
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その貨幣運動を主観的＝主体的に担うのが資

本家である。したがって、資本家＝利潤こそ、

賃金労働者と地主とを媒介する能動的な主体で

ある。このように、『経済学･哲学草稿』にも、

アンチノミー（階級分裂）を媒介＝仲介する媒

介者が生成する問題が中心にすえられているこ

とが分かる。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

［『パリ草稿』固有の執筆順序の理論的解明］上

記の記入順序の文献史的研究は数多行われてき

た。しかし、なぜマルクスがその固有の順序で

書いたのか、その理論的な解明はほとんど行わ

れてこなかった。『経済学・哲学草稿』研究は、

文献学的考察自体の内部にとどまってきたので

ある。『経済学･哲学《第一》草稿』「前段」に

も、すでに別稿22 で詳細に考察した「差異論

文」の基本課題「カント・アンチノミーの止揚

形態の探求」が経済学の形態で存在することを

分析するというマルクス固有の理論的意図があ

る。その問題意識で「前段」は書き込まれてい

る。

まず①、原稿用紙に二本の縦線を引き三つの

欄をつくり、それに「労賃・利潤・地代」とい

う国民経済の三大収入の名称を記入し、主にス

ミスの『国富論』へ対称的に記入してゆく

（MEGA, I/1, S.189-25. 山中訳3～ 23頁）。

［特別利潤をめぐる資本間競争］そのさい、マ

ルクスの念頭にあるのは、競争力に差異のない

弱小資本間の自由競争ではない。諸資本間には

競争力の格差が存在し、最も強力な資本が一時

的に、スミスが『国富論』第1編第10章でいう

「特別利潤（extraordinary profit）」を獲得する。

けれども、いずれ他の諸資本もその新しい技術

水準に到達する。これは寡占経済学のいう「競
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争的寡占状態」である。この、いわば競争的寡

占状態は、『経済学･哲学草稿』から『哲学の

貧困』と『経済学批判要綱』を経て『資本論』

まで貫徹する理論的前提である。その意味でも

『国富論』が『資本論』形成史上で重要な理論

基盤を提供している。

②は非常に注目すべきノート作成法である。

「賃金欄」だけでなく（VIIの途中から）「利潤

欄」・「地代欄」にも、「賃金（賃労働）」につい

てのノートを記入する。この記入は「近代的私

的所有の源泉は、賃労働にあり、それに資本

家・地主は寄生している」というマルクスの考

えを示す。

③「賃金欄」と「地代欄」は書かずに、賃労

働と土地所有の両者を関係づける「活動的媒介

項」が資本であることを示す（ibid., S.209-216. 

山中訳21-36頁）。自然史的根源からみれば、

賃労働は「人間」であり、所有される土地は大

地＝「自然」である。国民経済ではその〈「労

働＝人間」の「資本＝自然」の直接的統一」〉23 

が利潤（自己増殖する価値）を本質的に代表す

る貨幣によって「分離＝結合」される。すなわ

ち、貨幣の所有者は貨幣で或る商品をその所有

者から購買することで「分離」し、別の貨幣の

所有者がその商品を求めれば販売するから、商

品は別の人間に「結合」する。人間と自然は国

民経済では「実在的対立＝アンチノミーの関

係」に入るが、その本性上「すぐれて観念的な

存在である貨幣」が、その分離状態＝アンチノ

ミーを商品売買関係で止揚する。ここでもマル

クスはカントのアンチノミーとヘーゲルによる

その止揚を念頭においている。

④ 「賃金（賃労働）」と「利潤（資本）」が近

代的私的所有の主要な関係であることを示す

（ibid., S.223-227. 山中訳44－55頁）。そのさい、

②によって「利潤（資本）」は「賃労働」とい

う近代的所有の本質に基礎づけられていること、

逆に「賃金（賃労働）」は③によって「利潤

（資本）」という「積極的な媒介項」に媒介され

ていることを確認する。この相互媒介関係は

「差異論文」（1841年）でいう「相互的な虚偽

（wechselseitige Lüge）」［M（I）137, W247. 訳

178）であろう。

⑤ 「地代（土地所有）」は、④の「資本＝賃

労働」という近代的所有の支配のもとに包摂さ

れていることを示す（ibid., S.211-213, S.227-234. 

山中訳33-42頁：57-73頁）。それは「地代欄」

末尾（XVIII;山中訳62頁）で指摘する「土地

貴族制から貨幣貴族制への移行」の結果である。

その移行は『要綱』で「Superfetation（重複受

胎）」と表現される。「母胎＝賃労働、二つの胎

児（fetus＝果実）＝資本・土地所有」である。

マルクスは『経済学･哲学草稿』を準備中に

とったスミス「『国富論』ノート」で、利潤・

利子・地代を共通の源泉「剰余価値か

（Mehrwert）」に還元している。24 マルクスは、

従来の通説以上に早く『資本論』の足場を定礎

している。その定礎は「差異論文」で行われた

のである。

［6］「第一草稿」前段から後段へ

［「疎外された労働」4規定の対称性］　マルク

スはすでに「第一草稿」の「前段」でつぎのよ

うに指摘し「疎外された労働」の問題を提示し

ている。

「（a）労働者の生産物のますます多くの部分

が彼の手から奪い取られること。（b）労働者自

身の労働が他人の所有物としてますます彼に対

抗するようになること。しかも（c）労働者の

生存と活動のための諸手段［生活手段・生産手

段］が、ますます資本家の手中に集中されるこ

と」。

この事態を主題として論じるのが「第一草
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第一規定「労働の生産物からの賃金労働者の疎外」

第二規定「労働そのものにおける疎外」

第三規定「類的生活からの疎外」

第四規定「人間の人間からの疎外」

第三規定は「人間の自然からの疎外」、「労働

者と生産手段との分離」もいいかえられ、第四

規定は「人間集団の私的諸個人への分離」・「本

源的共存体（Gemeinwesen）の解体」ともいい

かえることができよう。第一・第二規定を根拠

づける第三・四規定は、マルクスのベルリン時

代（1841年前後）におけるアリストテレス

『デ・アニマ』、デモクリトス・エピクロスの原

子論、スピノザ『神学･政治論』、ライプニッ

ツのモナド論などの自然哲学研究が基礎づけて

いる（内田 1999, 2000）。

［複眼の対称性］この四つの規定は、労働者が

自己の観点から、自分たちの貧困の原因を探求

する過程でつかむ規定であるから、結果から過

程を経てその前提に遡及する順序である。しか

もその結果は出発点と同じ事態、労働生産物か

らの疎外である。合わせて、資本家の観点から

同じ過程を並記すれば、つぎのようになる。

《労働者の観点》結果→過程→前提＝結果

　　　　　　　 前提＝結果←過程←前提《資本家の観点》

これは双方とも、自己を再生産する対称的な

過程である。労働者の観点を180度旋回すると

資本家の観点になる。両方の観点は相互に「回

転対称（rotational symmetry）」をなす。

［「疎外された労働」の対称性］『第一草稿』「後

段」の「疎外された労働」（ibid., S.234-247. 山

中訳73-91頁）は、③「利潤（資本）」の下に

包摂された②の近代的所有の本質である「賃労

働の観点」から記述される［②＋③＋④］。「資

本の観点」からの記述は第二草稿（紛失）でお

こなわれたと推定される。賃労働および資本の

二重の観点は『要綱』剰余資本＝領有法則転回

論で再説される。25「後段」の「疎外された労

働」論は、「資本とは蓄積された労働である」

という「前段」における認識を「賃金労働者の

立場」から確証するものである。賃労働者は、

懸命に働いても暮らしは楽にならない、なぜか。

その原因を問う。貧困という現実の結果からそ

の原因を探る。これが「疎外された労働」の基

本テーマである。26 

［再生産過程としての「疎外された労働」の4

規定］したがって、「疎外された労働」の四規

定は、あの1839年の「《エピクロスの哲学》

ノート」でいう「自己への否定的関連」の経済

学への転化形態である。自己を否定＝脱皮しつ

づけて、結局自己に再帰する再生産過程を構成

している。

この過程は無限に持続するかのように現象す

る。この《結果→過程→前提＝結果》という円

環は、異なるもの（過程）に転化して、さらに

自己転化して始元の自己を同じもの（前提＝結

果）に再帰する「原始的再帰関数」の軌跡をえ

がく。この円環を駆動するのは、自己の姿態を

変化しつつ同一である「並進対称（translational 

symmetry）」である。並進対称は反転対称と回

転対称の積である。それは自己を展開しつつ自

稿」の「後段」の「疎外された労働」の草稿で

ある。「疎外された労働」にはつぎの４つの規

定がある。
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己に再帰する、収束することのない矛盾であ

る。27

その商品＝関係の矛盾は、賃労働（商品）＝

資本（貨幣）の関係に展開する。賃労働は資本

に「抽象的個別性（原子・価値）である。それ

は『要綱』の末尾で「（1）価値」と規定され、

『経済学批判』および『資本論』の冒頭商品に

継承される単純商品である。単純商品は使用価

値という非対称性、および価値という対称性と

の統一物、「非 対 称 的 対 称 性（asymmetrical 

symmetry）」＝並進対称」である。受動的な根

拠づけられた存在は自己の存在根拠ではない

（カント・ヘーゲル）。したがって、その運動の

帰結は決定できない。では、賃労働は無限運動

であるか否か。それを検証するものが賃労働を

「根拠づけるもの」としての資本の観点からす

る生産過程の分析である。

［7］「第一草稿」から「ミル評註」へ

しかし、マルクスのこの分析には不足してい

るものが2つある。

第1に、生産過程の基本前提である賃金労働

者と労働生産物（生産手段と生活手段）を分離

しかつ結合する「貨幣はいかにして生成するの

か」という問題である。「スミス第一ノート」

に発するこの問題に最初に着手したのが「第一

草稿」の後の「ミル評註」における貨幣論であ

る。マルクスは「第一草稿」で、人間が自然有

機体を非有機的要素に分解し、人間の生産有機

体に再編成する物質代謝過程を論じ（訳81ペー

ジ）、「『国富論』第一ノート」における貨幣論

ノートを継承し、「ミル評註」でその再編成を

媒介する貨幣を研究しているのである。特に注

目すべきことに、「ミル評註」の始めから一貫

して、貨幣を媒介者として規定している。私的

交換は価値にまですすみ、価値は貨幣という現

実的存在に生成し、貨幣は銀行制度まで発展し

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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てゆくことを指摘する。

第2に、「疎外された労働」の労働者と労働

の生産物の、「最初の分離＝疎外はいかにして

生成したのか」という問題である。28 これは、

『国富論』第1編第6章第8章の冒頭文節にマル

クスが見いだした所有論的問題の起点であり、

資本主義の歴史的生成の問題、本源的蓄積の問

題である。マルクスはこの問題をすでに「第一

草稿」の前段の「労賃」欄と「地代」欄で指摘

していた。この問題に最初に本格的に取り組ん

だのが、『ドイツ・イデオロギー』である。こ

のことによって「歴史の唯物論的把握＝唯物史

観」（エンゲルスがマルクス『経済学批判』の

書評で使用した用語）が定礎される。このよう

に、マルクスの「『国富論』第一ノート」から

「第一草稿」における「疎外された労働」にか

けて原蓄論・貨幣論・剰余価値論・再生産論の

基本構図がつかまれ、それが前提となって、

「ミル評註」における貨幣論が展開されたので

ある。

［経済学ヘとーゲル哲学の相同性］　マルクスは

『経済学・哲学草稿』を執筆している当時に作

成した『精神現象学』「摘要」で「精神の言葉

は、この精神の取引を通用させるもの
4 4 4 4 4 4 4

（貨幣）

［das Gelten （Geld）］ で あ る 」（MEGA 1981: 

497; 強調・ボールド体は原文）と書く。「第三

草稿」の言明「論理学は精神の貨幣である」・

「ヘーゲルは近代経済学の立場にたっている」

と同様に「摘要」でも、宗教精神と貨幣精神と

の相同性を確認している。マルクスは「第三草

稿」で、イギリスで展開しはじめた「産業」に

ついて「人間の本質諸力の開示した書物」であ

り「 感 性 的 に 受 け 入 れ や す い 人 間 の 

Psychologie である」と書いた。

山中訳『パリ手稿』でも従来の訳と同じく 

Psychologie を「心理学」と訳されているが（本

書141 ～ 142頁）、不適訳である。ここでの

Psychologie は、アリストテレスの『デ・アニ

マ』＝『プシュケー（psychē）の学（logos）』

を念頭においているのであって、「生命能力発

達史」とでも訳すべきであろう。29 

［『デ・アニマ』＝生命能力発達史］従来のアリ

ストテレス学による『デ・アニマ』の訳『霊魂

論』は、摩訶不思議な「霊魂不滅」を連想させ

る誤訳ではなかろうか。マルクスはフロイトな

どによる近代心理学成立30 の以前の人間である

から、訳語「心理学」はその語のマルクスの時

代への逆輸入する語法である。マルクスは、産

業革命以後の資本主義（国民経済）的生産諸力

に、人間の生命能力が同時代までに展開してき

た姿態として見ているのである。マルクスはス

ミスの貨幣論を読んでいるときにも、アリスト

テレスやヘーゲルを念頭におき、それと関連づ

けている。この複眼は、特に「第3草稿」にお

けるヘーゲル哲学批判と連続する経済学批判の

個所の哲学的考察に顕現している。

［資本家と労働者の交換の問題性］マルクスは

上に引用した①の貨幣の媒介機能に関するノー

ト以前に、『国富論』第1編第5章の「資本家と

労働者との交換」の記述をノートしている。す

なわち、

「等量の労働［N］はつねに労働者にとっ

て等しい価値［V］であるにしも、労働者

を雇用する人［資本家］にとっては、より

大きな価値［N≧V］をもつようにみえる

こともあれば、より小さな価値［N≦V］

をもつようにみえることもある」（MEGA 

IV/2: 340;水田訳 2000a: 68-69;［　］は引

用者注）。

「等量の労働」は、「賃金労働者の立場から」

は固定された量であるが、「資本家の立場から」

は可変的な量であるという二重性をもつ。この

認識は、『経済学・哲学草稿』の基礎視座をあ

たえている。すなわち、「第一草稿」「後段」の
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「疎外された労働」の四規定は「賃金労働者に

立場から」する「資本の生産過程」の下向分析

であり、「第一草稿」末尾で予定し「第二草稿」

の失われた部分で行われたであろう「資本の生

産過程」の展開は「資本家の立場から」する記

述であろう。この対称性をもつ二重性認識は

『経済学批判要綱』「資本と労働の関係」の二つ

の過程への分析や「領有法則転回論」にも継承

される。

［8］『経済学・哲学草稿』以後の対称
性原理

［8－1］『経済学批判要綱』の対称性原理

［原子論・経済学批判のパラダイム＝天文学史］

マルクスの1841年の学位論文「デモクリトス

の自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異」の

主題は天文学史であり、地動説の観点から天動

説を批判するものである。その学位論文を準備

するための「エピクロスの哲学」ノート（1839

年）における「自己への否定的関連」という世

界に対応する態度は、次のページの図《天動説

から地動説への対称的な転回》で説明すること

ができる。すなわち、天動説的な世界像のよう

に、現在支配している世界像が虚偽である場合、

その現状に受忍せず、それを否定し克服し、地

動説のように受容できる世界像を構築する。こ

のような方法態度を示している。

その図にあるように、天動説の軌跡は、「下

開き半円」の地平線のこの図では「逆時計回

り」に右側の地点から太陽が昇り（日が出て）、

真上の正午を経て夕方に左側の地平線に日没す

る軌跡で示せる。地動説は、円の中心の太陽が

向かって「上開き半円」の左端上から「逆時計

回り」に地球が運動し、天動説の正午に相当す

る個所を通過し「上開き半円」の日出に対応す

る右端上に到達する。

天動説の「下開き半円」と地動説の「上開き

半円」とは、両者が交差する個所を対称軸にし

て対称性をなす。したがって、いわゆる「コペ

ルニクス的旋回」とは、この二つの半円の反転

操作に相当する。マルクスが「エピクロスの哲

学」に関するノート（1839年）で「自己への

否定的な関連」というとき、念頭にあるものは、

この反転対称の操作である。
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［『経済学批判要綱』「序説」］　『経済学批判要

綱』は「序説」31・「Ⅱ貨幣に関する章」「Ⅲ資

本関する章」の三つからなる。

「序説」は、「第3節　経済学の方法」が中心

に読まれてきた。第3節が重要ではないという

意味ではないけれども、「序説」の元々のタイ

トル「Ⅰ .生産、消費、分配、交換（流通）」が

示しているように、その内容は「第2節　分

配・交換・消費に対する生産の一般的関係」が

第3節と同等に重要である。

第3節でいう用語「下向法」・「上向法」がカ

ント『純粋理性批判』（B388）からの援用であ

るとは知らないで、その意味は、あたかもエレ

ベータを単に上下運動するように読まれてきた。

しかし、方法論上の両者の質的な差異が明確に

なるようには読まれてこなかった。マルクスに

とって、その二つの方法は、経済学の範疇が

「対称性原理」にもとづいて、いかに関連づけ

られてゆくのかという問題と関係づけて、初め

て理解されるものである。

［第2節の重層的関連の分析］その対称性原理

を理解のために、第2章における「消費、分配、

交換に対する生産の一般的関係」が実は重層的

な対称性の関連をなすことをみよう。

［生産と消費］まず生産は、分配や交換を媒介

にして、消費と最終的な関連をもつ。生産その

ものは何らかの生産手段を消費して行う創造で

あるから、「生産的消費」である。逆に消費も、

基本的な社会関連でみれば、単なる消費だけで

なく、社会が維持＝再生産するように、生産の

担い手＝生産者が消費生活によって労働力を再

生産＝維持する。その意味で、消費は「消費的

生産」である。こうして、生産と消費は、「生

産的消費」とそれに反転対称操作をおこなった

「消費的生産」として相互に関連しあう。

［生産と分配］生産はその生産物を社会に分配

する。注意すべきは、分配は消費手段の分配だ

けでなく、生産手段の分配も含むことである。
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消費手段の分配によって先の「消費的生産」が

可能であり、生産も生産的に消費される物、す

なわち、生産手段が分配されて可能である。こ

うして、

「生産的消費→←消費的生産」

「生産手段の分配→生産的消費」→←「消費的生産←消費手段の分配」

というように関連しあう。

［生産と交換］さて、一般的にみれば、消費手

段も生産手段も、商品として生産されるかぎり、

その流通は交換を媒介にする。しかし、2部門

分割にまで分析が進行していない、「１つの資

本」を解明する『要綱』では、生産手段は「内

部調達」されると前提されるので、商品売買は

労働力に限定される。つまり、消費と分配と関

連する生産は交換との関係で、つぎのように関

連する。

したがって、生産の総過程は、

（a）生産過程が自己の生産過程へ直接に生産

手段を供給する自己再生産過程

（b）生産過程から供給される消費手段の売買

による「労働力の再生産過程」を媒介して、

（c）生産過程に労働力が再帰する過程

の三つの過程からなる。そのうち、（a）の過程

は交換を媒介にしない生産手段の内部調達であ

る。

（b）および（c）の両過程では、消費手段の

購買とその消費による労働力の再生産と労働力

の交換を媒介にして、労働力は生産過程に再帰

する。つまり、全体として、最初に再帰するこ

と、自己再生産の論理が貫徹している。その楕

円形の両端は対称性をなす。

［『要綱』の再生産表式］『経済学批判要綱』「資

本に関する章」の剰余価値の生産過程論の直後

の商品の実現過程で、利潤率低下の問題と共に、

商品の「実現過程問題」でその実現条件＝再生

産表式を5部門分割で研究し、数値でも正確な

条件を導き出している。のちに『1861－63年

草稿』で社会的再生産を２部門分割で考察する

ように発展するけれども、その基礎的な研究は

ここ『要綱』で行われていることが確認できる。

［《メビウスの帯》を構成する商品売買］上記の

図解で注目すべき点がある。商品交換は商品の

持ち手の交換である。商品交換は、あたかも

「鏡の前に立つ者」と「鏡の中に映る者」との

関係に類似する。商品交換者たちの関係は、商

品の受け渡しと代金の支払いとが反対方向（例

えば、商品：ＡからBへ、貨幣：BからAへ）

に向かい、連結している。その連結を位相的に

みれば、たとえば、一定幅のテープが反転し

180度よじれて両端が結びつく形と同じである。

それはⅠ回よじれて8の字の形をなし末端どう

しが接合する。表と裏の両面が自ら180度よじ

れて連結する「メビウスの帯」と同型である。

商品の持ち手交換と貨幣の持ち手交換は、「メ

ビウスの帯」の上で反対方向に向かって行われ

る（つぎのページの図を参照）。
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++++++++++++++++++++++［対称的な「メビウスの帯」の諸形態］++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

こうして、『要綱』「序説」の第2節「生産の

消費・分配・交換に対する一般的関係」は、

《生産から始まって労働力の再生産を介して生

産に再帰する関係》を内包していることが明ら

かになる。この関係を一般的に数学的にいえば、

「原始的再帰関数（primitive recursive function）」

である。

生産はその否定態である消費的生産を媒介に

して自己に再帰する。これは「エピクロスの哲

学」ノートでいう「自己への否定的な関連」の

一例である。マルクスは『要綱』「序説」（1857

年）でも、その18年前（1839年）の自分の基

本的思想課題、すなわち基本的に『国富論』の

対称的な編成を批判的に再構成する経済学批判

という課題を堅実に継承しているのである。

このようにして、対称性原理で経済学を批判

することで資本が支配する経済が対称性で重層

的に組織されているというマルクスの論証が

「序説」から作動する。

［『要綱』貨幣章から資本章「Ⅰ.資本の一般性」

へ］　「序説」に続く『要綱』「貨幣章」は、『国

富論』第1編「第3章 市場」の購買（貨幣→商

品）と販売（商品→貨幣）の対称性（貨幣→商

品：商品→貨幣）を念頭に、商品から貨幣が論

理的に発生し、商品から発生した貨幣が商品を

生産する過程に再帰するコースをつぎのように

論証する。

《商品の価値実体→商品物神性（依存関係

史）→価値形態→交換過程→貨幣の3機能

→貨幣の自己を解体する矛盾→（可能的）

貨幣資本と労働（力）商品との交換→労働

過程→価値増殖過程→相対的剰余価値の生

産→絶対的剰余価値の生産（という根拠へ

の再帰）》。
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この順序は、『経済学・哲学草稿』執筆のさ

いに作成した、「『国富論』ノート」に記された

《『国富論』を再編する貨幣モーメント》が作動

する最初の範囲を示すものである。なお、剰余

価値の生産が「相対的剰余価値→絶対的剰余価

値」という『要綱』固有の順序は、リカードウ

の『経済学および課税の原理』の機械論および

土地所有ゼロの主張からの観点によるものであ

る。

［『Ⅰ.資本の一般性』の続く構成］　商品の実現

過程のあとの「資本章」は、資本の蓄積過程で

ある。これはまず、「貨幣章」末尾の「自己労

働にもとづく所有」の考察を回顧しながら、こ

こ「資本章」の蓄積論では、「自己労働による

本源的・非剰余資本（市場に投下される貨幣資

本が資本家自身の自己労働の蓄積物であるこ

と）」を仮定し、その資本でさえ、「第1循環の

終わり」で他人の剰余労働を搾取する。「第2

循環の終わり」では、他人剰余労働そのものが

さらに他人剰余労働を搾取する事態が可能であ

ることが論証される。

こうして、「貨幣章」で仮定されていた「自

己労働にもとづく所有」が「資本章」蓄積論に

いたって、その反対物である「他人剰余労働に

よるさらなる他人剰余労働の搾取」が論理的に

可能であること、領有法則が転回することが論

証される。この搾取こそ、資本主義的生産様式

固有の領有である。この転回が累積するにつれ

て、最初の「（A）自己労働にもとづく所有」

が「（B）他人剰余労働による他人剰余労働の

搾取」に比較して、しだいにゼロの比率に接近

してゆく（A/B→0）。したがって、ブルジョア

的富はほとんど、他人労働を搾取することの累

乗過程の成果であることが提示される。

［資本家的生産に先行する諸形態］　つづく、い

わゆる「資本家的生産に先行する諸形態」の個

所では、本源的共存体（U）を中核にその変容

諸形態であるとみなしうる生産様式が、対称性

原理にもとづいて、アジア的生産様式（A）→

ローマ的生産様式（R）→ゲルマン的生産様式

（G）→ブルジョア的生産様式（B）の順序で、

左右に対称的に配列される。すなわち、

《U→A→R→G→B→G→R→A→U》

マルクスの経済学批判における対称性原理が

この『要綱』「諸形態論」でこそ、如実に提示

されている。諸形態論は、マルクス同時代の

19世紀中葉の同時代の空間的な諸生産様式の

同時並存を歴史的時間軸に「横倒しに配列した

もの」である。『経済学批判』「序文」の「いわ

ゆる唯物史観の公式」も含めて、「アジア的」

とは、いわゆる東洋のみならず、アフリカや中

南米も含むマルクス同時代の「非西洋的な世

界」の意味である。32 

［Ⅱ.資本の特殊性］　資本章の2番目はヘーゲ

ル推論にしたがって「Ⅱ .資本の特殊性」であ

る。「Ⅱ .貨幣章」のように、ここでも『国富

論』からの継承関係が「資産区分論」を中心に

展開される。「Ⅱ .資本の特殊性」のすべてを基

本的にスミスの用語「流動資本と固定資本」で

展開する。「1.資本の流通」・「2.資本の回転」・

「3.資本の再生産」の三区分をすべてこのキー

ワードで規定する。

「1.資本の流通」では、資本の特性を、まず

とにかく可能な限り迅速に流通しなければなら

ないかぎりで、資本はすぐれて流動的である。

しかし資本は姿態変換を通じて増殖しなければ

ならないので、一定の姿態に固定される。その

限りでは資本は固定資本である。したがって、

資本は一般的に、流動資本かつ固定資本である。

「2.資本の回転」では、一定の資本額は一方

で原料燃料などの流動性の高い姿態に投下され
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る。この姿態は流動資本である。他方で資本が

機械装置・労働力など固定性の高い姿態に投下

される。この姿態が固定資本である。総じてこ

この資本規定は『国富論』と同じである。

「3.資本の再生産」でも資本タームは流動資

本と固定資本である。流動資本（原料）は、固

定資本（機械装置・労働力）と流動資本（原

料・燃料）で再生産される。固定資本も同じよ

うに固定資本と流動資本で再生産される。労働

力の再生産に必要な生活手段も、固定資本と流

動資本で再生産される。『要綱』では、流通過

程における商品資本と貨幣資本は、『資本論』

のいう「流通資本」ではなくて、スミスにな

らって「流動資本」である。以上要するに、つ

ぎにようになる。

1．資本の流動性および固定性

2．資本の流動資本および固定資本への分離

3．両資本による流動資本および固定資本の各々の再生産

「Ⅲ .資本の個別性」は「果実を生むものとし

ての資本」というタイトルがつく。そこでもリ

カードウにならって「土地所有・地代＝0」と

前提され、資本の果実としての総利潤およびそ

の分配形態としての利潤および利子が論じられ

る。あわせて、利潤率の傾向的低下が、「Ⅰ .資

本の一般性」における「相対的剰余価値の生

産」と関係づけられて、機械装置＝固定資本へ

の投下の増加が論じられている。

なお、この最後の個所で「1） 価値」と題す

る草稿が書かれて、事実上1859年『経済学批

判』からの冒頭商品が定められている。

［8－2］『資本論』冒頭商品に提示されるシン

メトリー

さて、『資本論』冒頭の著名な文節は『資本

論』編成上、なにを含意しているのであろうか。

「資本主義的生産様式が支配している諸社

会の富は《巨魔的な商品集合（ungeheure 

Warensammlung）》として現象し、個々の

商品はその富の要素形態として（als seine 

Elementarform）現象する。したがって、

われわれの研究は商品の分析をもって始ま

る」。33

第1に、引用文の「諸社会の富」とはアダ

ム・スミス『国富論（The Wealth of Nations）』

が代表する古典経済学の社会像を端的に表現し

たものである。すでにみたように、マルクスは

1844年『経済学･哲学草稿』執筆時に『国富論』

のノートを２回取り、それを1860年代の『資

本論草稿』執筆まで活用している。マルクスの

経済学批判とは、何よりも先ず『国富論』批判

＝摂取である。

第2に、《『資本論』の論述は、「集合かつ要

素である商品の分析」から始まる》と明言して

いるのであるから、『資本論』研究は、その言

明にしたがって、『資本論』冒頭でマルクス自

身が定めた課題《商品の集合かつ要素という二

重規定の研究とはなにか》を解明するものでな

ければならない。34 この解明を回避した如何な

る『資本論』研究も、肝心の典拠の核心問題か

ら外れた、それとは別の問題＝偽の問題を探求

していることになる。そのことによって、『資

本論』の核心とは全く異質の問題を持ち込むこ

とになること気づかなければならない。

［集合かつ要素としての冒頭商品］マルクスは、

「巨魔的な商品集合」と「その集合の要素とし

ての個別商品」という二重規定をもつ商品の分

析から、資本主義の「一般的な編成原理」を解

明する。現代数学では「集合（set, Aggregat, 
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Sammlung）」と「要素（element, Element.「元」

とも訳される）」とは不可分である。集合とは

一定の共通の規定をもつ要素のあつまりである。

集合はそれより高次の集合の要素となりうるし、

その要素はより低次元の要素を内包する集合で

もありうる。

集合と要素とは包摂と被包摂の関係で連関す

る。その連関には一定の共通性が貫徹する。

「ビー玉の集合」と「花束の集合」とは共通す

る規定をもたないから、そのままでは包摂＝被

包摂関係で連結しない。しかし、この2つの集

合は商品という規定態としては資本主義社会の

商品集合のなかにその要素として包摂される。

なお、要素が一定の規則にしたがって配列され

る場合の要素全体の集まりは「群（group）」と

いう。『資本論』の諸要素は一定の規則にした

がって配列されているから、『資本論』の冒頭

商品は、厳密に規定すれば、「群かつ要素（元）」

の二重の規定態である。しかし、要素（元）は

規則性もつことの論証は、それ以後の課題であ

るから、『資本論』冒頭では「集合」でよいと

判断される。

［シンメトリー体系としての商品集合］それで

は、『資本論』冒頭に「集合かつ要素」として

提示された商品はどのような意義をもつのであ

ろうか。商品は『資本論』を体系として編成す

る原理、すなわち「シンメトリー（symmetry, 

Symmetrie）」となるのである。それが証拠に、

『資本論』冒頭「第1章 商品」「第1節 商品の2

つの要因－使用価値と価値（価値実体

［Wertsubstanz］と価値量［Wertgröße］）」の第9

文節でつぎのように指摘する。

「諸商品の交換関係を明白に特徴づけるも

のは、まさに諸商品の使用価値の捨象（die 

Abstraktion von ihren Gebrauchswerten） で

ある」（S.51:訳64）。

［使用価値の捨象＝価値の抽象］異質なものを

同一化するには、その異質性を捨象して同一性

を抽象し、その同一性を根拠・基準に媒介して

異質性を統一するほかない。現実の頻繁に行わ

れる商品交換で貫徹する「現実的アプストラク

チオーン（Abstruktion in actu）」を現実的根拠

にして、諸商品の「使用価値の捨象」の裏面で

同時に進行するのは「価値の抽象」である。相
4

異なる使用価値の商品としての等値行為＝交換
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

形態が価値実体を抽象する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。抽象された価値は

使用価値に現象し、異質の使用価値は相互に価

値を媒体に結合する［価値→使用価値a→価値

→使用価値b→価値→使用価値c･･･］。

［三角形の面積の公式＝同一形態への還元］マ

ルクスはその第9文節の直前の第8文節（Das 

Kapital, Erster Band, S.51）で、多角形の面積は、

その多角形を三角形に分析し、各々の三角形の

「底辺×高さ÷2」を計算し、そのすべての三

角形の面積を集計すれば、その図形の総面積に

等しくなる例をあげる。相異なる形の三角形は

その面積を規定する3つの条件（底辺の長さ、

高さ、1/2）という共通の属性をもっている。

形の異なる三角形（Ta,Tb）は、面積が同じで

あれば、等面積という属性で等置される（Ta

＝Tb）。

同じように、商品の相異なる使用価値

（Wa,Wb）は、価値量が等しければ、等置され

る（Wa＝Wb）。このように、形態や置かれた

位置で相異なるものが或る同一性をもつことで

結合することをシンメトリーという。

［配景的対応・観点・対称性］ では、対称性（シ

ンメトリー）はどのような根拠をもっているの

であろうか。商品交換は、少なくとも2つの商

品が相互に自己を相手に等置することで成り立

つ根拠をもつ。したがって、商品の交換関係は

それぞれの商品所有者の観点がどこかで「共通

の焦点」を結ぶことで成り立つ。その共通の焦

点が等価交換の根拠となる。その焦点からみる
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と、2つの商品は相互に変換＝交換可能なもの

である。この変換可能性は射影幾何学の

「配
パースペクティヴ

景 的対応」の場合と同型である。

「配景的対応とは、図形どうしに対称性を

見出すこと、すなわち、その2つの図形を

互いに変換されたものとして見なすことで

ある。観点とは、その対称性を支える幾何

学的な点にすぎない。それゆえ観点は、変

換の数だけ、図形の配景的対応が発生する

数だけ、つぎつぎと生じる」。35

対称性を生み出す観点のこの特性を逆からみ

ると、複数の事態当事者の観点が統一される観

点があれば、それを軸にして、その複数の事態

当事者は対称性のある関係に統一されることに

なる。下記の図解《1つの三角形の3頂点を共

有する2つの観点は第3の観点も共有する》が

それを説明する。

観点１から三角形A＇B＇C＇ の彼方に三角形

ABCを観て、それぞれ対応する頂点を結ぶ。

同じように観点2から三角形A”B”C”の彼方に

三角形ABCを観て、それぞれ対応する頂点を

結ぶ。さらに、三角形A＇B＇C＇と三角形A”B”C”

のそれぞれ対応する頂点を結べば、その結合線

は一点に収束する。それが観点3である。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

三角形A＇B＇C＇ と三角形ＡＢＣの関係と同等

な関係は、三角形A”B”C”と三角形ABCの間、

三角形ABCと三角形A＇B＇C＇の間にも存在する。

［三角形の間の相互変換］　このような場合、こ

の3つの三角形は、相互に変換可能である。三

角形ABCと三角形Ａ＇Ｂ＇Ｃ＇の間の相互変換操

作Φ［ファイ］および三角形ＡＢＣと三角形

Ａ”Ｂ”Ｃ”の間の相互変換である反転対称操作

をΦとし、三角形A＇B＇C＇を三角形ABCの間の

相互変換である回転対称操作をΨ［プサイ］

とすれば、つぎのようになる。



『資本論』形成史の貨幣論モーメント

― 47 ―

 三角形ABC Φ三角形A＇B＇C＇  ［①Φ②と略］

 三角形ABC Φ三角形A”B”C” ［①Φ③と略］

 三角形A＇B＇C＇  Ψ三角形A”B”C” ［②Ψ③と略］

この対称操作から、つぎのような式が導き出される。

［①ΦΨΦ＝①］

［②ΨΦΦ＝②］

［③ΦΦΨ＝③］

［要素変換に関して不変な構造］上記のように、要素①、②、③の各々は、一定の規則にしたがっ

た対称操作によって自己に再帰する。

［①Φ＝②、②Ψ＝③、③Φ＝①、すなわち、①ΦΨΦ＝①］

［②Ψ＝③、③Φ＝①、①Φ＝②、すなわち、②ΨΦΦ＝②］

［③Φ＝①、①Φ＝②、②Φ＝③、すなわち、③ΦΦΨ＝③］

上の二つの対称操作である、反転対称操作

Φと回転対称操作Ψの配列をみると、《ΦΨΦ

→ΨΦΦ→ΦΦΨ》というように、各々の3

回の対称操作ΦとΨを、一定の規則に従って

行うと、要素である①も②も③も自己に再帰し

自己を維持する。要素①、②、③を対称操作に

よって変換しても、①は①に、②は②に、③は

③に、各々自己に再帰する。これらの自己再帰

を含むシステムは「要素変換に関して不変の構

造」である。

［『資本論』の「要素変換に関して不変の構造」］

『資本論』も、このような対称操作の規則的な

展開によって、重層的に自己を規定し自己に再

帰する対称性原理で編成された著作である。そ

の意味で、『資本論』も諸要素（商品→貨幣→

商品・生産諸要素・貨幣→･･･）の対称操作に

よる変態でもって、自己を諸要素に規則的に展

開しつつ、自己の体系全体を「不変の体系」と

して維持発展してゆく。つまり、『資本論』も、

上記の三つの三角形の関係のように、「対称操

作による要素変換に関して不変の体系」なので

ある。36

［異質なものの関係は《第三者》を抽出する］

マルクスが価値論でおこなったことは、この三

つの三角形の間の相互変換可能性の解明と類似

的である。相異なる使用価値をもつ商品を交換

関係で等置する商品所有者の行為は、両者の商

品に共通な「第三者」を抽象する。2つの商品

が三角形A’B’C’および三角形A’’B’’C’’

に相当し、第三者が三角形ABCに相当する。

マルクスは『要綱』「貨幣章」でつぎのように

指摘する。

「私は、（使用価値の相異なる）商品のいず

れもが或る第三者（ein Dritte）に等しいも

のとして、すなわち自分自身とは等しくな

いものとして置く。両者とは異なるこの第

三者は、或るひとつの関係を表現している

から、まず頭の中に、表象の内に実存する。

というのは、総じて諸関係というものは、

それらが相互に関係し合っている諸主体か

ら区別されて、固定されなければならない

場合は、ただ思惟される
4 4 4 4 4

（gedacht）こと

ができるだけであるからである。或る生産

物（または活動）が交換価値になるという

ことによって、生産物は一定の量的な関係

に、或る単位（Einheit）に･･･転化される

ばかりではなく、同時に質的にも転化され

て、或る他の要素（Element）に置換され
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なければならない。そのことで、両商品は

同じ単位をもった名数となり、したがって

通約ができるもの（commensurable）とな

る」（MEGA,II/1.1,S.77-78：ボールド体は

引用者）。

［通約可能性・単位］『経済学批判要綱』（1857

年8月末～ 1858年5月執筆）ではまだ「交換価

値と価値との区別」という重要な課題は未解決

であった。そこで以下では「交換価値（価値）」

と記す。上の引用文でマルクスは、労働生産物

が交換価値（価値）になるということは、一定

の量的な関係＝或る「単位」に転化され、つい

で使用価値とは質的に異なる要素＝「通約可能

なもの」に置換される順序である、と記してい

る。

［再びマルクスとアリストテレス］このとき、

アリストテレスの『ニコマコス倫理学』の商取

引論を念頭においているけれども、そこでは逆

に、「通約可能なもの」への置換、ついでその

量的な規定である「単位」への統一という順序

で商取引が成立すると説明する。『経済学批判』

と『資本論』では『ニコマコス倫理学』の順序

に変更される。「通約可能なもの」→「単位」

への置換によって、使用価値の相異なる財は使

用価値と交換価値（価値）という2つの要因か

らなる「商品」になる。

［対称性に潜む通約可能性］「通約可能な」はギ

リシャ語の形容詞συμμετρα（symmetra）の訳語

である。その名詞はσυμμετρια（symmetria） で

ある。英語では形容詞が symmetricalである。

その名詞は symmetry対称性である。財は私的

交換で結合されて商品になる。使用価値で相異

なり、交換価値（価値）では等しい「対称性＝

通約可能なもの」になる。《資本主義的生産様

式の基本形態である商品関係は対称性である》。

これが『資本論』冒頭の基本命題である。それ

ゆえ、集合かつ要素である冒頭商品から始まる

『資本論』の編成原理は対称性である。

マルクスが『資本論』初版序文で「近代社会

の経済的諸法則を暴露することがこの著作の最

終目的である」（S.16:訳12）というとき、その

運動法則の基本形態はシンメトリーの重層的な

展開である。同じ個所で「現在の社会は決して

固定した結晶ではなくて、変化が可能でしかも

絶えざる変化の過程を内含する有機体である」

（S.16:訳13）というとき、その絶えず変化する

形態はシンメトリーをなすのである。

［三角形の対称性と商品の対称性］　上記の「三

角形のシンメトリー」の例は「商品のシンメト

リー」に適合する。商品への転化を上の三角形

の例に読み替えると、三角形A＇B＇C＇ と三角形

A”B”C”が三角形ABCを共有することが、「通

約可能なもの」への還元に対応する。この還元

は同時に、三角形A＇B＇C＇と三角形A”B”C”が共

有する第3の観点を措定する。マルクスはこれ

を受けて、第4節の商品物神性論でつぎのよう

に指摘する。

「相互に《まったく》異なる諸労働の同等

性は、ただ現実の不等性［使用価値］の捨

象、諸労働が人間労働力の支出として、抽

象的人間労働としてもっている共通の性格

への還元においてしか、成立することがで

きない。私的生産者たちの頭脳は、彼らの

私的諸労働のこの二重の社会的性格を、現

実の交易、生産物の交換において現象する

諸形態でのみ鏡映する（spiegelt）」（S.87-

88:訳125-126。［ ］は引用者補足。以下同

じ）。

［鏡映関係としての商品関係］私的生産者＝商

品交換者たちは、商品交換関係そのものが行う

「使用価値の捨象＝価値（交換価値）の抽象」

は、彼らには無自覚されない社会的結果をもた

らす。すなわち、価値（交換価値）は商品が本

源的にもっている属性＝前提であるというよう
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に、結果を前提にすり替える。無自覚に生み出

した社会的結果を本源的属性（前提）に遡及し

て疑わない。「財の商品への転化」は、商品の

所有者による、結果の前提への遡及＝射影、無

意識の置換である。むしろ彼らの意識には、財

には本来的に「価値（交換価値）なるもの」が

内在するかのように現象する（仮象する）。37

上の引用文で、商品所有者が結果を前提に転

倒する事態を「鏡映する（spiegeln）」とマルク

スが表現したことは、『資本論』がシンメト

リーの体系であることを含意する。マルクスは

すでに価値形態論で「価値関係の媒介によって、

商品Bの自然形態が商品Aの価値形態になる。

いいかえれば、商品Bの身体は商品Aの価値鏡

（Wertspiegel）になる」と指摘した。

その文への注18で「人間は鏡（Spiegel）を

もってこの世に生まれて来るのでもなければ、

私は私である（Ich bin ich）、というフィヒテ流

の哲学者として生まれてくるのでもないから、

始めはまず［鏡としての］他の人間に自分自身

を映してみる（sich bespiegeln）」（S.67:訳90）

と指摘し、名詞「鏡Spiegel」に対応する動詞

「鏡映する sich bespiegeln」を用いている。

［他者に鏡映して知る自己］商品交換関係とは、

交換する商品が自己の価値を交換相手の使用価

値に鏡映する関係、あるいは射影する（project）

関係である。商品関係は価値鏡の鏡映関係＝射

影関係である。鏡がその前に立つ人間を鏡の内

部に鏡映するように、商品交換関係では交換相

手の商品の使用価値が価値鏡として自己の価値

（交換価値）を鏡映する。鏡としての交換相手

の商品もその価値（交換価値）をこちらの商品

の使用価値に鏡映する。

商品の間の相互鏡映関係は、論理的には、相

異なる形の三角形が面積［底辺×高さ÷2］で

同等ならば等置される関係と同じである（S.51:

訳63頁）。相異なるものを等置しようとしても、

或る属性で同等でなければ、等置できない。形

態では相異なるけれども或る属性で同等である

から相対する関係を「シンメトリー（対称性）」

という。

先の三角形の対称操作による自己維持、すわ

なち、「要素変換に関して不変の構造」は『資

本論』にもつぎのように妥当する。

［『資本論』の関数］価値形態の第一形態を①、

第二形態を②、第三形態を③とすれば、『資本

論』第1部は、拙著『資本論のシンメトリー』

で詳論したように、つぎのような原始的再帰関

数として簡潔に表現される。ただし、Φは①

②③の三つの項のうち右2項の反転対称操作で

あり［①②③→①③②］、Ψは左右両端の項の

回転対称操作である［①③②→②③①］。Φは

三つの項のうち左2項の変換であり（③②①→

②③①）、Φは右2項の変換である（②①③→

②③①）。

Das Kapital : f（Φ ,Ψ ,Φ）＝［①②③］［（ΦΨ）2Φ（ΦΨ）2Φ］3  

［《要素変換に関して不変な構造》としての『資

本論』］つぎに、このことを説明する。『資本

論』第1部第1章の第1節および第2節は、第3

節からの体系的論証の序論であって、商品の二

つの側面である価値および使用価値の分析的説

明である。それを前提にする第3節の価値形態

は、価値の使用価値への現象形態の累積的な展

開である。上記の再帰関数はつぎのように『資

本論』第1部全体に貫徹する。最後のⅥの①③

②は3回目の対称操作Φによって、最初のⅠの

①②③に再帰し、『資本論』第1部全体が、要

素①②③の規則的な対称変換（Φ ,Ψ ,Φ）によっ

て自己維持する、「要素変換に関して不変な構

造」であることを提示する。
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Ⅰ①②③　┌→Ⅱ①③②　┌→Ⅲ②③①　┌→Ⅳ②①③　┌→Ⅴ③①②　┌→Ⅵ③②①
　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑  　 ΦΨ

 ②③①　Φ　　 ③②①　Φ　　③①②　Φ　　 ①③②　Φ　　①②③　Φ　　 ②①③
　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑ 　　ΦΨ　 ↑  　 ΦΨ
　③①②→┘　　②①③→┘　　①②③→┘　　③②①→┘　　②③①→┘　　①③②
┌→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→┐

 Ⅰ　　　　　Ⅱ　　　　　　　Ⅲ　　　　　　　　　　Ⅳ　　　　　　　　　　　Ⅴ　　　　　　　　Ⅵ
 ［①②③］　　 ［①③②］　　　　［②③①］　　　　　　　［②①③］　　　　　　　　［③①②］　　　　　［③②①］
 価値形態　 　価値尺度　　貨幣の資本への転化　　労働過程・価値増殖過程　　絶対的剰余価値　　相対的剰余価値
 ［②③①］　　 ［③②①］　　　　［③①②］　　　　　　　［①③②］　　　　　　　　［①②③］　　　　　［②①③］
 商品物神性　 流通手段　　資本の一般的公式　　　価値形成＝増殖過程　　　　剰余価値率　　　　絶対的・相対的剰余価値
 ［③①②］　　 ［②①③］　　　　［①②③］　　　　　　　［③②①］　　　　　　　　［②③①］　　　　　［①③②］
 交換過程　　 貨幣　　　　労働力の購買・販売　　労働力の価値・使用価値　　　労働日　　　　　資本の蓄積過程

（本源的蓄積・近代植民論）
└→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→┘

上記の詳細な理論構成については、前掲書

『資本論のシンメトリー』で分析している。

［資本主義の《要素変換に関して不変の構造》］

近代資本主義の自己維持  ＝再生産可能性は、こ

の「不変な構造」に根拠づけられている。その

再生産可能性は、そもそも価値形態の対称的関

連①②③に存立し、その後の理論展開に累乗を

なして継承されるのである。その意味で『資本

論』第1部の第1章第1節および第2節は、価値

および使用価値に関する予備的考察であり、第

1章第3節の価値形態論こそ、『資本論』の本格

的な理論的始元である。

［『資本論』の累乗する体系］ここで注意しなけ

ればならない点は、上記の関連は、積み木細工

の横並びや縦積み重ねで連なるような関係では

決してなく、価値形態の三つの形態①②③に関

する対称操作Φ ,Ψ ,Φ によって、直前までの操

作の結果を内部に継承＝累乗してゆく「要素

（element）＝群（group）」の関連であるという

点である。このように、『資本論』は、商品関

係が重層的な対称性を展開する過程を論証する

経済学批判の古典である。38
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文集』」『専修経済学論集』通巻第126号。
内田弘（2018）「『資本論』の原始的再帰関数」専
修大学社会科学研究所『社会科学年報』第52号。
内田弘（2019）「マルクスとオイラー」専修大学
社会科学研究所『社会科学年報』第53号。

山中隆次（1971）「『経済学・哲学草稿』と『抜粋
ノート』の関係」『思想』11月号。
山中隆次（1985, 1986a, 1986b）「初期マルクスの
経済学研究（II）―　パリ時代の「スミス抜粋」
を中心に（その1）（その2）（その3）」『商学論
纂』第27巻第2・3号、第28巻第1号、第28巻
第2号。（以上）

1　『資本論』第1部を編成する対称性原理は、数
学関数では「原始的再帰関数」であり、価値形
態の第一形態を①、第二形態を②、第三形態を
③、反転対称操作Φ、回転対称操作Ψとすれ

ば、［①②③［ΦΨ］2Φ［ΦΨ］2Φ］3と表現さ
れる。その詳細な論証は、内田弘「『資本論』
の原始的再帰関数」（専修大学社会科学研究所
編『社会科学年報』第52号、2018年3月）、そ
の関数の簡単な解説としては本稿の［8-2］の
末尾を参照。『資本論』対称性原理は『資本論
草稿』の編集基準となり、『資本論』第2部・
第3部にも貫徹する予定であったろう。その点
から観ると、『資本論』第2部と第3部のエンゲ
ルスによる編集は、彼がその対称性原理を知ら
なかったので、深刻な問題が存在する。

2　ここでマルクスはスミスと同じ問題像に立脚
している。内田弘「『国富論』の編成原理と
『哲学論文集』」（『専修経済学論集』2017年3月、
通巻第126号）を参照。この論文は、スミスの
基本的な問題像が近代天文学史にあり、『国富
論』の重商主義批判はいわば天動説批判であり、
自然神学的文明社会の分業労働にもとづく富の
普遍的な普及が、コペルニクス＝ガリレオ＝
ニュートン系譜の地動説に対応することを主張
した古典であることを明示した。

3　「エピキュリアン」と蔑称されてきたスピノザ
の『神学・政治論』を独自な順序で抜粋ノート
を作成した1841年のマルクスは、『神学・政治
論』の合理的核心を代議制民主主義に見いだし
ている。内田弘「スピノザの大衆像とマルク
ス」（『専修経済学論集』第34巻第3号、2000
年3月）を参照。その代議制民主制は、貨幣が
商品の代表者であることと同型であることに注
意したい。マルクスは代議制民主主義者ではな
い。『経済学批判要綱』「貨幣に関する章」の或
る個所でそのことを指摘している。何処かは、
諸姉兄が各々確認されたい。マルクスを現代民
主主義の枠内に取り込んではならない。彼はそ
れを乗り越えようとしていたのである。

4　内田弘「『資本論』の自然哲学的基礎」『専修
経済学論集』通巻第111号、2013年3月を参照。
特に「カントは論文《天界の一般自然史および
理論》で、天界という多様な自然現象をエピク
ロスの原子の偏差運動（クリナーメン）で展開
しつつ、しかも、カントはエピクロス＝無神論
者を支持しているという世俗的論難を恐れ、原
子の究極的根拠を神に置くという際どい論証を
おこなった」（同51頁）。
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5　内田弘「『国富論』の編成原理と『哲学論文
集』」（『専修経済学論集』2017年3月、通巻第
126号）を参照。

6　内田弘「『資本論』と『純粋理性批判』」専修
大学社会科学研究所『社会科学年報』第50号
を参照。

7　上記注4を参照。
8　内田義彦『社会認識の歩み』岩波新書、1971
年、28頁。

9　内田弘「『資本論』の原始的再帰関数」―アリ
ストテレス難問のマルクス解法―」（専修大学
社会科学研究所編『社会科学年報』第52号、
2018年3月）を参照。

10　『資本論』の論述は「螺
スパイラル

旋型」をなしている
のではないかという一般にみられる直観像は、
数学では「原始的再帰関数」であり、意外にも
正確な直観像である。内田弘「マルクスとオイ
ラー」（専修大学社会科学研究所編『社会科学
年報』第53号、2019年3月）を参照。そのス
パイラル像の先駆的論証は梯明秀『資本論への
私の歩み』（現代思潮社、1960年）である。そ
の直観を論証するのが「研究」である。

11　その意味で、経済学批判における「自己への
否定的関連」とは「交換可能態としての商品そ
のもの」であり、その対他関係としての商品の
他の商品との交換である。商品 aの商品bとの
交換における「否定すべき自己」とは商品a自
身のことであり、「肯定すべき自己」とは交換
対象である商品bのことである。商品 aから商
品bへの転態が、経済学批判における「自己へ
の否定的関連」である。商品は自己から離脱し、
他者に転態すべき形態である。人間の社会的本
性が商品の形態＝関係で発展するのが、近代市
民社会である。

12　例えば、『新版 資本論 1』新日本出版社、
2019年、70頁を参照 （Das Kapital, Erster Band, 
Dietz Verlag Berlin 1962, S.52.）。

13　以下の［3］の「『国富論』自体の対称性」の
論述は、内田弘「『国富論』の編成原理と『哲
学論文集』」（『専修経済学論集』2017年3月、
通巻第126号、80頁以下「［8］『国富論』の編
成原理としての分離＝結合」を参照）の論旨の
一部を援用するものである。その詳述は当該拙
稿を参照されたい。

14　以下参考のため、『国富論』第1編と第2編の
各章の正式なタイトルを記す（水田洋訳、岩波
文庫）。第1編、第1章「分業について」、第2
章「分業を生む原理について」、第3章「分業
は市場の広さによって制約されるということ」、
第4章「貨幣の起源と使用について」、第5章
「商品の実質価値と名目価値について、すなわ
ちその労働価格と貨幣価格について」、第6章
「商品の価格の構成諸部分について」、第7章
「商品の自然価格と市場価格について」、第8章
「労働の賃金について」、第9章「資本の利潤に
ついて」、第10章「労働と資本の様々な用途に
おける賃金と利潤について」、第11章「地代に
ついて」、第2編、第1章「資

ストック

財の分類につい
て」、第2章「社会の総資財の或る特定の部門
と考えられている貨幣について、すなわち国民
資
キャピタル

本の維持費について」、第3章「資財の蓄積
について、すなわち生産的労働と不生産的労働
について」、第4章「利子つきで貸しつけられ
る貯えについて」、第5章「資財の様々な用途
について」。

15　第1編および第2編のように、第3編・第4編・
第5編のそれぞれの内部も「分離＝結合原理
（dc）」で編成されていることの本格的な論証は、
本稿主題から大きく離脱するため、別の機会に
ゆだねる。なお、特に第4編に関連して、『国
富論』が重商主義の対外市場獲得競争が戦争に
転化することを論証する国際平和論の古典であ
ることは、内田義彦が『経済学の生誕』（未来
社、1953年）で提示している。この点につい
ては、野沢敏治『内田義彦－日本のスミスを求
めて－』（社会評論社、2016年、210頁以下）
を参照。カントの「永久平和のために」および
『国富論』の平和論は、ホッブズ『リヴァイア
サン』の特に国家論を継承するヘーゲルの『法
＝権利の哲学』の戦争論と対照的である。

16　『国富論』の「生産資本循環（P･･･P）からす
る歴史貫通的な資本把握」は、重層的な「回転
対称」に集約される。『資本論』は「商品資本
循環（W＇･･･W＇）からする《歴史的なもの》と
しての資本把握」である。しかしながら、その
商品は「使用価値という非対称性」と「価値と
いう対称性」との媒態であり、《反転対称と回
転対称の積である「非対称的対称性」＝「並進
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対称」》であるから、永遠に収束することのな
い対称性である。詳細は、内田弘『資本論のシ
ンメトリー』の特に80頁以下を参照。近代資
本主義がこのような収束不可能な体系であるこ
とは、ゲーデルの不完全性定理Ⅱに対応する。
その収束不可能性は、そもそも『資本論』冒頭
商品規定に潜在する。この冒頭商品文節は、不
完全性定理Ⅰのいう、それを外したら（資本主
義の）体系的記述ができないという意味で、否
定できない命題文である。マルクスによる近代
資本主義の起源（本源的蓄積）の歴史性とその
終焉の歴史性の論証の根拠は、近代資本主義の
諸範疇に依拠するという「借りのある論証」
（自己の論理的構成を歴史軸に射影したにすぎ
ない論証）であることが確認されなければなら
ない。マルクスの1867年の『資本論』第1部初
版は、1913年公表の「ゲーデルの不完全性定
理ⅠⅡ」に46年先んじている。『資本論』に潜
在する「不完全性定理Ⅰ・Ⅱ」は、マルクス自
身が、「近代資本主義・内・存在」である人間
がその資本主義を認識する認識論的な制約を明
確に自覚していたことの証左であろう。マルク
スは《何でも分かるという万能感》とは無縁で
ある。その意味で、マルクスはヘーゲルの弟子
であるより、カントの批判的な継承者である。
内田弘「『資本論』と『純粋理性批判』」（専修
大学社会科学研究所編『社会科学年報』第50号、
2016年3月）を参照。

17　この経緯については、ニコライ・ラーピンや
山中隆次の先行研究がある。その要点について
は、内田弘の書評論文「パリ時代のマルクスの
研究過程の基本線を明示」（『アソシエ』 No.17、
2006年、御茶の水書房、p.196-208）を参照。

18　用語「下向法と上向法」はカントも『純粋理
性批判』理性推論（B388）で指摘する。内田
弘「『資本論』と『純粋理性批判』」を参照。カ
ントはコペルニクス革命に対応する哲学的課題
を新しい形而上学の建設と考え『純粋理性批
判』を刊行した。その形而上学（タ・メタ・
タ・フィジカ）とは、俗流化された誤解である
「無根拠の観念論」のことではない。諸々の自
然学（フィジカ）の後にそれを超えるところに
（メタ）位置づけられ、諸々の「自然学」を哲
学的に根拠づける「自然哲学」の意味である。

19　マルクスにとって「疎外と物象化」とは「疎
外か、物象化か」でも「疎外から物象化へ」で
もなく、対概念である。内田弘「『資本論』の
自然哲学的根拠」『専修経済学論集』第111号、
2012年3月、66-67頁を参照。

20　長洲一二「戦後『資本論』研究の諸潮流」
（『理論』第12号、1950年3月）を参照。この
論文は、敗戦直後で兵役から帰還した当時31
歳の著者の『資本論』第1部第1章第1節に絞っ
た緻密な価値論論争の批判的総括論文である。
長洲の「『資本論』全巻が商品を端緒とする資
本主義社会の諸範疇の内部的矛盾の弁証法的展
開にほかならない」と判断する観点を継承して、
本稿筆者は『資本論』第1部を『資本論のシン
メトリー』として解明した。

21　『第一草稿』の詳細な内容の分析は、かつて
行ったことがある。内田弘「資本循環＝社会認
識としての『経済学・哲学〈第一〉草稿』」『専
修 大 学 社 会 科 学 月 報 』No.202, 1980. 6.20; 
No.203, 1980.7.20. 

22　内田弘「『資本論』の自然哲学的基礎」『専修
経済学論集』通巻第111巻、2012年3月を参照。

23　MEGA, I/2, S.255.  山中隆次訳123頁。
24　前掲の内田弘「書評論文『マルクス　パリ手
稿』」を参照。

25　25 Vgl, MEGA, II/1.2,S.365ff.『資本論草稿集』
②94頁以下を参照。 

26　これに対して、資本家の問いは、《如何にし
たら自己資金を増加させることができるか》と
いう問いである。賃労働者の「結果から原因へ
の問い」とは対称的な「原因から結果への問
い」である。この後者の問いを第一草稿の最後
の文節で立て、それに続く失われた草稿でその
問いを解明したと推察される。『経済学批判要
綱』のいわゆる領有法則転回論は、資本家のそ
の問いを解明する。その帰結は「他人剰余労働
による他人剰余労働の領有」である。

27　ゲーデルなら、この矛盾を「収束不可能な不
完全性Ⅱ」と命名するだろう。19世紀後半の
マルクスは20世紀初頭のゲーデルと近いとこ
ろで、経済学批判を展開している。

28　アントニオ・ネグリが『マルクスを超えるマルクス』
（Marx beyond Marx, Lessons on the Grundrisse, 
Bergin & Garvey Publishers, 1984 （清水和巳・小
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倉利丸・大町慎浩・香内力訳、作品社、2003
年）で注目する「小流通」（MEGA, II/1.2, 
S.555ff. 『資本論草稿集』②443頁以下）は、『経
済学･哲学《第一》草稿』「疎外された労働」
の賃金労働者の個人消費生活過程の再論である。
カント的にいえば、ネグリは、おそらくそれと
は知らないで、賃金労働者が「根拠づけられた
もの」から自ら「根拠」に生成する経路を探求
していることになる。

29　内田弘「『国富論』の編成原理と『哲学論文
集』」『専修経済学論集』2017年3月を参照。ス
ミスも『国富論』を編成するにあたって、アリ
ストテレスの『デ・アニマ』の「分離＝結合原
理」を援用した。

30　例えば、フロイトの『夢判断』（1900年刊行）
を近代心理学の始めとすれば、マルクスの
1844年の『経済学・哲学草稿』はその成立よ
り遙か半世紀前の著作である。これと類似した
訳語問題のひとつに、『ドイツ・イデオロギー』
の単語Herdの訳語問題がある。独和辞典では
たいてい、Herdの最初に出てくる訳語が「竈
（かまど）」であるからといって、その訳語を採
用すると、そこでHerdと対語として出てくる
Schauplatz（劇場）との関連が分からなくなる。
この場合のHerdの適訳は「地炉」であり、両
方には「多くの人々が集まる場」や「中心地・
現場」の共通の意味がある。

31　「序説（Einleitung）」のタイトルは、それが書
かれた当初は、「Ⅰ．生産、消費、分配、交換
（流通）」であった。マルクスは、1859年に『経
済学批判』の刊行にさいして、それを「序説」
としてその冒頭に掲載する計画を立てたけれど
も、読者が冒頭からその結論めいたものを知る
ことは、一歩一歩認識を深化させる読書のあり
方として不適当であると判断し、掲載を撤回し
たものである。後年、20世紀初頭に、カウツ
キーが「序説」を『経済学批判』の巻末への
「付録」として収録するようになった。現在も
その刊行様式は踏襲されている。しかし、「序
説」を『要綱』の冒頭に掲載する時のタイトル
は、もともとの「Ⅰ 生産、消費、分配、交換
（流通）」が正確なタイトルである。その番号
「Ⅰ」は、「Ⅱ 貨幣に関する章」「Ⅲ 資本に関す
る章」というように、［Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ］というよ

うに接続し、元々の連番が復活する。ＭＥＧＡ
はそのことを指摘せず、「Ａ 序説」として刊行
している。ＭＥＧＡ版だからといって、編集上
の問題がないわけではない。『要綱』「資本に関
する章」の「実質的な始めの個所」はどこかと
いう編集問題も同断である（正しくは『経済学
批判要綱』ノートⅡの8頁の｢横線｣の直後）。

32　因みに、本稿筆者が研究員として21世紀初め
に滞在したイギリスの港町ブリストルのＮＰＯ
法人の映画館では、「アジア映画特集」として、
大阪という現代日本都市のアナーキィな喧噪を
描く映画や、南米産の恐竜をロンドンで展示す
るてんやわんやの映画が上映されていた。マル
クスのアジア概念は今日の西欧に生きているの
である。

33　Karl Marx, Das Kapital, Erster Band, Dietz Verlag 
Berlin, 1962, S.49. 資本論翻訳委員会訳、『新版 
資本論 第1分冊』新日本出版社、2019年、65頁。
以下、『資本論』第1部から引用は（S.49：訳
65）のように引用文末に略示する。引用文は適
宜変更する。遺憾なことに、この「新版」では、
引用文の「要素形態」は旧訳と同じく正確であ
りながら、その対語である「商品集合
（Warensammlung）」は、商品の「商品の集まり」
で旧約のままの不適訳である。「要素」に対し
ては「集合」でなければならない。「価値鏡
（Wertspiegel）」との対語であるその動詞「鏡映
する（spiegeln）」は「反映する」と訳されてい
て誤訳のままである。『資本論』のこのような
語法は、商品の形態展開をマルクスが射影幾何
学の発想で表現していることによることを訳者
は気づかなければならない。マルクスの経済学
批判は、カントの「批判哲学」の批判的継承で
ある。カント『純粋理性批判』のキーワード
「仮象（Schein）」はこの新版でも旧訳のままの
「外観」である。カント→マルクスの哲学史的
継承関係がこれで消えてしまう。『資本論』は
単なる経済学の書物ではない。

34　拙著『資本論のシンメトリー』はまさにその
言明を解明したものである。

35　岡崎乾二郎『ルネサンス　経験の条件』文藝
春秋、2014年、158頁。ただし、原文の「視点」
を「観点」に変えた。

36　『資本論』は、冒頭商品を前提とすれば、い
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つまでも自己を再生産し続ける体系であり、そ
の意味でゲーデルの不完全性定理Ⅱ「収束不可
能性」が妥当する。しかもその特性は冒頭商品
を不可欠な前提とする。その意味で、『資本論』
体系は冒頭商品を「取り消し不可能な命題文」
として前提する。この前提はゲーデル不完全性
定理Ⅰに対応する。しかも『資本論』とゲーデ
ル不完全性定理とは、原始的再帰関数を共有す
る。

37　ヘーゲル『法の哲学』§44によれば、財の所
有者は自己の意志（Wille）を財に注入するこ
と（legen）によって、財を物件（物象Sache）
に転化する。ヘーゲルが商品の交換価値（価
値）を財の所有者の意志の自覚的な注入とみる。
これに対して、マルクスが商品所有者の無意識
の第三者＝価値の抽象と考える。ヘーゲルの場

合、物件＝商品の世界はすぐれて観念的なもの
＝「意志」に基礎づけられている。ヘーゲルは
カントを批判したけれども、まさにその究極的
な基盤では、カント的にすぐれて観念論的であ
る。マルクスが「数学草稿」で、カント以後の
フィヒテ・シェリング・ヘーゲルは結局カント
の観念論一般の基礎づけの地平で、カントを批
判したにすぎないと指摘していることは、商品
世界の哲学的基礎づけでも妥当するのである。

38　最新刊の『新版 資本論1』（新日本出版社、
2019年）は、「新版」といいながら、このよう
な「鏡・鏡映する」などの射影幾何学的な含意
を訳しきっていない点が惜しまれる。「新版」
の『資本論』像が伝統的な枠に制約されている
ためであろうか。
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Ｊ.Ｒ.コモンズの貨幣制度説とその射程
――Ｂ.テレのコモンズ解釈を中心に――

坂口　明義

Ｊ .Ｒ .コモンズは『制度経済学』（Commons 

[1934]）の第9章「将来性」（以下「将来性」

章）において、当時の支配的な貨幣形態を信用

貨幣と見なしたうえで、内生的貨幣供給のメカ

ニズムを分析し、市場経済システム安定のため

の金融政策について提言を行っている。現代信

用システムの機能を研究する者にとって、その

リアリスティックな分析は大いに魅力的である。

しかし、「支払共同体」への言及に見られるよ

うに、コモンズの定式化においては貨幣の社会

的な機能が考慮されている。この側面を検討し

なければ、「将来性」章の理論的射程は十分に

理解しえないであろう。実際コモンズ自身は、

マクラウドの信用経済論とクナップの支払共同

体論の影響を受けた自らの見解を貨幣制度説

（Institutional Theory of Money; 以下ＩＴＭ）と

呼んでいる。また、Aglietta/Oréan [1998] の共

著者の１人であるB.テレは、貨幣を「全体的

な社会的事実」としてとらえ「生の債務」仮説

を支持する立場から、コモンズが貨幣と主権の

関連という問題に取り組んでいたことにわれわ

れの注意を促している。

翻ってわが国の先行研究を見るならば、流通

手段としての貨幣の必然性や起源を問題にする

経済学的な議論が盛んであり、貨幣の起源が話

題になるとき（「交換か贈与か」）などに稀に人

類学の研究が引き合いに出されてきた。これに

対してＩＴＭは、資本主義的市場システムにお

ける貨幣を「共同体」や「強制力」という用語

を用いて考察しようとするものであり、貨幣を

全体的な社会的事実として実証的に分析するこ

とを志向している。このとき重視される貨幣機

能は支払手段機能である。日本の多くの研究者

はこのような議論に慣れていないため、コモン

ズのＩＴＭを理解することが必ずしも容易でな

いと思われる。

本稿の目的は、コモンズの貨幣論への接近を

より容易にすることに貢献することであり、そ

のために、「将来性」章からＩＴＭの理論的諸

要素を拾い集め整理するとともに、コモンズの

ＩＴＭからどのような議論を展開できるかをテ

レの一連の論文に探ることとしたい。Ⅰでは、

コモンズの資本主義分析の中で貨幣がどのよう

に扱われているかを説明する。Ⅱでは、クナッ

プ解釈に基づくコモンズのＩＴＭの内容を明ら

かにし、それを主権貨幣論（Sovereign Theory 

of Money; 以下ＳＴＭ）と関連づける。Ⅲでは、

テレがＩＴＭに基づいてどのような議論を展開

しているかを見ていく。最後にまとめを行う。

Ⅰ．資本主義的市場システム、取引、
貨幣

コモンズは支払手段機能の側面から貨幣を

「制度」とする。貨幣は「諸個人による債務の

創造、譲渡、解消のための集団的道具」

（Commons [1934] p.278）とされる。そして貨

幣形態については、信用貨幣（credit money）

を支配的な貨幣形態とし、彼の時代は「金属貨

幣も紙幣もともに商業銀行による「引き落とし
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貨幣（debit money）」に従属している文明段階」

（ibid., p.597）にあるとしている。ここで引き

落とし貨幣とは、中央銀行制度と兌換停止を前

提とする預金通貨（要求払預金）のことであり、

金属貨幣は引き落とし貨幣と政府紙幣によって

既に駆逐されているとされる。

コモンズの信用貨幣論を理解するには、コモ

ンズ経済学のキーワードである「（研究単位と

しての）取引」と「集団的行動」についてまず

簡単に触れておく必要がある。自由意志による

経済活動（経済的自由）が許されるのは、法と

社会規範（ワーキングルール）を遵守する限り

のことである。所有対象の評価が関わる「経

済」と人間の評価が関わる「政治」とは区別さ

れるべきであるが、意志的な行動に基づく経済

的な社会関係である「取引」には経済と政治の

両側面がある。「取引」には法や社会規範によ

る社会的正当性の付与が必要であり、したがっ

て法や社会規範を提供する「集団的行動」が前

提とされる。

次に、資本主義的市場システムにおける「取

引」に関するコモンズの概念を、マルクスによ

る資本循環の定式化を利用してまとめておきた

い。貨幣資本循環に利子生み資本を考慮すると

次のような定式が得られる（ただし、G：貨幣、

W：商品、Pm：生産手段、A：労働力、P：生

産過程、W＇：価値増殖した商品、G＇：価値増

殖した貨幣）：

G－G－W　Pm 
A  … P … W＇－G＇－G＇

Ｇ－Ｇは債務形成、Ｇ＇－Ｇ＇は債務返済を示

す。資本の運動は信用関係によって包摂され、

待忍とリスク引き受けにより二重の貨幣前貸と

二重の貨幣還流が実現される。実線の流れは信

用市場および商品市場（財市場と労働力市場）

における「売買交渉取引（bargaining transaction）」

を通じて、点線の流れは生産過程の「管理取引

（managerial transaction）」を通じて実現される

（国家と民間の間の「割当取引」についてはこ

こでは省略）。「取引」は、取引対象の所有権

（①）と価値評価（②）が社会的に正当化され

ることによって可能となる。

①社会的に正当な所有権についてコモンズは、

「有体（corporeal）財産」「無体（incorporeal）

財産」「無形（intangible）財産」を区別する。

法的な財産概念が「有体財産」（通常の有形財）

以外に拡張されたことが資本主義を可能にした、

というのがコモンズの強調点である。生産過程

においてサービス機能を果たす「擬制商品」

（労働力、土地、貨幣〔2番目のＧ〕）等が「無

形財産」と、そして信用供与者の債権（最初の

Gの前貸）が「無体財産」と法的に規定される

ことによって、取引の連鎖を通じた資本の運動

が可能になる。

②取引が意思的な関係である以上、個々の取

引の結果としての評価はそれ自体として正当で

ある。ただし（超個人的という意味で）客観的

な評価には価格が必要であり、価格は社会的に

通用する物量単位と貨幣単位を前提とする。現

実には取引対象の価値は名目価値として表され

るよりほかなく、名目価値が社会的正当性を獲

得するには何らかの理論的な基準が必要である。

コモンズはこれを「実質価値」と呼び、Ａ .ス

ミス以来の経済学の価値論はこれをめぐる議論

だとする。しかし財産の社会的概念の拡張とと

もに従来の価値論が妥当しなくなったというこ

とで、Commons [1934] では効率性・稀少性・

将来性に着目する「適正価値」論が提示される。

では「引き落とし貨幣」（預金通貨）はどう

位置づけられるか。上の定式において信用供与

者が銀行であるとき、銀行は預金という債務を

創出して貸付を行う（Ｗ＇－Ｇ＇を先取りする短

期の商業債務についてはここでは扱わない）。

このことが可能なのは、債務の譲渡性が法や慣
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習により確立され、貸付債権および預金債権が

「無体財産」とされその権利行使が法的に正当

化されていることによる。預金は「過去に支払

期日が来た銀行の債務」（ibid., p.449）とされ、

企業はこれを無体財産として保有するのではな

く、もっぱら生産的資産購入の支払手段（購買

手段も広く支払手段と規定される）として入手

する。企業にとって預金は無形財産である。預

金が貨幣であるのは、慣習によってその取引完

了性（完了とは債務の解消のこと）が社会的に

承認されていることによる。預金を「貨幣」と

見なすメルクマールは「期間割引をまったくこ

うむらない」（ibid.）ことに求められる。信用

市場（「債務市場」と呼ばれる）の価格である

利子率は、将来性（「債務－支払からの将来の

収入」）を基準として形成される。

Ⅱ．コモンズの貨幣制度説

Commons [1934] においては、「引き落とし貨

幣」が支配的な貨幣形態である事実を確認した

うえで、その社会的歴史的意味が探られていく。

それが、クナップの「支払共同体」論を引き継

ぐコモンズのＩＴＭである。コモンズは、金属

主義者が硬貨の素材という貨幣の「死体」しか

扱わないのに対して、クナップは「硬貨の使用

を規制する法的な規定に宿る」貨幣の「魂」か

ら貨幣の本質を明らかにした、と高く評価する

（ibid., p.458）。要するに、支払手段（債務の解

消手段）としての貨幣の在り方は、債務の創

造・譲渡・解消を枠づけるルール（法や慣習）

によって規定されるので、貨幣の本質はその素

材にでなく、その制度的特性に求めるべきだ、

というのである。

（１）制度、集団的行動、主権

まず「取引」を取り巻く諸制度について説明

しておきたい。コモンズは、「所有権、法的な

測定単位、債務の創造・譲渡・解消を導入する

こと」（ibid., p.438）により資本主義市場シス

テムにおける「取引」を分析している。「法的

な測定」単位のうち名目価値を測定するのは貨

幣の価値標準
0 0 0 0

機能である。「債務の創造・譲渡・

解消」には貨幣の支払手段
0 0 0 0

機能が関わる。貨幣

は「その現代の意味において、取引から生じる

債務の創造、譲渡可能性、解消に関する社会制

度である」（ibid., p.513；傍点原文イタリック、

以下同じ）。交換を媒介する「流通手段」は二

次的な機能とされる。「仮に測定に値する時間

の経過なしに支払がなされるならば、われわれ

は、それを購買または販売と名づける……。こ

のように、貨幣は、二次的には交換の媒介であ

るが、それは一次的には債務を創造し、移転し、

消滅させる社会的手段である」（ibid.）。支払手

段機能を中心的に果たすのが、無体財産
0 0 0 0

として

の銀行預金（引き落とし貨幣）とされる。

「取引」を枠づけるこれらの制度は、一連の

集団的行動すなわち「国家や商業会議所または

商工会議所、あるいは判決や商事仲裁のための

組織を設立する同様の団体といった集団的行

動」（p.439）を前提としている。集団的行動は、

法や慣習によってルールを作り上げるだけでな

く、それが遵守されないときに強
サンクション

制（ないし

制裁）を行使することによって、諸制度に実効

性を与える。物理力により制裁を加える国家の

集団的行動が主
ソブリンティ

権であり、経済力により制裁

を加える民間の集団的行動は、国家から制裁の

権
パワ ー

力（ないし権限）が委ねられたものとされ

る1。「取引」の制度は、法と社会慣習により正

当化され、物理的・経済的な制裁によって実効

化されるとされる。
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（２）クナップの支払共同体論に関するコモン

ズの解釈

では、制度の一部である「引き落とし貨幣」

はどう把握されるか。コモンズは、「将来性」

章第2節で、貨幣の通念には現れない「社会学

的観念」を明らかにしたクナップの支払共同体

論（Knapp [1905]）に注目する。「将来性」章

では、第1節で債務の譲渡性に関するマクラウ

ド説、第3節で債務の創造に関するホートレー

説が、そして第2節で債務の解消に関するク

ナップ説が扱われる。支払手段とは債務の解消

手段であり、第2節のクナップ解釈の中でＩＴ

Ｍが提示される。コモンズは、「貨幣の制度的

現
リアリティ

実とは、義務と債務であり、支払いと履行

の共同体（pay-and-performance communities）に

よる、債務からの解放と解消である」（ibid., 

p.472）と述べる2。この文脈の中で貨幣を議論

しようとするのがＩＴＭである。

彼のクナップ解釈を見る前に、売買交渉取引

に関する分析を見ておきたい。彼は売買交渉取

引を所有権の交換であるとし、そこには、稀少

性に基づく交渉力の差異ゆえに利害の対立が発

生するが、集団的な調整（法や慣習に基づく制

度化）による対立の調和の可能性が含まれてい

るとする（ibid., p.242）。この意味で売買交渉

取引は「互
レシプロカル

恵的関係」（ibid.）である。過程と

してのこの取引においては、買い手が貨幣支払

いの義務（支払債務）を、売り手が商品引き渡

しの義務（履行債務）をそれぞれ遂行する3。

ここでの債務は解消可能であり、「債務の解消

とは、履行の義務か支払いの義務のどちらかを

免れることである」（ibid., p.458）。コモンズは

支払共同体が履行共同体と表裏一体であると見

なしたうえで、クナップの支払共同体論を解釈

していく。

コモンズは、クナップ説の背後には２つの区

別があるとみる。第１は、「解消可能な

（releaseable）債務」（Lytric debts）と「解消不

可能な（non-releaseable）債務」の区別（主要

な区別）である。取引から生じるのは前者であ

り、後者は「共同体の執行力によって……課さ

れ強制される」（ibid., p.458）。この点について

コモンズは、クナップが前者を扱っているが、

後者から前者への歴史的発展という「文明化の

歴史全体」（ibid.）を考察していない、と指摘

する。われわれは、解消不可能な債務は前近代

の特徴であり、近代における国家主権の確立と

ともに見られなくなるものと考えがちだ。しか

しコモンズは、歴史的にはこの発展が漸進的で

あったとする。つまり債務解消の手段と方法は

徐々に拡大してきたという――「解消の手段と

方法は、奴隷と債務者拘禁の廃止、破産法、賃

金特例法から、アイルランドにおけるレント契

約の廃止、アメリカにおける公益事業契約の廃

止、ある期間拘束したり、生涯拘束したりする

労働契約を「意志による」契約へ置き換えるこ

とによる段階的廃止、現物支払いの禁止と貨幣

支払いへの置き換えなど、広範に拡大してい

る」（ibid.）。債務解消の手段や方法のこうした

変化は、債務を解消可能にする文明化のための

ワーキング・ルールの形成によって進められて

きたという。コモンズは、税支払手段としての

政府紙幣（国家紙幣）、すなわち（国家に対す

る）債務の解消手段としての政府紙幣に関する

クナップの説明は、ワーキング・ルールの変化

の結果（という特殊事例）を扱ったものとする。

第２に、第１の区別に基づいて商品と支払手

段の区別（副次的な区別）がなされる。コモン

ズはまず、一般的な「交換商品」（「商品」に同

じ；ここでは例えば銀）は常に「支払手段」で

あるが、あらゆる「支払手段」が社会的に承認

された交換商品であるわけではない、とするク

ナップの議論（ibid., p.459-460）を紹介する。

紙幣に記される貨幣名である「ポンド」や「ド
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ル」は元々の金属重量との結びつきを失ってい

るが、これは貨幣名が金属貨幣（秤量貨幣とし

ての）の重量表示から、「債務支払いのための

「通用単位」」（ibid., p.460）へと目的が変更さ

れたためだとされる。こうして（商品の）交換

手段機能と（貨幣の）支払手段機能とは截然と

区別される。そして、通用単位という法的な意

味は「慣習から生まれ、後に、国家の司法権の

範囲内で、それを普遍的なものとする法に引き

継がれた」（ibid.）とし、私的な支払共同体（銀

行とその顧客から成る）と公的な支払共同体

（国家）が区別される。ここで想定されている

貨幣の形態は、税支払手段でありながら国内流

通もする政府紙幣と、銀行預金すなわち引き落

とし貨幣（ただしコモンズは小切手も支払手段

と呼ぶことがある）である。法貨規定を与えら

れた不換中央銀行券はまだ問題となっていない

点に注意が必要だ。では、私人間の債務を解消

する手段となるのは、政府紙幣かそれとも引き

落とし貨幣か――クナップはこのような問題を

提起したうえで、税支払いを重視し、租税債務

の支払手段である政府紙幣が私人間でも支払手

段となるとした（Knapp [1905], Kap.2, Abschn.6; 

Commons [1934] p.464ff.も参照）。クナップに

よれば、国家が政府紙幣を「国家によって受領

可能かつ支払可能な」通貨の地位に引き上げる

とき、立法者としての国家は政府紙幣を税支払

い以外の支払いに対しても十分であることを認

めるし、それと整合的に裁判官としての国家も

係争時に政府紙幣の支払いで十分であると判決

する。

コモンズは次のように、クナップの「貨幣国

定説」を相対化する4。「だがわれわれは歴史的

には、二つの要因、つまり既存の制度と国家の

緊
アージェンシーズ

急 性の相対的な重要性を考えるべきである。

慣習（前述のような商業銀行）、あるいは法

（財務省証券、国法銀行券）のいずれかにより、

信用制度が金属貨幣の古い制度を押しのけ、共

同体内で支配的なものとなるとき、支払手段は、

税の支払要求よりも、債務支払いの要求によっ

て強く規定されるようになる。と同時に、もし

私的な債務の支払い以外の目的をもつ、国家の

要求または政策が、私的債務の支払い以外の目

的で支配的なものとなっているとすれば、その

場合、私的取引における支払手段として使用さ

れるものを規定するのはまさしく、これらの特

別な公的要求である」（ibid., p.464）。コモンズ

は、重要なのは「税か債務かの支払手段を指定

するに際して公共目的と私的目的のいずれかが

優先されるべきかについての、公共目的と私的

目的との区別である」（ibid., p.465）であると

する。「私的目的と共に在るビジネス慣習が優

先されるべきなのか、それとも公共目的と共に

ある政府――立法府、行政府、司法府いずれで

あれ――の政策が優先されるべきなのだろう

か」（ibid.）。

クナップの支払共同体論を参照しながら提示

されるコモンズの ITMは、「解消可能な債務」

と支払手段の歴史的な可変性および多様性を議

論する概念枠組みを提供しようとするものと言

える。以上の考察についてのコモンズ自身によ

るまとめに注目しておきたい。「ただちに理解

されるのは、この「支払手段」あるいは債務か

らの解放という概念が、原始時代から現代まで

のすべての集団に適用される普遍的な原理だと

いうことである。それらの集団がゴーイング・

コンサーンであり続ける限り、この概念は普遍

的な原理であるが、債務解消の記号となる手段

や遂行に関しては、著しく多様なルールをとも

なっている」（ibid., p.461）。ここで提示されて

いるプログラムは、債務の形成・返済を様々な

人間社会に共通な社会的凝集性の普遍的原理と

見なす「生の債務」仮説のプログラムと類似し

ているように思われる。Aglietta/Oréan [1998] 
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では、同じ原理が非西欧非近代社会だけでなく

西欧近代社会においても作用していた（してき

た）ことが示されている。

（３）「生の債務」仮説と貨幣制度説

前項で述べたように、ＩＴＭは貨幣を制度と

してとらえる観点から、支払いと履行の共同体

の中での貨幣の機能に注意を向けている。貨幣

をその素材や形態から考察することに終始しが

ちな貨幣学的な研究とは異なり、ＩＴＭでは、

まず歴史的に可変的な「解消可能な債務」につ

いての考察が重視され、それに基づいて支払手

段機能を果たす多様な貨幣形態についての考察

が進められる。以下ではＩＴＭと類似した視点

に立つ「生の債務」仮説に基づく主権貨幣論

（ＳＴＭ）を取り上げ、それをＩＴＭと関連づ

けておきたい。

Aglietta/Oréan [1998] には、アルカイック社

会における供犠に貨幣の起源を見いだすいくつ

かの研究成果が収められており、その1つにイ

ンド・ヴェーダ社会のダクシナー（祭司への報

酬のこと；支払いが関係切断を意味する）に近

代貨幣の起源を見いだすMalamoud [1998]（第

１章）がある。これに加えて、近代社会の貨幣

を考察したThéret [1998]（第7章）も参考にし

つつ、近代貨幣に至る歴史に関するＳＴＭの理

解を図式的に示したのが、表１である。コモン

ズは解消不可能な債務から解消可能な債務への

変化を問題にしたが、表１では、「解消可能な

債務」の歴史が辿られている。ＳＴＭでは、債

務の創出－解消の繰り返しが社会的凝集性の原

理となることが主張され、諸社会の「解消可能

な債務」の考察から社会的凝集性のタイプが明

らかにされる。主権と個人の関係の変化は、債

務のタイプとその解消の方法の変化と相関して

いるとされ。債務の創出－解消の考察は非近代

社会と近代社会の重要な差異を明らかにすると

される。

表1のうち近代社会（資本主義社会）に関連

して、テレの見解（Théret [1998]）を図1を用

いて説明しておきたい。彼はまず、近代社会に

おける債務の二重化（経済的債務と政治的債

務）について考察し、近代社会では主権的パ

ワーによる保
プロテクシオン

護の在り方が非近代社会と異

なること（経済的債務では保護が債務の創出と

同時ではなく事後的であり、政治的債務では統

表１：「生の債務」仮説

出所：Aglietta/ Orléan [1998] を参考に筆者作成。

アルカイック社会

（集権的権力なし）

王権社会

（王の主権、領土主権）

近代社会

（人民主権、領土主権）

貨幣形態：供犠的・宗教的対象：
 家畜（牝牛、羊、豚）

鋳貨（刻印：供犠対象→国王の

肖像）

銀行券（図像：肖像→建築物）

貨幣：・宗教的パワー＋世俗的使用 ・王のパワー＋世俗的使用

・貨幣⇒法・知的抽象化を促進

・社会的分業の事後的パワー

・世俗的・脱領土的使用

生の債務：

  祭官  供犠  豪族

功徳

ダクシナー

  祭主     祭官

宗教的  世俗的

ヒエラルキー ヒエラルキー

祭司＝国王

保護   税

主権的パワー 債務返済

臣民 

宗教的＝世俗的

ヒエラルキー

銀行   市民

債務返済

債務返済

個人   政府

債務の二重化

二元的ヒエラルキー
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治者と個人の債務の方向が逆転する）を明らか

にしている。ここでテレは、2つの債務におけ

る支払手段の統一性を想定している。コモンズ

の時代とは異なり、既に政府紙幣の流通は存在

せず、中央銀行貨幣（法貨規定を与えられた不

換中央銀行券と中央銀行預け金）とそれを準備

とする銀行預金が2つの債務の支払いに用いら

れるとされている。この想定の下に、経済的目

的を主に追求する私的主体と政治的目的を主に

追求する政府との役割分担、および経済部面

（中央銀行制度を含む）による貨幣媒介の提供

と政治部面による法媒介の提供とによる互恵的

関係が明らかにされている。

以上のように、近代社会の社会的凝集性を解

明することを主題とするＳＴＭにあっては、

「解消可能な債務」と支払手段についての研究

が、近代以前の諸社会へと、そして不換銀行券

が専一流通する現代の通貨システムへと拡張さ

れている。回顧的に言えば、「解消可能な債務」

と支払手段貨幣の歴史的な可変性および多様性

をとらえようとするＩＴＭは、ＳＴＭにつらな

る先駆的な理論と言えよう。

Ⅲ．テレによる貨幣制度説の展開

本節では、テレがグローバリゼーション下の

貨幣の現実を念頭におきながら、コモンズの議

論をどのように批判的に継承・発展させている

かを考察する。主に取り上げるのは、デュト

レーヴとの共著論文（Dutraive/Théret [2013]）

における貨幣と主権の関係に関する議論、およ

びThéret [2011]における金融・貨幣と倫理の関

係に関する議論である。

（１）貨幣の起源への含意

本題に入る前に、ＩＴＭの議論の特色を印象

づけるために、貨幣の起源がＩＴＭからどう議

論されるかを推測しておきたい。現在に至るま

で日本では、流通手段としての貨幣の必然性や

起源を問う経済学的な議論が盛んである。ここ

では、その中で最も優れた成果の１つである吉

沢［1994］の見解を取り上げることが適切と思

われる。吉沢氏は人類学や歴史学の先行研究に

依拠しながら、物々交換の繰り返しの中で貨幣

が創発するとするA.スミス以来の貨幣起源論

を非現実的なものと見なしている。吉沢氏は、

貨幣の「原型（prime type5）」となる観念は人

図 1：近代社会における債務の二重化

出所：Théret [1998] を参考に筆者作成。 

私的債務（経済的債務）……保護の効果は「事後的」

             貨幣
生産手段   投資  債務形成＝分業参加の条件

     個人 or 企業        銀行

生産物   売上 債務返済

社会的債務（政治的債務）……債権債務の関係は「逆転」

税＝債務形成 

市 民 政 府

市民権 公的支出＝債務返済    目的＝政権の正統性

集団的生の条件(インフラ，教育，防衛，保健)提供
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類社会の起源と同じくらい古く6、貨幣は共同

体内の互酬関係（贈与交換）の中で創発してお

り、それが共同体間の交換の中で使用されるよ

うになった、と説明する。ここで議論されてい

るのは流通手段としての貨幣である。

これに対して、流通手段を支払手段に包括す

るＩＴＭでは、支払手段としての貨幣の起源を

問題にしなければならないことになる。

Commons [1934] ではこのような問題は考察さ

れていないので、ＳＴＭに立つAglietta/Orléan 

[1998] に基づいて、支払手段機能から見たおお

よその貨幣の歴史のイメージを描いておきたい

（図2）。ここでは、解消不可能な債務から解消

可能な債務への転換が極めて長い歴史過程の中

で進行してきたこと、そして支払手段貨幣の変

遷は各社会の主権観念の変遷（支払いの技術的

効率性の進歩よりもむしろ）と密接に関係して

いることが考慮されている。

（２）貨幣と主権の関係をめぐって

デュトレーヴ／テレは、それ以前は貨幣を単

なる媒
メディアシオン

介と見なしていたコモンズが

Commons [1934] になると貨幣を制度7として定

義するようになったことに注目する。彼らは、

人間社会の最初の時代においては未分化だった

諸制度が、その後の「封建的局面」になると家

族、教会、経済、政治へと差異化するとする。

こうした「原型proto-typeとなる制度」は「自

らの主権が及ぶ領域をもつ」（Dutraive/Théret 

[2013] p88）が、では貨幣という制度は主権と

どう関係するのか、というのが彼らの関心であ

る。

彼らは、コモンズが近代社会の特徴（二重の

債務の創出と解消；民主主義に基づく商業経済

への国家の介入）を扱うときに、貨幣が近代的

統治の構成要素として組み込まれ政治主権に服

するようになった点を認識していながら、貨幣

が「潜在的な主権の原理」となる点を見ていな

かった、と指摘する。コモンズでは物理的暴力

を後ろ盾にした国家（というゴーイング・コン

サーン）の集団的行動に「主権」を限定してお

り（本稿Ⅱ（1）参照）、せいぜい企業が経済的

自由の範囲内で管理取引において主権原理を行

使するとされるにすぎない（本稿注1参照）。

これに対してテレらは、貨幣（信用貨幣）と

主権の関係には次の２つがありうることを主張

する8。1つは、「法としての貨幣」である。貨

幣は主権の一部であり、コモンズの「適正な資

本主義」のモデルに対応する。もう1つは、「原

型となる制度としての貨幣」である。これは主

権そのものであり、「貨幣の主権的権威への昇

格が、国家の行政権、立法権、司法権を支配下

に置く金融権力に具現される」（ibid., p.108）

資本主義の傾向に対応している。

貨幣それ自体が主権をもつかのように見える

現象は確かにある。サブプライム危機につな

図 2：社会（共同体）との関係から見た貨幣の歴史 

出所：筆者作成。 

保護の主権的パワー： 宗教的 世俗的

アルカイック社会 王権社会           近代社会  「生の債務」仮説

供犠の貨幣化： ①祭司報酬＝貨幣   金銭的な政治的支払   政治的支払と経済的支払

の同一貨幣化

②供犠対象＝貨幣 メラネシア社会

共同体間交換：     【cf.吉沢[1994]】 経済学的貨幣論

物々交換   貨幣的交換       国際商業
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がったシャドーバンキングの発達や規制を免れ

たバーチャル貨幣（ビットコイン等）の増殖を

見ると、資本主義的市場システムの内部に新た

に自律的領域が形成されたかのように見える。

貨幣と主権の関係に関する可変性についての彼

らの考察は非常に興味深い9。

（３）貨幣と倫理的調整

以下、Théret [2011] において金融と倫理の関

係がどう考察されているか、その中で ITMに

ついてどのような展開があったかを見ていくこ

とにする。ここでテレがコモンズに注目するの

は、コモンズが「資本主義経済の動態的機能の

分析において、法だけでなく倫理にも中心的位

置を与えた類い稀な経済学者の1人」（Théret 

[2011] p.6）だからだ。法と倫理
0 0 0 0

はどちらも「個

人の社会的全体への従属の媒介」（ibid.）であ

り、行動の合理性に関して経済
0 0

（社会的全体を

個別的利害に従属させる）と対立する。一方、

法と倫理とは「経済的実践に関する競合的な

調
レギュラシオン

整形態」であり、法
0

の力が「物理的暴力

の正統的な独占」を後ろ盾とするのに対して、

倫理
0 0

は説得という「意見の力」を動員しその後

ろ盾は「集団外への追放の脅威」（ibid.）である。

また倫理は社会的な諸価値・諸規範の総体であ

り、社会規範よりも広い概念である10。法を動

員する権力が展開していない世界空間において

は、「権威化された取引」ではなく、「倫理的取

引」（Commons [1924] p.83）が見いだされる。

そのような空間における金融や貨幣の問題につ

いては、倫理を通じてどう調整されるかを考え

なければならない。

グローバル化と倫理
0 0 0 0 0 0 0 0 0

というテーマに関して、

世上ではしばしば、利
クレマティスティケ

殖 術の悪用（貨幣の

蓄積を自己目的とすることによって、価値を蓄

える貨幣の能力を乱用すること）に対するアリ

ストテレスの非難が引き合いに出される。ここ

では「倫理」が単純に金
アルジャン

銭やグローバル化に

対置されるにすぎないが、テレによれば、こう

した倫理概念は当時の家
オイコス

計と都
シ テ

市国家の関係に

特殊なものである。近代資本主義社会、すなわ

ち「社会化の多様な制度的水準をもち」「分化

を遂げた」社会においては、「多様な社会空間

の中で通用する複数の倫理諸形態が存在する」

（Théret [2011] p.4）というのである。

テレは社会空間をミクロ・メゾ・マクロに区

別し、それぞれに別種の倫理が作用するとする

（各空間は、別種の倫理が「登録された場所」

という意味で原
レジストル

領域（登録簿）と呼ばれる）。

諸取引（私的レベル）において作用するのは

「ミクロ -倫理」であり、これについては「権

威化された取引」と「倫理的（権威化されてい

ない）取引」の区別（前述参照）に対応して、

前者においては「法と各取引者の義務との間の

相関が保証され」、後者においては倫理は「主

観的な権利・義務に関わり」、「強制する権威や

権力は存在しない」（ibid.,p.7）。後者は「潜在

的に革新的な取引における倫理」であるが、

「紛
コンフリ

争が起きるときには権威化を求める」（ibid., 

p.8）。諸組織内部（集団的レベル）の「メゾ -

倫理」は、「集団的意見と組織外追放の制裁を

利用するもの」（ibid.）である。経済社会（公

的レベル）の「マクロ -倫理」は、「行政 -政治

的、道徳 -文化的な諸組織の行動を通じて、諸

個人（身体的人格・道徳的人格［法人］）の経

済行動を社会的再生産の必要性に従属させる」

ものであり、もしもそうならなければ「もっぱ

ら利己主義的な利害計算が支配的となる」

（ibid.）。以上に加えて、全体としての社会のレ

ベルに作用する「メタ -倫理」がある。これは

「帰属的諸価値と共通的公共善を定義すること

によって総体社会の全体を拘束する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」ものであ

り、「これらの追求のためには法と経済を縛り

つけることも正統的とされる」（ibid.）。4つの
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レベルを考慮して経済の社会的調
レギュラシオン

整（法・

倫理による調整）をまとめたものが、図3であ

る。

テレは以上のような分析を適用して、金融の

倫理にも4つの原領域があることを見いだして

いる（以下、ibid.,p.9-10による）。まず「ミク

ロ倫理的原領域」には、権威化されていない金

融イノベーション（先物・オプションその他の

金融デリバティブ）に関して、主観的な権利・

義務による正当化が見いだされる。権威化なし

の取引が（盛行の後で）危機に陥るとき、権威

化が要求される。「メゾ倫理的原領域」には

「金融の専門家の職業倫理」（善行に関する明文

化されたコードおよび明文化されていないコー

ド）が見いだされる。ここで「金融の専門家」

（ibid., p.9）とは金融業者、証券取引所、国内

規制機関および国際規制機関等である。「マク

ロ倫理的原領域」には「銀行及び金融のリスク

に関する連帯責任・分散・保険の諸論理」が見

いだされる。これらの論理は「貨幣内生的な理

由（金融「商品」発行者間の一連の相互依存に

よるシステム・リスク）だけでなく、貨幣外生

的な理由（金融と経済的生産性の間の、金融と

政治権力の間のつながり）によって、金
アルジャン

銭11

が公共財であり単なる個人的に領有可能な財で

はないことを想起させる」（ibid.,p.9-10）もの

である。個人がマクロ倫理を尊重する理由は次

のように説明される。「どの金融業者も
0 0 0 0 0 0 0

、長く

支払共同体と共生しようとするならば、利己主
0 0 0

義的行動をとるよりも
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

むしろ、自発的にであれ

（リスクの分散）、た
フリー ラ イ ド

だ乗りリスクを理由として

であれ、自己保証義務（強制保険および最後の

貸し手制度）や課税に媒介される形で、支払共

同体の要求に服従することが合理的である
0 0 0 0 0 0

」

（ibid., p.10）。最後に「メタ倫理的原領域」には、

「社会帰属を定義する上位諸価値・諸規範の総
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

体としての倫理
0 0 0 0 0 0 0

」（ibid.）が作用する。世界空

間における金融活動は、国際法という倫理的法

（正統的な力の独占を後ろ盾としていない法）

を承認することによる限界が課せられる。これ

は具体的には、「社会権・人権・国民権の一般

的に認められた概念系」（ibid.）のことである。

では貨幣の倫理的調整とはどのようなもので

あるか。テレは貨幣制度説（ITM）を発展させ

て、資本主義社会の「生の債務」が私的債務と

社会的債務に二重化していることを定式化した

（図１）。ITMの考え方によれば、どちらの債務

も「解消可能な債務」であり、それぞれに「支

図 3：経済の社会的調整の 4 水準を定義する倫理と法の錯綜したヒエラルキー 

出所：Théret [2011] p.9。 
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払手段」が対応している。Théret [2011] におい

ては、一般に社会的債務の支払手段を「財政

（公的）通貨」、私的債務の支払手段を「商業的

（私的）通貨」と呼んだ上で、資本主義社会に

おいては両者の統一性が確保されねばならない

とされる。この点について次のように説明され

る。「こうした財政（公的）通貨は、商業的

（私的）通貨と全く同様に、互いに論理矛盾す

るそれぞれの合理性によって支配される異質

的・自律的な実践諸秩序（経済的、政治的、家

庭的）への分化を超えて、社会の一
ユ ニ テ

体性が保証

されるように、1つの部面から他の部面へと流

通することができなければならない」（ibid., 

p.13）。こうして確立されるのが「通貨レジー

ム」である。「多様な取引部面に固有な諸通貨

の相互間の交換性を可能にすることによって通

貨システムを統一する通貨レジームは、他のタ

イプの社会においてだけでなく近代社会におい

ても、貨幣を社会的全体化の演
オペラトゥール

算 子にするこ

れら〔多様な取引部面〕の論理の間の妥協から

帰結する」（ibid.）。貨幣機能に即して言えば、

「すべての貨幣の中心には――それが社会的全

体化の演算子である限り――、計算体系の

単
ユ ニ シ テ

一性、支払手段発行者の複数性（社会的分化

ないし区分化の反映）との間の調整されるべき

固有の矛盾が存在」（ibid., p.13-14）し、これを

調整するのが「通貨レジーム」ということにな

る。

そして、「通貨レジーム」の安定に倫理が関

係してくる。ここでテレは「貨幣の3信
コンフィアンス

頼」

論を提示していく。まず二重の債務に即して貨幣

の信頼の内容を次のように述べる。「通
モネ ヤ ー ジ ュ

貨創出の

形態がどうあれ、常に貨幣は本来的に信用に基

づいているのであり、貨幣は信頼であり……、

その価値は、その発行者とその発行ルールの正

統性に左右される。それは最終的に、債務／債

権の公的循環および私的循環を調和的に起動す

る能力への「社会的信
フォ ワ

仰」（シミアン12）に依

拠している」（ibid., p.14）。このような信頼に

関してテレは①～③の形態を区別する13。すな

わち、①方法的（ないし依法的）（méthodique）

信頼は「経済的根拠への方法的、模倣的、ルー

ティン的な信頼」（英語ではconfidence（信認））、

②ヒエラルキー的（hiérarchique）信頼は「政治

的‐法律的根拠へのヒエラルキー的信頼」（英

語ではcredibility（信用性））、③倫理的（éthique）

信頼は「倫理‐象徴的根拠への倫理的な信頼」

（英語では trust（信頼））であるとされる（ibid.）14。

それぞれの信頼について次の説明がわかりや

すい。「経済的交換において、誰もが〈自分以

外の他人は通貨を同じ価値において受領するだ

ろう〉と期待するがゆえに、その通貨が支払い

時にルーティン的に受領されるとき、方法的信

頼〔①〕が存在する。信頼喚起を追求する――

支払共同体レベルの――集合権力……によって

発行者の信用性が担保されているがゆえに通貨

が受領されるとき、ヒエラルキー的信頼〔②〕

が存在する。倫理的な諸価値および諸規範（貨

幣が通用するとされる帰属共同体はこれに依拠

している）に則って通貨が分配されるがゆえに、

通貨が受領されるとき、倫理的信頼〔③〕が存

在する。このことは……ヒエラルキー的権力が

正統的であることを含意する」（ibid., p.14-15；

下線および〔…〕は引用者による）。

③が「メタ倫理的原領域」に通じるものであ

ることは明らかである。ところが、金融倫理に

ついて見たように、ミクロ・メゾ・マクロの社

会空間についても倫理は問題になる。以下では、

信頼の他の2形態（①②）と倫理の関係につい

てのテレの説明を見ておきたい。

まず方法的信頼は、「貨幣が流通しうるため

に必ずしも強制通用力をもつ必要がないことを

含意」しており、「ミクロ倫理的原領域」――

特にコモンズのいう「倫理的取引」――に関わ
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る信頼である（ibid., p.15）。中央銀行制度が確

立する以前の民間発券銀行制度や、金融イノ

ベーションに基づく民間ベースの支払手段（金

融デリバティブや暗号通貨）の発行・流通は、

方法的信頼のみによって存立している15。こう

した支払手段貨幣についてテレは次のように説

明している。「一定の支払諸手段（場合によっ

ては偽造通貨）は、支払共同体内の合意による

採用のみに基づいて流通している。この採用は、

不使用が支払共同体からの排除を意味すること

に基づいている」（ibid.）。

方法的信頼は、「機能不全や異議申し立て」

が起こり、「ヒエラルキー的に貿易業者よりも

上位にある権力の介入をともなう法的手段に訴

えられるとき、崩壊する」（ibid.）。この状況が

ヒエラルキー的信頼の源泉となる。これ自体は

法的調整であるが、テレによれば、「倫理に関

するコモンズの概念系は、メゾおよびマクロ形

態の下にここでも倫理が展開される」（ibid., 

p.16）ことを含意している。まず「メゾ倫理的

原領域」に相当するのは、「貨幣に関する主権

的権力を保有する諸機関」すなわち中央銀行

（ないし通貨当局）とその行動である。これは

「固有の鑑
エクスペルティーズ

定評価や職業倫理のメゾ倫理的基準

に基づいて他の主権的諸権力からの自律性を正

当化しなければならない専門化した組織」

（ibid.）だとされる16。次に「マクロ倫理的原領

域」は、通貨当
オ ト リ テ

局＝権威の下での諸支払手段の

発行者の行動に関係している。銀行等の支払手

段発行諸機関の個別的行動が、「公共財および

計算共同体への帰属の演算子としての貨幣とい

う全
ト ゥ

体」（ibid.）に従属しているというのが、

ここでのマクロ倫理的論理である。テレは、ヒ

エラルキー的信頼
0 0

で問題になっているのが法的

調整だけでなく倫理的調整でもあるのは、「中

央銀行によって制定されるルールが、それが法

的に確立した抑圧的権力を利用するがゆえに尊

重されるだけではなく、少なくとも銀行家共同

体（ここではルールはシステムの出現およびそ

の成員にとって完全に合理的であるように見え

ている）の一部の意志的参加によっても尊重さ

れている」（ibid.）がゆえである。要するに、

ヒエラルキー的信頼は「コモンズ的意味のメゾ

およびマクロ倫理を動員するのである」（ibid.）。

このようにテレによれば、方法的信頼・ヒエ

ラルキー信頼の確立には倫理的調整が関与する。

方法的信頼がうまくいかないときヒエラルキー

的信頼が求められ、ヒエラルキー的信頼はメ

ゾ・マクロ倫理を動員する。また、ヒエラル

キー的信頼がうまくいかないとき倫理的信頼が

求められ、倫理的信頼はメタ倫理を動員する。

貨幣と倫理の関係についてテレは次のように要

約している。「こうして近代貨幣の二重の両義

性――流通（フロー貨幣）vs.準備（金銭）と

公的（財政的）vs.私的（商業的）――は、あ

らゆる貨幣の二重の本性――社会的全体化の演

算子でもあり信頼の行為でもある――と結合す

ることによって、端から端まで倫理に貫かれた

現象を作り出す。貨幣の信頼がコモンズの区別

した倫理の4原領域を動員する結果、貨幣は経

済・倫理・法を非常に緊密に相関させるように

なる」（ibid.）。

Ⅳ. 結論

本報告の考察から引き出される結論は、以下

の通りである。

１）コモンズの貨幣制度説（ITM）は、クナッ

プの支払共同体論から「解消可能な債務」と支

払手段の総体を制度としてとらえるアイデアを

受け継ぎつつ、「解消可能な債務」と支払手段

に関するクナップの考察の相対的狭さを批判す

ることを内容としている。コモンズは「解消可

能な債務」を歴史的に可変的なものととらえる
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とともに、支払手段の選択（政府紙幣か預金通

貨か）に関しては、公的目的と私的目的のどち

らを優先するかが重要になるとする。

２）ITMは、制度としての貨幣が、権力―権威

―主権―諸信念・諸欲求という連鎖構造をもつ

ことを示している。支払手段とは商品所有権を

手放させる手段（権力）であり、それに対応す

るワーキングルール（法や社会慣習）に社会的

正当性（権威）を与えるのは、集団的行動（主

権）である。「コモンズは、諸々の信念や欲求

こそが主権の根拠となることをほのめかしてい

る」（Dutraive/Théret [2013] p.94）。貨幣の権力

の安定は、「権威－主権－諸信念・諸欲求」の

在り方に依存している。

３）主権貨幣論（STM）は、諸社会の社会的

凝集性のタイプを研究するために、「解消可能

な債務」を考察する社会の範囲を非西欧非近代

へと拡大するとともに、私的債務（経済的債

務）と社会的債務（政治的債務）の両者が同一

の支払手段（不換中央銀行券）によって解消さ

れる現代の貨幣制度を研究対象としている。

「生の債務」仮説に基づくSTMの議論は、ITM

の適用先を拡大したものと言える。こうして、

クナップ－コモンズ－STMという ITMの系譜

が見いだされる。

４）テレは、「権威化された取引」と「倫理的

取引」に関するコモンズの議論に基づいて、法

的調
レギュラシオン

整／倫理的調
レギュラシオン

整および社会空間別の

倫理（ミクロ・メゾ・マクロ・メタ）の概念を

練り上げ、これを「貨幣の3信頼」論に適用し、

貨幣の信頼と倫理の関係を定式化した。「貨幣

の3信頼」論は「生の債務」仮説に結びついて

いることからして、こうした定式化は、コモン

ズの ITMをコモンズ自身の経済・法・倫理の

議論を用いながら深化させる試みと言えよう。
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1　コモンズはバーリ／ミーンズ『近代株式会社
と私有財産』（1932年）を論じる中で、同書で
「言及されている「近代国家」または「政治力」
は、政府役人で構成されている委員会へ権限を
委譲することに焦点づけられている。しかるに
「新経済国家」または「経済力」は、会社の重
役が役員である私的会社に、これに相応ずる権

限の委譲がされる」（Commons [1950] 邦訳
p.341）と注釈している。

2　コモンズはクナップを高く評価しながらも経
済学的な考察が不十分だとして他の経済学者を
取り上げていく（Commons [1934] 第3章§3以
降）のだが、本稿では、ともかくもコモンズが
クナップを高く評価した点に注目している。

3　また売り手は貨幣を獲得するのに「使用価値
の所有権の譲渡」というコストを支出し、買い
手は商品を獲得するのに「譲渡手段である貨幣
の所有権の譲渡」（ibid.,p.278）というコストを
支出する、とされる。こうしたコストは「専有
的コスト」ないし「制度的コスト」と呼ばれる。

4　預金通貨の債務支払機能を支える集団的行動
による強制に関して、クナップが国家の法的強
制力のみに着目するのに対して、コモンズはそ
れに加えて慣習的な経済的強制力にも着目して
いた（北川［2017］p.283-285参照）。

5　吉沢［1994］p.333。
6　最近よく言及されるのは、古代メソポタミア
のクレイトークンが文明化以前のギリシャに伝
わって貨幣を生み出したという史実である
（Martin [2013] 邦訳p.58-68参照）。Polanyi [1977] 
邦訳Ⅰ、p.192-193も参照。

7　デュトレーヴ／テレは「原型となる制度とし
ての貨幣」を「貨幣の３状態」（incorporé, 
objectivé, institutionalisé）によって表している
（Dutraive/Théret [2013] p.100；より詳しくは
Théret [2008]参照）。

8　Dutraive/Théret [2013] p.100-101。 中 原 [2014]
p.67-68も参照。

9　Théret [2014] では、３人の政治哲学者（ホッ
ブ ズ［1651］、 ロ ッ ク［1691］、 フ ィ ヒ テ
［1800］）による貨幣の取り扱いが検討されてい
る。その中でテレは、ロックが貨幣それ自体を
主権と見なしていたのに対して、フィヒテは国
民の安全を目的とする貨幣論を展開していたと
して、フィヒテを積極的に評価している。また
フィヒテの遺産はA.H.ミュラーに受け継がれ、
「貨幣に関するフィヒテおよびその後のミュ
ラーのアイデアは、ジンメル、マックス・
ウェーバー、クナップ、ケインズ、コモンズの
貨幣論だけでなく、今日の制度的な貨幣論の先
駆にもなった」（p.584）とされる。
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10　テレの「象徴的媒介」は、法・貨幣・イデオ
ロギー、あるいは法・貨幣・言説の組み合わせ
によって提示されてきたが、当初は象徴的媒介
としての貨幣の機能が研究の中心であり、他の
象徴的媒介の機能については詳しく分析されて
こなかった（中原［2010］p.74, p.100-101参照）。
研究の進展とともに、「イデオロギー」や「言
説」ではなく「倫理」の用語が用いられるよう
になったと推測される。

11　Théret [2011] では、経済学で通常扱われる一
0

般的な貨幣
0 0 0 0 0

（計算単位＋支払手段）をmonnaie、
資本主義の貨幣
0 0 0 0 0 0 0

（2機能に加えて価値準備にも
使用される貨幣；資金ないし資産としての貨
幣）をargentと呼んでいる。本稿では原則とし
て前者に「貨幣」、後者に「金銭」という訳語
を当ててある。

12　フランスの社会学者François Simiand （1873-
1935年）が遺した言葉としてよく引用されるが、
詳細な典拠は不明。

13　もともとはAglietta/ Orléan [1998] の「序説」
（共著者全員の署名がある）で提示されたもの。
簡潔な解説としては宇仁他［2010］p.143-144
参照。

14　テレはM.モースの「社会的事実」という概念
を承けて「貨幣的事実」「社会的事実としての
貨幣」を研究対象とすることを表明しているが、
ここでは貨幣的事実が「経済的

0 0 0

事実（支払手段
の生産・流通の一般経済）」、「政治的

0 0 0

事実（（i）

計算単位を指名し計算体系を定める権限をめぐ
る、（ii）支払手段の創出の法的または倫理的

0 0 0

調整をめぐるコンフリクトと制度化された妥
協）」、そして「象徴的

0 0 0

事実（貨幣言語、計算・
支払共同体についての、そして通貨ゲームの
ルールを正統化する主権についての倫理的

0 0 0

表
象）」（Théret [2011] p.12）の複合として把握さ
れているのである。

15　Théret [2011] の後半（p.17-34）では、金融デ
リバティブ（先物・オプション・スワップ等）
の拡大にともなう国際通貨の存立問題が3信頼
論から考察されているが、本稿では「3信頼」
論の枠組みを紹介するにとどめたい。

16　ブレトンウッズ時代にはこの信頼がもっぱら
法に依拠しているように見えたが、その理由は
「中央銀行が単に国民化されているだけでなく、
国家の中に溶け込んでもいる」（Théret [2011] 
p.16）からだとされる。しかし、集権化が行き
過ぎたときには、メゾ倫理の重要性が浮上して
くる。「集権化したレジームの極端なケースに
おいては、貨幣への信頼は中央国家への、およ
びその政府の政策への信頼と混同される。そし
て、政府の政策への信頼は決して満場一致では
共有されておらず、常に党派的なものであるの
で、このタイプのヒエラルキー的信頼は安定的
であることができない。それゆえ、一般に、ヒ
エラルキー的信頼はメゾ倫理的基礎にも依拠し
なければならないのである」（ibid.）。
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福岡県養蚕業の展開と製糸資本の活動

髙梨　健司

はじめに

本稿の課題は、第1に福岡県養蚕業の展開を

各種養蚕業の指標に付き、郡市別に、特に上位

10郡市を析出して、その特質と動向を分析す

ることにある。その際、分析時期を1916年、

1930年、1938年に限定して、この期間の変化

を詳細に明らかにしたい。斯して、戦前期福岡

県養蚕業の動向が詳らかになるはずである。養

蚕業の指標としては、養蚕戸数、農家戸数に占

める養蚕戸数、桑園面積、蚕種掃立枚数、収繭

量の外に、養蚕経営規模と生産力を計るために

養蚕農家一戸当たりの桑園面積・蚕種掃立枚

数・収繭量及び桑園反当たり収繭量、蚕種一枚

当たりの収繭量について分析を試みたい。

第2に、福岡県農業の発展の上で不可欠な出

来事として、「福岡農法」の普及をあげること

ができる。「福岡農法」の中核は畜力による深

耕と多肥であり、その中心は稲作である。この

「福岡農法」の普及は、稲作以外の農業分野に

如何なる影響を及ぼしたのであろうか。本稿で

は従来、「福岡農法」研究において等閑視され

てきたこの点について、養蚕業の分野では、福

岡県養蚕業の特質を刻印した養蚕業生産力の高

さに着目すると、即ち掃立蚕種一枚当たりの収

繭量の高さ（後に桑園反当たり収繭量の高さが

加わる）は既に1900年代に確立し、全国平均

をその後も一貫して上回るという事態が実現し

ていたのである。この点の解明と共に、稲作主

業、養蚕副業を営む福岡県農業において、福岡

県の養蚕業は全国的地位が低く、小規模養蚕経

営が主流を成していた中での養蚕生産力の高さ

の早期実現は、「福岡農法」の普及と如何に結

び付いていたのか。本稿解明の課題である。

「福岡農法」普及の遺産を受け継ぎ、更なる福

岡県養蚕業の発展を誰が、どのように導いたの

であろうか。本稿の上記課題に続く究明点であ

る。

第3に、県外大製糸資本の進出を中心とした

福岡県製糸業の発展と福岡県を購繭地とする県

外大製糸資本、特に日本の三大製糸、即ち片倉

製糸、郡是製糸、鐘紡製糸の原料繭争奪戦を中

心にその実態を明らかにしたい。従来、福岡県

の戦前期産業経済の分野における研究は、筑豊

炭田に代表される炭鉱業や官営八幡製鉄所に代

表される鉄鋼業についての蓄積が豊富にあると

はいえ、蚕糸業に関する研究は極めて少な

い（1）。例えば、『福岡県史』（通史編　近代　

産業経済（二）、154 ～ 155頁）において福岡

県養蚕業に関する記述はみられるが、極めて限

定的な記述に止まり、然も一部誤った指摘もみ

られる。その上、福岡県の戦前期養蚕業の重大

な特質を見落としているのである。この点は、

本稿において明らかになる。

第4に、戦前期福岡県において、乾繭取引

（乾繭組合）の拡大に伴う、大製糸資本（特に

片倉製糸）の対応と各郡市養蚕業（養蚕農民）

の動向について究明したい。この点は、近年の

近代日本蚕糸業史研究において解明が進んでい

ない分野である。福岡県養蚕業の崩壊を押し止

めたのは国策としての乾繭組合による乾繭取引

か、それとも大製糸資本を中心とした特約取引
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であったのか、どちらが有効的であったのか、

本稿において明らかになるはずである。

1、福岡県郡別養蚕業の展開

福岡県全体の養蚕業に関しては、既に拙稿に

おいて1887 ～ 1940年に亘り桑園面積、収繭量、

養蚕規模（養蚕農家一戸当たりの桑園面積・収

繭量）、養蚕生産力（桑園反当たり収繭量）の

動向を明らかにしている。

第1表では、福岡県内郡市別養蚕業の動向を

表示している。同表からは全県的な養蚕業の動

向とは異なり、福岡県内地方毎に夫々特質を有

していたことが判明する。以下、1916（大正5）

年、1930（昭和5）年、1938（昭和13）年の

3ヶ年に区分し、夫々郡市別に養蚕業の各指標

について考察することにしよう。

（1）1916年における福岡県郡市別養蚕業の動

向と養蚕改良共同組織の設立

① 養蚕戸数
先ず、1916（大正5）年において、養蚕戸数

（春蚕戸数）は、福岡県19郡の内、第1位が朝

倉郡（2,380戸）、第2位八女郡（1,404戸）、第

3位筑紫郡（1,219戸）、第4位糟屋郡（1,156戸）、

第5位浮羽郡（1,117戸）である。筑前地方（朝

倉郡、筑紫郡、糟屋郡）と筑後地方（八女郡、

浮羽郡）に、特に筑前地方に養蚕戸数上位諸郡

が多くみられる。養蚕戸数は、この上位5郡合

わせて7,276戸に上る。朝倉郡の養蚕戸数のみ

で福岡県全体（養蚕戸数12,325戸）の19.7%、

上位5郡の養蚕戸数では同58.9%を占める。福

岡県の養蚕戸数は、上位5郡の集中度が高い。

この上位5郡以下の諸郡については、第6位

三井郡、第7位糸島郡、第8位宗像郡、第9位

築上郡、第10位嘉穂郡と続く。第6位～第10

位の中位諸郡は、養蚕戸数合わせて3,665戸

（福岡県全体の29.7%）である。この中位諸郡

の養蚕戸数は、上位5郡の養蚕戸数の半分の

50.4%に過ぎない。上位・中位諸郡合わせた10

郡の養蚕戸数10,941戸は、福岡県全体の88.6％

に上る。福岡県養蚕戸数の殆ど大部分は、先の

上・中位10郡によって占められていたことに

なる。上記中位諸郡は、筑前地方（糸島郡、宗

像郡、嘉穂郡）と筑後地方（三井郡）並びに豊

前地方（築上郡）に及ぶ。上・中位10郡の内、

6郡が筑前地方に集中する。この筑前地方6郡

の養蚕戸数は、福岡県全体の過半の55.3％を占

める。養蚕戸数から判断して、筑前地方は、福

岡県の代表的養蚕地方であったといえよう。市

部を除き、上位10郡以外の残る下位9郡（第

11位鞍手郡、第12位遠賀郡、第13位早良郡、

第14位三池郡、第15位田川郡、第16位京都郡、

第17位山門郡、第18位三潴郡、第19位企救郡）

を合わせても養蚕戸数1,411戸（福岡県全体の

11.4％）に過ぎない。この9郡中田川郡以下の

5郡は、100戸以下である。畑地の比較的僅少

な諸郡以外にも鉱工業地帯、鉱山地帯を含む諸

郡においては養蚕業の普及は、低い水準傾向に

あった。「工産物」や「鉱産物」の価額が「農

産物」価額を上回る諸郡として遠賀郡、鞍手郡、

三潴郡、山門郡、三池郡、企救郡、田川郡など

を挙げることができる（2）。福岡県内において、

養蚕農家の分布には地方によって大きな差異が

あったことが分かる。

養蚕農家から見る、福岡県養蚕業の普及は全

県的に進んでいるとはいえ、1916（大正5）年

時点においては筑前地方を中心にして筑後地方

に展開し、豊前地方は遅れていたことが判明す

る。但し、筑前地方において鞍手郡、遠賀郡、

早良郡の諸郡は養蚕業の普及が十分でなく、同

様に筑後地方においても三池郡、山門郡、三潴

郡の諸郡は、養蚕業の普及に十分な進展が見ら

れなかったのである。更に豊前地方では田川郡、
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京都郡、企救郡の諸郡において養蚕業の普及は

不十分なものであった。

福岡県において、1916（大正5）年に春蚕飼

育と秋蚕飼育は全ての郡で行われていたが、夏

蚕飼育に関しては筑前地方で4郡、筑後地方で

2郡、豊前地方では2郡で行われていなかった。

夏・秋蚕飼育普及には地域差があった。福岡県

全体でみると、春蚕戸数比率が51%、夏秋蚕戸

数49％を占めており、集約的養蚕業経営が進

んでいたが、郡によりこの比率は異なる。

養蚕戸数の内、春蚕戸数が夏秋蚕戸数を下回

る諸郡は、筑前地方では筑紫郡、宗像郡、糟屋

郡、糸島郡、早良郡5郡に上り、筑後地方にお

いては三井郡、豊前地方では築上郡に限られる。

上記諸郡は、春蚕戸数比率が何れも40％台で

あり、県平均を下回る。この中で築上郡は、春

蚕戸数比率が40％と最も低い。筑前地方にお

いては、半数以上の諸郡は、夏秋蚕戸数が春蚕

戸数を上回る。

上記以外の諸郡の内、春蚕繭比率は、三池郡

と山門郡が80％台、八女郡、嘉穂郡、京都郡、

企救郡が60％台、その他諸郡が50％台であった。

養蚕戸数上位5郡の中で、八女郡の春蚕戸数比

率（64％）が最も高く、養蚕戸数中位諸郡の中

では嘉穂郡の春蚕戸数比率（67%）が最も高い。

この八女・嘉穂両郡を除くと、養蚕戸数上・中

位諸郡は、春蚕戸数比率が40％台の6郡を中心

に50％台の2郡で占められる。養蚕戸数下位諸

郡は、春蚕戸数比率が80％台を含む60％台以

上の諸郡4郡、50％台4郡、40％台1郡によっ

て占められていた。養蚕戸数下位諸郡は、春蚕

戸数比率が高い傾向にある。養蚕戸数からみて、

養蚕業の普及度が低い諸郡は、春蚕戸数比率が

高く、養蚕業の普及度が高い諸郡は、春蚕戸数

比率が低い傾向にあり、夏秋蚕業を積極的に取

り入れた集約的養蚕業経営を行っていた。

② 農業戸数に占める養蚕戸数比率
農業戸数から見た、福岡県内諸郡の主要農業

地帯は、1916（大正5）年に農業戸数が１万戸

以上の諸郡、即ち八女郡（14,727戸）、三井郡

（11,163戸）、朝倉郡（10,785戸）の三大農業地

帯とこれに続く三潴郡（9,545戸）、築上郡

（9,432戸）、山門郡（9,274戸）、嘉穂郡（8,522

戸）、京都郡（8,231戸）、浮羽郡（7,921戸）、

糸島郡（7,913戸）の以上10郡を挙げることが

できる。農業戸数上位10郡は、筑後地方5郡中

心に筑前地方3郡、豊前地方2郡の構成である。

上記八女・三井・朝倉3郡を合わせた、三大農

業地帯の農業戸数（36,675戸）は、福岡県全体

（153,206戸）の23.9％を占め、上位10郡を合わ

せた農業戸数（97,513戸）は、福岡県全体の

63.6％に上る。既述の如く、養蚕戸数は、上位

3郡（合計比率40.5%）及び上位10郡（合計比

率88.6％）共に上記各農業戸数比率と比較して、

大幅に高い。従って、主要農業地帯は、主要養

蚕地帯程の集中度がみられない。

農業戸数上位10郡以下の諸郡は、7,000戸台

2郡（田川郡、筑紫郡）、6,000戸台4郡（糟屋郡、

三池郡、企救郡、鞍手郡）、5,000戸台2郡（遠

賀郡、宗像郡）、3,000戸台1郡（早良郡）であ

る。福岡県最大の八女郡の農業戸数14,727戸か

ら早良郡の最小農業戸数3,680戸まで著しい開

差が生じていた。

農業戸数に占める養蚕戸数比率の順位は、朝

倉郡の22.1%を最高に、次いで糟屋郡17.3%、

筑紫郡16.6%、浮羽郡14.1%、宗像郡13.1%、

糸島郡12.1%、八女郡9.5%、三井郡8.9%が続く。

この上位8郡は、福岡県平均（8.1%）を上回る。

全国平均（31.9%）と比べると、大幅に下回る。

畑面積、桑園面積、養蚕戸数が福岡県第1、2

位を占める朝倉郡と八女郡においても農業戸数

に占める養蚕戸数比率は、全国平均に遠く及ば

ない。朝倉郡や八女郡では、櫨、藺草、楮、葉
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第 1 表　福岡県郡市別養蚕業の動向（1916 年、1930 年、1938 年）

第 1位 第 2位 第 3位 第 4位

1916 年

養蚕戸数 朝倉郡 2,380 戸 八女郡 1,404 戸 筑紫郡 1,219 戸 糟屋郡 1,156 戸

桑園面積 朝倉郡 427.2 町 八女郡 386.4 町 筑紫郡 328.2 町 三井郡 274.9 町

蚕種掃立枚数 朝倉郡 3,776 枚 三井郡 2,491 枚 筑紫郡 2,439 枚 糟屋郡 1,940 枚

収繭量 朝倉郡 5,184.06 石 三井郡 3,512.66 石 筑紫郡 3,179.80 石 糟屋郡 2,320.30 石

農家戸数に占める養蚕戸数の比率 朝倉郡 22.1％ 糟屋郡 17.3％ 筑紫郡 16.6％ 浮羽郡 14.1％

養蚕農家一戸当たりの桑園面積 企救郡 5.4 反 田川郡 3.2 反 八女・三井郡 2.8 反 筑紫郡 2.7 反

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数 三井郡 2.51 枚 筑紫郡 2.00 枚 宗像郡 1.69 枚 糟屋郡 1.68 枚

養蚕農家一戸当たりの収繭量 三井郡 35.446 貫 筑紫郡 26.085 貫 朝倉郡 21.782 貫 宗像郡 20.445 貫

桑園反当たり収繭量 浮羽郡 12.837 貫 三井郡 12.778 貫 朝倉郡 12.135 貫 築上郡 11.695 貫

掃立蚕種一枚当たりの収繭量 築上郡 14.802 貫 三潴郡 14.488 貫 八女郡 14.447 貫 三井郡 14.101 貫

1930 年

養蚕戸数 朝倉郡 6,735 戸 築上郡 5,064 戸 糟屋郡 3,274 戸 筑紫郡 3,158 戸

桑園面積 朝倉郡 1,822.1 町 筑紫郡 959.2 町 宗像郡 881.0 町 築上郡 845.6 町

収繭量 朝倉郡 367,124 貫 筑紫郡 193,465 貫 築上郡 185,223 貫 糟屋郡 136,912 貫

農家戸数に占める養蚕戸数の比率 朝倉郡 64.1％ 宗像郡 57.4% 築上郡 55.5% 筑紫郡 49.4%

養蚕農家一戸当たりの桑園面積 宗像郡 3.1 反 筑紫郡 3.0 反 朝倉郡 2.7 反 遠賀・糸島郡 2.5 反

養蚕農家一戸当たりの収繭量 筑紫郡 61.262 貫 朝倉郡 54.510 貫 宗像郡 47.456 貫 糟屋郡 41.818 貫

桑園反当たり収繭量 久留米市 24.913 貫 山門郡 24.396 貫 浮羽郡 23.005 貫 築上郡 21.904 貫

掃立蚕種一枚当たりの収繭量 築上郡 7.464 貫 山門郡 7.381 貫 筑紫郡 7.313 貫 糟屋郡 7.137 貫

1938 年

養蚕戸数 朝倉郡 4,778 戸 築上郡 4,016 戸 浮羽郡 2,163 戸 三井郡 1,870 戸

桑園面積 朝倉郡 1,447.51 町 築上郡 669.6 町 宗像郡 528.5 町 八女郡 469.9 町

収繭量 朝倉郡 271,001 貫 築上郡 128,685 貫 三井郡 82,526 貫 浮羽郡 79,709 貫

農家戸数に占める養蚕戸数の比率 朝倉・築上郡 48.2% 宗像郡 39.9% 浮羽郡 31.5% 筑紫郡 28.5％

養蚕農家一戸当たりの桑園面積 企救郡 3.5 反 嘉穂郡 3.2 反 宗像・八女郡 3.1 反 朝倉郡 3.0 反

養蚕農家一戸当たりの収繭量 朝倉郡 56.719 貫 筑紫郡 46.665 貫 三井郡 44.132 貫 宗像郡 40.522 貫

桑園反当たり収繭量 久留米市 28.242 貫 浮羽郡 24.436 貫 築上郡 19.218 貫 三潴郡 19.176 貫

掃立蚕種一枚当たりの収繭量 門司市 11.628 貫 企救郡 9.522 貫 筑紫郡 8.338 貫 嘉穂郡 8.069 貫

（注）1、収繭量は、総量（上繭、玉繭、屑繭の合計）。繭 1石＝ 10 貫換算。
　　 2、養蚕戸数は、1916 年が春蚕戸数、1930 年と 1938 年が養蚕実戸数である。
（資料）各年度『福岡県統計書』より作成。
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第 5位 第 6位 第 7位 第 8位 第 9位 第 10 位

浮羽郡 1,117 戸 三井郡 991 戸 糸島郡 958 戸 宗像郡 703 戸 築上郡 603 戸 嘉穂郡 410 戸

糟屋郡 198.9 町 宗像郡 176.1 町 糸島郡 138.4 町 浮羽郡 86.6 町 築上郡 84.8 町 鞍手郡 76.3 町

宗像郡 1,185 枚 浮羽郡 1,071 枚 八女郡 1,031 枚 糸島郡 856 枚 築上郡 670 枚 鞍手郡 537 枚

八女郡 1,489.45 石 宗像郡 1,437.25 石 浮羽郡 1,111.65 石 糸島郡 1,066.85 石 築上郡 991.71 石 鞍手郡 491.54 石

宗像郡 13.1％ 糸島郡 12.1％ 八女郡 9.5％ 三井郡 8.9％ 早良郡 7.0％ 築上郡 6.4％

三池・京都郡 2.6 反 宗像郡 2.5 反 山門郡 2.1 反 鞍手郡 2.0 反 朝倉郡 1.8 反 嘉穂・糟屋郡 1.7 反

朝倉郡 1.59 枚 鞍手郡 1.39 枚 早良郡 1.15 枚 築上郡 1.11 枚 三潴郡 1.00 枚 京都・浮羽郡 0.96 枚

糟屋郡 20.072 貫 築上郡 16.446 貫 鞍手郡 12.766 貫 糸島郡 11.136 貫 八女郡 10.609 貫 浮羽郡 9.952 貫

糟屋郡 11.666 貫 三潴郡 10.393 貫 筑紫郡 9.689 貫 早良郡 9.388 貫 宗像郡 8.162 貫 糸島郡 7.708 貫

朝倉郡 13.729 貫 筑紫郡 13.037 貫 企救郡 12.861 貫 糸島郡 12.463 貫 早良郡 12.224 貫 宗像郡 12.129 貫

糸島郡 3,154 戸 浮羽郡 3,069 戸 八女郡 2,848 戸 宗像郡 2,816 戸 三井郡 2,775 戸 京都郡 2,408 戸

糸島郡 773.1 町 糟屋郡 761.1 町 八女郡 652.9 町 三井郡 627.0 町 浮羽郡 449.6 町 京都郡 371.9 町

宗像郡 133,635 貫 三井郡 108,660 貫 浮羽郡 103,431 貫 八女郡 96,496 貫 糸島郡 95,605 貫 京都郡 59,791 貫

糟屋郡 48.7% 浮羽郡 41.7% 糸島郡 40.9% 三井郡 30.9％ 京都郡 30.1％ 八女郡 18.7％

糟屋郡・福岡市 2.3 反 八女・田川郡 2.29 反 三井郡 2.26 反 鞍手郡 2.21 反 嘉穂郡 2.07 反 企救郡 1.97 反

三井郡 39.157 貫 福岡市 37.080 貫 築上郡 36.576 貫 久留米市 35.813 貫 八女郡 33.882 反 浮羽郡 33.702 貫

筑紫郡 20.169 貫 朝倉郡 20.148 貫 三潴郡 20.086 貫 大牟田市 19.172 貫 糟屋郡 17.989 貫 三井郡 17.330 貫

京都郡 6.931 貫 企救郡 6.888 貫 三池郡 6.886 貫 朝倉郡 6.857 貫 遠賀郡 6.693 貫 八女郡 6.607 貫

宗像郡 1,711 戸 八女郡 1,502 戸 筑紫郡 1,430 戸 糟屋郡 1,297 戸 糸島郡 1,143 戸 京都郡 1,062 戸

三井郡 463.9 町 筑紫郡 398.7 町 糟屋郡 374.7 町 浮羽郡 326.2 町 糸島郡 244.8 町 京都郡 224.2 町

宗像郡 69,333 貫 筑紫郡 66,731 貫 八女郡 53,623 貫 糟屋郡 42,266 貫 糸島郡 31,713 貫 京都郡 24,923 貫

三井郡 22.4％ 糟屋郡 21.6％ 糸島郡 15.3％ 京都郡 14.3％ 八女郡 11.0％ 遠賀郡 10.9％

糟屋郡 2.9 反 筑紫郡 2.8 反 田川郡 2.6 反 三井郡 2.5 反 鞍手郡 2.3 反 遠賀郡 2.2 反

浮羽郡 36.851 貫 八女郡 35.701 貫 三潴郡 33.958 貫 糟屋郡 32.588 貫 築上郡 32.043 貫 山門郡 28.212 貫

山門郡 19.147 貫 朝倉郡 18.722 貫 三井郡 17.790 貫 飯塚市 17.500 貫 筑紫郡 16.737 貫 門司市 16.667 貫

八女郡 7.891 貫 京都郡 7.781 貫 若松市 7.778 貫 小倉市 7.436 貫 遠賀郡 7.318 貫 三潴郡 7.219 貫
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煙草、茶、果実などの栽培が盛んであったこと

が養蚕業の拡大に一定の制約要因となっていた

のであろう。農業戸数に占める養蚕戸数比率上

位8郡は、筑前地方5郡（朝倉郡、糟屋郡、筑

紫郡、宗像郡、糸島郡）と筑後地方3郡（浮羽

郡、八女郡、三井郡）の構成である。筑前地方

の中で、朝倉郡と糸島郡では農業戸数に占める

養蚕戸数比率は、朝倉郡が糸島郡の約2倍の差

を生じていた。筑後地方の中では、浮羽郡と三

井郡の間に同比率５%余の開きがあった。筑前

地方内諸郡間の同比率格差は、筑後地方以上で

ある。

上位8郡以下の諸郡は、第9位早良郡7.0%、

第10位築上郡6.4%、第11位鞍手郡6.2%、第

12位遠賀郡6.0%、第13位嘉穂郡4.8%、第14

位三池郡2.4%、第15位田川郡1.3%、第16位京

都郡1.1%、第17位山門郡0.5%、第18位三潴

郡・企救郡0.3%の下位11郡である。下位諸郡

の中で、7%～５%前後までの第９位早良郡～

第13位嘉穂郡と2%余～ 0.3%までの第14位三

池郡～第18位三潴・企救両郡に区分すること

ができよう。下位諸郡の上位グループ5郡と下

位グループ6郡は、前者が筑前地方4郡を中心

に豊前地方1郡の構成であり、後者が豊前地方

3郡と筑後地方3郡からなる構成であった。

農業戸数に占める養蚕戸数比率からみると、

大略養蚕業の普及度の高い筑前地方と養蚕業の

普及度の低い豊前地方、この中間に筑後地方が

あるという位置付けになろう。筑前地方の中に、

養蚕業の普及度が最も高い諸郡と低い諸郡、筑

後地方の中に、養蚕業の普及度が大いに進んだ

諸郡と極めて低調な諸郡、豊前地方の中に、養

蚕業の普及が進む郡と極めて低調な諸郡が混在

する状態にあった。

③ 桑園面積
桑園面積（桑畑「反別」と同「見積反別」の

合計）に関しては、養蚕戸数の場合と若干異な

る。1916年に桑園面積順位は、第1位朝倉郡

（427.2町）、第2位八女郡（386.4町）、第3位筑

紫郡（328.2町）まで養蚕戸数順位と変化はな

いが、第4位に三井郡（274.9町）が入り、糟

屋郡（198.9町）が第5位となる。第2位の八女

郡は福岡県諸郡の中で桑畑「見積反別」（136.5

町）が特に高く、この見積桑園は、同郡及び福

岡県の桑園面積の各3分の1以上を占めていた。

上記の上位5郡は、養蚕戸数同様に筑前・筑

後地方に集中する。この5郡合わせた桑園面積

1,615.6町は、福岡県全体の約3分の2の66.2％

を占める。桑園面積の上位5郡への集中度は、

養蚕戸数の場合以上であった。上位5郡以下の

諸郡は、第6位宗像郡、第7位糸島郡、第8位

浮羽郡、第9位築上郡、第10位鞍手郡である。

養蚕戸数第10位で桑園面積第11位の嘉穂郡に

代わり、養蚕戸数第11位であった鞍手郡が桑

園面積第10位に入っている。嘉穂・鞍手両郡

共に筑前地方に属す。第6位～第10位の諸郡の

桑園面積を合わせた562.2町は、福岡県全体の

23.0％を占めるに止まる。上・中位10郡の合計

桑園面積（2,177.8町）は、福岡県全体の89.2％

を占める。養蚕戸数の場合同様に、福岡県の桑

園面積は、この上・中位10郡で殆ど大部分を

占めていたことになる。第10位以降の下位諸

郡（第11位嘉穂郡、第12位三池郡、第13位早

良郡、第14位遠賀郡、第15位田川郡、第16位

京都郡、第17位企救郡、第18位山門郡、第19

位三潴郡、）においては、桑園面積を合わせて

も263.2町（福岡県全体の10.8％）に過ぎず、9

郡中8郡は桑園面積が40町歩以下である。山門

郡と三潴郡に至っては、10町歩未満である。

上記第10位以下の諸郡は総じて桑栽培の普及

は遅れていたといえよう。

④ 蚕種掃立枚数
福岡県諸郡の蚕種掃立枚数（年間）順位は、

1916年に第1位朝倉郡（3,776枚）、第2位三井
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郡（2,491枚）、第3位筑紫郡（2,439枚）、第4

位糟屋郡（1,940枚）、第5位宗像郡（1,185枚）

である。この上位5郡の蚕種掃立枚数は合せて

11,831枚に上り、福岡県全体（17,022枚）の3

分の2以上の69.5％を占める。上位5郡は、筑

前地方4郡を中心に筑後地方1郡を合わせた構

成であった。上位5郡以下の中位諸郡は、第6

位浮羽郡、第7位八女郡、第8位糸島郡、第9

位築上郡、第10位鞍手郡である。上記第6位～

第10位諸郡の蚕種掃立枚数を合わせた4,165枚

は、福岡県全体の24.5％を占めるに止まる。中

位5郡は、筑後地方2郡、筑前地方2郡、豊前

地方1郡を合わせた構成であった。上位5郡以

上に地方的、地域的領域の拡大がみられる。第

1位～第10位までの上・中位諸郡の蚕種掃立枚

数合計（15,996枚）は、福岡県全体の94.0％を

占める。福岡県の蚕種掃立枚数は、この上・中

位諸郡で殆ど大部分を占めていたことになる。

蚕種掃立枚数上・中位10郡以外の下位諸郡は、

第11位早良郡、第12位嘉穂郡、第13位遠賀郡、

第14位京都郡、第15位田川郡、第16位三池郡、

第17位三潴郡、第18位山門郡、第19位企救郡

であり、上記9郡の蚕種掃立枚数を合わせても

1,026枚（福岡県全体の6.0%）に過ぎない。こ

の下位諸郡は、筑前地方3郡、筑後地方3郡、

豊前地方3郡の構成であった。豊前地方4郡中

3郡が下位諸郡に集中する。筑後地方は6郡中3

郡、筑前地方は9郡中3郡が各下位諸郡に属す

る。蚕種掃立枚数からみて、養蚕業の普及度が

最も低い諸郡が豊前地方に、次いで筑後地方、

筑前地方の順に高いことが窺われる。下位諸郡

の蚕種掃立枚数は300枚以下であり、9郡中6

郡が100枚以下であった。蚕種掃立枚数最多の

朝倉郡の3,776枚から最小の企救郡18枚までの

開きが生じている。蚕種掃立枚数下位諸郡は、

概して養蚕業の普及度が低い地域といえよう。

⑤ 収繭量　
収繭量については、上位5郡は、養蚕戸数と

桑園面積の場合とは郡により多少の順位変動が

あるにしても、1916年に朝倉郡（51,840.6貫）

を筆頭に第2位三井郡（35,126.6貫）、第3位筑

紫郡（31,798.0貫）、第4位糟屋郡（23,203.0貫）、

第5位八女郡（14,894.5貫）が占めている。上

位5郡は、養蚕戸数・桑園面積の場合同様に、

筑前・筑後地方に集中する。この上位5郡の合

計収繭量（156,862.7貫）は、福岡県全体の

72.0％を占める。収繭量は、養蚕戸数と桑園面

積の場合以上に上位5郡への集中度が高い。上

位5郡の養蚕規模や養蚕生産力などが他の諸郡

を上回っていたことが窺われる。この点に関し

ては、後述する。上位5郡の収繭量順位は、八

女郡が養蚕戸数と桑園面積共に第2位から第5

位に下降し、三井郡が桑園面積第4位から第2

位に上昇する。糟屋郡は、桑園面積第5位から

収繭量第4位に向上し、養蚕戸数順位と同様に

なる。上位5郡内の収繭量順位においては、朝

倉郡と筑紫郡に変動なく、八女郡の下落と三井

郡・糟屋郡の上昇がみられた。この原因を明ら

かにするためにも各郡の養蚕規模や養蚕生産力

などを考究する必要がある。

朝倉郡は、養蚕戸数、桑園面積、収繭量共に

首位を占め、不動の地位を確立していた。筑紫

郡は、養蚕戸数、桑園面積、収繭量共に第3位

を確保し、糟屋郡は、養蚕戸数、収繭量におい

て第4位、桑園面積では第5位を各占めている。

筑前地方の中で、上記朝倉・筑紫・糟屋3郡は、

養蚕戸数、桑園面積、収繭量何れの分野におい

ても特に発展が顕著であった。筑後地方の中で、

八女郡、三井郡は、養蚕戸数、桑園面積、収繭

量何れの分野においても顕著な発展がみられた。

但し、八女郡は、養蚕戸数と桑園面積が三井郡

を上回りながら、収繭量は、三井郡の半分以下

であった。両郡の養蚕業の特性が表れていると
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いえよう。

収繭量上位5郡以下の中位諸郡は、第6位宗

像郡、第7位浮羽郡、第8位糸島郡、第9位築

上郡、第10位鞍手郡が続く。筑前地方3郡（宗

像郡、糸島郡、鞍手郡）、筑後地方1郡（浮羽

郡）、豊前地方1郡（築上郡）の構成である。

上位5郡同様に中位5郡においても筑前地方中

心である。中位5郡は、上位5郡以上に養蚕戸

数、桑園面積、収繭量の順位に変動があった。

第6位～第10位諸郡の収繭量は、合わせて

50,990貫であり、福岡県全体の23.4％を占める

に止まる。上・中位10郡合わせた収繭量は、

207,852.4貫（福岡県全体の95.3％）に上る。こ

の収繭量比率は、養蚕戸数や桑園面積の各比率

以上である。この10郡の収繭量で福岡県の収

繭量の殆ど大部分を占めている。

第10位以降の下位諸郡（第11位早良郡、第

12位嘉穂郡、第13位遠賀郡、第14位京都郡、

第15位田川郡、第16位三潴郡、第17位三池郡、

第18位山門郡、第19位企救郡）を合わせた収

繭量は、10,166.6貫（福岡県全体の4.7％）に過

ぎない。この9郡中6郡（第14位の京都郡以下）

は、収繭量が何れも800貫に満たない。山門郡

と企救郡に至っては収繭量が300貫未満であっ

た。

収繭量の上・中位諸郡を地方別に分けると、

筑前地方6郡（朝倉郡、筑紫郡、糟屋郡、宗像

郡、糸島郡、鞍手郡）、筑後地方3郡（三井郡、

八女郡、浮羽郡）、豊前地方1郡（築上郡）で

ある。筑前地方の朝倉郡、筑紫郡、糟屋郡3郡

で福岡県全体の収繭量の約5割、これに宗像郡、

糸島郡、鞍手郡3郡の収繭量を合わせると同3

分の2近くを占める。1916（大正5）年の時点

においては、筑前地方を中心とした福岡県養蚕

業の発展であったことが分かる。

以上、養蚕戸数（春蚕戸数）、桑園面積、収

繭量を指標に福岡県内諸郡を主要養蚕地方、準

主要養蚕地方、発展途上養蚕地方に区分すると、

主要養蚕地方として朝倉郡、八女郡、筑紫郡、

糟屋郡、三井郡5郡、準主要養蚕地方として宗

像郡、浮羽郡、糸島郡、築上郡、鞍手郡5郡、

発展途上養蚕地方として嘉穂郡、早良郡、遠賀

郡、三池郡、田川郡、京都郡、山門郡、三潴郡、

企救郡9郡に分かれる（3）。筑前地方に主要養蚕

地方（朝倉郡、筑紫郡、糟屋郡）、準主要養蚕

地方（宗像郡、糸島郡、鞍手郡）、発展途上養

蚕地方（嘉穂郡、早良郡、遠賀郡）が混在し、

筑後地方においては、主要養蚕地方（八女郡、

三井郡）、準主要養蚕地方（浮羽郡）、発展途上

養蚕地方（三池郡、三潴郡、山門郡）が混在す

る。また、豊前地方には主要養蚕地方は無く、

準主要養蚕地方（築上郡）、発展途上養蚕地方

（田川郡、京都郡、企救郡）が混在する。1916

年に福岡県養蚕業は、筑前地方では朝倉郡、筑

紫郡、糟屋郡を中心に宗像郡、糸島郡、鞍手郡

の諸郡において、筑後地方では八女郡、三井郡

を中心に浮羽郡の諸郡において、豊前地方では

築上郡において、夫々普及が進んでいた。福岡

県内、諸地方内において地域差が明瞭に表れて

いた。

『福岡県史』（通史編　近代　産業経済（二））

においては、福岡県の養蚕業が盛んな地域とし

て朝倉郡、宗像郡、糟屋郡、筑紫郡を挙げてい

る（4）。同書上記4郡の養蚕盛業地域たる根拠と

して、1927年における「養蚕の農家経済にも

つ意味」、即ち、「郡別農産物総価格の占める繭

生産額の割合」が15~23%という高さを重視し

ているため、筑前地方4郡に偏り、筑後地方の

八女郡、三井郡を除外することになった。1915

年においては、同上割合が朝倉郡（21％）に次

ぐ三井郡16%、糟屋郡・筑紫郡共12％、八女

郡は、宗像郡同様に8%である（5）。従って、同

年の養蚕盛業地域は、朝倉郡、三井郡、糟屋郡、

筑紫郡となる。上述の如く、本稿分析では、
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1916年においては、朝倉郡、八女郡、筑紫郡、

糟屋郡、三井郡が主要養蚕地方に、宗像郡が準

主要養蚕地方に夫々属している。上記『福岡県

史』では、1915年と1927年の間の養蚕盛業地

域の変遷という視点を欠いている。

尚、福岡県の主要繭集散地は、1915（大正4）

年に朝倉郡甘木町（年間繭取引量1,290石）、筑

紫郡二日市町（年間繭取引量1,054石）、糟屋郡

香椎村（年間繭取引量810石）が存在する（6）。

福岡県の主要繭集散地は、筑前地方に集中して

いる。繭集散地を介した産繭販路の確保が福岡

県において、特に筑前地方の養蚕業発展を促し

た要因の1つとして挙げることができよう。

⑥ 養蚕業の経営規模と生産力
1）養蚕農家一戸当たりの桑園面積

養蚕規模に関してみると、必ずしも桑園面積

順位とは一致しない。先ず、福岡県の郡別養蚕

農家一戸当たりの桑園面積は、桑園面積上・中

位10郡の内、八女郡と三井郡の2.8反、筑紫郡

2.7反、宗像郡2.5反、鞍手郡2.0反、朝倉郡1.8

反、糟屋郡1.7反、糸島郡と築上郡の1.4反、浮

羽郡0.8反であった。養蚕農家一戸当たりの桑

園面積が、福岡県平均2反以上の八女郡、三井

郡、筑紫郡、宗像郡、鞍手郡5郡と県平均2反

未満の朝倉郡、糟屋郡、糸島郡、築上郡、浮羽

郡5郡に分かれる。八女郡、三井郡、筑紫郡の

養蚕農家の桑園規模は、全国平均（2.6反）を

上回る。福岡県諸郡の大部分は、全国平均を下

回っていたことになる。筑後地方の八女・三井

両郡の2.8反が最大で、同じ筑後地方の浮羽郡

の0.8反が福岡県の最小桑園規模であった。養

蚕農家、桑園面積、収繭量共に福岡県第1位の

朝倉郡は、養蚕農家の桑園規模が2反未満であ

り、福岡県平均を下回っている。朝倉郡の養蚕

農家の桑園規模は、比較的小さいという特徴が

あった。桑園面積上・中位10郡の内、養蚕農

家一戸当たりの桑園面積が最高の八女・三井両

郡と最低の浮羽郡の差は、同じ筑後地方の中で

2反歩も開いている。桑園面積上・中位10郡の

内、筑前地方において養蚕農家一戸当たりの桑

園面積が最高の筑紫郡と最低の糸島郡の間には

1.3反歩の格差があった。筑前地方の中で最小

の桑園規模は、遠賀郡の1.0反である。筑紫郡

と遠賀郡の桑園規模の格差は、1.7反歩になる。

桑園面積上・中位10郡の中で筑前地方は、筑

後地方よりも養蚕農家の桑園規模の開きが小さ

い。

桑園面積の下位諸郡（第11位～第19位）の

内、養蚕農家一戸当たりの桑園面積は、嘉穂郡

1.7反、三池郡2.6反、早良郡1.5反、三潴郡1.4

反、遠賀郡1.0反、田川郡3.2反、京都郡2.6反、

企救郡5.4反である。豊前地方の中で、養蚕戸

数、桑園面積、収繭量何れも下位諸郡に属す企

救郡と田川郡は、養蚕農家一戸当たりの桑園面

積が福岡県内最高水準にあった。企救・田川両

郡と同じ豊前地方において養蚕盛業地の築上郡

は、桑園規模が同地方最小の1.4反である。養

蚕農家一戸当たりの桑園面積は企救郡と築上郡

の間に4反の差があり、この差額は、福岡県に

おいて最大であった。

2）養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数

福岡県の郡別養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立

枚数（年間）順位は、1916（大正5）年に三井

郡の2.51枚を最高に、次いで筑紫郡2.00枚、宗

像郡1.69枚、糟屋郡1.68枚、朝倉郡1.59枚が続

く。この上位5郡は、何れも福岡県平均（1.38

枚）を上回り、また蚕種掃立枚数上位5郡と順

位は異なるが、同じである。上位5郡は、筑後

地方（1郡）と筑前地方（4郡）によって占め

られる。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数からみて、

上記の上位5郡は、福岡県内の大規模養蚕経営

諸郡といえよう。但し、上記第1位三井郡～第

5位朝倉郡の上位5郡の養蚕農家一戸当たりの
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蚕種掃立枚数（年間）は福岡県平均（1.38枚）

を上回るとはいえ、全国平均（3.84枚）（7）を大

きく下回る。福岡県平均は、全国平均の3分の

1強に過ぎない。福岡県の蚕種掃立枚数規模を

全国的にみると、養蚕業経営の規模は、総じて

小さいことが判明する。福岡県と全国平均の養

蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数・グラム（年

間）の格差は、その後も変わらずに続く。因み

に、1930年に福岡県5.91枚（全国平均8.36枚）、

1938年福岡県57.11グラム（全国平均75.49グ

ラム）であった。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数順位が第

6位～第10位の中位諸郡は、第6位鞍手郡（1.39

枚）、第7位早良郡（1.15枚）、第8位築上郡

（1.11枚）、第９位三潴郡（1.00枚）、第10位浮

羽・京都両郡（0.96枚）である。第6位の鞍手

郡が県平均を上回る以外は、県平均以下の1枚

前後であった。上記の中位諸郡は、筑前（2

郡）・筑後（2郡）・豊前（2郡）各地方に及ぶ。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数からみて、

上記の中位諸郡は、福岡県内の中規模養蚕経営

諸郡に分類できよう。養蚕農家一戸当たりの蚕

種掃立枚数の中位諸郡（6郡）は、蚕種掃立枚

数中位諸郡の半数3郡（鞍手郡、築上郡、浮羽

郡）であった。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数の順位が

第10位以下の下位諸郡は、第11位糸島郡（0.89

枚）、第12位企救郡（0.86枚）、第13位八女郡

（0.73枚）、第14位嘉穂郡（0.69枚）、第15位田

川郡（0.66枚）、第16位山門郡（0.65枚）、第

17位遠賀郡（0.54枚）、第18位三池郡（0.26枚）

であった。下位諸郡は、糸島郡の0.89枚から三

池郡の0.26枚まで全て1枚未満である。養蚕農

家一戸当たりの蚕種掃立枚数からみて、上記の

下位諸郡は、福岡県内の小規模養蚕経営諸郡に

該当しよう。下位諸郡は、筑前（3郡）・筑後

（3郡）・豊前（2郡）各地方に及ぶ。養蚕農家

一戸当たりの蚕種掃立枚数の下位諸郡は、蚕種

掃立枚数下位諸郡の大部分が含まれる。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数最上位の

三井郡2.51枚から最下位の三池郡0.26枚まで

2.25枚という極めて大きな開きがあった。各地

方別に平均養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数

をみると、筑前地方は9郡平均1.47枚、筑後地

方は6郡平均1.25枚、豊前地方は4郡平均1.03

枚であった。筑前地方が最も高く、豊前地方が

最も低く、筑後地方がこの中間に位置すること

が判明する。各地方の中で養蚕農家一戸当たり

の蚕種掃立枚数が最も多い郡は、筑前地方が筑

紫郡、筑後地方が三井郡、豊前地方が築上郡で

あった。

3）養蚕農家一戸当たりの収繭量

福岡県の郡別養蚕農家一戸当たりの収繭量の

上位5郡は、三井郡の35貫446匁を最大に、次

いで筑紫郡26貫85匁、朝倉郡21貫782匁、宗

像郡20貫445匁、糟屋郡20貫72匁が続く。上

記諸郡は、収繭量上・中位諸郡の内、第1位～

第4位及び第6位である。上記5郡は、何れも

福岡県平均（17貫650匁）を上回る。養蚕農家

一戸当たりの収繭量が30貫台の首位の三井郡

は、第2位以下の筑前地方4郡の20貫台と大差

が生じている。三井郡の養蚕農家一戸当たりの

収繭量は、全国平均（32貫325匁）を上回り、

その他諸郡は、全て下回っている。福岡県の養

蚕業の経営規模は総じて小さいといえよう。八

女郡を除き、収繭量上位諸郡の農家一戸当たり

の収繭量は、福岡県内において高い数値を示す。

収繭量上・中位諸郡の内、養蚕農家一戸当た

りの収繭量の順位が第6位～第10位の諸郡（第

6位築上郡16貫446匁、第7位鞍手郡12貫766

匁、第8位糸島郡11貫136匁、第9位八女郡10

貫609匁、第10位浮羽郡9貫952匁）は、何れ

も県平均を下回る、16貫台～ 9貫台であった。

収繭量上位諸郡中第5位の八女郡が養蚕農家一
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戸当たりの収繭量では第9位まで下落し、10貫

台の産繭規模は、同じ筑後地方の三井郡の3分

の1以下という大差が生じている。八女郡は、

養蚕戸数と桑園面積では第2位であった。養蚕

戸数・桑園面積と収繭量とのギャップが大きい

のである。この点については、以下において考

察したい。上記中位諸郡は、筑後（2郡）・筑

後（2郡）・豊前（1郡）各地方に及ぶ。

収繭量下位諸郡の内、養蚕農家一戸当たりの

収繭量の順位が第11位～第19位の諸郡（第11

位三潴郡14貫488匁、第12位早良郡14貫64匁、

第13位企救郡11貫24匁、第14位京都郡8貫72

匁、第15位田川郡7貫348匁、第16位山門郡6

貫153匁、第17位遠賀郡5貫241匁、第18位嘉

穂郡4貫685匁、第19位三池郡3貫19匁）は、

14貫台～ 3貫台に分散する。第11位～第13位

の三潴・早良・企救3郡の養蚕農家一戸当たり

の収繭量は、収繭量中位諸郡並みであったが、

第14位～第19位までは10貫未満の小規模であ

る。

養蚕農家一戸当たりの収繭量において最上位

の三井郡35貫446匁から最下位の三池郡3貫19

匁まで32貫427匁の極めて大きな開きが生じて

いたのである。

一部諸郡を除くと、収繭量上・中・下位諸郡

は、略夫々の順位に応じた養蚕農家一戸当たり

の収繭量を達成していた。また、各地方別に平

均養蚕農家一戸当たりの収繭量をみると、筑前

地方は6郡平均18貫482匁、筑後地方は6郡平

均16貫653匁、豊前地方は、4郡平均14貫273

匁であった。筑前・筑後・豊前3地方の中で、

筑前地方が最も多く、豊前地方が最も少なく、

筑後地方がこの中間にあったことが判明する。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数の場合と同

様である。各地方の中で養蚕農家一戸当たりの

収繭量が最も多い郡は、筑前地方が筑紫郡、筑

後地方が三井郡、豊前地方が築上郡であった。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数の場合と同

様である。

4）桑園反当たり収繭量

福岡県の桑園反当たり収繭量の郡別順位は、

第1位浮羽郡12貫837匁、第2位三井郡12貫

778匁、第3位朝倉郡12貫135匁、第4位築上

郡11貫695匁、第5位糟屋郡11貫666匁、第6

位三潴郡10貫393匁、第7位筑紫郡9貫689匁、

第8位早良郡9貫388匁と続き、この上位8郡ま

でが福岡県平均（8貫931匁）を上回る。上記

諸郡の内、三潴郡と早良郡を除き、何れも養蚕

戸数、桑園面積、収繭量共に上・中位諸郡で

あった。土壌肥沃度の高い筑後地方の内、浮

羽・三井両郡が桑園反当たり収繭量の第1位、

第2位を占め、三潴郡が第6位に入っている。

三潴郡と早良郡は、養蚕戸数、桑園面積、収繭

量何れも下位諸郡に属す。三潴・早良両郡は、

下位諸郡ながら繭生産力の高さが特徴的である。

この要因の一つとして、三潴郡と早良郡は、下

位諸郡の中で一際養蚕農家一戸当たりの蚕種掃

立枚数が多いことによる。三潴郡と早良郡の養

蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数は1枚以上で

あるのに対し、その他下位諸郡は、0.5 ～ 0.6

枚前後が大部分であった。

桑園反当たり収繭量の順位上位8郡以下の諸

郡は、第9位宗像郡8貫162匁、第10位糸島郡

7貫708匁、第11位鞍手郡6貫442匁、第12位

遠賀郡5貫177匁、第13位八女郡3貫855匁、

第14位京都郡3貫69匁、第15位山門郡2貫940

匁、第16位嘉穂郡2貫679匁、第17位田川郡2

貫314匁、第18位企救郡2貫31匁、第19位三

池郡1貫181匁の順である。最上位の浮羽郡12

貫837匁から最下位の三池郡1貫656匁まで11

貫656匁の極めて大きな開きが生じていた。

主要養蚕地方の八女郡の桑園反当たり収繭量

順位は、養蚕農家一戸当たりの収繭量順位以下

の第13位である。既述の如く、八女郡の養蚕
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農家一戸当たりの桑園面積2.8反は、桑園面積

上位5郡の中で三井郡と並んで首位にあった。

このギャップの一因は、前述した八女郡の桑園

面積の内、見積反別（136.5町歩）が35.3%を

占め、福岡県諸郡の中で最も多く、県平均

16.1%を大幅に上回っていたことに一因があろ

う。また、八女郡は、養蚕農家一戸当たりの蚕

種掃立枚数が県平均を大きく下回る規模であっ

たことも作用していよう。尚、後述の如く、八

女郡の掃立蚕種1枚当たりの収繭量は年間14貫

447匁あり、築上郡、、三潴郡と並んで県内トッ

プ水準にあった。八女郡の育蚕技術は、高い水

準にあったことが窺える。尚、福岡県の桑園反

当たり収繭量は、1920（大正9）年より全国平

均を上回るようになる（8）。

5）掃立蚕種一枚当たりの収繭量

福岡県の掃立蚕種1枚（100蛾付）当たりの

収繭量（年間）の郡別順位は、1916（大正5）

年において上位5郡に関しては、築上郡（14貫

802匁）を首位に、第2位三潴郡（14貫488匁）、

第3位八女郡（14貫447匁）、第4位三井郡（14

貫101匁）、第5位朝倉郡（13貫729匁）が続く。

上位5郡の掃立蚕種1枚当たりの収繭量（年間）

は、14貫前後台である。上位5郡は、筑後地方

3郡を中心に豊前地方1郡と筑前地方1郡で構

成される。前述の桑園反当たり収繭量の場合以

上に、上位5郡に筑後地方諸郡の集中度が高い。

養蚕業の経営規模の大きい筑紫郡、朝倉郡、宗

像郡、糟屋郡などの筑前地方に対し、生産力の

高い三井郡、八女郡、三潴郡、浮羽郡などの筑

後地方という位置付けができよう。豊前地方で

は、築上郡の養蚕生産力の高さが際立つ。

中位諸郡は、第6位筑紫郡（13貫37匁）、第

7位企救郡（12貫861匁）、第8位糸島郡（12貫

463匁）、第９位早良郡（12貫224匁）、第10位

宗像郡（12貫129匁）である。中位諸郡は、筑

前地方4郡と豊前地方1郡の構成である。筑前

地方諸郡中心の中位諸郡は、掃立蚕種1枚当た

りの収繭量（年間）が12貫台に集中する傾向

にある。第7位の企救郡（12貫861匁）までの

掃立蚕種1枚当たりの収繭量（年間）は、福岡

県平均（12貫808匁）を上回る。

下位諸郡は、第11位糟屋郡（11貫960匁）、

第12位三池郡（11貫463匁）、第13位田川郡

（11貫138匁）、第14位浮羽郡（10貫380匁）、

第15位遠賀郡（9貫733匁）、第16位山門郡（9

貫450匁）、第17位鞍手郡（9貫153匁）、第18

位京都郡（8貫439匁）、第19位嘉穂郡（6貫

836匁）であった。下位諸郡は、筑前地方4郡、

筑後地方3郡、豊前地方2郡の構成である。筑

前・筑後・豊前各地方諸郡の半分乃至半分近く

が下位諸郡に集中する。下位諸郡は、掃立蚕種

1枚当たりの収繭量（年間）が11貫台～ 6貫台

に及ぶ。築上郡の14貫802匁から嘉穂郡の6貫

836匁まで約8貫の開きがあった。第14位の浮

羽郡までの掃立蚕種1枚当たりの収繭量（年間）

は、全国平均（9貫910匁）を上回る。福岡県

の養蚕生産力、即ち掃立蚕種1枚当たりの収繭

量（年間）は、全国的にみても高い水準を達成

する。福岡県と全国平均の掃立蚕種一枚（10

グラム）当たりの収繭量（年間）の格差は、そ

の後も変わりなく続く。因みに、1930年に福

岡県6貫712匁（全国平均5貫746貫）、1938年

福岡県6貫797匁（全国平均5貫875匁）であっ

た。既述の養蚕業の諸指標からみて、福岡県の

養蚕業は全国平均を下回り、全国の中で下位に

位置することが多いが、上述の養蚕生産力の高

さは、「福岡農法」（明治前半期において最も先

進的であった福岡県地方の農業）普及の一端を

示すものであろう。この点後述。

⑦「福岡農法」の普及と養蚕改良共同組織の設
立

「福岡農法」の普及の中心は、老農林遠里と

その私塾・勧農社及び福岡農学校（後身・福岡
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県勧業試験場）であった（9）。在来農法の担い

手・老農と学理農法の担い手・福岡農学校（・

福岡県勧業試験場）関係者の農法論争は、学理

農法が老農技術を圧倒していくことになる。後

者の代表的人物は、横井時敬である。

福岡農学校（明治20年3月廃校、翌4月福岡

県勧業試験場に改組）を母体とする福岡農事協

会発行の『福岡勧業雑誌』（『福岡農事協会雑

誌』明治23年7月廃刊、翌年6月『福岡勧業雑

誌』創刊）は、第1号（明治24年6月3日発行）

から第17号（明治29年1月25日発行）まで刊

行され、福岡県の農業発展の上で大きな役割を

果たしたといわれている。「福岡農法」の中核

は、畜力による深耕と多肥であったが、その中

心は稲作である。本稿では、以下に『福岡勧業

雑誌』に掲載の養蚕業に関連する論説・報告等

について抜き出し、「福岡農法」を養蚕業の面

から検討してみたい。即ち、「福岡農法」の一

端として養蚕業を捉え、福岡県養蚕業の発展の

礎を築いていたことを検証したい。

『福岡勧業雑誌』創刊時の福岡農事協会の会

員は福岡県下の全郡に及び、合計611名（他府

県者9名を含む）であった。福岡県最大の農業

団体である。この内、筑前地方391名、筑後地

方168名、豊前地方43名である。筑前地方の会

員が3分の2近くを占めていた。その中心は、

筑紫郡96名（那珂郡68名を中心に御笠郡26名、

席田郡2名）、糸島郡58名（志摩郡44名を中心

に怡土郡14名）、糟屋郡52名、嘉穂郡47名（穂

波郡25名、嘉麻郡22名）、宗像郡34名、朝倉

郡31名である。この上記諸郡で筑前地方会員

の80％余を占めている。筑後地方においては、

その中心は、三井郡98名（御井郡66名中心に

御原郡21名、山本郡11名）、八女郡30名（上

妻郡29名、下妻郡1名）、浮羽郡21名（生葉郡

15名、竹野郡6名）である。三井郡のみで60％

近くを占めており、これに八女郡と浮羽郡を加

えると90％近くを占める。豊前地方では、築

上郡18名（上毛郡14名、築城郡4名）、京都郡

14名（仲津郡10名、京都郡4名）、企救郡10名

で殆ど大部分占め、田川郡は1名に過ぎない。

福岡農事協会の会員は、その後1894（明治27）

年には661名（他府県者を含む）に増加する。

地方別にみると、筑前地方357名、筑後地方

169名、豊前地方97名である。筑前地方が半数

を占めるが、『福岡勧業雑誌』創刊当時と比べ

て34名減少している。筑後地方は、同誌創刊

時よりも1名増加し、豊前地方では54名増加し

て創刊時より2倍以上の急増である。福岡農事

協会の会員は、福岡県全域に略偏りなく分散化

（対農業人口比）していたとみることができよ

う。以下、『福岡勧業雑誌』に掲載の養蚕業に

関連する論説・報告等について書き出してみた

い。肥料に関しては、特定作物（稲、大麦等）

肥料を除く。

『福岡勧業雑誌』第1号

学説及実業

肥料買入方ノ注意　本松　稔（会員）

肥料要話　　　　　大塚由成（会員、農学士）

通信報告

各種肥料ノ分析　　福岡県勧業試験場

雑録

養蚕亦然り、蚕種輸入ノ虚伝

『福岡勧業雑誌』第2号

論説

蚕種改良ノ急務　　　蓑田　留（会員）

学説及実業

肥料要話（第二話）　大塚由成（会員、農学士）

気象と養蚕との関係　　安永牛之助（会員）

『福岡勧業雑誌』第3号

学説及実業

蚕種取扱の注意　　　高橋美壽（会員）

雑録
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桑樹の「シヤクトリ」虫を捕る法

繭解舒丸の効能

『福岡勧業雑誌』第4号

学説及実業談

肥料要話（続き）　大塚由成（会員、農学士）

蚕種催青及掃立の注意　　高橋美壽（会員）

寄書

蚕育に於ける火力用法を論ず　　御床　頼

『福岡勧業雑誌』第5号

学説実業談

肥料要話（続き）　大塚由成（会員、農学士）

肥料施肥法　　　天野末吉（会員）

寄書

海外蚕糸業の概説　駆牛主人

『福岡勧業雑誌』第6号

福岡県農商工記事

明治25年度本県勧業試験場試験予定事件

学説実業談

肥料要話（続き）　大塚由成（会員、農学士）

切歯桑（クワノカミキリ）

雑録

勧業試験場の養蚕、養蚕研究生徒、仏国の蚕業

奨励金、蚕蛹油粕肥料、桑の皮にて綿を製する

法、麦菜種及養蚕概況

『福岡勧業雑誌』第7号

雑報

桑株引抜器、蚕糸業振興会

『福岡勧業雑誌』第8号

通信報告

肥料分析結果（胡麻粕類）　福岡県勧業試験場

『福岡勧業雑誌』第9号

通信報告

各種肥料試験　　福岡県勧業試験場

雑報

蚕種検査の成績

『福岡勧業雑誌』第11号

福岡県農工商記事

昨25年度本県勧業試験場養蚕試験成績

『福岡勧業雑誌』第12号

雑報

第八回九州沖縄八県聯合共進会、蚕業奨励

『福岡勧業雑誌』第13号

雑報

九州七県養蚕取調表（明治二十六年調）

『福岡勧業雑誌』第14号

学説実業

前原高等小学校の養蚕　三苫幾太郎（会員）

『福岡勧業雑誌』第15号

学説実業

土壌中窒素の増減　　竹林保太郎（農学士）

雑報

過燐酸石灰施用上の注意

『福岡勧業雑誌』第16号

学説実業

施肥に就いて　　竹林保太郎（農学士）

雑報

桑の萎縮病

『福岡勧業雑誌』第17号

通信報告

九州農蚕茶三業大会報告　吉田昌七郎（会員、

九州農会理事）

雑報　

九州農蚕茶三業大会出席人員

『福岡県勧業雑誌』の上記記事の中から主要

な事例を掲げて紹介してみよう。

同誌第1号（明治24年6月3日発行）「学説及

実業」の「肥料買入方ノ注意」の中で、植物の

生育に不可欠な主要成分は、窒素、燐酸、加里

であり、「此三者ハ常ニ其欠乏ヲ恐レ補助供給

ヲ怠ルベカラス」と戒めている。その上で、

「肥料効験ノ大小ハ三主要成分ノ多寡ニ帰セザ

ルベカラズ其之ヲ発見スルノ法化学上ノ邃理ニ

ヨリ各種肥料中ニ包含スル分析定量スルヲ以テ
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捷径ナリ」として鯡粕と平子鰮の肥料分析表等

を掲げている。更に付表として「各種肥料肥価

比較表」を掲げ、動物肥料（海産物、骨質肥料、

人造肥料、糞尿類）、植物質肥料（同搾粕類、

雑肥料）に分けて比較している。

「肥料要話」は、『福岡勧業雑誌』第1号～第

6号に亘り、第1話草木の食料（窒素、燐酸、

加里）、第2話三養分の作働、第三話肥料の効

能に種々あり、第四話石灰肥料、第五話紫雲英

肥料について各詳述している。

「通信報告」の「各種肥料ノ分析」（福岡県勧

業試験場）において、学理家の肥料化学的分析

には肥料「同種中産地及新古等ニヨリ差異アル

コトヲ精査シタルモノ稀ナルヲ以テ本場ニ於テ

此研究ニ従事シ漸ク左ノ物品ニツキ左ノ成績ヲ

得タリ」として、干蟹、鰮搾粕、平子、綿種粕、

新大豆、新蚕豆、古蚕豆、飴粕、藍粕について

分析結果を掲載している。以下、蚕種、養蚕、

桑樹害虫、病気（萎縮病）、蚕蛹油粕等につい

て数例を取り挙げて紹介してみよう。

同誌第2号（明治24年8月7日発行）「論説」

の「蚕種改良ノ急務」の中で、蚕児の飼育障害

は、気候の不順、蚕種の粗悪、飼育の不注意が

主要因である。蚕児飼育は、「改良進歩ノ緒ニ

就クモ」、「蚕種ノ改良ニ於テ冷淡ナリ」と指摘

する。養蚕家の増加に伴い蚕種の需要増加し、

福岡県内需要は5千枚以上に上る。この蚕種は、

良種と不良種相半ばする。福岡県下産出の蚕種

5千枚余の製造人数500名余、平均1人に付10

枚、1枚～数枚、多くも数十枚という小規模製

造者が大半を占める。然も蚕種製造者は養蚕余

業家にして養蚕法に熟練せず、概ね製糸的飼育

法に依るもの製種家の過半を占めるという。蚕

種製造は熟練した専業家に一任し良種を産出せ

しめ、養蚕余業家はこの良種を購入、飼育する

分業化によって、製種家は一層改良を加え、精

選良種を供給することができる、と主張する。

同誌第3号（明治24年12月7日発行）「雑録」

の「桑樹の「シヤクトリ」虫を捕る法」は、

『農業雑誌』407号より抜粋して、養蚕の季節

に「朝露多くして未だ桑樹を濡せる間に一株毎

に点検する」と、黒褐色の樹皮に稍々白色の此

の虫を色の相違から見逃すことなく、これを挟

にて一々切る可し、と記述している。

同誌第6号（明治25年7月30日発行）「福岡

県農商工記事」の「（明治）25年度本県勧業試

験場試験予定事件」において、「桑園之部」で

は福岡県下おいて主に使用の桑種を一ヶ所に植

付ける。その目的は、「一、現物標本」、「二、

水害如何」、「三、桑質の良否」、「四、収葉の多

少」である。「一、現物標本」、即ち桑園を現物

の桑種標本園とし、実物に就きその種類の周知

を図り、新規に桑園を仕立てる養蚕家の便に供

すること。「二、水害如何」は、福岡県下にお

いて水害に罹る地域は、少なくない。桑種によ

り水害に多少あり。そこで本場内川岸の桑園に

福島県下において主に用いる桑種を植付けて、

その損得を試み、新たに桑園を仕立てる養蚕家

の参考に供すること。「三、桑質の良否」は、

蚕業上関係の最も重要なものである。良糸・良

繭を得るためには必ず良桑に依らなければなら

ない。良桑を選ぶに当たり桑樹数種を植付ける

ことが必要である。依って、福岡県下において

主に利用の桑種を植付けて、この得失を試みる

材料とする。「四、収葉の多少」、即ち養蚕経済

上生産費の最多は、桑葉である。良質の桑で

あっても収葉量少なければ、経済上損失である。

依って、良質にして収葉量多い桑種を選ぶ材料

として、福岡県下において主に利用の桑種を植

付けてこの得失を試みる。次いで、「養蚕之部」

では養蚕の目的を次の2つとする。「一、養蚕

研究生養成」、「二、養蚕試験（普通飼育、蚕種

不完全貯蔵、藁座飼育、糯籾糠使用、蟻蚕の発

生より二日目掃立、蟻蚕発生より三日目掃立、
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厚飼育、薄飼育）」である。「養蚕研究生養成」、

即ち養蚕法の研究は、1年1回に限られる。10

回の研究は、10年を費やさなければならない。

これを早めるには研究生養成の必要がある。

依って、本年まで生徒を募集してきた所以であ

る。「二、養蚕試験」、即ち諸般の養蚕試験は、

「目下大必要の事柄」である。養蚕家がこれを

行なうことは、経済上困難である。依って、本

場が本年よりこれを始めたのである。数多の養

蚕試験を一時に行なうことはできないので、目

下必要な、次の10種を試験する。「1.普通飼育」、

即ち蚕種を通常に貯蔵し、粳の籾糠と器具は籠

を用いて毛蚕の発生当日に掃立て普通の飼育法

とする。以下、各種の結果を比較する標準とな

す。「2.普通飼育」。全て1.と同じくして標準と

なす。「3.蚕種不完全貯蔵」。蚕種貯蔵の適否は、

養蚕豊凶の分かれるところである。現下福岡県

一般の貯蔵法は、殆ど全く注意する所無きが如

し。蚕種貯蔵試験の成績を示す必要がある。

依って、不完全貯蔵の蚕種を標準の飼育法によ

る結果を「1.普通飼育」の結果と比較する。

「4.蚕種不完全貯蔵」。全て「3.蚕種不完全貯蔵」

と同じくし、只幾分かその不完全を軽くし、

「1.普通飼育」及び「3.蚕種不完全貯蔵」と結

果比較する。「藁座飼育」。器具により蚕児の衛

生及び経済上において大きな関係がある。依っ

て、終始藁座を使用して飼育し、その結果を

「1.普通飼育」の籠飼と比較する。「糯籾糠用い

る」。養蚕上粳の籾糠を使用するのは通常のこ

とである。糯の籾糠使用は、一般には嫌ってい

る。依って、終始糯の籾糠を使用してその結果

を「2.普通飼育」の標準、即ち粳籾糠飼育と比

較する。「7.蟻の発生より二日目掃立」。蟻蚕の

発生日掃立は通常であるが、発生二日目等に掃

立てる良否を試すために蟻蚕発生二日目に掃立

て、飼育は普通標準と同じくし、その結果を

「2.普通飼育」標準と比較する。「8.蟻発生より

三日目掃立」。飼育と目的は、「7.蟻の発生より

二日目掃立」と同じくし、「2.普通飼育」と比

較する。「9.厚飼育」。厚飼と薄飼は、蚕児の衛

生及び経済上において大いに関係がある。然る

に福岡県下区々である。依って、これを厚飼と

してその飼育法は、全て「2.普通飼育」と同じ

にして結果を「2.普通飼育」と標準比較する。

「10.薄飼育」。目的は、「9.厚飼育」と同様であ

る。これは薄飼として、その結果を「2.普通飼

育」の普通標準と比較する。

「雑録」の「（福岡県）勧業試験場の養蚕」に

おいて、本場本年の飼育蟻量4匁８分（生徒8

名、各6分受持ち）、この内赤熟種2匁8分、青

熟種1匁8分、白玉6分である。福岡県勧業試

験場（生徒分）において、赤熟中心に青熟、白

玉の3種に限定し、掃立を行っていた。収繭量

は、赤熟8斗7升1合1夕、青熟6斗０升6合3夕、

白玉1斗8升5合1夕、合計1石6斗6升3合であ

る。蟻量1匁当たり収繭量は、平均3斗4升6合

5夕であった。赤熟は同3斗1升1合1夕、青熟

3斗3升6合8夕、白玉3斗0升8合5夕である。

繭生産力は、青塾種が最も高く、次いで赤熟種、

白玉種が続く。

「雑録」の「蚕蛹油粕肥料」は、農科大学農

芸化学科の分析により、この肥料の水分、窒素、

燐酸、ポタッス、脂油の各成蹟を示し、肥料と

して魚粕と同様の方法により使用でき、効能も

殆ど同じである、と結論付けている。

同誌第7号（明治25年10月30日発行）「雑

報」の「桑株引抜器」では、長野県諏訪郡四賀

村茅野専助氏考案の桑株引抜鋏の略図と取扱い

説明を詳しく記述している。

同誌第16号（明治28年12月15日発行）「雑

報」の「桑の萎縮病」において、萎縮病に罹る

最も多くの桑種は「細江種」、次いで「鼠返し」

である。「魯桑」、「市平」も稀に該病をみる。

但し、九州蚕業組合の決議によって弾劾された
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「細江種」も高木作りとして栽培するときは、

萎縮病に罹ること殆ど無しという。その他桑樹

の生長最も旺盛な時期に梢枝を伐採すると生理

機能に障害を与え該病発生し、生長作用最も緩

慢な時期には梢枝を伐採しても生理機能を害す

ることがないために萎縮病に罹ることなく、彼

岸前の伐梢は該病治療の効があるという。

次に、『福岡県史』（近代資料編　福岡農法）

所収の「福岡農学校関係資料」より、爾　師応

著『農学読本』と横井時敬著『農業小学』に掲

載の養蚕に関する記述を摘要しておこう。

爾　師応著『農学読本』の「第九編養蚕」（10）

において、「我が国の物産にて、米、麦に亜く

ものは、其の利益の多きこと、蚕糸の右に出る

なし。されは農家は耕転の暇に、成るへく蚕を

養ふへし。」と指摘し、農家経済上養蚕業の有

益性を述べている。次いで、「蚕室の結構」は、

南向きの高燥地に空気流通良く、旭日や夕陽が

透らないことが宜しいという。優良蚕種の見分

け方や、蚕種の貯蔵は甚だしい寒暖の変化がな

く、常に空気の流通が良い処を選んで鉤けてお

くこと。蚕種催青法、桑葉供給法、乾繭法、製

種法の他に、家蚕以外に天蚕の飼育法・乾繭

法・製種法等についても詳述している。

横井時敬著『農業小学』の「第四編特有作物 

下」（11）の内、「桑」において桑の蕃殖法（圧条、

接木）、圧条法（傘採、盛採、丁字採）、桑の仕

立法（根刈、中刈、立通。特に根刈法について

詳述）、施肥法、肥料の種類（堆肥、土肥、水

肥、油粕、焼酎粕、魚肥、酒粕、醤油粕、草肥、

人糞尿、鶏糞等。就中、焼酎粕が最適応）につ

いて詳論する。また、桑の種類は極めて多く、

その中から地質に応じた良種の桑樹を選択する

こと。桑樹の施肥に関して、春時には有力な肥

料として魚肥、鶏糞、人糞尿等を用い、秋冬の

間には堆肥、厩肥、草肥等を施すことを述べて

いる。

更に、「家蚕」において、初めに「養蚕ハ農

家ノ余業トナスベキ者ナリ。」と主張する。無

病毒の優良蚕種の選択、養蚕終了後の蚕具洗浄

と蚕室と共に硫黄燃焼による燻蒸、蚕種貯蔵法

（冷所保存、或いは寒中浸水）、飼育法（火力育、

清涼育、折衷育）、「殊に農家ニアリテハ、桑葉

多量ヲ要スト雖ドモ、火力育ニ従フヲ宜トス。

上簇早クシテ麦、蕓薹ノ収穫ニ毫モ妨ナケレバ

ナリ。」として火力育を推奨している。飼育温

度の調整、即ち蚕卵種の発生時に華氏検温器

72度、5、6日経過後68度～ 70度、それ以降70

度～ 75度最適、4眠起以降60度以下に低下な

ければ火力不使用、上簇時には温度高めて80

度に上昇可。火力育の注意点は、空気の疎通に

あり（蚕児に新鮮な空気の必要から）。大気の

乾湿度加減が肝要なり。この測定に検温器の使

用は極めて宜しい。検温器と検湿器を用いて両

器の差華氏5、6度を最適応の湿度なり。その

差が大きければ、乾燥に過ぎるため水や湯を器

に盛り室内に置くこと。紙や木綿を水に浸して、

これを適宜の所に掛けて置いても良い。湿潤に

過ぎる時は、籾糠を用いて蚕沙を除去し、温度

を少し上げる可し。乾湿差過不足無しが、「養

蚕術ノ秘訣」であるという。湿葉や汚葉は、蚕

虫に大きな害が生じる。蚕虫を揃えて遅速の無

いことも肝要である。蚕虫不揃いは、大変手数

を要するのみならず、大いに障害がある。故に

給桑厚薄無く、剉葉精粗無く、桑止め、中か桑、

桑付け、各時期を失することの無いように注意

すること。その他起縮、細蚕、後蚕等の病蚕は、

悉く放棄することが極めて肝要である。その理

由は、伝染の憂いによるものである。蚕卵孵化

においては、先後出生の蟻蚕を除去し、原紙1

枚より蟻蚕4匁を掃立てるが宜しい。蟻蚕1匁

は、凡そ1万頭内外に当たる。両日に孵化した

蟻蚕を1度に掃立てることはよいとしても、3

日及びそれ以上に及んではならない。蚕具とし
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て藁座と籠の適否については人々説を異にする

が、穉蚕には藁座が良く、3眠以降はよく乾燥

する籠が良い。蔟の置き場所は、極めて静かな、

空気の疎通宜しき処にて、風に直接触れない処

を選ぶ可し。この点を怠ると烏爛蚕の患いを蒙

ることが多い。風に触れることが蚕児の最も忌

むところであり、不眠病はこれに起因する。

爾　師応（福岡農学校教員）の前記著書の中

で、養蚕業を米、麦の穀作に次ぐ農家の作物と

して重要視していた。横井時敬（福岡農学校教

頭、同校長、福岡勧業試験場長を歴任）は、農

業生産の中で稲作主業、養蚕副業と位置付け、

火力育の導入により蚕児飼育期間を短縮して養

蚕業と二毛作の両立を説いている。養蚕業副業

は、爾　師応も前書において同様に主張してい

た。横井は、火力育の注意点として空気の疎通

を良くし、検温器と検湿器を用いて乾湿を最適

に調整すると共に、桑樹仕立法として根刈法を

推奨する。桑樹施肥法については、自給肥料及

び購入肥料を用いて春期に有力肥料として魚肥、

鶏糞、人糞尿、秋冬期には堆肥、厩肥、草肥等

を各施すように述べている。その他肥料として

酒粕、焼酎粕、醤油粕、油粕等を挙げている。

また、地質により桑樹種類の適否があり、地質

に応じた良種を選ぶことを強調していた。

「福岡農法」の稲作栽培における塩水選種法

（籾種精選）は、麦、空豆、豌豆、菜種等の各

種作物に適応されているが、養蚕業の分野にお

いて「福岡農法」は、如何なる先進性を実現し

ていたのであろうか。従来の「福岡農法」研究

においては、少なくとも福岡県を対象にした、

この解明は、行われていないといえよう。既述

の如く、福岡県は、各種養蚕業指標が全国平均

を下回る中で、既に1900年前後より掃立蚕種1

枚当たりの収繭量は全国平均を上回り、桑園反

当たり収繭量は1920年以降全国平均を上回る

事態が生じていた。この主因は、養蚕副業、小

規模養蚕経営の中で自給肥料や購入肥料の多肥

投入と収葉量の増大による養蚕生産力の向上を

実現していたことが考えられる。推測の域を出

ないが、多肥以外には火力育の導入、根刈法

（桑樹仕立法）の採用、掃立蚕種の種類限定、

地質に応じた桑樹種類の栽植などが推定できる。

次に、後年のことになるが、福岡県の多肥投入

と収葉量増加について言及しておこう。

福岡県において、1931年に桑樹仕立法別桑

園反別は、全桑園反別8,117.7町の内、根刈仕

立が97.6%（7,925.4町）を占めていた（12）。また、

収穫時期別桑園反別は、春夏秋兼用桑園が

98.9%を占めており（13）、この春夏秋兼用桑園

の内、根刈仕立の収葉量が454貫に上る（14）。

この収葉量は、全国平均350貫を大きく上回り、

大阪府（480貫）と兵庫県（468貫）に次ぐ、

全国トップ水準にあった。この要因は、多肥投

入によるものであろう。福岡県において、1931

年4月～ 1932年3月に肥料使用価格は、自給肥

料 674,833 円、 購 入 肥 料 480,133 円、 合 計

1,154,966円である。この構成比は、自給肥料

が過半の58.4％、購入肥料が41.6％であった（15）。

肥料反当たり使用価格は「最多」33.11円、「最

少」11.20円、「普通」27.98円である。「最多」、

「最少」、「普通」共に福岡県は、全国平均を上

回るほか、「普通」27.98円は、全国の中で最高

であった。自給肥料を中心とした多肥投入は、

収葉量において全国トップ水準に押し上げてい

たことが推定できよう。基礎的規定要因として、

栄養分の豊富な桑葉を餌とする蚕を飼育するこ

とにより、更には飼育法の向上等が加わり収繭

量の増大を齎すことになったものといえよう。

斯くして、福岡県養蚕業の特質は、「福岡農

法」の普及を礎にした福岡県型の発展を辿った

ことにあるといえよう。「福岡農法」の普及は、

新たに福岡県各地に養蚕改良共同組織の結成へ

と結実し、福岡県養蚕業の発展を促進すること
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になる。以下、この一例として明治末期から大

正初期を中心に福岡県内各地に設立された蚕業

（養蚕）組合を各郡町村別に設立年月、設立目

的、組合員数等について明らかにしよう。

養蚕業の改良・発展を目的とした共同組織

（申合組合）として蚕業会（蚕業組合、養蚕組

合）が明治末期から大正期にかけて、特に明治

末期～大正初期を中心に福岡県内各地に設立さ

れた（16）。

先ず、筑紫郡においては、1910（明治43）

年12月に「蚕業ノ改良発達」を目的に大野村

蚕業組合（組合員250名、事業分量127,337円）、

水城村蚕業組合（組合員154名、事業分量

79,849円）、御笠村蚕業組合（組合員188名、

事業分量72,471円）、山家村蚕業組合（組合員

110名、事業分量36,294円）、筑紫村蚕業組合

（組合員256名、事業分量132,969円）、山口村

蚕業組合（組合員220名、事業分量82,339円）、

二日市蚕業組合（組合員120名、事業分量

55,595円）、春日村蚕業組合（組合員166名、

事業分量60,907円）、安徳村蚕業組合（組合員

144名、事業分量67,329円）、南畑村蚕業組合

（組合員30名、事業分量7,673円）、岩戸村蚕業

組合（組合員122名、事業分量50,084円）、三

宅村蚕業組合（組合員64名、事業分量27,498

円）、日佐村蚕業組合（組合員126名、事業分

量38,941円）、那珂村蚕業組合（組合員121名、

事業分量31,673円）、席田村蚕業組合（組合員

89名、事業分量24,362円）、八幡村蚕業組合

（組合員25名、事業分量8,813円）が設立する。

16蚕業組合、組合員合計2,185名、事業分量合

計904,134円に上る。

宗像郡では、1912（明治45）年2月～ 1920

（大正9）年4月にかけて、「蚕業ノ改良発達」

を目的に蚕業（養蚕）組合の設立をみる。各組

合の事業分量については、不明である。田島村

蚕業組合（明治45年2月設立、組合員170名、）、

神湊町蚕業組合（明治45年2月設立、組合員

75名）、池野村蚕業組合（明治45年4月設立、

組合員110名）、津屋崎町蚕業組合（大正2年3

月設立、組合員192名）、岬村蚕業組合（大正3

年4月設立、組合員195名）、上西郷蚕業組合

（大正5年2月設立、組合員150名）、勝浦村蚕

業組合（大正6年10月設立、組合員180名）、

東郷蚕業組合（大正8年5月設立、組合員90名）、

神興蚕業組合（大正8年5月設立、組合員145

名）、吉武養蚕組合（大正8年5月設立、組合員

40名）、赤間蚕業組合（大正8年6月設立、組

合員90名）、南郷養蚕組合（大正8年10月設立、

組合員94名）、河東養蚕組合（大正9年2月設立、

組合員82名）、福間町蚕業組合（大正9年4月

設立、組合員44名）が設立する。宗像郡内に

14蚕業（養蚕）組合、組合員合計1,657名を擁

する。

三井郡においては、1913（大正2）年3月を

中心に1917（大正6）年4月にかけて、「蚕業ノ

改良発達」を目的に多くの蚕業会が設立する。

各蚕業会の事業分量については、不明である。

北野町蚕業会（大正2年3月設立、組合員35名）、

善導寺村蚕業会（同、組合員96名）、本郷村蚕

業会（同、組合員98名）、宮ノ陣村蚕業会（同、

組合員115名）、節原村蚕業会（同、組合員13

名）、合川村蚕業会（同、組合員29名）、国分

村蚕業会（同、組合員32名）、上津荒木村蚕業

会（同、組合員52名）、髙良内村蚕業会（同、

組合員25名）、御井町蚕業会（同、組合員11名）、

山川村蚕業会（同、組合員23名）、弓削村蚕業

会（同、組合員85名）、金島村蚕業会（同、組

合員85名）、大堰村蚕業会（同、組合員103名）、

立石村蚕業会（同、組合員177名）、三国村蚕

業会（同、組合員148名）、小郡村蚕業会（同、

組合員236名）、御原村蚕業会（同、組合員63

名）、三井郡蚕業会（同、組合員20名）、大城

村蚕業会（大正5年3月設立、組合員130名）、
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大橋村蚕業会（大正6年4月設立、組合員75名）

が設立する。三井郡では21蚕業会、組合員合

計1,651名に及ぶ。

糟屋郡にあっては、1909（明治42）年4月～

1921（大正10）年に「蚕業ノ改良発達及び蚕

種統一、飼育其他蚕業改良」を目的に各地に蚕

業会が設立される。事業分量については、一部

蚕業会のみ判明する。席内村蚕業会（明治42

年4月設立、組合員180名）、和白村蚕業会（明

治42年44年設立、組合員120名）、小野蚕業会

（大正元年10月1日設立、組合員121名）、青柳

村蚕業会（大正4年3月設立、組合員155名、

事業分量89,640円）、須恵蚕業会（大正4年4月

設立、組合員130名）、仲原蚕業会（大正5年3

月1日設立、組合員83名）、宇美蚕業会（大正

5年4月4日設立、組合員270名）、席内村蚕業

会（大正6年4月設立、組合員188名、事業分

量90,000円）、立花蚕業会（大正10年設立、組

合員150名）が設立する。糟屋郡においては、

9蚕業会、組合員合計1,397名を擁する。

浮羽郡においては、1907（明治40）年3月か

ら1918（大正7）年5月までの間に「養蚕ノ改

良発達」を目的に養蚕組合（・蚕業聯合組合）

が郡内各地に設立をみる。事業分量については、

不明である。山春村養蚕組合（明治40年3月設

立、組合員300名）、柴刈蚕業聯合組合（大正4

年10月設立、組合員270名）、船越村養蚕組合

（大正7年3月設立、組合員65名）、水縄村養蚕

組合（大正7年3月設立、組合員113名）、竹野

村養蚕組合（大正7年5月設立、組合員57名）

が設立する。浮羽郡では5養蚕組合（・蚕業聯

合組合）、組合員合計805名に及ぶ。

朝倉郡では、1916（大正5）年2月に上秋月

村に「生産販売」を目的として養蚕組合（組合

員154名、事業分量不明）が設立される。

鞍手郡においては、1924（大正13）年に「養

蚕飼育」を目的に養蚕組合の設立をみる。福地

養蚕組合（大正13年4月設立、組合員22名）

と宮田養蚕組合（大正13年6月設立、組合員

33名）である。鞍手郡にあっては、2養蚕組合、

組合員合計55名に止まる。

八女郡では、1917（大正6）年3月に「（蚕業

ノ）改良進歩」を目的に水田村養蚕組合（組合

員50名、事業分量5,160円）が設立される。

山門郡には、1919（大正8）年3月に「蚕業

ノ発達」を目的に山川村養蚕組合（組合員41名、

事業分量不明）の設立をみる。

以上の如く、明治末期から大正期にかけて、

特に明治末期～大正初期を中心に福岡県内各地

に設立された養蚕改良共同組織（申合組合）の

蚕業会（蚕業組合、養蚕組合）は、9郡67町村

以上に亘り、組合員は合計7,995名に上る。事

業分量は、記載分のみで1,083,774円に達する。

組合所在地は、筑前地方5郡（筑紫郡、宗像郡、

糟屋郡、朝倉郡、鞍手郡）、筑後地方4郡（三

井郡、浮羽郡、八女郡、山門郡）に限られ、豊

前地方は確認できない。筑前地方の内、筑紫郡、

宗像郡、糟屋郡3郡と筑後地方の内、三井郡を

合わせて4郡で組合員は合計6,890名に達し、

全体の86％に上る。上記養蚕改良共同組織（申

合組合）が欠落無く、全て網羅しているとすれ

ば、福岡県主要養蚕地方を中心に組合設立が図

られていたことになる。

（2）1930年における福岡県郡市別養蚕業の動向

① 養蚕戸数
1930（昭和5）年おいて、養蚕戸数（養蚕実

戸数）は、福岡県19郡6市の内、第1位が1916

（大正5）年同様、朝倉郡（6,735戸）に変わり

なく、第2位築上郡（5,064戸）、第3位糟屋郡

（3,274戸）、第4位筑紫郡（3,158戸）、第5位糸

島郡（3,154戸）である。この上位5郡は、筑

前地方4郡と豊前地方1郡の構成であった。

1916年と比べると、糸島郡が中位諸郡から上
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位諸郡に上昇し、八女郡と浮羽郡は上位諸郡か

ら転落する。築上郡は、第9位から第2位へ飛

躍する。筑後地方諸郡の後退と豊前地方の進出

である。上位5郡の養蚕戸数は、合わせて

21,385戸である。第1位の朝倉郡の養蚕戸数の

みで福岡県全体の16.4%を占め、上位5郡で過

半の51.9%を占めていた。福岡県の養蚕戸数は

上位5郡に集中化傾向がみられるが、1916年と

比べると、上位5郡の養蚕戸数は2.9倍の増加

に対して、養蚕戸数比率では、58.9%から

51.9%に逆に低下する。福岡県の養蚕総戸数は

1930年（41,178戸）には、1916年（12,352戸）

比3.3倍に急増するのである。養蚕戸数上位5

郡は、福岡県内における地位の後退が僅かなが

ら生じていた。養蚕戸数は、1916年に比べ、

朝倉郡が2.8倍、糟屋郡2.8倍、筑紫郡2.6倍、

糸島郡3.3倍増といった3倍前後の増加率に対

して、築上郡は8.4倍に激増し、上位5郡の中

で著しい増加率を示す。筑前地方4郡を上回る

豊前地方の築上郡養蚕業（養蚕戸数）の躍進で

ある。

養蚕戸数上位5郡に次ぐ諸郡に関しては、第

6位浮羽郡（3,069戸）、第7位八女郡（2,848戸）、

第8位宗像郡（2,816戸）、第９位三井郡（2,775

戸）、第10位京都郡（2,408戸）と続く。豊前

地方の京都郡が新たに中位諸郡の第10位に進

出する。上記第6位～第10位の中位諸郡の養蚕

戸数は、合わせて13,916戸（福岡県全体の

33.8%）である。この中位5郡の養蚕戸数は、

1916年比3.8倍の増加である。上位5郡以上の

増加率であった。中位5郡の養蚕戸数比率は、

1916年の29.7%から33.8%に増大する。上・中

位10郡の養蚕戸数35,301戸は、福岡県全体の

85.7%を占める。上位5郡を中心に上・中位10

郡で福岡県養蚕戸数の大部分を占めているが、

1916年当時（88.6%）と比べ、若干減少してい

る。

養蚕戸数上・中位10郡以外の15郡市（田川

郡、鞍手郡、嘉穂郡、遠賀郡、三池郡、山門郡、

早良郡、福岡市、三潴郡、企救郡、久留米市、

大牟田市、門司市、小倉市、若松市）合わせて

5,877戸（福岡県全体の14.3%）に止まる。鉱

工業地帯、炭鉱地帯、都市部においては、養蚕

業の普及は、低い水準を維持していた。

筑前地方（朝倉郡、糟屋郡、筑紫郡、糸島郡、

宗像郡合わせて19,137戸）を中心に、筑後地方

（浮羽郡、八女郡、三井郡合わせて8,692戸）及

び豊前地方（築上郡、京都郡合わせて7,472戸）

各諸郡の養蚕戸数の伸展が際立つ。特に豊前地

方に新たな展開が見られた。

② 農家戸数に占める養蚕戸数の比率
福岡県の農業戸数に占める養蚕戸数比率の郡

別順位は、1930（昭和5）年に朝倉郡の64.1%

を最高に、次いで第2位の宗像郡57.4%、第3

位築上郡55.5%、第4位筑紫郡49.4%、第5位糟

屋郡48.7%、第6位浮羽郡41.7%、第7位糸島郡

40.9%、第8位三井郡30.9%、第９位京都郡

30.1%、第10位八女郡18.7％である。この上位

9郡までが福岡県平均（27.5％）を上回る。福

岡県の農業戸数に占める養蚕戸数比率順位の第

1位朝倉郡（64.1%）～第7位糸島郡（40.9%）

までの諸郡は、全国平均（39.6％）を上回る。

この全国平均を上回る福岡県諸郡は、筑前地方

（朝倉郡、糟屋郡、筑紫郡、宗像郡、糸島郡）

を中心に豊前地方（築上郡）と筑後地方（浮羽

郡）である。農業戸数に占める養蚕戸数比率の

福岡県平均は全国平均を下回るとはいえ、1916

年当時と比べ、福岡県の農業戸数に占める養蚕

戸数比率は、就中上位9郡において大幅に増進

する。農家経済における養蚕業の地位が特に上

記筑前地方諸郡を中心に大きく向上することに

なった証といえよう。

③ 桑園面積
福岡県の郡別桑園面積は、第1位朝倉郡
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（1,822.1町）、第2位筑紫郡（959.2町）、第3位

宗像郡（881.0町）、第4位築上郡（845.6町）、

第5位糸島郡（773.1町）と続く。この上位5郡

は、筑前地方4郡（朝倉郡、筑紫郡、宗像郡、

糸島郡）と豊前地方1郡（築上郡）の構成であ

る。養蚕戸数同様に、桑園面積においても筑前

地方諸郡の優位は変わらない。特に朝倉郡の桑

園面積は、第2位以下を大きく引き離している。

1916年当時と比べ、桑園面積上位5郡から筑後

地方（八女郡、三井郡）が後退し、代わって豊

前地方（築上郡）が躍進する。上位5郡を合わ

せた桑園面積5,281町は、福岡県全桑園面積の

過半の56.7％を占める。1916年当時と比べて、

上位5郡の桑園面積は3.3倍増加するが、比率

では1割近く減少する。養蚕戸数同様に第5位

以下の桑園面積が増加したことに依ろう。但し、

桑園面積上位5郡の比率は、養蚕戸数上位5郡

の比率を上回る。桑園面積を1916年当時と比

べると、朝倉郡4.3倍、筑紫郡2.9倍、宗像郡

5.0倍、築上郡10.0倍、糸島郡5.6倍の増加であ

る。筑前地方諸郡においては、略4倍前後の増

加率に対して、豊前地方の築上郡では10倍の

増加率であった。築上郡の桑園面積の増加率は、

養蚕戸数の増加率（8.4倍）を上回る。

上位5郡以下の中位諸郡は、第6位糟屋郡

（761.1町）、第7位八女郡（652.9町）、第8位三

井郡（627.0町）、第９位浮羽郡（449.6町）、第

10位京都郡（371.9町）である。第10位に養蚕

戸数同様に、京都郡が登場する。第6位～第10

位の合計桑園面積（2,862.5町）は、福岡県全

体の30.7％を占める。1916年当時と比べて、中

位諸郡の桑園面積は5.1倍（562.2町→2,862.5

町）、構成比では7.7％（23.0％→30.7％）の増

加である。

上位5郡と中位5郡の桑園面積を合わせると

8,143.5町になり、福岡県全体の87.5％に達する。

養蚕戸数同様に、桑園面積は、上記10郡で殆

ど大部分を占めていた。第6位～第10位の諸郡

は、筑後地方の八女郡、三井郡、浮羽郡の3郡

と筑前地方の糟屋郡、豊前地方の京都郡によっ

て構成される。桑園面積の第6位～第10位は、

筑後地方諸郡が中心であった。

④ 収繭量
福岡県郡市別収繭量順位は、第1位朝倉郡

（367,124貫）、第2位筑紫郡（193,465貫）、第3

位築上郡（185,223貫）、第4位糟屋郡（136,912

貫）、第5位宗像郡（133,635貫）である。養蚕

戸数・桑園面積同様、収繭量上位5郡は、筑前

地方4郡と豊前地方1郡によって占められる。

この上位5郡の収繭量合計1,016,359貫は、福岡

県全体の62.3％を占める。上位5郡の収繭量比

率は、養蚕戸数、桑園面積何れの比率よりも高

い。但し、1916年当時の収繭量上位5郡の比率

よりも約10％低い。第6位～第10位の中位諸

郡の収繭量増加が上位5郡の相対的地位の低下

を齎したようである。上記上位5郡の収繭量の

増加率は、1916年比6.5倍になる。これを各郡

別にみると、朝倉郡7.1倍、筑紫郡6.1倍、築上

郡18.7倍、糟屋郡5.9倍、宗像郡9.3倍の上昇で

あった。軒並み6倍前後以上、特に築上郡の増

加率が著しい。筑前地方の中では、宗像郡の増

加率が最も高い。全県的な規模での収繭量増産

が進展していたことが予想される。

収繭量上位5郡以下の中位諸郡は、第6位三

井郡（108,660貫）、第7位浮羽郡（103,431貫）。

第 8位八女郡（96,496貫）、第９位糸島郡

（95,605貫）、第10位京都郡（59,791貫）である。

中位5郡は、筑後地方3郡、筑前地方1郡、豊

前地方1郡の構成であった。第6位～第10位の

中位諸郡の収繭量合わせて463,983貫は、福岡

県全収繭量の28.4％を占めるに止まる。上・中

位10郡の収繭量は、合計1,480,342貫（福岡県

全体の90.7％）であった。この比率は、前述の

養蚕戸数と桑園面積を上回る圧倒的高さであっ
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た。福岡県全収繭量は、1930年に福岡県史上

最大の1,632,261貫に上り、1916年当時と比べ

て7.5倍の増加である。但し、上・中位10郡の

収繭量比率は、5％弱減少する。

養蚕業三指標（養蚕戸数、桑園面積、収繭

量）順位からみた上位5郡の序列は、朝倉郡

（養蚕戸数、・桑園面積・収繭量共に首位）が最

上位にあり、次いで筑紫郡（桑園面積・収繭量

第2位、養蚕戸数第4位）、築上郡（養蚕戸数第

2位、収繭量第3位、桑園面積第4位）、糟屋郡

（養蚕戸数第3位、収繭量第4位、桑園面積第6

位）、宗像郡（桑園面積第3位、収繭量第5位、

養蚕戸数第8位）の順である。

既述の如く、養蚕戸数、桑園面積、収繭量を

指標に福岡県内諸郡を主要養蚕地方、準主要養

蚕地方、発展途上養蚕地方に区分すると、主要

養蚕地方として、朝倉郡、築上郡、筑紫郡、糟

屋郡、宗像郡、糸島郡6郡、準主要養蚕地方と

して、浮羽郡、八女郡、三井郡、京都郡4郡、

発展途上養蚕地方として、その他諸郡に分かれ

る。筑前地方に準主要養蚕地方は無く、主要養

蚕地方（朝倉郡、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、糸

島郡）と発展途上養蚕地方（遠賀郡、鞍手郡、

嘉穂郡、早良郡）が混在する。筑後地方におい

ては、主要養蚕地方は無く、準主要養蚕地方

（浮羽郡、八女郡、三井郡）と発展途上養蚕地

方（山門郡、三池郡、三潴郡）が混成する。ま

た、豊前地方には主要養蚕地方（築上郡）と準

主要養蚕地方（京都郡）、発展途上養蚕地方

（田川郡、企救郡）が混在する。1930年には、

主要養蚕諸郡が主に筑前地方に、準主要養蚕諸

郡が主に筑後地方に各集中するようになった。

⑤ 養蚕規模と養蚕生産力
1）養蚕農家一戸当たりの桑園面積

福岡県郡市別養蚕農家一戸当たりの桑園面積

の郡市別順位は、第1位宗像郡（3.1反）、第2

位筑紫郡（3.0反）、第3位朝倉郡（2.7反）、第

4位糸島郡・遠賀郡（2.5反）、第5位糟屋郡・

八女郡・三井郡・田川郡・福岡市（2.3反）と

続く。桑園面積上・中位諸郡の内、上記諸郡以

外では築上郡（1.7反）、京都郡（1.5反）、浮羽

郡（1.5反）であった。養蚕農家一戸当たりの

桑園面積2.5反以上の第1位～第4位の諸郡（宗

像郡、筑紫郡、朝倉郡、糸島郡、遠賀郡）は、

福岡県平均（2.3反）を上回るが、この5郡は

何れも全国平均（3.2反）を下回る。福岡県の

中では養蚕農家の桑園経営面積が広い諸郡にお

いても全国平均には及ばないのである。第5位

の糟屋郡、八女郡、三井郡、田川郡、福岡市は、

福岡県平均（2.3反）と同一である。1916年と

比べて、筑前地方諸郡の宗像郡、筑紫郡、朝倉

郡、糸島郡、遠賀郡ほか糟屋郡、鞍手郡、嘉穂

郡及び筑後地方の浮羽郡、豊前地方の築上郡は、

何れも養蚕農家一戸当たりの桑園面積が増加し

ていた。この桑園経営面積増加諸郡は、特に筑

前地方に多く見られる。早良郡（1.5反）は、

増減無しである。上記以外の諸郡は、全て養蚕

農家一戸当たりの桑園面積を減らしていた。

1916年に養蚕農家一戸当たりの桑園面積が福

岡県最大であった企救郡は、1930年には大幅

に減少し、福岡県平均を下回る。福岡県全体で

は、養蚕農家一戸当たりの桑園面積は、1916

年の2.0反から1930年には2.3反に増加する。

全国平均は、この間に2.6反から3.2反に増大す

る。全国平均は、福岡県以上の増加率であった。

2）養蚕農家一戸当たりの収繭量

福岡県の郡市別養蚕農家一戸当たりの収繭量

は、筑紫郡の61貫262匁を最多として、第2位

朝倉郡（54貫510匁）、第3位宗像郡（47貫456

匁）、第4位糟屋郡（41貫818匁）と続く。上

記筑前地方何れの諸郡も福岡県平均（39貫639

匁）を上回る。筑紫郡と朝倉郡は、共に全国平

均（48貫043匁）を上回る。その他諸郡は、第

5位三井郡（39貫157匁）、第6位福岡市（37貫
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080匁）、第7位築上郡（36貫576匁）、第8位久

留米市（35貫813匁）、第９位八女郡（33貫

882匁）、第10位浮羽郡（33貫702匁）の順で

ある。上記第5位～第10位の諸郡市は、全て

30貫台であり、筑後地方を中心に筑前地方と

豊前地方の1部を含む。

養蚕農家一戸当たりの収繭量の首位の筑紫郡

（61貫262匁）と第22位の企救郡（15貫050匁）

の差は、46貫212匁になる。最下位の第25位

の小倉市（6貫667匁）との差は、54貫595匁

に拡大する。筑前地方においては、筑紫郡と早

良郡（22貫190匁）の間に39貫072匁の開きが

あり、筑後地方では、三井郡と三潴郡（24貫

103匁）の間に15貫054匁の格差があった。豊

前地方にあっては、築上郡と田川郡（21貫456

匁）の間に15貫120匁に開きがあった。各地方

内諸郡の間に養蚕規模格差が生じていた。

福岡県の養蚕農家一戸当たりの収繭量からみ

た地方別最多諸郡を挙げると、筑前地方最多の

筑紫郡61貫262匁、筑後地方最多の三井郡39

貫157匁、豊前地方最多の築上郡36貫576匁で

あった。福岡県内各養蚕地方の代表的養蚕規模

が如実に表れているといえよう。福岡県の養蚕

農家一戸当たりの収繭量は、1916年の17貫650

匁から1930年の39貫639匁へ2.2倍増加する。

全国平均は、この間に32貫325匁から48貫043

匁へ約1.5倍になる。福岡県の増加率は全国平

均のそれを上回るが、両者の格差は、依然とし

て解消をみていない。

3）桑園反当たり収繭量

福岡県の桑園反当たり収繭量の郡市別順位は、

第1位久留米市（24貫913匁）、第2位山門郡

（24貫396匁）、第3位浮羽郡（23貫005匁）、第

4位築上郡（21貫904匁）、第5位筑紫郡（20貫

169匁）、第6位朝倉郡（20貫148匁）、第7位三

潴郡（20貫086匁）、第8位大牟田市（19貫172

匁）、第９位糟屋郡（17貫989匁）と続く。上

位9郡は、筑後地方5郡市（久留米市、山門郡、

浮羽郡、三潴郡、大牟田市）、筑前地方3郡（筑

紫郡、朝倉郡、糟屋郡）、豊前地方1郡（築上

郡）の構成である。筑後地方の養蚕生産力が一

際優勢であった。筑前地方においては、筑紫郡

と朝倉郡が養蚕生産力の上で他郡を引き離して

いた。豊前地方の中では、築上郡の養蚕生産力

の高さが際立つ。この上位9郡までが福岡県平

均（17貫532匁）を上回る。既述の如く、この

福岡県平均は、全国平均（14貫907匁）を上回

る。福岡県平均と全国平均の格差は、1920年

以来拡大している。福岡県の桑園反当たり収繭

量は、1916年の8貫931匁から1930年には17

貫532匁に8貫601匁の増加である。桑園反当

たり収繭量の全国平均は、この間に2貫644匁

（12貫263匁→14貫907匁）の増加に過ぎなかっ

た。福岡県は、1916年～ 1930年に全国平均の

3倍以上の増加を達成していたのである。

桑園反当たり収繭量が全国平均を上回る福岡

県諸郡市は、上記諸郡市以外に第10位三井郡

（17貫330匁）、第11位京都郡（16貫077匁）、

第12位福岡市（16貫010匁）、第13位若松市

（15貫667匁）、第14位宗像郡（15貫169匁）、

第15位三池郡（14貫934匁）に上る。福岡県

25郡市の内、60％にあたる15郡市が全国平均

を上回っていたのである。上記諸郡及び上記諸

郡以外の諸郡を含め、1916年に比べて福岡県

全ての諸郡（統計数値の不明な市部を除き）が

桑園反当たり収繭量を増加させている。福岡県

の養蚕生産力（桑園反当たり収繭量）の向上・

発展がこの時期に飛躍的に進んでいたのである。

この要因は、多肥料投入と養蚕規模の拡大が一

段と進展していたことに拠っていよう。

4）掃立蚕種一枚当たりの収繭量

1930（昭和5）年において、福岡県の郡市別

掃立蚕種1枚（28蛾付）当たりの収繭量（年間）

の順位は、第1位築上郡7貫464匁、第2位山門
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郡7貫381匁、第3位筑紫郡7貫313匁、第4位

糟屋郡7貫137匁、第5位京都郡6貫931匁、第

6位企救郡6貫888匁、第7位三池郡6貫886匁、

第8位朝倉郡6貫857匁、第9位遠賀郡6貫693

匁、第10位八女郡6貫607匁、第11位宗像郡6

貫479匁、第12位嘉穂郡6貫418匁、第13位久

留米市6貫308匁、第14位浮羽郡6貫245匁、

第15位門司市6貫212匁、第16位糸島郡6貫

126匁、第17位田川郡6貫124匁、第18位鞍手

郡5貫965匁、第19位若松市5貫875匁、第20

位三潴郡5貫789匁、第21位早良郡5貫687匁、

第22位三井郡5貫664匁、第23位大牟田市5貫

616匁、第24位福岡市5貫581匁、第25位小倉

市5貫000匁である。掃立蚕種一枚当たりの収

繭量の福岡県平均（6貫712匁）は、全国平均

（5貫746匁）を上回る。

福岡県平均（6貫712匁）を上回る県内諸郡

は、第1位築上郡～第8位朝倉郡まで8郡であっ

た。豊前地方3郡（築上郡、京都郡、企救郡）、

筑前地方3郡（筑紫郡、糟屋郡、朝倉郡）、筑

後地方2郡（山門郡、三池郡）の構成である。

全国平均（5貫746匁）を上回る諸郡は、第1

位築上郡から第20位三潴郡まで福岡県25郡市

中20郡市に上る。福岡県養蚕業生産力の高さ

は福岡県内諸郡市に広く及ぶものであり、福岡

県において多肥料投入を背景に優良蚕種の掃立

と高度な養蚕技術が養蚕農民の間に定着してい

たことを物語るものであろう。

（3）1938年における福岡県郡市別養蚕業の動向

① 養蚕戸数
1938（昭和13）年において、福岡県の養蚕

戸数順位は、第1位朝倉郡（4,778戸）、第2位

築上郡（4,016戸）、第3位浮羽郡（2,163戸）、

第4位三井郡（1,870戸）、第5位宗像郡（1,711

戸）である。この上位5郡合わせた養蚕戸数は、

14,538戸であった。上位5郡は、筑前地方2郡

（朝倉郡、宗像郡）、筑後地方2郡（浮羽郡、三

井郡）、豊前地方1郡（築上郡）によって構成

される。1930年当時と比べると、筑後地方の

浮羽・三井両郡の上位進出と筑前地方の筑紫・

糟屋両郡及び糸島郡の後退を特徴とする。福岡

県養蚕総戸数は、1930年の41,178戸から1938

年には23,512戸に17,666戸（42.9％）減少する。

上位5郡で福岡県養蚕総戸数の61.8％を占める。

上位5郡の養蚕戸数は同期間に32％の減少に止

まり、このため集中度が1930年の51.9%から

10％増加することになった。養蚕戸数上位5郡

の地位が高まると共に第1位の朝倉郡と第2位

の築上郡を合わせた養蚕戸数が上位5郡の

60.5％を占めており、朝倉・築上両郡の集中化

が一層高まることになった。

1930年と比べて、養蚕戸数は、朝倉郡が

1,957戸（比率にして29.1％）減少、築上郡が

1,048戸（同20.7％）減少、浮羽郡が906戸（同

29.5％）減少、三井郡が905戸（同32.6％）減

少、宗像郡が1,105戸（同39.3％）減少をみる。

上記5郡の減少率は、何れも福岡県平均減少率

を下回る。糟屋郡と筑紫郡は、逆に福岡県平均

減少率を大きく上回ったために上位5郡から転

落することになったのである。この点後述。

養蚕戸数上位5郡以下の中位諸郡は、第6位

八女郡（1,502戸）、第7位筑紫郡（1,430戸）、

第8位糟屋郡（1,297戸）、第９位糸島郡（1,143

戸）、第10位京都郡（1,062戸）である。筑前

地方3郡（筑紫郡、糟屋郡、糸島郡）と筑後地

方1郡（八女郡）及び豊前地方1郡（京都郡）

の構成である。養蚕戸数中位諸郡は、筑後地方

諸郡を中心とした1930年から1938年には筑前

地方諸郡を中心とする構成への変化が生じてい

た。

この中位5郡の養蚕戸数は、合わせて6,434

戸（福岡県全体の27.4％）である。中位諸郡の

養蚕戸数は、1930年より7,482戸（比率にして
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53.8％）減少する。福岡県全体の減少率及び上

位5郡の減少率を大きく上回る。八女郡の

47.3％減少、筑紫郡の54.8％減少、糟屋郡の

60.4％減少、糸島郡の63.8％減少、京都郡の

55.9％減少である。特に筑前地方諸郡の減少率

が大きい。この中位5郡の中で、八女郡の減少

率は、比較的少ない。

上・中位10郡の養蚕戸数20,972戸は、福岡

県全体の89.2％を占める。この比率は、1930年

の85.7%を上回る。養蚕戸数中位第6位～第10

位の比重が低下し、上位第1位～第5位の比重

が増大する。上位5郡を中心に上・中位10郡で

福岡県養蚕戸数の殆ど大部分を占めている。

② 農家戸数に占める養蚕戸数の比率
福岡県の農家戸数に占める養蚕戸数の比率順

位は、1938年に第1位朝倉郡・築上郡（各

48.2％）、第2位宗像郡（39.9％）、第3位浮羽郡

（31.5％）、第4位筑紫郡（28.5％）、第5位三井

郡（22.4％）、第6位糟屋郡（21.6％）、第7位糸

島郡（15.3％）、第8位京都郡（14.3%）、第９

位八女郡（11.0％）と続く。上記第1位～第９

位までの10郡は、筑前地方5郡を中心に筑後地

方3郡、豊前地方2郡の構成である。この10郡

の内、第1位の朝倉郡と築上郡両郡の農家戸数

に占める養蚕戸数の比率は、他の諸郡を抜きん

出ている。上記10郡の内、第1位～第6位まで

の７郡の農家戸数に占める養蚕戸数の比率は、

福岡県平均（16.8%）を上回る。第1位～第3

位の4郡（朝倉郡、築上郡、宗像郡、浮羽郡）

は、全国平均（30.7％）を上回る。1930年にお

いて、農家戸数に占める養蚕戸数の比率は、福

岡県上位10郡の内、9郡が福岡県平均（27.5％）

を上回り、上位7郡は全国平均（39.6％）を上

回っていたのである。1938年に至り、農家戸

数に占める養蚕戸数の比率は、福岡県平均

（16.8％）を上回る諸郡が9郡から7郡に減少し、

全国平均（30.7％）を上回る諸郡が7郡から4

郡に減少する。1930年と比べて、1938年には

福岡県養蚕戸数上・中位10郡全てが農家戸数

に占める養蚕戸数の比率を低下させているが、

養蚕業に依存する農家は地域差を伴いながら、

全県的に存在していたのである。

③ 桑園面積
福岡県の郡別桑園面積順位は、第1位朝倉郡

（1,447.5町）、第2位築上郡（669.6町）、第3位

宗像郡（528.5町）、第4位八女郡（469.9町）、

第5位三井郡（463.9町）と続く。上位5郡は、

筑前地方2郡（朝倉郡、宗像郡）、筑後地方2郡

（八女郡、三井郡）、豊前地方1郡（築上郡）の

構成である。1930年には桑園面積上位5郡の内、

4郡を筑前地方諸郡が占めて優位にあったが、

1938年に至り筑前地方諸郡は半減し、筑後地

方諸郡が筑前地方諸郡に代わって進出し、筑

後・豊前両地方が上位5郡の中心的地位を占め

るようになる。桑園面積第1位の朝倉郡は、

1930年当時以上に第2位以下との桑園面積格差

が広がることになった。上位5郡の桑園面積合

計（3,579.4町）は、福岡県全体の62.7％を占め

る。この比率は、1930年を上回る。福岡県養

蚕面積は、1930年の9,310.2町から1938年には

5,710.6町に減少する。約3,600町（減少率

38.7%）もの桑園面積がこの8年間に失われて

いたことになる。その中で、上位5郡の集中度

が高まることになったのである。1930年～

1938年に、上位5郡の養蚕面積減少率は、朝倉

郡20.6%、築上郡20.8%、三井郡26.0%、八女

郡28.0%、宗像郡40.0％であった。宗像郡を除

く上記4郡は、何れも養蚕面積減少率が20％台

と低いことが特徴的であった。

桑園面積上位5郡以下の中位諸郡は、第6位

筑紫郡（398.7町）、第7位糟屋郡（374.7町）、

第8位浮羽郡（326.2町）、第９位糸島郡（244.8

町）、第10位京都郡（224.2町）である。桑園

面積中位5郡は、筑前地方3郡（筑紫郡、糟屋



福岡県養蚕業の展開と製糸資本の活動

― 99 ―

郡、糸島郡）、筑後地方1郡（浮羽郡）、豊前地

方1郡（京都郡）の構成である。中位5郡は、

筑前地方が中心であった。中位5郡の合計桑園

面積（1,568.6町）は、福岡県全体の27.5％を占

めるに止まる。この比率は、1930年を下回る。

1930年～ 1938年に、中位5郡の養蚕面積減少

率は、糸島郡68.3%、筑紫郡58.4％、糟屋郡

50.7%、京都郡39.7%、浮羽郡27.4％であった。

上位5郡の中で、一際筑前地方3郡の養蚕面積

減少率が高かった。筑後地方の浮羽郡は、三

井・八女両郡同様に養蚕面積減少率が低い。筑

後地方3郡の養蚕面積の減少は、軽微であった。

上・中位10郡の合計桑園面積（5,148町）は、

福岡県全体の90.1％を占める。養蚕戸数同様に、

福岡県の桑園面積は、上・中位10郡で殆ど大

部分を占めていた。第10位以下の下位諸郡は、

桑園面積を合わせても562.6町（福岡県全体の

9.9％）に過ぎない。

福岡県において、筑前地方の主要養蚕諸郡

（朝倉郡を除く）の養蚕面積は大幅に減少し、

筑後地方の主要養蚕地方諸郡の桑園面積の減少

は、軽少であった。豊前地方では、築上郡の養

蚕面積の減少は軽微であったが、京都郡の養蚕

面積は大幅に減少する。昭和恐慌後の福岡県の

桑園面積の動向は、就中筑前地方と筑後地方の

如く、対照的な対応に分かれていたことが特徴

的であった。

④ 収繭量
福岡県郡別収繭量順位は、第1位朝倉郡

（271,001貫）、第2位築上郡（128,685貫）、第3

位三井郡（82,526貫）、第4位浮羽郡（79,709貫）、

第5位宗像郡（69,333貫）と続く。この上位5

郡は、筑前地方2郡（朝倉郡、宗像郡）、筑後

地方2郡（三井郡、浮羽郡）、豊前地方1郡（築

上郡）の構成である。収繭量上位5郡の合計収

繭量（631,254貫）は、福岡県全体（912,684貫）

の69.2％を占める。この比率は、1930年よりも

高い。上位5郡の収繭量比率は、養蚕戸数・桑

園面積各比率よりも高い。上位5郡の内、収繭

量減収率（1930年比）は、第1位～第4位（朝

倉郡、築上郡、三井郡、浮羽郡）が23 ～ 31%、

第5位（宗像郡）が48%であった。上位5郡の

中で宗像郡を除くと、収繭量減少率は低い。筑

後地方の三井郡と浮羽郡の上位5郡進出は、こ

の収繭量減少率の低さに依る。福岡県の収繭総

量は、1930 ～ 1938年に719,577貫減少する。

この減少率は、44.1%であった。養蚕戸数、桑

園面積を上回る減少率である。

収繭量上位5郡以下の中位諸郡は、第6位筑

紫郡（66,731貫）、第7位八女郡（53,623貫）、

第 8位糟屋郡（42,266貫）、第９位糸島郡

（31,713貫）、第10位京都郡（24,923貫）である。

中位5郡は、筑前地方3郡（筑紫郡、糟屋郡、

糸島郡）、筑後地方1郡（八女郡）、豊前地方1

郡（京都郡）の構成である。中位5郡の収繭量

合計（219,256貫）は、福岡県全体の24.0％を

占める。中位5郡の内、収繭量減少率（1930年

比）は、第6位（筑紫郡）、第8位（粕屋郡）、

第９位（糸島郡）が各60％台と高く、第7位

（八女郡）と第10位（京都郡）が40%台と50％

台で上記3郡よりも低い。筑前地方（朝倉郡を

除く）の筑紫・糟屋・糸島3郡が上位5郡から

中位5郡への転落は、この収繭量減少率の高さ

故である。中位5郡の収繭減少量（363,013貫）

は、上位5郡の収繭減少量（266,819貫）の1.36

倍である。

上・中位10郡の収繭量合計850,510貫は、福

岡県全体の93.2％を占める。福岡県の収繭量は、

上・中位10郡で殆ど大部分を占めていた。昭

和恐慌後の福岡県収繭量動向は、基本的に養蚕

戸数と桑園面積同様に、朝倉郡と築上郡及び三

井郡、浮羽郡が減少率低く、筑紫・糟屋・糸島

3郡と京都郡が減少率高い。八女郡は、桑園面

積の減少率が低く、養蚕戸数と収繭量の減少率
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が高い傾向にあった。

既述の如く、養蚕面積、桑園面積、収繭量を

指標に福岡県内諸郡を主要養蚕地方と準主要養

蚕地方、発展途上養蚕地方に区分すると、1938

年には主要養蚕地方として、朝倉郡、築上郡、

三井郡、宗像郡、浮羽郡の5郡、準主要養蚕地

方として、八女郡、筑紫郡、糟屋郡、糸島郡、

京都郡5郡、発展途上養蚕地方として、その他

諸郡に分かれる。筑前地方の中に、主要養蚕地

方（朝倉郡、宗像郡）と準主要養蚕地方（筑紫

郡、糟屋郡、糸島郡）、発展途上養蚕地方（遠

賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、早良郡）が混在し、筑

後地方にあっては、主要養蚕地方（三井郡、浮

羽郡）と準主要養蚕地方（八女郡）、発展途上

養蚕地方（三潴郡、山門郡、三池郡）が混成す

る。また、豊前地方には主要養蚕地方（築上

郡）と準主要養蚕地方（京都郡）、発展途上養

蚕地方（企救郡、田川郡）が混在している。

1938年には、主要養蚕地方には筑前・筑後・

豊前各地方諸郡が存在し、準主要養蚕地方には

筑前地方を中心に筑後・豊前各地方諸郡を含有

していた。

⑤ 養蚕規模と養蚕生産力
1）養蚕農家一戸当たりの桑園面積

福岡県の郡別養蚕農家一戸当たりの桑園面積

順位は、桑園面積上・中位10郡に限定すると、

第1位八女郡・宗像郡（3.1反）、第2位朝倉郡

（3.0反）、第3位糟屋郡（2.9反）、第4位筑紫郡

（2.8反）、第5位三井郡（2.5反）、第6位糸島

郡・京都郡（2.1反）、第7位築上郡（1.7反）、

第8位浮羽郡（1.5反）の順になる。養蚕農家

一戸当たりの桑園面積が福岡県平均（2.4反）

を上回る諸郡は、第1位～第5位までの6郡（八

女郡、宗像郡、朝倉郡、糟屋郡、筑紫郡、三井

郡）であった。上記1938年の6郡は、1930年

の5郡を（桑園面積下位諸郡に属す遠賀郡を含

む）を上回る。福岡県平均を上回る上記6郡全

てが全国平均（3.2反）を下回る。福岡県の養

蚕規模（養蚕農家一戸当たりの桑園面積）は小

さく、福岡県内に全国平均を上回る諸郡は、企

救郡のみで、上記10郡の中では、1郡も無かっ

たのである。企救郡の桑園経営面積は県内随一

であるが、桑園面積（13.1町）と養蚕戸数（37

戸）は、県内最下位諸郡市群に属する。後述の

如く、企救郡は、片倉製糸の特約地盤である。

養蚕農家一戸当たりの桑園面積順位第1位～第

8位までの10郡の内、最大の第1位八女郡・宗

像郡（3.1反）と最小の第8位浮羽郡（1.5反）

の差は、1.6反の開きがあった。

1930年～ 1938年において、上記10郡の内、

養蚕農家一戸当たりの桑園面積を拡大した諸郡

は、八女郡0.8反（2.3反→3.1反）を最大に、

次いで糟屋郡0.6反（2.3反→2.9反）と京都郡

同（1.5反→2.1反）、朝倉郡0.3反（2.7反→3.0

反）、三井郡0.2反（2.3反→2.5反）の5郡で

あった。逆に減少した諸郡は、糸島郡－0.4反

（2.5反→2.1反）と筑紫郡－0.2反（3.0反→2.8

反）の2郡である。残り3郡（築上郡、浮羽郡、

宗像郡）は、増減無しである。養蚕農家一戸当

たりの桑園面積は増大傾向にはあるものの、各

郡により対応は様々である。桑園経営面積の拡

大にも限界があった。後述の如く、浮羽郡、三

井郡、八女郡は、何れも養蚕農家一戸当たりの

収繭量と桑園反当たりの収繭量を増加させてい

る。この筑後地方3郡は、経営規模拡大乃至肥

料の増投による収繭量拡大を図ったことなどが

要因であろう。筑後地方諸郡の特質といえよう。

築上郡、宗像郡、糟屋郡、京都郡は桑園経営規

模の維持乃至拡大によっても、養蚕農家一戸当

たりの収繭量と桑園反当たり収繭量は減少して

いた。肥料を手控えた結果が一因であろう。そ

れは筑前地方と豊前地方諸郡の特徴といえよう。

筑後地方諸郡とは対照的である。朝倉郡は、養

蚕農家一戸当たりの収繭量の増加と桑園反当た
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り収繭量の減少が生じていた。朝倉郡において

も、桑園経営規模を拡大する一方で、肥料の手

控えが進んでいたのであろう。糸島郡は、養蚕

農家一戸当たりの収繭量の減少に対して、桑園

反当たり収繭量が若干増加する。桑園経営規模

の縮小の一方で、肥料の増投を図っていたので

あろう。筑紫郡は、養蚕農家一戸当たりの収繭

量と桑園反当たり収繭量共に大幅に減少してい

る。筑紫郡の場合は、特に桑園経営規模の縮小

と生産力の減少が同時に進行していた事例とい

えよう。昭和恐慌後の福岡県養蚕業の縮小が続

く中で、各地方諸郡の対応は、地域性を反映し

て様々であった。

2）養蚕農家一戸当たりの収繭量

福岡県の郡別養蚕農家一戸当たりの収繭量順

位は、収繭量上・中位10郡に限定すると、第1

位朝倉郡（56貫719匁）、第2位筑紫郡（46貫

665貫）、第3位三井郡（44貫132匁）、第4位宗

像郡（40貫522匁）、第5位浮羽郡（36貫851

匁）が続く。第1位～第4位までの養蚕農家一

戸当たりの収繭量は、福岡県平均（38貫818匁）

を上回る。第1位～第2位の養蚕農家一戸当た

りの収繭量は、全国平均（44貫348匁）を上回

る。上記全国平均を上回る福岡県諸郡は、極め

て限られていたことになる。第1位～第5位の

上位5郡は、筑前地方3郡（朝倉郡、筑紫郡、

宗像郡）と筑後地方2郡（三井郡、浮羽郡）か

ら構成される。1930年と比べると、養蚕農家

一戸当たりの収繭量上位5郡への筑後地方諸郡

の生産力向上を伴った、存在感のある進出が特

徴的である。この期間に三井郡は、39貫157匁

から44貫132匁に増加し、浮羽郡は33貫702匁

から36貫851匁に増大する。これに反し、筑紫

郡（61貫262匁→46貫65匁）・宗像郡（47貫

456匁→40貫522匁）両郡の生産規模低下、特

に糟屋郡の上位5郡からの脱落に象徴される筑

前地方諸郡の後退局面を窺い知ることができよ

う。但し、筑前地方諸郡の中でも朝倉郡は、生

産規模（養蚕農家一戸当たりの収繭量）をこの

期間に上昇（54貫510匁→56貫719匁）させて

いる。養蚕農家一戸当たりの収繭量は、1930

年の首位が筑紫郡の61貫262匁から1938年に

は朝倉郡の56貫719匁に低下していた。

養蚕農家一戸当たりの収繭量上位5郡以下の

中位諸郡は、第6位八女郡（35貫701匁）、第7

位糟屋郡（32貫588匁）、第8位築上郡（32貫

043匁）、第９位糸島郡（27貫745匁）、第10位

京都郡（23貫468匁）である。中位5郡の養蚕

農家一戸当たりの収繭量は、20貫台～ 30貫台

であった。中位諸郡は、筑後地方1郡（八女郡）

と筑前地方2郡（粕屋郡、糸島郡）、豊前地方2

郡（築上郡、京都郡）から構成される。上・中

位10郡でみると、筑前地方5郡、筑後地方3郡、

豊前地方2郡の構成である。郡数の上では筑前

地方の存在感を示す構成であるといえようが、

前述の如く筑前地方の内、朝倉郡を除けば

1930年に比べて生産規模の低下は否めない。

豊前地方2郡（築上郡36貫576匁→32貫043匁、

京都郡24貫830匁→23貫468匁）においても同

様である。築上郡は、養蚕戸数、養蚕面積、収

繭量において朝倉郡に次ぐ第2位の地位を確立

していたが、生産規模は高いとはいえない。朝

倉郡とは対照的である。主要養蚕地方諸郡の中

で、朝倉郡と筑後地方諸郡（三井郡、浮羽郡）

のみ、生産規模の上昇を実現していたのである。

3）桑園反当たり収繭量

福岡県の郡別桑園反当たり収繭量順位は、収

繭量上・中位諸郡に限定すると、第1位浮羽郡

（24貫436匁）、第2位築上郡（19貫218匁）、第

3位朝倉郡（18貫722匁）、第4位三井郡（17貫

790匁）、第5位筑紫郡（16貫737匁）と続く。

桑園反当たり収繭量第1位～第5位の諸郡は、

福岡県平均（15貫982匁）を上回ると共に、全

国平均（13貫695匁）を大きく上回っている。
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この上位5郡は、筑後地方2郡（浮羽郡、三井

郡）と筑前地方2郡（朝倉郡、筑紫郡）及び豊

前地方1郡（築上郡）の構成である。上位5郡

の桑園反当たり収繭量を1930年と比べてみる

と浮羽郡（23貫005匁→24貫436匁）と三井郡

（17貫330匁→17貫790匁）は増加し、築上郡

（21貫904匁→19貫218匁）、朝倉郡（20貫148

匁→18貫722匁）、筑紫郡（20貫169匁→16貫

737匁）は、何れも減少している。上位5郡の

内、筑後地方2郡のみが生産力（桑園反当たり

収繭量）上昇を実現していた。昭和恐慌後にお

いても浮羽郡と三井郡は、養蚕規模の拡大と共

に積極的な肥料の増投を行っていたのであろう。

筑前地方2郡（朝倉郡、筑紫郡）と豊前地方1

郡（築上郡）共に、生産力の低下が生じていた。

筑後地方諸郡と他の地方諸郡との対照的な形を

とって現れている。上位5郡の中でも、第1位

の浮羽郡と第5位の筑紫郡の間には桑園反当た

り収繭量は、7貫699匁の格差が生じていた。

収繭量上・中位諸郡の中で、桑園反当たり収

繭量上位5郡以下の中位諸郡は、第6位宗像郡

（13貫119匁）、第7位糸島郡（12貫955匁）、第

8位八女郡（11貫412匁）、第９位糟屋郡（11

貫280匁）、第10位京都郡（11貫116匁）であ

る。筑前地方3郡（宗像郡、糸島郡、糟屋郡）

と筑後地方1郡（八女郡）、豊前地方1郡（京都

郡）の構成である。中位5郡は、筑前地方諸郡

が多数を占めていた。

中位5郡の桑園反当たり収繭量は、10貫台前

半に止まる。上位5郡同様に、中位5郡の桑園

反当たり収繭量を1930年と比べてみると、宗

像郡（15貫169匁→13貫119匁）、糸島郡（12

貫366匁→12貫955匁）、八女郡（14貫780匁

→11貫412匁）、糟屋郡（17貫989匁→11貫

280匁）、京都郡（16貫077匁→11貫116匁）で

あった。この内、糸島郡のみが若干生産力の向

上をみているが、その他4郡は全て生産力（桑

園反当たり収繭量）が低下していた。

収繭量下位諸郡の中では、筑後地方3郡市

（久留米市、三潴郡、山門郡）と豊前地方1市

（門司市）及び筑前地方1市（飯塚市）が桑園

反当たり収繭量上・中位諸郡市に登場する。筑

後地方諸郡市と久留米市を始めとする市部の躍

進が特徴的である。

4）掃立蚕種一枚当たりの収繭量

1938（昭和13）年において、福岡県の郡市

別掃立蚕種一枚（＝10グラム換算）当たりの

収繭量（年間）順位は、第1位門司市11貫628

匁、第2位企救郡9貫522匁、第3位筑紫郡8貫

338匁、第4位嘉穂郡8貫069匁、第5位八女郡

7貫891匁、第6位京都郡7貫781匁、第7位若

松市7貫778匁、第8位小倉市7貫436匁、第9

位遠賀郡7貫318匁、第10位三潴郡7貫219匁、

第11位浮羽郡7貫148匁、第12位糟屋郡7貫

113匁、第13位宗像郡6貫916匁、第14位三井

郡6貫688匁、第15位朝倉郡6貫666匁、第16

位鞍手郡6貫659匁、第17位福岡市6貫630匁、

第18位糸島郡6貫535匁、第19位早良郡6貫

478匁、第20位八幡市6貫385匁、第21位直方

市6貫222匁、第22位飯塚市6貫140匁、第23

位久留米市6貫056匁、第24位三池郡5貫932匁、

第25位築上郡5貫931匁、第26位山門郡5貫

909匁、第27位田川郡5貫786匁、第28位大牟

田市5貫439匁である。掃立蚕種一枚当たりの

収繭量の福岡県平均（6貫797匁）は、1930年

同様に全国平均（5貫875匁）を上回る。

福岡県平均（6貫797匁）を上回る県内諸郡

は、第1位門司市～第13位宗像郡まで13郡市

であった。1930年に比べて、5郡市の増加であ

る。市部の台頭が目立つ。筑前地方6郡市（筑

紫郡、嘉穂郡、若松市、遠賀郡、糟屋郡、宗像

郡）、豊前地方4郡市（門司市、企救郡、京都郡、

小倉市）、筑後地方3郡（八女郡、三潴郡、浮

羽郡）の構成であった。



福岡県養蚕業の展開と製糸資本の活動

― 103 ―

全国平均（5貫875匁）を上回る諸郡は、第1

位門司市～第26位山門郡まで福岡県28郡市中

26郡市に上る。1930年比べて、6郡市増加する。

全国平均を下回る諸郡市は、田川郡と大牟田市

の2郡市のみである。但し、両郡市共に全国平

均を大きく下回るわけではない。養蚕業生産力

の高さは、広く福岡県諸郡市に亘り、養蚕業の

衰退を緩和する役割を果たしていたともいえよ

う。

2、福岡県内外製糸資本の製糸工場
　  設立

1917（大正6）年度において、福岡県内の製

糸工場（10人繰・釜以上の器械製糸工場、以

下同）は、少数であった。1914（大正3）年4

月設立の山十組二日市製糸所（筑紫郡二日市町、

780釜、繭使用高17,513石）、1918（大正7）年

2月設立の（株）杷木製糸場（朝倉郡杷木村、

100釜、繭使用高548石）、1886（明治19）年6

月設立の財団法人柳河授産所（山門郡城内村、

50釜、繭使用高716石）である（17）。福岡県最

大の製糸工場は、県外製糸資本の山十組二日市

製糸所であった。上記3製糸工場の繭使用高は、

合計18,777石に上る。この繭使用高は、1917

年福岡県収繭量総量302,530貫の62.1％を占め

ていた。福岡県の産繭購入者は、県内製糸家の

みならず、県外製糸家も存在していたこと、ま

た県内製糸家も県外にて産繭購入を行っていた

ことなどは言うまでもない。この点後述。

翌年以降、製糸工場が次々と設立される。筑

紫郡に土屋製糸場（1919年5月設立、80釜）、

朝倉郡に杷木紡績株式会社（1918年11月設立、

350釜）、朝倉郡是製糸株式会社（1920年4月設

立、150釜）、朝倉中央製糸株式会社（1920年6

月設立、85釜）、浮羽郡に筑豊製糸株式会社大

石工場（1921年2月設立、216釜）、久喜宮製糸

株式会社（1921年7月設立、45釜）、築上郡に

築上製糸株式会社を買収した郡是製糸株式会社

宇島工場（1922年2月設立、128釜）の開業を

みる。

1921（大正10）年度において、筑紫郡に2製

糸工場（合計860釜、繭使用高227,000貫）、朝

倉郡に4製糸工場（合計630釜、繭使用高

126,960貫）、浮羽郡に1製糸工場（216釜、繭

使用高34,206貫）、山門郡に1製糸工場（50釜、

繭使用高9,940貫）、築上郡に1製糸工場（128

釜、繭使用高33,000貫）が操業する（18）。合計

9製糸工場（合計1,884釜、繭使用高合計

431,106貫）であった。この繭使用高は、1921

年の福岡県総収繭量（539,856貫）の79.9％を

占める。1921年度には1917年度同様に福岡県

最大の製糸工場は、山十組の二日市町製糸工場

（780釜、繭使用高210,000貫）である。この繭

使用高は、同年福岡県総収繭量の38.9%を占め

ていた。福岡県内の大製糸工場・山十組二日市

町製糸工場を有する筑紫郡における製糸工場

（2工場）の使用繭量と朝倉郡において操業の

製糸工場（4工場）の使用繭量を合わせると

353,960貫になり、福岡県総収繭量の82.1％を

占めるのである。繭価上昇に加え、製糸工場の

設立増加と生産拡大は、福岡県の主要養蚕地帯

の筑前地方諸郡、特に筑紫郡と朝倉郡の養蚕農

民に養蚕業の拡大意欲を刺激したことであろう。

福岡県において1915（大正4）年の主要繭集

散地は、前掲の如く、朝倉郡甘木町（1ヶ年繭

取引量1,290石）、筑紫郡二日市町（同、1,054

石）、糟屋郡香椎村（同、810石）であった（19）。

上記3ヶ所の繭集散地の繭取引量は、合計3,154

石に上る。福岡県の主要養蚕地帯であり、主要

繭集散地が集中する上記筑前地方諸郡に県外有

力製糸資本の進出がなされたものといえよう。

県外大製糸家を中心に福岡県養蚕農民による

「福岡農法」の成果を繭市場（繭集散地）を介
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して吸収していったのである。

山十組（製糸）、郡是製糸に続いて、1923

（大正12）年に若林製糸（大石工場）の進出に

よって福岡県三大製糸が出揃うことになる。三

大製糸共に、県外大製糸資本であった。

1924（大正13）年に、三大製糸の繭使用高

合計478,204貫は、福岡県内11製糸工場の繭使

用高合計662,251貫の72.2％を占める（20）。県外

三大製糸資本の福岡県製糸業界における圧倒的

な地位を窺い知ることができよう。

1927（昭和2）年度には、この3年間に製糸

工場が18工場に増加し、釜数では1.4倍の2,574

釜、繭使用高は、1.5倍の1,014,848貫に増大す

る（21）。筑紫郡に製糸工場4ヶ所（釜数953釜、

繭使用高357,181貫）、朝倉郡に製糸工場8ヶ所

（釜数743釜、繭使用高249,300貫）、浮羽郡に

製糸工場3ヶ所（釜数363釜、繭使用高211,237

貫）、宗像郡に製糸工場1ヶ所（釜数50釜、繭

使用高20,000貫）、山門郡に製糸工場1ヶ所（釜

数80釜、繭使用高17,130貫）、築上郡に製糸工

場1 ヶ所（釜数360釜、繭使用高180,000貫）

であった。新設製糸工場は、100釜未満の小規

模工場であった。福岡県三大製糸の内、繭使用

高は、この期間に山十製糸二日市製糸所が1.1

倍、若林製糸大石工場が1.6倍、郡是製糸宇島

工場が2.5倍であった。三大製糸の繭使用高

690,281貫は、18製糸工場の繭使用高の68.0％

を占める。三大製糸は、依然として福岡県製糸

業界の中心的な地位を占め続けていたのである。

昭和恐慌期の1930（昭和5）年度において、

製糸工場は、18工場から17工場に1工場減少

する。この内、筑紫郡5工場、浮羽郡4工場、

朝倉郡3工場、宗像郡2工場、糟屋郡・築上郡・

山門郡各1工場である。繭使用高は、浮羽郡

393,955貫が最も多く、次いで築上郡200,250貫、

朝倉郡157,818貫、筑紫郡65,528貫、宗像郡

35,645貫、糟屋郡35,000貫、山門郡14,876貫と

続く。浮羽郡と築上郡の繭使用高において有力

な製糸会社は、若林製糸と郡是製糸の存在であ

る。筑紫郡と朝倉郡の後退は、前者が山十製糸

の倒産とこれを引き継いだ昭栄製糸の生産高急

落であり、後者が製糸工場の大幅減少である。

即ち、朝倉郡は1927年度の製糸工場７ヶ所か

ら1930年度には製糸工場3 ヶ所まで減少した

のである。斯くて、福岡県においては、1930

年度に若林製糸（大石工場）と郡是製糸（宇島

工場））が他の中小製糸工場とは隔絶した生産

規模の県内二大製糸として際立った存在となる。

この二大製糸の繭使用高は489,933貫であり、

福岡県17製糸工場の繭使用高の54.3％を占め

ていたのである。二大製糸の内、繭使用高は、

1927 ～ 1930年度に若林製糸大石工場が289,683

貫から211,000貫に27.2%減少していたのに対

して、郡是製糸宇島工場は180,000貫から

200,250貫に1.1倍の増加であった。郡是製糸の

近代企業としての実力差が昭和恐慌期に明瞭な

姿をとって現れていたのであろう。

1936（昭和11）年度には、福岡県の製糸工

場は、10工場まで減少する（22）。1930年度より

7製糸工場少ない。大幅な製糸工場の減少であ

る。朝倉郡に製糸工場3 ヶ所、何れも10釜前

後の零細工場である。消費繭量は、合計2,939

貫である。筑紫郡には昭栄製糸二日市工場のみ

で394釜、消費繭量78,840貫であった。二日市

工場の繰糸機は、全て普通繰糸機である。多条

繰糸機に全面転換した郡是製糸宇島工場との違

いが明瞭であった。昭栄製糸は、生産量（繭消

費量）の増加に伴い、若林製糸、郡是製糸と共

に福岡県の三大製糸の一翼を形成することにな

る。浮羽郡には製糸工場3ヶ所、釜数合計666

釜、消費繭量101,341貫である。浮羽郡におい

て三大製糸の若林製糸大石工場以外は、中小零

細工場っであった。若林製糸大石工場の繭消費

量のみで浮羽郡消費繭量全体の87.4％を占める。
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若林製糸大石工場の繰糸機は、小岩井式多条繰

糸機384釜（20緒）と普通繰糸機204釜（6緒）

であり、多条繰糸機への転換途上といったとこ

ろであろう。八女郡には製糸工場1ヶ所、釜数

10釜、消費繭量999貫の零細工場のみである。

築上郡においては、製糸工場2ヶ所、釜数合

計771釜、消費繭量合計92,656貫であった。こ

の内、郡是製糸宇島工場のみで722釜、消費繭

量82,173貫に達する。郡是製糸宇島工場の繰糸

機は、後藤式多条繰糸機488釜（20緒）、郡是

式多条繰糸機240釜（20緒）であった。宇島工

場は、最新式の多条繰糸機への転換を終えてい

たのである。福岡県の三大製糸の中で、筑前地

方の筑紫郡を代表する製糸会社が昭栄製糸であ

り、筑後地方の浮羽郡を代表する製糸会社が若

林製糸であり、豊前地方の築上郡を代表する製

糸会社が郡是製糸であった。何れも県外製糸資

本である。この内、郡是製糸は、生産設備を取

り上げてみても他の二大製糸に大きく水をあけ

ていたのである。築上郡と浮羽郡（就中築上

郡）の養蚕業の発展には郡是製糸や若林製糸の

購繭活動と深く係わっていたであろう。この点

後述。

3、福岡県内主要繭購入者の動向

1927（昭和2）年～ 1938（昭和13）年までの

福岡県内の主要繭購入者の動向について、郡是

製糸の内部資料（23）を用いて明らかにしよう。

郡是製糸は、1922（大正11）年に築上製糸

株式会社の事業継承を行い、宇島工場（福岡県

築上郡三毛門村、192釜）を設立する（24）。郡

是製糸は、福岡県以外の九州地方において、

1920（大正9）年4月に宮崎県宮崎市に宮崎工

場（413釜）、1928（昭和3）年4月には熊本県

熊本市に熊本工場（256釜）を各設立する（25）。

郡是製糸は、1927（昭和2）年に福岡県内か

ら89,637貫（上繭、以下同）を購繭する。内訳

は、宇島工場設立地の築上郡から57,938貫（同

郡産繭購入比率42.2%）を購入する。築上郡に

おける郡是製糸以外の主要繭購入製糸会社は、

若林製糸（同24%）、豊中製糸（同17.8%）、片

倉製糸（同6%）、山十製糸（同5％）、小口組

（同3%）であった。上記製糸家は、全て県外大

製糸家である。築上郡最大の購繭製糸会社が郡

是製糸であった。郡是製糸と若林製糸の両県外

大製糸資本で築上郡産繭の3分の2を購入して

いたのである。九州地方出身の豊中製糸を除く

としても、郡是・若林・片倉・山十・小口の県

外大製糸資本で80.2％を占めていた。片倉製糸

の福岡県内購繭地盤としては、築上郡は大きな

意味はなかった。若林製糸は、1923（大正12）

年に地元の筑豊製糸株式会社を継承して、大石

工場（浮羽郡大石村、320釜）を設立する。若

林製糸は、福岡県以外では1926（昭和1）年12

月に熊本県下益城郡河江村に小川工場（300釜）

を起業する。若林製糸は、滋賀県に本社工場

（犬上郡河瀬村）と長浜工場（坂田郡長浜町）

及び福島県に浪江工場を設立する。豊中製糸は、

福岡県に隣接する大分県内の北部地方を中心に

中津工場（下毛郡中津町、424釜）、柳ヶ浦工

場（宇佐郡柳ヶ浦村、268釜）、高田工場（西

国東郡高田町、172釜）、井田工場（大野郡井

田村、240釜）を各設立する。豊中製糸は、大

分県最大の製糸会社である。片倉製糸は、福岡

県に隣接する佐賀県内に鳥栖製糸所（三養基郡

鳥栖町、1,058釜）、小城郡是製糸所（小城郡小

城町、300釜）、大分県内に大分製糸所（大分市、

955釜）、宇佐製糸所（宇佐郡北馬城村、186釜）、

熊本県内に熊本尾沢製糸所（飽託郡白坪村、

450釜）を各設置する。片倉製糸傍系製糸会社

の薩摩製糸（株）鹿児島製糸所（鹿児島県鹿児島

市、572釜）、同宮ノ城製糸所（薩摩郡宮之城町、

253釜）、同鹿屋製糸所（肝属郡鹿屋町、128釜）、
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長崎製糸（株）諫早製糸所（長崎県北高来郡諫早

町、415釜）、同島原製糸所（南高来郡島原町、

156釜）を各設立する。小口組は、宮崎県に都

城製糸場（北諸県郡沖水村、704釜）を開設す

る。

1927年の筑紫郡からは、郡是製糸梁瀬工場

（兵庫県朝来町）が31,699貫を購繭する。同郡

産繭量の19.6%に当たる。郡是製糸以外では同

郡の主な購繭者は、片倉製糸（同、21.28%）、

若 林 製 糸（ 同、18.46%）、 山 十 製 糸（ 同、

16.91%）である。片倉・郡是・若林・山十の

県外4大製糸家で筑紫郡産繭量の76.25％を占

めていた。この内、片倉製糸が同郡最大の購繭

製糸家であった。片倉製糸は、筑紫郡を主要な

購繭地盤の1つとしていたことが分かる。尚、

郡是製糸は、築上・筑紫両郡の産繭量の29.7%

を購入する大製糸家であった。片倉製糸の両郡

からの購繭量は42,671貫であり、郡是製糸の半

分以下であった。山十製糸は、長野県製糸家の

中で、1914（大正3）年に福岡県において最初

に製糸場経営を行っていた。山十組（後に株式

会社化）二日市製糸所（筑紫郡二日市町）であ

る。片倉宇佐製糸所には、1927（昭和2）年に

福岡県田川郡蚕業視察団（郡農会長ほか88名）

及び福岡県京都郡農会長・小島信俊ほか幹部6

名が各来所し、産繭取引について交渉・打合せ

を行なう（26）。

1928（昭和3）年には、郡是製糸は、前年同

様に宇島工場が築上郡を、また梁瀬工場が筑紫

郡を各購繭地域として両郡から105,391貫を購

入する。築上郡からは繭60,061貫（同郡産繭量

の43.5%）、筑紫郡からは繭45,330貫（同、

25.3%）、合わせて両郡産繭量の33.3%を購入す

るのである。筑紫郡からの購繭量は、前年より

１万貫以上の増加であった。他の個別製糸資本

の購繭量は不明。

1929（昭和4）年に、郡是製糸は、福岡県9

郡1市に購繭地域を拡大する。購繭郡市につい

ては、築上郡から64,582貫（同郡産繭購入比率

47.7%）、筑紫郡から31,721貫（同、20.0%）、

朝倉郡から10,358貫（同、3.2%）の購繭を中

心に、三井郡、糟屋郡、京都郡、浮羽郡、八女

郡、嘉穂郡、福岡市に及ぶ。合わせて購繭量

122,660貫に上る。郡是製糸の福岡県内購繭範

囲は、筑前・筑後・豊前各地方の養蚕盛業地を

略網羅することになった。但し、築上・筑紫・

朝倉3郡からの購繭量106,661貫は、福岡県内

購繭総量の87％を占めていた。郡是製糸は、

新たに福岡県最大の養蚕盛業地方の朝倉郡に購

繭進出する一方で、県内他諸郡市にも進出し、

3千貫前後の購繭量（福岡市238貫を除く）を

獲得するようになった。また、郡是製糸は、同

年には佐賀県三養基郡や神崎郡に進出し、数千

貫の繭購入を行なう。1929（昭和4）年は、郡

是製糸の福岡県における購繭活動拡大の転機で

あったといえよう。同年の郡是製糸以外の個別

製糸資本の購繭量については不明。尚、片倉大

分製糸所は、福岡県に行橋繭買入所（京都郡行

橋町）692坪（建坪300坪50、延坪464坪）と

田川繭買入所（田川郡伊田町）500坪（建坪

107.25坪、延坪127.25坪）を開設し、1929（昭

和4）年4月5日に行橋・田川部内特約養蚕組

合蚕業研究会を開催する（27）。

1930（昭和5）年には、福岡県内の主要購繭

会社は、郡是製糸、片倉製糸、若林製糸、山十

製糸、小口組、豊中製糸、日之出製糸、出水製

糸などの県外製糸家であった。地元製糸資本は、

旭製糸、肥後製糸、朝倉中央製糸、太宰府製糸、

朝倉郡是製糸、長谷製糸場などである。郡是製

糸は、同年に福岡県内より132,168貫を購繭す

る。この購繭量は、前年比1万石弱の増加で

あった。資料上明らかな限り、1927（昭和2）

年以降、郡是製糸は、福岡県内からの購繭量が

年々増加する。郡是製糸の福岡県最大の購繭地
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方は、引き続き築上郡であり、同郡より81,627

貫（同郡産繭量の43.6％）を購繭する。築上郡

最大の購繭者は、郡是製糸であった。次いで、

若 林 製 糸（ 同、13.9 ％）、 片 倉 製 糸（ 同、

10.0％）、豊中製糸（同、11.0％）、乾繭組合（同、

6.2％）と続く。県外大製糸家が同郡産繭量の

約80％を購繭する。郡是製糸は、筑紫郡から

は24,430貫（同郡産繭量の14.0％）を購繭する。

従来同様、築上・筑紫両郡が郡是製糸の福岡県

内の２大購繭地盤であった。両郡からの購繭量

は、福岡県内購繭総量の80.24％を占める。こ

れに朝倉郡（購繭量6,161貫）と糟屋郡（購繭

量6,004貫）からの購繭量を合わせると、

89.4%に上る。上記諸郡以外では、郡是製糸は、

三井郡、京都郡、八女郡、嘉穂郡、福岡市、久

留米市を購繭地盤としていた。片倉製糸の福岡

県内の購繭地方は、郡是製糸の内部資料により、

郡是製糸と競合する諸郡市を挙げると、京都郡

（購繭量40,890貫）、糟屋郡（同33,917貫）、筑

紫郡（同33,800貫）、築上郡（同18,709貫）、嘉

穂郡（同14,514貫）、八女郡（同10,168貫）、久

留米市（同2,962貫）、合計154,960貫に達する。

片倉製糸は、京都郡、筑紫郡、糟屋郡、嘉穂郡、

久留米市において最大の購繭者であった。特に

京都郡、嘉穂郡、久留米市では70%以上の購

繭量比率を実現していた。この片倉製糸の購繭

量は、郡是製糸の購繭量を上回る。福岡市から

の購繭量は、不明である。同じく郡是製糸と競

合購繭地盤を有する若林製糸の福岡県内の購繭

諸郡は、朝倉郡（購繭量67,446貫）を筆頭に三

井郡、筑紫郡、糟屋郡、築上郡、八女郡、京都

郡に及び、合わせて217,026貫を購繭する。若

林製糸は、片倉製糸や郡是製糸を上回る、福岡

県最大の購繭製糸家であった。若林製糸は、三

井郡、朝倉郡においては郡是製糸や片倉製糸を

上回る購繭活動を行っていた。山十製糸は、八

女郡（購繭量32,054貫）と糟屋郡（同14,624

貫）から合わせて46,678貫を購繭しており、中

でも八女郡においては山十製糸が最大の繭購入

者であった。小口製糸は、糟屋郡（購繭量

13,149貫）と京都郡（同2,784貫）において繭

購入者（両郡合わせて15,933貫）として現れる。

日之出製糸は、糟屋郡（購繭量7,250貫）、筑紫

郡（同6,621貫）、八女郡（同2,240貫）から合

計16,111貫の購繭がみられる。山十製糸、小口

製糸、日之出製糸共に糟屋郡が購繭地であった。

豊中製糸は、豊前地方の築上郡（購繭量20,580

貫）を中心に京都郡（同1,856貫）合わせて2

郡から22,436貫を購繭する。

1931（昭和6）年と1932（昭和7）年につい

ては、上記資料を欠く。

1933（昭和8）年に関しては、郡是製糸の内

部資料に築上郡の購繭量が欠落しているため、

福岡県からの購繭総量は明らかにできないもの

の、同年に新たに郡是製糸の購繭活動として同

社熊本工場の購繭区域に三池郡を包摂するよう

になった。その他に同年には三井郡（購繭量

8,606貫）、糟屋郡（同17,303貫）、久留米市（同

353貫）、福岡市（同3,097貫）、嘉穂郡（同

3,780貫）において購繭活動を強化して購繭量

を増加する。糟屋郡では片倉製糸や若林製糸と

均衡する程になり、嘉穂郡では購繭量を片倉製

糸と略二分するまでになった。片倉製糸は、郡

是製糸の内部資料には、八女郡（購繭量14,637

貫）、筑紫郡（同14,362貫）、糟屋郡（同18,471

貫）、久留米市（同1,890貫）、嘉穂郡（同4,821

貫）の他に三井郡（同13,265貫）と朝倉郡（同

37,012貫）にも購繭進出がみられ、朝倉郡では

若林製糸を上回る購繭活動を行っていた。更に

は、鐘紡製糸が八女郡（購繭量25,422貫）、朝

倉郡（同20,188貫）、糟屋郡（同10,440貫）、三

井郡（同8,527貫）に購繭会社として登場する。

鐘紡製糸は、八女郡では片倉製糸や若林製糸を

上回る購繭量を獲得していた。若林製糸は、三
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井郡（購繭量36,951貫）と朝倉郡（同33,647

貫）を中心に糟屋郡（同17,668貫）、八女郡

（同6,163貫）から購繭しており、大幅な購入減

少傾向にあったようである。また同年の特徴と

して、乾繭組合が勢力を拡大してきたことであ

る。八女郡（購繭量28,503貫）、筑紫郡（同

88,564貫）、福岡市（同10,577貫）において、

八女乾繭・筑紫乾繭・早福乾繭各組合が首位に

登場する。

1934（昭和9）年においては、郡是製糸は、

福岡県10郡市より124,229貫を購繭する。この

購繭量は、1930（昭和5）年を下回る。郡是製

糸の福岡県内最大の購繭地盤は、従来通り地元

の築上郡である。郡是製糸は、同年に築上郡よ

り76,803貫（同郡産繭量の46.8%）を購繭し、

同じく築上郡を購繭地盤とする豊中製糸（同

14.4%）、片倉製糸（同10.8%）、鐘紡製糸（同

9.0%）を圧倒する。郡是・豊中・片倉・鐘紡

諸製糸の県外大製糸家が築上郡産繭量の81%

を購繭していた。この4大製糸家の築上郡にお

ける購繭量が向上する。郡是製糸は、築上郡に

次いで糟屋郡から14,877貫（同郡産繭量の

27.5％）、筑紫郡からは9,545貫（同9.1%）を各

購繭する。郡是製糸は、築上・糟屋両郡が福岡

県内の2大購繭地盤（特約地盤）であり、筑紫

郡を加えて3大購繭地盤であった。郡是製糸の

購繭地盤としての筑紫郡の後退は、前年にも増

して乾繭組合が拡大したことに依る。筑紫郡に

おいて乾繭組合が同郡産繭量の90.9%を確保し

ていたのである。乾繭組合の台頭による購繭地

盤の変動が生じている。郡是製糸は、この3郡

以外に三井郡（購繭量5,935貫）、朝倉郡（同

5,299貫）から購繭を行う。郡是製糸の福岡県

内主要購繭地盤の上記3郡で郡是製糸の福岡県

産繭購入総量の81.5%（上記5郡で90.5%）を

占める。その他の京都郡、福岡市、嘉穂郡、八

女郡、三池郡からは、1,000貫台～ 3,000貫台の

購繭量に止まる。片倉製糸は、郡是製糸の内部

資料に依ると、同年に郡是製糸と競合する購繭

9郡において110,149貫を購繭する。この片倉

製糸購繭9郡の内、三池郡（産繭量の81.3%）、

嘉穂郡（同63.9%）、京都郡（同61.8%）は、各

郡産繭量に占める片倉製糸の購繭量比率が

81.3%～ 61.8%を占め、他の県外大製糸家を圧

倒する。上記3郡以外の諸郡は、八女郡（同

10.8%）、三井郡（同11.6%）、朝倉郡（同9.3%）、

糟屋郡（同24.5%）、築上郡（同10.8%）であっ

た。若林製糸は、三井郡（同郡産繭量の

44.6%）、糟屋郡（同28.8%）、三池郡（同9.2%）

から合わせて48,649貫を購繭するが、三井郡と

糟屋郡においては、他の大製糸家の購繭比率を

上回り、首位に立つ。若林製糸の購繭量は大幅

に減少する中で、購繭諸郡を三井・糟屋両郡に

集中化していった。鐘紡製糸は、八女郡、三井

郡、朝倉郡、糟屋郡、築上郡を購繭地盤とする。

三井郡（購繭量17,121貫）、築上郡（同14,778

貫）、朝倉郡（同14,689貫）を中心に62,397貫

を購繭していた。昭栄製糸が新たに朝倉郡、糟

屋郡、八女郡の購繭者として登場し、朝倉・糟

屋両郡中心に67,076貫を購入する。その他に豊

中製糸が築上郡と京都郡（合わせて購繭量

26,746貫）、日之出製糸が朝倉郡（購繭量

36,826貫）を各購繭地盤としていたことが分か

る。県外大製糸家として、特に郡是製糸、片倉

製糸、鐘紡製糸の三大製糸が福岡県において購

繭市場を巡り覇を争い、これに昭栄製糸、若林

製糸、豊中製糸、日之出製糸などが参入すると

いう激しい購繭競争が繰り広げられていた。

1935（昭和10）年に、郡是製糸は、新たに

購繭地方として宗像郡が加わり、福岡県11郡

市から116,438貫を購繭する。前年比8千貫弱

の減少である。福岡県の産繭量減少と共に郡是

製糸の購繭量の減少傾向が続く。郡是製糸は、

福岡県内最大の購繭地盤である築上郡から
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72,106貫、朝倉郡から12,645貫を購繭する。築

上郡からの購繭量は同郡産繭量の50％を占め、

これ迄で最も高い比率である。築上・朝倉両郡

合わせた購繭量は、84,751貫（福岡県内購繭総

量の72.8%）に及ぶ。これに糟屋郡（購繭量

6,359貫）、京都郡（同5,899貫）、筑紫郡（同

5,793貫）、福岡市（同4,743貫）を合わせると

107,545貫に上り、福岡県内購繭総量の92.4%

を占める。郡是製糸の福岡県内購繭地盤の分散

化が進む。築上郡と朝倉郡が郡是製糸の福岡県

内二大購繭地盤であり、築上郡が最大の購繭地

盤であることに変わりはないが、築上郡に次ぐ

購繭地盤に関しては変化が生じている。筑紫郡

から糟屋郡、更に朝倉郡へと移行する。産繭量

が減少する中で、県外大製糸家との競合や乾繭

組合の台頭などが関係していよう。郡是製糸の

その他の購繭諸郡は、八女郡、三井郡、嘉穂郡、

三池郡、宗像郡である。宗像郡からの購繭量

457貫を除くと、八女郡以下4郡の購繭量は、

1,000貫台～ 2,000貫台であった。片倉製糸に関

しては、郡是製糸の内部資料から郡是製糸と競

合する購繭地方についてみると、郡別購繭量比

率から判明する限り、朝倉郡（購繭量41,647貫）、

糟屋郡（同16,634貫）、築上郡（同14,400貫）、

京都郡（同12,025貫）、筑紫郡（同11,517貫）、

八女郡（同7,624貫）、三池郡（同6,839貫）、嘉

穂郡（同815貫）の8郡に亘る。この8郡から

の購繭量は、合計111,501貫になり、前年より

若干増加するが、郡是製糸の購繭量を若干下回

る。片倉製糸は、県外大製糸家間では、三池郡、

筑紫郡、八女郡、朝倉郡、京都郡各購繭量にお

いて首位に立つ。鐘紡製糸は、筑紫郡、嘉穂郡、

宗像郡、粕屋郡、朝倉郡、八女郡、三井郡、三

池郡、築上郡の9郡において98,924貫を購繭し

ている。この購繭量は、前年比1.6倍である。

鐘紡製糸の福岡県における購繭範囲は拡大して

おり、特に筑前地方への進出を強化していた。

郡是製糸、片倉製糸、鐘紡製糸共に福岡県にお

いて10万貫前後を購繭する。若林製糸は、前

年同様三井郡（購繭量32,966貫）を主体にして、

糟屋郡（同22,950貫）と朝倉郡（同18,510貫）

を加えた3郡中心に宗像郡、三池郡合わせて

79,997貫を購繭する。糟屋郡においては、若林

製糸が購繭量首位にあった。若林製糸は、福岡

県において県外大製糸家として郡是・片倉・鐘

紡三大製糸に次ぐ購繭量であった。豊中製糸は、

築上郡（購繭量20,160貫）を中心に宗像郡、京

都郡において合計26,733貫を購繭する。昭栄製

糸は、八女郡と糟屋郡において8,116貫を購繭

する。昭栄製糸の朝倉郡からの購繭量は、不明

である。

1937（昭和 12）年に、福岡県産繭総量

1,101,349貫の主要購入者は、郡是製糸の内部

資料による購繭地方についてみると、県外大製

糸家の内、、郡是製糸109,143貫、片倉製糸

107,316貫、若林製糸103,340貫、鐘紡製糸

79,980貫、昭栄製糸66,523貫、豊中製糸18,731

貫である。以上6大製糸家の購繭量合わせて

485,033貫になる。主要養蚕10郡市の産繭量

888,158貫の54.6％を占める。大製糸資本以外に、

乾繭倉庫（乾繭組合）が309,547貫を購入する。

郡是・片倉・若林各製糸は、購繭量10万貫余

で拮抗している。乾繭倉庫が上記10郡市産繭

量の34.9％を占める。乾繭倉庫の繭取扱量が郡

是・片倉・若林三大製糸の購繭量に匹敵する程

の規模に拡大する。福岡県産繭処理機関として

乾繭倉庫（乾繭組合）の役割が著しく高まる。

製糸資本家にとって大きな脅威である。

郡是製糸は、福岡県上記10郡市から109,143

貫を購繭する。嘉穂郡からは撤退している。2

年前に比べ購繭量7千貫強の減少である。郡是

製糸の福岡県からの購繭量の減少が続く。郡是

製糸は、豊前地方（築上郡、京都郡）から

56,351貫、筑前地方（朝倉郡、筑紫郡、糟屋郡、
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宗像郡、福岡市）から36,735貫、筑後地方（三

井郡、八女郡、三池郡）から16,057貫を購繭す

る。地方別比率は、豊前地方51.6%、筑前地方

33.7%、筑後地方14.7%である。郡是製糸は、

豊前地方が購繭量最多である。中でも築上郡か

ら50,654貫（同郡産繭量の38.1%）を購繭する。

郡是製糸は、他の大製糸資本を圧倒する、築上

郡最大の購繭者であり、引き続き築上郡を福岡

県内最大の購繭地盤としていた。築上郡は、郡

是製糸以外にも片倉製糸、鐘紡製糸、若林製糸、

豊中製糸といった県外大製糸家との購繭競争下

にあった。郡是製糸は、筑前地方の購繭4郡市

において朝倉郡から18,222貫、筑紫・糟屋両郡

から6,000貫台、宗像郡から4,000貫台、福岡市

から2,000貫弱を各購繭する。郡是製糸の筑前

地方最大の購繭地盤は、朝倉郡であった。朝倉

郡及び糟屋郡は、郡是製糸の他に片倉製糸、鐘

紡製糸、若林製糸、昭栄製糸といった大製糸資

本による熾烈な購繭競争の舞台であり、その中

で郡是製糸は、後塵を拝していた。両郡共に郡

是製糸は、上記四大製糸の購繭量には及ばな

かった。郡是製糸は、筑後地方においては、三

井・八女両郡にて7,000貫前後を購繭する。三

井郡は、郡是製糸以外に片倉製糸、鐘紡製糸、

若林製糸、昭栄製糸が購繭地盤として郡是製糸

を上回る購繭をしており、郡是製糸は、劣勢に

立っていた。八女郡にあっては、片倉製糸と鐘

紡製糸が郡是製糸と略互角の競争を挑んでいた。

片倉製糸は、郡是製糸の内部資料をみる限り

（郡是製糸と競合する購繭地方に限定）同年に

福岡県7郡において、上述の如く107,316貫を

購繭しており、郡是製糸に次ぐ購繭量である。

片倉製糸の九州地方所在の製糸所の内、鳥栖製

糸所（佐賀県）、宇佐製糸所（大分県）、大分製

糸所（大分県）が福岡県を原料繭地盤（特約地

盤）としていた。1936（昭和11）年に福岡県

から、鳥栖製糸所が16万2千貫余、宇佐製糸所

が7千貫余、大分製糸所が6千貫弱を購繭する。

鳥栖製糸所は、福岡県内に田主丸繭取扱所（浮

羽郡田主丸町）、原町繭取扱所（糟屋郡仲原村）、

田川繭取扱所（田川郡伊田町）を各開設してい

る。その他に鳥栖製糸所には、北野買入所（三

井郡北野町）、甘木買入所（朝倉郡甘木町）、前

原買入所（糸島郡前原町）が存在する。片倉製

糸の鳥栖製糸所は、福岡県内において浮羽郡、

糟屋郡、田川郡、三井郡、朝倉郡、糸島郡を特

約地盤としていることが判明する。福岡県内に

おいて、宇佐製糸所は築上郡を、大分製糸所が

京都郡、企救郡を各特約地盤としていた。片倉

製糸の上記3製糸所が福岡県内を郡別に分けて、

特約地盤としている。郡是製糸の上記内部資料

は、片倉製糸の購繭諸郡として浮羽郡（筑後地

方）、田川郡、企救郡（以上豊前地方）、糸島郡

（筑前地方）の4郡が欠落している。片倉製糸は、

福岡県内において郡是製糸との購繭競争の無い

諸郡が上記4郡あり、郡是製糸以上の購繭領域

を有していた。郡是製糸の購繭10郡市に対し、

無購繭18郡市あり、無購繭郡市が多いとはいえ、

福岡県内の主要養蚕地方を略網羅している。片

倉製糸は、福岡県における購繭諸郡の内、筑前

地方（朝倉郡、糟屋郡）を中心に筑後地方（三

井郡、八女郡、三池郡）、次いで豊前地方（築

上郡、京都郡）から購繭する。片倉製糸の購繭

地域として、筑前地方の中では筑紫郡、宗像郡、

福岡市を欠く。片倉製糸は、朝倉郡から53,711

貫を購繭し、福岡県内からの購繭総量の50％

を占める。糟屋郡からの購繭量14,080貫を合わ

せた67,791貫は、同63.2％を占める。筑後地方

では、三井郡からの購繭量が最多の17,400貫、

次いで三池郡8,723貫、八女郡5,500貫と続く。

筑後地方では、片倉製糸の購繭地域は、三井郡

のみで過半の55％を占める。豊前地方からは、

築上郡と京都郡からの購繭量は、合わせて7,902

貫に止まる。福岡県内の原料繭地盤は、郡是製
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糸が築上郡中心、片倉製糸が筑前地方中心とし

ていたことが判明する。片倉・郡是二大製糸の

福岡県内における主要購繭地方区分が生じてい

た。片倉製糸は、朝倉郡と三池郡において、郡

是製糸、鐘紡製糸、若林製糸、昭栄製糸の大製

糸資本の購繭量を大幅に上回る。糟屋郡におい

ては、購繭量首位の若林製糸と拮抗する。筑前

地方を購繭地盤とする上記五大製糸家の中で、

片倉製糸が最大の購繭者である。

若林製糸は、郡是製糸の内部資料に依れば、

福岡県6郡から上述の如く103,340貫を購繭す

る。福岡県を購繭地盤とする大製糸家の内、郡

是製糸、片倉製糸に次ぐ第3位の購繭量である。

若林製糸は、福岡県内では筑前地方（朝倉郡、

糟屋郡、宗像郡）を中心に、筑後地方（三井郡、

三池郡）、次いで豊前地方（築上郡）から購繭

する。筑前地方の朝倉郡（購繭量35,390貫）と

筑後地方の三井郡（購繭量38,000貫）が若林製

糸の二大購繭地盤であった。両郡購繭量合わせ

て73,390貫は、若林製糸の福岡県内購繭総量の

71％を占める。福岡県内を購繭地域とする五大

製糸家の内、若林製糸は、三井郡と糟屋郡にお

いて購繭量首位であった。若林製糸には、筑紫

郡、福岡市、八女郡、京都郡の4郡は、購繭地

域に含まれていない。

鐘紡製糸は、福岡県内を8郡から上記の如く

79,980貫を購繭する。福岡県内から購繭する大

製糸家の中で、鐘紡製糸は、郡是製糸、片倉製

糸、若林製糸に次ぐ、第4位の購繭量である。

鐘紡製糸は、片倉・若林両製糸同様、筑前地方

（朝倉郡、宗像郡、糟屋郡、筑紫郡）を中心に、

筑後地方（三井郡、八女郡、三池郡）、次いで

豊前地方（築上郡）から購繭する。筑前地方の

朝倉郡（購繭量28,501貫）と筑後地方の三井郡

（購繭量16,100貫）が鐘紡製糸の２大購繭地域

であった。両郡合わせて購繭量44,601貫は、鐘

紡製糸の福岡県内購繭総量の55.8％を占める。

鐘紡製糸は、宗像郡においては、同郡内で購繭

する大製糸家の中で若林製糸、郡是製糸を上回

る購繭量首位にあった。京都郡と福岡市につい

ては、鐘紡製糸の購繭はみられない。

豊中製糸は、郡是製糸の内部資料に依れば、

福岡県の中で豊前地方の築上郡において18,731

貫を購繭するのみである。豊中製糸の築上郡に

おける、郡是製糸に次ぐ購繭量は、鐘紡製糸、

若林製糸、片倉製糸の各購繭量を3倍以上上回

る。豊中製糸は、福岡県内においては、従来か

ら最大の原料繭地盤であった築上郡に特化して

いたようであった。

乾繭倉庫（乾繭組合）は、7郡市（朝倉郡、

宗像郡、筑紫郡、福岡市、八女郡、築上郡、京

都郡）各乾繭倉庫の取扱量を合わせると

309,547貫になる。この繭量は、上記7郡市産

繭量723,836貫の42.8％を占める。また福岡県

内において購繭活動を行なう郡是製糸・片倉製

糸・鐘紡製糸・若林製糸・昭栄製糸・豊中製糸

の6大製糸家の各購繭量を大幅に上回る上、郡

是・片倉・鐘紡の3大製糸家を合わせた購繭量

をも上回る。乾繭倉庫は、筑前地方（朝倉郡、

宗像郡、筑紫郡、福岡市）を中心に、豊前地方

（築上郡、京都郡）、次いで筑後地方（八女郡）

に存在する。乾繭倉庫は、筑前地方の朝倉郡

（繭取扱量71,635貫）、宗像郡（同69,839貫）、

筑紫郡（同65,223貫）各郡と筑後地方の八女郡

（同40,519貫）、豊前地方の築上郡（同40,321

貫）が主要拠点であった。乾繭倉庫は、築上郡

を除き、6郡市においてその取扱繭量は、上記

6大製糸家の購繭量を上回る。築上郡において

は、郡是製糸の購繭量が乾繭倉庫の取扱繭量を

上回る。筑紫郡乾繭倉庫の取扱繭量は、同郡産

繭量の83.1％を占めるほど高い。次いで、宗像

郡乾繭倉庫の同比率が73.2%、福岡市乾繭倉庫

が同じく72.2％、京都郡乾繭倉庫が同66.5%、

八女郡乾繭倉庫が同63.4%、築上郡乾繭倉庫が
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同30.3%、朝倉郡乾繭倉庫が同22.3%の順にな

る。糟屋郡、三井郡、三池郡各郡においては、

乾繭倉庫の取扱量は、郡是製糸の内部資料上で

は皆無である。筑前地方の筑紫郡を始め、宗像

郡、福岡市各乾繭倉庫の取扱繭量比率が特に高

いことが特徴的である。乾繭倉庫の繭取扱量が

次第に増加し、郡是・片倉両製糸を始めとする

大製糸家にとって存在を脅かし兼ねない脅威と

もなろう。乾繭組合の隆盛は、繭特約取引を進

める大製糸家たちにとって対応に苦慮する事態

である。乾繭の品質・価格などは、取引上の重

大問題になろう。

1938（昭和13）年に、郡是製糸は、福岡県

内より127,558貫を購繭する。この購繭量は、

福岡県産繭量の17.2％を占めており、前年に比

べて2万貫弱増加する。詳細は不明。

4、福岡県の繭特約取引と乾繭取引

1928（昭和3）年に、福岡県産繭総量（上繭）

1,303,024 貫 の 内、 生 繭 販 売 が 1,214,282 貫

（93.2%）に上り、乾繭販売は87,530貫（6.7%）

に過ぎなかった（28）。生繭販売量の内、繭市場

販売が1,056,191貫（87.0%）を占めていた。同

年に福岡県において、特約組合は329組合（同

組合員10,178人）、特約養蚕組合の繭取引量

244,808貫、特約製糸6工場であった。福岡県

の繭移出入量の内、主な移出先地方は、佐賀県、

大分県、熊本県であり、主な移入繭の生産地方

は佐賀県、熊本県である。福岡県の移出繭量は

504,176貫（同県産繭総量の38.7%）、移入繭量

は231,358貫（同17.8%）であり、移出繭量が

移入繭瞭の2倍以上になる。既述の如く福岡県

は、県外大製糸家の購繭地であった。

片倉製糸の蚕種統一状況に関しては、福岡県

を特約地盤に組み込んでいた鳥栖製糸所、宇佐

製糸所、大分製糸所についてみると、1929（昭

和4）年に鳥栖製糸所は、片倉社製蚕種が春蚕

期28%、指定又は承認蚕種が春蚕期55％（夏

秋蚕期100%）、関係無き蚕種が春蚕期17%。宇

佐製糸所は、片倉社製蚕種が春蚕期54%（夏秋

蚕期78%）、指定又は承認蚕種46%（夏秋蚕期

22%）。大分製糸所は、片倉社製蚕種が春蚕期

49%（夏秋蚕期51%）、指定又は承認蚕種が春

蚕期42%（夏秋蚕期22%）、関係無き蚕種が春

蚕期9%（夏秋蚕期27%）であった（29）。

1932（昭和7）年には、福岡県産繭上繭総量

1,029,129貫の内、生繭販売が755,185貫（73.4%）

に低下し、乾繭販売は271,744貫（26.4%）に

高まる（30）。同年に福岡県において、特約組合

691組合（同組合員21,571人）、特約繭取引量

（春・夏秋蚕繭合計）578,142貫は、1928年比各

2倍以上の増加である。特約製糸16工場に増大

する。この16製糸工場の内、特約製糸15工場

が蚕種1,040,287グラムを配布する。また特約

製糸6工場が88,898円の資金融通（内、肥料資

金87,973円、その他925円）を行なう。

同年に特約製糸が県内特約養蚕組合に配付し

た春蚕種の内、片倉製糸が「豊黄×瑞祥」、郡

是製糸が「郡是黄×S号」、「郡是白×郡是金」、

「S号×郡是白」、同じく夏秋蚕種は片倉製糸が

「正白×満月」、「栄光×満月」、「豊黄×満月」、

「大安×満月」、郡是製糸が「郡是白×台白」、

「大白龍×郡是白」、「分離白×日蚕支106号」、

「大白龍×台白」などを挙げることができる。

優良蚕種の配布が拡大する。

1935（昭和10）年に、福岡県産繭上繭総量

961,959貫の内、生繭販売が71.8%（609,687貫）

に若干低下する一方で、乾繭販売は28.2%

（271,227貫）に若干増加する（31）。昭和恐慌後

の福岡県産繭総量の減少が続く中で、生繭販売

量の急落が進む。福岡県の乾繭販売量は、全国

第5位である。この全国的地位は、1932（昭和

7）年の全国第12位から大幅に上昇している。
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生繭販売総量690,732貫の内、繭市場販売が

178,125貫（25.8%）を占めるに過ぎなくなる。

1928（昭和3）年当時と比べ、急激な減少であ

る。その一方で、繭特約取引が主要な取引形態

となる。福岡県において、特約組合は683組合

（同組合員16,572人）、特約取引繭量（春・夏秋

蚕繭合計）512,607貫、特約製糸19工場であっ

た。福岡県産繭総量の減少に中で、特約組合数、

同組合員数、特約取引繭量共に若干減少するが、

特約製糸工場は増加する。

1937（昭和12）年において、福岡県産繭上

繭総量974,820貫の内、特約取引555,217貫

（57.0%）、乾繭取引358,767貫（36.8%）、生繭

取引60,836貫（6.2％）である（32）。特約取引が

主要な繭取引形態であることに変わりはないが、

1935年に比べ、増加率は特約取引が1.1倍、乾

繭取引が1.3倍である。乾繭取引が特約取引を

上回る増加率であった。

福岡県において特約組合592組合（同組合員

15,416人）、特約製糸15工場（内、繭売買業者

2名を含む）であった。この内、特約製糸13工

場が特約組合519組合に蚕種671,121グラムを

供給する。特約製糸11工場が特約組合352組合

に肥料その他の物品を供給し、特約製糸4工場

が特約組合53組合に資金15,354円（用途：肥

料資金14,454円、その他900円）を融通する。

また特約製糸13工場が特約組合542組合に養蚕

指導員を派遣していた。福岡県の特約取引繭移

出数量は237,577貫、同移入数量が242,404貫で

あった。移出繭量と移入繭量が拮抗しており、

福岡県内特約製糸の生産活動の高まりを示すも

のといえよう。移出先地方は、佐賀県、熊本県、

大分県の九州地方諸県に限らず、山梨県、長野

県、岐阜県、島根県、岡山県、高知県に分散・

拡大する。移入先地方は、熊本県と大分県で

あった。九州地方諸県における繭特約取引数量

は、長崎県を除き、熊本県の1,866.148貫を筆

頭に大分県、宮崎県、鹿児島県、佐賀県、福岡

県と続く。但し、上繭生産数量に占める特約取

引割合は、佐賀県が97.9%（全国第2位）に上

り、大分県、熊本県共に70%台であった。

1937年に、特約製糸が福岡県内の特約養蚕

組合に配付した春蚕種は、片倉製糸が「分離白

1号×満月」、「豊白×瑞祥」、郡是製糸が「郡

是白×郡是金」、「郡是金×郡是黄」、鐘紡製糸

が「鐘白×改良新白」、「国蚕支17号×改良新

白」、夏秋蚕種は、片倉製糸が「分離白1号×

満月」、「国蚕日111号×国蚕支107号」、郡是

製糸が「国蚕支107号×台白」、「台白×分離

白1号」、「分離白1号×国蚕糸106号」、鐘紡製

糸が「鐘白×改良新白」、「国蚕支17号×改良

新白」、「分離白1号×改良新白」などを挙げる

ことができる。三大製糸による優良蚕種の進化

と配布拡大が進む。

福岡県の乾繭組合は9組合、組合加入養蚕者

15,823人、出荷上繭量358,767貫である。乾繭

組合のこの出荷繭量は、組合員の上繭総量

（春・夏秋蚕繭合計）の58.8%を占める。福岡

県の乾繭出荷繭量は、全国第11位であった。

福岡県以上に、全国的に乾繭取引が進行してい

たことになる。九州地方諸県において、乾繭組

合の出荷繭量は、鹿児島県の609,900貫を最多

として長崎県、熊本県、宮崎県、福岡県と続く。

中でも長崎県は、上繭量に占める乾繭取引量の

比率が86.1%を占めて、全国第1位であった。

片倉製糸の鳥栖製糸所特約取引繭量は、1927

年に春蚕繭223,990貫（春蚕繭のみ。特約取引

率89.5%）、1930年度には500,000貫（特約取引

率100%）に達する。鳥栖製糸所は、1930（昭

和5）年1月4 ～ 7日において、京都高等蚕糸

学校三矢教授を聘し、各地養蚕組合にて桑園改

良講習会を開催する（33）。「聴講者多数ニテ大イ

ナル効果ヲ納メ得タリ」という。同年1月18日

に京都府何鹿郡蚕糸同業組合長小雲嘉一郎氏を
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聘し、鳥栖製糸所管内各組合に対し組合並びに

養蚕経営に関する講演会を開催する。「多数聴

講者ニ大ナル感銘ヲ与ヘタリ裨益甚大ナリト思

料ス」と述べている。同年2月27日より向こう

10日間の予定にて特設組合全部に地方別担当

者を定め、組合長、小組合長を集めて次の事項

の打合せを行なう。1930年必行事項、1、組合

組織、2、桑園肥培、3、養蚕経営、4、設備の

完成、5、飼育の方法、6、上簇の改良、7、購

繭、8、技術員設置、9、講習、講話、協議、研

究会、10、共同購入斡旋等である。同年3月22

～ 26日に鳥栖製糸所より派遣の蚕業技術員に

対し研究協議会を開催する。次の事項を審議し、

「徹底的指導」の打合せを行なう。1、養蚕組合

と桑園改良、2、春蚕の改良、3、稚蚕共同飼育

の方法等である。出席者・鳥栖製糸所蚕業課員

共約70名。同年4月10 ～ 11日に鳥栖製糸所管

内特約組合地の常設技術員の春蚕飼育上に関す

る協議会を開催する。協議事項・1、養蚕の経

営と桑園改良、2、春蚕の改良、3、稚蚕共同飼

育の方法である。出席者50余名。郡農会技手、

鳥栖製糸所関係者列席。同年に鳥栖製糸所は、

佐賀県と福岡県における蚕種の改良・統一と短

期養蚕技術員の新設を行なう。短期養蚕技術員

新設に関しては、鳥栖製糸所特約組合員の養蚕

技術の向上を図り、作柄の安定と繭質の向上を

促すためには適当な技術員を設置し、実地指導

することが最も捷径である。そこで鳥栖製糸所

直接推薦任用者63名、地方推薦任用者28名合

計91名を特約組合に派遣し、春秋を通じてそ

の給料額に対し約4割、即ち1人平均190余円

を補助して実地指導に従事させたところ、「其

成績ハ蚕作ニ於テ収繭ニ於テ何レモ空前ノ成績

ヲ挙ゲ組合員ヲ利導啓発セルコトノ効果大ナル

モノアリキ」と報告している。鳥栖製糸所は、

1931（昭和6）年4月2日の佐賀県下特約養蚕

組合技術員会の開催に続いて、同年4月9日に

福岡県下特約組合養蚕技術員会を開催し、佐賀

県と同様に次の事項を協議・指示する（34）。1、

産繭改良方針（イ、優良原料統一、ロ、優良蚕

種の普及、ハ、稚蚕共同飼育の徹底、ニ、蚕作

の安定）、2、注意事項（イ、養蚕経営に関する

方針、ロ、桑園経営に関する事項、ハ、桑園施

肥に関する件）、3、打合事項（イ、蚕室設備に

関する件、ロ、蚕室蚕具の消毒、ハ、蚕種の催

青、ニ、飼育に関する事項、ホ、上簇に関する

事項、ト、収繭及び選繭に関する事項）である。

斯くて、鳥栖製糸所が特約取引を通じて、福岡

県養蚕業の発展に寄与していたことは疑いの無

いところであろう。

片倉製糸の大分製糸所特約取引繭量は、1927

年140,345貫（特約取引率36.3%）から逐年増

加し、1931年には 365,917貫（特約取引率

82.3%）に上昇する。大分製糸所は、福岡県の

京都郡と田川郡を特約地盤としていた。京都郡

行橋町に行橋出張所と田川郡伊田町に田川出張

所を開設する。1929（昭和4）年4月5日に大

分製糸所は、行橋・川田各出張所部内特約養蚕

組合蚕業研究会（組合幹部、購繭員、技術員出

席）を開催する（35）。蚕業技術員として常置員

（主任）を行橋・田川各出張所に1名宛配置し

ている。その他に蚕業技術員として関係技術員

を京都郡に奥平弁蔵外5名、田川郡に宮入督外

2名を配置する。品位賞として特約養蚕組合

241組合（経費3,585円）の内、春期・行橋出

張所管内21組合（同165円）、田川出張所管内

9組合（同135円）、秋期・行橋出張所管内20

組合（同200円）、田川出張所管内8組合（同

150円）が受賞する。別に田川郡において品評

会を開催する。大分製糸所は、1929年に特約

組合督励費として193名（大分県144名、宮崎

県44名、愛媛県5名）に2,154円贈呈。模範桑

園19 ヶ所（反別9反歩）設置。蚕種36,860枚

（春期16,400枚、初秋期4,600枚、晩秋期15,860
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枚）配付。肥料30,000叺（組合桑肥25,000叺、

その他5,000叺）、その他共大分製糸所組合施設

総経費50,429円支出。大分製糸所は、1933年

に特約養蚕組合（組合収繭量522,523貫）に養

蚕資金（35,698円）、蚕種（123,523円）、肥料

（230,637円）、養蚕取次品（33,025円）を配付・

斡旋していた。

片倉製糸の宇佐製糸所特約取引繭量は、1927

年に104,695貫（特約取引率88.0%）に上り、

1930年度には66,000貫（特約取引率100%）に

及ぶ。宇佐製糸所は、1933年に特約養蚕組合

（組合収繭量147,290貫）に養蚕資金（7,090円）、

蚕種（36,751円）、肥料（76,078円）、養蚕取次

品（32,486円）を配付・斡旋している。宇佐製

糸所は、1929（昭和4）年5月6日に特約養蚕

組合産繭向上会を挙行する（36）。出席者・組合

長178名、購繭人30名、来賓重松代議士外37名。

優勝旗14旗、片倉株式20枚を14組合に賞与す

る。宇佐製糸所は、1931年4月20日に蚕繭向

上会表彰式を挙行する（37）。同年6月16日には

宇佐製糸所管内蚕業技術員を集合し、夏肥使用

打合会を催す。同年11月29日に片倉米穀肥料

（株）の纐纈氏を宇佐製糸所管内各組合講演の

ために招聘する。翌12月11日には宇佐製糸所

各出張所主任及び常置技術員を招致し、纐纈技

師出席の下に1932（昭和7）年度農蚕対策につ

いて協議する。斯くの如く、片倉製糸は蚕種の

改良・統一を図る一方で、養蚕業改良・養蚕技

術向上のための施策を十全に実行していたので

ある。

次に、乾繭組合の興隆に片倉製糸の対応策は、

如何なるものであったか。以下この点について

考察することにしよう。

1935（昭和10）年2月3日に開催の片倉製糸

所長会議において、原料部長の挨拶（注意事

項）（38）の中で「…昨今世論ノ焦点トナツテ居

ルノハ産繭処理統制問題テアリマス。之ハ既ニ

発表サレテアル如ク乾繭取引、特約取引、組合

製糸及委託製糸ノ四ノ形式ニ限定セントスルノ

デアリマス。且其処理ハ原則トシテ養蚕実行組

合又ハ産業組合ヲシテ行ハシメントスルモノデ

アル…養蚕団体ノ強化工作ト関係シテ特ニ考慮

ヲ払フヘキ所デアリマス　乾繭取引ノ強制ニ付

テハ之ニ反対スルノ輿論彌熾テアル為カ最近国

ハ其方針ヲ著シク緩和シ…従来奨励シツツアル

乾繭組合ト略々同様ノ内容ヲ有スル組合ヲ奨励

スルモノト考ヘラルル…而シテ国ノ計画ハ五ヶ

年間ニ千数百万円ノ国帑ヲ投シテ、産繭処理統

制ヲ完成セントスルノテアリマシテ、就中共同

乾繭倉庫ト乾繭機ノ設置ニ対シテハ相当力ヲ注

カントスルモノノ様テアリマスカラ、今後該組

合ハ急速ニ増加スルコトハ明カテアリマス。従

テ…今ヨリ地方的事情ニ応シテ該組合トノ協調

ニ留意シ或ハ進ンテ蚕種ノ統一指導ノ徹底策ニ

付テハ本社ノ方針ニ則リ準組合トシテ取引ヲ行

フ等機ニ応シテ善処スル様努力セラレタイノテ

アリマス。」と述べ、更に「今回ノ産繭処理案

ニ於テ生繭取引ヲ排シ乾繭取引又ハ特約取引ヲ

主トセントスルコトハ却テ特約組合ヲ設置スル

上ニ有利ナリト信スルノテアリマス」と特約取

引の将来を未だ楽観的に捉えているのであった。

翌々 1937（昭和12）年2月25日に開催の片

倉製糸工場長会議において、原料部長の挨拶

（注意事項）（39）の中で「産繭処理統制法ト改正

蚕糸業組合法ノ実施ニ依リ愈々特約取引ノ認可

制度、養蚕実行組合及養蚕業組合ノ改組ノ重要

事項カ順次実施セラルルニ至レリ。従テ今後繭

取引事情ニ多大ノ変化ヲ来サントシツツアリ

近時町村産業組合、乾繭組合、組合製糸等ノ

産業組合ニ於テ産繭処理ヲ統制セントスルノ企

図漸ク濃化シツツアリ。又地方ニ依リテハ養蚕

業組合等カ之ニ相呼応シテ其実権ヲ掌握セント

スルモノアリ。之カ為動（モ）スレハ法律ノ趣旨

ヲ曲解シ何等必要ナキ地方ニ強テ此等ノ組合ヲ
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組織シ円満ナル発達ヲ遂ケタル特約地盤ヲ破壊

セントスルモノアリ。又其供繭ヲ擁護センカ為

特約取引ノ認可ニ対シ殊更ニ困難ナル条件ヲ要

求シテ之ヲ阻止セントスルモノアルヤニ聞ク斯

ノ如キ当局者ニ対シテハ誠意ヲ披瀝シ飽ク迄其

是正ヲ促シ又特約組合員ニ対シテハ乾繭組合、

組合製糸等ノ不利ナル現状（赤字財政ニ悩ムコ

ト、一度加入スルバ脱退容易ナラサルコト、乾

繭組合ハ員外者ニアリテモ利用シ得ルコト、抜

売ニ対シテハ産繭処理統制法第五条ノ統制命令

カ適用サルルコトアルコト、組合理事者中ニハ

倒産スルモノ少ナカラサルコト等）ヲ充分ニ理

解セシメ之ヲ未然ニ防止スヘシ…今後工場ニ依

リテハ地方事情ト原料取入ノ関係上乾繭組合ヲ

利用シテ乾繭ノ特約取引又ハ予約取引ヲ為スモ

止ムヲ得サル場合アルベク此場合ニ於テモ優良

ナル産繭地帯ヲ選定シ可成継続的ニ取引ヲ為シ

得ル様留意アリタシ。」と述べている。特約組

合員には、乾繭組合や製糸組合等の産業組合の

産繭処理統制強化が進む中で、財政赤字に悩む

等の乾繭組合、組合製糸などの実態を充分に理

解させること、また乾繭組合を利用する場合は、

優良産繭地帯に限定することを求めていた。

翌1938（昭和13）年2月25日に開催の片倉

製糸工場長会議において、原料部長の指示事

項（40）の中で「産繭処理統制法実施以来当社原

料対策ノ根幹タル特約取引ノ情勢ヲ観マスルニ

逐年増大ノ一路ヲ辿リ現在ニ於テハ内地各工場

ハ概ネ特約取引ニヨリ其ノ所要原料ヲ充足シ得

ルニ至ツタニデアリマス…特約取引ノ進展ハ独

リ当社ノミニ止マラズ全国的デアリマシテ今ヤ

繭処理形態ノ六割ニ達スル圧倒的勢力ヲ占ムル

ニ至リマシタ為ニ茲ニ勢ヒ他ノ処理形態トノ間

ニ相剋摩擦ヲ激化スルニ至ツタコトハ誠ニ止ム

ヲ得ザルノ情勢ト申ス外ナイノデアリマス此間

乾繭組合及ビ組合製糸ノ助成、生繭市場ノ救済

等ヲ目的トスル官庁、団体ノ奨励、統制力ノ強

化或ハ一部蚕種製造者ノ策動、中小製糸業者ノ

介在等ハ益々其ノ事態ヲ紛糾セシメ地方ニヨツ

テハ不法ニ特約ノ既得権益ヲ脅威侵害シ或ハ特

約取引本来ノ使命遂行ニ当然附随スル蚕種ノ配

給、指導ノ問題等ニ迄容喙スルニ至レル如キハ

甚ダ遺憾トスルトコロデアリマス　思フニ此ノ

動向ハ今後全国的ニ益々深刻ナルベキヲ察知セ

ラルルノデアリマス…」と特約取引の既得権益

を侵害する深刻な事態に立ち入ったことを述べ

ている。更に「蚕糸業組合法ノ制定以来養蚕関

係団体ハ漸次其ノ体制ノ整備ヲ見ルニ至リ一面

産業組合ノ拡充強化ト相俟ツテ所謂自治統制ノ

美名ノ下ニ養蚕家ノ欲セザル処理形態ヲ強要シ

或ハ蚕種ノ配給、技術ノ指導ノ統制権ヲ獲得セ

ントスル動向特ニ顕著ナルモノガアルノデアリ

マス殊ニ甚ダシキハ最近某地方ニ於テ団体統制

力ヲ濫用シ不振ナル産業組合ノ為其ノ組合員ニ

非ラザル一般養蚕者、特約養蚕者及営業製糸ニ

対シ生繭ノ取引ニ応ジ手数料ヲ徴収シテ其ノ負

債整理ニ充当セント企ツルモノアルニ至ツテハ

其弊モ甚シト云ハネバナリマセヌ又蓋シ自治統

制ニ藉口シテ行ハルル施設ノ多クハ委菲不振ナ

ル産業組合ノ救済策ニ非ズンバ一部野心家ノ策

動ニ胚胎スルモノ尠クナイノデアリマシテ其ノ

統制施設ハ妥当ヲ欠キ実情ニ即セズ常ニ物議ヲ

醸スノデアリマス…」と述べ、更に特約組合・

組合員の産業組合への非加入指導や養蚕組合代

議員総数の半数以上を特約組合関係より選出し、

養蚕大衆の意図に背馳する組織、団体の不常決

議を阻止すること、また地方有力者、各部門団

体幹部等と密接な連絡を保ち、妥当ならざる計

画・施設を未然に防止する方策を採用すること

の必要性を訴え、改めて養蚕業組合代議員の選

出及び地方有力者、各部門団体幹部等との密接

な連絡が特約強化政策の枢軸であると強調して

いる。

上記指摘の手数料問題の具体的内容について
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は、片倉製糸において、1929（昭和4）年に鳥

栖製糸所が筑紫郡乾繭取引に対して、再度武井

監督と鳥栖製糸所長・事務長にて折衝・打合せ

の結果、筑紫郡内にある片倉製糸特約組合の産

繭に限り乾燥を省き、生繭にて鳥栖製糸所へ直

送する、所謂従来通りの取引を行なうことに合

議解決する。但し、その付帯条件として生繭

100匁に対し、春１銭４厘、初秋１銭1厘、晩

秋１銭の割合にて乾繭所に補助することとなっ

た（41）。鳥栖製糸所は、同年3月22日に筑紫郡

乾繭所問題について郡是製糸二日市出張所の主

任・臼井喜八郎氏と会見していた。片倉製糸は、

筑紫郡から次第に後退・撤退していくことにな

る。

大分製糸所の場合は、同年1月28日に「繭取

引並養蚕同業組合手数料問題協調ノ為メ」、県

下各養蚕組合代表者と（大分県蚕糸同業組合）

製糸部会員との会合により、次の事項を協定す

る。1、製糸家特約組合買入所は、全部臨時市

場と認め自由販売できること。2、手数料は、

市場以外は生繭1貫匁に付3銭、特約組合は2

銭以内にて寄付の形式に拠ること。

片倉製糸に限らず、製糸家にとって手数料支

払いを強いられ、コスト増は避けて通れない事

態が生じるようになった。製糸資本と乾繭組合

との原料繭を巡る熾烈な獲得競争が激化してい

く。尚、鳥栖製糸所は、1927（昭和2）年9月

26日に福岡県蚕種同業組合長・白水道夫氏及

び筑紫郡技手中尾光造氏と片倉製糸及び福岡県

下の養蚕組合と共同出資の福岡県是製糸会社設

立に関して協議し、趣旨書を作成する（42）。こ

の内容と結末は明らかでないが、この件につい

ては不首尾に終わったようである。

おわりに

福岡県養蚕業は、1916（大正5）年に養蚕戸

数、桑園面積、収繭量何れも全国順位で下位グ

ループに属し、その後1930（昭和5）年にかけ

て発展し、全国順位では中位グループに上昇す

る。昭和恐慌を境に福岡県養蚕業は後退を辿る

が、1938（昭和13）年においても辛うじて全

国順位で中位グループを確保していたのである。

養蚕戸数、桑園面積、収繭量、蚕種掃立枚数

を指標に福岡県諸郡を主要養蚕地方、準養蚕地

方、発展途上養蚕地方に分類すると、1916（大

正5）年には主要養蚕地方として、朝倉郡、筑

紫郡、三井郡、八女郡、糟屋郡の5郡（以上、

筑前地方3郡、筑後地方2郡）、準主要養蚕地方

として、宗像郡、浮羽郡、糸島郡、築上郡、鞍

手郡の5郡（以上、筑前地方3郡、筑後地方1郡、

豊前地方1郡）、発展途上養蚕地方として、嘉

穂郡、早良郡、遠賀郡、三池郡、田川郡、京都

郡、三潴郡、山門郡、企救郡の9郡（以上、筑

前地方3郡、筑後地方3郡、豊前地方3郡）を

挙げることができる。春蚕飼育以外に、夏秋蚕

飼育の普及が進む。養蚕業の普及度が高い諸郡

では、春・夏秋蚕飼育の集約的養蚕経営が盛ん

に行われていた。次いで、1930（昭和5）年に

は主要養蚕地方（朝倉郡、築上郡、筑紫郡、糟

屋郡、宗像郡、糸島郡～以上、筑前地方5郡、

豊前地方1郡）、準主要養蚕地方（浮羽郡、八

女郡、三井郡、京都郡～以上、筑後地方3郡、

豊前地方1郡）、その他諸郡が発展途上養蚕地

方に分かれる。主要養蚕地方として、朝倉郡、

筑紫郡、粕屋郡に変化はなかったが、宗像郡、

糸島郡、築上郡は準主要養蚕地方から主要養蚕

地方へと上昇する。八女郡と三井郡は主要養蚕

地方から準主要養蚕地方へと後退する。豊前地

方から唯一築上郡が主要養蚕地方として台頭す

る。築上郡以外の豊前地方からは、京都郡が準

主要養蚕地方として浮上する。1916年～ 1930

年の間に福岡県養蚕業は、筑前地方諸郡（朝倉

郡、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、糸島郡）を中心
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に拡大・発展を遂げたといえよう。その後、昭

和恐慌を経て1938（昭和13）年に至ると、主

要養蚕地方（朝倉郡、築上郡、三井郡、宗像郡、

浮羽郡～以上、筑前地方2郡、筑後地方2郡、

豊前地方1郡）、準主要養蚕地方（八女郡、筑

紫郡、糟屋郡、糸島郡、京都郡～以上、筑前地

方3郡、筑後地方1郡、豊前地方1郡）、その他

諸郡が発展途上養蚕地方であった。朝倉郡と築

上郡に変化はなかったが、三井郡と浮羽郡が準

主要養蚕地方から主要養蚕地方に上昇する。筑

紫郡、糟屋郡、糸島郡が主要養蚕地方から準主

要養蚕地方に後退する。1930年代には主要養

蚕地方として朝倉郡と築上郡は不動であったが、

その他諸郡特に、筑前地方諸郡（筑紫郡、糟屋

郡、糸島郡）に大きな変動が見られたのである。

農業戸数に占める養蚕戸数の比率についてみ

ると、1916（大正5）年に福岡県平均8.1%に対

して、全国平均31.9%である。福岡県には全国

平均を上回る郡は皆無であり、最も高い比率で

も朝倉郡の22.1%に止まる。福岡県養蚕業の普

及は、全国的にみると遅れていたといえよう。

次いで、1930（昭和5）年には福岡県平均は

27.5%に上昇するが、全国平均39.6%には及ば

ない。県内で全国平均を上回る諸郡は、朝倉郡

（64.0%）、宗像郡（57.4%）、築上郡（55.5%）、

筑紫郡（49.4%）、糟屋郡（48.7%）、浮羽郡

（41.7%）、糸島郡（40.9%）の7郡に増える。筑

前地方4郡、筑後地方1郡、豊前地方1郡であっ

た。筑前地方主要・準主要養蚕諸郡を中心とし

た養蚕業の普及・拡大が進んでいた。1938（昭

和13）年に至ると福岡県平均は16.8%に大きく

低下する。全国平均は、30.7%の低下に止まる。

福岡県の低下率は、全国平均を上回る。農業戸

数に占める養蚕戸数の比率が全国平均を上回る

諸郡は、朝倉郡（48.2%）、築上郡（48.2%）、

宗像郡（39.9%）、浮羽郡（31.5%）の4郡に減

少する。筑前地方2郡、筑後地方1郡、豊前地

方1郡であった。1930年当時主要養蚕地方に属

した筑前地方諸郡（筑紫郡、糟屋郡、糸島郡）

は、養蚕業からの撤退が急増する。福岡県の一

部諸郡は、農業戸数に占める養蚕戸数の比率が

全国平均を上回っていたが、福岡県平均（従て、

大部分の諸郡）は、1900年代以降1930年代に

かけて一貫して全国平均を下回っているのであ

る。全国的にみると、福岡県養蚕業の普及度の

低さは、変わらずに推移していたものといえよ

う。

養蚕農家一戸当たりの桑園面積については、

1916（大正5）年に福岡県平均2.0反に対して、

全国平均2.6反である。福岡県平均は全国平均

に及ばず、福岡県の桑園経営面積は、小規模で

あった。福岡県において全国平均以上の諸郡は、

企救郡（5.4反）、田川郡（3.2反）、八女郡（2.8

反）、三井郡（2.8反）、筑紫郡（2.7反）、三池

郡（2.6反）、京都郡（2.6反）の7郡である。豊

前地方3郡、筑後地方3郡、筑前地方1郡であっ

た。上記7郡中5郡が発展途上養蚕地方である。

次いで、1930（昭和5）年には福岡県平均2.3

反に上昇するが、全国平均3.2反との格差が広

がる。1916 ～ 1930年に福岡県平均が0.3反増

に対し、全国平均は0.6反増の2倍の開きが生

じていた。同年に福岡県において全国平均を上

回る諸郡は、皆無である。1916年に全国平均

を上回っていた7郡の内、筑紫郡のみが0.3反

増して3.0反に拡大するが、その他6郡は全て

減少していた。即ち、企救郡が2.0反、田川郡

が2.3反、八女郡・三井郡2.3反、三池郡1.7反、

京都郡1.5反に低下する。最大でも宗像郡の3.1

反に止まる。1938（昭和13）年においては、

福岡県平均は、2.4反に微増する。全国平均は、

増減なく3.2反を維持する。福岡県平均と全国

平均の開差が依然として存続する。福岡県にお

いて、全国平均以上の諸郡は、企救郡（3.5反）、

嘉穂郡（3.2反）の2郡に過ぎない。企救郡と
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嘉穂郡において、最も有力な特約製糸は、前者

が片倉製糸、後者が片倉製糸、次いで鐘紡製糸

であった。福岡県の養蚕農家一戸当たりの桑園

面積は、1916 ～ 1938年にかけて一貫して全国

平均を下回り、福岡県の桑園経営面積の小規模

性が特徴的であった。

養蚕農家一戸当たりの収繭量は、1916（大正

年）に福岡県平均17貫650匁に対して、全国平

均32貫325匁である。全国平均は、福岡県平均

の1.8倍という大差が付いていた。福岡県の平

均産繭規模は、全国平均に比べて大分劣るとい

えよう。福岡県において全国平均を上回る諸郡

は、三井郡（35貫446匁）のみであった。次い

で、1930（昭和5）年には福岡県平均は39貫

639匁に増加するが、全国平均48貫043匁との

間には大きな開差が生じている。両者の生産規

模格差は、依然として歴然であった。但し、

1916 ～ 1930年に福岡県平均の増加率2.2倍は

全国平均1.5倍を上回り、両者の生産規模格差

は、1916年の14貫675匁から1930年の8貫404

匁に縮小する。1930年に福岡県において全国

平均を上回る諸郡は、筑紫郡（61貫262匁）と

朝倉郡（54貫510匁）に過ぎない。1938（昭和

13）年に至っては、福岡県平均は、38貫818匁

に微減する。全国平均は、44貫348匁に減少す

る。全国平均を上回る福岡県諸郡は、朝倉郡

（56貫719匁）と筑紫郡（46貫665匁）のみで

ある。全国平均の減少率7.7%に対し、福岡県

平均の減少率が2.1%に止まり、両者の生産規

模格差は5貫530匁に縮小するとはいえ、福岡

県平均は、依然として全国平均を下回る。福岡

県の養蚕農家一戸当たりの収繭量は、1916 ～

1938年を通じて一貫して全国平均を下回り、

福岡県の養蚕農家産繭規模の小規模性が特徴的

であるといえよう。

養蚕農家一戸当たりの蚕種掃立枚数（年間）

は、1916（大正5）年に福岡県平均1.38枚に対

して、全国平均3.26枚である。福岡県平均と全

国平均の間に1.88枚の格差があり、福岡県の蚕

種掃立規模は全国平均との隔たりが大きい。福

岡県において全国平均を上回る諸郡は、皆無で

あった。福岡県諸郡の中で最も高い養蚕農家一

戸当たりの蚕種掃立枚数は、三井郡の2.51枚に

止まる。次いで、1930（昭和5）年には、福岡

県平均は、4.53枚増の5.91枚に急増する。全国

平均は、福岡県平均を上回る、5.1枚増の8.36

枚に上る。全国平均と福岡県平均の蚕種掃立規

模格差は更に拡大し、2.45枚に開く。福岡県に

おいて全国平均を上回る諸郡は、筑紫郡（8.38

枚）のみであった。1938（昭和13）年に至ると、

福岡県平均は、57.11グラム（10グラム＝1枚

換算で5.71枚）に3.4%減少する。全国平均は、

75.49グラム（10グラム＝1枚換算で7.55枚）

に9.7%減少する。減少率では福岡県平均は、

全国平均を下回る。養蚕農家一戸当たりの収繭

量と同様の傾向である。福岡県において全国平

均を上回る諸郡は、朝倉郡（85.08グラム）の

みである。福岡県の養蚕農家一戸当たりの蚕種

掃立枚数は、1916 ～ 1938年において一貫して

全国平均を下回っており、福岡県の蚕種掃立規

模は、小規模であったことが特徴といえよう。

桑園反当たり収繭量（年間）は、1916（大正

5）年に福岡県平均8貫931匁に対して、全国平

均12貫263匁である。全国平均と福岡県平均の

収繭量格差は3貫332匁あり、福岡県の養蚕業

生産力の低さが際立つ数値である。福岡県にお

いてこの全国平均を上回る諸郡は、浮羽郡（12

貫837匁）と三井郡（12貫778匁）の筑後地方

2郡のみであった。次いで、1930（昭和5）年

には福岡県は約2倍の17貫532匁に急増する。

1916年比8貫601匁の増加である。全国平均は、

1.2倍の14貫907匁であった。1916年比2貫644

匁の増加に止まる。福岡県の桑園反当たり収繭

量は1916 ～ 1930年間に急激に増加し、全国平
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均を上回るまでになったのである。福岡県平均

と全国平均の差は、2貫625匁である。但し、

この逆転は、既に1920（大正9）年から始まっ

ていた。福岡県において全国平均を上回る諸郡

市は、久留米市（24貫913匁）、山門郡（24貫

396匁）、浮羽郡（23貫005匁）、築上郡（21貫

904匁）、筑紫郡（20貫169匁）、朝倉郡（20貫

148匁）、三潴郡（20貫086匁）、大牟田市（19

貫172匁）、糟屋郡（17貫989匁）、三井郡（17

貫330匁）、京都郡（16貫077匁）、福井市（16

貫010匁）、若松市（15貫667匁）、宗像郡（15

貫169匁）、三池郡（14貫934匁）の15郡市に

上る。筑後地方7郡市、筑前地方6郡市、豊前

地方2郡であった。上記20貫以上の郡市は7郡

市を占め、特に筑後地方に多く見られる。昭和

恐慌を経た1938（昭和13）に至ると、福岡県

平均は、15貫982匁である。1930年比1貫550

匁の減少であった。全国平均は、13貫695匁で

ある。1930年比1貫212匁の減少であった。福

岡県平均と全国平均には2貫287匁の差が生じ

ている。福岡県において全国平均を上回る諸郡

市は、久留米市（28貫242匁）、浮羽郡（24貫

436匁）、築上郡（19貫218匁）、三潴郡（19貫

176匁）、山門郡（19貫147匁）、朝倉郡（18貫

722匁）、三井郡（17貫790匁）、飯塚市（17貫

500匁）、筑紫郡（16貫737匁）、門司市（16貫

667匁）、三池郡（14貫547匁）の11郡市であっ

た。筑後地方6郡市、筑前地方3郡市、豊前地

方2郡市である。上記20貫以上の郡市は、筑後

地方の2郡市であった。福岡県の桑園反当たり

収繭量は、1920年以降全国平均を下回ること

なく、一貫して高い蚕繭生産力を確保していた

のである。福岡県の養蚕規模は小さく、全国平

均を下回り続けていたが、養蚕生産力に関して

は全国平均を上回る新たな事態が生じることに

なった。こうした動向が福岡県養蚕業に新たな

特質を付与することになる。

掃立蚕種一枚当たりの収繭量（年間）は、

1916（大正5）年に福岡県平均12貫808匁（蚕

種1枚＝100蛾換算）に対して、全国平均9貫

915匁（同）である。福岡県平均が全国平均を

上回り、その格差は2貫893匁の開きがあった。

統計上明らかな限り、既に1900年代より掃立

蚕種一枚当たりの収繭量は、福岡県平均が全国

平均を上回っていたのである。「福岡農法」の

普及は、その一環として養蚕業分野においては

福岡県型養蚕業ともいうべき多肥投入を中心と

する生産力の高さを早期に実現していたのであ

る。福岡県養蚕業は、「福岡農法」の普及を礎

に独自の発展を遂げたものといえよう。

福岡県において全国平均を上回る諸郡は、第

1位の築上郡（14貫802匁）から第14位の浮羽

郡（10貫380匁）までの14郡に上る。福岡県

19郡中14郡までが全国平均を上回っていたの

である。筑前地方6郡、筑後地方5郡、豊前地

方3郡の内訳である。福岡県平均を上回る諸郡

は、筑後地方3郡（三潴郡、八女郡、三井郡）、

豊前地方2郡（築上郡、企救郡）、筑前地方2郡

（朝倉郡、筑紫郡）であった。特に筑後地方に

高位生産力諸郡が集中する。次いで、1930（昭

和5）年には、福岡県平均6貫712匁（蚕種1枚

＝28蛾換算）に対して、全国平均5貫746匁

（同）である。1916年に引続き福岡県平均が全

国平均を上回る。両者の差額は、966匁（100

蛾換算では3貫450匁）になる。福岡県におい

て全国平均を上回る諸郡市は、第1位の築上郡

（7貫464匁）から第20位の三潴郡（5貫789匁）

までの20郡市に上る。養蚕業を営む福岡県25

郡市中20郡市が全国平均を上回っていたので

ある。筑前地方9郡市、筑後地方6郡市、豊前

地方5郡市であった。福岡県平均を上回る諸郡

は、豊前地方3郡（築上郡、京都郡、企救郡）、

筑前地方3郡（筑紫郡、糟屋郡、朝倉郡）、筑

後地方2郡（山門郡、三池郡）である。高位生
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産力諸郡は、県内各地方に分散する。1938（昭

和13）年に至ると、福岡県平均（蚕種一枚＝

10グラム換算）は、6貫797匁である。全国平

均（同）は、5貫875匁であった。福岡県平均

が全国平均を922匁上回る。福岡県において全

国平均を上回る諸郡市は、第1位の門司市（11

貫628匁）から第26位の山門郡（5貫909匁）

の26郡市に上る。養蚕業を営む福岡県28郡市

中26郡市が全国平均を上回っていたのである。

筑前地方14郡市、筑後地方7郡市、豊前地方5

郡市であった。豊前地方1郡（田川郡）、筑後

地方1市（大牟田市）以外は、全て全国平均を

上回る。福岡県平均を上回る諸郡市は、筑前地

方6郡市（筑紫郡、嘉穂郡、若松市、遠賀郡、

糟屋郡、宗像郡）、豊前地方4郡市（門司市、

企救郡、京都郡、小倉市）、筑後地方3郡（八

女郡、三潴郡、浮羽郡）であった。高位生産力

諸郡市は、筑前地方中心に豊前地方、筑後地方

に分散している。

福岡県には地元資本以外に県外大製糸資本の

山十組（山十製糸、後に経営破綻）、郡是製糸、

若林製糸などが進出する。筑紫郡に山十組二日

市町製糸場、浮羽郡に若林製糸大石工場（筑豊

製糸継承）、築上郡に郡是製糸宇島工場（築上

製糸継承）を各設立する。上記福岡県内三大製

糸以外に、福岡県を購繭地とする県外大製糸資

本の片倉製糸（鳥栖製糸所、大分製糸所、宇佐

製糸所）、鐘紡製糸、豊中製糸、小口組、肥後

製糸、出水製糸などが存在する。福岡県におい

て日本三大製糸の片倉製糸、郡是製糸、鐘紡製

糸が原料繭争奪戦を展開する修羅場であった。

郡是製糸は、宇島工場、梁瀬工場（兵庫県朝

来郡）乃至宇島工場二日市乾繭場（筑紫郡二日

市町）、熊本工場（熊本市）別に福岡県内購繭

区域を分割する。1930（昭和5）年には宇島工

場が築上郡と京都郡、梁瀬工場が筑紫郡、福岡

市、糟屋郡、朝倉郡、三井郡、嘉穂郡、八女郡、

久留米市を各購繭区域とする。1934（昭和9）

年には宇島工場が築上郡と京都郡、熊本工場が

三池郡、そして梁瀬工場に代わり二日市乾繭場

が福岡市、八女郡、三井郡、朝倉郡、糟屋郡、

筑紫郡、嘉穂郡を各区域とする。

片倉製糸は、鳥栖製糸所（佐賀県）が福岡県

内では朝倉郡、糸島郡、糟屋郡、三井郡、浮羽

郡、田川郡などを購繭地盤（特約地盤）とする。

宇佐製糸所（大分県宇佐郡）は、福岡県内では

築上郡、京都郡（1927年大分製糸所に移管）、

企救郡（1929年に大分製糸所に移管）を原料

繭地盤とし、大分製糸所（大分県大分市）は、

京都郡（1927年宇佐製糸所より移管）、田川郡

（後、鳥栖製糸所に移管）、企救郡（1929年宇

佐製糸所より移管）を購繭地盤（特約地盤）と

する。

福岡県内において郡是製糸が他の製糸資本と

競合する購繭地方について日本の三大製糸を中

心にみると、片倉製糸は、1930（昭和5）年に

京都郡、糟屋郡、筑紫郡を中心に築上郡、嘉穂

郡、八女郡、久留米市から購繭していた。片倉

製糸が購繭量首位の諸郡市は、京都郡、糟屋郡、

筑紫郡、嘉穂郡、久留米市であった。築上郡は

郡是製糸が首位であり、八女郡は山十製糸が首

位であった。1937（昭和12）年には朝倉郡を

中心に、次いで三井郡、糟屋郡、三池郡、築上

郡、八女郡、京都郡を特約地盤としていた。上

記7郡の中で朝倉郡購繭量は、片倉製糸の福岡

県内購繭総量107,316貫の50.0％を占めており、

朝倉郡が片倉製糸の最大の特約地盤であった。

郡是製糸は、1930（昭和5）年に築上郡を中

心に、次いで筑紫郡、朝倉郡、糟屋郡、三井郡、

京都郡、八女郡、嘉穂郡、福岡市、久留米市の

県内10郡市から購繭していた。特に郡是製糸

が宇島工場設置の築上郡からの購繭量は、郡是

製糸の福岡県内購繭総量の61.8％を占めており、

築上郡が郡是製糸の最大の特約地盤であった。
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築上郡と筑紫郡の合計購繭量は、郡是製糸の福

岡県内購繭総量の80.2％に達する。1937（昭和

12）年には郡是製糸は、築上郡を中心に次いで

朝倉郡、三井郡、八女郡、筑紫郡、糟屋郡、京

都郡、宗像郡、三池郡、福岡市の県内10郡市

から購繭する。就中郡是製糸は、築上郡からの

購繭量が福岡県内購繭総量の46.4％を占め、

1930年同様に築上郡が郡是製糸の最大の特約

地盤であった。築上郡と朝倉郡の合計購繭量は、

郡是製糸の福岡県内購繭総量の63.1％に上る。

鐘紡製糸は、1933（昭和8）年に八女郡と朝

倉郡を中心に、次いで糟屋郡、三井郡4郡から

購繭している。翌1934（昭和9）年には三井郡、

築上郡、朝倉郡を中心に八女郡、糟屋郡合わせ

て5郡から購繭していた。前年より八女郡と糟

屋郡からの購繭量は減少し、特に八女郡からの

購繭量は急減し、上記5郡合計購繭量の13.5％

に過ぎなくなる。1937（昭和12）年には朝倉

郡と三井郡を中心に、次いで宗像郡、糟屋郡、

八女郡、築上郡、筑紫郡、三池郡8郡から購繭

する。朝倉・三井両郡からの合計購繭量は、鐘

紡製糸の購繭総量の55.8％を占める。

昭栄製糸は、1937（昭和12）年に朝倉郡を

中心に、次いで三井郡、糟屋郡、三池郡の4郡

から購繭していた。朝倉郡からの購繭量のみで、

昭栄製糸の購繭総量の70.9％に達する。これに

三井郡からの購繭量を加えると、昭栄製糸購繭

総量の85.4％に上る。

若林製糸は、1937（昭和12）年に三井郡と

朝倉郡を中心に、次いで糟屋郡、宗像郡、三池

郡5郡から購繭する。三井郡と朝倉郡からの購

繭量合計は、若林製糸の購繭総量の71.0％に及

ぶ。

豊中製糸は、1937（昭和12）年に築上郡の

みから購繭する。豊中製糸と郡是製糸の築上郡

からの購繭量を合わせると、築上郡上繭産繭総

量の52.2％を占める。

乾繭倉庫（乾繭組合）の各郡市上繭産繭総量

に占める繭取扱量比率は、1937（昭和12）年

に筑紫郡83.1％、宗像郡73.2%、福岡市72.2％、

京都郡66.5%、八女郡63.1％を占め、上記郡市

においては、乾繭取引が主要取引形態となって

いたことが分かる。その中で、朝倉郡22.3%、

築上郡30.3%と低く、両郡においては特約取引

が主要取引形態であった。筑紫郡に代表される

福岡県乾繭取引の拡大は、筑紫郡に顕在化する

養蚕業の後退に見られる如く、養蚕業の発展に

直ちに結びつく取引形態とはいえないようであ

る。朝倉郡は、片倉製糸、昭栄製糸、鐘紡製糸

の福岡県内最大の特約地盤であり、若林製糸の

主要特約地盤であった。築上郡は、郡是製糸と

豊中製糸最大の特約地盤である。三井郡は、片

倉製糸の主要特約地盤であり、若林製糸最大の

特約地盤である。片倉製糸と若林製糸の三井郡

からの購繭合計量は、三井郡上繭産繭総量の

59.2％を占め、これに鐘紡製糸と昭栄製糸及び

郡是製糸の購繭量を合わせると、同94.2％に達

する。

昭和恐慌を経て福岡県養蚕業が縮小・後退す

る中で、1937（昭和12）年に筑紫郡を始めと

して福岡県内諸郡市で乾繭組合の発展がみられ

たとはいえ、朝倉郡、築上郡、三井郡などの諸

郡では乾繭取引は限られており、特約製糸との

取引の中で養蚕業の衰退を抑制し、養蚕業の堅

実な歩みを確保することができたものといえよ

う。「福岡農法」の普及によって福岡県型養蚕

業の独自の発展を辿り、昭和恐慌後の1930年

代において特約製糸との取引拡大が乾繭取引

（乾繭組合）が支配的な地方に比べ更なる発展

局面を切り開くことができた事例を朝倉郡、築

上郡、三井郡などの諸郡の中に見出すことがで

きよう。乾繭取引（乾繭組合）の盛んな諸郡市

においては、養蚕業発展の展望を見出すことは

困難であるといえよう。
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１．問題の所在

フランツ・カフカの『訴訟』（Der Prozeß）に

挿入されている「掟の門」という寓話は、接近

不可能な物語として知られている。だが、法と

「法外なもの」という視点から考察する時、有

益な論点を呈示している。すなわち、法と法外

なものを線引きする「境界」は何かという問題

である。「法外なもの」として扱われた者たち

が、自らを法の外部に追いやっている法に向き

合う時、直面する問題はまさにこれである。そ

れゆえ、「法外なもの」として扱われた者たち

は、批判の対象を法それ自体に向けるのではな

く、法や掟の前の社会的な偏見や差別に向けて

いるのだ。法に対する批判が困難なのは、批判

の対象である法が無傷のままに批判後も存続し

続けているからに他ならない。それどころか、

法にとって法の外部に追いやられた「法外なも

の」こそが、非合理的であったという論理が構

築されてしまうのだ。法に対する批判を困難に

している問題は、「法外なもの」は、法それ自

体が産み出しているにもかかわらず、法を批判

するためにこの問題を解こうとすると法が批判

の対象から逃れてしまうということだ。法は、

境界を画定し、境界の画定によって「法外なも

の」を排除する力を行使する。この法と「法

外」なもののパラドックスを見極めることこそ

が、法批判を困難にしている問題に対して応え、

ようやく法を批判の俎上に挙げることになるの

ではなかろうか。この問いに応えるためにはデ

リダの『法の力―権威の神秘的基礎』（1994

法・正義・暴力――法と法外なもの

西角　純志

年）』が有益だと考える（1）。

デリダの『法の力』の議論で重要な要因とな

るのが「暴力」の問題である。法の「執行可能

性」（enforceability）には、力が含まれている

からである。すなわち、法と暴力とは不可分な

ものである。デリダは、法が実効性をもつもの

として存在すること自体に、「法外なもの」を、

法が設定する境界の外へ遺棄する力が内在して

いるとしている。デリダは、正義が法＝権利で

ないとし、「正義」を決して同一の平面上に立

つことのできない他者との関係で「法の脱構

築」を通じて探求している。デリダは、法その

ものに内在する他者を排除する力を洞察した上

で、正義を「法外な他者」とのあいだでこそ語

られるべきものだというのだ。

デリダにおける正義の問題を考える場合一番

大きなモチーフになるのは他者の問題である。

「応答可能性」や「責任」といった問題は、他

者がいてはじめて問題になるからである。すな

わち、正義の問題は、他者の問題である。デリ

ダやレヴィナスのいう他者とは、本質的には了

解不可能性をもつ問題である。それは、ヘーゲ

ル的な意味での自己と他者の相互承認ではなく、

自己に対してある根源的な異質性をもった存在

が他者である。他者と自己の間の了解性が自己

を産み出し、了解不可能な他者の存在は、同一

性としての自己を根源的に脅かす。「応答可能

性」（responsabilité/Verantwortung）とは、まず

もって他者からの呼びかけに応答する「責任」

である。「すべての他者はまったき他者」であ

るという開かれた単独性において眼の前の他者
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との非対象的な関係へと踏む込み、誰も代わる

ことができない仕方でその呼びかけに応じるこ

となのである。他者を眼の前にし、他者を無視

することも、手を差し伸べることも他者に対す

る応答なのだ。すなわち、「応答可能性」とは、

「応答しないことができない」ということに他

ならない。言い換えれば、他者に対して、「無

関心ではないこと」、「無関係でいることができ

ない」ような状態である。デリダによると、他

者に応えることは、他者がそこにいることを認

め、自分が「今ここにいる」ことを表明するこ

とである。他者に対して自分がここにいること

を伝えるとは、他者に対する自分の「応答可能

性」を、すなわち、「責任」を表明することで

ある。デリダは、他者に対する「責任」を引き

受けることを「法の脱構築」を通じて「正義」

（justice/Gerechtigkeit）へと向かう出発点と捉え

ている。そして、他者への応答は、「法の脱構

築」という形で遂行される。つまり、他者から

正義への呼びかけを聴き届け、それに応える形

で既存の法を、一時停止＝宙吊りし、法に新た

な正義を体現させようとすることによって、他

者に対する責任が引き受けられるのである。デ

リダは、そのような他者に応答し、正義を実現

させようとする際に避けることのできない困難

を「責任のアポリア」として描いている。無限

に正義であるような仕方で他者に対する責任を

全うすることはできない。ある他者に対して応

えようとするとき、それ以外の他者たちを犠牲

にして、その他者に対して不正を働いてしまう

からだ。他者に応答することを通じて、来たる

べき「正義」へ向かうとは、「責任のアポリア」

を耐え抜くことである。

本稿は、上記の問題関心に対して回答を与え

るために次のような構成をとって探究する。ま

ず、２.においてデリダの『法の力』（1994年）

における「掟の神秘的基礎」という概念に着目

し、掟＝法には法を遵守させ、信奉させるとい

う「行為遂行的な力」が作動していることを示

す。３.ベンヤミンの『暴力批判論』（1921年）

の議論を参照し、法と法外なものを画定する境

界線を探る。加えて、警察と刑罰の領域におけ

る死刑について考察する。４．死刑制度をめぐ

るデリダとカントの議論の論点を整理し、「同

害報復」の原理及びその逆説性について論じる。

５．正義の法外性と神的暴力との関係を論じ、

クルト・ヒラーの命題を検討する。６．最後に、

正義の担い手とその可能性について考察する。

２．掟の神秘的基礎

デリダは、『法の力』において「法の脱構築」

を展開するにあたり、「掟（loix）が信奉され

ているのはそれらが正義にかなうからではなく、

それらが掟であるからだ」というモンテーニュ

の『エセー』の言葉を引いている（2）。モンテー

ニュによれば、ただそれが「掟である」という

同語反復的な「神秘的基礎」以外に掟の基礎は

なく、掟はそれ自体として正義に基づくもので

はありえない。デリダは、むしろそのような掟

が、「掟である」こと、すなわち法が拘束力を

もった「掟」として存在することそれ自体のう

ちで「解釈する暴力」（violence interprétative）

というべき決して正当化しえない力が働いてい

ることを明らかにしている。デリダにとってモ

ンテーニュのいう掟の権威の「神秘的基礎」

（fondement mystique）とは、法がその存立の根

底において、力や権力や暴力といったものと、

より内的で複雑な関係を保ち、これらの力に保

証を与えることができないことを意味する。法

にこのような正当化しえない力が内在すること

は、法が人々の「掟」であり続ける間は決して

問い質されることはない。自明の「掟」である

かぎり、その「基礎」にある力は、「神秘」で
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あるに留まるのである。法の「神秘的基礎」を

なす力が「解釈」であるというのは、法という

ものが「法解釈」が行われることによって初め

て効力のある「法」として作動し始めるからで

ある。「解釈」とは、法として語られた言葉を

ある状況へ適用することに他ならない。法を解

釈するとは、基本的にある具体的な状況を前に

して、ある言葉を、その状況に妥当するものと

してつねに新しく見出し、それを当事者に対し

て効力あるものとして状況に当てはめることで

ある。デリダによると法がこのような適用とし

ての解釈とともに、常に新たに効力ある「法」

として出現する時、すなわち、法が「正義」を

語り始める時、「行為遂行的な力」（force 

performative）を発揮するからである（3）「行為

遂行的な力」とは「つねに解釈の力であり、信

奉するよう訴えかける力」である。法の解釈は、

その法を支配する場を現出させ、人々にそれを

遵守させようとするのである。法が「正義」を

語るとは何よりもまず、その法に則った特定の

行動へ人々を強制する力をもつような発話行為

なのだ。「法を信奉する」ことのうちには、そ

の法が、ある状況へ向けて語り出されるその瞬

間ばかりでなく、将来にわたって同じように解

釈され、同じ拘束力を発揮することを要求する

ことが含まれている。法の解釈がその法の支配

下に置かれる人々に及ぼす力は、特定の行動を

強制したり禁止したりするばかりでなく、その

強制力をもった法が、つねに「正義」をなすも

のであることを信じ込ませる。すなわち、その

前提を問わないことを命ずる力でもあることに

なる。一つの法の出現とは、その法が「自分の

声を聴く」反復への約束が自明のこととして共

有されることなのである。デリダによると人々

に対して特定の行動を強制し、しかも自己自身

の「正義」の自明性を信奉することを強いる

「解釈」の力が、一つの「法」の言葉が効力あ

る法として作動しはじめる時に常に働き、人々

に及んでいるというのである。ある「正義」を

語る法の力とは、それ自体としては人々を正義

に向かわせるものではなく、むしろ、「信奉す

るよう訴えかける力」として、法の自己保存に

人々を有無を言わさず巻き込むものだからであ

る。だからこそデリダは、法の力を「解釈する

暴力」と呼んでいるのだ。デリダが参照してい

るのが、ベンヤミンの『暴力批判論』（1921年）

である。

３．法と「法外なもの」の境界線

ベンヤミンの『暴力批判論』は、相互に依存

しあう法と暴力を究極的には国家暴力を廃止す

ることを目標にしている。そのために「暴力と

法と正義との関係を叙述すること」（4）から出発

している。法と暴力の関係を明らかにし、法自

体を批判的に問い返そうとしているのである。

法と暴力が対立的なものではなく、法そのもの

が他者への暴力を不可避に孕むことを論じてい

る。正しい目的を実現する手段として用いられ

る限りにおいて暴力は正当化され、また暴力が

適法に用いられる限りにおいて目的の正しさも

保証される。これは自然法（Naturrecht）と実

定法（positives Recht）から根拠づけられてい

るものである。「自然法は、目的の正しさに

よって手段を『正当化』しようとし、実定法は、

手段の適法性において目的の正しさを『保証』

しようとする（5）」。すなわち、正当な目的と適

正な手段とは相互依存関係にあり、互いに双方

を保証しているのだ。ベンヤミンは、「自然法」

と「実定法」を対置しながら、「正当な目的は

適正な手段を通じて達成され、適正な手段は正

当な目的に向けて用いられる」（6）という基本的

ドグマを指摘している。

だが、「正当な目的」と「適正な手段」とが
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相反する場合、解決不可能な二律背反の問題が

生じる。「目的なき手段」としての法が立てら

れる時、適法と不法の基準に基づいて法による

暴力の独占という事態が生じる。すなわち法の

自己目的化である。法それ自体の目的を守るの

ではなく、法そのものを守ることが目的となる

のだ。

ベンヤミンの『暴力批判論』によれば、法に

は二つの暴力がある。ひとつは、法を措定する

暴力（Rechtsetzende Gewalt）であり、もう一つ

は法を維持する暴力（Rechtserhaltende Gewalt）

である。両者は、「神話的暴力」（mythische 

Gewalt）である。人間は、神から運命を罪とし

て科せられており、罪の償いをしなければなら

ない。人間と神との間に境界線を引く力は、デ

モーニッシュな力であり、それによって罪と罰

の連関が生まれるからである。すなわち、法＝

掟は、「神話的暴力」を顕現させ、人々を罪と

罰の連関のなかに封じ込めるというのだ。では、

法を措定することが何故、暴力と機能するのか。

法が新たに措定されるとき、何らかの合理的な

根拠から論理的に導きだせるのではなく、単に

無根拠な決断が下されるからに過ぎないからで

ある。措定された法が実際に正義にかなってい

るという保証はないのである。だからこそ、措

定された法は自らが正義にかなっているのだと

解釈し、これを信奉するように訴えざるをえな

い。すなわち、法は正義だと宣言するという行

為を遂行することで自らの正しさを基礎づける

他ないのである。法を措定して正義にかなうよ

うにしているのは、根拠なく法の正統性を宣言

する「行為遂行的な暴力」に他ならないのであ

る。

「法措定における暴力の機能は、次の意味で

二重なのだ。たしかに法措定は暴力を手段とし、

法として設定されるものを目的として追及する

のだが、しかしその目標が法として設定された

瞬間に暴力を解雇するわけではなく、いまこそ

厳密な意味で、しかも直接的に、暴力を――暴

力から自由でも独立でもなく、必然的・内面的

に暴力に結びついている目的を、権力の名のも

とに法として設定することによって――法措定

の暴力とする。法の措定は権力の措定であり、

そのかぎりで、暴力の直接的宣言の一幕にほか

ならない」（7）。「法措定暴力」は、境界を設定し、

固定化する。この境界線を踏み越えてしまった

者は罪を犯したことになり、贖罪を要求される。

ベンヤミンがその例として挙げているのが「警

察」と「刑罰」の領域における「死刑」である。

「警察は、たしかに法目的のための（処分権

をもつ）暴力だが、それと同時に、広範囲にわ

たって法的目的をみずから設定する権限（命令

権）をももっている。……その非道さは、法措

定暴力と法維持暴力との分離がなされなくなる。

……警察暴力は法を措定する――というのは、

その特徴的な機能は法律の公布ではないが、公

的な効力をもつと主張するありとあらゆる命令

の発動なのだから。また、警察暴力は法を維持

する――というのは、法的目的の御用をつとめ

るから」（8）。

刑罰の適用は、罪が存在するからというのが

法の論理である。その罪を生み出すのは法であ

る。刑罰が適用されるがゆえに罪となるのであ

る。だが、ベンヤミンによれば、罪があらかじ

め存在していて、それに対して「刑罰」が適用

されるのではなく、むしろ法を実体化する「刑

罰」がまずあって後に罪が生み出されるとする。

「刑罰」の目的は、法秩序を脅かす恐れのある

罪から法を守ることであるとされるが、法の目

的は、自己言及的である。法秩序が守られ維持

されなければならない理由は、それが法である

からという以外には存在しない。ベンヤミンに

よると法の「神話的暴力」は、みずからが「神

話」であり続けるために、つまり「神秘的基
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礎」の神秘性が維持されるために、自己自身の

力を誇示し、それを強化しているという。そし

て、その例として挙げているのが刑罰の領域に

おける「死刑」である。

「既定の法の妥当性が疑問視されるように

なって以来、刑罰のなかでは死刑が、ほかの何

にもまさって批判を触発してきた。たいていの

場合、批判の論拠は原則的なものではなかった

が、その動機は原理的なものだったし、いまで

もそうである。死刑批判者たちは、死刑への論

難が刑罰の量や個々の法規をではなく、法その

ものを根源から攻撃するものだということを、

おそらく証明はできずに、それどころか、たぶ

ん感じる気さえもなしに、感じていた。つまり、

暴力が、運命の冠をかぶった暴力が、法の根源

だとすれば、暴力が法秩序のなかに現出すると

きの最高の形態である生死を左右する暴力と

なって、法の根源が代表的に実体化され、怖る

べきすがたをそこに顕示していることは想像す

るにかたくない。……死刑の意味は、違法を罰

することではなく、新たな法を確定することな

のだ。というのも、生死を左右する暴力を振る

えば、ほかのどんな法を執行するよりも以上に、

法そのものが強化される（強調引用者）」（9）。

死刑は法そのものの根源的な暴力の露呈であ

る。死刑は、法秩序の枠内で行使される殺人と

いう最大の暴力であり、もはや刑罰の一形態で

あることを超えて、その度ごとに新たな法を措

定する最大の暴力である。つまり、法そのもの

を成り立たせている根源的な暴力の実体化なの

である。死刑は、法の存立そのものを再措定す

る暴力であり、死刑に代表される法措定暴力が、

自らの法の再措定を要求するのは、法の外部か

ら脅かされるからである。ベンヤミンは、その

例として挙げているのは「大犯罪者」である。

「『 大 』 犯 罪 者 の す が た（die Gestalt des 

《großen》Verbrechers）は、かれのもつ目的が

反感をひきおこす場合でも、しばしば民衆のひ

そかな讃歎を呼んできたが、そういうことが可

能なのは、かれの行為があったからではなくて、

ひとえに、行為が暴力の存在を証拠だてたから

である。現行法が個人からあらゆる行為の領域

で奪おうとしている暴力の、危険な登場は、ま

だ眼には見えぬところで、法に反撥している民

衆の共感を誘うのだ」（10）。既存の法が「大犯罪

者」を恐れるのは法の外にある法を措定する暴

力があるからであり、法の正義を脅かすからに

他ならない。

デリダは、<大>犯罪者のすがたが民衆に、

感嘆の気持を抱かせるほどの魅惑的力を持つ理

由を、次のように述べている。「ある人がこれ

これの犯罪を犯したがゆえに、その人に対して

人々がひそかな感嘆の気持を覚えるのではない。

ある人が、掟に刃向うことを通じて、法的秩序

そのものを含む暴力を赤裸々に示すからこそ、

人々はその人に対して心ひそかに感嘆するので

ある」（11）。民衆が大犯罪者に「共感」するのは、

「大犯罪者」の中に既存の法に対抗する別の法

の可能性が含まれているからである。「大犯罪

者」とは、前代未聞の至上の犯罪を犯した者で

あり、それゆえ法のなかにあり、その意味では

政治的なのである。大犯罪者は、法と結合して

おり、それゆえ、民衆を魅了するのである。

４．「殺してはいけない」という戒律
と「さもなくば死刑に処せられ
る」という文言

『来たるべき世界のために』（2001年）に収

められた議論のなかで、デリダは、19世紀ス

ペインの反動的カトリック哲学者ドノソ・コル

テスやカントの思想において死刑が例外的地位

にあることを指摘している。例外的な地位が、

真の哲学的な死刑論の焦点となるというのであ
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る。「死刑措置なくして、法権利は――とりわ

け刑法は――もはやないというのです。このよ

うに刑法は法権利の可能性の条件であり、いう

なれば超越論的なものなのです（すなわち、死

刑は刑法の一要素であり、もちろんほかの刑罰

より少しばかり重いですが、ひとつの刑罰であ

るという点においては内的で、包含されるもの

です。しかしまた同時に、ひとつの基礎、可能

性の条件、起源、並外れた誇張的範型性、ひと

つの刑以上のもの、刑とは別のものであるとい

う点においては外的で、除外されるもので

す）」（12）。

デリダのいう死刑の超越論化とは、死刑が刑

法だけでなく、法そのものの可能性の条件と

なっていることである。死刑は刑法の一要素で

あり、法に包摂されるものであるが、同時に

「法の基礎、可能性の条件、根源、並外れた誇

張的範例性」であり、刑罰以上のもの、刑罰と

は別のものである。死刑は、法の内部にあると

同時に外部にもあり、法の可能性の根拠となっ

ている。デリダによれば、死刑は、歴史的には

つねに宗教的権威と国家主権の同盟の結果だっ

たという。宗教的権威によって聖なる法の冒涜

に対して死刑が下される。国家の権威が宗教的

権威にとって代わり、死刑を決定し、死刑を執

行するようになる。また主権は、恩赦の権力と

しても行使される。恩赦とは、権力者が生殺与

奪権を保持するために必要な装置である。ここ

での主権とは、単に殺害する権力なのではなく、

殺害することも赦すこともできる権力、殺害す

るという決定を自由に選ぶことのできる例外的

な権力である。この国家の権威こそ、シュミッ

ト的な意味の主権に他ならない。

「国家主権は、君主、人民、大統領、政府な

どの形象において、主体＝臣民に対する生殺与

奪の権利によって定義されます。つまり、例外

の法権利によって、言うならば法権利の上位に

聳え立つ法権利によって定義されるのです」（13）。

つまり、宗教的権威と結びついた主権、それが

下す死刑こそが、刑法および法一般の超越論的

な基礎となっているのである。死刑を含む刑法

には例外もある。最終的な主権者である国家元

首は、たとえ何らかの理由から罷免されること

はあっても、法に基づいて処罰されることはな

い。元首は逆に、例外的に法を宙吊りにし、法

の執行を一時停止する権限をもっている。死刑

に関しても例外がありうる。それが主権者の恩

赦権である。最高主権者の存在は、法を宙吊り

にする権力によって定義されるのである。しか

しながら恩赦が濫用されれば、それ自体が不法

に陥る。恩赦は、人民の間に起こった犯罪には

発動してはならない。国家および主権者に対し

て犯された侵害罪のみ極限されるべきだという

のである。

「殺してはいけない」という戒律と「さもな

くば死刑に処せられる」という文言のなかには

「同害報復」の原理の逆説性がある。死刑と主

権をめぐる問題が明示しているのは、死刑の特

別で両義的な超越論的地位、つまり、死刑の例

外的地位である。デリダがカントを引き合いに

出しているのも偶然ではない。デリダが繰り返

して述べていることは，カントこそが「最も厳

密な」哲学的死刑擁護論を提示しているからで

ある。カントの『人倫の形而上学』（1797年）

には次のような叙述がある。

「もしある者が殺人の罪を犯したならば、彼

は死ななければならない。ここでは正義を満足

させるための何らの代償物もない。よしんばど

んなに苦しみに充ちた生にもせよ、生と死のあ

いだには何らの同質性もなく、それゆえにまた、

犯罪者に対して裁判を通じて執行された死、し

かもこの苦しんでいる人格のうちなる人間性を

奇怪なものにたらしめない一切の虐待から解放

された死による以外には、犯罪と報復との何ら
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の相等性もない」（14）。カントによれば、「刑罰

の法則は定言命法」であるという（15）。「裁判に

よる刑罰は、犯罪者自身にとって、あるいは市

民社会にとって、他の善を促進する手段に過ぎ

ないということは決してありえず、常にもっぱ

らその人が犯罪を犯したがゆえにその人に課さ

れるものでなくてはならない。というのも人間

が他の人の意図のための手段としてのみ扱われ

ること、物権の対象と一緒にされることはでき

ない」からである（16）つまり「刑罰の法則は定

言命法」である。それゆえ刑罰は、その目的や

そこからもたらされる結果に関わらず、無条件

に適用されなければならない。刑罰が正当化さ

れる根拠は正義にある。公的な正義が原理と基

準にするものは、一方の側にも他方の側にも傾

くことのない「相等性」という原理である。他

の人から何か盗めば、自分から盗むことになり、

他の人を殺せば、自分を殺すことになる。殺人

においては「刑罰がこのように同等であること

は、裁判官が厳格な同害報復（タリオの法）に

従って死刑を宣告することによってのみ可能と

なる」というのである（17）。カントにおける定

言命法とは、絶対的かつ無条件な普遍妥当の原

理であり、例外的地位はありえない。それに対

して、デリダは、法に対する超越性、法外性、

例外性を強調する。それは、いわば、決定不可

能性であり、法の「脱構築」を提起しているの

である。

デリダの脱構築の論点は、カントにおける刑

罰の基本的区別である。すなわち、罪人が、あ

らゆる制度的な法以前に自分自身に科す内的な

「自己刑罰」と外から司法機関を通じて執行さ

れる「他者刑罰」の区別である。カントの議論

によれば、罪人といえども、「人間の固有性」、

「人間の尊厳」のためには、罪人は判決の正し

さを認めなければならず、自分自身に対して死

刑判決を下す司法の正しさを認めなければなら

ない。それだけでなく、その処罰を要求しなけ

ればならない。言い換えれば、外部からのあら

ゆる刑罰を、自身の内部において自律的な処罰

へと変化させなければならない。すなわち、罪

人は、自分自身で死刑を下し「あたかも罪人が

自殺するかのように（18）」死刑を執行しなけれ

ばならないというのである。死刑執行は殺人で

あるとか、死刑は自殺といったことを意味する

ものではない。死刑囚の自殺は認められないの

である。何故ならば、「自己処罰」よりも主権

者による「他者処罰」が優先されるからである、

ここで「自己処罰」と「他者処罰」のアポリア

に陥る。デリダは、このようにカントの議論に

おける内的 /外的、自然的 /非自然的、自律的 /

他律的、自己処罰 /他者処罰、死刑執行 /自殺

といった境界線の動揺、さらには浸透性、決定

不可能性を明らかにしている。

デリダによれば、法権利の秩序があらわにな

るのは死刑の可能性にある。「同害報復」は

「反復可能性」でもあるからだ。「反復可能性」

によって、法権利を基礎づける構造のなかに維

持作用が書き込まれるからだ。死刑よりも一段

と「亡霊じみた」姿をとることによってその証

しを立てる。このような姿は法権利を維持する

暴力と法権利を基礎づける暴力とを混合するこ

とによって出てくるのだ。亡霊とは「不在的現

前・現前的不在（19）」という反復＝代理によっ

て現れ、二つの暴力との間には境界線は存在し

ない。境界線がないということは、基礎づけ作

用と維持作用が卑劣にも互いに汚染しあってい

るのだ。法権利を創出する暴力は現前すること

はないが、代理人によって取って代わられる。

すなわち、代理・再現前されるのである。この

二つの根源的な暴力は、「差延による汚染」の

なかで産出され、反復・代理の作用のなかで宿

り、拡大していくのである。
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５.正義の法外性

ベンヤミンは、「神話的暴力」に「神的暴力」

を対置させ、「神話的暴力」に停止を命じうる

純粋な暴力のあり方を「正義」に対応する「神

的暴力」（göttliche Gewalt）と規定した。「神話

的暴力には神的な暴力が対立する。しかもあら

ゆる点で対立する。神話的暴力が法を措定すれ

ば、神的暴力は法を破壊する。前者が境界を設

定すれば、後者は限界を認めない。前者が罪を

つくり、あがなわせるなら、後者は罪を取り去

る。前者が脅迫的なら、後者は衝動的で、前者

が罪の匂いがすれば、後者は罪の匂いがなく、

しかも致命的である」（20）。神話的暴力が「権力」

に結びつくのに対抗し、神的暴力は、法の外に

ある、いわば法外な「正義」の可能性を開くの

だ。すなわち、「正義が、あらゆる神的な目的

設定の原理であり、権力があらゆる神話的な法

措定の原理（21）」なのである。神話的なものが

法として支配しているのに対して、神的なもの

は、法の外から、いわば高次のところから支配

するのである。「非難されるべきものは、いっ

さいの神話的暴力、法措定の――支配のといっ

てもよい――暴力である。これに仕える法維持

の暴力、管理された暴力も、同じく非難されな

ければならない。これらに対して神的な暴力は、

神聖な執行の印章であって、けっして手段では

ないが、摂理の暴力と言えるかもしれない」（22）。

こうした法外なものが、法を超えた「正義」な

のである。これが、デリダ＝ベンヤミンのいう

正義の法外性なのである。

現代社会においても、少なくとも何らかの神

聖視された顕現のなかに、この神的暴力が見出

される。法の外にあるものは、その現象形態の

ひとつである。ベンヤミンによれば、「神的暴

力の形態は、神自身が直接的にそれを奇蹟とし

て行使することによってではなく、血の匂いの

ない、衝撃的な、罪を取り除く暴力の執行、と

いう諸要因によって――究極的には、あらゆる

法措定の不在によって、定義される」（23）。

「……<私が殺すことは許されるのか？ >とい

う問いに対しては、「あなたは殺してはならな

い」というユダヤ教の戒律として、動かしえぬ

答えが発せられる。神が、行為を生起するより

も<先にある>ように、この戒律は殺すという

行為よりも先にある。しかしこの戒律は、もち

ろん、それを守るように促すものが決して罰に

対する恐れであってはならないように、為され

てしまった行為に対しては、あくまで適用でき

ないもの、尺度を異にするものであり続ける。

戒律からは、為されてしまった行為に対するど

んな判決も出てこないのだ。そして、そういう

わけで、為されてしまった行為に対する神の判

決も、その判決の理由も、行為を為すよりも先

に察知することはできないのである。それゆえ、

暴力的な人間殺害に対して人間が下す有罪判決

を戒律から根拠づけることは正しくない。戒律

は判決の基準としてあるのではなく、行為する

個人ないし共同体に対する行為原則としてある

のであって、行為する個人ないし共同体は、戒

律と孤独のうちの向き合わなければならない。

また、非常の場合においては、戒律を度外視す

る責任を己が身に引き受けなければならな

い（24）。……『私が殺さなければ、私は決して

正義の世界を築くことができない……』と知的

なテロリストは考える。……しかし我々は公言

する。<ひとつの存在>の幸福や正義よりも、

存在自体のほうがさらに高次のものなのだと

（クルト・ヒラー）。この最後の命題が誤ってい

て、しかもそのうえ下劣であることは確かだが、

この誤った命題から逆にひとつの義務が明らか

になることも、また事実である。それはすなわ

ち、戒律の根拠をもうこれ以上、行為がその犠

牲者に対して為すことのなかに探し求めるので



法・正義・暴力――法と法外なもの

― 133 ―

はなく、この行為が神および行為者自身に対し

て為すことのなかに探し求めなければならない

（強調引用者）」（25）。

ここでベンヤミンが注意を喚起しているのは、

「<ひとつの存在>の幸福や正義よりも、存在自

体のほうがさらに高次のものなのだ」（クルト・

ヒラー）という命題である。単なる存在は、正

義にかなう存在よりも高いところにあるという

命題は、もし存在の意味するものが「たんなる

生」（das bloße Leben）という事実であるとす

ると、虚偽であり誤りではないかというのであ

る。何故ならば、「人間というものは、人間の

たんなる生とけっして一致するものではないし、

人間のなかのたんなる生のみならず、人間の状

態と特性をもった何か別のものとも、さらには、

とりかえしのきかない肉体をもった人格さえも、

一致するものではない（26）」からである。「生き

ていること」は、「生かされていること」では

あるが、一つの生が「生きていること」と、

「生かされていること」とは決して一致しない。

「生きさせること」と「生かしておくこと」も

全く別物である。ここに正義と不正、法と法外

性、「汝、殺すなかれ」という戒律と「生命の

尊さ」という命題、さらには「生きるに値する

生」か否かといった基本的な「ドグマ」を指摘

できる。それゆえ、この命題は、どれほど曖昧

であろうとも、ある強力な真理に満ちているの

である。「たんなる生」があるのではなく、「た

んなる生」という生の状況をつくりだす法と暴

力、そして正義のあり方を問題にしているので

ある。「神話的暴力」に内在する法の暴力が、

人間の生に対して刃を向け、それを「たんなる

生」へと貶める。これに対して「神的暴力」は

法暴力を解体し、あらゆる生を「たんなる生」

へという貶められた状態から救済＝解放すると

いうのである。デリダは、ベンヤミンによるク

ルト・ヒラーの命題の解釈を受けて次のように

述べている。

「人間なるものが存在しないということは、

正義にかなう人間がいまだに存在していないと

いうこと――この『いまだに存在していない』

は無条件に、『たんなる』がつく――よりもは

るかに恐ろしいことであろう、……言い換える

と、人間やその現存在や生命を価値あらしめて

いるものとは、正義への潜在的能力つまり可能

性を含むということである。つまり、正義の未

来、人間が正義にかなっていることの未来、人

間が正義にかなっておらねばならないことの未

来を含むということである。人間の生命におけ

る神聖なものとは、人間の生命ではなくて、人

間の生命の正義である。動物や植物が神聖であ

るとしても、それらの生命だけをもってそれら

が神聖になるわけではないだろう（強調筆

者）」（27）。すなわち、正義があって、人間が存

在するのではない。人間から正義が生成される

のである。正義それ自体は、法権利の外部のあ

り、脱構築されえない。正義は、現前している

わけでも現にそこにあるわけでもない。法権利

は正義のために正義に向かって脱構築されるの

である。

６．「正義」の担い手は誰か

以上みてきたようにデリダの『法の力』の議

論は、法と暴力が対立的なものではなく、法そ

のものが他者への暴力を不可避にしているとい

うことであった。法の根源には暴力があるのだ。

法は、境界を画定するものであり、境界の画定

によって法外な他者を排除する力を行使するも

のである。既定の法であれ、新たに立てられる

法であれ、それを状況に適用する解釈によって、

常に新たに語り出される。この「行為遂行的な

力」には、その法が繰り返して遵守することを

強いる力が含まれている。法＝掟の「神秘的基
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礎」といわれる法の存立の根拠をなす力は、

人々の行動を強制し、人々に法を自明の「正

義」と信奉させるのだ。法と「法外なもの」の

境界線を引く力は、「法措定暴力」であり、法

措定暴力は、法権利を創設すると同時に法権利

を維持しなければならない。すなわち、神話的

暴力といわれる法措定暴力と法維持暴力は、表

裏一体なのである。神話的暴力は、法権利を基

礎づけ維持する暴力であり、その「反復可能

性」が問題にされている。反復可能性とは、

「亡霊の混合体」「差延による汚染」に他ならな

い。亡霊とは「不在的現前・現前的不在」とい

う反復＝代理によって現れ、二つの暴力との間

には境界線は存在しない。境界線がないという

ことは、基礎づけ作用と維持作用が卑劣にも互

いに汚染しあっているのだ。法権利を創出する

暴力は現前することはないが、代理人によって

取って代わられる。すなわち、代理・再現前さ

れるのである。この二つの根源的な暴力は、

「差延による汚染」のなかで産出され、反復・

代理の作用のなかで宿り、拡大していくのであ

る。それを端的に象徴するのが、近代の警察制

度であり、刑罰および暴力の最高形態である死

刑制度であった。死刑の執行とともに法の力は

剥き出しの暴力として姿を現わし、自分自身の

権力を強化するのである。

死刑は、刑罰の領域を超えて法の存立そのも

のを再措定する暴力である。法措定暴力が法の

再措定を要求するのは、法の外部からの攻撃を

守るためである。死刑の意味は、違法を罰する

ことではなく、新たな法を確定することなのだ。

ベンヤミンの『暴力批判論』の議論は、「暴力」

自体が法外なものとして原理的に規定されてお

り、「神話的暴力」と「神的暴力」が区別され

ている。つまり、「神話的暴力」は暴力が法の

内側に入ってきた法の暴力であり、法暴力の否

定の根拠になるのが法外なものとしての「神的

暴力」である。『暴力批判論』の最後に出てく

る「摂理の暴力」としての神的暴力は、破壊力

のある革命の暴力であるが、神的暴力は、現代

社会においても様々な形で「弱いメシア的な力

（schwache messianische Kraft）」（28）として顕現し

ているのは確かだ。デリダは、『マルクスの亡

霊たち』（1993年）のなかで次のように述べて

いる。「<メシア的なもの>とは、すなわち、他

者の到来、正義としての到来者の絶対的で先取

りする不可能な特異性である。……この<メシ

ア的なもの>は、マルクスの遺産の、そしてお

そらくは相続することの、すなわち相続経験一

般の抹消不可能な――つまり抹消することもで

きず、またしてもならない――刻印であり続け

る」（29）。つまり、デリダ＝ベンヤミンが正義の

担い手として想定しているのは法の庇護を受け

られない、法の外に追いやられた「法外な他

者」なのである。この世界において最も劣悪で

脆弱な存在状況に置かれたもの人々こそが積極

的な「正義」の担い手でありうるのだ。強者は

メシア的な力を持ち得ない。最も無権利で弱い

立場に置かれているもののなかにしか「正義」

はないのだ。そこにこそ、救済・解放、そして

「正義」の実現の可能性があるといえよう。
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 Giorgio, Agamben, Il tempo che resta : un commento 
alla Lettera ai Romani, : Bollati Boringhieri, Torino, 
2000, p.129.（上村忠男訳『残りの時―パウロ講

義』岩波書店、2005年、225頁）アガンベンに
よれば、ベンヤミンの『歴史哲学』の第2テー
ゼの箇所は、「『コリント人の手紙2』12章9-10
節のルター訳を暗示している」と述べている。
「肉体に刺さった棘から解放してほしいとメシ
アに嘆願したパウロは、『力は弱さのなかでこ
そ完全に現われる』という答えを聞く。そして、
『それゆえ、わたしは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、
そして行き詰まりの状態にあっても、救世主の
ために満足しています。なぜなら、わたしは弱
いときにこそ、強いからです』」Cf.Giorgio, 
Agamben, Il tempo che resta, op.cit.,pp.129-130.
（226頁）。テーゼのテクストの中にパウロから
の引用が隠されており、ベンヤミンは、ルター
訳聖書を目の前において参照していたに違いな
いと述べている。そして次のように結論づけて
いる。「ベンヤミンの『歴史哲学テーゼ』の語
彙は、みたところ、すべてが純然とパウロ的な
ものである。また、歴史認識についてのベンヤ
ミン的なとらえ方において中心をなす『救済』
（Erlösung）という語についても、もともとは
――いうまでもないことながら――ルターがパ
ウロの『手紙』において同じく中心的な概念で
あるアポリュトローシス（apolýtrōsis）に当て
たものであるというのも、たしかに驚くことで
はないだろう」。Cf.Giorgio, Agamben, Il tempo 
che resta, op.cit., p.133.（232頁）

（29）Jacques Derrida,Specters of Marx, op.cit., p.28.
（74頁）
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資本主義、資本主義的生産、資本主義社会の区別について

新田　　滋

はじめに

宇野弘蔵やウォーラーステインも含んだ、

「資本主義」の成立期をめぐる論争の背後には、

「資本主義」、「資本主義的生産」、「資本主義社

会」の定義の混乱があった。そこで本稿では、

宇野やウォーラーステインらの諸説の問題点を

確認し（第１節）、「資本主義」、「資本主義的生

産」、「資本主義社会」の区別と関連を明確にし

たうえで（第２節）、「資本主義」（第３節）、

「資本主義的生産」（第４節）、「資本主義社会」

（第５節）それぞれの再定義をおこなうことと

する1。

第１節　問題の所在

「資本主義」というとき、多くのばあい、利

潤追求を目的とする私企業の市場競争をつうじ

て社会的再生産が編成される社会のことを指し

て使われる。このような社会の成立が、近世に

おける大航海時代以降なのか、「資本の原始的

蓄積」以降なのか、あるいは、近代の「市民革

命」以降なのか、産業革命以降なのか、をめ

ぐってはさまざまな見解が存在してきた。

そのような見解の分岐は、「資本主義」とい

う概念で指し示される対象をどのようにとらえ

ているかによって生じている。

①大航海時代以降とする立場においては、

「資本主義」とは世界市場における商業資本主

義を指している。

②「資本の原始的蓄積」以降とする立場にお

いては、「資本主義」とは無産労働者を雇用し

搾取するいわゆる産業資本主義を指している。

③「市民革命」とする立場においては、無産

労働者が生産手段だけからではなく、同時に身

分制的束縛からも解放された「二重に自由な労

働者」を雇用し搾取する市民＝ブルジョア的な

生産様式を指している。

④産業革命以降とする立場においては、機械

制工業の成立によって、はじめて上記の産業資

本主義や市民的＝ブルジョア的な生産様式が全

社会を規制し編成するものとなったことを強調

する。

マルクスの見解には、上記いずれともとれる

叙述があるために、さまざまな解釈とそれにも

とづく論争がおこなわれてきた。

ドッブからブレナー、ウッドに至る多くの論

者は、②～④に「資本主義」の成立をみた。実

際、このようなマルクス理解は多く、戦前の日

本資本主義論争における講座派、戦後における

大塚史学、市民社会派、海外の周辺部資本主義

論争におけるラクラウ、等々にも共通している。

それとは対極的に、スウィージー、フランク、

サミール・アミン、ウォーラーステインらは、

①に「資本主義的世界経済」の成立をみた2。

しかしながら、ラクラウとウォーラーステイ

ンは論争をつうじて次のような共通認識に達し

ていた。すなわち、「商人資本」「商業資本」

「マニュファクチュア」「産業資本」といった理

論的概念が不明確なことが、資本主義以前と資

本主義、資本主義以外と資本主義の境界を混乱

させる原因だということである3。
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それらに対して、宇野弘蔵は、産業革命以降

に産業資本的な蓄積様式が確立したものとする

一方で、それ以前は商人資本的な蓄積様式に位

置づけた。宇野理論においては、原理的な資本

一般の概念は安く買って高く売るＧ－Ｗ－Ｇ’

形式の商人資本によって把握されるべきである

こと、そして原蓄・産業革命という歴史的に特

殊な事実関係を外的に挿入した特殊な資本形式

が産業資本形式であるという定式化がなされて

いる4。

ウォーラーステインの「資本主義的」という

特性の規定は、世界帝国システムでない世界経

済システムの中での、利潤目的の市場向け商品

生産ということであった。それは、資本一般の

形態規定としての商人資本Ｇ－Ｗ－Ｇ’に徹底

せずに、産業資本Ｇ－Ｗ･･Ｐ･･Ｗ’－Ｇ’より

も外延を広げようとする中途半端な試みであっ

た。むしろ、資本形式規定を原理的に明確にし

た上で、世界市場すなわち共同体と共同体の間

に商人資本形式しか存在しないケース（世界－

商人資本主義）、商人資本が問屋制家内工業の

生産過程を外部から形式的に包摂するケース

（中間形態）、産業資本が機械的大工業の生産過

程を内部的に実質的に包摂するケース（世界－

産業資本主義）に区別して考えるべきであろう。

このようにみてくると、宇野の見解が相対的

にもっとも総合的であるようにみえる5。しか

し、宇野自身の経済史的な事実認識には古すぎ

て今日ではとても首肯しがたい部分も多々ある

だけでなく、原理論、段階論として体系的に提

示された概念体系にも不十分な点が多々ある。

本稿のテーマに関わる論点だけを指摘すれば、

宇野は、商人資本、金貸資本、産業資本を資本

形式として区別したうえで、産業資本は、資本

の原始的蓄積過程と産業革命による機械制工業

をつうじておこなわれた「労働力の商品化」に

よって成立したとする。だが、その際、産業資

本形式の成立は、ただちに社会的再生産が資本

主義的に編成される「資本主義社会」の成立と

同一視されている6。そのために、社会の部分

的、周辺的な領域において生産過程が資本主義

的な行動様式によって支配、編成されていた

ケースが分類概念から抜け落ちてしまっている。

その結果、段階論においては、羊毛工業におけ

る問屋制家内工業という「資本主義的生産」を

商人資本的な蓄積様式とすることとなり、原理

論における商人資本形式との不整合に陥ってい

る7。

つまり、宇野に即していえば、ウォーラース

テインのいう「資本主義世界経済」の成立は商

人資本的な蓄積様式ないし商業資本主義の成立

であり、産業資本的な蓄積様式ないし産業資本

主義の成立とは区別されるのであるが、ウォー

ラーステインが強調するように、商業資本主義

の時期にも資本主義的な行動様式にもとづいて

世界市場向けに生産をおこなう「資本主義的生

産」は存在していたということが、宇野の概念

体系ではかならずしも適切に位置づけられない。

だからといって、ウォーラーステインのよう

に、商業資本主義的な「資本主義世界経済」の

うちに、資本の原始的蓄積過程、市民革命、産

業革命を媒介として成立した特殊イギリス的な

「資本主義社会」と、その世界的普及の過程を

埋没させることも不当である。ウォーラーステ

インはオランダの最初の覇権国としての歴史的

意義を重視し、また、イギリスがオランダのつ

ぎの覇権国となりえたのもたまたま七年戦争に

勝利したためにすぎず、七年戦争まではフラン

スのほうが農業、工業、技師革新において優位

に立っていたとしている8。

このようなウォーラーステインの見解は、真

に不可逆的な歴史過程だったのは、「広義の16

世紀」をつうじた世界帝国システムから世界経

済・主権国家間・覇権国システムへの転換であ
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り、したがって、最初の覇権国としてのオラン

ダの歴史的意義こそがもっとも重要であったと

いう認識を示している。それは、主権国家間シ

ステムさえ成立すれば、資本にはどこかに逃避

先があるので、世界帝国システムのもとでのよ

うに皇帝政府の気まぐれによって商工業が奨励

されたり迫害されたりするようなこともなくな

り、どこかで自由な資本蓄積と自由競争をつづ

けることができるようになるという考え方であ

る。

つまり、ウォーラーステインの考え方からす

れば、特殊イギリス的な資本の原始的蓄積過程、

市民革命、産業革命は歴史的に不可逆的な重要

性をもつものではなく、それらに類することは、

オランダでもフランスでも起こりえたというわ

けである。

しかし、本当にそうであろうか。イギリスで

起こった特殊歴史的な事象こそは、真に不可逆

的な歴史過程なのではないだろうか。なぜなら

ば、世界経済・主権国家間・覇権国システムに

類するようなものは、「広義の16世紀」以前に

もなかったわけではないからである。たとえば、

春秋戦国時代の中国においては、複数の都市国

家間に世界経済・主権国家間・覇権国システム

に類するものが存在していたということができ

る。春秋五覇はまさに覇権国というhegemon, 

super powerの訳語の語源である9。

したがって、世界帝国システムだから持続的

な「資本主義的世界経済」の発展が阻害された

のであり、世界経済・主権国家間・覇権国シス

テムになりさえすれば、「資本主義的世界経済」

は不可逆的に持続的な発展が可能となるという

のは誤りであろう。

特殊イギリス的な資本の原始的蓄積過程、市

民革命、産業革命、とりわけ市民革命とよばれ

る近代的な公法・私法制度体系への大転換と、

それにもとづく持続的に技術革新がおこなわれ

る社会構成への転換こそが、真に不可逆的な歴

史過程であったという視点は逸することができ

ない。

以上みてきたように、宇野、ウォーラーステ

インいずれの概念体系をとっても、いまだ改良

の余地は残されているように思われる。そこで、

本稿では、資本主義、資本主義的生産、資本主

義的社会というそれぞれの概念の指示対象を整

理することによって、経済学の分析対象とされ

てきた「資本主義」なるものの対象範囲をより

明確にすることを図ることとする。

第２節　資本主義、資本主義的生産、
資本主義社会の区別と関連

周知のように、『資本論』の冒頭は、「資本主

義的生産様式が支配的な社会の富は、云々」と

いう文言ではじまっている。ここからは、「資

本主義的生産」と「資本主義的生産が支配的な

社会」とは区別されていたことがうかがわれる。

また、『資本論』においては、資本主義的生産、

等々、「資本主義的」が修飾語として頻用され

ている以上、マルクスにおいては、「資本主義

的生産」や「資本主義的生産が支配的な社会」

と「資本主義」そのものとは異なるものと、一

応は意識されていたことになる。

「資本主義」の語義そのものに即していえば、

さしあたりそれはなんらかの元本としての資本

の増殖を目的とする行動様式それ自体を表す言

葉である。

したがって、「資本主義」的な行動様式にも

とづいておこなわれる商品と貨幣の市場交換が

「資本主義的流通（＝資本主義的市場経済）」で

あり、「資本主義」的な行動様式にもとづいて

おこなわれる財・サービスの生産が「資本主

義」的な行動様式にもとづいておこなわれる

「資本主義的生産」である。
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また、「資本主義的流通」、「資本主義的生産」

をつうじて社会的な生産・分配・消費からなる

再生産過程を編成するようになった社会構成が

「資本主義社会」である。

このようにみてくると、まずもって「資本主

義」という行動様式の起動力となる「資本」と

は何かが問題とされねばならないのであり、以

下ではさしあたり語義的なレベルから再考察し

ていくこととしよう。

（1）自然経済における資本

もともと、「資本 capital」という言葉は、ラ

テン語の caput = 頭 に由来し、最も重要・主要

なものを意味するものとして首都、元手、頭文

字、大文字などの意味を派生させてきたとされ

る。

ボェーム=バヴェルクがいうところでは、自

然経済においては、生産物の増殖を可能とする

生産財（マルクス的には生産手段＝労働対象＋

労働手段）が資本財または生産資本であり、そ

れを元手として拡大再生産が行われることが資

本蓄積である。

しかし、このような意味での資本蓄積への欲

求そのものは、生産物の増殖による生産・消費

の拡大への欲求であり、それはいわば生命体に

普遍的なものである。

「［230頁］動物が脊椎動物まで進化してゆく

あいだに、長い年月をかけてじぶんの腸管の内

部につぎつぎに溜まりの場をつくっていった。

いちばん奥の方の溜まり場が肝臓で、つぎに胃

袋から口腔（口のなか）までに及ぶようになっ

た。そして奥の肝臓は消化され精製された血液

のような養分の溜まり場だが、胃袋から口腔

（口のなか）の溜まり場にかけてはだんだんと

未消化な栄養物の溜まり場になっている。著者

は初期条件を進化させて、大地を耕し、播き育

てた食用植物から収穫栄養物の実を貯蔵小屋に

溜めておくことで、進化をじぶんのからだの外

延にまで連続して拡げてゆくようになり、ここ

まできてただの腸腔からはじまった溜まり場の

生成変化の過程がおわる。」10。

つまり、資本蓄積とは、動物が脊椎動物まで

進化してゆくあいだに、長い年月をかけてじぶ

んの腸管の内部に外界からの栄養物を溜め込も

うとする溜まりの場をつぎつぎとつくっていっ

たことからはじまって、人間が外界の貯蔵小屋

に収穫物を富として溜め込むようになったこと

に至るまで、生命の普遍的な衝動、非合理的な、

盲目的な生への意志に根ざしているということ

である。

しかし、栄養物の保存は長持ちしない。それ

に対して、商品交換とともに貨幣が存在するよ

うになると、貯蓄手段という富を溜め込むため

の新しい媒体が出現するようになる。その結果、

腸管から貯蔵小屋までに至る栄養物の溜め込み

とは次元の異なる、貨幣の蓄蔵（退蔵）hoard

という新しいパターンが生み出される。新しい

媒体の出現は新しい欲望をうみだす。何でも買

える一般的購買力をもった貨幣なるものを、必

要な限度を越えてでも無限に溜め込もうとする

非合理的な、盲目的な生への意志の出現である。

だが、たんなる貨幣の蓄蔵（退蔵）は、いま

だ自然経済における資本蓄積の延長上にあるも

のでしかない。それは依然として、腐りにくい

栄養物を無限に溜め込もうとする衝動でしかな

い。それに対して、商品=貨幣・市場形式にお

ける価格差を利用して貨幣を増殖させていこう

とする行動様式は、たんなる貨幣を貨幣資本に

転化させる。それとともに、自然経済における

たんなる生産量・消費量の増大としての資本蓄

積を、商品=貨幣・市場形式における資本蓄積

へと転化させる。
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（2）商品=貨幣・市場経済における資本

たんなる貨幣が貨幣資本として用いられると

いうことは、貨幣を媒介とした商品交換Ｗ1－

Ｇ－Ｗ2にたいして、商品を媒介として貨幣を

増殖させようというＧ1－Ｗ－Ｇ2（Ｇ1＜Ｇ2）

という形式であらわされる商品交換へと転化す

ることを意味している。

もともと、「商品交換は共同体と共同体の間

から」はじまったとされるように、市場はそも

そものはじめから世界市場としてあった。この

ような世界市場における商品=貨幣の交換関係

には、すでにみたように、世界貨幣における空

間的な価格差、支払手段における時間的な価格

差を利用して貨幣を増殖させる可能性が存在し

ていた。

このように、世界市場において貨幣で商品を

購買し、その商品を転売して最初の貨幣よりも

多くの貨幣を得るような使い方をしたとき、貨

幣は増殖目的で投資されたといい、増殖目的で

投資される貨幣のことを貨幣資本という。それ

とともに、たんなる遠隔地間の商品交換の場で

ある世界市場は、貨幣の資本としての増殖がお

こなわれる世界資本主義としての世界市場へと

転化する。

（3）資本主義、資本主義的生産、資本主義社会

まず、以上にみてきたように資本とは、自然

経済においては、拡大再生産の元手となるよう

な生産財（生産手段）のことである。しかし、

たんなる生命衝動にねざした人類史に普遍的な

拡大再生産への欲求のことをあえて、人間の特

定の行動様式として「資本主義」と呼ぶ必要は

ないであろう。

商品=貨幣・市場経済においては、資本とは

貨幣を投下してより多くの貨幣を得ようとする

循環運動を行いながら増殖していくもののこと

である。このような貨幣資本の増殖、すなわち

貨幣に体現された富としての資本の蓄積が原動

力となる行動様式のことが「資本主義」である

（→第3節）。

「資本主義的生産」とは、「資本主義」と同様

に太古以来存在したものの、世界市場、世界資

本主義が地球的規模で急激に拡大した「広義の

16世紀」以降に発展してきたものである。ラ

ティフンディウム、コロナートゥス制・農奴制、

奴隷制プランテーション、再版農奴制、問屋制

家内工業、……等々の多様な労働管理様式が資

本主義的生産に含まれる。その一種として、

「二重に自由な賃労働者（労働力商品）」を雇用

する近代市民社会的な「産業資本」的な機械制

工業も位置づけられる（→第4節）。

「資本主義社会」とは、ほとんどの財・サー

ビスの生産が「資本主義的生産」として行われ

るようになり、社会的な生産・分配の過程と、

それらに立脚する社会の様々な領域が、「資本

主義」的な行動様式によって編成されるように

なった社会のことである。歴史的には、18世

紀末イギリス産業革命を契機として、全社会的

に資本主義的生産が浸透し、かつ、資本主義的

生産が近代市民社会的なものとして編成された。

このまったく新しい社会構成は、19 ～ 20世紀

にかけてイギリスから全世界へと波及していっ

た（→第5節）。

このために、「資本」という言葉は生産財

（資本財）、貨幣資本（資本金）、「産業資本」と

いう三つの意味で使われるようになった。同様

に、資本主義ということばは、拡大再生産その

もの、貨幣資本の増殖、個別経営的な資本主義

的生産、資本主義的行動様式が支配的となった

経済社会のように四つの意味で使われるように

なった。多くの場合、「資本主義」というとき

に意味されているのは最後の使用法であろうが、

論者によってどの意味で使われているのかには

留意する必要がある。
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以上のように概念を整理することによって、

次のようなことが明確となる。すなわち、

ウォーラーステインが対象としているのは「資

本主義」と「資本主義的生産」であるというこ

とである。他方、狭義のマルクス学派が主とし

て問題としてきたのは「資本主義社会
0 0

」にほか

ならない。これらに対して、すでにみたように

宇野弘蔵の概念分類を応用すれば、ウォーラー

ステインが対象としているのは重商主義段階に

おける「商人資本主義」であり、狭義のマルク

ス学派が対象としているのは自由主義段階以降

の「産業資本主義」ということになるが、それ

では、太古から中世に至るまで商人資本的な

「資本主義」も、産業資本的な「資本主義的生

産」も存在してきたという事実には適合しない。

つまり、宇野の場合は、基本的に狭義のマルク

ス学派と同様に「資本主義社会」を対象としな

がらも、重商主義段階における「発生期の資本

主義」に商人資本的な蓄積様式を対応させたが、

宇野においては、この商人資本自体が、問屋制

家内工業としての「資本主義的生産」に対応さ

せられており、首尾一貫した概念系列となって

はいなかった（櫻井［2019年］103頁、参照）。

また、ウォーラーステインは「資本主義」と

「資本主義的生産」が「広義の16世紀」以前ど

ころか太古以来存在してきたことをうまく位置

づけられていない。その点に関して宇野は、商

人資本が太古以来、共同体社会の周辺に存在し、

共同体社会に分解作用をもたらしてきたもので

あることは指摘しつつも、重商主義段階におけ

る問屋制家内工業を基礎とする商人資本的な蓄

積様式との区別と関連がまったく未整理のまま

であった。むしろ、問屋制家内工業もふくめて

太古以来の「資本主義」と「資本主義的生産」

に分類し、狭義の「資本主義社会」とは区別す

べきである。そのうえで、太古以来の「資本主

義」と「資本主義的生産」のなかで「広義の

16世紀」を転換期とする重商主義段階特有の

商人資本主義の歴史的特質も明らかにすべきで

ある。

「資本主義」、「資本主義的生産」、「資本主義

社会」の語義的な区別と関連とその必要性につ

いては、その概要は以上の説明で明らかとなっ

たであろう。そこで、以下では、そのそれぞれ

についてより具体的に考察していくことで、そ

れらの区別と関連をより明確なものにしていき

たい。

第３節　資本主義

すでにみたように「資本主義」とは、語義そ

のものに即していえば、なんらかの元本として

の「資本」の増殖を目的とする行動様式それ自

体を表す言葉である。したがって、「資本」を

どのようにとらえるかが「資本主義」をどのよ

うにとらえるかを規定するのであり、ここでは

「資本」の循環形式の考察をつうじて「資本主

義」についても考察していくこととする。（な

お、原理論としてのいわゆる「資本形式論」を

めぐる諸論点については別の機会に詳しく検討

したいと考えている。）

（1）資本の一般的な循環形式

資本の一般的な循環形式として、貨幣資本の

投資から増殖までの動きを最も抽象的に図式化

すると、

　　Ｇ－Ｗ－Ｇ’・Ｇ

となる。ここでＧ’・Ｇの部分は、増殖した

貨幣がまた振り出しに戻って繰り返し投資され

ることを示すものとする。だが、この図式にお

いては、商品Ｗは同一のものとされている。そ

のため、同一の商品が一方で安く買われ、他方

で高く売られるというのは、あたかも詐欺瞞着

のようにみえてしまう。
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しかし、実際には、商品Ｗは現在の市場と将

来の市場のあいだ、あるいは、遠隔地間の異な

る市場のあいだを移動することによって一定の

変化をこうむっている。だからこそ、それは異

なる価格で売買されることができるのである。

したがって、より正確に表すならば、

　　Ｇ－Ｗ…［変化］…Ｗ＇－Ｇ＇・Ｇ

　（Ｇ＇＝Ｇ＋ΔＧ）

となるであろう。

この形式における…［変化］…の過程におい

て、運輸による場所移動、その間の保管のため

の費用、あるいは加工などさまざまな労働や物

理的処理が関わっている。単純に場所移動だけ

を考えても、はじめのＷとあとのＷ’は空間も

時間も変化しており、商品としては別のものへ

と変化している。たとえ、商品が見た目はその

ままである場合もそうである。多くの生産物は

時間とともに変化してしまうので、そうした変

化を抑えるためにはさまざまな労働や物理的処

理が加えられているからである。

したがって、商品=貨幣・市場形式を利用し

て貨幣の増殖を繰り返し追求する、

　　Ｇ－Ｗ…［変化］…Ｗ’－Ｇ’・Ｇ

という形式は、資本の一般的な循環形式であ

る。Ｇ’・Ｇの部分は、増殖した貨幣から振り

出しに戻って貨幣資本の投下が繰り返されるこ

とを表現したものである。

ところで、『資本論』第1巻第2篇「貨幣から

資本への転化」においては、「資本」そのもの

と「産業資本」が未分化であり、「前期的資本」

の位置づけについて不明確な部分が残されてい

た。それに対して、宇野原論は資本形式論とし

て独自の再構成を行った（宇野［1950/52年］

71-82頁、宇野［1964年］47-55頁）。商人資本を

資本の一般的形式として明確化することによっ

て、「貨幣から資本への転化」を、貨幣（蓄蔵

貨幣・世界貨幣）から商人資本への転化、商人

資本から産業資本への転化というように二段構

えでとらえ直したのである。

しかし、そこには、次のような問題が残され

ていた。すなわち、産業資本によって「資本主

義的生産」が登場すると、それがただちに「資

本主義社会」（「資本主義的生産が支配的な社

会」）と同一視されてしまったことである。し

かし、いままでみてきたように、「資本主義的

生産」したがってまた「産業資本」それ自体は、

社会の部分的・周辺的な存在として、太古から

中世においても存在してきたものである。した

がって、「産業資本」形式と、それが社会的再

生産を全体的に編成するようになった社会形態

の成立とは、まったく別の次元の問題として区

別されなければならない。

ところで、その後の宇野学派の一部において、

資本形式論は歴史性を捨象されて文字通り形式

論として純化されていった。

山口原論においては、商人資本、産業資本、

金貸資本は商品売買資本、商品生産資本、貨幣

融通資本というように再規定された（山口［1985

年］54-76頁）。そのうえで、これら脱歴史化が

徹底された三形式がセットとなるかたちで社会

的再生産を全体的に編成するようになった社会

形態の成立をみるには、「労働力の商品化」と

いう歴史的切断が必要であることを明確化し、

流通論から生産論への移行の契機としている
（山口［1985年］77頁）。

ところが、小幡原論においては、資本形式論

そのものの意味が、「資本の多態化」論として、

まったく異なるものへと再構成されている（小

幡［2009年］86-94頁）。まず、利子を利潤源泉

とする金貸資本という概念については、「［87

頁］姿態変換を通じて価値増殖しているわけで

はない」から「そもそも資本とはいいがたい」

としてしりぞける。だが、これは同じく姿態変

換を通じて価値増殖しているわけではない筈の
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「流通費用節減型」を設けることとどう整合す

るのかという疑問も生ずるが、それはおくとし

ても、「［87頁］自分の貨幣を貸して利子をと

るという方式は、資本の概念規定に照らして、

そもそも資本とはいいがたい」としている点は

首肯しがたい。なぜなら、貨幣資本を元手とし

て自分の貨幣を貸して得られる利子は利潤その

ものではないが、貨幣資本にとってはいわば売

上高をなすものであり、そこから諸費用を控除

した残りが貨幣資本にとっての利潤となる。そ

うした貨幣資本のあり方を金貸資本ないし貨幣

融通資本、等々として概念化すること自体は否

定しえないと考えられるからである。

次に、小幡原論においては、商人資本も産業

資本も「安く買って高く売る」ことに還元され

るから、宇野のいう三形式は「［87頁］実はす

べて『商人資本形式』に帰着する」とされる。

この指摘は基本的に首肯しうるものであり、山

口原論による資本形式論の脱歴史化と形式化の

側面を徹底することによっておのずから導かれ

る結論といえよう。

しかし、そのうえで小幡原論では独自の「資

本の多態化」なるものを分節化する。それは、

まず資本概念を「姿態変換型」と「流通費用節

減型」に二大別し、さらに「姿態変換型」を

「姿態変換外接型」と「姿態変換内接型」とに

二分類するというものである。このうち、「姿

態変換外接型」については、「［88頁］均一の

価格が成り立っている……複数の異種商品間の

交換比率に不整合な関係があり、この全体の関

係が巡回する資本の増殖の根拠となる」ものだ

として、三角貿易を例としている。すなわち、

a、b、cの3種類の商品の交換比率の間に、

ax=by、by=czならば cz=axという関係が成り

立っておらず、たとえば cz=8axとなっている

場合には、ax→ by→ cz→8ax……という増殖

が可能となるというものである（なお、ここで

の数値例は小幡原論とは異なっているが大小関係

に変わりはない）。

だが、この場合も、商人間の競争をつうじて

bへの需要が増大し、その波及効果で cへの需

要も増大し、それぞれの交換比率がたとえば

2ax=by、2by=czへと変動し、他方でcの供給が

増 大 し て cz=4ax へ と 変 動 す れ ば

ax→0.5by→0.25cz→ axとなるような裁定取引

が生じることになり利潤源泉は消滅していく。

このように考えると、「姿態変換外接型」を

「姿態変換内接型」とあえて区別しなければな

らない理論的な意味はよくわからない。

また、「流通費用節減型」とされるものは、

「安く買って（作って）高く売る」「姿態変換

型」のように、「高く売る」ことによって商品

の価値の増大をするものではないとされる。し

かし、小幡原論の説明でも「高く売る」という

のは実際には「安く買う（作る）」ことに重点

があり、競争的な市場における販売価格の一定

幅を所与として、それに対して低められた費用

価格にたいして相対的に「高く売る」のである。

いくら労働時間や原材料を多く投下したからと

いって、競争的に決まる市場価格のもとではそ

れらは無意味なものとなることはいうまでもな

い。したがって、「流通費用節減型」であれ

「生産費用節減型」であれ変わりはないのであ

り、「流通費用節減型」だけをとくに「姿態変

換型」と区別することの意味もまたよくわから

ないといわねばならない。

したがって、資本形式としては、むしろ小幡

原論のいう「姿態変換型」を「資本の一般的形

式」として規定するだけで十分である。そのう

えで、小幡原論のいう「資本の多態化」に類す

る利潤源泉の諸形態は、「姿態変換型」＝「資

本の一般的形式」のバリエーションとしてとら

えればよいことになる。つまり、従来は「資本

の一般的形式」という次元と商人資本ないし商
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品生産資本の形式の次元を混同したうえで、そ

れと産業資本ないし商品生産資本の形式、金貸

資本ないし貨幣融通資本の形式を三形式として

並列してきたが、そうではなく、「姿態変換型」

＝「資本の一般的形式」のバリエーションとし

て多様な利潤源泉の諸形式をとらえるべきだと

いうことである。

本稿では、そのようなバリエーションとして、

「諸産業（非金融）に投下される資本の循環形

式」と「金融に投下される資本の循環形式」に

二大別し、「諸産業（非金融）投下される資本

の循環形式」はさらに、「商業に投下される資

本の循環形式」、「農工業に投下される資本の循

環形式」に二大別し、前者を「資本主義」、後

者を「資本主義的生産」に対応するものとする。

さらに、後者には多様な労働管理様式のバリ

エーションがあり、奴隷制プランテーション、

荘園制＝農奴制、国家直営の工房方式、問屋制

家内工業、二重に自由な意味での賃労働制、

等々に分類される（ただし、本稿の目的上とく

に論及の必要がないため「金融に投下される資

本の循環形式」については取り上げていないが、

それ自体は別個にとりあげるべき重要性をもつ

ことはいうまでもない）。

ここで注意すべきことは、二重に自由な意味

での賃労働制を基礎とする「農工業に投下され

る資本の循環形式」といえども、社会の部分

的・周辺的な存在にとどまるかぎりでは、ただ

ちに「資本主義社会」を成立させるものではな

いということである。

この点に関連して、いわゆる「資本形式論」

をめぐって真に重要な問題点は、山口原論でも

重視されていた、「労働力の商品化」という歴

史的切断を媒介として、資本が社会的再生産を

全体的に編成するようになった社会形態を固有

の分析対象として設定するという課題設定であ

る。ところが、小幡原論においてはその点が意

識的に拒否されている。これは、小幡原論が、

狭義のマルクス学派の枠組みをはなれ、ウォー

ラーステイン的な枠組みのほうに接近している

ことによっていると考えられる。

このこと自体は、「労働力の商品化」による

「二重の意味で自由な賃労働者」のみを前提と

する狭義の「資本主義社会」を絶対視するので

はなく相対化し、多種多様な労働管理様式にも

とづく収奪をも、現在進行形における世界資本

主義の利潤源泉であるという現実へと原理論を

開いていこうとする意図にもとづくものであり、

それ自体は肯定的に評価できるものである。

ただ、そのことによって小幡原論においては、

原理論の全体が、事実上いわば流通論の範囲で

説かれるものとなっており、このような方向性

自体は、櫻井［2019年］（91-92頁、186頁）が

示唆している方向とも合致する面があるのであ

るが、しかし、小幡原論においてはこのことに

関して、説明ないし対自化が不十分であるよう

に思われる。

筆者自身も、第三篇とされてきた領域（総過

程論、分配論、競争論、機構論……）はそのほ

とんどが流通論の延長として展開できるし、ま

た展開すべきであると考えている（新田［2018

年］23頁、注17、参照）。だが、筆者としては、

そのうえでなお狭義の「資本主義社会
0 0

」を原理

論の対象とすることの理論的、方法論的な意義

を軽視することはできないと考えている（新田

［2015年a］、参照）ことは強調しておきたい。

（2）諸産業（非金融）11：商業に投下される資

本の循環形式

資本の一般的な循環形式Ｇ－Ｗ…［変化］…

Ｗ’－Ｇ’・Ｇにおける…［変化］…の過程に、

具体的に…［貿易・商品取扱］…が入ったもの

は、商業への資本投下と循環の形式を表してい

る。これは、おもに遠隔地間の貿易にたずさわ
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る貿易商人の資本と、内地の卸売業にたずさわ

る問屋商人の資本とに大別される。

ところで、商人資本ないし商業資本の「安く

買って高く売る」ということは、古来、詐欺瞞

着のようにみなされがちであった。

「［S. 343］商業資本が、未発展な諸共同体の

生産物交換を媒介する限りでは、商業利潤は詐

欺瞞着のようにみえるだけでなく、その大部分

は詐欺瞞着から生じる。」12

しかし、それは誤った見方である。「安く

買って高く売る」ことが可能になる背後には次

のような諸要素がある。

第一の要素は、保管・運輸という生産的労働

そのものによる部分である。一見すると、Ｇ－

Ｗ－Ｇ’・Ｇは商品を転売しているだけで何ら

の生産も行っていないようにみえるが、実際に

は、たとえば、

　　Ｇ－Ｗ…［保管・運輸、保険］…

Ｗ’－Ｇ’・Ｇ

のように、保管・運輸、保険という生産的労

働が行われている。したがって、たんに価格差

だけではなく、商品には保管・運輸の過程で生

産的な費用の加算も行われている。つまり、粗

利潤⊿Ｇのうちには保管・運輸、保険にたいす

る手数料の部分も含まれているので商品の価格

がそのぶん高くなるわけである。商人の粗利潤

は、保管・運輸、保険の手数料を一つの構成要

素としている。

なお、いわゆる小売業にたずさわる資本のば

あいは、特定地域で集中的に特定商品を扱う卸

売問屋から仕入れる際に安く買い付けることの

できる余地は狭いので、価格差を利用すること

は難しい。したがって、小売業資本の利潤の源

泉のほとんどは、商品の販売価格に含まれてい

る保管・運輸、保険にかかわる手数料収入にた

いして、それに要する費用をできるだけ節約し

て差額をできるだけ大きくすることにあると

いってよい13。したがって、それは次にみる農

工業に投下される資本に分類されるべきである。

第二の要素は、いわゆる「交換の利益」によ

る部分である。「交換の利益」とは、相互に自

分のもとでは不要な余剰物だが、他人にとって

は使用価値（効用）のあるものを交換しあうこ

とによって、相互に消費できる使用価値（効

用）の種類と量を増加できるようになることか

ら得られる利益である。商品交換Ｗ1－Ｇ－Ｗ

2が行われると、Ｗ1、Ｗ2それぞれの生産量そ

のものは変わらなくても、相互に不要な余剰物

を交換しあうことで、それぞれの消費量を増や

すことが可能となり、そのうえ、相互に消費で

きる使用価値（効用）の種類も増やすことがで

きるのである。

ただし、これを二者間だけで考えると、貨幣

は交換手段として機能しているだけで増殖はし

ておらず、ただ使用価値（効用）の量と種類の

増加があるだけである。しかし、一方でＡにお

いて不用となったモノをタダかまたは安く買っ

て、他方でＢにおいてそれを有用とする買い手

に高く売るというように、二者間に第三者が介

在するようになると、第三者である商人はより

多くの貨幣を得ることができるようになる。さ

らに、そのようにして増殖した貨幣で今度はＢ

において不用なモノを安く買って、Ａにおいて

それを有用とする買手に高く売れば、さらに貨

幣を増殖できるようになる。

しかも、「交換の利益」は、たんに使用価値

的な効果だけではなく、自分のもとでは有効に

利用されえなかった生産物に投下された労働時

間のムダも減らし有効利用できるようになると

いう意味で、「労働時間のマイナスのマイナス」

というプラスの効果をももたらしていることに

留意する必要がある。それは、社会的な労働生
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産性の向上をももたらしているのである。

このような「交換の利益」をつうじた貨幣の

増殖、利潤の獲得は、商人が商品の選択・調

査・企画・開発・発見に労力と資材を投じ、安

く買って高く売ることが可能となる時期や場所

を探索することによって、はじめて可能となっ

ているものである。したがって、商人のえる売

買差益を、ただ詐欺瞞着のようにみなすのは商

業を賎業視した封建制的観念の残滓というべき

まったくの謬見というほかない。

第４節　資本主義的生産

（1）諸産業（非金融）：農工業に投下される資

本の循環形式

商業に投下される資本の循環形式Ｇ－Ｗ…

［保管・運輸］…Ｗ’－Ｇ’・Ｇにおける…［保

管・運輸］…の過程に、たんに商品の保管・運

輸だけでなく、さらに、…［加工・製造・その

他］…の過程が加わっていけば、それは、農工

業に投下される資本の循環形式となる。このよ

うな拡張の原動力は、根源的な蓄積欲求に根ざ

した貨幣の増殖欲求、すなわち資本蓄積への衝

動である。…［加工・製造・その他］…の過程

には、次のような過程がはいる。

・加工・製造

・販路の開拓

・商品調達先の開拓

・商品調達先の創造（プランテーション、問

屋制家内工業、工場制手工業、機械制工業

……）

このような農工業に投下される資本の循環形

式は、

　　Ｇ－Ｗ…［加工・製造］…Ｗ’－Ｇ’・Ｇ

あるいは　Ｇ－Ｗ…Ｐ…Ｗ’－Ｇ’・Ｇ

という形式であらわされる。ここで、…Ｐ…

は生産過程をあらわし、…［加工・製造・その

他］…と同じ意味であるとする。この形式にお

いて生産過程にはいるものは、農林水産業、鉱

工業、小売流通業、運輸・通信業、保管業その

他各種サービス業を問わないものと定義するこ

とにする。

この資本の循環形式のもとでは、自然経済に

おける自給自足的な生産は利潤追求を目的とす

る資本主義的生産となり、自然経済におけるた

んなる生産財（生産手段）としての資本財（生

産資本）は、資本循環の一過程における資本財

（生産資本）に転化する。

なお、生産とは、漢語に即してかんがえると

生物の生殖に由来したことばであり、植物、動

物の生殖を人間が管理して消費物資として得る

農耕・牧畜に適合的なことばである。これは、

狩猟・採集における自然からの略取にたいして、

人間の労働過程がもう一段加わっているものと

いえる。しかし、製造業にそのまま生産という

語を当てるのは意味の拡張である。製造業は、

狩猟・採集によって略取された天然資源、農

耕・牧畜によって生産された動植物素材を原材

料として、加工・製造をおこなう。

ラテン語 productioに即してかんがえると、

前に導く、つまり引っ張り出す、が語源であり、

15世紀頃のフランスで産出するという意味で

用いられはじめた。語源は異なるが、西洋でも

アダム・スミス以前は農業だけが生産的

productiveだとかんがえられてきたことに変わ

りはない。アダム・スミス以降、製造業

manufacture、産業＝工業 industryも生産的

productiveだというように意味が拡張された。

しかし、生産production、産業 industryの範囲

はアダム・スミス以降も時代とともに変化して

きた。さらに時代が降るとともに、生産

production、産業 industryの範囲はサービス産業、

商業、金融業へと拡張されてきた。農産物、工

業製品のような物財にとどまらず、なんらかの
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有用な効果をあたえるサービスも含めて、なに

かを供給して貨幣を稼ぎだすことのできるもの

は、すべて生産とみなされるようになった。今

日では、芸能関係の仕事においてさえもプロ

デュースするという言い方がなされるように

なっており、また、ゲーム・アプリの開発が

もっとも付加価値生産の高い分野のひとつと

なった。その結果、生産 production、産業

industryはじっさいに有用な効果をつくりだす

非金融部門（農・工・商・サービス）と、本来

はその補完的な機能である金融部門とに分類さ

れるようになっている。

したがって、本稿では、「生産」は、狩猟・

採集における自然からの略取、農耕・牧畜にお

ける動植物の生殖活動のコントロール、製造業

における物質素材の加工・製造（保管業・運輸

業、建設業も含む）、サービス業における対他

的な働きかけ、商業における所有権の移転に

よって得られる、人間にとっての有用効果をも

たらす活動をすべて「生産」と定義することと

する。ただし、生産主体は醸造・発酵過程にお

ける微生物のように労働主体としての人間だけ

とは限らない。

※小幡道昭［2009年］『経済原論』においては、
「［102頁］投入と産出を比較して、増大している
場合を生産とよび、減少している場合を消費と
呼ぶ。」、「［142頁］投入されたモノを生産手段と
いい、産出の総量を粗生産物、粗生産物から投
入を引きさった残りを純生産物という。」と定義
されている。これは、あくまでも定義の問題で
あるが、
純生産物＝粗生産物－生産手段＞0ならば生産
という定義は、「生産」の語義にかんして明確
とはいいがたいように思われる。「生産」とは何
かという問いにたいして、粗「生産」物から「生
産」手段を引きさった残りの純「生産」物が正
であること、ということが説明になっていると
は思われない。本来であれば「生産」そのもの
は別に定義したうえで、

粗「生産」物－「生産」手段＞0
　　　　　　　　　　　　ならば純

0

「生産」
とすべきところが、
粗「生産」物－「生産」手段＞0ならば「生産」
となっているからである。つまり、それは「生

産」そのものの定義ではなく、純
0

「生産」の定
義である。

（2）いわゆる商人資本と流通の外来性について

ところで、商品交換、流通、商人的活動は共

同体と共同体の間から生じてきたものであり、

その意味で外来的だともいわれてきた。

それに対して、周知のように、アダム・スミ

スは交換性向について、つぎのようにいってい

た。

「分業というものは、……人間のある性向、

すなわち、ある物を他の物と取引し、交易し、

交換しようとする性向の、緩慢で漸進的ではあ

るが、必然的な帰結なのである。／いったいこ

の性向は、これ以上は説明できないような、人

間性にそなわる本能の一つなのか、それとも、

このほうがいっそうたしからしく思われるが、

理性と言葉という人間能力の必然的な帰結なの

か、この問題はわれわれの当面の研究主題には

入らない。この性向はすべての人間に共通なも

ので、他のどんな動物にも見出されないもので

ある。……ある動物が別の動物にむかって、そ

の身振りと生まれつきの叫び声で、これは自分

のもので、それはお前のものだ、それと引換え

にこれをあげよう、といったようなことを表示

しているのを見た人はだれもいない。」14

このように、スミスは、交換性向を他の動物

には見出しがたいものであり、おそらく理性と

言葉という人間能力の必然的な帰結であろうと

している。

同様の発想から、スミスは、人間が自然に働

きかける労働と、それによって得られる生産物
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を、人間と自然とのあいだの交換過程であると

考え、次のようにもいっている。

「労働こそは、すべての物に支払われた最初

の価格、本源的な購買貨幣（original purchase-

money）であった。世界のすべての富が本源的

に購買されたのは、金、銀によってではなく、

労働によってであった。」15。

つまり、人間の自然にたいする働きかけであ

る労働過程が、財貨を得るための本源的な購買

貨幣であるという考え方である。これに関して、

ある時期のマルクスは次のようにある程度、肯

定的に言及していた。

「アダム・スミスは、労働（労働時間）は、

すべての商品がそれをもって買われる本源的な

貨幣である、と述べている。生産の行為を見れ
0 0 0 0 0 0 0 0

ば、このことはあくまで正しい
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。」16

しかしながら、マルクスは、1863年頃に草

稿の書かれた『資本論』第三巻においては、

ロッシャー『国民経済学原理 第三版』［1858年］

を当てこすりながら、次のように述べている。

「［S. 336］賢人ロッシャーのひねりだした考

えによれば、もしある人たちが商業を生産者た

ちと消費者たちのあいだの『媒介』として性格

づけるのであれば、『人』は同様に生産そのも

のを消費の『媒介』（だれとだれのあいだのそ

れか？）として性格づけることができるであろ

う。……媒介という言葉がすべてを決定す

る。」17

ここでマルクスが、媒介とは「だれとだれの

あいだのそれか？」と揶揄的に批判しているの

は、生産者たちと消費者たちのあいだの媒介が

人間と人間の社会的な媒介であるのに対して、

人間と自然のあいだの媒介があらゆる社会に共

通の自然的な媒介であるという差異が、「媒介」

という言葉のうちに解消されてしまっていると

いうことであろう18。

ここには、商品経済は「共同体と共同体の間

から」発生してきた、その意味で外来的なもの

だという考え方が反映しているといえよう。

しかし、商品経済が外来的であるかのように

みえるのは、歴史的にもっぱら目につくのが遠

隔地間での奢侈品、特産品だからである。とは

いえ、余剰物の「他人のための使用価値」とし

ての交換は共同体内部においても、目立たない

かたちではあれ行われていたと考えられる。ま

た、共同体内部の協業－分業における相互関係

においても、一定程度のギブ・アンド・テイク

の関係は存在していたはずである。

スミスがいうように、人間には対他的な交換

性向が備わっており、それは対自然的な物質代

謝における労働と獲得の交換関係にねざしたも

のであると考えることが一概に誤りだとはいえ

ないように思われる。

たしかに、奢侈品市場はそれ自体としてみれ

ば社会的再生産過程にとって外来的なものであ

る。しかしながら、高価な舶来品がしだいに低

廉化していく過程も、より多くの数量を取り扱

うことで利鞘の絶対量を増やそうという蓄積欲

求に駆動された商人の競争によって供給量が増

加していくことの結果である。低廉化によって、

かつては高価な奢侈品であったものが庶民の手

に届くものとなり、遂には生活必需品に組み込

まれていく。茶、コーヒー、砂糖、煙草、毛織

物、綿織物、陶磁器などの歴史はその典型的な

例を示している19。

こうして、生活必需品市場が成立するように

なり、生活必需品の生産過程に商人の投資した

資本が関わるようになっていく過程は、資本主
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義的流通から資本主義的生産への移行過程とい

える。

※なお、このような観点は、すでに小幡原論の「資
本の多態化－姿態変換内接型」においては導入
されていたところである。「資本にとって『安く
買う』ことは、けっきょく『安くつくる』とい
う方向に拡張する。つまり、生産の局面に進出
することにつながるのである。」（小幡［2009年］
90-91頁）

（3）貿易商人と多様な労働管理様式による資

本主義的生産

資本主義的生産とは、貿易商人が主導する世

界市場に向けて利潤追求の目的で行われるよう

になった商品生産である。このような資本主義

的生産は、かならずしも近代市民社会を前提と

はしていない。マルクスが、

「［S.250］しかし、その生産がまだ奴隷労働、

賦役労働などというより低い形態で行われてい

る諸民族が、資本主義的生産様式によって支配

されている世界市場に引き込まれ、この世界市

場によって諸民族の生産物を外国へ販売するこ

とが、主要な関心事にまで発展させられるよう

になると、奴隷制、農奴制などの野蛮な残虐さ

の上に、過度労働の文明化された悲惨が接ぎ木

される。」20

といっているように、それは、どのような社

会形態のもとにおける生産過程でも可能な事態

であり、直接的生産者の労働を管理する、多様

な労働管理様式が存在する。なお、それらは単

に歴史的、過去形的なものではなく、「本来的

蓄積」と同時並行する「原始的蓄積」として、

つねに現在進行形的なものでもある。この点に

関しては、ローザ・ルクセンブルクの資本蓄積

論をめぐって、原理論的には誤謬を含んでいた

ものの先駆的に展開されていた世界システム論

的な視点にかんする次のような指摘が示唆的で

ある。

「［17頁］マルクスの本源的蓄積（ursprüngliche 

Akkumulation）とは異なり、ローザ・ルクセン

ブルク資本蓄積論の基本的な骨格は、資本蓄積

の継続的な二重過程を認めたことにある。それ

は、一方では、本来的な蓄積過程として遂行さ

れ、他方では、暴力的過程を差し挟む原始的蓄

積（primitive Akkumulation）過程としてであ

る。」「［20頁］これらの蓄積過程は、現在進行

形で顕在化してきているものであり、ローザ・

ルクセンブルク理論の現代的応用とするならば、

資本の本来的蓄積過程とは異なる原始的蓄積過

程の進行と強度を現わすものである。すなわち、

これらの現象形態こそが、現代の私たちの労働

と生活の二重の局面における、新たな収奪の形

態ということなのである。」（足立 ［2019年］）

　（a）奴隷制プランテーション
奴隷制プランテーションの歴史的な代表例と

しては、古代カルタゴのシチリアにおける奴隷

制大農場所有経営の方式や、それがポエニ戦争

でシチリアがローマ領となった結果、古代ロー

マに導入されたとされるラティフンディウムが

あげられる。これらは、古代地中海－世界資本

主義においてブドウ、オリーブなどを世界市場

向けに輸出するための資本主義的生産にほかな

らなかった。

近世のオランダやイギリスの商人資本による

奴隷制プランテーションは、特定地域の特産品

を奴隷貿易で購買した奴隷の労働によって安く

大量に生産させることで、世界市場向けに輸出

したものである。オランダやイギリスの商人た

ちは、コーヒー、カカオ、砂糖、煙草、綿花な

どさまざまな特産品の供給量を増やすために、

労働力として黒人奴隷をアフリカ大陸から輸入
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するいっぽうで、原産地以外にも気候条件など

のあった供給基地を造営することで、それらを

世界商品として生産し輸出するという体制を、

地球的規模で編成した。このばあい、プラン

テーションの内部では主人と奴隷の関係が支配

しているが、対外的には奴隷主は資本主義的生

産の担い手となった。

なお、アメリカ南部の奴隷制プランテーショ

ンについて、『資本論』では次のように述べら

れている。

「［S.250］それゆえ、アメリカ合衆国の南部

諸州における黒人労働は、生産が主として直接

的な自家需要に向けられていた限りでは、穏和

な家父長的な性格を保っていた。しかし、綿花

の輸出がこれら諸州の死活の利害問題となるに

つれて、黒人の過度労働が、所によっては黒人

の生命を7年間の労働で消費することが、打算

ずくめの制度の要因になった。」21

奴隷制を不法行為としてではなく公然たる法

制度としたのはギリシア、ローマ、南部アメリ

カ等に限定される際立った特徴であるが、不法

行為としての奴隷使役はあらゆる時代、あらゆ

る社会に存在し続けており、現在においても根

絶されてはいない。

　（b）荘園制=農奴制
荘園制=農奴制の展開は世界市場の収縮に対

応している。そこでは、はじめから世界市場向

けに生産がおこなわれるというよりは、余剰生

産物だけが商品として市場で販売されるように

なる。

古代ローマ末期におけるコロナートゥス制は、

戦争捕虜による奴隷の供給が減少した結果、没

落自作農や解放奴隷を小作人（コロヌス）とし

て使用するようになったものであるが、コロヌ

スはしだいに移動を制限され土地の付属物と

なっていき、中世ヨーロッパの農奴の先駆形態

となっていったとされる。

中世ヨーロッパの荘園制=農奴制における、

賦役＝労働地代の比重が大きい古典荘園制から、

生産物地代、貨幣地代へと比重が移った純粋荘

園制への移行は、東方の世界市場との連結によ

る「商業の復活」、ペストの大流行による人口

激減の影響などによって農民の地位が向上して

いったことを反映していた。16世紀の大航海

時代における世界市場、世界商業の地球規模で

の急拡大（＝価格革命、商業革命）は、西欧に

おけるそうした傾向をいっそう促進した。

だが他方で、いまだ西欧におけるように逃散

した農奴を吸収することができる都市の労働需

要が存在しないばあい、急激に世界市場におけ

る穀物需要の激増に直面すると、荘園領主は農

奴制を再編強化し、農奴からの貢納を増やすこ

とで輸出商品を増大させようとするようになる。

歴史的には、『資本論』で取り上げられている

近世の東欧でみられたボヤール（ルーマニア南

部）や再版農奴制（エルベ河以東のプロイセ

ン）などがその事例である。

「［S.251］賦役労働は、ドナウ諸侯国［にお

けるワラキア（ルーマニア南部）のボヤール

（領主）］においては、現物地代その他の農奴制

の付属物と結びついてはいたが、支配階級への

決定的な貢租をなしていた。……［S.252］地

所の一部分は自由な私的所有として共同体の各

成員によって自立的に経営され、他の部分―”

共有地”―は彼らによって共同的に耕作された。

……時がたつにつれて、軍事および宗教関係の

高職者たちが、共有財産とともに、そのために

なされるもろもろの給付を横奪した。自由農民

たちが彼らの共有地で行った労働は、共有地の

盗人たちのための賦役労働に転化された。それ
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とともに農奴制諸関係が発展した……。」

「［S.251］（第三版へのエンゲルスによる注）

――このことはドイツにも、ことにエルベ河以

東のプロイセンにも同じようにあてはまる。15

世紀には、ドイツの農民は、ほとんどどこにお

いても、生産物と労働とによる一定の給付の義

務を課されてはいたが、その他の点では少なく

とも実際上は自由な人間であった。……農業戦

争（1524-1526年）における貴族の勝利が、こ

の状態を終わらせた。敗れた南ドイツの農民た

ちが農奴となっただけではなかった。すでに

16世紀の中葉以来、東プロイセン、ブランデ

ンブルク、ポンメルン、およびシュレージエン

の自由農民が、そしてその後まもなくシュレー

スヴィヒ=ホルシュタインの自由農民たちもま

た、農奴におとされたのである。」22

他方で、16世紀にスペインの征服者たちは、

中南米において世界市場向けの金銀の採鉱労働

を原住民におこなわせた。それは、対外的には、

世界市場向けの金銀の採鉱労働をおこなわせる

資本主義的生産であった。同時にそれは、対内

的には、レパルティミエント（土地分配制）、

エンコミエンダ（土地委託制）というように法

的形態は変っても、本国政府の目が届かないと

ころでは、原住民を不法に奴隷制的に酷使する

実態に変わりはないものであった。その結果、

ヨーロッパから持ち込まれた感染病とも相まっ

て、原住民人口の激減を招いたため奴隷制の維

持は困難となったことはよく知られている。こ

うして、17世紀以降の中南米における大土地

所有経営の形態は、アシエンダ（土地私有制）

へと再編され、農作物の自給自足的な荘園制=

農奴制へと収縮していった。

より条件のよい雇用がなければ、不利な雇用

関係への隷属から逃れることが困難になってし

まうことは、再版農奴制にかぎらず時代を超え

て繰り返される現象である。たとえば、平成不

況期（20世紀末～ 21世紀初頭）の日本におい

ては、雇用情勢の悪化から「ブラック企業」が

蔓延したが、これは実質的に「二重の意味で自

由な賃労働者」から農奴制、あるいはむしろ、

種の再生産すら不可能とさせるという意味では

奴隷制といったほうがよい水準への逆行をもた

らしたとすらいえるものであった。

　（c）国家直営の工房方式
法人の最大のものは国家であるが、手工業は、

その時代の先端的な技術であるかぎりは、まず

国家に独占されるところからはじまって、しだ

いに民間に普及していった。つまり、国家が多

数の技術者を集めて手工業製品の生産を行う国

家直営の工房方式が重要な位置を占めていたと

考えられる。

たとえば、古墳時代の倭国においては、5世

紀後半以後に渡来した渡来人の技術者集団の中

には品部に属した者が多いとされ、埴輪などを

製作した土師部（はじべ）や、錦織部（にしご

りべ）・弓削部（ゆげべ）などの例があげられる。

また、江戸中期から幕末にかけては藩営マニュ

ファクチュアがみられたが、たとえば幕末の薩

摩藩では反射炉、溶鉱炉、ガラス、陶磁器、農

具、地雷、ガス灯などの各種製作所が造営され

た。

また、近世の西欧における重商主義的マニュ

ファクチュアは、絶対王権によって免税、製造

販売の独占権、労働者雇入れの便宜など種々の

特権が与えられ、作業場に多人数を集めて分業

による協業が組織された。

これらはいずれも、国家権力が不自由な身分

制的な拘束のもとにある奴隷、農奴、職人を雇

用、使役することによって生産がおこなわれた

例である。このような形態でも、世界市場向け

の輸出や国内市場向けの出荷がおこなわれれば、



資本主義、資本主義的生産、資本主義社会の区別について

― 153 ―

対外的には資本主義的生産の担い手であること

に変わりはない。

もちろん、近代、現代においても、さまざま

な国営、官営の事業が存在しているが、これら

は基本的には利潤追求になじまない分野でおこ

なわれる傾向があり、資本主義的生産を補完し

ようとするものであっても、資本主義的生産そ

のものではないことに注意する必要があろう。

　（d）問屋制家内工業における資本循環形式
それに対して、身分制的な拘束からある程度

自由になると、自立的な個人・家族規模の家内

制小生産者としての自作農（独立自営農民）や

職人（手工業者）となる。家内制小生産者が、

道具、原材料などの生産手段を購入してみずか

ら加工・製造・生産した製品、サービスを商品

として販売する、

　　Ｇ－Ｗ（Pm）…Ｐ…Ｗ’－Ｇ’・Ｇ

　　　（Pm：生産手段、…Ｐ…：生産過程、

　　　Ｗ’：加工品）

は、自作農（独立自営農民）や零細な個人・

家族経営の手工業者による家内工業 domestic 

industryにおける資本循環形式である。家内制

小生産者の資本にとっては、いかなる業種の労

働サービスであれ、みずからの生産過程そのも

ので付け加えた労働サービスが利潤の源泉とな

る。

小生産者は製造・加工・サービスそのものを

専門とするために、多くのばあい世界市場向け

に直接に輸出できるわけではなく、市場の連鎖

をつうじて間接的に世界市場に関わっているに

すぎない。そのため市場動向にたいして、した

がってまた問屋商人にたいして受動的な立場に

おかれることのほうが一般的である。そのため

実際には、中小零細の小生産者の資本は資本と

いっても、家族の生活費を稼ぐのが精一杯で、

利潤獲得を目的とした資本蓄積を行っていると

はとてもいえない状態にあるものが多い。

それに対して、資本力、市場支配力をもった

問屋商人が貨幣資本や道具、原材料を、家内工

業をいとなむ複数の家内制小生産者的形式Ｇ－

Ｗ（Pm）…Ｐ…Ｗ’－Ｇに前貸し、下請けに出

すことputting-outによって、事実上、前者の資

本循環に後者が包摂されてしまった状態、

　　Ｇ－Ｗ｛Ｇ－Ｗ（Pm）…Ｐ…Ｗ’－Ｇ’｝

－Ｇ’・Ｇ

は、問屋制家内工業putting-out systemにおけ

る資本循環形式である23。

この形式のもとでは、小生産者はもはや生活

費を賄える程度の加工賃を受け取るにすぎなく

なり、実質的には生産過程…Ｐ…に従事する賃

労働者に転化している。この形式の重要な利潤

の源泉は、不利な立場にある小生産者への支払

いをできるかぎり低くし、そうして安く仕入れ

た製品を販売市場でできるだけ高く売ることか

ら得られる差益である。このような形態は、19

世紀イギリスにおいて苦汗制度 sweating system

と批判されたものに対応しているが、現在でも、

問屋制家内工業は下請制、請負制という形態で

広汎に残存している。

　（e）二重の意味で自由な賃労働制と資本循環
形式

近代の欧米で生成、発展してきた「市民社

会」の法慣習・制度を前提として、「二重の意

味で自由な賃労働者」を雇用して生産過程を経

営する、

　　Ｇ－Ｗ（Pm、 A）…Ｐ…Ｗ’－Ｇ’・Ｇ

　　　（A：労働）

という形式は、自由賃労働制を基礎とした資

本の循環形式である。この自由賃労働制を基礎

として、多数の労働者を一箇所に集約した大規

模経営がおこなわれると、資本主義的店舗経営、

資本主義的農場経営、資本主義的工場経営それ
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ぞれにおける資本循環形式となる。

なお、伝統的に使われてきた「産業資本」の

概念は、マルクスにおいては、「二重の意味で

自由な賃労働」を前提とする資本－賃労働関係

（「労働力の商品化」）の有無で家内制小生産者

とそれ以外が区別され、問屋制家内工業＝「資

本による労働の形式的包摂」、機械制工業＝

「資本による労働の実質的包摂」とされている。

だが、そのためマニュファクチュアが「形式的

包摂」と「実質的包摂」のどちらに分類される

のか、その位置づけの解釈について混乱が生じ

ることとなった。

他方、宇野においては、問屋制家内工業が商

人資本的蓄積様式に位置づけられ、マニュファ

クチュアはそれにたいする周辺的なものにとど

まるとされ、機械制工業のみが産業資本的蓄積

様式に対応させられている。すなわち、宇野に

おける「産業資本」の概念は、資本－賃労働関

係（「労働力の商品化」）、工場制、機械制が一

体のものとされ、非常に狭く定義されている。

だが、そうなると、本文でみてきたような多

様な労働管理様式のもとでの資本主義的生産は

すべて「商人資本的蓄積様式」に分類されるこ

ととなる。また、商業にも金融にも、資本－賃

労働関係（「労働力の商品化」）、大規模店舗方

式、機械制がありうるので、それらも一括して

「産業資本」に分類すべきことになる。このよ

うに、「産業資本」という概念は、指示対象の

範囲を適確に切り取ることが困難なので、本稿

では伝統的な慣用語として以外には使用を避け

ている。

自由賃労働制を基礎とした資本循環の形式に

おける資本のおもな利潤の源泉は、労働者の賃

金が安くてすむ場合には低賃金労働で安価な製

品を生産し、価格競争上優位に立ちながらそれ

を販売することにある。しかし、賃金が高く

なっている場合には、生産過程、流通過程やそ

れらの経営・管理過程においてさまざまな技術

進歩をおこなうことのほうが重要性を増してく

る。そのため、農場・工場経営の資本循環形式

が、利潤追求のためにさまざまな技術進歩をお

こなうことによって、社会的生産力の発展は急

激なものとなる。

資本主義的農場経営に歴史的に対応する形態

は、近代イギリスに典型的にみられた地主－借

地農業者－農業労働者からなるいわゆる三分割

制による農業資本主義であった。

資本主義的工場経営に歴史的に対応するのは、

まず第一に、工場制手工業（マニュファクチュ

ア）であった。この形態は、手工業の職人を一

箇所に集約して指揮・監督系統のもとに協業・

分業をおこなわせたものである。しかし、この

ような形態はいまだ社会の周辺部分に普及する

にとどまった。

第二に、産業革命によって登場した機械制が

導入された機械制工業である。機械制工業は、

繊維産業における競争力の劇的な発展によって

農村家内工業や工場制手工業を駆逐し、社会の

根幹部分へと普及していった。

第三に、法人大企業である。資本の所有主体

は個人とはかぎらず法人のばあいもある（新田

［2015年b］、24-29頁、参照）。法人形態で巨額の

貨幣資本（資本金）を集め、大規模な生産手段

と大量の労働者を使用する機械制重工業やさま

ざまな産業における大企業もこの形式に対応し

ている。ただし、周知のようにイギリスではこ

の形態は、個人主義の伝統などの理由から発展

が遅れた。

すでにみたように、以上の多様な労働管理様

式は、歴史的に継起するというよりも、世界シ

ステムにおいて、いかなる時代においても同時

並行的に存在するものととらえられるべきであ

る。
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第５節　資本主義社会

以下では、「資本主義社会」とは、資本主義

的な市場経済が全社会の生産と分配の総過程を

編成し、社会的再生産が資本主義的におこなわ

れるようになった社会状態を指すものとする。

このような社会構成は、18世紀末のイギリス

産業革命を契機として成立し、それ自身の変容

を経験しながら、全世界的に普及していった

（＝マルクスのいうところの「資本の文明化作

用」）。

社会的再生産過程が純粋に資本主義的に編成

される状態は、資本主義的生産が群生的に生成

し、相互に需要と供給がおこなわれ、均衡的に

編成される状態である。それは、次のように図

式化できる。

　　ΣＧ－ΣＷ（ΣPm、 ΣA）…ΣＰ…

ΣＷ’－ΣＧ’

このような状態が成立するには、以下のよう

な複数の構成要素群が必要である。

　　貨幣資本G’・G　金融市場G…G’

生産手段Pmの市場（G-W(Pm)）／生活

必需品Kmの市場（G-W(Km)）／販売市場

W’－G’／労働Aの市場（G-W(A)）

　　生産技術Ｗ’＝W（Pm、 A） 

　　流通技術Z=Z(Zm, A)　

　　管理技術B=B(Bm, A)

そして、これらが均衡的に――より適切な言

い方をすると、不断の不均衡の不断の均衡化を

つうじて、不均衡を累積させないかたちで――

再生産される関係が必要である。つまり、生産

手段、生活資料、貨幣資本、労働の需要・供給

が市場を媒介として均衡的に――不均衡を累積

させないかたちで――編成されている必要があ

る。

　構成要素群の歴史的偶然性
しかしながら、ここで強調したいのは、「資

本主義社会」それ自体が重層的な構成要素から

なっており、それらの構成諸要素が複合しては

じめて「資本主義社会」なるものは成立できた

という点である。それは、従来のマルクス学派

がとらえてきた、原蓄による「労働力の商品

化」、産業革命による機械制工業の導入、周期

的恐慌による自立的な資本蓄積機構の確立と

いった諸条件だけではなく、それらに加えてさ

らに複雑な諸要素の重層的な結合であるという

ことである。

これら複数の構成要素が成立するには幾重も

の歴史的過程が必要であった。歴史的な過程と

しては複雑だが、ここでは次のように図式的に

整理しておくこととする。

①　貨幣資本（G’・G）の貯蓄

遠隔地間の奢侈品交易を活動舞台とする貨幣

資本（G’・G）の貯蓄が必要であった。同時に、

貯蓄された貨幣資本によって奢侈的消費や投資

需要が増加することで販売市場そのものが作ら

れる（W’－G’）。

この過程は資本主義社会の前史以来、繰り返

されてきたものであるが、大航海時代以降の植

民地収奪によって、この過程は国家と一体化し

たかたちで大規模化した。

「財政・軍事国家」24 として重商主義戦争を勝

ち抜き、ヨーロッパ列国の最後の勝者となった

のがイギリスであった。

②　市場の形成（G-W, W’-G’）

一口に市場の形成といっても、それは以下の

ように何層にもわたる出来事の累積からなって

いる。
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　遠隔地間の奢侈品交易
これは、太古以来存在してきたものであるが、

奢侈品交易という性質上、関わるのは全人口の

ごく一部の特権階級と商人にかぎられていた。

また、これは、貨幣資本の形成と相携えての過

程であったことはいうまでもない。

　生産手段Pmの市場（G-W(Pm)）／生活必需
品 Km の市場（G-W(Km)）／販売市場 W’－
G’／労働Aの市場（G-W(A)）の形成
中世後期から近世にかけて（中東、中国、西

欧など）、いたるところで衣料品における農工

商分業が成立した。すなわち、原料（麻、羊毛、

綿、生糸など）の市場、衣料品市場、製造業者

の生活必需品の市場が連関をなす局地的市場圏

－国民的市場圏－国際貿易圏の体系が成立した。

このような社会においては、賃金で労働者を雇

用する労働Aの調達市場（G-W(A)）も、あく

までも社会の周辺的、部分的なものにとどまっ

ていたとはいえ存在していた。しかし、社会全

体でみれば、依然として農村で自給自足的に生

活している人口が多数を占めており、資本主義

市場経済は社会にとって部分的、周辺的なもの

にとどまっていた。

　金融市場G…G’の形成
高利貸資本は「資本の大洪水以前的な形態に

属している」25 が、同様に、世界市場、世界資

本主義が発展したところではどこでも、すくな

くとも中世以来の中国から中東、西欧にかけて、

為替、振替、手形などの決済手段の生成が確認

されている。さらに、16-17世紀の大航海時代

を背景として、西欧においてはアントウェルペ

ン、アムステルダムなどにこれらの決済手段だ

けではなく、株式会社と株式市場、国債市場な

どが生成していった。イギリスでゴールドスミ

ス（金匠）の金引換証が銀行券の原型となった

のは17世紀半ばであり、イングランド銀行が

開設されるのはようやく1694年のことであっ

た。貿易商人の蓄積した貨幣資本は王室財政に

融資されることが多かった。そこから国債市場

が生成してきた。18世紀になると、イギリス

では農業資本主義が発達し、地代収入によって

蓄積された地主の貨幣資本の運用先として、し

だいに地方銀行が媒介となって毛織物、綿など

の製造業に融資されるしくみが整備されていっ

た。

③主権国家間システム・覇権国システム

資本主義市場経済が社会の根底まで浸透する

には全社会的に「労働力の商品化」が行われる

必要がある。しかし、「広義の16世紀」以前は

もとよりイギリス産業革命以前においては「労

働力の商品化」はせいぜい部分的・周辺的なも

のにとどまっていた。それがどのようにして全

社会的なものとなりえたのか。

その歴史的な前提条件のひとつとなったと考

えられるのが、17世紀半ばに起こった世界帝

国システムから主権国家間システム・覇権国シ

ステムへの転換である。世界帝国システムのも

とでは、中央権力が資本蓄積を抑制する政策を

とると、資本蓄積は発展の機会を奪われてしま

う。それに対して、主権国家間システム・覇権

国システムのもとでは、ある主権国家の中央権

力がそのような政策をとったとしても、他の主

権国家に資本が逃避する機会が残るため、国家

権力による資本主義市場経済への規制力が絶対

的なものではなくなる。むしろ、主権国家間の

富国強兵をめぐる抗争の中では、資本と技術を

積極的に受け容れようとする主権国家もでてき

うる。つまり、重商主義政策をとる主権国家も

あらわれるようになるということである。歴史

的には、スペインの世界帝国への野望が挫折し

たウェストファリア体制において、主権国家間
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システム（＝「国際社会」）が成立したとされ

る。

もちろん、世界帝国システムの崩壊というこ

とだけであれば歴史上珍しい事態ではなかった。

しかし、それは通常は戦乱状態を慢性化した。

主権国家間システムも慢性的な戦乱状態という

側面もあったが、ヨーロッパという均質な文化

圏のなかでバランス・オブ・パワーの原理によ

るパワー・ゲームとして、国際法、条約、外交

儀礼などがルール化されたことに大きな相違が

あった。その結果、通常は戦乱状態をへていず

れは世界帝国システムが再建されるという長期

循環となったのにたいして、主権国家間システ

ムにおいては、バランス・オブ・パワーによっ

て特定の主権国家・覇権国が帝国に転化するこ

とが妨げられたことが決定的な相違点となっ

た26。

④-1　主権国家間システム・覇権国システムを

前提とする「市民社会－国家」体制の生成

17世紀半ばに成立した主権国家間システム・

覇権国システムのもとで、オランダ、イギリス、

フランスなどによって重商主義政策が展開され、

遠隔地交易、手工業、局地的市場圏はますます

発展したが、それはまだ「資本主義社会」が成

立するために十分な条件とはならなかった。事

実、オランダやフランスからは遂に「資本主義

社会」は生まれてこなかった。

資本主義市場経済＝世界資本主義がいわば岩

盤のようなものを突破して社会を根底から編成

するようになるためには、さらなる歴史的な前

提条件が必要であった。それは、イギリスにお

ける「市民社会－国家」体制の成立、いわゆる

「市民革命」にほかならない。それは、西欧に

おける中世都市以来の歴史的展開を背景として

おり、もともとは世界市場、世界資本主義とし

ての「資本主義」、「資本主義的生産」から分岐

して派生してきたものであった。しかし、キリ

スト教社会に特有な内面的個人主義とローマ法

を淵源とする個人主義的な私有財産制度の発達

などとも相まって、きわめて特殊な諸特徴を

もった社会構成を生成するものとなったと考え

られる。

④-2　「市民社会－国家」体制を前提とする

「持続的技術革新社会」の生成

「持続的技術革新社会」の成立の前提条件に

は、私的所有制度の確立（「市民革命」、社会構

成の「近代化」）が必要であった27。その条件

とは、いわゆる「市民社会－国家」の体制のも

とで、公法的な領域における権力分立・権力均

衡・権力抑制の制度と、私法的な領域における

私的所有権、知的財産権保護とが確立していっ

たことにあると考えられる。「持続的技術革新

社会」は、そのようにして形成された私的所有

権、知的財産権保護の制度的枠組みの基盤の上

に可能となっているものである。

④-3「資本主義社会」の生成

宗教過程、政治過程を媒介とした「市民社会

－国家」体制の生成がなければ資本主義市場経

済＝世界資本主義が氏族共同体における自給自

足の領域を分解し、個々人が市場を媒介として

のみ社会を編成するようになる資本主義社会の

生成はありえなかった。しかし、個々人として

の市民からなる市民社会が社会として経済的に

存立するためには、資本主義的市場経済による

媒介が不可欠である。つまり、市民社会と資本

主義社会は相互に原因となり結果となるもので

ある。

また、自由都市、自治都市や局地的市場圏の

ように局所的なものでしかなかった市民社会の

萌芽が、全社会的に普及していくためには、農

業革命と商工業の発展が同時並行的に進むこと
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が必要であった。なぜならば、農業革命は自給

自足的な農村経済を分解し、過剰人口を排出さ

せるが、排出された過剰人口が新たに商工業に

吸収されることによって、全社会的な資本主義

市場経済の普及が進むからである。

そのため、農業革命の前提となる「持続的技

術革新社会」の成立もまた、市民社会と資本主

義社会の成立にとって原因となり結果となるも

のである。

このようにして、資本主義的市場経済によっ

て社会的再生産過程が編成される資本主義社会

が成立するためには、「市民社会－国家」体制

のもとでの個人主義への解体と、「持続的技術

革新社会」の成立が原因でもあり結果でもある。

歴史的には、18世紀イギリスにおいて、問

屋制家内工業における資本による賃労働の「形

式的包摂」が広汎に残存しつつ、三大階級（地

主－資本家－労働者）の三分割制からなる農業

資本主義（借地農による大規模農場経営）やマ

ニュファクチュア（工場制手工業）における資

本による賃労働の「実質的包摂」（＝「労働力

の商品化」）が部分的に生成することによって、

社会的再生産過程が資本主義的市場経済によっ

て編成される資本主義社会は成立していた。

以上のような歴史的諸条件が積み重ねられた

ことによって、イギリスにおいてのみ、資本主

義的生産の社会的な群生を基礎とする「資本主

義社会
0 0

」の出現をみることとなったのであった。

それによって、「広義の16世紀」以前、太古か

ら繰り返されてきた世界資本主義的な循環パ

ターンが突破され、持続的な経済成長・発展を

伴う「資本主義社会
0 0

」的な螺旋循環的パターン

への変質が生じたのである。宇野が重視した機

械制による綿工業の登場は、このような歴史的

意義をもつ持続的な技術革新の過程においては、

一つの通過点にすぎない。

「市民社会」なるものは、「資本主義」、「資本

主義的生産」から派生しつつ分岐して西欧社会

に固有に生成された別系統の社会構成であり、

別系統として分岐した「資本主義」、「資本主義

的生産」としての世界資本主義と、「市民社会」

が接合することによって、はじめて「資本主義

社会
0 0

」と「持続的技術革新社会」が生成したの

であった。

したがって、複雑な諸要因の接合の結果とし

て「資本主義的市民社会」が成立したことこそ

が世界史的に不可逆的な事態であって、ウォー

ラーステインのいうような「広義の16世紀」

を転換期とする主権国家間システムの成立だけ

では、いまだ不十分だったといわざるをえない。

それだけでは、「広義の16世紀」以前にも類似

のものは存在したのであって、決して不可逆的

な「持続的技術革新社会」をもたらすものとは

なりえなかったからである。持続的な技術革新

がなければ、投資のはけ口を失った遊休貨幣資

本による土地の集積・集中から資本主義市場経

済＝世界資本主義の衰退への回帰を阻止する最

も有力な要因が存在しなくなるであろう。

もちろん、「市民社会－国家」体制とそれを

基礎とする「資本主義社会」は、早くも19世

紀中葉にはイギリスをはじめとする各国におけ

る選挙権拡大をつうじた「大衆社会」への変容

がはじまり、19世紀末以降は、イギリスおよ

び当時の後発資本主義諸国は、国家主導の「上

からの改革」による「国民国家－国民社会」体

制への転換と同時並行的に「大衆社会－福祉国

家」体制への移行期が重なっていった。さらに、

20世紀末以降になると、グローバル化によっ

て旧先進諸国においては「国民国家－国民社

会」体制と「大衆社会－福祉国家」体制が動揺

にさらされるようになっていることはいうまで

もない。
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むすびにかえて

以上のように、「資本主義」、「資本主義的生

産」、「資本主義社会」の区別と関連を明らかに

することによって、流通形態としての資本主義

市場経済＝世界資本主義そのものは長期循環を

反復するのにたいして、流通形態に包摂された

近代社会は不可逆的に生成・発展・変容する側

面と長期循環する側面とをあわせもつものであ

ることが明確になる28。

このような観点からみることによって、日本

のような半周辺・半中心的なポジションにおい

て、欧米流の諸制度を輸入移植した諸社会にお

いては、社会的土壌に十分に根付かない法形式

が形骸化し（社会的実体としての権利意識の裏

打ちを欠き）、実質的には農奴制ないし奴隷制

的な「ブラック企業－社畜」社会にとなってし

まうこともありうるということを理論的に位置

づけることも可能となるであろう。

また、共産党独裁体制下で「社会主義市場経

済」を掲げている中国に関しては、次のような

視点が開かれる。すなわち、儒教的伝統、共産

党支配、開発独裁体制の残存などが複合した思

想・言論の自由の制限もとにおいては、「市民

社会」的な諸制度を基盤としてはじめて可能と

なる「持続的技術革新社会」が永続化しうる可

能性は低い。したがって、外部からの技術の移

植や華人による外部世界での技術革新への貢献

は可能かもしれないが、内発的な持続的技術革

新が可能かどうかは不透明であるという視点で

ある。

さらにいえば、AI（人工知能）の発展とそ

れによって不可避的となるであろうBI（ベー

シック・インカム）によって「労働力の商品

化」が終焉してしまえば、たしかに「資本主義

社会
0 0

」そのものは終焉してしまう可能性が高い。

だが、それに対して、「資本主義」や「資本主

義的生産」が終わるかといえば、それは自由な

諸個人の中に超過利潤の追求をもとめてやまな

い人々が、かりに周辺的・部分的であっても存

在しつづけるかぎり決して終わることはないで

あろうことも明らかである。

本稿で考察してきたように、「資本主義」、

「資本主義的生産」、「資本主義社会」を区別す

ることによって、これらの諸問題に関しても、

理論的な一貫性をもって明確に位置づける視点

を得ることができるようになるのである。
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ワーが遠交近攻、合従連衡の過程をつうじて崩
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によって、覇権交替に集約される長期循環の反
復と、それをつうじて国家もまた長期循環に従
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の分節化も可能となる（新田［2018年］、参照）。
本稿で分類した「資本主義」から「資本主義的
生産」までに資本主義的流通、資本主義的金融
は包含されている。したがって、そのすべてが
宇野理論でいう流通論に該当する領域の対象範
囲となる。そこでは景気循環についても扱われ

ることになる。そのため、第三篇（分配論、総
過程論、競争論、機構論……）は流通論に還元
される。同様の考えは櫻井［2019年］にもみ
られる。「［91頁］商品経済は自己組織的にそ
の運動の連鎖を通じてその体系を資本の体系に
作りあげていったのである。それは商品経済を
動かしている様々な生産活動や、分配、消費活
動によって概念化を進めるとともに、社会的に
純化してゆくその商品、貨幣、資本の形式の中
で自ら体系化していったのである。古代から存
在する商品、貨幣はいうまでもなく、価格の違
いを利用して稼ぐ商人資本家、金貸しで儲ける
金貸資本家、物つくりで利益を得る産業資本家
などの存在は、商品経済をますます豊かに豊富
なものにしたし、やがて株式資本の登場から金
融市場の成立、その投資の失敗などで起こる恐
慌は、17、8世紀にしばしば記録されている。
……［92頁］そしてそれらの形態規定は自己
組織化によっておのずから一定の経済秩序を作
り出してゆくはずである。……それは宇野がそ
の『経済原論』の『流通論』で行った流通形態
論の方法を全編に拡張しようという方向のもの
である。」（櫻井［2019年］）それに対して、「資
本主義社会」に対応する領域は、再生産表式の
ような領域と、「資本主義社会」一般として抽
出できる限りでの諸階級と分配にかんする領域
であろう。しかし、「資本主義社会」を固有の
領域として原理論に残すという考えは櫻井には
うかがえない。なお、「労働力の商品化」を歴
史的前提とする「資本主義社会」への転化を導
入する、本来の意味での「貨幣から資本への転
化」論を消去したといえる山口原論には、生産
論、競争論において中途半端に19世紀中葉イ
ギリス資本主義社会の生産力水準に対応した歴
史性が残っているのではないかというのが櫻井
の山口原論にたいする批評点としてある（櫻井
［2019年］、186頁）。それに対して、小幡原論
のばあいは、本稿でいう「資本主義社会」の次
元が捨象されて「資本主義」、「資本主義的生
産」に限定されることによって、事実上、流通
論の延長として生産論、機構論が展開されてい
るといってよい。それは、櫻井の構想する原理
論にかなり近いのではないかと思われる。
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自律的教育経営の機能不全問題と対応政策
―英国政府の強制的介入支援及びOfstedの性格変容―

広瀬　裕子

キーワード

　　　イギリス、自律的教育経営、機能不全、強制的介入支援、Ofsted

はじめに　自律的教育経営の重篤な
　　　　　機能不全とその修復対応

教育の自律的経営は、経営主体が問題解決の

能力を持つことを含めて文字通りの自律的経営

であるのだが、自律的に解決し得ないほどに抱

える問題が重篤化して経営そのものが破綻した

場合の修復対応が準備されていてはじめて、経

常的な制度として存在しうる。そして経営が機

能不全を起こしている場合、その破綻を修復す

る原理は「自律性」ではないことになる。自律

性を原理とする経営のシステムそのものが機能

しないという重篤な事態だからだ。修復がなさ

れるには自律性とは異なる原理による有事的な

対応措置が用意されなければならない。本稿は、

自律的な教育経営の継続を担保するためには不

可欠な、しかしながら日常的（=平時）には考

慮されることが少ない自律的経営が破綻した場

合の対応政策に注目する。検討する参考題材は

イギリスの中央政府による強制的介入支援とい

う対応政策である。

イギリス（本稿ではイングランド）では学校

教育のみならず地域の教育経営（=教育行政）

が破綻した重篤な問題ケースが現実に出現し、

自力では問題修復が不可能になった地域への支

援対応が、中央政府の政策課題となった。そう

した問題ケースの機能不全を修復すべく、1990

年代から2000年代にかけて中央政府が主導す

る教育再生プロジェクトが進められた（広瀬

2014）。場所はロンドンのハックニー自治区

（Borough of Hackney）である。自治を原則とす

る地方教育行政の「自律的」経営に中央政府が

「強制的」に介入するという、一見語義矛盾の

ような格好をした再生支援の政策プロジェクト

が登場したのである。

1988年教育改革法を始点とする制度改革以

降、イギリスでは学校運営の自律性が強調され

ると同時に、上記したような中央政府が時とし

て強制的にその運営に介入する政策も出現して

いる。逆の言い方をすれば、学校ないし教育行

政の教育経営に中央政府が強制的に介入する政

策が出現している一方で、しかし教育の自律的

経営が重視され続けている。この一見相反する

ベクトルの同時進行に本稿は注目するわけだが、

この2つの当時進行は異質なものの野合なので

はなく、自律的経営の重篤な破綻を想定した上

で自律性を継続させるための、有効かつ整合的

な政策パッケージを構成するというのが本稿の

理解である。先にも述べたような、制度設計に

不可欠ながら日常的（=平時）には感知される

ことが少ない政策課題に対応した一形態だとい

うことである。

1980年代に大きな政府による行政に終止符

を打った後、イギリスの教育行政は、それまで
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の福祉国家的な教育行政が掲げていた「すべて

の者に優れた教育を」保障する施策を、ありと

あらゆるセクターの関与によって実現しようと

いう方向に舵を切った。公共の再構築が行われ

るのである。財源が確保しきれなくなったとい

う意味においてだけでなく、公的セクターに対

する万全の信頼に対する見直しという意味にお

いても、新しい公共を模索するステージで教育

政策が進められることになった。この方向は、

サッチャー（Margaret Thatcher）保守党政権

（1979）、それに続くブレア（Tony Blair）労働党政

権（1997）、そして、キャメロン（David Cameron）

保守党（連立）政権（2010）を通じて一貫してい

る。自律的教育経営を重視しながら同時に明確

なアカウンタビリティを求める、品質保証国家

の路線だといってもよい。

政府が掲げた「教育水準の向上」というオー

ソドックスな改革目標は、「バリュー・フォー・

マネー」（サッチャー保守党政権）、「ベスト・

バリュー」（ブレア労働党政権）という厳しい

財政再建政策の中で進められた。公的サービス

運営においては、質とともにコスト意識の醸成

が重要な課題となり、そういう意味では、多額

の補助金をつぎ込んでいるにもかかわらず成果

を上げていないと考えられていた（大田

2010:102、高山1989:6）ロンドンの教育は真っ

先に改革の対象となったのである。本稿が注目

する自律性の重篤な機能不全問題も、こうした

文脈のロンドンで観察された事例である。

教育破綻のアイコン的事例となったロンドン

のハックニー自治区は、貧困や多様なエスニシ

ティを背景にして政治的混乱も深刻化し、教育

のみならず地域行政が機能不全に陥っていた。

1990年代初期に問題を名指しされたハックニー

の地方教育当局（Local Education Authority: LEA）

は、自力での問題解決を試みるものの十分に効

果を上げることができず1、結果として中央政

府により閉鎖された。業務は入札にかけられ、

区内の教育改革を担うために新たに設置された

民間組織であるラーニング・トラスト（The 

Hackney Learning Trust）に10年契約でその全て

が移管された。2002年のことである。前代未

聞にラディカルなこの改革手法は、ハックニー

区改革に特化してオーダーメイドされたもので

あり、この手法を確保するために法改正も行な

われた大掛かりなものである。この政府鳴り物

入りのプロジェクトは顕著な成果をあげ、ラー

ニングトラストの10年の契約期間で教育は再

生し、契約が終了した2012年には、再生した

区内の教育は地方当局に戻された（広瀬2014、

Wood 2016a、Wood 2016b）。

ハックニー区改革で効果を見せたこの改革手

法、すなわち重篤な機能不全を起こしたLEA

に中央政府が強制的に介入してオーダーメイド

改革を進める手法は、当初は、ハックニーの重

篤化した特殊事例ゆえの有事的手法であると見

做された（広瀬2014）が、ハックニーでのこ

の手法の成功を受けて、以後、ここに蓄積され

た手法要素が段階的要素に切り分けられて、他

の重篤な地域（LA2）の改革にも投入しうるよ

うに再構成されつつある（広瀬2019）。

1990年代から2000年代にかけて登場した、

機能不全問題に対応するこうした強制的介入支

援は、契約期間をもって一区切りすることを見

てもわかるように、中央政府による恒常的抱え

込み統治というよりは「修復」を目的とする手

法であって、あくまでも有事的・一時的なもの

として構想されている。介入状態を恒常化させ

ることが意図されていないのは、常態的な介入

状態が教育の自治の原則のもとで禁欲されなけ

ればならないから以上に、この時期、すなわち

福祉国家終焉後の政策段階では、政策立案者に

とっても介入状態の常態化には合理性がないか

らである。緊縮財政がまずもって課題とされる
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福祉国家終了後の段階では、介入状態を常態的

に維持することを可能にするような財政基盤は

そもそも用意されておらず、サービスの質改善

のコストはサービス提供者（学校や教師、ない

しは地方当局）にアカウンタビリティとセット

で委ねる方法にこそ格段の妥当性が予見された

のである。リアルな意味での政策の費用対効果

が政策全般において重要視されるのが1980年

代以後の特徴である。

「介入」という用語はセンシティブである。

原語の「intervention」に文字通りの「介入」と

いう訳語をあてるのでは、実のところこの政策

の目的や実態が把握しにくい。「介入」という

言葉には外圧的で蹂躙的なニュアンスがあるか

らだ。ハックニー改革に出自を持つ強制的介入

の目的は、一義的には公的サービスの質の改善

と行政作用の機能不全の修復であり、最終的に

は経営主体の自律的経営能力の再生にある。介

入対象になることは確かに経営主体にとっては

屈辱的なことであるが、同時にオーダーメイド

の支援が提供される「資格」を得ることでもあ

る。介入は必ずしも懲罰を意図するものではな

く、当該地方当局の自律性を否定するものでも

ない。本稿では「intervention」が持つ、失敗認

定された経営主体に対する辛口のサポートの趣

旨を表すべく「強制的介入支援」のように訳出

した。

1　強制的介入支援手法の政策導入

1-1　自律性とは異なる原理による機能不全修復

サッチャー保守党政権が教育の質向上を目標

に掲げて教育改革を始動させた時、教育の経営

のみならず失敗に対する責任を事業主体に委ね

たやり方は、労働党の支持母体である教員組合

と対立する姿勢を演出した。顕在化させられた

労働党支持地域に見られた「失敗」ケースは、

改革を強く進めていく保守党政府にとって錦の

御旗にもなったのだが、しかし、そうしたアイ

コン的重篤な失敗事例への対応こそが、逆にい

えば政府にとって格闘しなければならない政策

課題となるのである。政府が何らかの方法で介

入手法を模索する宿因である。

「失敗」事例への対決的対処を初発的に政策

課題と掲げたサッチャー及びメイジャー（John 

Major）保守党政権は、しかしながら直接的な

介入は行っていない。確かに、失敗事例を顕在

化させる姿勢を強く見せて当該地域に介入支援

のための戦略的な改善チームを強制的投入はし

たものの（Boyle 2012）、改善チームのアドバ

イスには強制力を持たせる法的根拠はなかった

のである。したがって、強制的介入支援はこの

段階では有望な政策的アイディアではあったと

しても、現実的政策ツールではなかったという

べきである。政策文書においてもこの時期は、

振り返ってみると、介入手法に対する言及は限

定的である。当時の白書『選択と多様性』（DfE 

1992）が「失敗した学校への取り組み（Tackling 

Failing Schools）」として介入手法に言及してい

るのが、保守党政権時代において主要政策文書

が介入支援手法に公式に言及した数少ない例だ

といってもよい。

状況が一変するのは1997年の政権交代以後

である。新たに政権についた労働党ブレア首相

とブランケット（David Blunkett）教育雇用大

臣のコンビが、十分に効果を上げていない教育

に対する不寛容を宣言し、失敗に対して極めて

厳格な対応方針をとったことは周知である。失

敗した教育のアイコン的事例が労働党勢力の強

いロンドン地区のものであったとしても、であ

る。こうした労働党政権の姿勢に鑑みるならば、

教育の重篤な経営破綻問題は、政治対立を超え

て存在していた問題であったと見るべきだろう。

失敗事例への対応を政策アジェンダに乗せた保
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守党政府による地ならしの上に、労働党政府の

強制的介入支援手法の実用化は成立しているの

である。

労働党政権になると、政策文書は軒並み強制

的介入支援の手法を重篤なケースに対する必須

の政策手法として掲げるようになる。労働党政

権の所信表明でもある白書『学校教育の卓越

性』（DfEE 1997）が、政策的に必要であると

判断される場合には介入という手法を使うこと

を早々に宣言したことは象徴的である。介入の

度合いは成功と反比例するという白書の方針は、

失敗と介入が表裏の関係にあることをわかりや

すく示している。引き続く『緑書 教師たち : 課

題に立ち向かう』（DfEE 1998）、『成功するた

めの学習』（DfEE 1999）、『白書 学校 :成功の達

成』（DfES 2001）、『学校白書 より高い学業水

準とより良い学校を全ての子どもたちに』

（DfES 2005）等々も、ほぼ例外なく介入手法を

重篤な問題に対応するための政策ツールとして

いる。

いうまでもなく、アイコン的な失敗事例への

政策的対処、すなわちハックニー区の教育再生

プロジェクトは、こうした労働党政府の厳格な

政策方針の展開と並行して進められたものであ

る。ブレア労働党政府は、政権発足後すぐさま

中央政府の介入に法的根拠を持たせるための法

整備に着手している（広瀬2015）。すなわち

「学校教育の水準と枠組みに関する1998年法

（School Standards and Framework Act 1998）」と

翌年の「1999年地方自治体法（Local Government 

Act 1999）」の制定である。この法整備によって、

強制的介入支援は単なる政策的アイディアから

現実的政策ツールへと性格を変えていくことに

なる。これらの、中央政府の地方自治への介入

を可能とする「歴史的に重大な意味を持つ」（Local 

Government Chronicle 1998.7.29）法律が「大き

な反対もなく議会を通過」（Boyle 2014: 109）

し得たのは、ハックニー区の教育再生という緊

急性の高い案件が共有されていたからに他なら

ない（広瀬2015）。実際に、両法ともに適用第

1号はハックニー区である。

こうしたお膳立ての上に、ハックニー改革の

手法は慎重にオーダーメイドされることにな

る3。非営利民間組織ラーニング・トラストの

設置とそこへの業務の全面移管という政策パッ

ケージが用意されるのである（Learning Trust 2012、  

Boyle et al. 2012）。上記した2つの法律の制定

もこのパッケージの一部である。こうした万全

の措置故に、すでに身動きが取れなくなってい

たハックニー区の問題修復は顕著に成果を上げ

た。（広瀬2014、Wood 2016a、Wood 2016b）。

1-2　重篤な機能不全の予兆段階への介入支援

の制度化

労働党政権下で有効性が確認された強制的介

入支援は、続くキャメロン連立保守政権（2010）

及び保守党単独政権（2016）下で、単発的特殊

な「有事的」政策対応のツールから「有事」に

備えて平時から備える汎用的な修復メソッドへ

と性格を変えつつある（広瀬2019）。重点的個

別領域としては子ども福祉領域をターゲットと

して、公的サービスの質改善プログラムとして

再構成が進んでいる。出現そのものが希有な

ハックニー事例ほどの重篤な機能不全に陥る前

の、しかしその危険を明確に予兆させる段階の

困難事例に支援対象が拡大されている。

強制的介入支援を汎用的政策ツールとして整

備するビジョンは重層的である4。個別性と普

遍性を同時進行させなければならないビジョン

だからだ。ハックニー区改革の教訓が示すよう

に、重篤な機能不全問題の改革ツールにはその

ケースが抱える特殊問題事情に柔軟に対応しう

る、誤解を恐れずにいえば、手段を選ばぬ文字

通りのオーダーメイドの対策手法が用意されな
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ければならない。一方、それを任意の困難事例

に対応しうるための汎用的ツールにするために

は、普遍性と包括性を持った一定程度安定した

プログラムにしなければならない。ハックニー

手法の汎用化というのは、有事における個別的

柔軟性と平時における普遍的包括性という、2

つの異なった要請を同時に満たすプログラム構

想である。

大枠で、支援対象が、性格を異にする2領域

に切り分けられた5のはこの異なった要請に対

応するためには有用である。教育領域と子ども

福祉（Children＇s Social Care）領域の2つである。

質保証対応にすでに蓄積がある学校教育領域で

は、機能不全に関するターゲットはすでに、地

域の教育行政ではなく個別学校の自律性修復で

あり、それゆえこの領域の機能不全対応は、不

振校に対するアカデミー（中央政府から直接公

費を受けて地方当局から独立して運営される学

校形態）への強制的転換指示が具体策となって

いる（DfE 2016c、2017、2018）。アカデミー転

換指示とは、学業、財政、ガバナンス、安全な

どの領域で想定する状況に至っていない学校を

スポンサー付きのアカデミーに転換させること

によって改善させる方法であり、改革を担うス

ポンサーには多大な自律性が与えられる。一方、

子ども福祉領域では個別施設のサービスの質を

問題にする以前の、地域全体のサービス改善を

課題としなければならない段階であり、地方当

局のトラスト転換をも最終的には見据えた、

ハックニー改革型の再生プログラムが強制的介

入の具体的な形態である（DfE 2016a, 2016e）。

機能不全問題を、重篤な有事のみならずより

日常的なレベルにおいても課題としたキャメロ

ン保守党政府は、教育・福祉両領域の質の格差

を是正するためのボトムアップの手段として強

制的介入支援手法を位置づけ、その方針を

2016年に各種の政策文書として明らかにして

いる。軸となっているのは、2016年3月に成立

する「2016年教育と養子縁組法（Education and 

Adoption Act 2016）」である。同法は教育領域

と子ども福祉領域を包括して、とりわけ困難を

抱えた事例への支援対応とサービスの質の向上

を謳っている。同法に基づいた5年計画『教育

省戦略2015年から2020年 :世界クラスの教育

とケア』（DfE 2016d）は、全国の全ての子ども

たちが良質の教育とケアを得られることは社会

正義であるとして策を示した。

同法の制定を受けて、教育領域と子ども福祉

領域それぞれにおいて指針が出される。教育領

域では、『白書 :あらゆるところに教育的な卓

越性を』（DfE 2016b）が、英国内の教育の質は

格段に上がっているとした上で、しかし十分な

質が確保できていない地域や学校があるとして、

そこへの対策に政策主眼を置いた。同白書に加

えて、機能不全ケースへの介入支援に特化した

指針『失敗認定された学校、成果を上げられな

い学校、不安定な学校への介入支援』（DfE 

2016c）も出された。タイトルからもわかるよ

うに、重篤な段階に至る前の機能不全への支援

も視野に入れ、「失敗認定された学校」、「成果

を上げられない学校」に加えて、新たに比較的

軽微な機能不全段階の学校を「状況が安定しな

い（Coasting）」という区分概念で把握してい

るのが特徴である。コースティングというのは、

ジェットコースターのように高度が一定せずに

良い状況とそうでない状況が繰り返され、良い

と思っても急降下しうるような状態として想定

されている（教育省インタビュー 6）。

諸データや実務領域に踏み込んで強制的介入

に関する指針文書が出されるに至るのもこの時

期の特徴である。議会下院（庶民院House of 

Commons）は、『地方政府への介入』（Sandford 

2017）をまとめて「1999年地方自治体法」の

制定以来、同法の介入条項が適用されて強制的
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介入支援の対象となった全ての事例についての

追跡整理を行なった。イギリス全体で対象と

なった地方当局は全7箇所で、教育領域が対象

とされたのはハックニー区とハル市（Hull City 

Council）の2箇所である7。実務に関して言え

ば、介入支援の予算措置と効果検証に関する

データを、教育省が明らかにしている。教育省

は、そもそも介入支援は一連の諸対応によって

なされるので介入効果だけを切り分けてコスト

計算することには限界があるとしながらも、会

計検査委員会（Public Accounting Committee）の

要請（2015.1）に応えて『イングランドにおけ

る学校への公式な介入 : コストと効果』（DfE 

2017）を公にした。介入実態を強制的アカデ

ミー転換という重度なケース対応、暫定執行委

員会（interim executive board）設置程度の対応、

警告通知段階の対応の3段階に分けてそれぞれ

の件数や経費、また効果についてまとめている。

ちなみに、強制的アカデミー転換経費は、2010

年から2015年までの5年間がおよそ60万ポン

ドから1700万ポンドの間、2016年から2021年

までの5年間がおよそ14万ポンドから67万5千

ポンドの間と計算されている。2018年2月には

実務者に向けた指針マニュアル『懸念を引き起

こす学校 : 教育充実を図るためにどのように学

校支援を行うか、介入支援手法権限行使につい

ての地方当局及び地域学校コミッショナーのた

めの手引き』（DfE 2018）が教育省から出され

ている。地方当局の職員に向けて示された、教

育経営に懸念が生じている（causing concern）

公費維持学校への対処方法である。

一方の子ども福祉領域で出された基本指針は、

『子ども福祉改革』（DfE 2016a）と『子どもを

第一に置く』（DfE 2016e）である。サッチャー

保守党政権時代以後の一連の教育改革が、学校

教育の質改善に注目して継続的に硬軟取り混ぜ

た諸策を進めてきたのに対して、子ども福祉領

域は政策的にはほぼ手付かずの状態に置かれて

きており、その結果、学校教育が全体的に質を

向上させてきているのに比して、子ども福祉領

域は深刻な問題を抱えたままの状態にあった。

ここに至ってようやく政府の施策においても子

ども福祉領域の抜本的な改革が意図され、地域

全体の業務の質の改善が課題とされた（教育省

インタビュー 8）といってよい。政策の基本方

針は、「人材とリーダーシップ」、「実践とシス

テム」、「ガバナンスとアカウンタビリティ」を

3つのターゲット領域として示され、ガバナン

スが失敗した場合には強硬に地方行政に介入す

る方針が示された。「失敗の場合には強力に介

入する（Intervening strongly in cases of failure）」

という方針フレーズは、質の改善に向かう政策

対応の方向性を示す場合に引用される定型と

なっている。

先に述べたように、ハックニー区の改革に蓄

積された介入支援のノウハウが直系的に投入さ

れているのは、地方当局のサービス提供の質改

善が課題とされるこの子ども福祉領域であり9、

任意の事例にも対応できるような汎用的政策プ

ログラムとして再構成が進められている（広瀬

2019）。

2　強制的介入支援政策と並行した
　  Ofstedの性格変容

強制的介入支援が「救済」を目的とするもの

であるとはいえ、中央政府が地方政府に強制的

に介入するという、論争的で強硬な手法による

政策手法の採用がイギリスで可能だったのは、

介入段階を合意するメカニズムを確保しえたか

らである。その合意メカニズムを提供する役割

を担っているのが教育水準局（Ofsted）10 に他

ならない。Ofstedは、当初から期待されている

監査という役割にとどまらずに、困難事例を発
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掘して支援するという役割をしだいに強く持つ

ようになっている。

教育水準局（Ofsted）は、助言的と理解され

ていた従来の勅任視学（HMI）に代わって

1992年に設立された省庁から独立した政府監

査機関であり、1998年からは個別学校に加え

て地方当局も、また2001年からは学校教育領

域に加えて子ども福祉領域も監査対象としてい

る。Ofstedの長である首席勅任監査官（Her 

Majesty＇s Chief Inspector, HMCI）は、教育大臣

によって任命され、活動等について教育大臣に

報告し、予算運用等に関して議会に答弁する。

このOfstedの監査評価11の結果が、学校や地方

当局などの教育運営機関が機能不全を起こした

と察知される場合に、強制的介入支援の対象に

するかどうかを判断する根拠として使われてい

るのである12。Ofstedの監査が悉皆的で、しか

も社会的信頼を得ていることがそれを可能とし

ている。

Ofsted導入時の保守党政府において強制的介

入がアイディア以上ではなかったように、

Ofstedも発足時から強制的介入支援を想定して

監査業務を担ったわけではない。設立以後のそ

の時々の課題と要請に応じてOfstedの制度と路

線は変化している。ミクロな短期的スパンでは

一貫性を欠くかの変更13も含めて、折々を一括

して四半世紀のOfstedを振り返るならば、

Ofstedは単なる監査機関から膨大な情報を収

集・管理・分析する、教育行政の「インテリ

ジェンス機関」とでもいうべき機構へ脱皮して

いることがわかるのである。困難事例の発掘と

支援は、その過程でOfstedが持つに至った新た

なしかし肝要な役割なのである。経営的機能不

全に強制的介入支援を投入する中央政府の政策

展開と、Ofstedのこの性格形成は並行した。

Ofstedの性格形成を見る場合、画期を成す時

期が3つある。第1は、ウッドヘッド（Chris 

Woodhead）が第2代HMCIを務めた時期、第2

は、2004年及び2007年に出された議会庶民院

の調査報告書が簡素化を方向づけた時期、第3

は、キャメロン保守党政権下での有機的政策連

携へ方向づけた時期である。第1の時期は、

Ofstedによる悉皆的な監査制度の土台が作られ

た時期であり、第2の時期は、Ofstedの監査業

務のターゲットが困難地域に集中する方向変容

を導いた時期であり、そして第3の時期は、

Ofstedの監査を政府の強制的介入支援政策と明

示的に連動させた時期である。

2-1　Ofstedの土台を作ったウッドヘッドの時期

ウッドヘッドがHMCIを務めた時期（1994-

2000）は、Ofstedの悉皆的監査が教育現場にも

親をはじめとした社会の認識の中にも、日常の

こととして定着していく時期である。いわばOfsted

の土台が形成された時期である。第1代HMCI

（1992–1994）のサザーランド（Stewart Sutherland）

が新しいOfsted制度を無理なく始動させた流れ

を受けてこの制度化は始まっている14。

ウッドヘッドが監査の厳格化を図り、教員組

合と激しく対立したことはよく知られている。

伝統的な教育方法を再評価する一方で児童中心

主義を学力向上につながらないとして強く批判

するウッドヘッドに対して、教師の専門性を掲

げしかも児童中心主義的教育実践を積み重ねて

いた教員組合は、ウッドヘッドが主導する

Ofstedの監査方法に対してだけでなくあるべき

教育像に関しても敵対した。ウッドヘッドのや

り方を良しとしない教員たちを率いて、当時の

バーミンガム主任教育官であったブリッグハウ

ス（Tim Brighouse）は、ウッドヘッドのOfsted

運営を「恐怖政治」だと批判して反対運動を展

開した（The Telegraph 2015.6.23）。ウッドヘッ

ドが、イングランドの公立学校の教員のうちの

15,000 人 と 校 長 の 3000 人 は 不 適 格 者
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（incompetent）であり辞めさせるべきだと述べ

て、教員組合との対立が決定的になったのは有

名なエピソードである。子どもたちの学力向上

を、教師たちに対する飴ではなくムチによって

進めようとしたのがウッドヘッドであったと、

後にBBCの記事は伝えている（BBC News 2015. 

6.23）。

1997年に政権が保守党から労働党に移るに

際し、真っ先に犠牲者になるのはウッドヘッド

であると予想され（The Telegraph 2015.6.23）、

またそうすることが期待された（The Guardian 

2015.6.23）のは容易に想像できる。ウッドヘッ

ドの退任を受けて第3代HMCI（2000–2002）と

なったトムリンソン（Mike Tomlinson）が監査

の方針を厳格路線から柔軟路線に転換すると、

その変更はウッドヘッド路線の反省と修正であ

るように理解された。事実、教員組合はHMCI

の交代に歓喜の声を上げ（The Telegraph 2015. 

6.23）、一方のウッドヘッド自身も自分の片腕

であったトムリンソンが後を継いだ途端に

Ofstedは牙を抜かれてしまったと嘆いている

（The Guardian 2009.5.12）。

しかし注意しなければならないのは、ウッド

ヘッドの退任が、労働党政府が発足した1997

年ではなかったということなのだ。教員組合を

支持基盤とする労働党が1997年に政権をとっ

た時、ブレア首相はウッドヘッドを解任するの

ではなく逆に慰留している。この慰留が単なる

無作為の惰性的慰留ではなく明確な意思を持っ

てなされたものであることは、ウッドヘッドの

慰留にあたってブレアが報酬を34%増額した

（Telegraph 2015.6.23）ことからもわかる。労働

党政府は、教員組合と距離を取りながら、ウッ

ドヘッドを続投させたことになる（The 

Guardian 2015.6.23）。

失敗への不寛容を打ち出したブレア労働党政

府は、ウッドヘッドが進めていた悉皆的で厳格

な監査を、自らの政策遂行のために有用である

と判断したのである。新政権が方針とした教育

水準の確保にOfstedの厳格な監査は不可欠だと

して、彼を主任監査官として続投させた（BBC 

News 2015.6.23）ということである。

教員からの強い反発を受けながらも、回を重

ねて定着していく悉皆的な訪問監査は、学校の

中にOfstedの監査と評価を意識しながら業務を

行うという文化、言い換えれば、学校は教育の

質に関してアカウンタブルでなければならない

という文化を醸成したのだというべきである。

ウッドヘッドが退任したのは、8年の長期にわ

たるこうした役割を一区切りさせた2000年の

ことである。

すなわち、第3代HMCIトムリンソンが監査

の厳格路線を終焉させたのは、ウッドヘッド路

線を反省したからなのではない。ウッドヘッド

の8年の任期の間に、悉皆的監査とアカウンタ

ビリティを求める文化はすでに学校の隅々に根

付いており、もはや監査の定着にエネルギーを

注ぐ必要がなくなったからだと理解すべきであ

る。以後のOfstedの各種改革は、ここでできあ

がった悉皆的な監査制度を土台にして行われる

のである。

ウッドヘッドの時期のOfstedが教員組合と対

立したことに関して付言するならば、この対立

が多大なエネルギーの消耗であり、ウッドヘッ

ドが教師に無能感を与え、教師との間の架け橋

を焼いたのであってその後遺症は大きいという

指摘（BBC News 2015.6.23）は的を外れていな

いとしても、この対立がウッドヘッドからの作

用を受けた教員組合の反作用とセットで構成さ

れていることも忘れるべきではない。当時の学

校教育の質に問題があり教員の資質の向上が重

要であるというウッドヘッドの指摘が教員に受

け入れられなかったのは、ウッドヘッドの姿勢

が敵対的であったという外形のみに起因するの
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ではなく、教育のプロフェッショナルである学

校や教師が、親やその他の関係者に対してアカ

ウンタブルでなければならないという考え方が、

教員（組合）の側に必ずしも馴染みのあるもの

ではなかったからである。専門職としての教師

の資質が批判されることに対する免疫が教員の

側に十分に持たれていたわけではなかったこと

にも一因があると思われる。教員（組合）を教

育における特権的なエスタブリッシュメントと

して、批判されるべき権力の側に置く言説が社

会に広まるのはこれ以後の時期である。

2-2　簡素化を起点としたメリハリある監査へ

の方向づけ

Ofstedの役割を困難ケースの発掘と支援にシ

フトさせていく転機となるのが、Ofstedにコス

ト感覚を求めた2004年と2007年の庶民院によ

る調査報告書『Ofstedの仕事』（HC 2004, 2007）

である。これらの報告書は、Ofsted発足から10

年以上が経過して、イングランド中の全ての学

校が少なくとも2回の報告監査を受けた時期に

Ofstedの業務を検証する趣旨で出されている。

報告書によるコスト感覚の指摘は監査の簡素化

の提案となり、結果的に監査をメリハリのある

形へと誘導していくことになる15。

すでに一省庁に匹敵するほどに巨大な組織と

なっていたOfstedは、公的資金投入は4倍近く

に、また雇用人員は5倍以上になっている（HC 

2004）。その予算に見合う仕事をしているかど

うかを報告書は直接的に問うている。コスト感

覚を持つ方法として報告書が提案しているのが、

「より軽いタッチの監査（lighter touch inspection）」

と報告書が呼ぶところの業務の精選と簡素化で

ある。簡素化された監査は、Ofstedのみならず

学校にとっても負担を軽減することになる。

この提案を受けて実際に2005年からは訪問

監査の日数は従来の約1週間から2日に短縮さ

れ、査察の通告も約2 ヶ月前から2、3日前と

なり、学校の対応準備は軽減された。並行して、

Ofstedの訪問監査を一部代替する学校による自

己評価も導入された。こうした監査の簡素化が

監査に対応する学校の精神的実務的負担を軽減

したことはつとに指摘されることだが、われわ

れが目を向けるべきなのはOfstedそれ自体に

とっても多大な負担軽減になったということの

方なのだ。巨大化したとはいえOfstedのコスト

と人員は限られたものであり、そのリソースを

有効に使うために悉皆監査への資源投入のあり

方を再検討することを、Ofsted自身にとっても

これは可能としたのである。

監査制度の定着によって監査の注目点がすで

に共有されていることに鑑みるならば、ポイン

トを押さえながら訪問監査を簡素化することは

可能である。自己評価によっても訪問監査の補

完が可能となれば、将来的にはOfsted自身が行

う訪問監査に注ぎ込むコストを抑えることがで

きる。簡素化は、第1に、新たに導入した自己

評価が教育の質の正確な状況把握になるかどう

か、第2に、監査を簡素化しても不振学校を特

定する機能を維持できるかどうかを検証しなが

ら進められることになる。

第1に関しては、悉皆的監査制度が、学校内

に教育についてのアカウンタビリティ意識を醸

成しただけでなく、教育に関する全国規模の膨

大なデータをコンスタントにリアルタイムに収

集するシステムの土台を準備したことを想起し

たい。Ofstedの全国監査によって収集される学

校評価のデータと、別途行われるキーステージ

とGCSEなどの全国学力テストで収集される膨

大なパフォーマンスのデータを連結して照合す

ることで、学校による自己評価の内容の妥当性

も大方担保することが可能になっている16。第

2に関しては、それゆえに、監査に期待された

機能を大きく損なうことなく簡素化は進められ
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うるということになる。

第3代トムリンソン以後のソフト路線化は、

ウッドヘッドによるハード路線を反省的に放棄

したというよりは、すでに出来上がった土台を

基にした次の段階への移行、すなわち訪問監査

の簡素化による新たな役割形成への移行期とし

て読むべきなのである。簡素化によって節減が

可能となった部分のOfstedの人的経済的コスト

の新たな投入先と投入方法を示唆するのは、こ

の時点ではまだ実現していない、報告書が提案

するもう１つの簡素化アイディアである。すな

わち優秀な学校に対する訪問監査の省略である。

優秀校を訪問監査から外す提案は、裏を返せば

訪問監査を「省略しない」学校を残し特定する

ことを意味するのであり、簡素化によって節減

したOfstedのコストを、その省略しない部分、

すなわち困難を抱えた学校に集中的に投入する

方向性をこのアイディアは示唆しているのであ

る。

ちなみに監査の簡素化に関しては教員組合も

好意的である。全国教員組合（The National 

Union of Teachers: NUT）の独自調査では、81%

が監査の短期化を支持し、また60%がOfstedは

自己改善のための手法として使えるとしている

など、学校関係者からも肯定的に評価され、簡

素化の方向は共有されることになる（HC 

2007）。

2-3　監査を通じた困難事例の発掘と支援

困難事例を発掘して支援するという役割を、

Ofsted監査の役割として確定しかつ公式のもの

としたのは、2010年からのキャメロン保守党

連立政権である。キャメロン政権は公費維持学

校の全てをアカデミーへ転換するという無謀な

ほど大胆な方針を立てたことでも注目されたが、

その話題性はさておくとして、実際に非常に多

くの学校がアカデミーに転換している17。この

アカデミー化政策が、中央政府の介入支援政策

と連関する形で進められることになる。

アカデミーへの転換経緯は大別して2種類で

ある。ひとつは、Ofstedの監査評価で「優秀

（outstanding）」評価を得た優良学校が自主的に

アカデミー（converted academy）に転換して学

校経営に高度な自由度を得るルートであり、も

うひとつは、逆にOfstedから失敗認定された学

校がスポンサー支援を受けるタイプのアカデ

ミー（sponsored academy）に強制的に転換させ

られて経営方法を一新するルートである。この

大掛かりなアカデミー化によって、学校制度全

体の形や地方当局の役割が変化していくが、こ

こでは触れない。

Ofstedは2012年から監査枠組みを新しくし、

2015年からは学校のパフォーマンスに応じて

監査方法に強弱をつけた。2004年の庶民院に

よる調査報告書が提案していた、優良な学校を

訪問監査から外すアイディアはここで具体化し

ている。Ofstedの監査結果は4段階で公表され、

「優秀（outstanding）」評価を得た学校は基本的

に定期的な訪問監査が免除されることになった。

「良い（good）」評価の学校には3年周期で1日

間の短期監査が、「要改善（requires improvement）」

評価の学校には2年周期で2日間のフル監査が

実施されることとなった。また、「不適格

（inadequate）」評価の学校には、アカデミーへ

の転換措置が執られた上でOfsted が定期的に

監査することになった。学校の困難度に応じて

強弱をつけたメリハリのある監査とすることで、

Ofstedのリソースがより困難な学校に集中的に

投入されるようになっていることがわかる。

悉皆的監査制度を土台としたOfstedが、発掘

した困難事例に対して手厚い支援（=定期的頻

繁に行われる助言と支援を伴う訪問監査）を行

う方向に役割を「進化」させていることがわか

る。この役割進化は、機能不全の重篤度に応じ
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てピンポイントで支援を行おうという政府の介

入政策の方針と歩調を一にしているだけでなく、

Ofstedの監査が政府の介入政策のスキームに説

得性と透明性を付与する関係になっていると

いってよい。政府の政策とOfstedの役割をこの

ように有機的に関係付ける方向は、2010年の

学校白書『授業の重要性』（DfE 2010）で明確

にされている。同白書は、Ofstedに強制的介入

支援政策をサポートするメリハリのある監査を

求めた。

ところで、長らく懸案でもあった、教員が抱

える多大なプレッシャーとストレスの改善は、

やはりこの時期に至っても課題であり続けてい

る。学校教育の質は格段に向上したというもの

の、教育のコアの担い手である教師の負担軽減

は喫緊の課題となっている。教員志願者の減少

は顕著であり、教員負担の一因はOfstedの厳格

な監査にあるという指摘もある。第9代HMCI

（2012-2016）としてOfstedの監査の重点を従来

の経営やリーダーシップから授業の質にシフト

させることに尽力したウィルショー（Michael 

Wilshaw）は、この問題に対して「政策の再定

位が必要」になっているが、「改善されたもの

も一緒くたに壊すのでない方法」を考えなけれ

ばならないと、対応の難しさを語っている

（ウィルショー 2019）。

おわりに　実態把握から理論的把握へ

本稿が注目したのは、自律的な教育経営を継

続するのに不可欠な、しかし日常的（=平時）

には考慮されることが少ない、自律的経営が破

綻した場合の対応政策である。参考題材とした

のは、イギリスの中央政府による強制的介入支

援である。

イギリスでは、学校や自治体などの教育経営

主体が、自力では解決し得ないほどに抱える問

題を重篤化させて経営そのものを破綻させる

ケースが登場し、そうしたケースへの対処を中

央政府が1990年代から本格的に模索し始めた。

アイコン的なケースとなったのは、ロンドンの

ハックニー区の機能不全問題である。イギリス

のケースが示すのは、自律的教育経営が重篤に

破綻した場合には、その破綻を修復するための

原理は平時のシステムが想定している原理とは

当然ながら異なるということである。具体的に

は強制的介入支援という手法が使われた。対応

のために、1990年代末には強制的介入支援を

合法とするための法整備も行われている。

強制的介入支援政策の採用がイギリスにおい

て可能であるのは、介入時期を合意しうるシス

テムをOfstedの監査制度によって確保できるか

らである。この政策の導入と並行するように

Ofsted自体も介入判断の根拠を提供しうる形へ

とその役割と機能を変容させている。監査機関

であるのか改善機関であるのかというOfstedの

性格論議（HC 2011）に関していえば、「監査

を手段とする改善」の仕組みが整備されてきて

いるというのが実態である。

イギリスにおける機能不全への支援対応は、

重篤化したケースだけでなく、重篤化が懸念さ

れる予兆段階にも広げられており、機能不全へ

の対応問題が、単発的特殊な「有事的」政策対

応問題から「有事」に備えて平時から備える汎

用的な修復問題へと性格を変えつつある。中央

政府とOfstedの有機的連携によって、この汎用

化スキームは可能となっている。

日本にとどまらず世界各国で、校長のリー

ダーシップのもとに自律的な学校経営を推進す

る流れが顕著である。学校運営の自律性を高め

るこうした政策の方向は、一方で、自力では運

営が困難なケースへの支援対応を不可欠な教育

行政課題とするはずである。大方の問題事例は

指導助言や教育評価などの行政支援や学校間の
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情報交換やピアサポートなどの日常的な修復支

援によって改善されることが期待される。しか

し、制度疲労も含めて日常的な支援では修復で

きない重篤な困難ケースへの対応も制度設計に

おいては想定しておかなければならないのであ

る。

日本の教育制度においては、こうした重篤な

困難ケースに対処する観点からの制度設計は必

ずしも十分だとはいえない。50年以上に亘っ

て維持されてきた教育委員会制度が健全に機能

しなくなっていた事例（例えば大津市のいじめ

問題対応における機能不全）が、制度そのもの

の改革論議の引き金になったことは記憶に新し

い。学校や自治体の自律性を重視する政策にお

いては、制度運用のセーフティネットとして、

常設的修復機能では修復不能な困難事例に対応

するオプションをも構想しておかなければなら

ないのである。

機能不全への対応問題は、実相の究明問題に

止まらずに教育行政学の理論問題でもある。イ

ギリスで具体的に提起された有効な手法が、中

央政府による強制的介入支援という学校経営の

自律性と相反する原理によるものであったこと

を想起すればよい。少なくとも、ハックニー区

の改革を事象としては理解できたとても、自律

性と自治に対立する原理によってしか実際には

自律性の回復が不可能であったことを、理論的

にも整合的に把握できなければならない。

この点に関して筆者は、例えば、教育行政を

近代公教育行政と捉えて論じた教育行政学者持

田栄一が、近代化の経緯と近代国家の性格にパ

ラドクシカルな要素を読み取り、近代公教育制

度を「私事」としての教育秩序を国家が保障す

る制度であると定義づけている（持田1979）

ことに理論的可能性をみている。持田の把握に

よるならば、国家が私的領域をメンテナンスす

る有事のガバナンス改革は、近代公教育におい

て国家に期待されている役割を、行政が手段を

尽くして実直に果たした政策だったということ

になり、ハックニー区改革の事例も含めて整合

的な把握が可能になるのだが、詳細は別稿（広

瀬2020）に譲りたい。

※本稿は、科研費（C）19K02569の成果の一部

である。
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1　Ofstedは、ハックニー地方教育当局は問題に
対応しようとしているものの、あまりに多くの
ことをやろうとしておりその試みが成果を挙げ
ておらず、むしろ学校に過剰な期待を抱かせる
だけであり、逆にやる気を奪い、落胆させるだ
けであるとし、優先課題をはっきりさせるべき
であると提案している（福島裕敏2003、p.41に
紹介）。このOfsted報告書を受けた中央政府は、
ハックニー改善チーム（Hackney Improvement 
Team, HIT）をハックニー地方教育当局に強制
投入する。HITの1997年10月の中間報告は300
万ポンドの資金不足があることを明らかにした。
HIT投入に対応して、区は即座に対応を検討し、
11月5日にハックニー改造計画をまとめて対応
に当たっているが迅速な効果を上げるに至らな
かった。1998年には、空席になっていた区の
教育長官にリズ・リードが就任するが、しかし、
リードも2年半で職を去っている（広瀬2014、
Boyle et al. 2012）。

2　Local Authority。地域教育行政担当組織の意。
2005年からLEAはLAと改称。

3　教育雇用省の介入による入札の結果、教育領
域で事業を展開する営利私企業であるノード・
アングリアが1999年9月から3年の契約でハッ
クニー区の学校改革業務とエスニック・マイノ
リティ支援業務を担うこととなった。改善効果
はあったもののOfstedはその効果は限定的であ
ると判断した。ノード・アングリアとの契約は
2002年7月に終了した。カウンシル（地方当局）
と教育技能省（教育雇用省は2001年から教育
技能省）から対応に関する全権を移譲されてい
た対応チームは、ハックニー区にふさわしい形
態として非営利の私企業に全面委託するという
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方法を考案した。区内に新たに独立民間企業
ハックニー・ラーニング・トラストが設立され
て、カウンシルと10年契約を結んで改革に当
たった。契約にあたっては、ラーニング・トラ
ストのCEに予定されていたウッド（Alan 
Wood）がその詳細にこだわって諸条件を確保
した（Wood 2016a、2016b）。

4　介入支援の対象となるのはOfstedの監査結果
によって「構造的失敗」状態あるいは「継続的
失敗」状態にあると判断される場合である
（DfE 2016a: 8）。「継続的失敗」状態とは、

Ofsted監査で2期連続しての「不適格」評価、
あるいは5年間で複数回の「不適格」評価を受
けた場合であり、構造的失敗状態とはOfsted監
査の全ての領域で「不適格」評価を受けた場合
である（教育省介入担当部門内部資料）。2017
年には、30箇所のLAが介入対象になっていた。
対象LAは困難度によって、介入スペクトラム
と称される次の6段階に分けられていた（2018
年）。すなわち、第1「アドバイザー派遣段階
（Advisers）」、第2「集中的ピアサポート段階
（Intensive peer support）」、第3「LAパートナー
シップ段階（LA partnerships）」、第4「自発的
トラスト設置段階（Voluntary children＇s services 
trust）」、第5「強制的トラスト設置段階（Enforced 
children＇s services trust）」、第6「権限執行コミッ
ショナー派遣段階（Executive commissioners）」の
6つである。権限剥奪を伴う第6「権限執行コ
ミッショナー派遣段階」に分類される事例は1
件あるのみである。長年にわたって地域内の数
千人の子どもたちが組織的に性的虐待を受けて
いたロザラムのケースがそれである。広瀬
（2019）参照。
5　キャメロン政権は、教育省の対象領域を大き
く教育領域（学校教育と職業教育）と子ども福
祉領域に分けて政策展開している。監査機関で
あるOfstedについても、議会庶民院による調査
報告書（HC 2011）が、教育領域と子ども福祉
領域は異質な問題を持つとして、巨大化した
Ofstedの組織を有効に対応させるためにも監査
を2領域に分けることを提案している。

6　2018年に実施したDepartment for Educationの 
Intervention Unitでの聞き取り調査。

7　イングランドで対象になったのは次の6カ所である。

London Borough of Hackney（2001-2007）教育領
域、Hull City Council（2003-2006）教 育 領 域、
Stoke-on-Trent City Council（2008-2010）領域不明、
Doncaster Metropolitan Borough Council（2010-
2014）子ども福祉領域、London Borough of Tower 
Ha m le t s（2014 -2017） 財政領域、Rot he r h a m 
Metropolitan Borough Council（2015-present）子ど
も福祉領域。

8　2016 年、2017 年 及 び 2018 年 に 実 施 し た
Department for Education Intervention Unitでの聞
き取り調査。

9　ハックニー区でラーニング・トラストのCEと
して改革を率いたウッドが、介入支援の対象と
なったドンカスター（Doncaster）やバーミン
ガム（Birmingham）にコミッショナーやアド
バイザーとして入っている。

10　Ofstedの現在の正式名称はOffice for Standards 
in Education, Children＇s Services and Skills（2007
に the Adult Learning Inspectorateとの合併改組
により名称変更）であり、それ以前は Office 
for Standards in Education である。

11　Ofstedの評価段階は時期により異なっている。
2005年以前は、1 excellent, 2 very good, 3 good, 4 
satisfactory, 5 unsatisfactory, 6 poor, 7 very poorの
7段階、2005年以後は、1 outstanding, 2 good, 3 
satisfactory, 4 inadequateの4段階、2012年以後は、
1 outstanding, 2 good, 3 requires improvement, 4 
inadequate の 4 段 階、2015 年 以 後 は、1 
outstanding, 2 good, 3 requires improvement, 4 
inadequateの4段階となっている。

12　介入対象となるのは「構造的失敗」状態ある
いは「継続的失敗」状態にあると判断される場
合である（注4参照）。

13　Ofstedの形成期から昨今に至るまでを丁寧に
整理した久保木（2019）も、Ofstedが常に一様
ではない意向や力関係に影響されながら制度の
変更をなしていることに注目している。久保木
は、それら一様ではないものに対応するOfsted
の様子を「行政責任のジレンマ」と把握するに
とどまり、残念ながら把握が平板である。

14　Ofstedの歴代の9人の首席勅任監査官（HMCI）
の任期を軸に経緯を見ると以下のようになる。

・ 第1代 サザーランド（Stewart Sutherland）1992–
1994、新しい制度を無理なく始動。
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・ 第2代 ウッドヘッド（Chris Woodhead）1994–
2000、全ての学校を悉皆的に監査する仕組みの
原型。教員組合と対立。
・ 第3代 トムリンソン（Mike Tomlinson）2000–
2002、厳格路線から柔軟路線に。
・ 第4代 ベル（David Bell）2002–2006、簡素化へ。
自己評価フォームによる監査を導入（2005）、
監査周期がそれまでの6年から3年に、監査結
果により異なる監査方法の採用（Outstandingと
Goodの評価を得ると監査周期が6年）。

・ 第5代 スミス（Maurice Smith）2006.1- 2006.10
（代行）。
・ 第6代 ギルバート（Christine Gilbert）2006–2011。
・ 第7代 ローゼン（Miriam Rosen）2011.7–2011. 
12（代行）。
・ 第8代 ウィルショー（Michael Wilshaw）2012– 
2016。教授活動に重点を移す（cf.それまでは
マネジメントとリーダーシップ）。監査結果に
より異なる監査方法の細分的階層化。

・ 第9代 シュピルマン（Amanda Spielman）2017–
現在。

15　Ofstedの形成期から昨今に至るまでを丁寧に
整理した久保木（2019）は、庶民院の同報告書
を受けて改革が行われた2005年をOfstedの集
大成としている。しかし、本稿の視点から見る
ならば、この時期は監査の簡素化を始めること
によって後のメリハリのある監査制度を用意し
始める時期であり、Ofstedが持つに至る、困難
事例を発掘して支援するという役割形成の通過
点に過ぎない。

16　自己評価の内容とデータベースの各種情報と
の間に顕著なズレなどがあると、学校に問い合
わせの警告が行くという。

17　2019年1月の統計では、中等学校に通う生徒
72.3%、初等学校に通う子どもたちの29.7%が
アカデミーに通っている。＇Schools, pupils and 
their characteristics, 2019 January＇.
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はじめに

我が国財政の硬直化が指摘されて久しい。令

和元年度（平成31年度）一般会計歳出予算

101.5兆円のうち政策的経費である一般歳出は

62.0兆円にとどまり、その他は国債費の23.5兆

円、地方交付税交付金等の16.0兆円が占めてい

る。公債残高の増嵩を背景とした国債費の増加

等に加えて、近年、後年度の歳出を硬直化して

いる要因の一つとして国庫債務負担行為の増加

が挙げられる。

国庫債務負担行為は、①予算総則、②歳入歳

出予算、③継続費、④繰越明許費とともに、⑤

国庫債務負担行為として国会の議決対象とされ、

一般会計又は特別会計の重要な一部を構成して

いる。それにもかかわらず、予算書以外の統計

資料がほとんどなく、実証的な先行研究も少な

く、財政の透明性の観点から問題があると思わ

れる。

本稿は財政の硬直化という今後の重要な財政

の課題に係る国庫債務負担行為について、一般

会計を中心にその概要と課題を取り上げるもの

である。

１．国庫債務負担行為とは

日本国憲法第85条は「国費を支出し、又は

国が債務を負担するには、国会の議決に基づく

ことを必要とする。」と定め、「国費の支出」

（支出負担権限）と「国の債務負担」（債務負担

国庫債務負担行為の現状及び後年度への財政影響

藤井　亮二 1・山田　千秀

権限）とを区分した上で両者を国会の議決対象

としている。支出負担権限と債務負担権限とは

密接な関係にはあるものの、常に表裏一体の関

係にあるわけではない。当該年度に債務負担の

権限が国会から付与され、これに伴う支出の負

担は翌年度以降に行われてその目的を達するも

のがある。この場合には時間的な差が認められ

る。また、債務負担を行うだけでその目的を達

成するものもある2。

国庫債務負担行為については、財政法第15

条第１項及び第2項に「（国が）債務を負担す

る行為」と規定されている。財政法の規定によ

れば、国会の議決によって債務負担権限のみが

与えられるだけである。したがって、国庫債務

負担行為には支出負担権限が与えられておらず、

実際に支出するためには当該年度の歳出予算に

あらためて計上して国会の議決を経る必要があ

る。そのため、毎年度の予算で国庫債務負担行

為に基づいて予算計上されるものは、当該年度

の新規国庫債務負担行為として議決した中の

「当該年度支出予定額」及び過年度に議決した

国庫債務負担行為の中の当該年度に歳出化する

予算とから構成される（図1）。なお、予算の

議決対象は、予算総則、甲号歳入歳出予算、乙

号継続費、丙号繰越明許費及び丁号国庫債務負

担行為であることから、歳出予算と国庫債務負

担行為について二重議決を行うことになるので

はないかという論点が、昭和43年3月29日の

第58回国会衆議院予算委員会で取り上げられ

たことがある。
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国庫債務負担行為によって支出すべき年限は、

当該会計年度以降5箇年度以内とされている。

ただし、国会の議決でその年限を延長する場合

やその他の法律で定めた場合などはこの限りで

はない（財政法第15条第3項）。

国庫債務負担行為は従来、公共工事や防衛装

備品の調達のために多用されてきたものの、近

年ではＰＦＩ（民間資金等活用事業：Private 

Finance Initiative） 3やパソコンのリース契約・

システム開発等、広範に活用されるようになっ

ている。個別法の新規制定や行政効率化の要請

などとも相まって、国庫債務負担行為は事項数

及び限度額が増加傾向にある。

２．国庫債務負担行為の概要

（１）国庫債務負担行為の全体の推移

① 一般会計、特別会計の国庫債務負担行為
国庫債務負担行為の推移と現状について概観

する。国庫債務負担行為は、一般会計予算及び

特別会計予算のいずれにおいても「予算書」の

一部を構成して、国会における議決対象とされ

ている。

まず、一般会計の新規国庫債務負担行為を概

観する（図2）。平成以降、一般会計における

新規国庫債務負担行為は毎年度2兆円から3兆

円程度で推移してきた。平成26年度には4兆円

程度まで増加し、令和元年度予算では5兆円近

くまで増えている。

当該年度に実際の支出が見込まれる支出予定

額（当該年度支出予定額）は2千億円から3千

億円程度で推移し、平成26年度以降は4千億円

から5千億円へと増えている。翌年度以降に支

出される、いわゆる後年度の支出予定額（翌年

度以降支出予定額）も2.1兆円から2.5兆円程度

で推移してきたが、26年度以降は3兆円台後半

から4兆円が計上されている。翌年度以降の債

務負担の程度を示す新規後年度負担比率（＝翌

年度以降支出予定額／当該年度支出予定額）は、

平成10年代後半から20年代半ばには10倍を超

えることが多かったが、近年ではほぼ7倍程度

に落ち着いている。直近の令和元年度予算では、

年度

国庫債務
負担行為の議決

平成28年度

29年度

30年度

令和元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

29年度
平成
28年度

5年度4年度3年度2年度
令和
元年度

30年度

歳
出
化
予
算5年度 算

図１　国庫債務負担行為のイメージ図

（出所）筆者作成
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図２　新規国庫債務負担行為額と歳出化額（一般会計）

図３　新規国庫債務負担行為額と歳出化額（特別会計）

（注）1.新規後年度負担比率＝翌年度以降支出予定額／当該年度支出予定額。
　　 2.年額をもって議決したものの額を含む。
（出所）予算書より筆者作成

（注）1.新規後年度負担比率＝翌年度以降支出予定額／当該年度支出予定額。
　　 2.年額をもって議決したものの額を含む。
（出所）参議院予算委員会提出資料より筆者作成
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国庫債務負担行為は４兆9,903億円、その内訳

は当該年度支出予定額が6,148億円、翌年度以

降支出予定額が４兆3,717億円、年額をもって

議決したものが38億円である。新規後年度負

担比率は7.1倍となっている。

次に、特別会計の新規国庫債務負担行為を概

観する（図3）。特別会計の新規国庫債務負担

行為は、平成8年度の2兆2,253億円をピークに

規模が縮小していたが、16年度、20年度等に

一時的に増えている。ここ数年は規模が縮減す

る傾向にある。また、当該年度支出予定額は2

千億円から4千億円程度で推移し、翌年度以降

支出予定額については7千億円から1兆8千億

円程度とかなり幅がある。新規後年度負担比率

はほぼ4～ 5倍程度で推移していて、特別会計

は一般会計よりも後年度への負担先送りの割合

が少ないと言える。ただし、特別会計について

は統廃合が行われ、特別会計改革の進捗に合わ

せて、特別会計全体の予算や事業規模が大きく

変わるので注意しなければならない。直近の令

和元年度予算では、国庫債務負担行為は9,402

億円、その内訳は当該年度支出予定額が1,828

億円、翌年度以降支出予定額が7,574億円であ

る。新規後年度負担比率は4.1倍となっている。

②  一般会計・国庫債務負担行為を分析の対象
とする理由
国庫債務負担行為は一般会計及び特別会計に

計上されている。本報告では、両会計のうち一

般会計における国庫債務負担行為について見て

いく。それは、以下の理由による。

ひとつは、特別会計はこの30年余の間に行

表１　年額をもって議決された国庫債務負担行為

（単位：百万円） （単位：百万円）

年度
一般会計 特別会計 年度 一般会計 特別会計

外国人
恩給

在外公館事務所・
館長公邸借入

郵政事業
特別会計

外国人
恩給

在外公館事務所・
館長公邸借入

郵政事業
特別会計

平成元 1,130 6 1,124 1,016 平成 17 1,411 3 1,407 －
2 1,454 5 1,449 1,513 18 1,158 0 1,158 －
3 1,334 8 1,326 1,824 19 1,709 1 1,708 －
4 1,872 3 1,868 2,879 20 2,715 1 2,714 －
5 1,636 11 1,625 3,646 21 2,871 1 2,869 －
6 1,870 11 1,859 2,535 22 2,223 1 2,222 －
7 2,296 5 2,291 401 23 3,013 1 3,012 －
8 1,425 4 1,421 585 24 1,762 1 1,761 －
9 2,000 8 1,992 455 25 1,666 1 1,665 －
10 2,259 4 2,255 280 26 2,466 1 2,465 －
11 2,844 5 2,840 113 27 2,835 1 2,834 －
12 2,446 8 2,439 145 28 3,208 2 3,206 －
13 3,211 4 3,207 164 29 2,854 1 2,853 －
14 2,348 12 2,336 118 30 2,523 1 2,522 －
15 2,035 9 2,026 － 令和元 3,784 1 3,783 －
16 1,290 85 1,205 －

（注）外国人恩給の所管は平成 12 年度までは総務庁、13 年度以降は総務省。在外公館事務所・館長公邸借入の所管は
外務省。

（出所）予算書等に基づき筆者作成
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われた特別会計改革によってその数が大幅に変

動したこと、また、統廃合によって年度ごとに

総額や事項数が大きく変化することから、特別

会計に係る国庫債務負担行為の特徴や問題点を

全体として整理することは困難であると考える

からである。

もうひとつは、一般会計と特別会計の国庫債

務負担行為とでは政策的意味合いが異なるから

である。国庫債務負担行為の政策的な問題は、

後年度の財政硬直化をもたらすことにある。特

別会計は事業実施や資金運用の管理等を経理す

ることを目的として設置される会計であること

から、財政硬直化は問題とはなりにくい。

なお、国庫債務負担行為には外国人恩給支給

契約などのように年額をもって議決されるもの

がある（表1）。平成以降、一般会計では外国

人恩給と在外公館事務所・館長公邸借入の2項

目だけであり、特別会計については平成14年

度まで続いた郵政事業特別会計において議決さ

れている（年額をもって議決される国庫債務負

担行為の額は、図2及び図3において、当該年

度支出予定額及び翌年度以降支出予定額とは別

立てで含まれている。）。これらは他の国庫債務

負担行為と性格が異なり、2項目で10億円から

30億円と全体の規模からするとわずかである

ことから、除外して分析していく。また、特殊

要因である①平成19年度の官庁会計事務デー

タ通信システム利用（ＡＤＡＭＳⅡ）4と、②

平成26年度及び令和元年度の消費税率引上げ

に伴う限度額増額分5についても除外して分析

する場合がある。

（２）一般会計・国庫債務負担行為の分析

① 令和元年度予算における現状（所管別）
国庫債務負担行為の各府省における活用状況

を見ていく。国庫債務負担行為は各府省におい

て活用されているものの、その計上の限度額や

事項数にはかなりの差がある。1箇年度では完

成しない公共事業を実施する国土交通省や、自

衛隊の武器装備の調達・建造などを行う防衛省

では複数年度に渡る債務負担がかなり行われて

いる。

まず、令和元年度一般会計予算の国庫債務負

担行為について、所管別の限度額及び事項数に

ついて見ていく。令和元年度予算は10月から

の消費税率8％から10％への引き上げを織り込

んで予算編成が行われている。そのために、国

庫債務負担行為については過年度に議決した国

庫債務負担行為に関する「限度額の増額」が、

新規国庫債務負担行為の事項として多く計上さ

れている。分析の便宜上、この特殊要因を除い

て考えることとする（表2）。

（a）限度額

令和元年度一般会計・国庫債務負担行為の限

度額は4兆9,903億円である。特殊要因である

消費税率引上げに伴う増額215億円と、年額を

もって議決する38億円を除くと限度額は4兆

9,650億円となる。

府省別の国庫債務負担行為を見ると、最大は

防衛省の2兆5,187億円、全体の50.7％を占める。

防衛省は航空機整備や武器車両整備、武器購入

など、価額が高く大規模な経費を要する役務・

物品を安定的に確保する必要があり、複数年度

にわたる契約の締結が必要となる。次が国土交

通省の1兆2,725億円であり、全体の25.6％を

占めている。国土交通省は公共事業の多くを所

管し、道路の維持・修繕・補修やダム建設、河

川の維持・改修などを行っている。この両省だ

けで国庫債務負担行為全体の約75％を占めて

いる。そして文部科学省の2,406億円（全体の

4.8％）などが続いている。
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（b）事項数

令和元年度一般会計・国庫債務負担行為の事

項数は1,182である。ここには消費税率引上げ

に伴う増額619が含まれ、過年度の国庫債務負

担行為の影響の幅広さを感じさせる。消費税分

及び年額をもって議決するもの（総務省、外務

省各1）を除くと561になる。

消費税率引上げという特殊要因を除いた561

を見ていくと、最多は国土交通省の151である。

そして法務省の52、防衛省の46などが続いて

いる。平成の時代を通して見ると、国土交通省、

防衛省、内閣府、総務省、法務省などが多くの

国庫債務負担行為を活用している。事項数と限

度額を対比させてみると、防衛省のように事項

数は全体の8.2％にとどまるものの、限度額で

は50％以上を占める省があるなど、府省によっ

て1事項当たりの金額の規模が大きく分かれる。

② 国庫債務負担行為の限度額の推移
複数年度にわたって国が負担する債務の「限

度額」の推移を振り返る。限度額の特徴として、

毎年度新規に当該年度の歳出予算として計上さ

れるもの（当該年度支出予定額）と翌年度以降

に債務負担するもの（翌年度以降支出予定額）

とが合わせて国会で議決される。そのために国

庫債務負担行為に基づいて当該年度に支出が予

定されるものは、それ以前の過年度に国庫債務

負担行為として債務負担したものも含んで歳出

表２　令和元年度・新規国庫債務負担行為の内訳（一般会計、所管別）

所管
限度額（百万円） 事項数（数）

割合 割合 所管 限度額（百万円）事項数（数）
皇室費 15,638 0.3% 3 0.5% 内閣 84,917 12
国会 52,153 1.1% 11 2.0%

内
閣
府

内閣本府 71,543 28
裁判所 15,082 0.3% 3 0.5% 宇宙開発戦略推進事務局 53,284 1
会計検査院 756 0.0% 8 1.4% 国際平和協力本部 0 1
内閣・内閣府 263,193 5.3% 73 13.0% 官民人材交流センター 71 2
総務省 69,410 1.4% 39 7.0% 沖縄総合事務局 187 3
法務省 97,863 2.0% 52 9.3% 宮内庁 1,002 3
外務省 94,094 1.9% 16 2.9% 公正取引委員会 427 4
財務省 142,301 2.9% 23 4.1% 警察庁 46,314 9
文部科学省 240,607 4.8% 34 6.1% 個人情報保護委員会 2,326 5
厚生労働省 21,439 0.4% 36 6.4% カジノ管理委員会 1,924 1
農林水産省 148,304 3.0% 36 6.4% 金融庁 926 3
経済産業省 10,742 0.2% 15 2.7% 消費者庁 273 1
国土交通省 1,272,527 25.6% 151 26.9% 内閣・内閣府　計 263,193 73
環境省 2,176 0.0% 15 2.7%
防衛省 2,518,711 50.7% 46 8.2%
小計 4,964,996 100.0% 561 100.0%
消費税率引上
げに伴う増額

21,477 619

年額をもって
議決

3,784 2

合計 4,990,258 1,182 

（出所）「予算書」より筆者作成
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予算に計上されることになる（図1参照）。し

たがって、国庫債務負担行為に基づく支出は当

該年度に議決した新規国庫債務負担行為だけで

はなく、過年度の国庫債務負担行為も考慮しな

ければならない。

翌年度以降の負担について見ていきたい（図

4）。平成元年度以降、新規国庫債務負担行為の

限度額の推移を見ると、議決された限度額のほ

とんどが翌年度以降の支出予定となっている。

当該年度に支出するのは1割程度にとどまって

いる。また、特殊要因として平成19年度のＡ

ＤＡＭＳⅡの導入、平成26年度及び令和元年

度の消費税率引上げに伴う増額分が計上されて

いる。

計上された国庫債務負担行為の全体の規模は、

平成元年度より2.4兆円から2.9兆円程度で推移

していて、それほど大きな変化は見られない。

しかし、平成26年度は3.8兆円と対前年度（25

年度）の1.6倍に拡大し、その後は4.0兆円程度

で横ばいとなって、令和元年度予算では過去最

大の5.0兆円となっている。

③ 国庫債務負担行為の事項数の増加
国庫債務負担行為として議決される事項数の

推移を見ていく（図5）。平成元年度からこれ

まで、一般会計・国庫債務負担行為として議決

された事項は累計で7,963に上る（年額をもっ

て議決するものを含む。）。平成18年度頃まで

はほぼ100程度の事項が国庫債務負担行為とし

て計上されていたが、19年度に276と、対前年

度より150も増加している。この主な要因には、

19年度のＡＤＡＭＳⅡの導入に伴って64が新

たに計上されたことがある。これに加え、後述

するようにパソコン（ＰＣ）等の増加

（11→58）、システム系の増加（16→26）も要

因として挙げられる。

平成26年度は消費税率5％から8％への引上

げに伴う債務負担の増加分を新たに国庫債務負

43,555 222 

180 

215 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

億円

当該年度支出予定額

消費税率引上げに伴う増額

ＡＤＡＭＳⅡ導入

6,095 
0 

10,000 

20,000 

年度

翌年度以降支出予定額

図４　新規国庫債務負担行為に係る限度額の推移

（注）年額をもって議決するものを除く。
（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成
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担行為として議決した425が、特殊要因として

かさ上げしている。令和元年度についても同

様に、消費税率8％から10％へ引き上げること

による増額分の619が特殊要因として計上され

ている。こうした特殊要因を除いても、平成

30年間を通して、国庫債務負担行為として議

決される事項が徐々に増えてきていることが

わかる。なお、図5では他の図表と平仄を合わ

せるために年額をもって議決するもの（毎年

度、総務省で1、外務省で1の計2。表1を参

照。）はグラフから除外している。

④ 国庫債務負担行為の平均年限の長期化

国庫債務負担行為によって債務を負担する

年限は、原則、「5箇年度以内」であるが、そ

の他の個別の法律で定めた場合などにはこの

年限を延ばすことができる。

債務負担の年限を分析するために、次の仮

定を置いて計算を行う。「予算書」の「国庫負

担となる年度」欄、すなわち新たに国庫債務

負担を行為として議決して、国が債務負担を

行うことを決定した年度を示す予算書の欄に、

例えば「当該年度以降5箇年度以内」とあるも

表３　新規国庫債務負担行為の平均年限の推移

（単位：箇年度）
年度 平成元 平成 2 平成 3 平成 4 平成 5 平成 6 平成 7 平成 8 平成 9 平成 10 平成 11 平成 12 平成 13 平成 14 平成 15 平成 16

平均年限 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 2.9 3.2 4.7 3.8 

年度 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 令和元
平均年限 3.8 3.7 4.0 4.6 4.7 4.0 3.8 4.1 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

（出所）予算書より筆者作成

図５　新規国庫債務負担行為に係る事項数の推移

（注）年額をもって議決するものが、別途各年度 2項目ある。
（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成
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のは年限を5年、「当該年度以降10箇年度以内」

とあるものは年限が10年とされていると置き、

事項数と年限を加重平均して平均年限を算出し

た。ただし、特殊要因である消費税率引上げに

伴う増加とＡＤＡＭＳⅡの導入に伴うものは除

いた。また、具体的な年限が記載されていない

「年額をもって議決するもの」は除いている。

加えて、支出すべき年限を延長する事項も除い

ている。結果は「表3」の通りである。

新規国庫債務負担行為の平均年限は、平成

13年度頃までは2.9箇年度程度で推移していた

が、14年度から26年度にかけては毎年大きく

変動し、4箇年度から5箇年度近くまで長期化

した。27年度以降は3.8箇年度で落ち着いてい

る。

３．国庫債務負担行為増加の背景

これまで、新規国庫債務負担行為の推移と現

状について見てきた。以下では、国庫債務負担

行為が多く活用されるようになった背景を分析

していく。

（１）行政効率化の要請

高度経済成長期を経て成熟社会を迎えた我が

国にとって行政改革は、21世紀に向けたシス

テム改革のひとつとして重要な課題であった。

行政の無駄を省き「簡素で効率的な政府」を実

現することは、その時々の内閣にとって重要な

政策課題となっていた。平成16年6月15日に

行政効率化関係省庁連絡会議がまとめた「行政

効率化推進計画」もこうした取組の一環である。

同計画には政府の財政支出を抑える方策として、

次の項目が盛り込まれた。

行政効率化推進計画（平成16年6月15日）－抜粋－

８ 国庫債務負担行為の活用

・コピー機、パソコン等の物品について、購入する場合や単年度賃貸借を行う場合と比較し

て複数年度のリース契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為に

よる複数年契約によることとする。

・複数年度にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫債務負担行為による複

数年契約により実施することとする。

これらの取組に実効性を持たせるために、各

府省において行政効率化推進計画の取組実績を

まとめて報告させる仕組みが作られ、国庫債務

負担行為の活用が進められた。同計画はその後

も数次の改定が行われ、当初は「購入する場合

や単年度賃貸借を行う場合と比較」した上での

契約締結を求めていたが、現在では次のように

要件が緩和され、複数年契約締結の簡便化が図

られている。
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複数年契約を前提とする国庫債務負担行為は、

適正な公共調達を実施する観点から財政当局か

らも積極的にその活用を促されていた。財務大

臣から発出された「公共調達の適正化について

（平成18年8月25日）」（財計第2017号）では、

リース契約等について「複数年度にわたる期間

を前提にしている契約であるにもかかわらず、

初年度に係る調達についてのみ一般競争入札又

は企画競争を実施し、次年度以降については、

随意契約を行っている場合は、国庫債務負担行

為を活用することにより、一般競争入札（総合

評価方式を含む。）又は企画競争を行い複数年

度契約を締結するものとする。」（下線は筆者）

と記載されている。

また、アウトソーシングは役務の提供を複数

年契約することが多く、アウトソーシングの多

用は国庫債務負担行為の増加につながる。アウ

トソーシングについて、平成16年6月の行政効

率化推進計画では、次のように記載されている。

行政効率化推進計画（平成16年6月15日）－抜粋－

（５）アウトソーシング

アウトソーシングについては、ガバナンスに留意しつつ、各府省共通的に取り組みうる警

備・清掃等の庁舎管理等施設・設備等の管理業務、庁内ＬＡＮ等の情報システムの管理業務、

公用車の運転業務、ホームページの作成・管理業務、電話交換業務等について、これまでの

各府省の取組を踏まえ、一層推進するほか、各府省固有の事務・事業についても、積極的に

推進し、効率化を図る。

また、ＰＦＩについては、その事業の内容に応じ、先進的な取組を行っている府省の実績

を参考に、他の府省においても効率化に資する取組を積極的に検討する。

その後の改定によって、アウトソーシングの

範囲は拡大され、行政効率化を求める流れが一

層強くなった。現在では、次のように記述が大

幅に拡充されている。

行政効率化推進計画（平成20年12月26日改定）－抜粋－

７ 国庫債務負担行為の活用

・コピー機、パソコン等の物品について、複数年度のリース契約を行うことに合理性が認め

られる場合には、国庫債務負担行為による複数年契約によることとする。

・複数年度にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫債務負担行為による複

数年契約により実施することとする。
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財政支出を抑制して、行政の効率化を図ろう

とする動きは、行政効率化推進計画の策定に

よってより明確になって現在に引き継がれてい

ると考えられる。

（２）国庫債務負担行為の限度額

国庫債務負担行為の増加について、まず、限

度額に着目する。限度額が増加した要因を分析

するために内容によって大括りに分類にして整

理し（表4）、個別法に基づくもの、それ以外と、

順次それぞれの項目について見ていく。

行政効率化推進計画（平成20年12月26日改定）－抜粋－

（５）アウトソーシング

アウトソーシングについては、ガバナンスに留意しつつ、各府省共通的に取り組みうる①

施設・設備等の管理業務（庁舎の警備・清掃、公務員宿舎の管理人業務等）、②庁内ＬＡＮ等

の情報システムの管理業務、③公用車の運転業務、④電話交換業務、⑤文書等の梱包・発送

業務、⑥新聞記事のクリッピング業務、⑦会議運営業務における事前準備、速記録作成、通

訳等定型的業務、⑧国家試験運営業務における願書収受等定型的業務、⑨地方支分部局等地

方施設における清掃、警備等の総務業務、⑩職員研修業務等について、先進的な取組事例等

の各府省への拡大等により、一層推進するほか、各府省固有の事務・事業についても、積極

的に推進し、効率化を図る。また、これらの取組と併せて、以下の取組を進める。

・施設・設備等の管理業務、電話交換業務、地方支分部局等地方施設における清掃、警備等

の総務業務について、現業職員の退職時不補充を徹底する。

・ホームページの作成・管理業務について、原則として職員が更新作業を行う。地方部局の

ホームページは運営を本省と統合するとともに、サーバの統合を行う。

また、ＰＦＩについては、これまでの各府省の取組を踏まえ、一層推進する。市場化テス

トについては、公共サービス改革法に基づき、統計調査、徴収、公物管理、施設・研修等、

内部管理業務等の分野について、民間事業者の創意工夫を最大限発揮させる観点から、複数

年契約化、事業の包括性に留意しつつ、対象事業を積極的に選定する。
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① ＰＦＩ（民間資金等活用事業）
ＰＦＩは、「民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成11年

法律第117号）」（以下、「ＰＦＩ法」という。）

に基づいて実施され、同法第68条は国が債務

負担して支出する年限は「30箇年度以内」と

規定して、財政法第15条の特例を定めている。

ＰＦＩは、特に地方公共団体を事業実施主体

として積極的に使われている。内閣府によると

平成29年度において、国を事業主体とするＰ

ＦＩは79事業、地方を事業主体とするものは

541事業、その他が事業主体となっているもの

が46事業の計666事業である（図6）。国の79

事業の内訳は、庁舎と宿舎（事務庁舎、公務員

宿舎等）が43事業と54.4％を占めている。つ

いで、まちづくり（道路、公園、下水道施設、

港湾施設等）の18事業（同22.8％）である。

契約金額（累計）は合計で5兆8,279億円である。

なお、地方公共団体が事業主体として取り組ん

でいる541事業の内訳は、教育と文化に係る

表４　新規国庫債務負担行為の限度額（消費税、ADAMS、年額を除く）
（単位：億円）

年度
（ア）個別の法律に基づくもの （イ）個別の法律に基づかないが一定の類型化ができるもの

その他 全体ＰＦＩ
市場化
テスト

特定防
衛調達

施設
整備

船舶・
航空機

出資 ＰＣ等 システム系
庁舎
管理等

車両
借入等

平成元 － － － 2,101 104 1,272 － － － － 20,740 24,217 
2 － － － 2,202 60 1,319 － － － － 20,331 23,913 
3 － － － 2,583 58 1,429 － － － － 19,819 23,890 
4 － － － 2,923 130 1,318 12 21 － － 21,367 25,771 
5 － － － 3,401 107 1,331 2 13 － － 21,885 26,738 
6 － － － 3,564 76 1,173 16 － － － 22,982 27,811 
7 － － － 4,052 149 1,404 10 － － － 23,317 28,932 
8 － － － 3,951 77 1,289 － － － － 23,471 28,788 
9 － － － 4,325 185 1,325 － － － － 23,141 28,976 
10 － － － 3,876 67 1,187 － － － － 21,229 26,360 
11 － － － 3,931 111 1,440 1 － － － 21,448 26,932 
12 － － － 2,828 15 1,084 12 162 － － 22,058 26,159 
13 － － － 3,832 270 1,085 － 52 － － 19,971 25,211 
14 602 － － 3,836 381 － 1 58 － － 20,400 25,278 
15 1,592 － － 3,408 295 － － 939 － － 19,311 25,546 
16 211 － － 4,657 81 － 467 82 － － 19,317 24,816 
17 2,973 － － 4,258 635 － 178 535 － － 19,033 27,612 
18 1,200 － － 3,441 548 － 416 614 － － 17,798 24,018 
19 822 － － 3,623 452 － 1,431 793 28 0 18,175 25,324 
20 157 33 － 2,672 282 － 1,329 1,488 15 1 18,979 24,956 
21 453 34 － 2,723 291 － 1,432 829 4 2 19,344 25,112 
22 541 154 － 2,415 426 － 1,261 678 7 1 18,202 23,685 
23 24 454 － 3,125 263 － 1,213 658 88 4 18,116 23,946 
24 2,398 562 － 2,373 156 － 1,775 2,747 4 1 16,545 26,560 
25 9 119 － 3,171 35 － 1,489 1,018 25 3 17,847 23,716 
26 1 1,498 － 3,527 331 － 2,528 845 62 4 29,128 37,923 
27 609 1,155 3,432 2,346 114 － 1,566 1,432 49 4 32,838 43,544 
28 285 1,170 1,132 2,641 117 － 1,331 1,812 112 7 30,979 39,587 
29 100 1,242 566 3,004 435 － 1,654 1,534 147 6 33,219 41,908 
30 157 1,301 320 2,471 364 － 2,569 1,219 39 9 32,368 40,818 
令和元 794 1,238 1,974 3,042 330 － 2,515 2,631 134 13 36,978 49,650 
計 12,928 8,960 7,424 100,304 6,947 16,657 23,210 20,161 713 56 700,336 897,695 

（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成
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179事業（構成比33.1％）、まちづくり（道路、

公園、下水道施設、港湾施設等）の129事業

（同23.8％）、権衡と環境（医療施設、廃棄物処

理施設、斎場等）に係る105事業（同19.4％）

などである。

「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令

和元年改定版）」（令和元年6月21日民間資金等

活用事業推進会議決定）は、平成25年度から

令和4年度までの10年間の目標期間の間に21

兆円の事業規模の達成を目指すとしている。国

は事業主体の1割にしか過ぎないとはいうもの

の、これからも事業の拡大が見込まれることか

ら、国及び地方の債務負担行為は増加すると考

えられる。

② 市場化テスト
市場化テストは、公共サービスに関して、そ

の実施を民間が担うことができるものは民間に

委ね、官民競争入札又は民間競争入札に付する

ことによって公共サービスの質の維持向上や経

費削減を図るものである。平成18年7月の「競

争の導入による公共サービスの改革に関する法

律（平成18年法律第51号）」（以下、「公共サー

ビス改革法」という。）施行に伴って導入され

ている。同法第30条は国が債務負担する公共

サービスの支出年限を「10箇年度以内」とし、

財政法第15条の特例を定めている。

「行政効率化推進計画」は平成18年8月29日

改定時に、新たに「市場化テストについては、

公共サービス改革法に基づき、ハローワーク関

連業務及び国民年金保険料の収納事務について、

本格導入を図る。また、登記事項証明書交付等

の証明事務について市場化テスト実施等の民間

委託に向けた試行を行う。」との段落を追加し、

19年7月2日改定によって市場化テストの対象

として統計調査関連業務の追加や登記事項証明
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図６　ＰＦＩ事業数及び契約金額の推移（累計）（平成 30 年 3 月 31 日現在）

（注）事業主体は平成 29 年度のみ国、地方、その他に区分。その他の年度は一括して記載。
（出所）内閣府「PFIの現状について」（平 30.7）（https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/pfi_genjou/pdf/pfi_

genjyou.pdf）（令元 .9.9 最終アクセス）
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書交付等の証明事務について競争入札の実施を

明記している。

公共サービス改革法施行後からこれまで12

年間の取組の効果について、官民競争入札等監

理委員会「公共サービス改革報告書（平成27

年8月～ 30年7月）」（平成30年7月20日）に

基づいて確認しておく。経費削減等のために市

場化テストの導入が決定した事業数は378事業

である（表5）。対象となった公共サービスは、

施設管理、研修、窓口、行政情報ネットワーク

システム関連業務などの幅広い分野にわたって

いる。同報告書によると、市場化テストを導入

した事業のうちで従前と比較可能な事業につい

て実施経費を比較すると、単年度換算で市場化

テスト実施前の約823億円が実施後には約606

億円と、削減額では約217億円が達成され、削

減率は約26.3％と報告されている。

市場化テストは多くの府省において導入され

ていて、国庫債務負担行為の限度額は平成20

年度の33億円から令和元年度には1,238億円へ、

わずか10年余りの間に急速に増加している（表

4参照）。財政支出の抑制を進める過程で、こ

れからもますます多くの事業が対象とされると

見込まれる。ただし、単年度契約では競争性な

どに問題があることからその改善を見込んで複

数年度化したものの、競争性や受注金額に変化

が見られない場合には効率性と財政民主主義と

の両立の観点から問題が出てくる6との指摘も

あるように、予算の単年度主義が原則である以

上、安易な国庫債務負担行為の活用は厳に戒め

る必要がある。

③ 特定防衛調達
政府は平成25年12月17日に閣議決定した

「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱につい

て」（いわゆる「防衛大綱」）において、「装備

品の効果的・効率的な取得を実現するため、

･･･更なる長期契約の導入の可否･･･を検討」

と明記し、また、同様に「中期防衛力整備計画

（平成26年度～平成30年度）について」（いわ

ゆる「中期防」） の中で、「企業の予見可能性を

高め、コスト低減につながる更なる長期契約の

導入の可否･･･も検討」するとの方針を示した。

これを受けて、平成27年4月に施行された「特

定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出

すべき年限に関する特別措置法（平成27年法

律第16号）」（以下、「長期契約法」という。）

では、同法第2条において、自衛隊の装備品等

や役務に係る特定防衛調達の債務負担による支

出年限を「10箇年度以内」としている。なお、

同法は中期防の期末に合わせて平成30年度ま

での時限立法とされていたが、改正されて現在

は平成35年度末（令和6年3月31日）までの時

限立法とされている。

長期契約法第3条の規定により、毎年、特定

防衛調達の概要と特定防衛調達によって縮減さ

表５　市場化テストの対象事業（平成 30 年 6 月 28 日現在）
（単位：事業数）

施設
管理

研修
訓練

窓口
相談 システム 統計

調査 試験 徴収 公物
管理 その他 計

国 42 9 8 35 25 18 1 48 67 253
独立行政法人 32 7 － 53 － 4 3 2 24 125

計 74 16 8 88 25 22 4 50 91 378

（出所）総務省官民競争入札等監理委員会「公共サービス改革報告書」（平 27.8 ～ 30.7）
　　　 参考資料３を筆者加工
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表６　特定防衛調達による経費の縮減
年度予算 対象装備品等 平成 27 年度 28 29 30 31 32 33 合計

平成 27
固定翼哨戒機
P-1；20 機

特定防衛調達 12 億円 47 億円 726 億円 714 億円 714 億円 693 億円 489 億円 3,396 億円
長期契約によ
らずに調達

0.1 億円 11 億円 474 億円 960 億円 954 億円 937 億円 478 億円 3,813 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 417 億円（約 10.9％）

年度予算 対象装備品等 平成 28 年度 29 30 31 32 33 合計

平成 28

哨戒ヘリコプター
SH-60K；17 機

特定防衛調達 5億円 24 億円 452 億円 203 億円 220 億円 120 億円 1,026 億円
長期契約によ
らずに調達

2億円 10 億円 170 億円 377 億円 385 億円 196 億円 1,140 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 114 億円（約 10.0％）

特別輸送
ヘリコプター
EC-225LPの
PBL；1式

特定防衛調達 1.3 億円 8.6 億円 7.3 億円 10.8 億円 8.9 億円 6.9 億円 43.8 億円
長期契約によ
らずに調達

11.9 億円 11.9 億円 11.9 億円 11.9 億円 11.9 億円 9.9 億円 59.4 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 15.6 億円（約 26.2％）

練習ヘリコプター
TH-135 の
PBL；1式

特定防衛調達 5.7 億円 10.9 億円 11.0 億円 13.0 億円 14.2 億円 7.4 億円 62.2 億円
長期契約によ
らずに調達

8.1 億円 16.2 億円 16.2 億円 16.2 億円 16.2 億円 8.1 億円 80.9 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 18.8 億円（約 23.2％）

年度予算 対象装備品等 平成 29 年度 30 31 32 33 34 合計

平成 29

輸送ヘリコプター
CH-47JA；6機

特定防衛調達 0億円 0億円 27 億円 7億円 206 億円 206 億円 445 億円
長期契約によ
らずに調達

0億円 0億円 14 億円 18 億円 229 億円 270 億円 531 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 86 億円（約 16.2％）

輸送機 C-130R
の PBL；1式

特定防衛調達 12.1 億円 24.1 億円 24.1 億円 24.1 億円 24.1 億円 12.1 億円 120.7 億円
長期契約によ
らずに調達

14.5 億円 28.9 億円 28.9 億円 28.9 億円 28.9 億円 14.5 億円 144.6 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 23.9 億円（約 16.5％）

年度予算 対象装備品等 平成 30 年度 31 32 33 34 35 36 合計

平成 30

戦闘機 F-2 用
F110 エンジンの
維持部品の
PBL；1式

特定防衛調達 48 億円 48 億円 48 億円 48 億円 48 億円 80 億円 0億円 320 億円
長期契約によ
らずに調達

0億円 62 億円 62 億円 62 億円 62 億円 62 億円 62 億円 371 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 50 億円（約 13.6％）

年度予算 対象装備品等 平成 31 年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 合計

平成 31

早期警戒機
E-2D；9機

特定防衛調達 78 億円 171 億円 572 億円 431 億円 364 億円 237 億円 86 億円 － － － 1,940 億円
長期契約によ
らずに調達

135 億円 309 億円 497 億円 522 億円 419 億円 276 億円 107 億円 － － － 2,265 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 325 億円（約 14.4％）

PAC-3 ミサイル
用部品包括契
約；1式

特定防衛調達 4億円 0億円 15 億円 2億円 1億円 3億円 5億円 0億円 0億円 4億円 35 億円
長期契約によ
らずに調達

0億円 0億円 1億円 1億円 17 億円 14 億円 17 億円 5億円 5億円 5億円 65 億円

長期契約により調達することによって縮減される経費の額　約 31 億円（約 46.9％）

（注）ＰＢＬは「Performance Based Logistics」。
（出所）防衛省「各年度予算における特定防衛調達の概要等について」より筆者作成

れる経費の推計が公表されている（表6）。例

えば、平成27年5月15日に防衛省が公表した

「平成27年度予算における特定防衛調達の概要

等について」では、特定防衛調達にかかる予

算額として約3,396億円7と公表している（国

庫債務負担行為の限度額）。契約期間は平成27

年度から33年度までの7箇年度で、各年度の

年割額は平成27年度12億円、28年度47億円等

となっている。仮に長期契約を行わない場合

には合計で3,813億円の支出になると推計し、

長期契約の締結によって約417億円（約

10.9％）の経費縮減が行われることを示してい

る。

平成28年度は1,132億円、29年度は566億円、

30年度は320億円と減少傾向にあったが、令和

元年度は1,974億円と過去2番目の規模に拡大

している。内容を見ると、より高額の装備品の

購入に特定防衛調達が使われている。例えば、

平成27年度の固定翼哨戒機Ｐ－1は20機で

3,396億円（1機169.8億円）、28年度の哨戒ヘ

リコプターＳＨ－60Ｋは17機で1,026億円（1

機60.4億円）、29年度の輸送ヘリコプターＣＨ

－47ＪＡは6機で445億円（1機74.2億円）で

あったが、令和元年度の早期警戒機Ｅ－2Ｄは
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9機で1,940億円、1機当たり215.6億円である。

特定防衛調達によって一括調達が図られてコ

ストが縮減できる一方で、後年度の歳出へ影響

を及ぼすことは避けられない。その活用には常

に効果と弊害を両にらみで考えなければならな

い。

平成28年度予算の査定に携わった財務省・

防衛担当主計官は、「こうした取組の結果、後

年度負担額が過度に増加した場合には、将来に

おける歳出化経費の過剰な上昇を招き、ひいて

は防衛予算の硬直化に至ることも懸念される。

･･･防衛関係費について、硬直化を回避し、持

続可能な水準に収まるよう、各年度の予算総額

に加えて、新規の後年度負担についても、適正

化に努めていく必要がある。」8と指摘している。

予算編成の担当者の言葉として重く受け止める

べきである。

ここまで、個別法に基づいて財政法第15条

の特例を定めた制度を見てきた。年限の特例に

関しては、もうひとつ、「国等における温室効

果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に

関する法律」（平成19年法律第56号）」（以下、

「環境配慮契約法」という。）がある。同法第7

条は、国が省エネルギー改修事業について債務

負担する場合の支出を「10箇年度以内」とし

ている。省エネルギー改修事業は長期契約を前

提としていて、温室効果ガス等の排出の削減に

配慮した契約を促進するために、環境配慮契約

法において一般の国庫債務負担行為よりも長期

の債務負担ができるようにしている。しかし、

予算書からはいずれの事項が同法に基づく国庫

債務負担行為であるかが判然としないことに加

えて、省エネルギー改修事業に係る国庫債務負

担行為と推察される事項が極めて少ない。その

ため、本稿では環境配慮契約法に基づく国庫債

務負担行為をあえて区分して特記はしていない。

④ 出資
平成13年度まで、出資に係る支出を国庫債

務負担行為として毎年度1千億円程度を議決対

象としていた（表4）。詳細に見ると、宇宙開

発事業団のロケット・人工衛星の開発や施設整

備の資金に充てるための出資、日本原子力研究

所試験研究炉の整備やウラン燃料の加工等の資

金に充てるための出資などを複数年にわたって

契約することを内容としている（表7）。

これらの特殊法人における建設・開発費用に

充てるための国の出資は、長期間にわたるもの

があるために国庫債務負担行為として議決され

ていた。しかし、行政改革の流れの中で特殊法

表７　新規国庫債務負担行為による出資
（単位：億円）

理化学研
究所出資

新技術開発
事業団出資

宇宙開発
事業団出資

日本原子力
研究所出資

核燃料サイクル
開発機構出資

中小企業
事業団出資

海洋科学技術
センター出資

国際協力
事業団出資

アジア経済
研究所出資

日本芸術文化
振興会出資

計

平成元年度 8 8 836 329 72 19 － － － － 1,272 
2 24 － 868 331 43 － 53 － － － 1,319 
3 56 － 866 360 63 － 34 50 － － 1,429 
4 40 － 868 375 36 － － － － － 1,318 
5 105 － 934 142 91 － 17 42 － － 1,331 
6 20 － 770 104 92 － 131 45 － 11 1,173 
7 115 － 969 182 44 － 77 16 － － 1,404 
8 5 － 1,133 91 38 － 22 － － － 1,289 
9 77 － 1,005 84 86 － 33 － 41 － 1,325 
10 130 － 927 91 4 － 34 － － － 1,187 
11 103 － 947 221 － － 139 31 － － 1,440 
12 － － 692 73 29 － 253 36 － － 1,084 
13 140 － 623 159 14 － 148 － － － 1,085 

（注）核燃料サイクル開発機構は平成 10 年度までは動力炉・核燃料開発事業団。
（出所）「予算書」より筆者作成
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人への補助金や出資などの財政支出が見直され

ることとなり、平成14年度からは複数年にわ

たって特殊法人等に対する出資を確保する新規

国庫債務負担行為は行われなくなった（表4参

照）。また、国庫債務負担行為として過年度に

議決していた出資に係る14年度以降の支出も

行わないこととなった。

特殊法人等への出資の見直しは、財源の面か

らも確認できる。出資の財源は、建設国債の発

行によって調達している。建設国債の発行対象

経費である毎年度の「出資金」は、平成14年

度を境に減少している。例えば、一般会計予算

の出資金は、平成12年度に1兆1,273億円、13

年度に1兆397億円、14年度に4,286億円、15

年度に4,254億円と半減している。

⑤ パソコン、システム系等
2000年頃からの急速なインターネットの普

及と情報通信技術の発達は、我が国にＩＴ革命

とも呼ばれる変化を生じさせた。表4に示した

「ＰＣ等」は電子計算機借入れ、事務機器借入

れ等として「予算書」の議決対象とされた事項

をまとめたものである。

平成16年度から数百億円程度の債務負担を

行うようになり、特に19年度以降は毎年度1千

億円から2千数百億円の国庫債務負担行為が設

定されている。先述の行政効率化推進計画で示

されたように、パソコン等をリース契約するこ

とによって情報通信機器をより低廉な価格で調

達するための動きと考えられる。国の業務に

とってパソコン等の情報通信機器の整備やＩＣ

Ｔ（情報通信技術）の活用は不可欠であり、今

後もこれらの規模は増大していくことが見込ま

れる。なお、平成4年度から7年度にかけて設

定されている若干の国庫債務負担行為の限度額

は、静止気象衛星資料処理用電子計算機借入れ、

地震活動等総合監視システム用電子計算機借入

れ、気象資料総合処理システム用電子計算機借

入れ、統計情報処理システム用電子計算機借入

れであって、近年のＩＴ化によるパソコン等の

リース契約とは性格を異にする。また、システ

ム開発や運用などの、いわゆるシステム系の国

庫債務負担行為は平成18年度以降に急増して

いる。

⑥ その他
「庁舎管理等」や「車両借入等」は、経費節

減を実施するために導入されたアウトソーシン

グを示すものとして特記している。「行政効率

化推進計画」において、アウトソーシングの活

用によって効率化が図られようとしている。た

だし、限度額は数億円から百億円程度にとどま

り、規模としては他の項目に比べると大きいと

は言えない。

（３）国庫債務負担行為の事項数

新規国庫債務負担行為に係る毎年度の事項数

の推移は、図5において増加傾向にあることを

確認した。ここでは内容に着目して、事項数の

推移を見ていく（表8）。

特殊要因として、平成19年度のＡＤＡＭＳ

Ⅱの導入と26年度及び令和元年度の消費税率

引上げがあることは既に述べたとおりである。

行政効率化推進計画に則って国庫債務負担行為

の活用が促されたことや、ＰＦＩ法、公共サー

ビス改革法、長期契約法などによる案件が増加

し、事項数が増加したことも下記「表8」にお

いて確認できる。

ここでの特徴は「その他」欄において、平成

26年度から国庫債務負担行為の事項が急増し

ていることである。平成26年度は、特別会計

改革の一環として社会資本整備事業特別会計が

一般会計化された初年度である。社会資本整備

事業特別会計で実施していた事業を、一般会計
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表８　新規国庫債務負担行為の事項数の推移
（単位：事項）

年度
（ア）個別の法律に基づくもの （イ）個別の法律に基づかないが一定の類型化ができるもの （ウ）特殊要因

（エ）
その他 年額 計

ＰＦＩ 市場化
テスト

特定防
衛調達

施設
整備

船舶・
航空機 出資 ＰＣ等 システ

ム系
庁舎
管理等

車両
借入等 消費税 ADAMSⅡ

平成元 － － － 17 3 6 － － － － － － 40 2 68 

2 － － － 21 3 7 － － － － － － 46 2 79 

3 － － － 18 3 7 － － － － － － 51 2 81 

4 － － － 18 4 8 1 1 － － － － 47 2 81 

5 － － － 19 4 8 2 1 － － － － 47 2 83 

6 － － － 20 4 8 1 － － － － － 47 2 82 

7 － － － 32 5 8 1 － － － － － 50 2 98 

8 － － － 23 2 6 － － － － － － 50 2 83 

9 － － － 30 2 9 － － － － － － 64 2 107 

10 － － － 31 4 10 － － － － － － 64 2 111 

11 － － － 26 7 7 1 － － － － － 61 2 104 

12 － － － 24 2 7 1 1 － － － － 55 2 92 

13 － － － 28 4 9 － 1 － － － － 52 2 96 

14 2 － － 30 5 － 1 2 － － － － 62 2 104 

15 13 － － 30 3 － － 1 － － － － 56 2 105 

16 8 － － 25 3 － 7 2 － － － － 67 2 114 

17 7 － － 30 6 － 11 7 － － － － 51 2 114 

18 5 － － 31 4 － 11 16 － － － － 57 2 126 

19 8 － － 30 7 － 58 26 3 3 － 64 75 2 276 

20 26 9 － 33 4 － 71 30 7 1 － － 91 2 274 

21 26 12 － 30 5 － 68 24 7 5 － － 96 2 275 

22 10 16 － 28 6 － 64 29 15 6 － － 88 2 264 

23 8 43 － 29 6 － 82 42 20 9 － － 95 2 336 

24 9 25 － 32 5 － 81 63 6 6 － － 84 2 313 

25 7 31 － 27 3 － 88 76 17 7 － － 92 2 350 

26 2 86 － 33 8 － 82 65 32 10 425 － 155 2 900 

27 33 47 1 28 4 － 80 70 26 15 － － 180 2 486 

28 23 60 2 42 6 － 85 61 33 11 － － 173 2 498 

29 30 60 2 36 7 － 79 57 55 9 － － 192 2 529 

30 43 51 1 46 9 － 83 69 44 11 － － 193 2 552 

令和元 14 51 2 50 7 － 87 66 59 14 619 － 211 2 1,182 

計 274 491 8 897 145 100 1,045 710 324 107 1,044 64 2,692 62 7,963 

（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成

で行うようになったために、一般会計の国庫債

務負担行為の事項数が増えたと考えられる。こ

れについては後で詳しく述べていく。

（４）国庫債務負担行為の平均年限

国庫債務負担行為によって債務負担する年

限は、原則「5箇年度以内」である。戦後、昭

和22年4月に施行された財政法（昭和22年法

律第34号）第15条第3項では、国庫債務負担

行為によって支出できる年限は「3箇年度以内」

とされていた。昭和29年改正で継続費の年限

に合わせて「5箇年度以内」とした経緯がある。

新規国庫債務負担行為の推移を見るために、

それぞれの事項における債務負担をする最大年

限を加重平均してみる（表9）。これを見ると

平均年限は長期化する傾向にあり、その最大の

要因はＰＦＩの導入であると言える。ＰＦＩに

よる債務負担の支出は30箇年度以内とされて
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表９　新規国庫債務負担行為の平均年限（消費税、ADAMS Ⅱ、年額は除く）
（単位：年）

年度
（ア）個別の法律に基づくもの （イ）個別の法律に基づかないが一定の類型化ができるもの

その他 全体ＰＦＩ
市場化
テスト

特定防
衛調達

施設
整備

船舶・
航空機

出資 ＰＣ等 システム系
庁舎
管理等

車両
借入等

平成元 － － － 2.2 2.7 2.8 － － － － 3.3 2.9 
2 － － － 2.3 2.3 3.6 － － － － 3.2 2.9 
3 － － － 2.3 2.3 3.2 － － － － 3.1 2.9 
4 － － － 2.2 2.5 3.8 4.0 2.0 － － 3.1 2.9 
5 － － － 2.4 2.5 3.5 3.0 2.0 － － 3.0 2.9 
6 － － － 2.2 2.3 3.4 2.0 － － － 3.1 2.8 
7 － － － 2.3 2.4 3.5 2.0 － － － 3.1 2.8 
8 － － － 2.2 2.5 3.0 － － － － 3.0 2.8 
9 － － － 2.4 2.5 2.7 － － － － 3.1 2.8 
10 － － － 2.6 2.3 2.8 － － － － 2.9 2.8 
11 － － － 2.5 2.2 3.6 2.0 － － － 2.9 2.8 
12 － － － 2.6 2.0 3.8 2.0 3.0 － － 3.1 3.0 
13 － － － 2.5 3.0 3.5 － 2.0 － － 3.1 2.9 
14 20.0 － － 2.6 2.8 － 2.0 2.0 － － 3.0 3.2 
15 17.2 － － 2.5 2.7 － － 4.0 － － 3.0 4.7 
16 14.3 － － 2.6 3.0 － 3.7 3.0 － － 3.1 3.8 
17 14.0 － － 2.5 3.0 － 4.6 3.4 － － 3.2 3.8 
18 15.6 － － 2.9 3.0 － 4.8 2.5 － － 3.3 3.7 
19 15.0 － － 3.0 2.4 － 4.4 3.0 5.0 4.3 3.2 4.0 
20 12.9 3.8 － 2.6 3.0 － 4.6 3.6 4.6 5.0 3.3 4.6 
21 13.3 3.2 － 2.8 3.0 － 4.5 3.9 4.6 4.8 3.5 4.7 
22 12.9 3.6 － 2.8 2.7 － 4.6 3.7 4.0 5.0 3.2 4.0 
23 10.3 3.6 － 2.9 2.8 － 4.5 3.6 3.8 3.9 3.1 3.8 
24 11.4 3.5 － 2.6 2.3 － 4.7 4.0 4.8 4.8 3.3 4.1 
25 10.7 3.3 － 2.8 2.3 － 4.7 3.4 4.1 4.7 3.3 3.8 
26 9.5 3.3 － 2.7 2.4 － 4.7 3.7 4.1 4.6 3.1 3.6 
27 7.5 3.0 7.0 2.4 2.8 － 4.5 3.5 4.0 4.5 3.3 3.8 
28 7.3 3.2 6.0 2.6 2.3 － 4.5 4.1 3.9 4.5 3.3 3.8 
29 7.7 3.2 6.0 2.9 2.8 － 4.5 3.7 3.9 5.0 3.1 3.8 
30 7.9 3.0 6.0 2.5 3.0 － 4.7 3.5 3.9 4.4 3.1 3.8 

令和元 10.4 3.3 8.5 2.6 3.0 － 4.6 3.7 4.2 4.5 3.1 3.8 

（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成

いて、ほぼ10年程度の平均年限で推移してき

ている。また、特定防衛調達は10箇年度以内

とされていて、6～ 8箇年程度での国庫債務負

担行為が行われている。これに対して市場化テ

ストに基づく国庫債務負担行為は10箇年度以

内と特例を定めているが、平均年限は3箇年度

程度であって、全体の平均よりも短い年限で債

務負担を行っている。

パソコン等の平均年限は平成17年度以降、

4.4 ～ 4.8箇年度と全体平均よりも長くなって

いる。これらは事項数が多いこともあって、全

体の年限の長期化に影響を及ぼしていると考え

られる。システム系の平均年限は3～ 4箇年度

と全体平均よりも多少短くなっている。システ

ム系の中でもシステム開発は比較的短い期間に

よる債務負担での支出を行い、一方、システム

保守は比較的長い期間による債務負担での支出

を行う傾向がある。こうしたリース契約や役務

提供の増大が今後も見込まれることから、平均

年限が徐々に長期化して更なる後年度の歳出硬

直化につながることが懸念される。
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（５）国庫債務負担行為の新規後年度負担比率

国庫債務負担行為は予算の単年度主義の例外

をなすものである。日本国憲法第85条で、「国

が債務を負担」することが認められ、毎年度の

予算に計上することによって初めて実際の支出

が可能となることから問題にはならないとの見

方もあろう。しかし、国がその責任において複

数年間の契約を締結したにもかかわらず、歳出

化する段階で取り止めることになれば、訴訟の

対象となるとも考えられる。国庫債務負担行為

として議決した以上は、原則として後年度の国

の支出を保証したものと考えられる。その場合、

当該契約年度の支出が少なくても、翌年度以降

に多額の支出が行われることになれば、歳出の

硬直化は避けられない。

翌年度以降の債務負担の程度を示す新規後年

度負担比率（＝翌年度以降支出予定額／当該年

度支出予定額）を項目ごとに整理して分析する

（表10）。例えば、最も特徴的なＰＦＩについ

て見てみる。支出する年限がＰＦＩ法において

表 10　新規国庫債務負担行為の後年度負担比率（消費税、ADAMS Ⅱ、年額は除く）
（単位：倍）

年度
（ア）個別法に基づくもの （イ）個別の法律に基づかないが一定の類型化ができるもの

その他 全体
ＰＦＩ 市場化

テスト
特定防
衛調達

施設
整備

船舶・
航空機 出資 ＰＣ等 システム系 庁舎

管理等
車両
借入等

平成元 － － － 3.5 4.6 6.4 － － － － 10.1 8.6 

2 － － － 3.9 3.3 9.4 － － － － 10.6 9.2 

3 － － － 6.5 2.2 8.5 － － － － 8.2 8.0 

4 － － － 8.0 7.6 9.4 全額後年度 2.7 － － 9.7 9.4 

5 － － － 7.4 6.9 6.7 全額後年度 114.5 － － 10.8 9.9 

6 － － － 6.3 4.8 7.1 全額後年度 － － － 11.3 10.0 

7 － － － 6.0 6.7 8.1 全額後年度 － － － 13.9 11.5 

8 － － － 7.7 1.5 9.0 － － － － 9.8 9.3 

9 － － － 7.9 3.9 7.0 － － － － 12.9 11.3 

10 － － － 6.3 5.8 6.7 － － － － 11.3 9.9 

11 － － － 7.6 2.3 4.8 全額後年度 － － － 9.2 8.5 

12 － － － 5.5 0.5 5.1 全額後年度 9.0 － － 11.6 9.9 

13 － － － 8.1 7.0 3.3 － 4.3 － － 10.1 9.0 

14 全額後年度 － － 6.1 3.7 － 全額後年度 1.8 － － 12.0 10.4 

15 全額後年度 － － 5.5 5.8 － － 2.1 － － 14.0 10.8 

16 全額後年度 － － 5.3 7.1 － 6.3 5.7 － － 10.6 9.0 

17 125,703.5 － － 6.3 4.6 － 9.1 4.7 － － 16.4 13.5 

18 全額後年度 － － 6.2 3.7 － 13.3 2.9 － － 21.2 14.2 

19 28.7 － － 7.1 3.1 － 7.0 3.7 5.9 3.0 17.8 12.3 

20 127.1 76.3 － 5.1 5.3 － 5.5 2.5 2.9 4.0 20.9 11.6 

21 868.3 2.7 － 6.4 3.5 － 12.3 3.9 2.9 3.7 15.0 12.0 

22 85.5 7.2 － 5.7 2.7 － 9.0 3.4 2.7 4.0 18.8 12.9 

23 30.5 3.0 － 5.2 2.9 － 6.5 2.7 5.4 2.5 20.6 11.7 

24 270,049.0 23.8 － 4.8 2.4 － 7.2 4.8 4.2 4.3 24.5 13.6 

25 144.1 3.2 － 5.9 14.1 － 9.6 3.3 2.4 5.3 16.7 11.5 

26 9.2 2.2 － 6.0 4.2 － 4.9 2.0 6.7 5.7 9.9 7.6 

27 112.8 2.2 287.2 4.0 2.7 － 5.3 3.8 4.8 5.0 9.0 8.2 

28 388.6 2.0 90.2 5.5 2.2 － 5.3 5.3 3.2 4.7 9.1 7.9 

29 614.2 1.7 45.9 4.4 1.6 － 5.8 4.3 2.7 8.8 7.7 6.5 

30 147.8 1.8 5.7 4.8 3.4 － 7.1 3.9 2.9 10.0 8.3 7.0 

令和元 842.3 2.0 23.1 3.8 2.7 － 11.1 4.5 3.3 5.6 7.9 7.1 

（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成
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30箇年度以内と規定されていることもあって、

平均年限が最長であることから新規後年度負担

比率も最大となっている。当該契約年度は契約

をして債務を負担するだけで、実際の支出はす

べて翌年度以降という「全額後年度」の年度が

あるほか、令和元年度のように当該年度に支出

する額が1とした場合、翌年度以降に842.3の

支出を負担する場合もある。

全体の新規後年度負担比率は当初8～ 10倍

程度で推移していたが、平成17年度からはほ

ぼ常時、10倍を超えるほどに後年度比率の上

昇が見られる。これは後年度に負担を多く回す

ＰＦＩが広く使われるようになった影響による

ものと考えられる。しかし、平成26年度から

は比較的、後年度比率の小さい「その他」の限

度額が増加したことがＰＦＩの影響を弱めて、

再び7～ 8倍程度へ減少させたと考えられる。

（６）公共工事施工時期の平準化

東日本大震災や相次ぐ自然災害からの復興・

復旧、老朽化したトンネルや橋、道路等の整備

を始め、東京オリンピック・パラリンピックの

開催に向けた施設整備など、我が国の社会イン

フラ整備は緊喫の課題となっている。その一方

で少子高齢化を背景に、公共事業関係の技能労

働者の高齢化や若年人材の流入減、建設産業等

に携わる人手の不足によって、建設工事の受注

をこなしきれず、社会の安全・安心の構築に対

して深刻な問題を生じている。

平成26年6月改正の公共工事の品質確保の促

進に関する法律（平成17年法律第18号）は、

発注者の責務として「計画的に発注を行う」

（同法第7条第１項第４号）ことを定め、「発注

関係事務の運用に関する指針」（平成27年1月

30日 公共工事の品質確保の促進に関する関係

省庁連絡会議）は、「債務負担行為の積極的な

活用（によって）･･･発注・施工時期等の平準

化に努める。」方針を示している。

国土交通省も人材や資機材を効率的に活用し、

あるいは労働環境を整備して生産性を上げて、

こうした問題に対応し、公共事業の施工時期の

平準化を図るために、国庫債務負担行為を活用

している。具体的には、「ゼロ国債」や「2か

年国債」と言われる国庫債務負担行為9を活用

することによって、繁閑の差の激しい工事現場

の現状を改善するために年間を通して工事量を

安定させ、労働者の処遇改善・稼働率上昇を図

る試みである。

閑散期の工事稼働の改善を目的として、「適

正な工期を確保するため」に、平成27年度に

約200億円の2か年国債、28年度に約700億円

の2か年国債を設定している。29年度には約

1,500億円の2か年国債に加えて、当初予算で

初めて約1,400億円のゼロ国債を設定した（合

計で約2,900億円）。また、30年度には2か年国

債が約1,740億円、ゼロ国債が約1,345億円の、

合わせて約3,085億円の国庫債務負担行為を設

定している10。

また、国土交通省の建設産業政策会議がまと

めた「建設産業政策2017+10 ～若い人たちに明

日の建設産業を語ろう～」（平成29年7月4日）

では、建設業は繁閑の差が大きくそのバッ

ファーとして非正規雇用や日給制が広く使われ

ているとの認識から、労働者の処遇改善を図る

ために工事の施工時期の平準化を進める必要が

あると指摘している。そして施工時期の平準化

の取組を拡大するために「債務負担行為の最大

限の活用」や「地方公共団体に対し施工時期の

平準化の取組の推進を要請」する方針を示して

いる11。

内閣府の分析12に拠れば、従来、２か年国債

とゼロ国債に関する国庫債務負担行為は補正予

算のみに設定されていたが、平成27年度に国

庫債務負担行為が当初予算に設定されて以降、
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当初予算における配分が増加し、当初予算と補

正予算における国庫債務負担行為の合計金額も

増加している。さらに、公共投資出来高の月別

の動きを見ると、平準化の取組が本格化する前

と比べて繁閑の差は縮小してきていて、「一定

程度の平準化が表れているものと思われる」と

評価した上で、「今後も公共工事の平準化が進

むことが期待される。」と述べている。想定し

ていた効果が現れてきていると見られることか

ら、公共工事の平準化を目的とした国土交通省

による国庫債務負担行為の設定はますます増加

すると考えられる。

（７）その他の要因

平成の時代を通して、新規国庫債務負担行為

の限度額や事項数が増加し、平均年限の長期化、

新規後年度負担比率の増加傾向が現れてきたこ

とを確認した。その背景には、行政の効率化や

個別法の制定などがあることを見てきた。ここ

で、その他の要因として、特別会計改革や防衛

力整備の計画策定が新規国庫債務負担行為に与

えた影響を見ておきたい。

① 社会資本整備事業特別会計の一般会計化
特別会計には従来から多くの問題が指摘され

てきた。例えば、多数設置されて予算全体の仕

組みが複雑になってわかりにくくなり、財政の

一覧性が阻害される、監視が行き届きにくく

なって無駄な支出が行われやすくなる、固有財

源によって不要不急の事業が行われる懸念があ

る、多額の剰余金等が生じ財政資金の有効活用

が図られない等である。こうした指摘を受けて

平成17年12月、「行政改革の重要方針」（閣議

決定）に特別会計の統廃合等が盛り込まれた。

平成19年4月には特別会計に関する法律（平成

19年法律第23号）が施行され特別会計改革が
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図７　新規国庫債務負担行為の限度額の推移（所管別）

（注）年額をもって議決したもの及び消費税率引上げによる増額を除く。
（出所）「予算書」より筆者作成
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進められてきた。その結果、平成16年度末の

31特別会計が現在では13特別会計にまで減少

している。複数の特別会計が統合されたものも

あるし、特別会計が実施していた事業を独立行

政法人や一般会計で実施するようになった事業

もある。特に平成26年度に、公共事業を実施

していた社会資本整備事業特別会計が一般会計

化されたことが、一般会計における国庫債務負

担行為（所管別）の構成を大きく変えることに

なる（図7）。

平成25年度の新規国庫債務負担行為2兆3,716

億円の内訳を見ると、防衛省所管は1兆6,534

億円（全体の69.7％）、国土交通省所管は462

億円（同1.9％）、文部科学省所管は2,097億円

（同8.8％）、その他が4,623億円（同19.5％）で

ある。これが、翌年の平成26年度の新規国庫

債務負担行為3兆7,923億円では、防衛省所管2

兆1,082億円（同55.6％）、国土交通省所管は

9,350億円（同24.7％）、文部科学省所管は1,464

億円（同 3.9 ％）、その他が6,027億円（同

15.9％）である。国土交通省所管の新規国庫債

務負担行為は462億円から9,350億円へと8,888

億円も急増している。

一方、社会資本整備事業特別会計は、廃止さ

れる直前までの新規国庫債務負担行為（限度

額）が平成23年度8,314億円、24年度8,780億

円、25年度1兆1,156億円であることから、同

特別会計の新規国庫債務負担行為として議決し

ていたものが、ほとんどそのまま一般会計に引

き継がれたと考えることができる。

事業の規模だけでなく、内容を見ても、平成

25年度社会資本整備事業特別会計の国庫債務

負担行為として計上されていた河川改修事業や

多目的ダム建設事業、道路修繕事業などが、26

年度一般会計の国庫債務負担行為（国土交通省

所管）では河川改修事業や多目的ダム建設事業、

道路修繕事業として新規に計上されている。社

会資本整備事業特別会計という独立した特別会

計の中で負担していた後年度の債務が、特別会

計の廃止によって一般会計に引き継がれたと見

ることができる。事業特別会計の一般会計化が

歳出硬直化の要因となり得ることに、注意して

いかなければならない。

公共事業に係る国庫債務負担行為の計上は、

後年度の歳出硬直化に大きな影響を与えている。

令和元年度・新規国庫債務負担行為（国土交通

省所管）の1兆2,725億円は、当該年度中に支

出するのは3,172億円であり、翌年度以降に支

出する予定が9,553億円と、新規後年度負担比

率は3.0である。少なくとも翌年度以降に、当

該年度の3.0倍の債務を負担することを決めた

ことになる。

② 防衛省所管の国庫債務負担行為の増加
平成27年施行の長期契約法によって、自衛

隊の装備品等について国庫債務負担行為の年限

の特例が認められ、限度額が増加する要因と

なったことは先述の通りである。これに加えて、

防衛力整備の計画策定が近年の国庫債務負担行

為の拡大に寄与していると考えられる。

我が国の防衛は、中長期的視点から外交・防

衛政策の基本方針を定めた「国家安全保障戦

略」（平成25年12月17日国家安全保障会議決定、

閣議決定）を踏まえて、防衛の基本方針や防衛

力の役割、自衛隊の具体的な体制の目標水準等

を示すものとして「防衛計画の大綱」（おおむ

ね10年程度の期間が念頭に置かれる）を策定

している。さらに、「防衛計画の大綱」に示さ

れた防衛力の目標水準等を踏まえ、5年間程度

の「中期防衛力整備計画」を策定して、毎年度

の防衛力整備を行う重層的な防衛力整備の構造

となっている。

平成30年12月18日、新たな「防衛計画の大

綱」と「中期防衛力整備計画」が策定された。
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現在は令和元年度から5年度までを対象とする

「01中期防」13に示された5か年間の経費の総額

（限度）と主要装備の整備数量等を目途として、

防衛力整備が進められている。

「01中期防」は緊迫する国際情勢を背景に、

防衛力整備の水準に係る金額を5年間でおおむ

ね27兆4,700億円程度を目途として策定されて

いる。これまでを振り返ると、「08中期防」が

25兆1,500億円、「13中期防」が25兆1,600億円、

「17中期防」が24兆2,400億円、「23中期防」が

23兆4,900億円、そして前期の「26中期防」が

24兆6,700億円であったことを考えると、現行

の「01中期防」における経費の増加が目立っ

ている。

中期防衛力整備計画の目標に向け、毎年度予

算をつけて、事業として具体化していくことか

ら、同計画に示された経費規模が防衛関係のた

めの歳出予算の規模に大きく影響を与えること

となる。毎年度の国庫債務負担行為（防衛省所

管分）の規模と対前年度比（伸び率）、後年度

への負担割合（新規後年度負担比率）の推移を

まとめてみた（表11）。

防衛省所管の新規国庫債務負担行為は、平成

の時代に入って1.6兆円程度で推移してきたが、

平成26年度に2兆1,082億円と初めて2兆円を

超えた。そして令和元年度には2兆5千億円台

へと前年度に比べて大幅な増額が行われ、国庫

債務負担行為全体の限度額増大に寄与している。

なお、防衛省所管の国庫債務負担行為は航空機

等の大型案件が多く、当該年度に実際に歳出化

するのは債務負担の数十分の1にとどまってい

る。

また、中期防衛力整備計画がおおむね5年ご

とに策定されると、そのたびごとに防衛力整備

に要する経費が拡大する傾向にあることから、

同計画の初年度の国庫債務負担行為の規模は前

年度を大きく上回る傾向が読み取れる。例えば、

「08中期防」開始年度には対前年度比7.0％増、

「13中期防」では同0.4％増、「17中期防」では

同5.2％増、「23中期防」では同9.7％増、「26中

期防」では同27.5％増、そして今回の「01中期

防」では同25.1％増である。新たに中期防衛力

整備計画が策定されるたびに、大規模な国庫債

務負担行為が議決され、しかもその多くが後年

度負担となって歳出硬直化の大きな要因となる

ことを忘れてはならない。

表 11　防衛省所管の新規国庫債務負担行為の推移
（単位：億円、％、倍）

年度

国庫債務負担行為
新規後年度
負担比率

年度

国庫債務負担行為
新規後年度
負担比率

当該年度
支出予定額

翌年度以降
支出予定額

国庫債務負担
行為対前年度比

(%)

当該年度
支出予定額

翌年度以降
支出予定額

国庫債務負担
行為対前年度比

(%)
平成 2 16,145 409 15,737 0.8 38.5 平成 17 17,732 402 17,330 5.2 43.1 
3 14,643 286 14,357 ▲ 9.3 50.3 18 16,649 239 16,410 ▲ 6.1 68.7 
4 16,361 315 16,047 11.7 51.0 19 16,948 242 16,706 1.8 69.0 
5 16,311 259 16,052 ▲ 0.3 62.1 20 17,099 185 16,914 0.9 91.3 
6 16,716 220 16,495 2.5 74.9 21 16,234 225 16,009 ▲ 5.1 71.1 
7 16,385 184 16,202 ▲ 2.0 88.2 22 15,605 339 15,266 ▲ 3.9 45.0 
8 17,527 181 17,345 7.0 95.6 23 17,117 401 16,716 9.7 41.7 
9 17,339 139 17,199 ▲ 1.1 123.4 24 17,100 356 16,744 ▲ 0.1 47.1 
10 15,876 101 15,776 ▲ 8.4 156.4 25 16,534 522 16,011 ▲ 3.3 30.6 
11 16,843 105 16,738 6.1 159.5 26 21,082 600 20,483 27.5 34.2 
12 16,565 128 16,437 ▲ 1.7 128.6 27 24,674 436 24,238 17.0 55.6 
13 16,636 135 16,501 0.4 122.4 28 21,962 622 21,340 ▲ 11.0 34.3 
14 15,917 130 15,787 ▲ 4.3 121.2 29 21,345 843 20,502 ▲ 2.8 24.3 
15 16,113 136 15,976 1.2 117.3 30 20,128 732 19,396 ▲ 5.7 26.5 
16 16,858 521 16,337 4.6 31.3 令和元 25,187 1,040 24,147 25.1 23.2 

（注）1.平成 18 年度までは防衛庁・防衛施設庁。 2.陰影部分は「中期防」策定の開始年度の対前年度比。
（出所）「予算書（各年度版）」より筆者作成
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４．国庫債務負担行為の課題

国庫債務負担行為は、複数年度の契約を行う

ことにより計画的な調達が可能となって財政支

出の抑制に資する、公共事業の平準化が図られ

て生産性向上に寄与するなどの効果が期待され

ている。一方、予算の単年度主義の例外であり、

行きすぎた活用には多くの弊害も生じる。国庫

債務負担行為が安易に活用される場合の課題を

検討していきたい。

（１）後年度への財政影響

国庫債務負担行為に基づく毎年度の支出予定

額は、政府から国会に提出される「財政法第

28条による予算参考書類」に記載される。そ

の額と一般会計歳出に占める割合の推移をまと

める（図8）。

新規及び過年度に議決した国庫債務負担行為

に基づいて歳出化される予算は、平成元年度の

1兆5,521億円（一般会計歳出の2.6％）から

徐々に増加したものの、平成9年度を境に減少

に転じて、16年度の1兆6,210億円（同2.0％）

を底にほぼ横ばいが続いていた。しかし、26

年度に2兆8,834億円（同3.0％）と急速に増加

し、令和元年度には3兆4,678億円と一般会計

歳出の3.4％を占めるに至っている。令和元年

度の新規国庫債務負担行為のうち当該年度に支

出するのが6千億円程であるので、残りの2兆

8千億円程は過年度に議決した債務負担に基づ

いて支出することになる。

毎年度の新規国庫債務負担が増大すると、そ

の後の財政支出の裁量範囲が狭められ、後年度

負担の累増によって財政硬直化がますます進む

こととなる。旧憲法時代は年限の定めがなく、

ややもすると長期になりがちであったことを反

省して14、新規に制定された昭和22年の財政法
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図８　国庫債務負担行為による支出予定額の推移（一般会計）

（注）年額をもって議決した額を含む。
（出所）「財政法第 28 条による予算参考書類（各年度版）」より筆者作成



― 204 ―

で3箇年度と期限が区切られ、更に昭和29年改

正で5箇年度に延長された経緯がある。この反

省に立てば、ＰＦＩ法等の個別法を安易に制定

して年限の長期化を図ることは、後年度への影

響及び財政硬直化の観点から慎重に考えなけれ

ばならない。

（２）財政民主主義の空洞化

国庫債務負担行為は債務負担の権限のみを与

え、支出権限を与えるものではない。そのため、

実際の支出に当たっては当該年度の歳出予算に

計上して、あらためて国会の議決を経なければ

ならない。

歳出化するに当たって国会の審議を経る必要

があり、毎年度の議決権は担保されているとは

言うものの、現実問題として減額修正などはで

きるのであろうか。一般的には歳入歳出予算を

国会は減額修正できるとされているが、既に契

約して債務を負担した事項については相手方の

既得権を侵害するために減額修正はできない15、

歳出を国会で否決すると損害賠償責任を負うの

で現実的な選択肢とはならない16と指摘されて

いる。そのため、いったん国庫債務負担行為と

して議決されると歳出化に関して議論する意味

合いが薄れ、国会審議が空洞化しかねない。つ

まり、国庫債務負担行為は実質的に後年度の支

出を拘束することになるので、財政民主主義の

空洞化が懸念されることになる。

（３）国民への説明責任

国庫債務負担行為は、予算書の一部である

「丁号国庫債務負担行為」として議決される。

「丁号国庫債務負担行為」には、国庫債務負担

行為の項目と限度額、債務負担する年限、その

理由が記載されているだけであり、補足説明資

料である「財政法第28条による予算参考書類」

にも後年度における年度ごとの支出割振額が示

されているわけではない。いつ、どれだけの財

政支出が必要になるかは明らかにはされていな

いのである。

毎年度の議決対象である「丁号国庫債務負担

行為」の内容も、国庫債務負担行為のそれぞれ

の事項の限度額は明記されているものの、府省

ごとの金額はまとめられていない。各府省がど

れだけの債務を負担することになったのか、全

体としてどのくらいの規模の新規国庫債務負担

行為を議決したのかは、全てを積み上げて計算

しなければ明確にならない。予算書の丁号の様

式が現在と同様になった昭和44年度予算の国

庫債務負担行為の事項数は48に過ぎなかった

が、多用されるようになった現在（令和元年度

予算）では1,182に上っている。一覧性を持た

せることは政府の説明責任と言えないだろうか。

少なくとも、府省ごとの限度額計、当該年度

の支出予定額、翌年度以降の支出予定額の年割

りは示すべきである。併せて、全体の限度額総

計、当該年度の支出予定総額、翌年度以降の支

出予定総額の年割りも一覧性を持たせるべきで

ある。さらに、新規と過年度の国庫債務負担行

為による当該年度の支出予定額など、「財政法

第28条による予算参考書類」を細分化して、

国庫債務負担行為の透明化を図る必要がある。

後年度にどのくらいの負担を回しているのか、

どれだけ歳出を硬直化するのかを国民に対して

説明することは財政民主主義の第一歩である。

おわりに

債務負担の権限を付与する国庫債務負担行為

は、実際の支出権限を与える「歳入歳出予算」

ほどは議論の対象とされてこなかった。しかし、

国庫債務負担行為の増加により歳出硬直化が進

み、後年度に与える財政的影響が拡大してきて

いることを示した。この流れはますます強く
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なっていると考えられる。財政状況が厳しさを

増し、一刻も早い財政健全化が求められる今こ

そ、国庫債務負担行為が財政に与える影響を真

剣に考える時期に来ている。

【参考文献】
小村武［2016］『［五訂版］予算と財政法』新日本
法規出版株式会社。
宮島洋［1989］『財政再建の研究』有斐閣。

1　客員研究員
2　債務の支払保証や損失補償をすることを法律
で規定して、保証した債務の不履行や損失の発
生という事態が生じない場合には、実際の支出
をする必要はなくなる。この場合、債務の支払
保証や損失補償という債務を負担することに
よって、その目的を達成できる。

3　ＰＦＩは公共施設等の建設、維持管理、運営
等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活
用して行う手法。民間資金、経営能力、技術的
能力を活用して、国や地方公共団体等が直接実
施するよりも効率的・効果的に公共サービスを
提供できる事業について実施されている。

4　平成19年度に議決されたＡＤＡＭＳⅡは、①
当該年度のみに計上されているにも関わらず、
その事項数が64と全体の274の2割以上を占め
ていて影響力が大きいこと、②年限が全て2年
であり全体の平均年限を分析するに当たっても
影響を与えることから、特殊要因として分析上
は基本的に除外して扱う。

5　平成26年度の消費税率8％への引上げと令和
元年度の消費税率10％への引上げに伴って国
庫債務負担行為の限度額増額が実施された。事
項数も特殊な要因で増加させているので特殊要
因として扱う。なお、平成元年度の3％消費税
導入時、9年度の消費税率5％引上げ時には国
庫債務負担行為の限度額は増額されていない。

6　浅羽隆史「「3年間の監理委員会活動を振り
返って」効率性と財政民主主義の両立」、官民
競争入札等監理委員会「公共サービス改革報告
書（平成27年8月～ 30年7月）」（平成30年7

月20日）22頁。
7　「平成27年度一般会計予算書」では、「特定防
衛調達により行う固定翼哨戒機Ｐ -1　 20機の
購入空機購入343,166,377千円」を国庫債務負
担行為として国会議決している。予算書では初
度費（設計費、専用治工具、試験費、技術提携
費等）約36億円を含むが、公表資料では初度
費は除いている（筆者が作成した表4は予算書
に基づいて作成している）。なお、平成28年度
以降の公表資料の計数は、予算書の計数と一致
している。

8　財務省ホームページ「平成28年度防衛関係費
について」の「７．今後の課題」より。<https:// 
www.mof.go.jp/zaisei/matome/bouei/outline/07.
html>（2019/10/9）。

9　「ゼロ国債」は、当該年度の支出がゼロの国庫
債務負担行為のこと。年度内に契約を行うが、
初年度は契約行為のみで支出はゼロとして翌年
度に支出する。「2か年国債」は、初年度に契
約と支出の一部を行い、翌年度に残りを支出す
るもので、支出が2箇年度にわたるもの（国土
交通省「市町村など公共発注者による平準化等
の取組を強化するための方策について」<http://
www.ml i t .go . jp /common/001231819 . pd f>
（2019/10/9）。
10　国土交通省「地方公共団体における平準化の
取組事例について～平準化の先進事例「さしす
せそ」～【第3版】」（平成30年5月）<http://
www.ml i t .go . jp /common/001236732 . pd f>
（2019/10/9）。
11　「公共工事の品質確保の促進に関する施策を
総合的に推進するための基本的な方針（平
26.9.30閣議決定）」において、「発注者は、債
務負担行為の積極的活用等により発注・施工時
期の平準化を図るよう努めるものとする。」と
明記している。

12　内閣府「今週の指標No.1204　国庫債務負担
行為と公共投資の平準化」（2018年7月4日）
<https://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2018/ 
0704/1204.pdf>（2019/10/9）。

13　中期防衛力整備計画は、対象となる期間の開
始年度を採って略されることが多い。例えば、
平成17年度から21年度を対象とする中期防衛
力整備計画は「17中期防」。平成23年度から27
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年度を対象とする中期防衛力整備計画は「23
中期防」。

14　小村［2016］195頁。
15　小村［2016］198頁。
16　浅羽隆史「「3年間の監理委員会活動を振り

返って」効率性と財政民主主義の両立」、官民
競争入札等監理委員会「公共サービス改革報告
書（平成27年8月～ 30年7月）」（平成30年7
月20日）22頁。
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青森県知事：三村申吾―長期政権の「光り」と「影」― ⑧

藤本　一美

序文

私は2019年に入ってから、故郷の青森県五

所川原市に数回足を運んだ。それは、1月の市

会議員選挙、4月の県会議員選挙、そして6月

の県知事選挙の動向と結果を調べるためで、ま

た7月には、参議院通常選挙が予定されており、

その後、あるいは衆議院解散・総選挙が実施さ

れる可能性もあったからだ。2019年前半の故

郷＝青森県は正に、他の都道府県と同様に、

「選挙」の年であった。

実は私の知り合いも、市会議員選挙と県会議

員選挙に出馬していたので応援に駆けつけた。

幸い２人ともそろって勝利し、当選の祝杯を挙

げて帰京した。統一地方選前半の戦いは、賑々

しく展開されていたのを覚えている。これに対

して、知事選の時には、街はしずまりかえり選

挙カーからの音もあまり聞かれなかった。現知

事の三村申吾の勝利が確実視されていたからで

ある。資料収集のため弘前市立図書館に出かけ

た際も、街は静寂そのもので、この状態は一体

何かと訝ったしだいである。まるで、知事選は

青森県民にとって、蚊帳の外の出来事かのよう

に感じられた。しかし、それでは困るであろう。

何故なら、知事は県の行政を司る最高責任者で

あり、知事の行動しだいで、県政の行方が左右

される可能性があるからだ。それでは、知事職

とは一体どういうものであるのか？

一般に、県知事という職制は県を統括し、こ

れを代表する独任制の執行機関である、といわ

れている。県知事は、地方公務員法が適用され

ない特別職の地方公務員であって、日本国憲法

下では、「地方公共団体の長」と位置づけられ

ている。また県知事は、議決機関である県議会

の議員と同じく、住民の直接選挙によって選出

されるので、県議会と県知事とは対等の関係に

ある。

県知事の権限を眺めると、強力でかつ範囲も

広い。地方自治法の下では「首長制（大統領

制）」が採用され、知事と県議会との関係につ

いても、米国の大統領のそれにかなり類似して

いる。実際、県知事の主要な権限を列挙するな

ら、議会を解散する権限、条例案に対する拒否

権、予算の調整と執行、人事権、地方税の賦課、

専決処分権限、議案の提案、会計の監督、およ

び組織に関する総合調整権など、広範囲におよ

んでいる。だから、仔細は知らないが、知事職

にまつわる「利権」も少なくなかろうと、想像

をたくましくする。

戦前の日本では、県知事はすべて「官選」に

よるものであった。しかし、日本が先の戦争で

敗れた後、連合国の占領下における「民主化」

の一環として1946年9月、府県制および東京都

制が改正、県知事を住民の直接投票で選挙する

「公選制」が導入された。最初の公選による知

事選挙は、1947年4月5日に行われ、それは、

改正された道府県制および東京都制に基づくも

ので、1 ヵ月後の5月3日、日本国憲法と地方

自治法が施行されるや、4月に公選された知事

は、そのまま地方自治法による県知事に移行し

たのである。既述のように、地方自治法の下で

は、県知事と県会議員をともに有権者の直接選
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挙で選出する「二元代表制」を制度の根幹に据

えている。

本稿で取り上げる青森県知事の三村申吾

（1956年4月16日～）は、民選知事として6代

目にあたる。三村申吾は、青森県南部地方の上

北郡百石町に生まれた。三村家は土木建業を生

業（なりわい）としており、それを基盤に祖父

の泰右と父の輝文は県会議員や町長を務めた

「政治家一家」で、申吾はいわゆる“世襲議員”

の一人である。申吾は地元の中学校を卒業した

後、県立八戸高校を経て、東大文学部国文科に

進学、卒業後は出版社の「新潮社」に入社した。

同社では、文芸編集に携わっていたが、その後、

地元の百石町に戻り、一族が経営する土木建築

会社の三村興業社に務め代表取締役に就任した。

三村申吾は1992年、故郷の百石町の町長選

に出馬して当選、そして4年後の1996年には、

衆議院選に転じて出馬したものの、惜敗を余儀

なくされた。しかし、2000年に再び衆議院選

に出馬し見事に当選を果たした。ただ、2003

年には衆議院議員の職を退き、県知事選に出馬

して初当選。その後、連続数回にわたり知事選

で勝利し、2019年6月の知事選において、県政

史上初の５期目の当選という偉業を達成。現在、

知事在任17年に入り三村申吾は長期政権を堅

持している。

三村申吾知事は腰が低く、いわゆる「セール

スマン」知事として県民の間で人気を博してい

る一方で、長期政権への批判も少なくない。確

かに、三村知事は、これまで県の債務減少・行

財政改革、企業誘致・雇用増大、攻める農業水

産、観光産業、および原子力・エネルギーなど

の分野で一定の業績を上げてきた。しかし過去

には、住民の意思を無視した形でつがる市（車

力自衛隊基地）に米軍の「Xバンドレーダー」

を設置したし、また、県議会では一族企業の三

村興業社へ利益誘導をした、と批判されたこと

がある。

すなわち、2010年9月、県議会で百石漁港の

工事受注に関して三村申吾知事の一族が経営す

る三村興業社の異常な受注率の高さが取りざた

された。公共事業を身内の企業に受注させ、そ

の利益を懐に入れたのではないかと問われ、

「利益還流」だと問題となった。三村知事は、

県民の批判を受けて同社の株式を無償で譲渡し

た。だが、2012年には、三村興業社が核燃料

再処理業者の「日本原燃」からの工事受注も発

覚した。三村知事は、一貫して国に対し核燃料

再処理の継続を求めており、日本原燃から三村

興業社への利益還流の構造が見え隠れしたのは

否めない。このような事実は、三村知事が「土

建屋」出身だから、公共事業を私物化しやすく

なるということなのか？　もし、県民の税金で

私腹を肥やしていたとするならば、遺憾である。

それだけではない。留意すべきは、知事とし

て三村申吾はすでに４期16年以上も長期間に

わたり県政を支配し、今や5期目に突入してい

る現状を、県民は一体どのように認識している

のであろうかと、疑問が湧く。三村が知事とし

て、長期にわたり政権を維持している要因は一

体何であるか？　三村申吾自身の政治経歴と言

動から真意を探ってみたい。それが本稿を執筆

する最大の理由の一つである。一般的に、5期

20年といえば、人が生を受けて成人に達する

年齢である。長期政権は必ず腐敗するというの

が政治の鉄則であり、例えば、米国の大統領三

選禁止や州知事の多選禁止を想起すべきである。

もちろん、「多選知事」は全国各地に存在する

し、ケースバイケースだという意見もないわけ

でない。とはいえ、青森県民にとって、県の行

政最高責任者たる知事が5期にわたって多選さ

れている事実は、安易に看過できる問題ではな

いだろう。

本稿では、2019年6月の知事選で5回目の勝
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利を手にした三村申吾の経歴、選挙戦、選挙公

約、および政策提言を概観、その上で三村県政

4期16年を「正」（プラス）と「負」（マイナス）

の遺産とに分類して検証し、三村県政の光りと

影の側面を明らかにしたい。事実関係について

は、よく吟味したつもりであるが過ちがあった

なら、正しいものに訂正していきたい。多くの

読者による御批判をいただければ幸いである。

　　＜総目次＞
序文
第１章、三村申吾の歩み（『戦後青森県政治史　

1945年~2015年』〔志學社、2016年〕第
四部第6章）

第２章、若き日の三村申吾
第３章、百石町長（『臨床政治研究』第19号

〔2019年12月）
第４章、衆議院議員
第５章、知事選挙（『専修法学論集』137号〔2019

年11月）
第６章、選挙公約
第７章、三村申吾知事と「政策提言」
第８章、三村県政4期16年の検証（『専修社会科

学年報』54号〔2020年3月）
結語―「三村一強」と県政の行方
＊参考文献

第8章、三村申吾県政4期16年の検証

＜目次＞
第1節、はじめに
第2節、「正」（プラス）の遺産
①県債務残高減少と「行財政改革」
②企業誘致・増設、新産業育成による「雇用
創出」

③“攻め”の農林水産業
④観光産業
⑤原子力・エネルギー
⑥包括的ケアシステム

第3節、「負」（マイナス）の遺産
①Ｘバンドレーダーの配置
②再処理工場でアクティブ試験
③三村興業社と「県発注工事」
④人口減少・流出
⑤医師確保
⑥多選禁止

第４節　おわりに
≪注≫

第1節、はじめに

青森県の三村申吾知事は、2019年6月2日に

実施される予定の知事選挙を控えて、4月25日、

県庁内で4期目の最後となる記者会見を行った。

その際、三村知事は記者団から4期16年間の感

想を聞かれ、次のように答えた。

「16年間ということでございますけれども、

最初の財政状況から含めてですけれども、本県

が抱える様々な課題を真正面から受け止め、自

分としては、挑戦し続けた16年間だったと思っ

ております。

知事就任以来、ふるさと青森県の成長と発展

のため、そして県民の皆さま方の命と暮らしを

守るため、“青森県を絶対に潰さない”、“暮ら

しやすさでは、どこにも負けない地域として発

展させる”との決意で、持続可能な青森県づく

りにまい進してきたという思いがございます。

これまでの道のりを思い起こせば、知事就任
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当時の危機的な財政状況や、地方交付税の大幅

な削減でありますとか、世界的なリーマン

ショック、金融危機・同時不況による経済の低

迷、また、戦後最大の国難と言われました東日

本大震災など、幾多の苦難に直面したわけでご

ざいますが、県民の皆さま方のお力をいただき

ながら、それらを乗り越えるべく、職員ともど

も全力を尽くしてきたという、そういった全体

としての思いがあります」（1）。

上で述べたように、三村申吾知事は県政運営

4期16年間を振り返り、今後の県政の課題克服

について自信をもって対応すると表明している。

知事選で勝利すれば、７月からは三村知事に

とって、県政を担当して5期目（17年目）に入

ることになる。そこで、三村県政は現在継続中

であるものの、三村知事が県政の諸課題にどの

ように対応してきたのか検討する。

具体的には本章では、三村県政4期16年間を

振り返りながら、三村申吾知事がこれまで進め

てきた政策提言の成果について、議論を分かり

やすくするため、「正」（プラス）＝光りの側面

と、「負」（マイナス）＝影の側面とに分けて分

析を試みる。論述は、三村申吾知事が定例記者

会見や県議会での提案理由説明の中で示した内

容を踏まえ、その背景に存在する問題点を、新

聞論調なども参考にしながら説明する。

第2節、「正」の遺産

①県債務残高減少と「行財政改革」

三村申吾知事は2019年4月25日、県庁内で

行われた記者会見の席で、記者団から16年4期

の三村県政について質問を受け、その際、県債

務残高減少と「行財政改革」について次のよう

に答えた。

「財政面ということでお話させていただきま

すが、“行財政基盤の安定なくして県政なし”

との強い信念のもと、県民の皆さま方のご理解、

ご協力をいただきながら、また県議会のご協力

をいただきながら、徹底した行財政改革に取り

組んできた結果、増加を続けておりました県債

残高を県政史上初めて減少局面に転換させ、将

来世代の負担軽減を図りますとともに、平成

29年度の当初予算以降、3年連続で収支均衡予

算を実現するなど、持続可能な財政構造の確立

に向けて着実に前進することができました。

県の臨時財政対策債以外の県債残高について

いえば、5千億を超える額を削減し、職員それ

ぞれ大変な努力をしてくれて、アイデアを出し

てくれて、いろんなことを切替えながらやって

いたんですけれども、そういったことも財政面

では進めることができています。

しかしながら、その県債だけとってみても、

県の1年の予算と匹敵するという状況で、まだ

まだ財政については、決して油断せずというか、

財政規律、これを念頭に進めなければいけない

案件であると、そのようには強く自覚しており

ます」（2）。

実は、これより2年前の2017年2月の県議会

の定例会において、すでに三村申吾知事は次の

ように述べて、県債務の解消と行財政改革の成

果を県民の前で鼓舞していた。

「私は、知事就任以来、青森県の「生業（な

りわい）」と「生活」が生み出す価値により、

暮らしやすさではどこにも負けない「生活創造

社会」を実現することを目標に掲げ、本県の経

済を元気にし、そして県民の幸せな暮らしを守

ることに、全力で邁進してきました。

また、“行財政基盤の安定なくして県政なし”

という信念に基づき、社会経済情勢など県政を

取り巻く環境変化に柔軟かつ的確に対応しつつ、

将来世代の負担軽減に責任を果たすべく、県議

会及び県民の皆様方の御理解と御協力をいただ

きながら、行財政全般にわたる構造改革に徹底
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して取り組んできました。・・・

そして、平成二十九年度当初予算においては、

財源不足に対応するための基金取崩額がゼロに

なり、収支均衡を実現するとともに、持続可能

な財政構造の構築に向けて新たな一歩を踏み出

すことができました。知事就任当時の本県財政

が財政再建団体への転落も危惧される状況に

あったことを振り返ると、万感胸に迫る思いで

あります」（3）。

結論を先取りするなら、三村申吾は2003年6

月、新しく知事に就任するや、直ちに行財政改

革について、基金に頼らない財政に向けて「血

のにじむような努力」を行い、その成果が、よ

うやく知事就任8年目の2011年度予算初予算に

おいて実質的に収支均衡を達成して実を結んだ、

というわけだ（4）。

それでは、2003年6月の段階、すなわち、三

村申吾が初めて知事に就任した当時、青森県の

財政事情はどのような状態であったのか。簡単

に振り返って見よう。三村知事はいう。

「県債残高が１兆2,000億円と多額の借金を背

負っていることに加え、既存の箱モノの厖大な

維持費の整理がついていないため、固定経費が

増えてしまってどうしようもない状態になって

います」（5）。

三村申吾が知事に就任して最初に業務を開始

した時、まさに県は危機的な財政状況に陥って

いた。三村知事は「このままだと、向う5年間

でやり繰りできない額が2,032億になる。手形

でいえばジャンプ。きちんと落とさなければ財

政再建団体になる。国に管理される自治体に転

落する。要するに倒産。自分たちで何も発想で

きなくなる」、との認識を抱いていた（6）。

都道府県の財政の健全性を示す物差しの一つ

に「起債制限比率」がある。それは、歳入に占

める県債の元利償還金の割合で、青森県は

2002年度決算では11.8％にすぎなかった。20%

を超えると、新たな地方債の発行が制限される

が、危険ラインといわれる15％には届いてい

ない。

だが、県の予算規模は2003年度当初予算で

8,165億円なのに、県債残高は1兆2,500億円も

あった。また、2003年度予算で歳出と歳入の

差額の財源不足額は172億円に上った。不足分

は基金の取り崩しで対応したとしても、このま

ま何も対策を講じないで取り崩しを続けると、

2006年度には基金が底をつき、430億円の赤字

となり、財政再建団体に転落するのは必至の状

態であった。

このような借金膨張の源は、雇用対策や不況

対策の名の下に、財源以上の公共投資を続けて

きた前任知事たちのツケである。つまり、ハコ

物と呼ばれる施設の建設や派手なイベントに巨

額の予算を使用してきたからに他ならない。

そこで、三村申吾知事は「再建団体転落を防

ぐためには借金を返せる健全体質にしなければ

と。毎年の経営収支が赤にならない形にする。

公業務とは何かというところまで踏み込んで人

員管理等も考える。徹底的な組織の見直しをや

る」、と決意した（7）。

三村知事にとっては“それが最大の仕事”で

あり、前政権が残した借金地獄を受け継がざる

を得なかったので、まずは最初に、財政再建と

行財政改革に取り組んだわけである。

ちなみに、この間、三村申吾知事は県庁職員

1,500人を解雇している、と聞く（8）。定年で辞

めていく職員がかなりいるとはいえ、2003年

から2018年の16年間に均すと、毎年約100名

近くが退職していったことになる。なお、2019

年現在、県庁の行政職員は３,573人である。

2003年の段階で、職員は4,500人いたので定数

を1,000人も削減した勘定である。

こうして、三村申吾は知事となって3期目の

段階の2011年8月11日、2期8年におよぶ県政
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の成果を問われたインタビューの中で、次のよ

うに誇らしげに語った。

「2000年度前後には1,500億円以上あった県

債発行額は、建設事業の思い切った縮小などで

11年度は528億円まで抑えた（国の財源不足で

地方交付税を支払えないため、将来の交付税で

国が元利を支払う臨時財政対策費を除く）基礎

的財政収支（プライマリーバランス、県債発行

額を除いた歳入と県債の元利償還を除いた歳出

の収支）がようやく均衡するところまでき

た」（9）。

三村申吾知事が長い時間をかけて県債務を減

少させ、行財政改革の進展に伴う成果を挙げた

事実は、まさしく三村県政最大の「正」（プラ

ス）の遺産といっても過言ではなく、輝ける

“光り”そのものであった。その背景にあるの

は、三村申吾が知事に就任した2003年6月以来、

財政改革プランを策定し、箱もの施設整備の凍

結、普通建設事業や各種補助金の削減を進めて

おり、これらの措置が奏功したのだ、といって

よいだろう。その中には当然、県職員の大幅な

削減があったと思われる。しかし、県職員組合

からの声は聞こえてこない。

②企業誘致・増設、新産業育成による「雇用創

出」

三村知事は2019年3月26日、県議会第297回

定例会の議案提案説明の中で、企業誘致・増設、

新産業育成による「雇用創出」について、次の

ように説明した。

「平成15年度からの企業誘致及び誘致企業に

よる増設が4500件を超え、プロテオグリカン

関連商品も着実に増加しており、平成28年の

製造品出荷額等が過去最高額となっています。

また、正社員の有効求人倍率も過去最高を更新

しているほか、県内での創業や新規就農なども

堅調に推移しております」（10）。

2015年6月の知事選において、三村申吾はつ

いに4選を果たした。この当時、県の人口は

131万743人（2015年5月1日推計）で、1983

年のピーク時152万9,269人から何と、21万人

も減少しており、三村知事は、人口減克服を雇

用創出で埋め合わせようと躍起になっていた。

三村申吾知事はこのような局面を打開するた

め、産業・雇用対策を政策提言の重要な柱の一

つとして位置づけていた。実際、三村知事は、

2003年6月の知事就任以来、300社を超える企

業の誘致・増設を実現し、それ以降も計400社

を目指すと意気込んでいた。さらに誘致企業の

事業拡大などを支援し、青森県を“生産拠点”

から“戦略拠点”として位置づける企業が増大

するように働きかける、と説明した（11）。

ちなみに、2010年1月5日、三村申吾知事は

年頭の記者会見の席で、春に県内の高校、大学

を卒業する予定の学生の県内雇用促進を目指し、

県内の中小企業に対して、運転資金を融資

（2015年5月1日推計）する「雇用創出特別支

援枠」を設けると発表、1社あたり最大1億円

の特別融資で総融資枠は10億円を新設する、

と明らかにした。ここでも、雇用問題に対する

三村知事の積極的姿勢が表れている（12）。

それから９年経過した2019年5月6日、三村

申吾知事は、5期目の知事選挙の公約を発表し

た。その際、記者会見の席で、三村知事は、

「青森で食えるようにしないといけない。コー

ルセンターとかの企業誘致に力を入れる。創業

の数字も良くなった。着実に進めていく」、と

力強く語った。

選挙公約によれば、三村申吾知事は企業誘致

数と、誘致後の企業が工場などを増設した数を

合わせて、当選した場合の5期目の満了まで20

年間累計で600件を目指すとした。また、年間

の起業・創業件数は100件以上を挙げており、

実に壮大な目標であった（13）。
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実際、三村申吾知事が就任した2003年から

2018年にかけての企業誘致は1期目が42件、2

期目が52件、3期目が53件、および4期目が65

件と増加し、知事1期目から4期目の間に212

件となっていた。ただ、忘れてならないのは、

この間に、青森県から撤退した企業もあり、そ

の数は92件に上ることだ。県が企業誘致を開

始した1962年度から数えても、累計590件のう

ち約4割に当たる235件が撤退している。また、

県などが県内8市に設置した支援拠点を活用し

た起業・創業者は、集計を開始した2006年度

から2018年度の累計が603人に上るという。だ

から、成果の方は若干割引して評価する必要が

あろう（14）。

確かに、一方では、撤退した企業や事業を中

止した企業家があるとはいえ、三村申吾知事時

代になってから、県が誘致した企業はかなりの

件数に上っており、企業誘致・増設、新産業育

成による「雇用創出」にある程度成功したのだ、

いってよいのではなかろうか。これは明らかに

三村県政16年間における「正」（プラス）＝光

りの遺産の一部であったと、述べても過言では

あるまい。

③“攻め”の農林水産業

三村申吾知事は2019年2月26日の県議会定

例会における提案説明理由の中で、農林水産業

の現状に関して、次のように述べた。

「平成29年の農業産出額は３年連続で３千億

円を突破し、14年連続で東北トップを堅持す

るとともに、販売農家一戸当たりの農業産出額

も平成14年と比較して約２．２倍となってお

ります。また、直近のりんごの販売額、ホタテ

貝の生産額がそれぞれ４年連続で１千億円、百

億円を上回り、県産農林水産品の輸出額につい

ても三年連続で目標に掲げた二百十億円を大き

く上回りました」（15）。

周知のように、“攻め”の農林水産業は三村

申吾が2003年７月に初めて知事に就任して以

来、最も力を投入してきた政策提言＝施策の一

つで、それは販売者、消費者の視点から、高品

質な農林資産物を生産し、収益性を高めること

で生産者所得の向上を目指すものだ（16）。

実際、三村知事自身もトップセールスに走り

回っており、大手量版店との取引額も増大し、

知事就任直後の2004年は2,953億円だった青森

県の農業算出額は、ついに2017年まで連続

3,000億円を越え、14年間にわたり東北第一の

座を保持している（17）。

また、三村知事は農林水産品の県外取引額が

400億円で、リンゴの輸出は3万トンといった

具体的数値目標も掲げて、達成に向けた取り組

みの強化も忘れていない。それと同時に、地産

地消による県内消費の強化や、農山漁村の持続

的・自立的な発展につながる「地域経営」の普

及にも気を配っていた（18）。

さらに、青森県が満を持して市場に投入した

県産のブランド米である「青天の霹靂」は、米

食味ランキングで5年連続の「特Ａ」を獲得し

たのも記憶に新しい。それは正しく、三村知事

が唱える“攻め”の農林水産業による高品質化

の象徴ともいえるもので、技術開発に力を投入

した賜物であった（19）。

この点について、2015年9月、三村申吾知事

は元県庁職員の宮元均との対談の中で、「開発

に10年かかりましたね。リンゴ、マグロ、ホ

タテ、ナガイモやニンニクなど世界一の農林水

産物をもつ青森が、特Ａ米を作れないわけはあ

りません。“誰もが驚くような旨さの米を全国

に届けたい”との思いで、品種育成に懸命に取

り組んできました。昨年、満を持して勝負に出

たところ、非常に高い評価を得ました」、と答

えている（20）。

また、「東北6県の中で農業産出額が10年連
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続トップを継続している要因はどこにあると思

われますか」と問われて、三村知事は「売れる

仕組みを作ったことが大きい。商談ですので難

しいところも多いのですが、日本全国、海外ま

で出かけ、農林水産物のトップセールスを行っ

て、スポット取引ではなく通常取引をお願いし

ています。流通業者、消費者が何を求めている

かを徹底的に考えて出口を作っているので、業

績が伸びているのです」、と自慢している（21）。

三村知事はすでに、2003年6月に実施された

知事選の時の候補者主張の中で、「トップセー

ルス」を展開すると発言しており、それが奏功

した形となったのは間違いない。“攻め”の農

林水産業は、明らかに三村県政の「正」（プラ

ス）＝光り輝く遺産に他ならない。

三村はいう。「青森産ブランドを確立するた

めマーケットリサーチを行い、市場ニーズ対応

型に再編する。知事がトップセールスを展開、

“地産地消”運動を起こして消費拡大につなげ

る。第一次産業の流通分野への進出も図りた

い」と、流通面でのテコ入れの必要性を強調し

た（22）。

④観光産業

三村申吾知事は観光産業について、2019年2

月26日の県議会定例会での予算案提案理由の

中で、次のように立体観光の重要性を指摘した。

「観光・交流分野では、本県が提唱する“立

体観光”や周遊観光の推進、青森空港の国際線

の充実などにより、昨年の外国人延べ宿泊者数

は、従業員数が10人以上の施設において、１

月から11月までの速報値で27万人泊を超え、

過去最高を記録した前年の実績を大幅に上回る

とともに、青森空港の旅客ターミナルビルのリ

ニューアルや青森港国際クルーズターミナルの

建設など、更なる誘客に向けた玄関口の整備も

進んでおり、今後の伸びが期待されております。

また、台湾との交流については、これまでもり

んごの輸出促進の取組みをはじめとして行って

きましたが、昨年末にイノベーション・ネット

ワークあおもりと台湾の二つの経済団体との間

で経済交流覚書が締結されるなど、様々な分野

で交流が進んでおり、本年7月に予定されてい

る本県と台湾を結ぶ定期便の就航により、一層

の交流拡大が期待されるところであります」（23）。

2019年6月の知事選挙に向けて三村申吾知事

は5月6日、青森市において第一声を挙げた。

その際、三村知事は「外国人観光客数が増大し

ており、県内外で本県観光をアピールし、観光

消費額は2,000億円を目指す」と、有権者たち

に説明した（24）。

実際、三村知事は、2019年3月上旬の定例記

者会見の席でも「県庁、民間を挙げて努力した

結果、エア（航空会社）とも濃い付き合いをし

てルートを広げてきた」と、得意の観光戦略の

成果を誇っていた。

確かに、訪日外国人旅行者（インバンド）の

誘致に血道をあげている各自治体の中で、青森

県内の外国人宿泊者は、2018年に伸び率が2年

連続で全国トップとなった。観光庁の報告によ

ると、2018年は延37万人9,280を数え過去最高

を記録し、前年比で45.7％に増加したという。

今や行政による観光政策、地域振興の成否を握

るともいわれるインバンドの分野で、青森県は

紛れもなく、「勝ち組」となったのだ（25）。

2019年の知事選の時に、『陸奥新報』が「知

事選候補者アンケート」を実施し、その中で、

三村申吾知事は「観光振興」に関する質問に対

して、次のように答えている。

「滞在時間の増加と滞在の質の向上による観

光消費額の拡大を図るため、生産性や収益性の

向上に取り組み、本県観光産業が国内外から高

く評価され、投資を呼び込める産業となること

を目指す。・・・陸路・海路・空路を組み合わ
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せた“立体観光”を推進し、外国人延宿泊数

50万人を目指す」（26）。

三村申吾知事が推進した“観光振興”は県観

光産業に向けて、今後も外国人観光客の増大が

期待されるところである。もちろん、訪日客対

策には工夫が必要であるとはいえ、観光産業は

三村県政の「正」（プラス）の一側面＝光りに

他ならず、これからも、それは県にとってプラ

スの遺産として貢献するのは間違いない（27）。

⑤原子力・エネルギー政策

三村知事は2019年4月25日、県庁の第三応

接室で行われた定例の記者会見の席で、原子

力・エネルギー政策に関して、次のように答え

た。

「原子力政策については、要するに国家戦略、

国の戦略としてのベストミックスという考えが

ある。自分としても、現実の問題として、ベス

トミックスということは重要だと思っている。

化石燃料をいかに減らすかというのが、非常

に我々として大きなテーマだと思っています。

要するに水循環だとかいろんなのをやっている

我々とすれば、化石燃料の持つCO2の意味合い

というのが非常に大きいから、国策として、国

家としての観点から進めてきた。絶対的な安全

確保を大前提として、地域振興ということを加

えて、立地地域に対して非常に丁寧な応援とい

うか支援というか、そういうこと等を含めて進

めてきたという経緯があるんだけれども、その

経緯ということについて、決して忘れることな

く、そういった地域対策ということを考えてい

きたいということと、安全のことについては原

子力規制庁が非常に丁寧に、かなりきっちりと

やってるじゃないですか。国としての姿勢とい

うものについては、我々としても何といっても

安全確保が第一義でございますから、そのこと

については評価するとともに、しかしながら、

段取りについても含めてですけれど、審査を適

切に、的確にすることは、申し入れを何度かし

ているわけですけれども、そのことについては

お願いしたいと思っています」（28）。

三村申吾知事が推進し展開する原子力・エネ

ルギー政策を「正」（プラス）＝光りの部分に

色分けすることについては、異論がある方も多

いと思う。しかしながら、青森県が従来促進し

てきた原子力・エネルギー政策は、本来、歴代

知事たちが国との間で取り交わした「負」（マ

イナス）の遺産であって、三村知事はその後始

末に追われてきたのだ。

周知のように、青森県の下北地方には、核廃

棄物の再処理工場、東通原発、大間原発、およ

び中間貯蔵施設の原子力関連施設が集中的に立

地し、各々の地域と深く結びついている。その

ような環境の中で、青森県のかじ取りを担って

きた歴代知事たちは、原子力政策に対するスタ

ンスが鋭く問われてきた（29）。

ただ、残念ながら、最近では三村申吾知事が

選挙戦の街頭で原子力・エネルギー政策に言及

することはほどんとない。三村知事は「安全な

くして原子力なし」を前提に、原子力・火力・

再生可能エネルギーなどを適切に組み合わせた

「エネルギーのベストミックス」の重要性を挙

げながら、原発・核燃の是非を前面にださない。

それは、明らかに知事選挙への影響を意識して

いるからであろう（30）。

ただ一方で、現実には、青森県に多額の“原

子力マネー”がかなりの額入り込んでおり、雇

用の裾野は広い。例えば、2017年度までの電

源三法交付金の累計は約3,330億円に達したし、

また、日本原燃（六ヵ所村）では、2019年4月

1日現在、県出身者1,770人が雇用されており、

立派な「地元企業」になっている。これまで県

は、国内のエネルギー供給基地として原子力と

再生エネルギーの共存を目指してきたのであ
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る（31）。

確かに、現実には県民にとって一方で好まし

くないような状況下にあるとはいえ、他方で、

三村申吾知事がこれまで青森県民のため、原子

力・エネルギー政策を巡って、目をつぶり何も

してこなかったわけではない。例えば、2012

年1月、旧民主党政権時代に都内で開催された

国の原子力政策大綱策定会議で、これに出席し

ていた三村知事に委員の一人が次のように質問

をした。

「高レベル放射能性廃棄物最終処分地の受け

入れを県民に納得してもらうのは難しいと感じ

ているのか」と。この話を耳にした三村知事の

顔色は変わり、「全くあり得ないと何度も話し

ている」「（最終処分地にしないという）これま

での約束をないことにするのか」と、気色ばん

で机を叩き強く反論した、という（32）。

実は青森県では、県民の間から県が国から

1994年および95年に得ていた、「青森県を高レ

ベル放射能廃棄物の最終処分地にしない」旨の

確約書の実効性を問う声が上がっていた。そこ

で、三村申吾知事は2008年4月25日、経済産

業省において甘利明経産相から「青森県を最終

処分地にしない」との確約書を改めて受け取っ

たのだ。ただ、過去の確約書にあった「知事の

了承なくして」の文言は外されていた。一方、

県議会はこれより先の3月11日に、野党３会派

が提案した「青森県を高レベル放射能性廃棄物

最終処分地としないことを宣言する条例案」を、

質疑や討論抜きで反対多数で否決している（33）。

この点を敷衍しておくと、三村申吾知事は、

2008年2月の県議会定例会における一般質問の

中で、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関し

て、「現職知事として、あらためて国から確約

文書を得ることが必要であると認識している」

と答弁し、「青森県を最終処分地にしない」旨

の確約書を再度国から得る方針を示していた。

国は1994年と1995年に、青森県に対して同

様の趣旨の確認書を提示していた。しかし、三

村知事は、「昨年11月にアクティブ試験でガラ

ス固体化の製造が始まり、この搬入や最終処分

地をめぐり、さまざまな議論がなされている。

こうした状況や県議会の意見を踏まえた」と、

確認書提示の理由を述べた。

三村申吾知事は3月27日、通産省を訪問して、

確約書の提示を正式に要請した。これを受けた

形で、甘利経産相が4月25日、高レベル放射性

廃棄物の最終処分地問題につき、「青森県を最

終処分地にしないことを改めて確約する」と明

記した確約書を三村知事に手渡したのだ。確か

に、県側の意向を踏まえ懸案であった「知事の

了承なくして」の文言は盛り込まれなかったも

のの、三村知事の方は「国としても明確な約束

で、県民の安心につながる」、と一定の評価を

した（34）。

今回の確認書について、『東奥日報』は「解

説」記事の中で、一歩前進も疑問を残すとして

次のように報じた。

「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する

新たな確約書で、国は“知事の了承なくして”

の文言を外し、さらに“（確約は）今後とも引

き継がれていく”と明記していた。“知事の了

承なくして”の文言は“将来の知事によっては

処分場が誘致される可能性がある”として、反

核燃派などが懸念を示していただけに、今回の

確約書は過去のものから一歩踏み出した内容と

いえる。しかし、これが本県を未来永劫（えい

ごう）最終処分地にしないことを保証するか―

と言えば、疑問が残る。それは最終処分場建設

の見通しが全くたっていないためだ」（35）。

『陸奥新報』もまた「解説」の中で、“担保性

に疑念残す”と今回の確約書に対して次のよう

な懸念を示した。

「新たな確約書には、94年、95年の確約書が
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現在も引き継がれていることを記した。これも

読みようで“知事の了承”も引き継がれると解

釈される。この点を県側は“知事の了承を得る

ことはまったく想定していない”（原子力立地

対策課）と強調し、否定した」（36）。

このように、三村申吾知事が甘利経産相との

間で再度確認した“高レベル放射能廃棄物の最

終処分地確認書”は、誰のためでもなく県民の

ためのものに他ならず、それは、三村知事に

とって紛れもなく「正」（プラス）＝光りにあ

たる成果の一部であったことは、間違いないだ

ろう。

⑥地域包括ケア

2003年6月の知事選の際、すでに三村申吾は

「選挙公約」の中で、「保健・福祉・医療を一体

化した包括ケアスシテムを推進し、短命県を返

上」すると述べており、地域包括ケアの重要性

を謳っていた（37）。

三村申吾知事は百石町長時代の仕事の一つと

して、「新時代の感性と大胆な発想で行政を展

開。なかでも、福祉・医療・保険を一元化する

“包括ケアスシテム”の推進で全国的評判を得

た」と自慢しており、それは後に知事就任後に

県内各自治体で採用され、一定の成果を挙げて

いる。

その意味で、三村申吾知事が百石町長時代に

提案した「地域包括ケア」は、もっと注目され

てよい政策提言の一つである。国全体はもちろ

ん、超高齢化社会を迎える青森県においても、

医療、介護、および福祉支援など総合的面での

地域における協力体制は欠かせない。

2018年 2月現在、青森県の高齢化率は

31.32％で、ことに西北五地域の自治体の大半

は35％を超えている、という。団塊世代が75

歳以上になる2025年には超高齢化社会がさら

に進展すると予測されており、住み慣れた地域

で人生の最後まで自分らしく暮らしができるよ

う、医療、介護、介護予防、認知症対策、およ

び生活支援などの面で高齢者を支える「地域包

括ケア」の完備が望まれる（38）。

いわゆる「地域包括ケアスシテム」は、三村

申吾が町長時代からの政策提言―施策の一つで、

現在も各自治体で実施にされている。それは明

らかに、三村県政16年における「正」の遺産

の一部に他ならず、光り輝く政策の一つである。

実際、三村は2019年の知事選の「選挙公約」

の中でも、「ライフ（医療）・福祉・健康」分野

の産業振興で“仕事”を創造」したと宣言して、

地域包括ケアスシテムの構築への取り組みを重

視していた（39）。

第3節、「負」の遺産

①Ｘバンドレーダーの配置

改めていうまでもなく、三村県政には「正

（プラス）」の遺産だけでなく、「負（マイナス）」

の遺産も存在している。実際、米国がミサイル

防衛のために開発した、新型の移動式早期警戒

レーダーの「Xバンド」がつがる市の航空自衛

隊車力分屯基地に配備されることになった。三

村申吾知事と福島弘芳市長は2006年3月30日

に記者会見し、席上、三村知事が「容認はやむ

得ないと判断した」と述べて、受け入れを表明

した。県側は同日、さっそくこの方針を国に伝

えた。Ｘバンドレーダーの配備は4月以降、日

米両政府が取りまとめる在日米軍再編の最終報

告に盛り込まれた。米軍は夏にもレーダーを暫

定的に運用する意向で、こうして青森県には、

三沢基地周辺に続いて新たな米軍基地ができる

ことになった（40）。

この点を敷衍しておくと、三村申吾知事と福

島弘芳つがる市長は、防衛庁の額賀福志郎長官

に早期警戒レーダー＝「Xバンドレーダー」の
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車力分屯基地への配備に伴う安全確保や民生安

定対策などを要請していた。両者は、2006年3

月30日午後6時から記者会見に臨んで、受け入

れ条件を説明した。

その中で、「現状を超える米軍の基地機能強

化は容認できない」との県サイドの基本姿勢に

対し、三村知事は、①Xバンドレーザーは迎撃

隊などの武器は伴わない、②米軍関係者の中核

は軍人ではなく技術専門家だ、③レーダー利用

は国民保護や被害対処に貢献する―などの観点

から「今回のケースは強化には当たらないと判

断した」と述べた。さらに県議会での議論や各

会派の回答、県民説明会での意見、額賀長官と

福島市長の意向確認など、必要な手順をすべて

踏んだ上での判断だったことを強調した（41）。

一方、福島市長は額賀長官に対して、①Xバ

ンドレーダー配備後の新たな機能強化はしない、

②レーダー配備に伴う事件事故、環境破壊には

責任をもって措置する、③地域の負担軽減を図

る新たな交付金などを早急に実施するーの三点

を確認したとして、「条件付きで協力すると判

断した」と、受け入れの理由を述べた。Xバン

ドレーダーは、弾道ミサイル防衛のための新型

移動式レーダーで、2005年10月に日米が合意

した在日米軍再編の中間報告で日本への配備が

盛り込まれ、12月に当時の木村太郎・防衛副

長官は「車力が最有力候補」、と県とつがる市

に説明していた。

その後、県や市は国の担当者に出席を求め、

議会や住民に説明する場を設けてきた。ただ、

国の配備正式要請は3月3日になってからで、

この点について、三村知事は、30日の記者会

見で「遅め遅めの対応だった」と、また、福島

市長は「時間が足りなかった」と国側の説明不

足を指摘するなど、額賀長官との会談の中で迅

速な情報提供を求めたことを明らかにした（42）。

こうした動きに対して、『とめよう戦争への

道百万人署名運動・県連絡会』（西舘庄吉・代

表）が車力基地へのXバンドレーダー配備に反

対を県に申し入れた。西舘代表は、県庁を訪問、

Ｘバンドレーダーの配備は米国防御を目的とし

た軍事施設だと主張し、県内にはすでに米軍三

沢基地、核燃料サイクル施設が立地している現

状からして、テロ攻撃の対象になりやすいと訴

え、「軍事施設増強がなぜ民生安定につながる

のか、知事のいう安全・安心は単なるゼス

チャーにすぎない」、と強く批判した（43）。

『東奥日報』は斎藤光政・編集委員の署名入

り記事の中で、既定路線の感否めずと今回の容

認を次のように批判した。

「米国の要請から1ヵ月もたたない時点でX

バンド配備受け入れ、県内各地の説明会に出向

いた国側、説明会をセッテングした県とつがる

市も“三月末決着”という既定路線に沿って

突っ走った感が否めない。・・・現時点ではっ

きりしているのは、Xバンドの高出力のレー

ダー波を浴びせられた日本海の向うの国々に

とって、車力は最新兵器が展開する“米軍の重

要基地”と認識されることだろう」（44）。

三村申吾知事はXバンドレーダーの車力配置

に関して、2006年3月30日、福島つがる市長

と一緒に臨時記者会見に臨み、次のように経緯

と決断の理由を述べた。それを見れば明らかな

ように、三村知事はながながと弁明せざるを得

なかった。

「私としては、地元つがる市長の要請を受け、

また、これまでの県議会における御議論や県議

会議員全員協議会での御意見、県民説明会にお

ける御意見等を踏まえれば、Ｘバンドレーダー

配備に係る安全確保、民生安定対策等について、

国の考えを確認する必要があるものと考え、本

日3月30日、額賀防衛庁長官に対し、私とつが

る市長から、地元としての6項目に係る要請及

び確認をいたしました。
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1点目の「Ｘバンドレーダーの配備・運用に

伴う道路管理上及び道路交通上の安全確保」に

ついては、国からは、「国としても安全確保に

万全を期する」との確認がなされました。

2点目の「Ｘバンドレーダーの配備・運用に

伴う電波照射に係る周辺住民等の安全確保」に

ついては、国からは、「立入制限区域を設定す

るとともに、周辺住民の安全確保に万全を期す

る」との確認がなされました。

3点目の「Ｘバンドレーダーの配備・運用に

伴う治安維持上も含む住民の生活環境等への悪

影響の排除」については、国からは、「国とし

て責任を持って対応する」との確認がなされま

した。

4点目の「Ｘバンドレーダーの配備・運用に

伴う国から地元への最大限の民生安定対策等」

については、国からは、「地元に対する民生安

定対策について最大限努力する」との確認がな

されました。

5点目の「Ｘバンドレーダーの配備・運用に

伴う国から地元への雇用創出や物資調達等によ

る最大限の地元振興」については、国からは、

「国としても最大限努力する」との確認がなさ

れました。

6点目の「Ｘバンドレーダーの配備・運用に

伴う農林水産物等の風評被害に係る的確な対

応」については、国からは、「実際に農林水産

物等に何らかの被害が生じ、因果関係が認めら

れる場合には、国が損害を補償する」との確認

がなされました。

以上6点の詳細につきましては、会見終了後、

天童管理監からレクチャーをさせます。

そこで、私としては、Ｘバンドレーダー配備

に係る安全確保、民生安定対策等について、責

任ある立場の額賀防衛庁長官から確認できたこ

とは、重いものと受け止めたところです。

また、本日3月30日午後、地元つがる市長か

ら、「地元からの要請、確認に対する国の回答

は評価できるものであり、要請のあったＸバン

ドレーダーの配備に対しては条件を付して協力

することと判断した」旨の意向を確認したとこ

ろであり、先程、三役・関係部長会議を開催し、

Ｘバンドレーダー配備問題について慎重に協議

したところです」（45）。

いずれにせよ、車力基地へのＸバンドレー

ダーの配置の決定は、三沢市周辺に続いて青森

県に新たな米軍基地ができたことを意味する。

言うまでもなく、Xバンドレーダーの車力への

配備は、地元住民としては受け入れがたいもの

で、国や県につがる市側が押し切られたのは明

らかである。多額の交付金がつがる市に入ると

はいえ、海の向こうの北朝鮮やロシア連邦は一

体何と思うのであろうか、と心配せざるを得な

い。Ｘバンドレーダーの配備は、北極東地域の

安全保障を一段と危機的状況に追いやるもので、

容認できない。西津軽海岸ではかつて自衛隊の

駐留に反対して、これを撤回させた歴史があり、

それを三村知事は知らないはずがない。その意

味で、Ｘバンドレーダーの車力への配備は、国

の要請だとはいえ、明らかに三村県政の「負」

の遺産＝影の一部に他ならない。

②再処理工場でアクティブ試験

日本原燃が六ヶ所再処理工場で予定していた

最終的な試運転（アクティブ試験）が2006年3

月31日に開始された。これは三村申吾知事が

古川健治六ヶ所村村長とともに、28日、試運

転開始に関する意向を表明し、日本原燃と安全

協定を締結した結果を受けたもので、17 ヶ月

間にわたり、約430トンの使用済み核燃料を再

処理し、プルトニウム約2トンを抽出する。こ

うして、国内初の民間再処理工場は、2007年8

月の本格操業を目指し、稼働を始めることにな

り、核燃料を繰り返し使用する「核燃料サイク
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ル」の実現に向けて大きな一歩を踏み出した。

反核団体は、この件について「県民投票」を実

施すべきだと、怒りの声を挙げた（46）。

この点を敷衍しておくと、上で述べたように、

三村申吾知事と古川健治六ヶ所村長は3月28日、

日本原燃・六ヶ所再処理工場の最終的な試運転

（アクティブ試験）について、試運転に同意す

る意向を表明し、日本原燃に安全協定の締結を

申し入れ、29日締結した。

三村知事は、県民から意見聴取やプルトニウ

ム利用に向けた電力会社への要請、関係閣僚と

の会談などの同意表明までの経緯に触れ、「重

い決断だった。県の安全・安心をどう確保する

か（を考え）品質保証体制を確立してほしいと

（事業者に）とことん要求してきた。なすべき

手順を考え、提案し、すべてを材料に判断する

に至った」、と述べた。

県と六ヶ所村は翌29日、試験開始の前提と

なる安全協定を日本原燃と締結。安全協定は

25条で構成され、従来のトラブルを踏まえて、

住民との意見交換によって相互理解の形成を図

り、信頼関係の確保に努めるよう事業者に求め

たのが、その特徴であった（47）。

こうして、六ヶ所村の使用済み核燃料再処理

施設工場は、4月1日、事実上、稼働すること

になった。事業者の日本原燃が同日の午後2時

58分、同核燃料から実際にプルトニウムを取

り出す試運転を開始。だが、三村知事が安全協

定を表明したことに対して、県内外の反核燃団

体から一斉に反対の声が挙がった。県庁正面玄

関前で抗議活動をしていた『核燃料廃棄物搬入

阻止実行委員会』の平野良一共同代表は、「あ

んな看板を掲げる資格があるのか」と玄関脇に

ある“命を育む県民運動”の文字を指さし、

「知事は1~2年間、県民と対話を重ね、県民投

票を実施した上で判断すべきだ」と、試運転を

急ぐ必要がないと強調した（48）。

『デーリー東北』は「時評：責任の重さを自

覚せよ―再処理工場稼働」の中で、再処理工場

運転の開始について、次のように懸念を表明し

た。

「わが国のエネルギー政策の根幹をなす核燃

料サイクル。その要である使用済み核燃料再処

理工場がついに動き出した。日本の“プルトニ

ウム利用時代”への突入である。これまで国も

原子力政策と足並みをそろえて歩いてきた青森

県にとっても、大きな節目を迎えたといえよ

う」と指摘。その上で、「青森県にとっては

“地域振興の起爆剤”として受け入れた核燃と

の本格的な共存のスタートでもある。安全性へ

の強い不安がいまだ消えない再処理工場と隣り

合わせの生活が始まる。約束された地域振興は、

これまでどれだけ成果を見たのか。今後、県民

が核燃によってどのくらい幸せになれるのか。

動き出した“サイクル”を目にし、あらためて

そんなことを考えてしまう」と懸念を示し、最

後に、「決して原子力政策の先行きは明るいわ

けではない。取り出したプルトニウムを原発で

再び燃料として利用するプルサーマル計画の将

来は不透明だ」からだ、と批判した（49）。　

三村申吾知事は、2006年3月28日、アクティ

ブ試験に関する臨時記者会見を開き、次のよう

に結論を下して、終始弁明に務めざるを得な

かった。

「このような観点から、県としては慎重の上

にも慎重に手順を踏んで参り、三役・関係部長

会議を開催して協議した結果、関係各位からい

ただいたご意見等を総括すると、先に公表した

安全協定書（素案）、細則（素案）をもって安

全協定を締結することについて、大筋として了

とする方向にあることなどについて確認すると

ともに、核燃料サイクル協議会における国等か

らの回答、原子力施設安全検証室からの報告、

日本原燃株式会社社長に対する確認結果、六ケ
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所村長の意向等を勘案すると、安全協定を締結

することは適当との意見の一致をみたところで

す。

私としては、これまでいただいたご意見や確

認結果等を踏まえながら、手堅く、慎重の上に

も慎重を期して参りましたが、これらを踏まえ

総合判断した結果、安全協定を締結することは

適当との判断に至り、安全協定書案、細則案に

ついて、日本原燃株式会社に提示し協定締結を

申し入れることといたしました。また、アク

ティブ試験に係る安全協定書案、細則案におい

てより強化した部分等について、ウラン濃縮工

場、低レベル放射性廃棄物埋設センター、高レ

ベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに係る安全

協定書、細則にも盛り込むため、これらの安全

協定書、細則の一部を変更する覚書案の締結を

併せて申し入れることとしております。なお、

この後20時30分から六ケ所村長とともに日本

原燃株式会社に対して申し入れを行います」（50）。

こうして、六ヶ所村の再処理工場で予定して

いた最終的な試運転（アクティブ試験）が開始

されることになり、使用済み核燃料を再処理し

て、プラトニウムを抽出することになった。だ

が、それは、多くの住民にとって受け入れがた

い措置であり、Ｘバントレーダーの設置と合わ

せて、三村申吾知事は前任の知事たちが決めた

国の方針を結局拒むことが出来なかったのだ。

当該地域の住民の立場に立てば、補助金＝交付

金は手にできるとはいえ、それは紛れもなく、

三村県政の「負」の遺産＝影の一部分に他なら

ない。

③三村興業と「県発注工事」

2010年9月30日、県議会の9月定例会におい

て、県発注工事の入札状況をめぐって、民主党

の渋谷哲一議員の発言につき「不穏当な部分が

ある」と自民党会派が指摘した。それを契機に、

本会議が6時間近く空転した。

渋谷議員は県発注工事を高い確率で落札する

特定業者を取り挙げた中で、三村申吾知事と三

村興業社との関係をついたのだ。それに自民党

側が反発し、議事進行の動議をかけて審議がス

トップした。自民党側は議事録からの発言削除

と謝罪を求めたものの、しかし、これを民主党

側は拒否、継続的に協議した結果、民主党が一

部削除に応じ、一方、自民党も謝罪を求めない

ことで合意に達し、5時30分に本会議の議事を

再開した（51）。

次に、この問題を詳細に見ておこう。上で述

べたように、県議会の一般質問最終日の9月30

日、野党民主党の渋谷哲一議員の質問をめぐっ

て、本会議が5時間45分にわたって空転する事

態となった。この日、質問の第一陣にたった渋

谷議員は、県発注工事を高い確率で落札する業

者について取りあげ、その際、三村申吾知事と

三村興業社との関係を指摘した。これに対して、

与党の自民党が反発し、審議が中断された。自

民党側は議事録からの削除と謝罪を求めたもの

の、民主党側はこれを拒否、結局、民主党が折

れて一部の削除に応じた。自民党も謝罪を求め

ないことで合意に至り、午後5時30分審議を再

開、9時に閉会したのである（52）。

渋谷議員は、一般質問の再質問で、県発注の

データを調べたところ、2006年10月以降百石

地区水産物供給基盤整備工事で入札16件に参

加し、しかも14件も落札している業者があり、

「（その業者の）大株主上位2人は、知事の身内」、

だと糾弾した。事実、『東奥日報社』が9月30

日に入手した、三八県民局発注の百石地区水産

物供給基盤整備工事の落札資料（図表①）によ

れば、三村知事が株主になっている建設会社

「三村興業社」（本社：おいらせ町）の過去2ヵ

年の受注率は91.7％に及んでいる。しかし、県

側は制度のルールに従った適正な入札であり、
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特殊なケースではないと強調した（53）。

ただ、渋谷議員の発言は、来年に知事選を控

えていることから、自民党および民主党両会派

のさやあてだと指摘する見方も一方にあった。

実際、2011年の知事選に「独自候補擁立」の

目標を掲げながら、これまで三村県政との対立

軸を描き切れなかったのが民主党である。その

ため、9月30日に、県発注の公共工事をめぐる

特定業者の受注率の高さを、三村申吾知事の名

前を挙げながら指摘した渋谷議員の一般質問に

ついても、自民党会派は「明らかに来年の統一

地方選や知事選を狙って仕掛けてきたこと、手

口が悪質」など、と不快感を示した。一方、民

主党内からは、自民党サイドの反応について、

「（知事選を見据えれば）三村知事のアキレス腱

になるのだと思ったのだろうが渋谷氏の発言は

間違いない」と述べ、また渋谷議員自身も「削

除は非常に残念。発言は入札制度に疑問を呈し

たものだ」と語った（54）。

この件については、10月6日に行われた定例

の記者会見で記者団と三村申吾知事との間で、

次のようなやり取りがあった。

≪図表①≫、三八地方県民局発注の百石地区地域水産物供給基盤整備工事の落札状況
（2008 年度以降）

日付 工事番号 予定価格 落札価格 率 業者名 備考
2008.7.24 地港　 第 1570 号 26,179,000 24,800,000 94.73% 三村興業社 〇

7.24 地港　 第 1570-3 号 14,812,000 14.050,000 94.86% 種市建業 ×
8.21 地港　 第 1570-2 号 82,544,000 76,500,000 92.68% 三村興業社 〇

2009.1.15 地港　 第 1570-5 号 94,095,238 89,000,000 94.59% 三村興業社 〇
1.15 地港　 第 1570-4 号 91,809,524 87,000,000 94.76% 三村興業社 〇
5.21 繰地港 第 1570-6 号 86,761,905 80,000,000 92.21% 三村興業社 〇
7. 2 地港　 第 1570-3 号 20,666,667 19,650,000 95.08% 川口建設 ×
7. 2 地港　 第 1570-2 号 20,285,714 19,250,000 94.89% カネヒロ ×
7.16 地港　 第 1570 号 143,856,000 133,000,000 92.45% 三村興業社 〇
7.16 繰地港 第 1570-7 号 149,184,000 102,500,000 68.71% 三村興業社 〇
8.27 繰地港 第 1570-8 号 43,142,857 40,800,000 94.57% 三村興業社 〇
9.17 地港　 第 1570-6 号 46,761,905 44,600,000 95.38% 柏崎組 ×
9.17 地港　 第 1570-5 号 8,923,810 8,450,000 94.69% 太洋電設 ×
9.17 地港　 第 1570-4 号 15,619,048 14,800,000 94.76% 三村興業社 〇

2010.3.26 地港　 第 1570-10 号 19,428,571 18,450,000 94.96% 種市建業 ×
3.26 地港　 第 1570-9 号 19,142,857 18,150,000 94.81% 川口建設 ×
3.26 地港　 第 1570-8 号 19,047,619 18,100,000 95.03% カネヒロ ×
3.26 地港　 第 1570-7 号 20,000,000 19,000,000 95.00% 山崎土建 ×
8.26 地港　 第 1570 号 168,041,000 156,000,000 92.83% 三村興業社 〇
9. 9 地港　 第 1570-5 号 22,036,000 20,400,000 92.58% 三村興業社 〇
9. 9 地港　 第 1570-4 号 19,924,000 18,900,000 94.86% 山崎土建 ×
9. 9 地港　 第 1570-3 号 19,958,000 18,560,000 93.00% 種市建業 ×
9. 9 地港　 第 1570-2 号 19,896,000 18,650,000 93.74% 川口建設 ×

＊〇印は三村興業社入札参加物件、X印は三村興業社非指名物件
出典：『東奥日報』2010 年 10 月 1 日。
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「先日、県議会の一般質問の中で、知事に関

連するとされる三村興業という事業所の話が出

たんですが、これについてお伺いします。まず、

三村興業という事業所と知事の関係、どういう

関係かということ、三村興業という事業所が県

発注の特定工事に関して高い落札率、受注率と

いうものだったんですが、これについて、知事

はどうお考えでしょうか」。

「まず、1点目でございますが、会社の名前

は若干変わったかもしれませんが、祖父である

三村泰右が、戦前にこういった仕事をしていた

というふうに聞いております。戦後、いわゆる

株式会社になって、亡くなった祖父から自分自

身、いわゆる三村興業社としての株式を受け継

いでいるという関係はございます。

それから、2点目でございますが、自分自身

も百石町長以来、正直、公務に専念し、非常に

一生懸命働いてきたという想いがあり、議会で

もお話しましたが、県が発注する工事につきま

しては、県の入札発注制度に定められた規則・

要領に則って、適正かつ厳正に執行されている

と、自分としては考えております」（55）。

普段は切れ味の良い答弁する三村申吾知事の

説明は、やや納得がいかない。何故なら、三村

興業社は、祖父の泰右が戦前に創設して戦後株

式会社になった建設土木業を生業とする会社で、

その後、父親の輝文が継ぎ、そして、1987年に、

三代目、つまり孫である申吾が受けて、自身が

取締役に就任したのである。自身が社長として

三村興業社の業務を任され、実情を一番良く知

る立場にいたのだ。また、申吾が退いた後も、

妻の美千代が社長に収まっていた。

図表①からも明らかのように、三村興業社の

三八地方県民局発注の百石地区地域水産物供給

基盤整備工事の落札は異常に高く、いかに合法

的であるとはいえ、常識の範囲を超えており、

県議会で野党議員が問題視するのは当然だとい

える。批判が高まる中でその後三村申吾知事は

三村興業社の株を手放したものの、公共事業を

身内に受注させ、その利益を懐に入れたのでは

ないかと疑われ、利益還流だと批判された（56）。

三村興業社と“県発注工事”問題は、三村申

吾知事にとって、明らかに県政に残した「負」

＝影の遺産の一部だったといってよいだろう。

Xバンドレーダーの配置、再処理工場でアク

ティブ試験、および三村興業社の“県発注工

事”問題などは、いずれも、三村申吾が県知事

に就任した1期目から2期目の初期の段階で生

じており、県政の最高責任者としてまだ対応に

慣れておらず苦しい時期であった。この「負」

（マイナス）の部分を乗り越え、しかもその反

省にたった上で、三村申吾知事は4期目および

5期目への足掛かりを築こうとしたのである。

④人口減少・流出

2019年6月２日、知事選で5選を果たした三

村申吾は、今後の青森県の重要課題の一つとし

て、人口減少を挙げた。この問題は、全国的な

構造的課題であって、一人青森県のみの課題で

はないにせよ、知事として真剣に取り組んでい

かなければならない。この点につき、三村知事

は次のように語った。

「我々青森県の最大の課題は、やはり人口減

少の克服ということになると考えています。今

回の選挙におきましても、今後の人口減少社会

を乗り越えていくため、県民の生活の基盤とな

る生業（なりわい）をつくること、健康づくり

や地域医療の確保など、県民の皆さま方の命を

守ること、そして、次世代を育んでいくための

仕組みを整えることなど、各般にわたる政策に

ついて訴えさせていただきました」（57）。

実際、青森県は人口減少社会の先頭を走って

いる、といってよい。2019年5月12日に公表

された総務省の2018年10月の人口推計によれ
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ば、青森県は前年同月比でマイナス1.22％と

なっており、減少率が6年連続でワースト2位

だった。2019年3月現在の推計人口は125万

7,081人で、ピーク時の1983年から約27万人減

少したという。県都の青森市がそっくり消滅し

た勘定で、それは、由々しき事態である（58）。

青森県は、人口の自然減と社会減の両面で、

人口減少が急激に進んでいる。その中でも、特

に若者の県外流出は深刻な状態であり、2018

年3月卒の新規高卒者の県内就職率は全国ワー

ストの56.7％であった。多くの若者が高賃金な

ど好条件の働き口を求めて県外に流れているが、

ＵＩＪターンの受け入れ環境を整備した上で、

いわゆる「人口減少社会」の中でいかに働き手

を確保していくかが、今後の大きな課題となっ

ている（59）。

こうした状況の中で、三村申吾知事は、2015

年の知事選の時、人口減対策について、「人口

減少の克服は本県が直面する最大の課題です。

人口減少に対する認識と効果的と考える政策を

示してください」との質問に対して、次のよう

な回答を寄せている。

「一朝一夕には克服できない課題である人口

減少を克服するため、企業誘致や地場産業や観

光産業の活性化、農水産業の成長産業化などの

仕事づくり、県民の健康づくりや命を守る仕組

みづくり、そして切れ目のない子育て支援など、

あらゆる取り組みを人口減少克服のために集中

させて、未来を変えるという強い意志で取り組

む」（60）。

しかし、現実には効果が中々上がらず、先行

きは依然として不透明で暗雲が立ち込めている

状態にある。この問題の専門家である青森大学

付属総合研究所所長の井上隆は「雇用創出が最

優先」だして、次のように指摘する。正しい指

摘である。

「青森県の人口減少対策は目に見えた成果が

上がっていない。働き口が不足し、若者を中心

とした就職希望者が仕事を求めて県外に流出し

ている。県内の産業が依然育っておらず、就職

希望者を十分に受け入れるだけの採用枠が地元

企業にはない。人口減少対策として、県はＵＩ

Ｊターンなどを推進しているが、県内の就職先

を確保しないことには、ほぼ無意味に終わるだ

ろう。県外流出のような社会減対策を第一に考

えねばならない。雇用の場を拡大し、県外に流

れる就職希望者を県内にとどめることを最優先

に考えてほしい。青森県は、県外に売り出せる

ような独自の地域資源を活用した商品、サービ

スの開発を後押しし、産業振興を強める必要が

ある」（61）。

確かに、人口減少・流出の問題は、全て三村

県政16年の「負」（マイナス）の遺産である、

というわけではない。ただ、三村申吾知事の懸

命な努力にも関わらず、大きな「影」としての

しかかっているのは、否めない。

⑤医師確保

医師確保の問題も、人口減少・流出と同様に、

必ずしも三村知事の「負」の遺産というわけで

はない。地方の各県が押しなべて遭遇している、

全国の自治体が抱えているいわば「構造的問

題」である。

2003年6月以降の三村県政の中で、医療・福

祉の充実は喫緊の重要課題の一つであった。そ

の中でも、医師の確保は一部で成果が上がって

いるものの、抜本的解決には程遠い状態だと、

いわわざるを得ない。厚生労働省は2019年2月、

医師の充足度合いを数値化した「医師偏在指

表」を初めて公表した。それによれば、青森県

は全国都道府県の中で第45位、改めて医師不

足の深刻さを裏付けた（62）。

実は、青森県内の医師数は増えつづけている

のだ、という。2016年末には、2004年比で約
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180人増加し、2,563人となっている。それでは

医師が増えているのに、何故、医師不足なの

か？　その理由は、高齢患者の増加、医療の高

度化によるスタッフ不足、および医師の地域偏

在など様々な理由が挙げられる（63）。

こうした事態に対して、三村申吾知事は、

2019年3月の定例記者会見の席で、「地方の取

り組みでは限界がある。国レベルでの（医師養

成・配置の）抜本的対策が望まれる」と語った。

一方、青森県医師会副会長は、次のようにそ

の背景を説明しており、なる程だと思う。

「医師不足、医師偏在といわれるが、昔と

違って専門外は診ない医者が増えていることも

一因だ。青森県内の医師数自体は増えている。

ただ、地理的要因もあり、青森、弘前、八戸の

3市は多いが、それ以外は少ないといった地域

差がある」（64）。

医師不足を三村申吾県政の「負」の遺産の一

部であるというのは、今後、三村知事がこの問

題とどのように向き合い、いかなる道筋をつけ

るか処方箋が明確に示し得ないからである。だ

から、三村知事の医師不足対策の真の評価は、

10年後いや20年後に結論を下さるべきなのか

もしれない。

もちろん、これまで三村申吾知事は、何もし

てこなかったというわけでない。というのも、

三村知事は地元の弘前大学医学部生に経済支援

を行う「医師修学資金」など地域に残る医学生

を確保しながら、包括的ケアシステムの推進や

「医師の無料斡旋機構」などニーズに合った体

制を、市町村や医療機関と作り上げていく努力

を重ねてきたからである。

⑥多選禁止

三村知事は2019年6月の知事選で5期目に挑

戦した時に、次のように述べて、赤字財政の解

消＝行財政改革の前進こそが、知事５期目への

切り札だったと断言した。

「旧百石町長、衆院議員を経て、知事に初当

選したのは、2003年。県財政が危機的状況だっ

たが、（平成）17年度以降3年連続で収支均衡

を実現するまで改善した」と述べ、その上で

「“不可能に見えても、ポジティブに考えてやっ

てきた。あの財政状況からここまで完全に燃焼

したと思っていたら。もっと頑張れ、もっと働

けという声をもらった”と。5選を期す理由は

ここにある」。その指摘は理解できるとしても、

県民にとって、知事の多選は本当に望ましいも

のであろうか（65）。

2019年6月に行われた知事選において、無所

属新人の佐原若子は4期16年の実績を誇る三村

知事に対して、知事職の「多選禁止」論を展開

し、選挙戦では知事の多選の是非が争点の一つ

となった観がある（66）。

立憲民主党県連の山内崇代表は佐原候補への

支援を決めた5月10日、記者会見で三村県政に

ついて、「長期にわたる多選は県政の停滞を招

く」と鋭く批判した。これに対して、三村候補

の応援演説に立った自民党の滝沢求参議院議員

は、相手陣営の多選批判を意識したのか「県政

が停滞していればその批判を受け止めなければ

ならないが、この16年、県政は前進している」、

と訴えた。

このように、県政界の中では前例の見ない知

事の５選を巡り、立候補表明時から多選批判が

くすぶっていた。事実、身内である自民党の県

連内部からでさえ、「そろそろ後継者をつくる

べきだ」との意見が一部にあった。

ただ、こうした声は大きく拡大しなかった。

というのも、全県的な知名度と高い人気を誇る

三村申吾候補に太刀打ちできる有力な候補者が

見当たらなかったからだ。今回の知事選におい

て、選対本部長を務めた自民県連の江渡聡徳会

長も「他に具体的な名前は出なかった」、と
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語っていた。

敷衍しておくと、上で述べたように、４野党

から支援を受けた佐原若子候補は、県政が停滞

しているとして多選批判を展開。その反応は

上々で、佐原候補に投票した有権者からは「５

期は長い」「（政策が）変わらない」など、長期

にわたる三村県政の弊害を懸念する声が漏れた、

という（67）。

それでは青森県民は一体、三村知事の多選を

どのように考えているのであろうか？　その答

えは、大きく分けて、多選を容認する有権者と

多選を批判する有権者とに分かれる。

多選容認派はいう。「ケースバイケースであ

り、全て多選が悪いとはいえない」。「長く首長

を続けられるのは住民から信頼されているとい

うことで、抵抗はない」。

一方、多選反対派は、「長く権力の座に居座

ると、大衆迎合して強いことを言わなくなって

しまう。弊害は絶対に出る」、また「5期20年

だと生まれてから成人式を迎えるまでずっと同

じ首長になる」として「マンネリ化するし、飽

きてしまう」と多選に否定的である。

確かに、多選には一長短がないわけでない。

「一方では、物事が先に進みやすくなるが、他

方で、緊張感が無くなる恐れがある」からだ（68）。

だが、ここで想起して欲しいには、米国の事

例である。周知のように、米国では戦後連邦憲

法を修正して「大統領三選禁止」条項を挿入し

た。それは、Ｆ・ルーズベルト大統領が4選を

果たしたものの、それは正しかったとみなされ

なかった。英国の支配から独立する際、英国王

に反対し、権力継続への反省があったからだ。

また、現在、米国では多くの州（三分の二以

上）で知事の多選を禁止している。それは長期

政権が必ず不敗するという弊害を経験したから

に他ならない（69）。

その意味で、私自身は県知事の多選に反対で

ある。米国にように2期8年とは言わないまで

も、知事は3期12年も務めれば十分であろう。

その間に、問題が解決しないなら後継者に託す

ればよいではないか。

三村家は、祖父、父、および孫と三代にわ

たって町長、県議、知事など政治のトップに長

きにわたり君臨してきた。しかし、それでは社

会は停滞する。新しい社会（水）には新しい器

（人材）が必要である。だから、現時点では、

少なくとも三村県政5期という事態は青森県に

とって、「負」（マイナス）の遺産であって、暗

雲立こもる「影」だとしか言えようがない。

第４節　おわりに

以上、三村申吾知事が青森県政を4期16年の

間に促進してきた政策提言を、「正」（プラス）

＝側面と「負」（マイナス）の側面とに、つま

り光りと影の部分とに分類し、それがどのよう

な意義を有するか整理を試みた。

そこでいえることは、政策提言として「正」

の部分＝光りに着目するならば、三村知事の施

策は総じて成功したと言えるのでなかろうか。

十分栄誉に値する知事であるというわけだ。も

ちろん、「負」の部分＝影に目を転じれば、そ

の結果は納得できず、ある意味で“失政のそし

り”を免れない点もないわけでない。しかし、

それについては、今後に残された課題として、

知事5期目の中で鋭意努力を重ねて処理し、対

応していけばよい。「最後が良ければすべて良

い」という、諺があるではないか。三村知事は、

5期目を自らの政策の最終的段階＝完成時代だ、

と位置づけているのかもしれない。ただ、現に

県政を担当中なので、“政治家＝三村申吾”に

ついて明確な評価は下せない。

最後になるが、仮に三村申吾自身6期目も知

事職を担当したいという意思があるなら、挑戦
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すればよい。次回の知事選は2023年6月で、そ

の時点でも、三村はまだ67歳である。今や、

人生100年で70歳まで働くべきだというご時世

であり、働きたい意思があるなら出来ない相談

ではない。要は、御自身の健康管理に十分注意

をした上で、知事6期目も担当すればよい。た

だ、次の知事選で、「高齢・多選禁止」の批判

が一段と強まるのは覚悟しておいたほうがよい。

三村知事は、いままで挙げてきた成果を踏まえ、

多くの批判を選挙で跳ね除ければよい、と考え

ているのかもしれない。もちろん、選挙で勝利

すれば、それを尊重するのが、いわゆる「民主

主義（デモクラシー）」である。

≪注≫
（1）『知事室で4期目の最後の記者会見』（2019年
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（3）『第289回定例会提出議案知事説明要旨』
（2017年2月21日）。
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フロリダ州では州知事は連続して3選任期を禁
止している〔州憲法第 4編第5条b項〕（三輪和
宏「諸外国の多選制限の現況」『レファレンス』
〔平成19年7月号〕。https://www.ndl.go.jp/jp/diet/
publication/refer/200707）

（未完）
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はじめに

20世紀は自動車の世紀といって過言ではな

いほど産業が大きく開花し、市民生活に変革を

もたらした。その一方で車の増加に伴い交通事

故や大気汚染などの社会問題も生まれた。今、

環境問題やデジタル化の進展によって社会が大

きく変化する時代となり、地球温暖化問題は世

界共通の重要な課題として産業のみならず生活

の変化を迫っている。またデジタル化の進展は

社会的なイノベーションを促す原動力となって

おり、さらに人工知能（AI）の進歩は社会を

大きく変えるかもしれない。自動車産業にも電

動化や自動運転などに留まらずモビリティシス

テムとしての進化の模索が始まっている。本稿

ではそれらの変化がもたらすイノベーションと

それを生み出すシーズとニーズについて論じる

とともに、これからの自動車の行方と社会への

影響について考察する。

１．自動車の普及は社会へ何をもたら
したか

（１）自動車の世紀の幕開けと大衆化

1886年1月、ドイツのカール・ベンツ（Karl 

Benz）は世界で初めてガソリンエンジン自動

車の特許を取得して、翌年に最初の1台が販売

されている。ガソリン自動車はレースなどを通

じて徐々に蒸気自動車や電気自動車を駆逐して

いった。米国のヘンリー・フォード（Henry 

環境とデジタル時代の自動車産業と社会
―技術革新と社会変化の相互作用についての一考察―

水戸部　啓一

Ford）は独自に自動車の開発を試み、1903年に

Ford Motor Company（Ford）設立しModel Aを

発売した。1908年には部品の規格化、互換性

の確保を考慮したModel Tを発売し、1913年に

世界で初めてベルトコンベアー式同期組み立て

ラインを導入して大量生産への道を開いた。

Ford生産システムの特徴は、単一製品に絞り込

んで規模の経済を追求し、部品の規格化と標準

化、作業の細分化と単純化・標準化によるベル

ト・コンベヤーを使用した移動組み立て方式に

ある。Model Tは生産効率の向上と低価格化の

相乗効果で生産台数は飛躍的に増加し、1910

年の年産1万8000台から1923年には212万台を

生産し、価格は発売当初の850ドルから290ド

ルまで低下した。この結果、1923年の販売シェ

アは全米の57％、全世界の約半分を占めるに

至った。フォードは「賃金動機はわが社の基本

コンセプト」として、高賃金の支払と低価格販

売により購買力を増大させることを基本に経営

を進めた。しかし1920年前後には政府のイン

フレ対策の影響などから、その考え方にも陰り

が見え始めた。

一方、馬車製造会社経営者のウイリアム・

デュラント（William C. Durant）は1904年に

Buick Motor Carの経営再建を手掛け、1908年

に設立した持株会社General Motors Co. of New 

Jerseyは1910年までに25社を傘下に収めるトッ

プクラスのメーカーとなった。同社は1918年

に General Motors Corporation（GM）に改称・

改組された。1920年の恐慌によってデュラン
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トが退陣して近代的な経営管理や組織改革が進

められ、この時にGMの新経営委員会の一人に

選出されたアルフレッド・スローン（Alfred 

Pritchard Sloan, Jr.）は、製品ポリシーを定めフ

ルラインナップ政策を推進した。スローンは

1923年にPresidentに就任すると様々なビジネ

スの改革に着手した。資金と在庫、生産などの

財務管理を進めるための需要予測に基づく生産

計画の仕組みづくりや、年次モデルチェンジと

継続的な製品改善、アート＆カラー部門の新設

などで購買者のニーズを喚起し、また自動車

ローン、ディーラーアロケーションやディー

ラー管理手法などを確立して、現代の自動車ビ

ジネスの基礎をつくりあげ、GMは1930年以降

77年間も世界一の自動車会社として君臨した。

Fordの大量生産方式とGMの自動車ビジネスモ

デルは現代につながる自動車産業の源流となっ

た。

自動車の普及が進むにつれて、部品や素材な

どの産業はもとより、ガソリンスタンドやドラ

イブインなどの新たなビジネスも生まれている。

米国では1900年代初頭の数万台から恐慌や戦

争などの一時的な落ち込みはあったものの、自

動車は巨大な産業に成長し、2000年には1700

万台を超える新車販売規模になった。現在、世

界の自動車販売は2018年に9500万台に達して

いる。

（２）自動車の普及と社会的な影響への対応

自動車の普及は人々の自由な移動を実現し、

生活や経済活動にも大きな利益をもたらすよう

になったが、一方で新たな問題を引き起こして

いる。米国では自動車が増えるにつれてすぐに

交通渋滞や自動車事故が起き始めている。さら

に1960年代後半には工場や発電所、自動車な

どから発生する大気汚染問題が深刻化した。日

本でも同様のことが大きな社会問題となってい

る。1990年代に入ると産業革命から急速に増

加した二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガス

の排出と蓄積により、気候変動・地球温暖化問

題が国際的に大きな注目を集めるようになった。

自動車も全体排出量の約２割を占めている。

交通事故による死傷者を減らすために、1966

年に米国の運輸省が初めて自動車の安全基準を

法制化し、翌年にはシートベルトの装着義務化

や衝撃吸収ステアリング等を含む20項目の規制が

FMVSS（Federal Motor Vehicle Safety Standards）

として公布され、1968年に施行された。日本

でも同年に自動車安全基準を発表し、道路運送

車両法の保安基準が改正されている。1970年

には米国の主導で日独が参加した ESV

（Experimental Safety Vehicle）計画が進められ、

車両構造とともにエアバック（SRS）やアンチ

ロックブレーキ（ABS）などの安全デバイスが

研究された。安全の規制は効果の検証や対策技

術の進歩を加味して暫時強化されている。米国

などでは規制による効果と社会的なコスト負担

増も実施判断に用いられることがある。1991

年にはエアバックの装着が義務化された。

大気汚染問題に対しては1963年に全米を対

象に大気浄化法（Clean Air Act）が制定された。

1970年改定の「1970年大気浄化法」はマスキー

（Muskie）法と呼ばれた自動車排出ガス規制を

含む広範な内容で、1975年から新型車の排出

ガス中の一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）

を1970～71年基準の1/10とし、その一年後に

窒素酸化物（NOx）を1/10とする当時としては

極めて厳しい規制で、一部企業から実現が困難

との表明がなされたが、本田技研工業（株）

（ホンダ）などで革新的な技術が開発されたこ

とから、規制の一部を変更して実施された。日

本でも同様の規制が1978年に施行された。排

ガス規制はその後数次の強化を経て、今は当時

のレベルの数百分の一までになっている。
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尚、1973年の第4次中東戦争によるオイル

ショックは、排ガス対策で燃費が悪化していた

米国の自動車販売に大きな影響を与えた。燃費

が比較的良い小型車、特に日本車の販売が大き

く伸びて、その後の北米における日本車のシェ

ア拡大の要因となった。米国では1975年に自

動車燃費改善法を含むエネルギー政策・保存法

（Energy Policy and Conservation Act.）が成立し

て企業平均燃費（CAFÉ）規制が始まり、小型

車への移行を促すなど米国自動車産業のその後

に大きな影響を与えた。

米国カリフォルニア州は地形的な問題等から

大気汚染がなかなか改善しない状況にあり、走

行中に汚染排出ガスを全く出さない車の販売を、

同州の販売量が多い上位６社に義務付ける

ZEV（Zero Emission Vehicle）法を1990年に公

布した。対象のメーカーはバッテリー電気自動

車（BEV）の開発に着手する。しかし当時の

バッテリー技術では走行距離など実用性が乏し

くコストも高くて実現性が危ぶまれていた。代

替技術の一つとして1994年頃から燃料電池自

動車（FCV又はFCEV）の開発も一部で始まっ

た。州政府も規制開始に当たりBEVの開発状

況を確認して緩和と延期を行っている。その後

のリチウムイオン電池の実用化でBEVの性能

が大きく改善し、2010年に三菱自動車（株）

と日産自動車（株）が世界で初めて量産型

BEVを発売したことを契機に徐々に車種と台

数が増加している。尚、カリフォルニア州は

2018年型以降の対象メーカーを拡大するなど、

大幅な普及を狙ってZEV法を改正している。

1992年に「気候変動に関する国際連合枠組

条約」が採択されて1994年に発効して、地球

温暖化対策は各国政府の重要な課題となった。

自動車からの温室効果ガスの排出を抑制するた

めに燃費規制が欧州や日本などで始まっている。

米国もエネルギー法で定められていた燃費規制

の強化が図られた。現在では中国を始め主要な

国で燃費規制が制定、強化されている。燃費の

向上では1997年にトヨタ自動車（株）（トヨタ）

から乗用車では世界で初めてのハイブリッド車

（HEV）が発売され、その後普及が進んでいる。

さらに走行中にCO2を出さないBEVやFCVの

普及が運輸部門の温暖化対策で各国の重要な政

策となっている。

（３）自動車の普及と社会・経済への波及

一人当たりGDPと自動車の世帯当たり保有

台数には相関がみられ、経済成長が自動車の市

場に大きな影響を与えることは以前より知られ

ている。今、先進国の市場が飽和している中で、

途上国は経済成長とともにその台数を大きく伸

ばしている。2000年には200万台規模だった中

国の新車販売台数は急速な経済発展により

2018年には2800万台と世界一の市場規模となっ

た。

日本は1960年に乗用車の新車販売台数は16

万5千台だったが、経済成長とともに車の販売

は急拡大して1990年に510万台を記録している。

保有は2017年で約6100万台、世帯当たり1.062

台となった。自動車の普及に伴い道路網も整備

され1960年に97万 kmだった実延長は高速道

路網の整備を合わせて2017年に128万 kmと

なった。4輪車の生産台数は現在1000万台弱で

推移し、そのうちの半数近くが輸出されており、

経済的にも日本の自動車産業は製造品出荷額や

設備投資、輸出額の2割を占めている。また雇

用の面でも関連産業全体では就労人口の8％を

占め、その社会・経済的な影響は大きい。

自動車の普及は日本の人の移動手段を大きく

変えた。就労の場所や都市圏の拡大に合わせ移

動に費やす時間と利便性から自動車は一つの選

択肢となった。その結果、乗合バスの総輸送者

数は1960年の60億4450万人から1968年の101
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億4380万人をピークに2016年は42憶8850万人

まで減少している。特に、地方ではバスや鉄道

から車へのシフトが進み、路線の廃止が進んだ。

東京のように公共交通機関が充実したところで

は自動車のニーズは少なくなるが、一方で地方

では必要不可欠なものとなっている。自家用自

動車の世帯当たり保有台数は最も少ない東京で

0.445台に対し、最も多い福井県では1.745台

（2017年）となっている。しかし、高齢化が進

む現在、新たな問題が起きている。その一つが

交通弱者の増加で、公共交通機関が失われた地

方で自動車を持たない人々が、日常生活のため

の移動がままならないという事態が起き始めて

いる。

２．新たなシーズと自動車の革新

（１）デジタル化の進展とインターネット社会

2000年代に入ると技術の進展に伴う大きな

変化が訪れた。1990年初頭には僅かな利用だっ

たインターネットは双方向電気通信の半数を占

めるようになった。インターネット関連のス

タートアップとして1995年にAmazon.com Inc.、

1998 年 に Google Inc.、 そ し て 2004 年 に は

Facebook Inc.が創業している。それまでイン

ターネット接続の中心はブロードバンドとパソ

コンの利用だったが、1999年に（株）NTTド

コモが携帯通信を用いたインターネットサービ

ス i-Modeを立ち上げ、日本は世界に先駆けて

携帯のネットビジネスを始めてインターネット

利用者数は急速に拡大した。（図１）

2007年に米国Apple Inc.が世界で初めてのス

マートフォンを発売し、それを追いかけて多く

の会社がGoogleの開発した無償OSを採用して

製品を売り出したことでスマートフォンは急速

に普及拡大し、世界のインターネット接続人口

を押し上げた。米国の調査によればスマート

フォンの18歳以上の普及率は2018年で調査対

象先進国の中央値で76％、途上国で45％となっ

ている。

スマートフォンの普及は世界を大きく変える

ことになった。個人が情報にアクセスするだけ

でなくSNSなどを通じて個人の考えを広く発

信することで政治をも動かし、また情報の利用

や経済の仕組みまで変えている。それは自動車

のビジネスにも大きな変化をもたらし、ライド

（図１）日本のインターネット利用者数と人口当たり普及率の推移

出典：総務省平成 24 年度版、平成 29 年度版情報通信白書データより筆者作成
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シェアなどの新たなビジネスが生まれている。

ITの急速な進歩の背景には、高集積化を非

常なスピードで進める半導体技術によるところ

が大きい。Intel Corp.創業者の一人であるムー

ア（Gordon E. Moore）が唱えた経験則ムーア

の法則は、ICの集積度が毎年一定比率で増加

するとされ、現実に ICの高密度化が進んできた。

その結果、コンピュータの性能は著しく向上し、

スマートフォンの性能は少し前のパソコンに匹

敵するレベルに達している。また、通信技術の

進歩、中でも移動通信は3G、4Gと新たな規格

が採用されるにつれて、データ伝送の高速化と

回線数を飛躍的に増加させている。

コンピュータの性能進化は様々な変革をもた

らした。その一つが人工知能（AI）の実用化

である。AIは1965年に米ダートマス大学で行

われたダートマス会議が研究の始まりとされて

おり、この時にArtificial Intelligence：AIという

言葉も提唱されている。その後、何度かのブー

ムがあったが実用化には至らなかった。しかし

2000年前後に大量のデータからAI自身が知識

を獲得する機械学習や深層学習（ディープラー

ニング）が、コンピュータの能力向上と相まっ

て実用化され、AIは飛躍的な進歩を遂げてい

る。2011年にはクイズ番組でAIが人間を破り、

また2016年には人間を超えるのが難しいとさ

れてきた囲碁でAIが世界トップクラスの棋士

を破り大きなニュースとなった。AIは現在コー

ルセンターや人材マッチング、需要予測、医療

診断など様々な分野での実用化が試みられてい

る。その一つが自動運転車である。またAIを

含む ITによる工場のスマート化を進める

Industry4.0などの研究も始まっている。さらに、

あらゆる機器をインターネットに繋いでデータ

を取得し、その分析から新しい価値を生み出そ

うとする IoT（Internet of Things）や高速大容量

の移動通信規格５Gの実用化も始まった。これ

らは車にとっても今後の重要な技術となる。

（２）自動車産業の変革の予兆

今、これまで自動車の中心的な技術ではな

かった ITやAI技術の進歩によって、新しい自

動車ビジネスが生まれようとしている。先進的

な IT企業を中心に、車にある様々な情報から

新しいサービスを提供するコネクテッドカーや

自動運転車の研究が進んでいる。また IT系の

スタートアップ企業が中心となったライドシェ

アリングの市場規模は2017年で約6兆円とも言

われている。一方でVolkswagen AGのディーゼ

ル排ガス不正事件をきっかけに欧州で広まった

急速なEVシフトや中国の規制などで電動車両

普及の期待が高まっている。

これらの大きな変化を捉えて独Daimler AG

は2016年のパリモーターショーで将来戦略と

してのCASEビジョンを発表した。CASEは造

語でConnected（コネクテッド）、Autonomous

（自動運転）、Shared & Services（シェアリング）、

Electric（電動化）を意味し、メディアから広

まり一般化した。

コネクテッドとは、これまでの車内の閉じた

空間から、車と外を通信でつないで新たなサー

ビスを提供するもので、車の走行や運転者を含

む内外のリアルタイムな大量の情報（BIGデー

タ）を解析して様々なサービスを行うことで、

従来にない付加価値とビジネスを生み出そうと

している。多くの車のリアルタイムな走行情報

をナビ情報センターに上げて最適なルート案内

や災害情報などを提供してきたナビ・システム

はその先駆けだが、今後は安全運転の支援、車

のメンテナンス支援などの車のニーズに適した

ものに加えて、様々なドライブにまつわるコン

テンツの提供も考えられている。特に自動運転

が実用化されればサービスの拡大が期待できる

領域に IT企業が大きな期待を寄せている。
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自動運転技術は1970年代ごろから各国で自

動車の安全対策として研究されてきたが、世の

中に無人運転の可能性が広く知られるように

なったのは2004年と2007年に行われた米国国

防総省国防高等研究計画局（DARPA）の無人

の自律型自動運転車の研究プログラムであった。

2007年のUrban Challengeは、市街地を模した

コースで他の交通や信号等がある中で交通規則

にのっとり走行することが求められ、世界中か

ら集まった11チームのうち６チームが完走し

た。参加チームの多くは大学が中心でであった

が、その後、これに関わった研究者によって自

律型自動運転車の研究は加速している。その一

つがGoogleで、2012年にAIを用いた自律型自

動運転車による公道実証実験を開始したことで、

世界中のメディアから大きな注目を集めること

になった。今ではGoogle（現Alphabet Inc.）か

ら分社した自動運転車開発子会社Waymo LLC

を始めとする IT企業と自動車メーカーの開発

競争となっている。

シェアリングは車の共同利用を意味し、これ

まで個人の車は購入して所有することが長い間

の価値観であったのに対し、欧州では駐車場問

題に端を発し、また環境意識の高まりとともに、

「持つ」から「使う」という価値変化がカー

シェアリングを拡大させてきた。しかし、まだ

所有する価値観を持つ人も多く、新車販売台数

は依然として高い。一方で自家用車のドライバー

と移動を希望する人のマッチングサービスであ

るライドシェアは、2010年に米Uber Technologies 

Inc.がスマートフォンのアプリを用いて事業を

開始した。ライドシェアは多くの国で規制改革

も進んできており、今後さらに市場の拡大が見

込まれている。

電動化は、温暖化対策としての燃費規制や

ZEV規制を実現する上での基幹技術であり、

各国の政策とも相まって電動車両の開発が進め

られている。電動車両としては電動モーターと

の併用で内燃機関（ICE）を効率よく使い燃費

を向上するハイブリッド車（HEV）、走行中の

CO2排出がゼロのBEVやFCV、バッテリーに

充電した電気で短距離の電動走行が可能で、総

合燃費にも優れたプラグイン・ハイブリッド車

（PHEV）がある。

また ITの進歩は新たなモビリティサービス

を生み出した。様々な交通手段による移動を1

つのサービスとしてシームレスにつなぐ新たな

概念として、欧州からMobility as a Service：

MaaSが生まれている。2016年にフィンランド

のMaaS Global Oyがスマートフォンのアプリ

Whimを用いたサービスを開始している。ス

マートフォンのアプリから移動手段を選択し決

済ができる統合型のサービスで、公共交通機関、

タクシー、レンタカー、レンタサイクルが対象

になっている。フィンランド政府も道路交通分

野から鉄道分野等への拡大のための規制緩和を

順次進めている。MaaSの事業化はその後、欧

州や米国でも追従する動きがあり、日本でもそ

の検討が始まった。

３．CASEやMaaSへの期待と課題

（１）コネクテッド

CASEやMaaSはこれまでの自動車の在り方

を大きく変える可能性がある。コネクテッドは

言い換えれば車のスマートフォン化であり、ス

マートフォンが開いたような情報を基にした新

たなビジネスを模索しており、その中心となる

プラットフォーマーは自動車メーカーと IT企

業が鬩ぎ合っている。未だ自動車ビジネスの周

辺的なサービスが中心だが、BEV等の充電ス

タンドへの誘導情報の提供や、電力を活用する

スマートグリッドのネットワークなどの新たな

クルマの利用の可能性も広がっている。またド
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ライブの情報や娯楽を提供するインフォテインメン

ト（infotainment：informationとentertainmentから

の造語）と呼ばれるシステムを用いて、移動中の

様 な々サービスも考えられている。しかし、ネットワー

クに接続することが外部からの侵入を容易にする

ことからセキュリティ上のリスクは大きな課題であ

る。2015年にFCA（Fiat Chrysler Automobiles）の

チェロキーは車載インフォテインメント・シス

テムの専用無線回線を通じて外部からコン

ピュータに侵入し、遠隔操作でエンジンやハン

ドル、ブレーキなどを制御できるとのことが明

らかになり140万台のリコールとなった。コネ

クテッドや自動運転には安全上も含めて大きな

課題が残っている。

（２）自動運転車（注）

自動運転車はシーズ発の開発が先行し、その

ニーズがやや曖昧である。自動車メーカーは自

動運転車の開発に多くの資源を費やしているが、

元々の狙いである人間を支援し自動車事故ゼロ

を目指す技術の開発というよりは、ドライバー

レスの自律型自動運転車を実現するための技術

開発へ方向が変化している。自律型自動運転車

への日本政府の期待は高く、2014年に総合科

学技術・イノベーション会議の下に戦略的イノ

ベーションプログラム（SIP）として11のテー

マを定め、自動走行システム（自動運転）はそ

の一つとして推進されている。日本で期待され

ていることは、交通安全に加えて、少子高齢化

の進展に伴う交通弱者の救済、あるいは運転者

の不足対策、物流の効率化、産業競争力や新ビ

ジネス創造など様々である。高齢化に伴い運転

免許を返納する人たちも多くいるが、一方で地

方では既にバスなどの公共交通機関が無く、車

を利用しないと病院や買い物など生活が維持で

きなこともあり、高齢になっても自動車を運転

せざるを得ない状況にある。乗合タクシーや巡

回バス等を運行する自治体もあるが財政負担は

避けて通れない。そのようなことから地方では

自動運転車の実証試験に参加する自治体もある。

また運転者不足はタクシーや物流で既に顕在化

しており喫緊の課題となっている。物流では日

本の全体の輸送量は漸減しているが、インター

ネット通販の拡大は飛躍的に小口輸送の量を増

（表１）SAE 運転自動化のレベル

※ SAE（Society of Automotive Engineers）米国自動車技術会
出典：SAE J3016 より筆者意訳作成
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大させてドライバー不足が深刻になった。輸送

の効率化と燃費低減のためにトラックの隊列自

動走行の実証実験も行われている。

自動運転については米国の自動車技術会

（SAE）の「運転自動化のレベル」の定義に収

斂しており、レベル１と２は運転者が主体の自

動化、レベル３では通常はシステムが運転する

がシステムの要求に応じて運転者が対応するも

の。レベル４と５はシステムが運転するがレベ

ル４は特定のモードに限定され、レベル５が完

全運転自動化である（表１）。自動運転技術の

中核をなすのは外界を見るセンサーと地図情報

データベース、それらから運転の行動計画を司

るAIなどのコンピュータである。

レベル３以上の自動運転の実現には様々な課

題がある。一つは技術的な課題である。本来の

狙いとする人間以上の安全性を確保するには解

決するべき課題が多々ある。外界センサーは日

射や霧、雨、雪などの様々な気象状態において

も確実に対象を認識する必要がある。現在、カ

メラ、電波又はレーザーによるレーダー、高度なシス

テムではLIDAR（Light Detection and Rangingまた

はLaser Imaging Detection and Ranging）呼ばれ

る機器が組み合わせて用いられる。

特に重要なものがAIである。現在の自律型

自動運転技術は機械学習や深層学習（ディープ

ラーニング）と呼ばれるアルゴリズムを用いた

AIによって飛躍的な進化を遂げることができ

た。この機械学習やディープラーニングが優れ

ているのは、大量のデータから機械が法則性を

見出すことが可能で、従来の多様な条件に合わ

せて様々なルートを書き込んだ制御よりもはる

（図２）自動運転車の学習効果

※システムによる運転中に危険を感じるなどで人間の運転に切り替えるまでの距離
出典：California DMV Autonomous Vehicle Disengagement Reports 2018 の提出 30 社のデータより筆者作成
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かに適している。一方で、ディープラーニング

のアウトプット精度を高めるには大量の良質な

データを読み込ませなければならない。その為

に自律型自動運転車は実際の交通環境で長い距

離を走り学習していく必要がある。カリフォル

ニアでの実証走行試験結果では、自律型自動運

転システムが人間と同じ事故の回避レベルにな

るには、同州の走行環境の学習にまだ数百万マ

イルの走行が必要だとみられる。（図２）また

ディープラーニングなどのAIにはその仕組み

からくる限界がある。学習していないことは出

来ない。すなわち予測不可能な事態には対処で

きない。認識に誤りが存在する。さらにディー

プラーニングはニューラルネットワークの中で

結果が創られることから、計算の過程が原理上

ブラックボックスであり、それが正しいか否か

を人間が検証できない「知の死角」と呼ばれる

重要な問題がある。

自律型自動運転車が人間の運転する車や自転

車、歩行者が存在する環境では、さらに新たな

課題が生まれる。人間は相互の関係を感じて適

切な行動をとることができる。例えば渋滞の高

速道路に側道から合流する場合に、人間は相手

のちょっとした仕草などのコミュニケーション

で車と車の間に入ることが出来るが、自動運転

車は少しでも安全でない状況では立ち往生する。

初期に起きた自動運転車の事故は、信号の変わ

り目の判断のタイミングが人間と異なっていた

ことで、自動運転車が停止したところへ後続の

人間が運転する車が追突した。また人間と機械

の関係で言えば、レベル３の自動運転車はシス

テムの異常があると人間が交代するが、人が運

転を代わるのに10秒程度の時間が必要だとさ

れており、過信や依存があることを考慮すると

レベル3は現実的でないとの意見もある。

また法的な整理も自律型自動運転車には必要

である。道路交通法では、各国の法律の元とな

るジュネーブ協定やウイーン条約で「運転者が

いること」と規定されている。2014年にウイー

ン条約が改定されてレベル３までの自動運転が

可能となり、英国やドイツ等でそれぞれの道路

交通法が改正されている。日本はジュネーブ条

約加盟国でその改正作業は遅れているが、2019

年に道路運送車両法と道路交通法が改正され、

運転者が道路運送車両法に規定された自動運行

装置を使用して自動車を用いる行為は運転に含

まれるとして整合を図っている。また自動走行

装置が故障した状態での使用禁止や、運転者が

監視と故障時の操作ができる場合には携帯電話

等の使用ができるとなった。しかし、レベル４

以上の自律型自動運転はこの中には含まれない。

尚、公道実証試験においては運転者が遠隔で運

転操作が行える遠隔型自動運転システムが認め

られている。

事故における賠償責任についても大きな課題

である。現行の自動車賠償責任保険においては

レベル3までは運行供用者すなわち所有者等の

責任が適当という方向と言われているが定まっ

たものはない。レベル４～の自律型自動運転車

では更に難しくなる。所有者なのか搭乗者なの

か、またはメーカーの責任なのかについても社

会的なコンセンサスが今後必要になる。また製

造物責任法においても証明が困難な事態が多々

あり、特にAIについてはブラックボックスで

原因解析が難しいこともある。

自律型自動運転車のように全ての運転の判断

をシステム、すなわちAIに委ねる場合に起き

る問題の一つがAIの経験していない状況に遭

遇した時の対応である。その一つが英国の哲学

者フィリッパ・フット（Philippa Ruth Foot）が

1967 年 に 提起したトロッコ問題（trolley 

problem）で、避けられない事故で誰を犠牲に

するかという倫理学的な問題は自動運転車にも

当てはまる。自動運転車のトロッコ問題に関す
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る研究はMIT等の様々な機関で行われている

が、今のところ正解がないという結論で終わっ

ている。しかし何らかの社会的なコンセンサス

や指針がないと設計者責任論にまで発展する可

能性を含んでいる。

これまで自動運転車の課題について明らかに

してきたように自律型自動運転に対する期待は

高いが、その実現には技術開発のみならず様々

な分野での研究が必要である。一方で交通事故

の削減という視点では、現在の技術や法的枠組

みで可能なレベル１、２でも大きな効果がある

ことが明らかになっている。米国の IIHS（高

速道路安全保険協会）は先進運転支援システム

（Advanced Driver-Assistance Systems：ADAS）

の一つである車線逸脱警報（LDW）の効果に

ついて正面および側面衝突事故を11％低下、

傷害率を21％低下させ、また単純集計では死

亡事故の発生率を86％低減させていると報告

した。また衝突被害軽減ブレーキ（CMBS）の

効果について、（株）スバルは、自社の分析で

非搭載車に比べて追突事故が84％低下したと

報告している。交通事故の低減に向けては高度

で高価な自律型自動運転車の実現より、人間と

システムの二重の冗長系を持つレベル１，２技

術を早期に普及拡大するほうが社会的な効果は

大きいと考えられる。

（３）シェアリング

シェアリングは自動車を効率的に使う共同利

用として始まり、地球環境問題や消費者の車に

対する価値観の変化によりカーシェアリングや

ライドシェアリングは近年大きく成長している。

カーシェアリングは日本でも都市部の車保有の

難しさから、維持コストの低さと利便性の高さ

で会員数が増加している。一方、ライドシェア

リングは道路運送法で一般車とのマッチング

サービスは規制があり、過疎地などの特区を除

いては出来ないことから、タクシーとのマッチ

ングサービスとなっている。またライドシェア

の認知度も低く利用意向は他の国に比べ少ない。

（図３）

カーシェアリングの課題は、借り出しと返却

がパーキングなどの固定された場所に決まって

いることから、同じ場所に移動が集中する場合

（図３）各国の世代別ライドシェア利用意向

出典：総務省平成 28 年版情報通信白書「シェアリング・エコノミーの認知度・利用率・利用意向」
　　　データより筆者作成
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は他の場所に向かわなければならず、会員数が

増加すると利便性が低下するというジレンマが

ある。また車の運用が借り手のモラルに頼るこ

とで車の快適性が損なわれているとの事例も

あった。パリの先進的なEVシェアリングはラ

イドシェアリングに顧客が移行して事業停止に

追い込まれた。一方でライドシェアリングでは

ドライバーの管理が課題であり、中国ではドラ

イバーによる事件も起きてその管理が問われる

ことになった。しかし利便性の高さから世界的

には多くの国で利用者が伸びているが、今後、

利用者の増加によって車とドライバーの空き時

間を利用できなくなると利便性が低下する可能

性がある。いずれのサービスにおいても自律型

自動運転はその欠点の一部を補うものとして期

待されている。

（４）電動化

電動化のニーズは前述のように大気汚染対策

や地球温暖化対策、あるいはエネルギー安全保

障、産業政策などの政策的な側面が強い。国際

エネルギー機関（IEA）は温暖化対策の重要な

技術として電動化を進めている。IEAが洞爺湖

サミットで行った報告に基づく2050年2℃のシ

ナリオでは90％の自動車の電動化が必要とし

ている。特にBEVとPHEVの普及に重点を置

いて2009年にカナダ、中国、フィンランド、

フランス、ドイツ、インド、日本、メキシコ、

オランダ、ノルウェー、スウェーデン、英国、

米国と政策フォーラムElectric Vehicles Initiative

（EVI）を立ち上げて普及を推進してきた。

2017年には2030年にEVI参加国全体の電動車

両で全自動車市場シェアの30％を達成すると

いうキャンペーンを進めている。

BEV普及の大きな課題は、従来型の内燃機

関（ICE）自動車に対して、未だに価格が高く、

重く、一充電での航続距離が短く、充電に時間

がかかり、また充電スタンドのインフラが少な

いなどで、代替を考える顧客が非常に少ないこ

とにある。しかし前述のように各国政府は温暖

化対策などへの重要な技術として、補助金や税

の優遇、あるいは通行規制や登録規制の免除な

ど様々なインセンティブを政策として進めてい

る。中国では米カリフォルニア州のZEV法を

参考に、中国の販売台数に応じて一定割合の

BEV、PHEV、FCVの販売を義務付けた新能源

（図４）主要国の BEV・PHEV 新車販売比率（乗用車全体）推移

出典：OICA、EV Sales,（一社）日本自動車工業会のデータから筆者作成
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車（新エネルギー車：NEV）規制を2019年か

ら導入した。現在、中国のBEV・PHEVの台数

は大きく伸びて2018年は新車販売台数の4％弱

までになった。全世界でも2％を占めるように

なったが、日本は販売されるモデルも少なく

１％程度で推移している。（図４）

BEVの本格的な普及には、大きな課題であ

る電池の性能とコストの著しい改善が必要で、

各国で電池の改良と次世代電池の研究が進めら

れている。2016年時点で電池の性能は2009年

当時の３倍のエネルギー密度、コストは1/3と

なっており、価格は日産リーフの場合で2010

年モデルが377万円、電池容量24kwh,から

2017年の第2世代では317万円、40kwhと価格

も性能も大きく改善されている。しかし同等の

ガソリン車が200万円弱と走行での経済性を差

し引いても割高であり、一層の開発が必要であ

る。

電池容量やコストに加えて充電時間も普及の

大きな課題で、高速道路などの急速充電スタン

ドで80％までの充電に要する時間は30分程度

と、充電待ちがあれば1時間以上かかることに

なる。これらに対し、今、期待されているのは、

これまでのリチウムイオン電池に用いられてい

る有機電解液を不燃性の無機固体電解質に置き

換えることで高い安全性を持ち、大容量で急速

充電が可能な全固体電池で、その実用化に向け

た開発が進められている。そのカギを担う電解

質に可能性の高い材料が見出されたことで期待

が高まっている。トヨタは2020年代の前半に

全固体電池を量産化すると発表している。

一方で充電スタンドは多くの国で政府の支援

を受けて整備が進められており、既に日本でも

2018年時点で急速充電7684基、普通充電

22,287基と、給油所の30,070 ヵ所と比べても充

実されてきたが、地方の普及にはまだ課題があ

る。また北欧などの寒冷地では駐車時にエンジ

ンオイルを温めておくブロックヒーター用のコ

ンセントが家庭や駐車場に設置されているのに

対し、日本はマンションなどで充電用コンセン

トを設置することが困難なことも課題である。

デロイトトーマツの2019年の消費者調査に

よれば、日本で個人のBEVの購入意向は徐々

に上がりつつあるが６％程度で、災害での活用

など機能面やアピール性などが評価されている

ものの、購入には価格の高さが依然として障壁

になっていることから、まだ一般的な自動車と

比較して購入が検討される状況にはない。価格

については、国からの支援として補助金があり、

現在は一充電当たり走行距離を加味して最大

40万円、PHEVが20万円、FCVが225万円、地

方自治体からも助成金や税の減免などで個人の

負担を軽減し、普及を進めようとして来ている。

（５）MaaS

MaaSの目的は人や物の移動の効率と利便性

を高めることである。自動車や自転車、バス、

電車などを乗り次いで目的地に行くために、そ

れぞれの利用に対して予約や料金の支払いと

いった一連の行動を一つのサービスとして捉え

シームレスなシステムとして考えられた。また

結果としてシェアリングサービスへの移行を促

進し、保有から利用への流れがつくられると考

えられている。MaaS Global社の調査によれば

ヘルシンキのWhimによるサービスの導入に

よって、公共交通やタクシーの利用が増える一

方で自家用車の利用が大きく減少して、移動手

段の変化が起きたとされている。MaaS Global

社に類似のサービスは既に欧州はもとより北米

や中東の都市へ拡大している。日本でもMaaS

についての検討が始まっており、ソフトバンク

（株）とトヨタが中心となった事業実証のコン

ソーシアムには2019年9月時点で400社が参加

している。しかしMaaSの実現には様々な関連
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する法改正も必要であり、それぞれの事業が道

路運送法や鉄道事業法や鉄道営業法などに基づ

いて運用されてきた法体系を全体のプラット

フォーマーの関りにどのように位置づけるかな

どの検討が必要である。またサブスクリプショ

ン型の統合型ビジネスモデルでそれぞれの事業

者がウインウインの関係を見出せるかなど課題

は多い。日本のライドシェアリングがタクシー

のサブシステムになったように、移動者の視点

でビジネスを構築できるかは規制緩和などの政

府の対応にもかかっている。

４．まとめと今後の展望

社会や技術の変化はイノベーションの機会で

あり、それによる新たな製品やサービスは人の

創造力とシーズによって生み出され、社会に大

きな変化を起こしている。自動車の黎明期、ガ

ソリンエンジン車の発明によって、それまで主

流だった蒸気や電気自動車を駆逐して、自動車

は実用化の第一歩を踏み出した。Fordの大量生

産システムはそれを大衆に買える価格で提供し

て瞬く間に大きな市場を形成することになった。

またGMは自動車ビジネスを革新し、人々はよ

り良いものや自分に合ったものが求められるよ

うになり、市場は更に大きく拡大した。

「市場とは製品の顕在的および潜在的購買者

の全てである」と米国の経済学者フィリップ・

コトラー（Philip Kotler）が示しているように、

その普及と拡大には潜在的な購買者を含む多く

の購買者のニーズや購買条件などに合致した製

品やサービスを提供していくことが必要である。

購買者の選択意識には個々の重みづけがあり同

一の製品を好むわけではなく、選択の実態はべ

き乗則に倣っている。（図５）新たな顧客の創

造には彼らの潜在的ニーズを捉えたものが提供

できるかにあるが、一方で購買者は顕在化され

た製品以外は手にすることが出来ない事も事実

であり、結果として様々な製品を幅広く提供す

ることが市場の拡大に繋がっている。

自動車の普及によって起きた大気汚染や交通

事故などの様々な社会的問題では、国による規

制という社会的制約が初めて製品に加えられて

いる。それは自動車産業には大きな変化であり、

これまでのより速く、遠くに、便利に、経済的

にといった自動車の購買者のニーズとは直接関

係がないもので、当時は実現不可能ともいわれ

たが、それは新たな技術を生み、大きなイノ

（図５）2016 年国内販売台数車名別上位 44 車の分布

出典：（一社）日本自動車販売協会連合会、（一社）全国軽自動車協会連合会データから
筆者作成
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ベーションを起こしている。

社会的なニーズは時間とともに人々の意識に

影響を与えて購買ニーズになることもある。

徐々に安全性に対する人々の関心が高まるにつ

れて安全装備が商品魅力につながるようになり、

安全技術の研究開発が加速して、それまでに無

かった自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキシ

ステム）などが生まれ、価格の低下とともに今

や多くの車に標準搭載されて事故の防止に役

立っている。

新しいシーズが革新的な製品やサービスを生

み出すことがある。他の分野から生まれた

CCDカメラ、ミリ波レーダー、そしてAIチッ

プなどは今や先進安全システム（ADAS）の中

核的な技術となっている。リチウムイオン電池

の発明と実用化やパワー制御半導体の進歩が

BEVの実用化には欠かせなかった。シェアリ

ングの普及拡大にはスマートフォンの登場が大

きなきっかけとなっている。

社会の大きな変化は新しいニーズを生み、ま

た技術の変化は革新的な製品やサービスを生み

だす可能性がある。地球温暖化問題は温室効果

ガスの削減という世界共通のニーズを生み、産

業や国民生活にも多くの要求が生まれている。

その結果、太陽電池を始めとする再生可能エネ

ルギーの実用化と普及が図られている。自動車

でも燃費規制などと相まってHEVが普及し、

BEVも徐々に拡大している。シーズがニーズ

を生み、ニーズがシーズを生み出すスパイラル

な循環が、購買者のニーズを創り自動車の成長

を支えてきた。

これまで述べてきたように今、地球温暖化や

デジタル化の進展など大きな社会的な、あるい

は技術の変化が生まれて、様々なイノベーショ

ンが起きている。そのような中で自動車にも革

新的な技術が生まれ、また自動車産業を超えた

サービスが始まって、その行方に大きな関心が

高まっており、それらの今後と影響について考

察する。

BEVは、大気汚染や地球温暖化問題の対応

策の一つとして社会的なニーズから各国が普及

推進を行っているが、課題もあり多くの人々の

購買欲求にはつながらず普及は限定的である。

各国政府が普及を進めてきた結果、2018年に

は世界の自動車販売の1％強を占めるように

なったが、まだ継続的な促進策が必要な状況に

ある。一方で、中国のNEV規制や英国やフラ

ンスなどの ICE車の販売を2040年までに禁止

する意向を踏まえて、今後、各社がBEVや

PHEVなどの電動車両のモデルを増やすことで

市場は暫時拡大していくものと思われる。現在

のような補助金による普及促進策には限界があ

り、社会コストを増大させ、費用対効果の面で

大きな課題となる。社会的なニーズの高い

BEVの本格的な普及には、電池のコストや性

能に斬新なアイデアや革新的なイノベーション

が期待される。また、これまでの自動車の中核

技術であった ICEから電動機への転換で、部品

産業の製品出荷額のうち約３割が影響を受ける

と考えられることから、産業構造変化への対応

も今後必要である。

自動運転車、なかでもドライバーレスの自律

型自動運転車はDARPAの無人運転車プログラ

ムが大きなきっかけとなった。無人兵器のニー

ズとAIのシーズが合致して新しい技術シーズ

が誕生した。それまで自動車メーカーが進めて

きた自動車の安全性を向上するための自動走行

技術の研究から、これを契機に無人の自律型自

動運転車の実用化へと社会のニーズが変化して

いる。日本でも過疎化対策や雇用問題などを含

んで自律型自動運転車への様々なニーズが生ま

れ政府が中心に研究を推し進めるようになった。

また世界の主な自動車メーカーや IT企業も開

発競争に参入し、規制改革などで各国政府を巻



環境とデジタル時代の自動車産業と社会　―技術革新と社会変化の相互作用についての一考察―

― 245 ―

き込んだ大きな潮流となった。しかし先行する

IT企業のように自律型システムの開発とビジ

ネス化を重視し、早期に市場投入して実経験を

増やしながら徐々にレベルアップを進めていく

のか、または事故ゼロ化を目指して人間を上回

る信頼性を確保するまで実証試験に留めるかな

ど企業による方針には相違があり、実用化に至

るプロセスや明確な共通の目的が見いだせてい

ない。今のところ、いかなる環境でも人より安

全な自律型自動運転車の実現と普及にはまだ長

い時間が必要である。また技術のみならず法制

度や倫理的な問題など、普及に向けては多くの

未解決な課題を抱えている。

今、自律型自動運転車の実現に期待されるも

のにはまだ多くの課題があるため、それぞれの

目的に応じた政策なアプローチが効果的だと考

えられる。交通事故の削減では、自律型自動運

転車の実現を待つよりADASの普及に大きな効

果が期待できることは明らかである。それでも

全ての車をADAS装備車に代替するにも10年

以上かかることから早い計画的な対応が必要で

ある。また過疎地の対策を高価な自律型自動運

転車に委ねるよりも、ライドシェア技術と特区

を活用した京丹後市の「ささえあい交通」のよ

うなシステムを、利用者視点で改善することや、

規制の見直しを進めることで、より地域に根差

した交通弱者の対策が早期に可能となる。また

運転者不足という問題もコストや導入までの時

間を考えれば単に自律型自動運転車に求めるよ

りも、物流システムの革新や配送方法の改善な

ど他の解があると思われる。自律型自動運転の

技術開発はイノベーションに繋がる大きな挑戦

であり制度改革と合わせて推進する必要はある

が、それとは並行して個々のニーズに適した手

段を計画的に実行することが今後求められるの

ではないかと考える。

ライドシェアリングはスマートフォンという

シーズから事業化され拡大している。一方でコ

ネクテッドはどのようなサービスを顧客や利用

者に提供できるかに今後の成否がかかっている。

インターネットのビジネスでは検索や地図など

様々なサービスを提供するとともに、得られた

個人データを活用してターゲティング広告など

で収益を得るビジネスモデルが多い。自動車の

なかで生まれるデータをどう活用するかが重要

で、情報が価値のあるものになるには個人の

ニーズに合致する必要がある。またプライバ

シーの保護は大きな課題である。

MaaSは、欧州で利便性や効率の高いシーム

レスな交通社会を目指すとして研究がされてき

た。現在のMaaS Global社はスマートフォンに

よって一つのアプリで都市部の移動サービスの

統合化が実現できているが、将来的にはAIな

どによって移動手段の最適化によるストレスフ

リーでシームレスな移動が可能となり、個人の

持つ自動車から移動サービスへの乗り換えに

よって自動車の総台数を減らし、環境や交通問

題などの社会的な課題の対策につながるとして

期待は高い。また自律型自動運転車が実現する

とシステムの一部として重要な役割を果たすこ

とになる。尚、それが実現すると自動車会社へ

の影響は売り上げの10％、収益の20％がモビ

リティ共有サービスへ移行すると、PwCコン

サルティングは試算している。

AIは自動運転の重要な技術であるとともに、

今後の社会に大きな影響をもたらすと考えられ

ている。（株）野村総合研究所と英オックス

フォード大学の共同研究では、日本の労働人口

の半数近くが近い将来AIやロボットに置き換

え可能と報告している。またデジタル化の進展

によって既に IT技術者が不足しておりAIの開

発人材は日本の大きな課題となっている。自動

運転のAI研究では、オープンイノベーション

の拠点として米シリコンバレーに施設を持つ企
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業も増えており、研究システムや人材育成に大

きな変革が迫られている。一方でAI技術は致

死的自律型兵器システム（LAWS）に繋がるも

のとして国連の会議で制限の議論が始まってい

る。AIが人に危険を及ぼす可能性を未然に防

ぐために、倫理ガイドラインが米国や日本、欧

州、OECDなどでつくられているが、LAWSや

人間のような能力を持つ汎用人工知能（AGI）

の研究については将来の課題となっている。

AIは、今後様々な分野での活用と研究が進む

が、その能力が高くなると社会の構造を変えて

しまう可能性を持っている。

おわりに

自動車産業は今大きな変革の時に来ている。

新しい技術が新しいビジネスを生み出し、それ

は従来からの自動車産業の基盤を大きく揺るが

す可能性を秘めている。これまで技術のシーズ

や社会のニーズが自動車をどのように変えてき

たか、またこれからどのように変わっていくか

について過去を踏まえながら論じてきた。人の

移動したい欲求に自由に何時でもかなえられる

自動車は、これまで人々の移動手段として応え

てきたのみならず生活の一部として捉えられて

きた。新しい技術が生み出す自動車と移動サー

ビスは自動車産業の破壊的イノベーションとし

てこれまでの自動車を駆逐するのだろうか？お

そらくそれは考えているよりもゆっくりと変化

していくことになると思われる。未来は人の意

識と行動が創るものである。

（注）自動運転車は英語でautonomous car、或いは
self-driving car、driverless carなど「運転者が不
要な自律システムを搭載した車」を指していた
が、日本では最近SAEレベル１～２も自動運
転車と称している実態もあり、本稿ではレベル
４～５相当のドライバーレスの自動運転車を

「自律型自動運転車」に統一して記す。
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On Pastoralism and Climate Change

Regina Hoi Yee FU

Introduction

Africa is most likely the continent in the world 

with the highest vulnerability to climate variations, 

and agriculture is one of most vulnerable sectors. 

Vulnerability in this sector is manifested through 

occurrence of extreme events such as increased 

drought, flood severity, intense storms, shifts in 

the timing and distribution of rainfall and warmer 

temperatures. There are secondary effects such as 

increased pest and disease pressure. Pastoralists 

face a number of challenges that constrain their 

livelihoods and stifle their ability to adapt to changes 

in the external environment. In Nigeria, despite 

the important role of pastoralism in supporting the 

local livelihoods and its contribution to national and 

regional economies, pastoral families face a lot of 

insecurities brought by the complex property right 

systems, political and economic marginalization, 

inappropriate development policies, increasing 

resource competition, and on top of these, the severe 

climate change (Fabusoro et al., 2008). 

In central Nigeria where a large population of 

pastoral Fulani have migrated into and settled for 

over a century, their livelihood system depends 

mainly on the condition of their herd, which in turn, 

relies on the availability and quality of rangeland 

for grazing. The herd must have access to dispersed, 

ecologically specialized and seasonally varied 

grazing lands and watering holes to provide for the 

distinct foraging needs of different livestock species 

and to afford a margin of safety against the normally 

erratic pattern of rainfall (Nori et al., 2005). The 

health and wealth of the cattle herd depends largely 

on availability of, and access to, forage pastures and 

water. 

Although pastoralists have lived with challenges 

of climate variability for millennia and they are 

known to be highly resilient to erratic weather and 

climate conditions, the unprecedented rate and 

scale of recent climate change is beginning to post 

problems on them, especially in places like Nigeria 

where social, political and economic factors are 

inimical to their lifestyles. Apart from exposure to 

climate alterations, frequent conflicts arising from 

competition for common resources and land tenure 

system in central Nigeria has further positioned the 

Fulani pastoralists as a highly vulnerable group of 

people. 

Vulnerability

The term vulnerability has yet a universally accepted 

definition, largely because different disciplines 

use the term diversely to explain their areas of 

concern. Some of the disciplines include finance, 

security, public health, economic development, 

natural hazards and, of course, climate change. 

However, this diversity generates problems for 

the development of a consistent definition and its 
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implementation in assessment practice (Preston and 

Stafford-Smith, 2009). 

Different models of analysis exist in the field of 

vulnerability studies, such as risk-hazard, pressure 

and release, political economy, hazard-of-place, 

ecological resilience and coupled vulnerability 

framework (place-based model), among others 

(Kasperson et al., 2005; Adger, 1996; Turner, et 

al., 2003; Cutter, 1996). In studying vulnerability 

brought by climate change, researchers study 

exposure and sensitivity, defined as the degree to 

which a system is affected by, or responsive to, 

climate stimuli. Researchers also study resilience, 

which is the ability to bounce back or to maintain 

stability despite disturbances. Adaptation strategy, 

the ability to cope with disturbances, is also 

a major concern of researchers. According to 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC, 2007), vulnerability is the degree to which 

a system is susceptible to, or unable to cope with, 

adverse effects of climate change, including climate 

variability and extreme weathers. Vulnerability is 

most often represented by a suite of socio-economic, 

political and environmental factors that represent the 

sensitivity and exposure of a population to climate 

hazards (Brooks et al, 2005). 

Among the  var ious  methods ,  the  coupled 

vulnerability (place-based model) framework 

of Turner et al. (2003) makes obvious the need 

to find methods to operationalized vulnerability 

that are useful for the specificity of place, and for 

directing attention to the condition of coupled 

human-environment system. Other methodological 

approaches relevant for the study on African 

pastoralists include semi-quantitative typologies, 

such as degradation syndromes, complex indicator 

approaches, integrated modeling and simulation 

techniques and statistical downscaling. The coupled 

human-environment system provides a good 

potential of understanding the vulnerability of 

pastoralists in central Nigeria and identifying critical 

interactions in the human-environment system that 

would suggest appropriate response opportunities 

for decision makers. 

Pastoralists in central Nigeria

Morton (2008) views pastoralists as people who 

depend on livestock or the sale of livestock products 

for most of their income and consumption, where 

livestock is mainly grazed on communally-managed 

or open-access pastures, and where there is at least 

some tendency for households or individuals to 

move seasonally with livestock. The pastoral Fulani 

in Africa believe that animal reproduction does not 

depend on the fecundity of the breed, but rather on 

proper nutrition. Providing the herd with excellent 

nourishment is thus considered the most important 

task of a serious herder. The decision to migrate or 

settle, choice of settlement location and length of 

stay in a particular site are all part of the nutritional 

strategy of the herd. All livestock in pastoralist herds 

are kept at night in fenced enclosure to prevent from 

wandering into crop fields. Depending on the time 

of the year herding is done by different members 

of the household men and boys. Cattle and sheep 

are usually herded together while goats are kept 

separately. 

The pastoral Fulani in Nigeria, same as other 

nomadic pastoralists in Africa in general, have for 

several centuries concentrated their activities in 
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the dry savanna and arid regions where farming 

activities were limited and competition for resources 

with other forms of land use were practically non-

existent. During the twentieth century, Fulani 

herders in Nigeria began to migrate through 

and settle in whole zones that were previously 

inaccessible to pastoralists. Ecological change and 

population increase has reduced the tsetse challenge 

for the non-trypanotolerant cattle owned by Fulani. 

This has removed the major barrier that stopped 

their southern expansion in previous era (Blench, 

2001). The conventional stereotype of the Fulani as 

living in Northern Nigeria is becoming less and less 

true, year after year. Now it is not surprising to find 

Fulani pastoralists settling even in the coastal states 

in southern Nigeria. 

Regarding central Nigeria, the exact date when 

the pastoral Fulani first reached the region was 

unknown (Nadel, 1942). It was estimated that 

nomadic pastoralists made their appearances for 

dry season pastures at an early stage, but long-term 

settlement probably did not take place until much 

later (Johnston, 1967). Based on available records 

(Fu, 2013), the migration of pastoralists to central 

Nigeria dated back to the seventeenth century. 

The expansion of the Sokoto Caliphate in the 

nineteenth century provided the political protection 

that enabled the migration drift of pastoral Fulani. 

Following the establishment of the Fulani Empire 

in the nineteenth century, pastoral Fulani began to 

settle in central Nigeria for long-term stay. Over the 

years, therefore, the pastoralists have integrated into 

the sociocultural system of the region (Fu, 2019). 

Seasonal variability in availability of grazing 

pasture in central Nigeria areas are not critical as 

in the northern arid zones. Herd movement from 

one location to another within the grazing orbit 

is therefore to take advantage of the spatial and 

nutritional diversity of the pasture and fodder 

resources. The grazing route could be circular, 

triangular or semi-circular depending on physical 

structure such as hills, mountains, rivers or a nearby 

urban or village area posing as restriction to grazing 

orbit (Fu, 2018). The distance of grazing depends on 

the time of the year and the various stages of growth 

of pasture within and outside the settlement area. 

During the rainy season the grazing herds move 

within a small area around the settlement, which 

is often less than 5km in distance, but in the dry 

season, the distance of daily travel is easily beyond 

15km or much further (Fu, 2013). Herd mobility 

could be seen as a way of assuring full and timely 

exploitation of the fodder resource to optimize the 

nutritional status of the herd. Some of the land use 

practices of pastoral Fulani include seasonal bush 

burning along grazing route, periodic movement of 

huts within the settlement area, intensification of 

land use, and shifting cultivation with short fallow 

period. Despite the capability of African pastoralists 

to compromise the integrity and resilience of the 

ecosystem, they are sometimes blamed for their 

lack of commitment to invest in long-term land 

improvement initiatives such as incorporation of 

leguminous species into pasture or grazing land. 

Cattle movement may also reduce land cover 

denudation and cause loss of biodiversity  

Climate change and pastoralism

Pastoralists have from ancient times been able to 

exploit a great deal of opportunities that linked 

mobility to alternative forms of land use. Mobility 
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as an ecological rationality in arid and semi-arid 

lands is a response by herders to variable range 

production and animal nutritional needs. It relies on 

herder knowledge and local institutions for making 

decisions. It forms part of the genres and folklores 

of society and serves as a source of memory about 

the past grazing patterns. Herding mobility is 

therefore an embodiment of time and space. The 

evidences provided by Rutherford et al., (1999) 

show that grazing pressure has less effect on soil 

nutrients than other drivers. Site factors pointed 

to far greater effects on soil nutrient variability 

than that caused by grazing pressure despite the 

often claims that associated livestock grazing 

with processes of desertification. When rainfall is 

sufficient, some level of grazing even promote plant 

productivity. Rahlao et al. (2008) who have been 

working on vegetation protection for sixty-seven 

years reached to the conclusion that grazing control 

has far more benefits for biodiversity conservation 

than often acknowledged. 

Climate change reduces available land for livestock 

production purposes at 350,000 hectares per annum 

as estimated by IPCC (2007). Perhaps the Fulani 

pastoralists of Africa are one of the few groups of 

people that are actually knowledgeable and have 

taken decisive actions about climate change (Nori, 

2007; Omotayo, 2003; Blench, 2001), as Omotayo 

(2010) claimed that pastoralists in southwest 

Nigeria were once transhumance or nomads but 

their seasonal movements have stopped, which 

made many of them either semi-sedentary or fully 

sedentary with a changing lifestyle. The livelihood 

patterns of pastoral community hinge upon strategies 

that continuously adapt to a limited, highly variable 

and often unpredictable resource endowment 

(Davies and Nori, 2008). The range of strategies that 

pastoralists use results from the larger geo-political 

system. The adaptive capacity of pastoralists is what 

has made them so resilient throughout history and 

has enabled them to sustainably exploit their natural 

environment. Their adaptive management skills 

enabled them to create and maintain biodiversity in 

many environments of extraordinary natural beauty. 

Yet pastoral development over the past century 

has been characterized by the loss of this adaptive 

capacity, and the outcome has been a vicious 

cycle of impoverishment, resource depletion and 

environmental degradation, which further erodes 

their adaptation. 

Changing environment may provide suitable 

conditions for an expansion of pastoralism, as the 

flexibility and mobility afforded by pastoralism can 

increasingly provide security where other more 

sedentary models fail (Davies and Nori, 2008). 

More than once in history, pastoralism provided a 

mean through which sedentary populations could 

adapt to survive in the face of deteriorating climatic 

conditions. Archaeological evidences indicate that 

pastoralism in Africa was developed about six 

thousand years ago in direct respond to long term 

climate variability, and then spread throughout 

the northern Africa as a mean of coping with 

the increasingly unpredictable and arid climate. 

Current climate changes are predicted to bring 

rising temperatures and erratic precipitation, which 

increase the occurrence of both drought and flood. 

Pastoralism has traditionally been better adapted to 

these changes compared with any other rural land 

use systems.

Many agencies that work closely with pastoralist 
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groups around the world feel that the challenge 

of climate change seems insignificant to many 

pastoralists who are faced with extreme political, 

social and economic marginalization. The general 

consensus is that if these constraints are relaxed, 

their adaptive strategies may enable pastoralists 

to manage climate change better than many other 

rural inhabitants. The vulnerability that is associated 

with climate change in some pastoral environments 

has its root in the restriction of tried and tested 

pastoral coping strategies, including the ability 

to move through different territories, to access 

critical livelihood resources, to trade across borders, 

to benefit from appropriate investments, and to 

participate in relevant policy decision making (Nori 

and Davis, 2007). As often the case in developing 

regions, the main concern for pastoralists is 

the accessibility rather than the availability or 

variability, of resources. 

It would be wise not to overstate the importance of 

traditional coping strategies, since some of them 

may have become permanently out of reach for 

pastoralists. Growing population pressure, together 

with the shrinking of effective rangelands, pose a 

critical challenge to the sustainability of pastoral 

livelihoods, and place constraints on one of the most 

familiar pastoral coping strategies: the migration 

into new regions. The scale of movements that some 

pastoralists have made in the past, to cope with 

climate change, insecurity and other challenges, 

are no longer possible in many countries and many 

pastoralists must be enabled to identify new coping 

strategies that are appropriate to their current 

situation. However, the technical possibilities for 

raising productivity in the rangelands are limited 

and tend to be more resource-degrading than in 

higher rainfall areas, which compound the challenge 

of population growth for pastoralists. 

Pessimistic views of pastoralism in the face of 

climate change are particularly rife in Africa 

south of the Sahara, where food insecurity is 

widespread and where many pastoral communities 

are regularly confronted with drought, which is 

said to be increasing. Yet it is important to examine 

the drought more closely before it is simplistically 

attributed to climate change. Scientific predictions 

and computer simulations suggest that in the 

short term the Sahel might actually benefit from 

climate change, through a greening of the Sahel 

and southern Sahara. Additionally, rather than 

facing meteorological drought, many pastoralists 

may be faced with a form of agricultural drought, 

a phenomenon that is evidently man made and is 

influenced by poor policy and mismanagement (Nori 

and Davis, 2007). In reality, climate change will not 

favor pastoralists if they do not recover the ability 

to adapt. Policies and investments frequently favor 

crop growers over livestock keepers, particularly 

in the drylands where crops are being made more 

and more resistant to drought. The land rights of 

crop growers are usually more secure than those of 

livestock keepers, and the tendency over the past 

few decades has been incursion of cultivators into 

grazing lands (Fabusoro et al., 2008). Even if the 

projected “greening of the Sahara” does take place, 

under the current conditions it is likely to be crop 

growers that benefit at the expense of pastoralists. 

Climate change will therefore affect pastoralists 

diversely in different part of the world, according 

to the extent of their marginalization and under-

development. Although pastoralists may cite other 
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threats to their livelihood as of greater importance, 

there are good reasons to be concerned about the 

risks that climate change presents, and to assist 

them to be aware of those risks and to develop new 

adaptive strategies. Above all, the rate and the scale 

of ongoing climate change is likely to increase the 

failure of their livelihood adaptation, with huge 

social and environmental costs. Pastoralists already 

face an overwhelming challenge to adapt to an array 

of forces that threaten their livelihoods, and their 

means of adaptation must change to keep up with 

times. Whilst the dominant discourse remains on 

their vulnerability, there is a slow but steady shift 

in emphasis towards their capabilities. This shift 

in emphasis is critical if the benefits of pastoralism 

with regard to climate change are to be realized. By 

focusing on building capacities and empowering 

people, pastoral development can ensure that 

poverty is reduced and capacities for sustainable 

natural resources management are strengthened 

within the rangelands. 

Pastoralist resilience depends heavily on indigenous 

knowledge, of the environment and of the production 

system, and the customary institutions that enable 

pastoralists to capitalize on this knowledge (Davis 

and Nori, 2008). Strong social organization and 

customary institutions are common features of many 

successful pastoral societies and have been critical 

for the effective management of unpredictable 

environments. These institutions enable herd 

mobility, pooling of labour for production or 

security, and spreading of risk through systems 

of reciprocity and obligation. The perception of 

pastoralism as intrinsically self-destructive led to 

efforts to introduce modern systems of governance 

and natural resource management, which have 

deliberately or inadvertently eroded traditional 

governance structures and have undermined the 

fabric of pastoral society and the foundations 

of the pastoralist economy. Faced with growing 

external interference and a rising pressure on the 

fragile environment, pastoral societies have become 

increasingly unable to retain control over resources. 

Different Scenarios of climate change 
impacts on pastoralism 

Observed climatic changes show that overall Africa 

has warmed by 0.7°C over the twentieth century, 

which is a 0.05°C warming per decade. Projected 

warming for Africa ranges from 0.2°C per decade 

(low scenario) to more than 0.5°C per decade 

(high scenario) (Hulme et al., 2001; IPCC, 2007). 

UNOCHA (2009) illustrated three possible scenarios 

on the current and potential impacts of climate 

change on pastoralists in Central and East Africa. 

They represent well the ongoing debate on the 

possible impacts of climate change on pastoralism. 

The first scenario is more reoccurring. It argues 

that climate change will have significant negative 

consequences for pastoralists. These will include 

loss of livestock through heat stress, more frequent 

agricultural encroachment as variation in rainfall 

may raise the productive potential of arid areas, 

increase in frequency of flooding, spread of human 

and livestock diseases that thrive during the wet 

season, and when rainfall decreases or becomes 

more erratic the quality of grazing lands will 

decrease. All these will impoverish pastoralists 

further. It is expected that this scenario will be more 

prevailing in the Horn of Africa and the arid zone. 
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The second scenario argues that climate change 

on its own will not have a negative impact 

on pastoralists. The argument is that pastoral 

production system is already an adaptation to hostile 

environment. Nevertheless, pastoralists face more 

severe challenges, such as political and economic 

marginalization, inappropriate development 

policies, and increasing resource competition. All 

these hinder their way of life and adversely affect 

their social cohesion. These challenges will stifle 

their ability to adapt to changes in their external 

environment. It is estimated that this scenario will 

be appliable to the semi-arid zone, and is more 

relevant to the situation of central Nigeria.

The last scenario presents a hopeful picture. It 

argues that pastoralists could actually benefit from 

climate change, as more rainfall can result in more 

dry season pasture and prolong access to wet 

season pasture. It can also result in less frequent 

drought, which may mean more time for people 

to rebuild their assets between lean times. Climate 

change conversely, could conceivably lead to the 

creation of more dry land resources that are suited 

to pastoralism, thus creating new opportunities 

for pastoralists. This scenario is applicable to 

areas which are relatively humid, which were 

formally inaccessible to pastoralists because 

of Trypanosomiasis. Climate change will work 

indirectly in breaking through the ecological barrier 

for pastoralists.

Whichever position is subscribed to, there is a 

common thread that runs through all the scenarios, 

which is the issue of preparedness. There is an 

urgent need to invest in disaster risk reduction 

measures and climate change adaptation. A study 

from southern Ethiopia showed three most important 

direct effects of climate change are droughts, 

flooding, and diseases and pests (UNOCHA, 2009). 

Other indirect impacts are sometimes harder to link 

directly to climate change, since these factors are 

mostly a combination of both climate change and 

other factors. However, it can be said that climate 

change has a compounding effect on the already 

difficult circumstances for communities that live in 

the arid and semi-arid zones of Africa.  

Research on the way

In order to understand how the Nigerian pastoralists 

perceive climate changes and how changing 

environment have affected their livelihoods, 

vulnerability and adaptive strategy, fieldwork based 

research is being carried out on the way to collect 

data and narratives directly from pastoralists. 

Studies have been conducted among semi-settled 

and nomadic pastoral Fulani in Niger State, central 

Nigeria. The study area is located in the so-called 

“Middle Belt” which stretches across central Nigeria 

longitudinally between the eighth and the twelveth 

parallels north. The Middle Belt is populated largely 

by minority ethnic groups and is characterized by a 

heterogeneity and diversity of peoples and cultures. 

Ethnical conflicts have been increasing over the past 

years in places like Kaduna, Bauchi and particularly 

Jos, where followers of Islam and Christian live 

relatively close to one another. The vegetation of the 

study area belongs to the Guinea Savannah zone. 

Among the three scenarios projected by UNOCHA 

mentioned above, the circumstances of the second 

and the third scenarios are expected to be more 

significant. Surrounded by River Niger and other 

river channels, the area is suitable for agricultural 
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production, especially during the dry season, the 

river floodplains turn into key resources for the large 

population of cattle migrating from the dry far north. 

The major inhabitants of the area are the Nupe, who 

are traditionally sedentary agriculturalists. Pastoral 

Fulani have settled in the area for over a century. 

With the Sahel region in the north becoming drier 

under the influence of climate change, a large 

population of new pastoral Fulani groups has 

begun to infiltrate and settle into the region since 

couple of decades ago (Fu, 2019). Pastoralists from 

different lineage groups and social status have been 

selected for the study for the purpose of comparison 

and to identify if there are any differences among 

their adaptive strategies and level of vulnerability. 

The fieldwork results will be analyzed to provide 

evidences of actual situation at ground level and 

perceptions from the very people at stakes. 
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所　報　2019. 1 ～ 12

2019年1月から12 月までの社会科学研究所の活動は以下のとおりである。

１．機関及び人事

１．定例所員総会

所員の総意のもとに、各所員の積極的な参加を活力にして、本研究所を民主的に運営し、社会科

学の総合的研究を推進していくために努力をしてきた。今後も、所員の意見・希望等に積極的に応

えていきたい。

（1）第113回定例所員総会　2019年6月1日（土）10：00 ～ 12：30　生田キャンパス92B会議室

議事：所長挨拶、所員等の異動、2019年度社研体制、2018年度事業報告、同会計報告、2019 

年度事業計画案、同予算案、その他、すべての議案は承認された。

（2）第114回定例所員総会　2019年12月21日（土）12：00 ～ 14：30 生田キャンパス221教室

議事：所長挨拶、所員等の異動、2019度事業中間報告、同会計中間報告、2020年度事業計画案、

同予算案、その他、すべての議案は承認された。

２．所員の異動（2019.1.1以降）

１．所員の委嘱･解嘱

委嘱：杉橋やよい（経）、森田公之（経）、森原康仁（経）、森　啓明（経）、山縣宏寿（経）、

　　　菱山宏輔（人）黒田友哉（法）、川上洋平（法）、河野真太郎（法）

解嘱： 原田博夫（経済）、田口文夫（法）、田口冬樹（経営）、広田康生（人間）（以上、定年

退職）

２．研究参与の委嘱・解嘱

委嘱：原田博夫、田口文夫（5月）、田口冬樹、広田康生、

解嘱：小林直樹（辞退）、奥田和彦、山下文明（ご逝去）、田口文夫（辞退11月）

３．客員研究員の委嘱･解嘱

委嘱：金　美珍、高口僚太朗、川上　哲

解嘱：なし

４．特別研究員の委嘱・解嘱

委嘱：なし

解嘱：なし
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３．運営委員、会計監査、事務局員の構成

１．2018年度社研体制

 運営委員  事務局員（○はチーフ）
所長 宮嵜　晃臣（経） 事務局長 　樋口　博美（人）
事務局長 樋口　博美（人） 会計 ○谷ヶ城秀吉（経）
前事務局長 大矢根　淳（人）  　佐藤　慶一（ネ）
運営委員 原田　博夫（経） 研究会 ○石川　和男（商）
 白藤　博行（法）（2018.9 ～国内研究） 　飯沼　健子（経）
 蔡　　舗錫（営）  　永島　　剛（経）
 神原　　理（商）  　福島　義和（文）
 今野　裕昭（人） 編集 　枡田大知彦（経）（～ 2018.9.30）
   ○鈴木奈穂美（経）（2018.10.1 ～チーフ）
   　小池　隆生（経）（2018.10.1 ～）
会計監査 清水　真志（経）  　徐　　一睿（経）
   　広瀬　裕子（文）
  文献資料 　兵頭　淳史（経）（～ 2018.9.30）
   ○恒木健太郎（経）（2018.10.1 ～チーフ）
   　長尾　謙吉（経）（2018.10.1 ～）
 ホームページ  ○高萩栄一郎（商）
   　吉田　雅明（経）

２．2019年度社研体制

 運営委員  事務局員（○はチーフ）
所長 宮嵜　晃臣（経） 事務局長 　樋口　博美（人）
事務局長 樋口　博美（人） 会計 ○谷ヶ城秀吉（経）
前事務局長 大矢根　淳（人）  　佐藤　慶一（ネ）
運営委員 内山　哲朗（経） 研究会 ○石川　和男（商）
 白藤　博行（法）（2019.9 ～） 　飯沼　健子（経）
 蔡　　舗錫（営）  　永島　　剛（経）
 神原　　理（商）  　福島　義和（文）
  編集 ○鈴木奈穂美（経）
   　小池　隆生（経）
会計監査 村上　俊介　（経）  　徐　　一睿（経）
   　広瀬　裕子（人）
  文献資料 ○恒木健太郎（経）
   　長尾　謙吉（経）
  ホームページ ○高萩栄一郎（商）
   　吉田　雅明（経）（～ 2019.9.30）
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４．事務局会議・運営委員会

１．事務局会議

2018年度（2019.1.1以降） 

（11）1月29日（火）第11回事務局会議

①定例研究会（申請と承認：定例C（大矢根G）［減災サイクルのステークホルダーと事前復興

への取り組みの実相］（2/22）/定例C（遠山G）［日本貿易会協会の設立と活動―日本貿易会前

史―］（2/22）／定例C（土屋G）［転換点としての1968―ジャン・ジュネと5月革命を中心

に―］（2/28）／定例C（原田G）［中国・新常態研究の振り返り―研究者・原田博夫はなぜア

ジア・中国研究にシフトしたのか―］（3/18）

②2018年度春季実態調査進捗

③客員研究員に関する社研規程改定にともなう細則と内規の改定について

④神田新展開にともなう神田社研分室について

⑤所報（月報、年報進捗）　

⑥文献資料（ベトナムへの社研所有文献送付、藤本武文庫整理進捗）

⑦HP/PC（月報スキャニングPDF化）

⑧2018年度後期予算消化状況と今後の予定

⑨今後の日程（第12回事務局会議2/21、第3回運営委員会・第13回事務局合同会議3/19）

［報告］2018年度後期総会報告

（12）3月13日（火）第12回事務局会議

①グループ研究Aおよび特別研究継続申請の審議と事務局承認

②客員研究員に関する細則、内規について

③神田新展開にともなう神田社研分室についての提案と事務局承認（条件提示の上で三研究科で

の使用を承認する）

④所報（月報、年報進捗）　

⑤文献資料（藤本武文庫整理進捗と今後の予定）

⑥HP/PC

⑦2018年度後期予算執行状況報告と今後の予定

⑧2019年度事務局体制について

［報告］2018年度春季実態調査（スリランカ）

（13）3月19日（火）第13回事務局会議（第3回運営委員会との合同会議）

①グループ研究Aおよび特別研究継続申請確認と運営委員会承認

②客員研究員に関する細則、内規について

③神田新展開にともなう神田社研分室についての提案と運営委員会承認

④2018年度後期予算執行状況と今後の予定

⑤2019年度運営委員会・事務局体制について

⑥新参与候補および依願退職者、客員候補案の提示と承認



― 262 ―

［報告］2018年度春季実態調査（スリランカ）

2019年度

（1）4月23日（火）　第1回事務局会議

①2019年度社研運営体制

事務局・運営委員の体制／所員の異動／研究参与・客員研究員・特別研究員の意向確認状況／

参与の承認

②2018年度報告（「2018年度事業報告書」：3 / 31学務課提出、に基づき）

研究調査事業報告（定例研究会／シンポジウム／夏季・春季実態調査／研究助成等）／ 所報

刊行（年報、月報、叢書）／文献資料（山田盛太郎文庫+藤本文庫の収集と整理）／ PC/HP

（神田設置）、これらをふまえた2018年度決算報告

③客員研究員の資格基準について（継続・再任用にともなう条件、書類書式他）

④2019年度方針および現在の進捗

特別研究会企画（夏季実態調査［北前船part3（北陸）］＋春季実態調査［北九州］）、定例研究

会（申請と承認：定例A（申請者：恒木健太郎所員）、公開シンポジウム［川崎市、堺市、北

九州市における産業政策と環境政策（仮）］、檀国大学との共同研究会開催提案、社研70周年

記念事業開催提案／特別研究助成、グループ研究助成の募集（5/9〆切）＋助成金受け渡し日

程承認（4/23,24）／ 2018年度発足グループ研究助成A（代表：村上俊介）メンバー追加（承

認）／ 所報刊行（月報（No.670 ～ 681）、年報54号刊行予定）叢書（第22巻編集体制・契約

書等作成段取り等）／  特別文庫の製本と整理／ PC/HP（リポジトリによる公開作業の継続）、

これらをふまえた2019年度予算案作成ポイント

⑤2019年度前期社研総会（6/1）、事務局会議、運営委員会との合同会議（5/21）、事務局会議

（5/7,5/14）開催日程

（2）5月7日（火）　第2回事務局会議

①2019年度社研体制

客員継続意思確認→⑥資格基準検討中のため今年度見送り／ 所員の異動／新規所員、参与、

客員の申請・推薦

②特別研究助成、グループ研究助成の申請状況

③年報募集（募集締切7/1と原稿締切10/21、募集原稿内容）→第2回事務局会議後募集開始

⑤2019年度前期総会（6/1）開催案内の内容確認

⑥客員研究員の資格基準（細則変更、申し合わせ内容の検討）

［報告］特別研究、グループ研究　継続グループへ受け渡し（4/23, 24実施）完了

（3）5月14日（火）　第3回事務局会議

①2019年度社研運営体制

所員、研究参与、特別研究員の所属・移動確認／ 所員、客員研究員、特別研究員の新規推薦

状況／ 客員研究員の資格基準［細則改定］
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②2019年度事業計画案 

特別研究会企画（夏季実態調査［北前船の足跡をめぐるPart3］（案） 9/2 ～ 6）予算承認／シン

ポジウム［川崎市、堺市、北九州市における産業政策と環境政策］（11月予定）／ 定例研究会

（申請と承認：定例A（申請者：蔡舗錫所員）、定例A（申請者：松井 暁所員）、定例A（申請

者：狐崎知己所員））／ 特別研究助成、グループ研究助成応募状況／新規特別研究助成選考委

員選出（2件×3名）・承認）／所報刊行（月報進捗、年報への客員研究員と非研究員の共同執

筆承認／叢書第22巻（代表村上俊介所員）契約書作成日程（5/28予定）／ PC/HP（デジタル化、

公開作業準備）／ 2019年度予算案の事務局承認

③神田新展開にともなう社研神田分室について（学長面談の報告）

④総会前後の日程案（第4回事務局会議7/2）

［報告］会計内部監査（5/7実施）報告

（4）5月21日（火）　第4回事務局会議（運営委員会との合同会議）

①所長挨拶

②2018年度事業報告（承認）

③2018年度会計（収支決算）報告 、会計監査報告（承認）

④2019年度事業計画案 （承認）

2019年度事務局・運営委員の体制（所員の異動／新所員の承認／会議・総会予定）／研究調

査事業（定例研究会（予定）／特別研究会：夏季実態調査企画、春季実態調査企画／シンポジ

ウムの開催）／研究助成：2019年度継続・新規の研究助成の審議と承認（グループ研究A,B･

特別研究） ／所報刊行（年報、月報の刊行予定・進捗）／叢書第22巻（代表村上俊介所員）編

集計画／特別文庫の修復・整理、文献のデータベース化／ PC/HP（情報化システムの構築、所

報デポジトリ公開の進捗）

⑤2019年度予算案（承認）

⑥客員研究員の資格基準（細則変更）（承認）

⑦神田新展開にともなう社研神田分室について（承認）

（5）7月2日（火）　第5回事務局会議

①夏季実態調査：北前船part3（北陸版：新潟～富山）

②社研70周年シンポジウム「川崎市、堺市、北九州市における産業政策と環境政策（仮）」（提

案・承認）

③社研70周年記念事業：12/21 記念講演会、70年史刊行披露（開催提案・承認）

④檀国大学との合同研究会：11/9 於神田（提案・承認）

⑤定例研究会（申請と承認：定例C（申請者：谷ヶ城 秀吉所員）、定例A（申請者：谷ヶ城 秀吉

所員））

⑥所報：月報進捗、年報（第54号）への応募状況

⑦文献資料：藤本文庫、山田盛太郎文庫　作業進捗

⑧HP/PC：月報の公開、デジタル化作業進捗

⑨客員研究員および推薦者への通知文書検討
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⑩研究所謝金・謝礼の区分（インタビュー対応者、アンケート協力者、訪問説明対応者）提案

［報告］研究助成の受け渡し報告、会計外部監査（6/13実施）報告

（6）9月24日（火）　第6回事務局会議

①社研70周年シンポジウム（再提案・承認）

②川崎市生田東部地区イベントとの社研共催について（承認）　

③社研70周年記念事業：12/21 記念講演会等（内容提案・承認）

④檀国大学との合同研究会準備進捗

⑤所報：月報進捗

⑥HP/PC：2002年度以前の月報公開、デジタル化作業進捗

⑦研究所謝金・謝礼の区分（継続審議）、一般アルバイト謝金の金額変更（20円アップ）（承認）

［報告］2019年度予算執行状況、夏季実態調査北前船part3（北陸：佐渡～富山～金沢、9/2 ～

6）実施報告

（7）10月15日（火）　第7回事務局会議

①社研70周年シンポジウム（進捗）

②檀国大学との合同研究会進捗と参加者募集　

③研究所の謝金・謝礼（専門的知識の提供による研究協力者への上限を10,000円～ 20,000円と

する）（承認）

④2020年度からの神田分室の利用内規（3研究所共同利用）

⑤所報：月報進捗と月報発刊順の変更

⑥2019年度後期活動計画と予算消化（状況と今後の予定）

⑦2020年度事業計画案と予算案（提案）

（8）10月29日（火）　第8回事務局会議

①社研70周年シンポジウム進捗2020/1/25（土）「川崎市における産業の歴史と（仕事・くらし

の）現在と未来（仮）」

②社研70周年記念事業（12/21開催）進捗

③檀国大学との合同研究会進捗　

④2019年度後期総会（12/21）開催案内の内容確認

⑤2020年度からの神田分室の利用内規（3研究所での共同利用に向けて）

⑥所報：年報（10/20締切）進捗、月報今後の予定

⑦2020年度事業計画案と予算案（学務提出）の事務局承認

（9）11月19日（火）　第9回事務局会議

①定例研究会（申請と承認：定例A（申請者：大矢根 淳所員）、公開研究会（70周年関連）（申

請者：恒木 健太郎所員））

②社研70周年記念事業：（12/21開催）進捗、役割分担　

③2019年度春季実態調査（北九州（福岡）～有田（佐賀）案）継続審議

④所報：年報進捗、月報進捗

⑤文献資料：神田分室の図書整理
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⑥2020年度からの神田分室の利用（11/5の三研究所世話人会の報告含）

⑦2019年度予算執行状況

［報告］檀国大学との合同研究会（11/9（土）開催）報告

（10）12月3日（火）　第10回事務局会議

①社研70周年記念事業（12/21開催）進捗、タイトル、役割分担（再確認）

②社研70周年記念公開シンポジウム：川崎の産業とくらし―はたらきがい・いきがいあふれる

地域を展望する（仮）―

③2019年度春季実態調査（案）再提案（承認）

④所報：月報進捗、年報進捗（12/3現在）　

⑤文献資料：関連公開研究会（2/17）進捗

⑥2019年度後期総会準備進捗（12/17第2回運営委員会・第8回事務局合同会議提出の総会議案

書構成確認）

⑦2020年度客員研究員継続申請の周知について

⑧今後の日程：第12回事務局会議：20/1/21、第3回運営委員会・第13回事務局合同会議：

20/3/17　事務局承認

（11）12月17日（火）　第11回事務局会議（運営委員会との合同会議）

①2019年度事業中間報告（運営委員会承認）

2019年度後期事務局・運営委員の体制（新所員の承認／所員の異動／今後の会議予定）／研

究調査事業（社研70周年記念事業（12/21）準備進捗／社研70周年シンポジウム2020/1/25 ／

2019度春季実態調査（九州）事前研究会（1/29））／所報進捗（12/17現在）／文献資料（特別

文庫整理進捗）／ PC/HP（情報化システムの構築、所報デポジトリ公開の進捗）

②2019年度会計中間報告（承認）

③2020年度事業計画案および2020年度要求予算案（承認）

④2019年度春季実態調査（九州～久留米～佐賀）企画（承認）

⑤社会科学研究所規程・細則・内規（客員研究員関連）の改定（承認）

⑥社会科学研究所神田分室（社会科学研究所規程・細則・内規の改定について）（承認）

⑦2020年度客員研究員継続申請の周知について

２．運営委員会

（1）3月19日（火） 事務局会議との合同会議：2018年度事務局会議（13）に同じ

（2）5月21日（火）事務局会議との合同会議：事務局会議（４）に同じ

（3）12月17日（火）事務局会議との合同会議：事務局会議（11）に同じ

５．研究調査活動

１．定例研究会（公開研究会、特別研究会、基準A･B･Cを含む）

全学部にまたがる所員、研究参与、客員研究員の幅広い問題関心を積極的に採用しつつ、現代社
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会の諸問題に対して多様な社会科学的アプローチを試み、研究成果を積極的に公表してきた。

今年度の研究会開催申請の提出〆切は、下記のような日程で進めてきた（下記★参照）。一定の

条件を設けた上で緩やかな運用を行ってきた。

★2019年度の研究会申請申込み〆切日程

（5月開催希望 ／ 4月22日）（6月開催希望 ／ 5月14日）（7月開催希望 ／ 6月15日）（8月開催希

望 ／ 7月1日）（9月開催希望 ／ 7月末日）（10月開催希望 ／ 9月15日）（11月開催希望 ／ 10月

14日）（12月開催希望 ／ 11月18日）（1月開催希望／ 12月20日）（2月開催希望／ 12月20日）

参考   定例研究会の区分

◇定例研究会A：月一回程度の開催として、一回の予算枠は10万円程度（※15万円限度）とする

（謝金と交通費、懇親会費等を含む総額）。

◇定例研究会B：定例研究会予算枠を使用しない研究会（予算はつかないが、広報は社研が担う）

◇定例研究会C：グループ研成果報告会として研究会（開催予算はグループ研予算）

（※グループ研究助成（特別、A）の成果報告会は定例研究会として開催されることになっている。）

2018年度 （2019年1月以降）

定例研究会C：研究助成A（恒木健太郎グループ）

（10）1月23日（水）15：00 ～ 17：00 場所：専修大学向ヶ丘遊園サテライト・スタジオB  

テーマ：労研社会科学の軌跡と藤本 武

報告者：石井まこと氏（大分大学経済学部教授） 

参加者：8名

特別研究会：社研春季実態調査事前研究会

（11）2月2日（金） 14：30 ～ 17：00　場所：社会科学研究所会議室

テーマ：スリランカの諸問題

報告者：中村尚司（龍谷大学名誉教授、特定非営利活動法人パルシック理事）

参加者：14名

定例研究会C：研究助成A（大矢根淳グループ）

（12）2019年2月22日（金）16：00 ～ 18：00　場所：社会科学研究所会議室

テーマ：減災サイクルのステークホルダーと事前復興への取り組みの実相

報告者：大矢根淳所員、飯 考行所員、佐藤慶一所員

参加者：9名

定例研究会C：研究助成A（遠山 浩グループ）

（13）2019年2月22日（金）16：00 ～ 18：15　場所：神田校舎1号館4階ゼミ室43教室

テーマ①：日本貿易会協会の設立と活動―日本貿易会前史―／報告者：保田明子（日本貿

易会企画グループ統括主幹）

テーマ②：戦前期総合商社における接待―海外渡航者接待を中心として―／報告者：大島



所報（2019. 1～12）

― 267 ―

久幸（高千穂大学経営学部教授）

参加者：12名

定例研究会C：特別研究助成（土屋昌明グループ）公開研究会

（14）2019年2月28日（木）18：30 ～ 20：30　場所：神田校舎7号館731教室

テーマ：転換点としての1968―ジャン・ジュネと5月革命を中心に―

報告者：鵜飼 哲氏（一橋大学）、岺村 傑氏（慶應義塾大学）、根岸徹郎所員

参加者：28名

定例研究会C：特別研究助成（原田博夫グループ）公開研究会

（15）2019年3月18日（月）15：00 ～ 17：00　場所：生田校舎2号館211教室

テーマ：中国・新常態研究の振り返り―研究者・原田博夫はなぜアジア・中国研究にシフト

したのか

報告者：原田博夫所員

参加者：40名

2019年度

定例研究会A：（申請者：蔡 舗錫所員）

（1）6月18日（火）16：30 ～ 18：00 ／場所：生田校舎9号館95F教室

テーマ：ラオスにおける日系企業の現状と課題

報告者： Souliphone Luanglath（ラオス国立大学）

参加者：8名

定例研究会A（申請者：恒木健太郎所員）［公開］

（2）6月23日（日）13：00 ～ 17：00 ／場所：神田校舎5号館571教室

テーマ：なぜ戦争は食い止められなかったのか

　　　　―『経済学者たちの日米開戦』と『戦争調査会』から考える―

１．開戦の意思決定をしたのは誰か／報告者：定藤博子氏（鹿児島国際大学経済学部専任講

師）

２．日米開戦と「正確な情報」／報告者：牧野邦昭氏（摂南大学経済学部准教授）

３．戦争回避の可能性をめぐる歴史的想像力／報告者：井上寿一氏（学習院大学学長）

コメント：菅原 光所員

参加者：45名

定例研究会C（申請者：谷ヶ城秀吉所員）

（3）6月28日（金）16：00 ～ 18：00 ／場所：神田校舎7号館771教室

テーマ1：株式市場から見た各商社の成長戦略と次世代化への取り組み／報告者：成田康浩

氏（野村證券株式会社エクイティ・リサーチ部マネージング・ディレクター）

テーマ2：高度経済成長期における総合商社の商取引に関する歴史分析：三井物産を事例に

／報告者：谷ヶ城秀吉所員

コメンテーター：田中 彰（京都大学大学院経済学研究科教授）
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参加者：20名

定例研究会A（申請者：松井 暁所員）

（4）7月10日（水）15：00 ～ 17：45 ／場所：サテライトキャンパススタジオB 

テーマ：制度派進化経済学（レギュラシオン・アプローチ）と市民社会認識はいかにつな

がるか？：理論的検討と政策構築

報告者：植村博恭氏（横浜国立大学）

参加者：7名

定例研究会A（申請者：狐崎知己所員）

（5）7月23日（火）16：00 ～ 18：00 ／場所：生田校舎9号館95G教室

テーマ： Rebalancing to Asia： Views from Europe , Political and Economic anaylisis of the 

changing international relations in Asia, viewing from Europe using hedging theory

報告者： Angels Pelegrin Sole (University of Barcelona), Lluc Lopez i Vidal (Universitat Obert de 

Catalunya)

討論者：大橋英夫所員、稲田十一所員

参加者：15名

定例研究会A（申請者：谷ヶ城秀吉所員）

（6）8月5日（水）16：00 ～ 18：00 ／場所：サテライトキャンパススタジオB

テーマ：戦後ベトナムにおける日本人の引揚

報告者：Vo Minh Vu（ヴォ・ミン・ヴ）氏（ベトナム国家大学ハノイ校付属人文社会科学大

学専任講師）

参加者：7名

定例研究会A：（申請者：大矢根 淳所員）

（7）12月19日（木）18：00 ～ 20：00 ／場所：神田校舎社研分室 

テーマ：阪神･淡路大震災から東日本大震災の10年総括検証に向けて～復興・減災ステー

クホルダーをたどりつつ

報告者：三澤一孔、宮定　章（客員研究員）、浅野幸子（減災と男女共同参画 研修推進セン

ター）

参加者：30名

☆その他今年度1月以降、定例研究会Aが1回、定例研究会Cが4回、特別研究会が1回開催される

予定である。

２．シンポジウム他

専修大学社会科学研究所創立70周年記念事業・祝賀会

日　時：2019年12月21日（土）（二部形式）

第１部：創立70周年記念講演会〔15：00 ～ 17：00 生田校舎2号館1 F 211教室〕

15：00　開会
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　　　　来賓挨拶：佐々木　重人 学長

15：10　リレー講演：水川　侑 参与、柴田　弘捷 参与、村上　俊介 所員

16：10　記念講演：宮嵜　晃臣 所長「グローバル資本主義の進展と社研調査研究活動」お

よび質疑応答

17：00　閉会

第２部：創立70周年および70年史刊行記念祝賀会〔17：20 ～ 19：30 3号館7F蒼翼の間〕

17：20　『社会科学研究所70年史』お披露目

17：30　乾杯　歓談、ゲストスピーチ等

※これからのシンポジウム
専修大学社会科学研究所創立70周年記念公開シンポジウム

2020年1月25日（土）13：00 ～ 16：30 ／場所：専修大学生田校舎3号館7階蒼翼の間

テーマ：川崎の産業とくらし――はたらきがい・いきがいあふれる地域へ――

　　　　司会：永島　剛所員

第1部　講演

　（1）川崎市の産業の歴史　　　　平尾　光司（研究参与）

　（2）川崎市の新産業政策　　　　草野　静夫氏（川崎市経済労働局 担当理事 産業政策部長）

　（3）川崎・地域のくらしと仕事　野村　幸平氏（川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）館長）

第2部　パネルディスカッション

第3部　全体質疑応答

３．特別研究会企画

特別研究会における実態調査は夏および春の休暇中に実施されている。夏と春の合宿･集中研究

会は、定例研究会では実施が困難な実態調査や自治体関係者との特定のテーマに関する討論会や工

場見学などを組み込んだ多様な実態調査を開催し、また所報で調査報告を行なっている。2019 年3

月（2018年度春季）には「スリランカの社会経済―実態と課題」を実施し（2019.2.28-3.10）、2019 

年度の夏季には｢北前船の足跡をたどるPart3：北陸 佐渡～富山～金沢｣を実施した（2019.9.2-6）。

2019年度春季には「北九州・佐賀の急加速と蝸牛の如き産業変化」と題した実態調査を予定

（2020.2.25-29）している。

（1）2018度春季実態調査：スリランカの社会経済―実態と課題（2019.2.28-3.10）

［行　程］（すべてバス移動）

※変容期にあるスリランカの多様な側面を理解すべく、同国を北から南に縦断し、各地に残る歴

史や文化に触れながら内戦後の社会とその経済成長の実態および課題についての現地調査を

行った。

第1日目：2月28日（木）成田から空路10時間程度でネゴンボ着

第2日目：3月1日（金）ネゴンボ出発、陸路北上
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・ジャフナ大学訪問「スリランカ北部社会の変容と現在」についての講義および質疑応答

第3日目：3月2日（土）北端の島ナーガディーパ、キリマライ、ポルトガルやオランダのかつ

ての拠点要塞跡見学

第4日目：3月3日（日）ジャフナからアヌラーダプラへ移動

・ジャフナ県ヴァダマラッチ郡ウドゥトゥライ村NGO事業「サリーリサイクル事業」参加者

たちを訪問、ヒアリング

・アヌラーダプラの仏教寺院見学 

第5日目：3月4日（月）

・ミヒンタレの仏教寺院見学

第6日目：3月5日（火）

・シーギリヤ博物館および周辺の見学 

・シーギリヤロック登頂

第7日目：3月6日（水）・

・マータレーの日系企業ノリタケ社を訪問、見学、ヒアリング

・キャンディの縫製工場MAS factory（スリランカ英米独合弁のアパレル企業MAS Holdings）

を訪問、見学、ヒアリング

第8日目：3月7日（木）

・キャンディにてTea Factory見学

・コロンボにて社会起業家（視覚障がい者の就労支援事業Thusare経営者石川氏）を訪問、見

学、ヒアリング

第9日目：3月8日（金）

・コロンボ大学にて「スリランカ経済について」（コロンボ大学元学長W.D.ラクシュマン氏）

の講義および質疑応答

・同大学にて「スリランカにおけるトロツキー主義について」（コロンボ大学教授）の講義お

よび質疑応答

・コロンボ市内の宝石販売加工企業（スリランカ人職人を養成する大槻氏）を訪問、見学、ヒ

アリング

第10日目：3月9日（土）

・コロンボ市内船舶製造修理業Colombo Dock Yard社（尾道造船グループ）を訪問、見学、ヒ

アリング

・コロンボ博物館見学 

・コロンボから搭乗・帰国へ

第11日目：3月10日（日）成田着 

〔参加者：16名〕
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（2）2019年度夏季実態調査：北前船の足跡をたどるPart3：北陸 佐渡～富山～金沢（2019.9.2-6）

［行　程］（すべてバス移動）

第1日目：9月2日（月）

・新潟港発（ジェットフォイル乗船）　→　佐渡両津港

・トキの森公園訪問、見学

・真野鶴尾畑酒造訪問、見学

（佐渡市内宿泊）

第2日目：9月3日（火）

・キラリウム佐渡訪問、映像視聴、推進課による説明・質疑応答

・佐渡金銀山世界遺産ツアー（バスによる見学・ガイド案内付き）

・セイデンテクノ（株）訪問、見学、ヒアリング

・無名異焼（玉堂窯）見学

（佐渡市内宿泊）

第3日目：9月4日（水）

・佐渡国小木民俗博物館（千石船展示館）訪問、見学

・千石船の里宿根木あるき（自由行動）

・小木港発高速カーフェリー乗船　→　直江津港

・YKK黒部パークセンター訪問、見学

（魚津市内宿泊）

第4日目：9月5日（木）

・富山市役所訪問、質疑応答

・廣貫堂訪問、見学、ヒアリング

・富山コンパクトシティ体験（途中昼食休憩）→LRT移動、北前船廻船問屋森家訪問・見学

・株式会社ハナガタ訪問、見学、ヒアリング　

（高岡市内宿泊）

第5日目：9月6日（金）

・高岡金屋町まちあるき（自由行動：金屋緑地公園）

・高岡鋳物「能作」訪問、工場見学、ヒアリング（カフェ IMONO KITCHENにて昼食休憩）

・金沢「津田駒工業」訪問、見学、ヒアリング

・金沢駅にて終了・解散

〔参加者：15名〕　

☆本実態調査については、『月報』（2019年度1月＋2月合併号）に掲載予定。

（3）2019度春季実態調査：福岡県北九州市周辺と佐賀県

「北九州・佐賀の急加速と蝸牛の如き産業変化」と題し、早春の九州地方で急加速している産業

変化と、蝸牛のような産業変化の双方を見聞・体感する実態調査を2020年2月25日～ 29日の日程

で予定している。具体的な訪問地は、北九州～久留米～武雄～伊万里～有田。
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（4）第11回専修大学・檀国大学合同研究会

2019年11月9日（土）　場所　専修大学〔参加者：18名〕

テーマ： 日本と韓国における経済デモクラシー　“Economic Democracy in Japan and South 

Korea”

Opening 

Chair ：YAMADA, Koji (Senshu Univ.)

Opening address：MIYAZAKI, Teruomi (Senshu Univ.) YIM, Sang- Hyuk (Dankook Univ.)

Session 1

PresentationⅠ “The Effect of International Trade on Income Inequality ”

Presenter  ：CHOI, Chang- Hwan (Dankook Univ.)

Commentator ：YANO, Takashi (Senshu Univ.)

PresentationⅡ “From Crisis to Revitalization ： Industrial Democracy of Japan and the World”

Presenter  ：HYODO, Atsushi (Senshu Univ.)

Commentator ：JEONG, Yoon-Se (Dankook Univ.)

Session 2

PresentationⅢ “The Effects of Mental Budgeting and Pain of Paying on the Financial Decision 

Making of Socially Excluded People”

Presenter  ：CHUN, Sung-Yong (Dankook Univ.)

Commentator：MEGURO, Ramon (Senshu Univ.)

PresentationⅣ “Jobless and Wageless Recovery and the Work-style Reforms in Japan”

Presenter  ：YAMAGATA, Hirotoshi (Senshu Univ.)

Commentator：YIM, Sang- Hyuk (Dankook Univ.)

Closing

Closing address：OZAWA, Ichiro (Senshu Univ.)

Translator ：SEO, Hyun- Koo (Senshu Univ.)  KIM, Mi-Jin (Senshu Univ.)

４．研究助成

（1）グループ研究助成A（ 所員4名以上･年50万円3年間・定例総会にて研究経過報告義務 /1名以

上論文発表義務・定例研究会にて成果報告会を開催すること）

2017年度発足　なし

2018年度発足

◇「社研70年の活動史研究」

（村上俊介（責）・石川和男・大矢根淳・樋口博美・宮嵜晃臣・柴田弘捷・町田俊彦（2019

～加入）の7名）

◇「減災サイクルのステークホルダーと事前復興への取り組みの実相～巨大災害（東日本大震

災／首都直下･南海トラフ地震）を射程に～」

（大矢根淳（責）・佐藤慶一・飯　考行・近江吉明・福島義和・宮定　章・三澤一孔・所
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澤新一郎の8名）

◇「総合商社機能の歴史と現在：経済史・経営史的アプローチと産業調査・業界調査的アプ

ローチの融合を目指して」

（遠山 浩（責）・田中隆之・永江雅和・谷ヶ城秀吉・大島久幸の5名）

2019年度発足

◇「日本経済の構造変化とその方向性」

（田中隆之（責）・鈴木将覚・大倉正典・河藤佳彦・中村吉明・小島 直の6名）

（2）グループ研究助成Ｂ（所員2名以上・年20万円1年間・定例所員総会にて研究経過報告義務）

2019年度発足

◇「合意形成のあり方をめぐる課題と可能性―八重山諸島における教科書採択と自衛隊駐屯地

設置を手掛かりに―」

（福山文子（責）・矢吹芳洋・嶺井正也の3名）

◇「戦後日中経済関係検討研究会―横浜～上海を軸とした考察―」

（大橋英夫（責）・遠山 浩・李 春霞の3名） 

◇「社会運動ユニオニズムの史的研究」

（兵頭淳史（責）・枡田大知彦・金　美珍の3名）

（3）特別研究助成（ 所員5名以上・年100万円3年間・定例所員総会にて研究経過報告義務、年度

内に研究中間報告を定例研究会枠にて実施・助成終了後2年以内に『社会科学

研究叢書』刊行義務）

2017年度発足

◇「多文化社会と視覚表象研究の可能性」

（土屋昌明（責）・下澤和義・網野房子・井上幸孝・上原正博・根岸徹郎の6名）

2018年度発足　なし

2019年度発足　

◇「川崎市をフィールドとする産業・労働・生活の現状と課題に関する研究」

（小池隆生（責）・鈴木奈穂美・長尾謙吉・杉橋やよい・山縣宏寿・畠中 亨の6名）

６．所報の刊行

１．『社会科学年報』第54号の刊行

所員の執筆申し込みに応じて『年報』第54号を編集する。450部印刷する。

なお、『年報』第54号の製作ならびに出版契約については、佐藤印刷株式会社との契約を継続す

る。

また、エントリーの締め切りは6月末に設定し、現在、入稿済、校正中である。
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論文　

ミャンマーにおける経済発展と自動車産業政策 石川和男（所員）

『資本論』形成史の貨幣論モーメント 内田　弘（参与）

J.R.コモンズの貨幣制度説とその射程

　――B.テレのコモンズ解釈を中心に―― 坂口明義（所員）

福岡県養蚕業の展開と製糸資本の活動 髙梨健司（客員）

法・正義・暴力――法と法外なもの 西角純志（客員）

資本主義、資本主義的生産、資本主義社会の区別について 新田　滋（所員）

自律的教育経営の機能不全問題と対応政策

　―英国政府の強制的介入支援及びOfstedの性格変容― 広瀬裕子（所員）

国庫債務負担行為の現状及び後年度への財政影響 藤井亮二（客員）・山田 千秀（外部）

青森県知事：三村申吾―長期政権の「光り」と「影」―⑧ 藤本一美（参与）

環境とデジタル時代の自動車産業と社会

　―技術革新と社会変化の相互作用についての一考察― 水戸部啓一（客員）

研究ノート

On Pastoralism and Climate Change Regina Hoi Yee FU（所員）

所報　  樋口博美（事務局長）

編集後記 鈴木奈穂美（編集担当チーフ）

２．『月報』の刊行

第667号～第678号を所員等の投稿に基づいて刊行した。なお、『月報』の制作については、佐藤

印刷株式会社との契約を継続する。毎号400部程度印刷。

今年度については、昨年度（2018）春季実態調査特集の合併号を刊行した。また、2019年度夏

季実態調査特集の合併号も刊行予定である。

2018年度（2019年1月以降）

（9）1月20日・2月20日（第667・668号合併号）：2018年度夏季実態調査特集号

「社会科学研究所2018年度夏季実態調査　北前船の足跡をたどるPart 2

　―東北日本海側：秋田～山形～新潟―行程記録」 樋口博美（所員）

「ＴＤＫ株式会社と地域貢献マーケティング―齋藤憲三と故郷との関わりを中心に―」

 石川和男（所員）

「劇画に投影された河村瑞賢――白土三平『カムイ伝』の夢屋七兵衛をめぐって」

 根岸徹郎（所員）

「秋田と東北各地域の観光とインバウンド誘致対策について」 飯田謙一（参与）

「庄内たがわ農業協同組合月山ワイン山ぶどう研究所について」 宮嵜晃臣（所員）

「小鵜飼船に乗せられた青苧と木綿―最上川から見た商品経済進展のダイナミズム―」

 池本正純（参与）
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「明治初年新潟小澤家の北前船ビジネスの一齣」 川村晃正（参与）

「晩夏の日本海紀行」 高橋祐吉（参与）

（10）3月20日（第669号）

「川崎市税制の特徴と推移」 原田博夫（所員）

「台湾ベンチャー・ビジネスの動向とベンチャー ･キャピタル

　―台湾企業のベンチャー型創業とベンチャー ･キャピタルの役割―」 荒井久雄（客員）

2019年度

（1）4月20日（670 号） 

「カメラマウントの変遷と今後のミラーレスカメラの動向」 望月　宏（所員）

「日本のカメラ・光学産業の進化プロセス

　―ニコンとキャノンにみる事業拡大戦略の変遷とその課題―」 笠原伸一朗（所員）

「グローバル化時代における光学機器産業の復権と発展」 小原理一郎（外部）

「科学技術の進歩とカメラ産業の変遷」 池田英生（外部）

（2）5月20日（671号） 

「草津の温泉文化――湯治・ハンセン病・被差別部落――」 川上 隆志（所員）

「日本の《発見》——西欧人／日本人による《旅行》と明治・大正期のガイドブック～

　ポール・クローデルの目に映った1898年と1920年の間の日本を例として」 根岸徹郎（所員）

「日本の山岳信仰と温泉」 鈴木健郎（所員）

（3）6月20日（672号） 

「減災サイクルのステークホルダーと事前復興への取り組みの実相（Ⅰ）

　―被災地石巻での聞き取り調査から：「仮設住宅」生活を射程に―」

 所澤新一郎（客員）・大矢根淳（所員）

「外部支援者が介在した被災コミュニティ回復の模索と課題

―阪神・淡路大震災から東日本大震災へ、そして未被災地の事前復興へ―」

 　三澤一孔（客員）・大矢根淳（所員）

（4）7月20日（673号）

「高度経済成長期における総合商社の商取引に関する歴史分析：三井物産を事例に」

 谷ヶ城秀吉（所員）

「日本の若者は2000年に入って韓国の若者に身長で追い抜かれた

　―台湾の歴史的統計を勘案すると遺伝的差ではない―」 森　　宏（客員）

（5）8月20日（674号）

「A working paper on the local land access arrangement in rural Nigeria」 Regina Hoi Yee FU（所員）

「場所形成（place-making）」の思想と「カイロス」の時間

　―都市の周辺世界鶴見・潮田の思想の水脈―」 広田康生（所員）

（6）9月20日・10月20日（675号・676号）合併号：2018年度春季実態調査特集号

「社会科学研究所 2018年度春季実態調査（スリランカ）行程記録」  飯沼健子（所員）
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「孤立と対話に揺れるムスリム住民」  中村尚司（外部）

「データでみるスリランカ経済の現状と課題」  高橋義博（所員）

「中国「一帯一路」事業のスリランカへのインパクトとその評価」 　 稲田十一（所員）

「スリランカの港湾整備と債務の罠を考える」  徐　一睿（所員）

「「セイロンティ」にいたる欧州諸宗主国の植民地主義の変遷とその残滓」 宮嵜晃臣（所員）

「民間企業におけるジェンダー・エンパワーメントの可能性

　―MAS Holdings 社の事例を参考に―」 　 飯沼健子（所員）

「市場変化によるわが国製造業の製造拠点管理

　―スリランカにおけるノリタケの事業活動を中心として―」 石川和男（所員）

「スリランカにおける尾道造船コロンボドックヤードの位置づけとその事業展開

　―Colombo Dockyard PLC 見聞記録から―」 　樋口博美（所員）

「スリランカの視覚障がい者支援の社会的企業―Thusare 指圧院の活動に関して―」

 飯田謙一（参与）

「足手まといのスリランカ紀行」   池本正純（参与）

（7）11月20日（677号）

「特集「リスク選択とデモクラシー」に寄せて」  恒木健太郎（所員）

「開戦の意思決定をしたのは誰か」   定藤博子（外部）

「日米開戦と「正確な情報」」 　　 牧野邦昭（外部）

「戦争回避の可能性をめぐる歴史的想像力」 　 井上寿一（外部）

「戦争回顧の新ステージ ―― 公定理解を刷り込みの先に」 菅原　光（所員）

（8）12月20日（678号）

「東日本における夏秋養蚕業の発展と繭価動向

　―1900年代半ばの「繭市場統合説」の再検討（2）―」  髙梨健司（客員）

「佐藤忠男とアジア、そして中国映画」 　　　　劉　文兵（客員）

（9）1月20日・2月20日（679・680号合併号） ：2019年度夏季実態調査特集号［編集中］

（10）3月20日（681号）［編集中］

３．『社研叢書』第22巻刊行について

特別研究助成（2017年度1年間の助成）『社会科学研究所70年史』（村上俊介（代表）・石川和男・

大矢根淳・樋口博美・宮嵜晃臣・柴田弘捷・町田俊彦の7名）が、本年度刊行予定である。

７．その他の研究活動

１．文献資料

（1）文献資料の収集

①社会科学分野にかかわるリファレンス資料に相当するもの（辞書、統計、白書、年鑑等）、お

よび東アジア経済社会に関する文献の収集に重点をおく、という方針に基づいて文献資料の収
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集を進めてきた。

②メーリングリストや公式WEBサイトを通じて、広く所員から文献購入希望を募り、また、事

務局より積極的に文献購入についての提案を行い、予算枠を考慮しながら随時購入してきた。

今年度も中国統計書を、所員からの要望を鑑み年度末までに購入する。

（2）文献資料の整理、配架等

2017年度から進めてきた山田盛太郎文庫、藤本武文庫、２つの特別文庫の修復、整理、配架作

業を継続し、広く所員が利用できる状態をめざした取り組みを行ってきた。

①山田盛太郎文庫の修復・整理と文庫に関連する特別研究会の開催

社会科学研究所70周年を記念して、山田盛太郎に関連した特別研究会の開催を年度内の

2020年2月17日に予定している。今後も学外の専門的知識提供者に協力を依頼し、山田盛太

郎文庫の保管状況の確認（修復）を進めるつもりである。

②藤本武文庫の整理

未整理のものが数多く残っていたため、今年度も調査・分析・整理を学外の専門的知識提供

者に協力依頼をして進めてきた。作業はまだ年度内も続く予定である。

③来年度から神田分室が、社研、商研、経営研の三研究所による共同利用となるため、分室の書

籍整理を行う必要が出てきた。特に東亜研究所に関する文献について確認しながら今後の整理

を進めていくこととする。

２．PC ／ HP

（1）ホームページの充実

昨年より開始した学内CMS化に対応しつつ、掲載コンテンツの内容など社会科学研究所ホーム

ページのさらなる充実をすすめてきた。

（2）電子メールの活用

電子メール活用による通信業務効率化を引き続き推進した。所員に対する案内等の原則電子メー

ル化（2007年度開始）を継続しており、総会案内に関しても電子メールでも案内を出している（出

欠確認、委任状集約等については、往復はがき、研究室受付での回収等を継続している）。

（3）所報のデジタル化と専修大学学術機関リポジトリへの登録

デジタル化を行った論文に関して、掲載許諾を得ている論文については、社会科学研究所ホーム

ページに全文公開するよう作業を行ってきた（許諾を得ていない論文は、タイトル・著者のみを掲

載することとした）。

年度内には社会科学研究所のホームページに掲載される公開論文（月報・年報）への書誌情報

（掲載雑誌名、号数、発行年月、DOI等）を付ける作業の準備作業を進めることになる。

８．社会科学研究所「規程・細則・内規」（2014年3月）の改正

１．客員研究員に関する細則の改正

昨年度2018年12月開催の後期総会にて承認された客員研究員に関する規程改正を受け（※規程
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改正については後期総会直後に大学へ規程改正願を提出、2019年1月16日の常任理事会にて承認

を受け、その変更内容を2018年度の年報・所報に記載した）、事務局では2019年1月以降、規程改

正に関わる細則と内規の改正について検討を続けてきた。

今年度2019年6月に開催された前期総会では、これらの事務局での議論を細則・内規改正として

提案し承認された。

以下に、細則と内規の改正内容を示しておく。なお、所員全体には『社研通信2019年度No.1』

（2019.6.11）にて、専修大学社会科学研究所規程第10条【客員研究員】（参考として）ならびに同

研究参与・客員研究員・特別研究員に関する細則、年報・月報の編集に関する内規の改正として周

知した。

（1）細則改正

研究参与・客員研究員・特別研究員に関する細則 　「規程・細則・内規集」（2014年3月）p.7

［１は変更なし、2～ 5を追加］

１．研究参与、客員研究員および特別研究員は、所員と同様に研究所の事業に参加することができ

る。ただし、研究助成の責任者となることはできない。

２．客員研究員および特別研究員の委嘱については、所員2名による推薦状を、所長に提出しなけ

ればならない。

３．客員研究員および特別研究員の推薦者は、推薦書とともに客員研究員候補者の「履歴・主な業

績」を提出しなければならない。（➡推薦書の書式改定を伴う）

４．研究参与、客員研究員および特別研究員から解嘱の申し出があった場合には、所長は解嘱しな

ければならない。

５．客員研究員の継続は、所員である推薦者2名による継続申請書を、所長に提出しなければなら

ない。

（2） 内規改正

年報・月報の編集に関する内規 　「規程・細則・内規集」（2014年3月）p.11

［8として追加］

投稿について、編集担当者会議によって問題があると判断された場合（形式不備、不適切な引用

等）、編集委員（もしくは、投稿者が客員研究員の場合は所内の推薦者）によって対処することと

する。

２．神田分室三研究所共同利用のための利用内規の改正

2020年からの専修大学神田新展開の一環である商学部移転にともなって、昨年度（2018年度）

より学長室から社会科学研究所の神田分室を商学研究所と会計学研究所との三研究所共同利用につ

いての打診があり、利用条件を提示するなど事務局では1年以上かけてその対応を議論してきた。

結果、三研究所での共同利用を暫定的なものとして受け入れることとし、2019年11月5日には

第1回三研究所世話人会において利用に関わる合意を得、それらを受けて今年度の後期総会では神

田分室利用に関する内規の改正案を提出し、承認された。以下に改正内容を記しておく。
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神田分室の利用に関する内規 　「規程・細則・内規集」（2014年3月）p.17

［改正］

１．神田分室は、2020年度から、専修大学神田キャンパスの再構築の一環である商学部神田移転

にともない、社会科学研究所と商学研究所、会計学研究所の三研究所による共同利用とする。た

だしこれは、将来的には各研究所が固有の事務室を所有することとなるまでの暫定的な措置であ

る。

２．神田分室の共同利用に関わる調整等は分室世話人（※当面は事務局長が兼ねる）が行うこと

とする。

３．神田分室の研究所事務室、会議室としての使用は、毎週火曜日は商学研究所、会計学研究所の

優先とする。週末の使用は社会科学研究所の使用を優先する。その他、利用日程・時間は三研究

所間にて適宜調整の上、使用する。

４．研究会等のために神田分室の使用を希望する各研究所の所員は、日程・時間等の調整を必要と

する場合があるので、必ず届け出なければならない。

５．届け出の取り扱いは、社会科学研究所の事務局職員もしくは分室世話人が担当する。

６．神田分室の利用予約は３ヶ月前の月の第一週から始める。

７．神田分室を研究会として利用する場合、同一グループが１ヶ月に同一曜日を複数回利用するこ

とはできない（例：土曜日を同一月内に２回以上予約することはできない）。

８．同一時間帯に複数の研究会予約が申し込まれた場合には、三研究所間で相互に配慮して対処す

る。

９．各研究所の所員が個人として神田分室を利用する場合、届出は不要だが、可能な限り社研事務

室へ事前確認をする。各研究所が優先的に使用する時間帯、研究会等で使用される時間帯以外で

の使用とする。

10．神田分室の鍵は神田校舎B１受付に置く。

11．神田分室を研究会等あるいは個人で利用する各研究所の所員は、当日受付に身分証明書を提示

し、利用者名簿に必要事項を記入する。

12．神田分室を研究会等あるいは個人で利用した各研究所の所員は、分室の管理に全責任を負う。

13．所員が不在のまま、三研究所の所員以外の者が神田分室を利用することはできない。
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編集後記

編集スタッフ　　鈴木奈穂美（経済学部）　小池　隆生（経済学部）

　　　　　　　　徐　　一睿（経済学部）　広瀬　裕子（文学部）

専修大学社会科学研究所『社会科学年報』第54号をお届け
いたします。2017年4月に発足した宮嵜晃臣所長・樋口博美
事務局長体制のもと、本号も無事刊行することができました。
ご労作をお寄せいただきまして所員の皆様、関係者の皆様に
は、心より御礼申し上げます。本号には、英語論文1編を含
む11編の論文が掲載されております。以下、掲載順に主題や
対象についてご紹介いたします。
石川論文では、ミャンマーとASEAN諸国との経済状況比

較や、同国の自動車産業が後れをとった背景、現在の産業構
成のプロセスなどを分析しています。そして、市場へ参入す
る際、外資系企業がどのような視点を有しているかについて
も考察を加え、日系企業（スズキ、いすゞ、日産、トヨタ）
だけでなく、インドや韓国メーカーが現地生産に踏み切るま
での意思決定プロセスも踏まえて論考されています。
内田論文では、「エピクロスの哲学」ノート、「『国富論』
ノート」、『経済学・哲学草稿』を用いて、『資本論』の対称
性原理の起源を解明しています。思想家としての出発点であ
る博士論文まで立ち返り、マルクスを天文学系譜の思想家と
位置づけることから始めており、経済学批判の古典である
『資本論』では、商品関係が重層的な対称性を展開する過程
などについて考察を深められております。
坂口論文では、多くの日本人研究者が貨幣の支払手段機能

を重視していることが J. R.コモンズの貨幣制度説（ITM）の
理解を妨げている可能性があるとし、『制度経済学』の「将
来性」章から ITMの理論的要素を整理しています。加えて、
グローバリゼーション下の貨幣の現実を念頭におきながら、
コモンズの議論を批判的に継承・発展させているテレ（Théret）
の研究成果についても分析されています。
高梨論文では、①各種養蚕業の指標に基づいた上位10郡市

の特質と動向、②「福岡農法」の普及、 ③県外大製糸資本の
進出による福岡県製糸業の発展と原料繭争奪戦を繰り広げる
県外大製糸資本の実態把握、④戦前期福岡県における乾繭取
引（乾繭組合）の拡大と、大製糸資本（特に片倉製糸）の対
応、各郡市養蚕業（養蚕農民）の動向から、福岡県養蚕業の
展開を考察されています。
西角論文では、デリダの『法の力―権威の神秘的基礎』の

「掟の神秘的基礎」概念や、ベンヤミンの『暴力批判論』を
通じて法と法外なものを画定する境界線や死刑などの考察を
おこない、法と法外なものを線引きする「境界」とは何かと
いう問題に取り組んでいます。そして、デリダの議論をふま
えて、法そのものが他者への暴力を不可避にしている点にふ
れながら、正義の担い手とその可能性に関する論考で結んで
います。
新田論文では、「資本主義」の成立期をめぐる論争の背景
にある「資本主義」、「資本主義的生産」、「資本主義社会」の
定義の混乱に焦点をあて、これら3つの概念の再定義化をお
こなっています。結論では、3概念の区別と関連を明らかに
することで、流通形態としての資本主義市場経済＝世界資本
主義そのものは長期循環を反復するが、流通形態に包摂され
た近代社会は不可逆的に生成・発展・変容する側面と長期循
環する側面とをあわせもつものと示されています。
広瀬論文では、1988年教育改革法を始点とする制度改革以

降の英国（イングランド）の学校運営に関する論考でありま
す。筆者は、学校運営の自律性の強調と、中央政府が学校運
営に強制的介入支援という一見すると異なるベクトルが同時
進行しているようにみえますが、その実は、自律的経営の重
篤な破綻を想定した上で自律性を継続させるために有効かつ
整合的な政策パッケージであるという立場をとっています。
そして、終盤では単なる実態把握から理論構築の必要性につ
いて考察を深められています。
藤井・山田論文では、日本の財政の硬直化の要因である国

庫債務負担行為の増加に焦点をあてています。国庫債務負担
行為は、複数年度の契約を通じて計画的な調達が可能なため、
公共事業の平準化が図られて生産性向上に寄与するなどの効
果が期待される一方、予算の単年度主義の例外であり、行き
すぎた活用による弊害も指摘されています。そのため実態解

明が求められているところですが、実証的な先行研究も少な
い分野でもあります。
藤本論文では、2019年6月の知事選で5回目の勝利を手に
した三村申吾県政の4期16年の正と負の遺産を検証していま
す。正の遺産には、行財政改革、雇用創出、農林水産業、観
光産業、原子力・エネルギー、包括的ケアシステムの観点か
ら、負の遺産には、新型移動式早期警戒レーダー「Ｘバンド」
の配置、核燃料サイクル実現にむけた六ケ所村の再処理工場、
三村興業社と「県発注工事」問題、人口減少・流出、医師確
保、多選禁止の観点から考察されています。
水戸部論文では、環境問題への対応、デジタル化の進展、

さらには人工知能の進歩に伴うイノベーションとそれを生み
出す技術のシーズや社会のニーズに関する分析を通じて、こ
れからの自動車の行方と社会への影響について考察していま
す。新しい技術が生み出す自動車に加え、スマートフォンの
普及に伴うシェアリングエコノミーにも言及し、今後の自動
車産業について触れられています。
傳論文では、中央部のニジェール州にある半定住の牧畜民

フラニが、気候変動をどのように認識し、環境の変化が彼ら
の生活、脆弱性、適応戦略にどのように影響したかを理解す
ることをめざして、分析しています。気候変動により、アフ
リカでは干ばつや洪水の発生、気温の上昇などリスクが拡大
していますが、これらは遊牧民の生活を制限する要因になっ
ています。この点に注目し、遊牧民家族の経済的不安などに
も触れています。
今年も国内外でさまざまな出来事がありました。国内では、

台風15号・19号の通過により、深刻な被害をもたらしました。
その後、気象庁は台風15号を「令和元年房総半島台風」、台
風19号を「令和元年東日本台風」と名付けました。1977年
の沖永良部台風以来、名称を定められるほど強大な台風が1
年に2回も発生したことで、生活インフラ（水道、電気、通
信など）の維持、地域経済への影響、そして行政機関の初期
対応などの課題も指摘されています。2020年に入ると、1995
年に発生した阪神淡路大震災発生から25年目をむかえ、これ
までを総括するイベントも開かれました。地震と風水害では
異なることもありますが、災害時の初動は、人びとの生活は
もちろんのこと、経済活動にも影響を与えるものです。この
点はこれまでの災害の教訓から学んでいても、実際に発生す
るとその対応に苦慮している私たちが存在しています。
2016年7月に発生した津久井やまゆり園を舞台にした相模

原障害者施設殺傷事件の初公判も1月にスタートしました。
日本において、第二次世界大戦後、最も多くの人を殺害した
事件として、当時、国内外に多くの衝撃を与えました。2020
年2月には、英国のブレグジットが実現しました。1993年11
月に欧州連合（EU）発足して以来、初となる離脱です。英
国とEU、英連邦との関係性など今後の動向からも目が離せ
ないところです。現在、武漢発の新型コロナウイルス（COVID-19）
の猛威が世界を席巻しております。日本でも感染者・死者が
拡大している最中にあります。新型コロナウイルスの感染拡
大を目の当たりにすると、災害同様、各国の中央政府・地方
政府の初動対応の重要性を実感するところでもあります。ま
た、世界経済の停滞が危惧されている中、今後の市場経済と
政府の各種政策の動向は、多くの社会科学の領域で注視され
ることでしょう。
本号掲載の各論文は、これら現実の経済・政治・社会で生
じている事象を冷静に考察する視座を高めることに寄与する
ものです。多くの方に一読していただけることを期待してや
みません。
最後になりますが、佐藤印刷株式会社の村越紀明氏、大槻

秀氏は編集にまつわる仕事を手際よく進めてくださり、年度
内刊行を実現いただきました。また、『年報』のみならず『月
報』の編集全般にわたり、研究所事務職員の岩本さんには大
変お世話になりました。編集委員、投稿者と印刷会社との間
の連絡調整で労を惜しまず、きめ細かやかに応対していただ
きました。この場を借りて、心より感謝を申し上げます。

（N. S.）
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